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本作品の全部または一部を無断で複製、転載、配信、送信したり、ホームページ上に転載することを禁止します。また、本作品の内容を無断で改変、改ざん等を行うことも禁止します。

本作品購入時にご承諾いただいた規約により、有償・無償にかかわらず本作品を第三者に譲渡することはできません。

本作品を示すサムネイルなどのイメージ画像は、再ダウンロード時に予告なく変更される場合があります。



本作品は縦書きでレイアウトされています。





また、ご覧になるリーディングシステムにより、表示の差が認められることがあります。













例　言





一、本[image: ]は主として流布本の一つ、寬[image: ]十二年（一六七二）刊の[image: ]假名整版本により、同じ系統の元和七年（一六二一）の刊本によつた野村宗朔氏の『昭和校訂[image: ]家物語』（昭和十一年、武藏野書院刊）と、萬治二年（一六五九）の刊本によつた石村貞吉氏の『新註[image: ]家物語』（昭和六年、修[image: ][image: ]刊）とを參照した。寬[image: ]の版本には卷末に「此[image: ]家物語一方檢校衆以吟味令開板之者也」とし、「寬[image: ]十二壬子年六月吉日、堺屋[image: ]兵衞、美濃田新左衞門、開板」とある。

二、本[image: ]の訓と註とについては、梅澤和軒氏の『評釋[image: ]家物語』（大正十二年、帝國[image: ]育硏究會刊）、御橋悳とく言げん氏の『[image: ]家物語略解』（昭和四年、寶[image: ][image: ]刊。本[image: ]は東京美術學校所藏の古活字本という。覺一本か。本書の略號「略解」）、[image: ]記野村・石村氏の本、山田孝雄氏の『[image: ]家物語』（昭和八年、寶[image: ][image: ]刊）を參考とした。なお、註については、新しい物として、『日本古典全書』（[image: ]日新聞社刊）の冨倉德次郞氏の本や、『新註國[image: ]學叢書』（講談社刊）の高橋貞一氏の本を參照した。

三、[image: ]家物語には、本によつて本[image: ]にかなりの異同がある。それで本書の註には、その異同の注意すべき物を記入した。紙面の關係で十分とは言えない註記ではあるが、讀者の參考となれば幸いである。今、角川版日本古典鑑賞講座『[image: ]家物語』の參考[image: ]獻（後[image: ]丹治氏稿）の例にならつて、本書に[image: ]り上げた[image: ]家の諸本の名を擧げておく。




[image: イ]流布本（この中の一つが本書の底本）




この本の類本ともいうべき物に、[image: ]記山田氏の寶[image: ][image: ]刊の本がある。同じ山田氏の岩波[image: ]庫本（昭和四年刊）も本[image: ]は同じ。山田氏はこれを「覺一本の別本ともいふべきもの」とされている。本書略號「岩」。眞ま字な本ぼんと呼ばれる熱田本（一四七四頃寫）もこの系統。本書略號「眞」。




[image: ロ]八坂本




流布本が一いち方かた流りゆうの琵琶法師の語り本（覺一本の系統）であるのに對して、これは八や坂さか流りゆうの語り本。この本は灌頂の卷を立てない。國民[image: ]庫（明治四十四年、國民[image: ]庫刊行會刊）所收。本書略號「八」。




[image: ハ]長門本




二十卷本。下關市（昔は長門國）の赤間の宮、その他所藏。下の二本と共に[image: ]容にかなりの增補がある。明治三十九年、國書刊行會刊。本書略號「長」。




[image: ニ]延慶本




花園天皇の延慶年間に書寫したとの奧書がある。六卷十二册。昭和十年、改造社刊。本書略號「延」。




[image: ホ]源[image: ]盛衰記




これも「[image: ]家」の異本の一つ。四十八卷。そのよい活版本とされているのは、[image: ]俗日本全史（大正元年、早稻田大學出版部刊）所收の本。本書略號「盛」。

なお、以上のほかに、後[image: ]氏は、[image: ]記梅澤和軒氏の評釋を「[image: ]家正[image: 節]」を底本としたところに特色があると紹介された。




四、脚註には、必要に應じて當時の史料を引用しておいた。この場合、野のの宮みや定基（正德元年―一七一一沒、四三[image: ]）の『[image: ]家物語考證』（國[image: ]註釋全書所收。本書略號「考證」）を參考とした所がある。その史料は大體次のような物である。




吾妻鏡




東鑑。治承四年（一一八〇）から[image: ]永三年（一二六六）までの[image: 鎌]倉幕府の記錄。國史大系・岩波[image: ]庫所收。




玉葉




玉海とも。九條[image: 兼]實の日記。長寬二年（一一六四）から正治二年（一二〇〇）に至る。國書刊行會叢書所收。




山槐記




中山忠親の日記。仁[image: ]元年（一一五一）から建久五年（一一九四）に至る。史料大成所收。




吉記




吉田經[image: ]の日記。承安二年（一一七二）から[image: ]治四年（一一八八）に至る。史料大成所收。




百鍊抄




編者未詳。冷泉天皇から後深草天皇に至る編年體の記錄。國史大系所收。
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卷第一





一　祇園[image: ]舍の事






　祇一ぎ園をん[image: ]しやう舍じやの鐘の聲、諸二しよ行ぎやう無む常じやうの響あり、沙三しや羅ら雙さう樹じゆの花の色、盛四じやう者しや必ひつ衰すゐの理ことわりをあらはす。驕おごれる者久しからず、たゞ春の夜よの夢の如し。猛たけき人もつひには滅びぬ、ひとへに風の[image: ]の塵ちりに同じ。

　[image: 遠]く異[image: ]をとぶらふに、秦しんの趙てう高かう、漢の王五わう莽もう、梁りやうの朱しゆ异い、唐たうの祿ろく山さん、これらは皆舊主先せん皇くわうの政まつりごとにも從はず、樂しみを極め、諫いさめをも思ひ入れず、天下の亂れん事をも悟らずして、民間の憂ふる所を知らざりしかば、久しからずして亡ばうじにし者どもなり。[image: ]く本[image: ]を窺うかゞふに、承[image: ]の將まさ門かど、天てん慶ぎやうの純すみ友とも、康和の義ぎ親しん、[image: ]治の信しん賴らい、これらは驕れる事も猛たけき心も、皆とり〴〵なりしかども、間[image: ]くは、六ろく波は羅らの入[image: ][image: ]さきの太だい政じやう大だい臣じん[image: ]たひらの[image: ]臣あそん[image: ]盛公と申しゝ人の有樣、傳へ承るこそ、心も言ことばも及ばれね。その先祖を尋ぬれば、桓くわん武む天皇第五の皇わう子じ、一いつ品ぽん式しき部ぶ卿きやう葛かづら原はらの親しん王わう九代の後こう胤いん、讚岐さぬきの守かみ正盛が孫、刑ぎやう部ぶ卿きやう忠盛の[image: ]臣の嫡男なり。かの親王の御み子こ、高たか視みの王無官無位にして失うせ給ひぬ。その御おん子こ高たか[image: ]もちの王の時、初めて[image: ]たひらの姓しやうを賜はつて、上總かづさの介すけになり給ひしよりこのかた、忽ちに王わう氏しを出でて人臣に[image: ]なる。その子鎭守府の將軍良よし[image: ]もち、後には國くに香かと改む。國香より正盛に至るまで六代は、諸國の受六じゆ領りやうたりしかども、殿七てん上じやうの仙せん籍せきをば未いまだ許されず。





【注記】

一　祇園[image: ]舍　インドの須達長者が佛及び僧のために造つた寺。

二　諸行無常　涅槃經の雪山偈「諸行無常、是生滅法、生滅々已、寂滅爲樂」。

三　沙羅雙樹　佛入滅の處に四方に各二株雙生した樹の名。

四　盛者必衰　仁王經護國品、四非常偈「盛者必衰、實者必虛」。

五　王莽　卷八の終末參照。

六　受領　國司の各地方に赴任して吏務を執る者。國守。時には介掾をもいう。

七　殿上の仙籍云々　殿上人の仲間にはいる事を許されなかつた。










二　殿上の闇討の事






　然るに忠盛、未だ備び[image: ]ぜんの守かみたりし時、鳥と[image: ]ばの院の御ご願ぐわん、得一とく長ぢやう壽じゆ院ゐんを造[image: ]して、三十三間げんの御み堂だうを建て、一千一體の御み佛ほとけを据すゑ奉らる。供く養やうは天承元年三月十三日なり。勸けん賞じやうには闕けつ國こくを賜ふべき由仰せ下されける。折をり[image: 節]ふし但たぢ馬まの國くにのあきたりけるをぞ下されける。上しやう皇くわうなほ御ぎよ感かんの餘りに、[image: ]二うちの昇殿をゆるさる。忠盛三十六にて、始めて昇殿す。雲の上うへ人びとこれをそねみ憤いきどほり、同じき年の十一月二十三日、五三ご[image: 節]せち豐とよの明あかりの[image: 節]せち會ゑの夜、忠盛を闇討にせんとぞ、擬ぎせられける。

　忠盛、此の由を傳へ聞きて、われ右四いう筆ひつの身にあらず、武ぶ勇ようの家に生れて、今不慮の恥にあはん事、家の爲身の爲心憂うかるべし。詮ずる所、身を全まつたうして君に仕へ奉れと云ふ本ほん[image: ]もんありとて、かねて用意を致す。參さん[image: ]だいの始はじめより、大きなる鞘さや卷まきを用意し、束そく帶たいの下に、しどけなげに差しほらし、火のほの暗ぐらき方かたに向つて、やはら此の刀を拔き出いて、鬢びんに引當てられたりけるが、餘よ所そよりは氷などの樣やうにぞ見えける。諸しよ人にん目をすましけり。又忠盛の郞らう等どう、本もとは一門たりし[image: ]たひらの木工むくの助すけ貞光が孫、新しんの三さぶ郞らう大たい夫ふ家いへ[image: ]ふさが子に、左さ兵びやう衞ゑの尉じよう家いへ貞さだと云ふ者あり。薄うす[image: ]あをの狩かり衣ぎぬの下に、萠葱もよぎ縅をどしの腹卷を着き、弦つる袋ぶくろつけたる太た刀ち脇わき挾ばさんで、殿てん上じやうの小庭に畏つてぞ候さぶらひける。貫五くわん首じゆ以い下げ奇あやしみをなして、「空六うつぼ柱ばしらより[image: ]、鈴七の綱の邊へんに、布ほう衣いの者の候さぶらふは何者ぞ、狼らう藉ぜきなり。とう〳〵罷まかり出いでよ」と、六位を以て云はせられたりければ、家貞畏つて申しけるは、「相傳の主しゆ、備び[image: ]ぜんの守かうの殿とのの、今夜闇討にせられ給ふべき由よし承つて、其のならん樣やうを見んとてかくて候ふなり。えこそ出づまじ」とて、又畏つてぞ候さぶらひける。これらをよしなしとや思はれけん、その夜の闇討なかりけり。

　忠盛又御ご[image: ]ぜんの召めしに舞はれけるに、人々拍ひやう子しを替へて、「伊い勢せ瓶八へい子じは酢す甕がめなりけり」とぞはやされける。かけまくも忝かたじけなく、此の人々は、柏九かしは原ばらの天皇の御おん末すゑとは申しながら、中なか頃ごろは都の住すま居ひもうと〳〵しく、地ぢ下げにのみふるまひなつて、伊い勢せの國くにに住ぢゆう國こく深かりしかば、その國の器うつはものに寄せて、伊勢[image: ]へい氏じとぞはやされける。その上忠盛の目の眇すがまれたりける故にこそ、かやうには囃はやされけるなれ。忠盛、如い何かにすべき樣やうもなくして、御ぎよ遊いうも未だ終らざる[image: ]さきに、御[image: ]をまかり出でらるゝとて、紫し宸しん殿でんの御ご後ごにして、人々の見られける所にて、橫たへさゝれたりける腰の刀をば、主殿一〇とのも司づかさに預け置きてぞ出でられける。家貞待受け奉つて、「さて如何いかゞ候ひつるやらん」と申しければ、かうとも云はまほしうは思はれけれども、正まさしう云ひつる[image: ]ならば、やがて殿上までも斬り上らんずる者の面つら魂だましひにてある間、「別べつの事なし」とぞ答へられける。

　五[image: 節]には、「白一一しろ薄うす樣やう・こぜんじの紙・卷あげの筆・巴ともゑかいたる筆の軸ぢく」なんど云ふ、さま〴〵かやうに面白き事をのみこそ歌ひ舞はるゝに、中頃、太だ宰ざいの權ごんの帥そつ季すゑ仲なかの卿と云ふ人ありけり。餘りに色の黑かりければ、時の人「黑こく帥そつ」とぞ申しける。この人未だ藏くら人うどの頭とうなりし時、御[image: ]の召に舞はれけるに、人々拍子を替へて、「あな黑々、黑き頭とうかな、いかなる人の漆うるし塗ぬりけん」とぞはやされける。又花くわ山ざんの院の[image: ]さきの太政大臣忠一二たゞ雅まさ公、未だ十[image: ]なりし時、父中納言忠宗の卿におくれ給ひて、孤子みなしごにておはしけるを、故中の御門の[image: ]とうの中納言家か成せいの卿、その時は未だ播はり[image: 磨]まの守かみにておはしけるが、聟むこに[image: ]つてはなやかにもてなされしかば、これも五[image: 節]には、「播[image: 磨]米よねは、木と賊く草さか椋むくの葉か。人の綺き羅らを[image: 磨]くは」とぞはやされける。「上しやう古こには、かやうの事ども多かりしかども、事出でこず。末まつ代だいいかゞあらんずらん、おぼつかなし」とぞ人々申しあはれける。

　案の如く、五[image: 節]はてにしかば、院中の公く卿ぎやう殿てん上じやう人びと、一同に訴へ申されけるは、「それ雄一三ゆう劒けんを帶して、公く宴えんに列し、兵ひやう仗ぢやうを賜はつて宮中を出入するは、皆これ格きやく式しきの禮を守る、綸りん命めい由よしある先せん規ぎなり。しかるを忠盛の[image: ]臣、或あるいは年來の郞從と號して、布ほう衣いの兵つはものを殿上の小こ庭にはに召しおき、或は腰の刀を橫たへさいて[image: 節]會の座に列つらなる。兩條、希き代たい未だ聞かざる狼藉なり。事すでに重ちよう疊でふせり。罪科尤も逃のがれがたし。早く殿上の御み簡ふだを削つて、解一四けつ官くわん停ちやう任にん行はるべきか」と、諸卿一同に訴へ申されければ、上しやう皇くわう、大きに驚かせ給ひて、忠盛を御[image: ]へ召して御尋ねあり。陳じ申されけるは、「先づ郞從小庭に伺候のよし、全く覺悟仕らず。但し[image: ]日人々相巧たくまるゝ旨、子し細さいあるかの間、年とし來ごろの家け人にん、事を傳へ聞くかによつて、其一五の恥を助けんがために、忠盛には知らせずして、ひそかに參さん候こうの條、力及ばざる次第なり。若もし咎とがあるべくば、かの身を召し[image: ]ずべきか。次に刀の事は、主殿とのも司づかさに預け置き候ひ畢をはんぬ。これを召し出され、刀の實じつ否ぷによつて、咎の左さ右う行はるべきか」と申されたりければ、「此の儀尤もしかるべし」とて、急ぎかの刀を召出でて叡えい覽らんあるに、上は鞘卷の黑う塗つたりけるが、中は木き刀がたなに銀ぎん箔ぱくをぞ押おいたりける。「當座の恥辱を遁のがれんが爲に、刀を帶たいする由あらはすといへども、後日の訴訟を存じて、木刀を帶しける用意の[image: ]こそ神しん妙べうなれ。弓きゆう箭せんに携たづはらん[image: ]の者の謀はかりごとには、最もかうこそあらまほしけれ。かねては又郞從小庭に伺候のこと、かつうは武士の郞等の[image: ]ひなり。忠盛が咎とがにはあらず」とて、却かへつて叡感に預あづかつし上は、あへて罪科の沙汰はなかりけり。





【注記】

一　得長壽院　京都[image: ]華王院（三十三間堂）の南にあつた寺。

二　[image: ]の昇殿　[image: ]涼殿の殿上の間に昇ること。院の昇殿に對していう。

三　五[image: 節]　新嘗の祭を中心に十一月の中の丑・寅・卯・辰の四日間、五[image: 節]の舞[image: ]を宮中に召して舞わせる公事。その最後の辰の日の宴會を豐明の[image: 節]會という。

四　右筆　[image: ]官。

五　貫首　藏人頭。

六　空柱　殿上の小庭の西、神仙門外にあつて、殿上の南屋根の雨水を受ける中空の縱のとい。

七　鈴の綱　殿上の間から校書殿西廂の藏人所に渡した綱。鈴がついていて殿上から藏人所の小舍人を呼ぶに用いた。

八　瓶子　酒を入れるとつくり。伊勢[image: ]のとつくりは粗惡で、酢を入れるかめにしかならぬ、の意。「すがめ」は、まためつかちの意。

九　柏原の天皇　桓武天皇。御陵を柏原の山陵という。

一〇　主殿司　後宮十二司の一つ。宮中の雜用をする女官。

一一　白薄樣　當時の歌謠。「こぜんじ」は紅染紙か。濃染紙とも。日本古典全書、中世歌謠集の二五六頁參照。

一二　忠雅公　この條、「八」になし。

一三　雄劒　雄は「大」の意という。刀劒の稱。

一四　解官停任　「げくわん」を語る時の調子で「けつくわん」と讀む。免職の意。

一五　其の恥を　主人の恥かしめられるのを救うために。










三　鱸すゞきの事＊






　其の子どもは皆諸しよ衞ゑの佐すけになる。昇殿せしに、殿てん上じやうの交りを人嫌ふに及ばず。

　或る時忠盛備[image: ]國より上られたりけるに、鳥[image: ]の院、「明石あかしの浦は如い何かに」と仰せければ、忠盛かしこまつて、


有一明の月も明石の浦風に波ばかりこそよると見えしか



と申されたりければ、院大きに御ぎよ感かんあつて、やがて此の歌をば、金二きん葉えふ集しふにぞ入れられける。忠盛また、仙せん洞とうに、最愛の女[image: ]を持ちて、夜よな々〳〵[image: ]はれけるが、或る夜おはしたりけるに、かの女[image: ]の局つぼねに、つまに月出したる扇を、とり忘れて出でられたりければ、かたへの女[image: ]達、「これは何いづくよりの月影ぞや、出いで所どころおぼつかなし」など、笑ひあはれければ、かの女[image: ]、


雲ゐよりたゞもり來たる月なればおぼろげにてはいはじとぞ思ふ



と詠よみたりければ、いとゞ淺からずぞ思はれける。薩三[image: 摩]守忠たゞ度のりの母これなり。似るを友とかやの風ふ[image: 情]ぜいにて、忠盛のすいたりければ、かの女[image: ]も優いうなりけり。

　かくて、忠盛刑部卿になつて、仁にん[image: ]ぺい三年正月十五日[image: ]とし五十八にて失せ給ひしかば、[image: ]盛、嫡男たるによつて、其の跡をつぎ、保元元年七月に、宇四治の左府世を亂り給ひし時、御み方かたにて先さきを驅けたりければ、勸けん賞じやう行はれけり。本もとは安あ藝きの守かみたりしが、播はり[image: 磨]まの守かみに遷うつつて、同じき三年に太だ宰ざいの大だい貳にになる。又[image: ]治元年十二月、信賴義[image: ]が謀む叛ほんの時も、御み方かたにて賊徒を討ち[image: ]げたりしかば、「勳功一つにあらず、恩賞これ重かるべし」とて、次の年正じやう三ざん位みに敍せられ、打續き宰相・衞ゑ府ふの督かみ・檢けん非び違ゐ使しの別べつ當たう・中納言・大納言に經へ上あがつて、あまつさへ丞しよう相じやうの位に至る。左五さ右うを經ずして、[image: ]大臣より太政大臣從一位に至り、大だい將しやうにはあらねども、兵ひやう仗ぢやうを賜はつて、隨ずゐ身じんを召し具す。牛六ぎつ車しや・輦れん車しやの宣せん旨じを蒙かうぶつて、乘りながら宮中を出入す。ひとへに執政の臣の如し。「太七政大臣は一いち人じんに師範として、四海に儀ぎ刑けいせり。國を治め[image: ]を論じ、陰いん陽やうをやはらげをさむ。その人にあらずば則すなはち闕かけよ」と云へり。則そく闕けつの官とも名付けられたり。その人ならでは瀆けがすべき官ならねども、この入[image: ]相しやう國こくは、一天四海を掌たなごころの中に握り給ふ上は、子細に及ばず。

　そ八も〳〵[image: ]家、かやうに繁昌せられけることは、ひとへに熊九野權現の御ご利り生しやうとぞ聞えし。その故は、[image: ]盛、未だ安藝守たりし時、伊勢國阿濃の津より、舟にて熊野へ參られけるに、大きなる鱸すゞきの、船へ跳をどり入つたりければ、先一〇せん達だち申しけるは、「昔周の武王の舟にこそ白はく魚ぎよは躍り入つたるなれ。いかさまにも、これは權現の御ご利り生しやうと覺え候。參一一るべし」と申しければ、さしも十戒を保つて[image: ]しやう[image: ]じん潔けつ齋さいの[image: ]なれども、自みづから調てう味びして、わが身食くひ、家の子郞等どもにも食はせらる。その故にや吉事のみうち續いて、我が身太政大臣に至り、子孫の官くわん途ども、龍りようの雲に上のぼるよりはなほすみやかなり。九一二代の先せん蹤じようを越え給ふこそめでたけれ。





【注記】

＊　「八」は「[image: ]盛昇[image: ]の沙汰」と題し、「あひの物」と註す。註「八」參照。

一　有明の　この條、「雲ゐより」の歌の條と共に「延」になし。

二　金葉集　秋の部にある。詞書に、「月のあかかりける比明石にまかりて月を見て上りたりけるに、都の人々、月はいかにと尋ねければよめる、[image: ]忠盛[image: ]臣」。

三　薩[image: 摩]守忠度の母これなり　この句「八」になし。

四　宇治の左府世を亂り給ひし時　「主上・上皇の御國爭ひのありし時」（八）。宇治の左府は[image: ]原賴長で、これは保元の亂の事。

五　左右を　右大臣・左大臣の順をへないで、早く昇[image: ]した。

六　牛車・輦車の宣旨　牛車に乘つたまま宮門を出入し、手車（手で腰のあたりに持ち上げてはこぶ車）のまゝで宮中の門を出入する事を許可する宣旨。

七　太政大臣は　職員令の[image: ]。終の「その人にあらずば」は原[image: ]「無[image: ]其人[image: ]則闕」。

八　そも〳〵　以下「越え給ふこそめでたけれ」まで「八」になし。「延」では逆にもつと詳しく出ている。

九　熊野權現　[image: ]家物語には熊野がよく出て來る。その第一。

一〇　先達　修驗者が山に入つて修行する時、その先導をする者。せんだつ。

一一　參るべし　召しあがりなさい。

一二　九代　高[image: ]の王から數えて九代に當る。










付　禿童かぶろの事






　かくて[image: ]盛公、仁にん安あん三年十一月十一日、年五十一にて病やまひにをかされ、存ぞん命めいのためにとて、卽ち出しゆつ家け入[image: ]す。法ほふ名みやうをば淨じやう海かいとこそつき給へ。その故にや宿しゆく病びやうたちどころに癒えて、天命を全うす。出家の後も、榮えい耀えうは猶なほ盡きずとぞ見えし。おのづから人の隨ひ付き奉る事は、吹く風の草木をなびかす如く、世の仰げる事も、降る雨の國土を濕うるほすに同じ。六波羅殿の御一家の君きん達だちとだに云へば、華一くわ族ぞくも英雄も、誰肩をならべ、面を向ふ者なし。又入[image: ]相國の小こ舅じうと、[image: ]へい大だい納な言ごん時二忠の卿の宣のたまひけるは、「この一門にあらざらん者は、みな人三にん非ぴ人にんたるべし」とぞ宣ひける。さればいかなる人も、この一門に結ぼれんとぞしける。烏ゑ帽ぼ子しのため樣やうより始めて、衣え紋もんのかき樣やうに至るまで、何事も六波羅樣やうとだに云ひてしかば、一天四海の人皆これを學ぶ。

　如何なる賢王賢主の御おん政まつりごと、攝せつ政しやう關白の御ご成せい敗はいにも、世に餘されたるほどの徒いたづら者ものなどの、かたはらに寄り合つて、何なにとなう誹そしり傾かたぶけ申す事は、常の[image: ]ひなれども、この禪門世よ盛ざかりの[image: ]は、いさゝかゆるがせに申す者なし。その故は、入[image: ]相國の謀はかりごとに、十四五六の童わらはべを三百人す四ぐつて、髮を禿五に切りまはし、赤き直ひた垂ゝれをきせて、召し使はれるが、京きやう中ぢゆうに充ち滿ちて、往わう反ばんしけり、おのづから[image: ]家の御おん事こと惡あし樣ざまに申す者あれば、一六いち人にん聞き出さぬ[image: ]こそありけれ、餘黨に觸れ[image: 廻]まはし、かの家に亂入し、資財雜ざふ具ぐを追つゐ捕ぶくし、その奴やつを搦からめて、六波羅殿へゐて參る。さ七れば、目に見、心に知るといへども、詞ことばに顯して申す者なし。六波羅殿の禿かぶろとだに云へば、[image: ]を過ぐる馬うま車くるまも、皆よきてぞ[image: ]しける。禁八門を出入すといへども、姓しやう名みやうを尋ねらるるに及ばず。京けい師しの長吏、これが爲に目を側そばむと見えたり。





【注記】

一　華族　英雄も同じで、公卿で、大臣大將を[image: 兼]ね、太政大臣となれる家柄。攝家に次ぐ名門。

二　時忠　[image: ]盛の妻時子の兄。

三　人非人　人でなし。本來は佛語。

四　すぐつて　「すぐりて」の音便。選んで。

五　禿　髮を短く揃えて切り、そのまゝたらす事。またその髮形をした童。

六　一人　禿の一人が聞き出さぬうちはそのまゝだが、一人でも耳に入れたら最後。

七　されば　以下「申す者なし」まで。「八」には「入[image: ][image: 請]けとらせ卽時に失はれけり」。

八　禁門を　この句、長恨歌傳による。「延」はここを大體長恨歌傳に[image: ]い漢[image: ]で書いている。「そばむ」は目をそらす、見て見ぬふりをする。










四　我身の榮花の事






　我が身の榮えい花ぐわを極むるのみならず、一門共に繁昌して、嫡子重盛、[image: ]大臣の左大將、次男宗盛、中納言の右大將、三男知とも盛もり、三位の中將、嫡孫維これ盛もり、四位の少將、すべて一門の公く卿ぎやう十六人、殿てん上じやう人びと三十餘人、諸國の受じゆ領りやう・衞ゑ府ふ・諸司、都合六十餘人なり。世には又人なくぞ見えられける。昔奈な良らの帝みかどの御時、神じん龜き五年、[image: ]てう家かに中ちゆう衞ゑの大だい將しやうを始め置かる。大同四年に中衞を[image: ]こん衞ゑに改められしより以來このかた、兄弟左さ右うに相竝ぶ事、わづかに三四か度なり。[image: ]もん德とく天皇の御時は、左に良よし[image: ]ふさ右大臣の左大將、右に良よし相あふ大納言の右大將、これは閑院の左大臣[image: 冬]ふゆ嗣つぎの御子なり。朱しゆ雀じやく院ゐんの御ぎよ宇うには、左に實さね賴より小野宮殿、右に師もろ輔すけ九條殿、貞一てい信しん公の御子なり。後ご冷れい泉ぜん院ゐんの御時は、左に[image: ]のり[image: ]みち大おほ二條殿、右に賴宗堀川殿、御二み堂だうの關白の御子なり。二條の院の御宇には、左に基もと[image: ]ふさ松まつ殿どの、右に[image: 兼]かね實ざね月つきの輪わ殿どの、法三ほふ性しやう寺じ殿の御子なり。これ皆攝せふ籙ろくの臣の御子息。凡四はん人じんに[image: ]つては、その例なし、殿上の交りをだに嫌はれし人の子孫にて、禁五きん色じき・雜六ざつ袍ぽうをゆり、綾りよう羅ら錦きん繡しうを身にまとひ、大臣の大だい將しやうになりて、兄弟左さ右うに相竝ぶ事、末代とは云ひながら、不思議なりし事どもなり。

　その外御おん女むすめ八人おはしき。皆とり〴〵に幸さいはひ給へり。一人は櫻町の中納言成七しげ範のりの卿の北の方にておはすべかりしが、八[image: ]の年御約束ばかりにて、[image: ]治の亂みだれ以後、ひきちがへられて、花八くわ山ざんの院の左大臣殿の御み臺だい盤ばん所どころにならせ給ひて、公きん達だちあまたまし〳〵けり。そも〳〵この成しげ範のりの卿を櫻町の中納言と申しけることは、すぐれて心すき給へる人にて、常は吉野山を戀ひつゝ、町まちに櫻を植ゑならべ、その[image: ]に屋やを建てて住み給ひしかば、來る年の春ごとに、見る人櫻町とぞ申しける。櫻は咲いて、七か日に散るを、名な殘ごりを惜しみ、天九あま照てる大おほ神かみに祈り申されければにや、三七日まで名な殘ごりありけり。君も賢王にてましませば、神も神德をかゞやかし、花も心ありければ、二は十つ日かの齡よはひを保ちけり。

　一人は后一〇きさきに立たせ給ふ。二十二にて皇一一子御誕生あつて、皇太子に立ち、位に卽つかせ給ひしかば、院號蒙かうぶらせ給ひて建禮門院とぞ申しける。入[image: ]相しやう國こくの御娘なる上、天下の國こく母もにてましませば、とかう申すに及ばれず。一人は六一二條の攝政殿の北の政まん所どころにならせ給ふ。これは高倉の院御在位の御時、御一三おん母はゝ代しろとて、准一四じゆん三さん后ごうの宣せん旨じをかうぶらせ給ひて、白河殿とて重き人にてぞまし〳〵ける。一人は普一五ふ賢げん寺じ殿どのの北の政まん所どころにならせ給ふ。一人は冷泉の大納言隆[image: ]の卿の北の方。一人は七條の修しゆ理りの大だい夫ぶ信隆の卿に相具し給へり。又安藝國嚴一六いつく島しまの[image: ]ない侍しが腹に一人、これは後白河の法皇へ參らせ給ひて、ひとへに女によう御ごの樣やうでぞまし〳〵ける。その外九一七條の院の雜一八ざふ仕し、常磐ときはが腹に一人、これは花山の院殿の上一九じやう﨟らふ女[image: ]にて、﨟らふの御おん方かたとぞ申しける。

　日本秋津島はわづかに六十六か國、[image: ]家知ち行ぎやうの國三十餘か國、[image: ]に[image: ]國に越えたり。その外庄しやう園ゑん田でん畠ばく幾らと云ふ數を知らず。綺羅充滿して堂たう上しやう花の如し。軒二〇騎群ぐん集じゆして門[image: ]市いちをなす。楊州の金こがね、荊けい州しうの珠たま、[image: ]ご郡きんの綾あや、蜀しよつ江かうの錦、七しつ珍ちん萬まん寶ぽう、一つとして闕かけたる事なし。歌か堂たう舞閣の基もとゐ、魚二一ぎよ龍りよう[image: 爵]しやく馬ばの翫もてあそび物もの、恐らくは、帝てい闕けつも仙せん洞とうもこれには過ぎじとぞ見えし。





【注記】

一　貞信公　[image: ]原忠[image: ]。

二　御堂の關白　[image: ]原[image: ]長。

三　法性寺殿　[image: ]原忠[image: ]。

四　凡人　名家でない家柄の廷臣。たゞうど。

五　禁色　赤・深紫など高貴の人の服色で、許しがなければ一般に使用を禁じられた物。

六　雜袍　直衣。それで參[image: ]する事を許されたのである。

七　成範　[image: ]原[image: ]憲（信西）の子。

八　花山の院の左大臣　[image: ]原[image: 兼]雅。

九　天照大神　「延」は「月に三度必ず泰山府君を祭りけり」。「盛」は天照大神と兩方を出している。

一〇　后　德子。高倉天皇の皇后。

一一　皇子　安德天皇。

一二　六條の攝政殿[image: ]原基實。

一三　母代　生母に代つてせわをする人。准母。

一四　准三后　大皇太后・皇太后・皇后の三宮に准じて年官・年[image: 爵]を賜わる事。准三宮。准后。

一五　普賢寺殿　[image: ]原基[image: ]。

一六　嚴島の[image: ]侍　嚴鳥神社の巫女。

一七　九條の院　[image: ]衞天皇の中宮呈子。關白忠[image: ]の女。

一八　雜仕　雜役をする下級の女官。

一九　上﨟女[image: ]　身分の高い女[image: ]。

二〇　軒騎　車と馬。

二一　魚龍[image: 爵]馬　共に中國に傳わつた雜伎の名。










五　妓王の事＊






　太政入[image: ]は、かやうに天下を掌たなごゝろの中うちに握り給ひし上は、世の誹そしりをも憚はゞからず、人の嘲あざけりをも顧みず、不思議の事をのみし給へり。たとへば、その頃、京中に聞えたる白しら拍びやう子しの上じやう手ず、妓ぎ王わう・妓ぎ女によとて、おととひあり。とぢと云ふ白一拍子が娘なり。しかるに姉の妓王を、入[image: ]相國寵愛し給ひし上、妹いもとの妓女をも、世の人もてなす事斜なのめならず。母とぢにも、よき屋や作つてとらせ、每まい月ぐわつに百石こく百貫を送られたりければ、家け[image: ]ない富ふつ貴きして、樂しい事斜なのめならず。

　そも〳〵我が[image: ]に白拍子の始りける事は、昔鳥[image: ]の院の御宇に、島の千せん[image: ]ざい・和歌の[image: ]、彼等二に人にんが舞ひ出したりけるなり。昔は水すゐ干かんに立たて烏ゑ帽ぼ子し、白しろ鞘さや卷まきをさいて舞ひければ、男をとこ舞まひとぞ申しける。しかるを中二頃より、烏帽子・刀をのけられて、水干ばかり用ゐたり。さてこそ白拍子とは名づけけれ。

　京中の白拍子ども、妓王が幸さいはひのめでたき樣やうを聞いて、羨む者もあり、猜そねむ者もあり。羨む者どもは、「あなめでたの妓王御ご[image: ]ぜんの幸や。同じ遊あそび女めとならば、誰も皆あの樣やうでこそありたけれ。如い何か樣さまにも妓と云ふ[image: ]も字じを名に付きて、かくはめでたきやらん。いざや、我等も付いて見ん」とて、或は妓一・妓二と付き、或は妓福・妓德など付く者もありけり。猜む者どもは、「何なんでふ、名により、[image: ]字にはよるべき。幸はたゞ先せん世ぜの生れ付きでこそあんなれ」とて、付かぬ者も多かりけり。

　かくて三年と云ふに、又白拍子の上手一人ひとり出で來たり。加三賀國の者なり。名をば佛とぞ申しける。年十六とぞ聞えし。京中の上下これを見て、昔より多くの白拍子は見しかども、かゝる舞の上手は未だ見ずとて、世の人もてなす事斜なのめならず。

　ある時佛御[image: ]申しけるは、「われ天下にもてあそばるゝと云へども、當時めでたう榮えさせ給ふ[image: ]家太政の入[image: ]殿へ、召されぬことこそ本ほ意いなけれ。遊あそび者ものの[image: ]ひ、何か苦しがるべき。推すゐ參さんして見ん」とて、或時西四八條殿へぞ參じたる。人御[image: ]に參つて、「當時都に聞え候ふ佛御[image: ]が參つて候」と申しければ、入[image: ]相國大きに怒つて、「何でふ、さ樣の遊び者は、人の召にてこそ參るものなれ。左さ右うなう推參する樣やうやある。その上、神ともいへ、佛ともいへ、妓王があらんずる所へは、叶ふまじきぞ。とう〳〵まかり出でよ」とぞ宣のたまひける。佛御[image: ]は、すげなう言はれ奉りて、已すでに出でんとしけるを、妓王、入[image: ]殿に申しけるは、「遊び者の推參は常の[image: ]ひでこそ候へ。其の上年も未だをさなう候ふなるが、たま〳〵思ひ立つて參つて候ふを、すげなう仰せられて、返させ給はんこそ不ふ便びんなれ。いかばかり恥しう傍かたはら痛くも候ふらん。我が立てし[image: ]なれば、人の上うへとも覺えず。たとひ、舞を御覽じ、歌をこそ聞し召さずとも、たゞ理りをまげて、召めし返かへいて御對面ばかり候ひて、返させ給はば、あり難き御おん[image: 情]なさけでこそ候はんずれ」と申しければ、入[image: ]相國、「いでいでさらば、わごぜが餘りにいふ事なるに、對面して返さん」とて、御使を立てて召されけり。佛御[image: ]は、すげなう言はれ奉つて、車に乘つて已に出でんとしけるが、召されて歸り參りたり。

　入[image: ]、やがて出で合ひ對面し給ひて、「いかに佛、今け日ふの見げん參ざんはあるまじかりつれども、妓王が、何と思ふやらん、餘りに申し[image: ]むる間、かやうに見參はしつ。見參する上うへでは、いかでか聲をも聞かであるべき。先まづ今いま樣やう一つ歌ふべし」と宣へば、佛御[image: ]、「承り候ふ」とて、今樣一つぞ歌うたる、


君五を始めて見る時は　千ち代よも經ぬべし[image: ]小松

御[image: ]の池なる龜岡に　鶴こそむれてゐて遊ぶめれ



とおし返し〳〵、三返ぺん歌ひすましければ、見けん聞もんの人々みな耳じ目ぼくを驚かす。入[image: ]もおもしろき事に思ひ給ひて、「さてわごぜは、今樣は上手にてありけるや。此の定ぢやうでは舞も定めてよからん。一番見ばや。鼓つゞみ打うち召せ」とて召されけり。打たせて一番舞うたりけり。

　佛御[image: ]は、髮かみ姿すがたより始めて、眉み目めかたち世に[image: ]すぐれ、聲よく[image: 節]ふしも上手なりければ、なじかは舞ひは損ずべき。心も及ばず舞ひすましたりければ、入六[image: ]相國、舞にめで給ひて、佛に心を移されけり。佛御[image: ]、「こは何事にて候ふぞや。本もとよりわらはは、推參の者にて、已に出いだされ參らせしを、妓王御[image: ]の申し狀じやうによつてこそ召返されても候ふ。はや〳〵暇いとま賜はつて出いださせおはしませ」と申しければ、入[image: ]相國、「すべてその儀叶ふまじ。但し妓王があるによつて、さやうに憚はゞかるか。その儀ならば、妓王をこそ出さめ」と宣へば、佛御[image: ]、「これ又いかでさる御事候ふべき。共に召し置かれんだに恥しう候ふべきに、妓王御[image: ]を出いださせ給ひて、わらはを一人召し置かれなば、妓王御[image: ]の思ひ給はん心の中、いかばかり恥しう傍かたはら痛くも候ふべき。自おのづから後までも忘れ給はぬ御事ならば、召されて又は參るとも、今日は暇いとまを賜はらん」とぞ申しける。入[image: ]、「その儀ならば、妓王とう〳〵まかり出でよ」と、御使重ねて三度までこそ立てられけれ。

　妓王は、もとより思ひ設まうけたる[image: ]なれども、さすが昨日きのふ今け日ふとは思ひもよらず。入[image: ]相國、いかにも叶ふまじき由、頻しきりに宣ふ間、はき拭のごひ、塵拾はせ、出づべきにこそ定めけれ。一いち樹じゆの陰かげに宿り合ひ、同じ流れをむすぶだに、別れは悲しき[image: ]ひぞかし。いはんや、これは三み年とせが間住み馴れし所なれば、名な殘ごりも惜しく悲しくて、かひなき淚ぞすゝみける。さてしもあるべき事ならねば、妓王、今はかうとて出でけるが、なからん跡の忘れ形見にもとや思ひけん、障子に泣く〳〵一首の歌をぞ書き付けける、


も七えいづるも枯るゝも同じ野の邊べの草何いづれか秋にあはではつべき



　さて車に乘つて宿所へ歸り、障子の[image: ]に倒れ臥ふし、たゞ泣くより外ほかの事ぞなき。母や妹これを見て、「いかにや、いかに」と問ひけれども、妓王とかうの返事にも及ばず。具したる女に尋ねてこそ、さる事ありとも知つてげれ。さる[image: ]に、每まい月ぐわつ送られける百石百貫をもおし止とめられて、今は佛御[image: ]のゆかりの者どもぞ、始めて樂しみ榮えける。京中の上下この由を傳へ聞いて、「まことや、妓王こそ、西八條殿より暇いとま賜はつて出されたんなれ。いざや見げん參ざんして遊ばん」とて、或は[image: ]を遣つかはす者もあり、或は使者をたつる人もありけれども、妓王、今さら又人に對面して遊び戲たはむるべきにもあらねばとて、[image: ]をだに[image: ]入るゝ事もなく、まして使をあひしらふまでもなかりけり。妓王、これにつけてもいとゞ悲しくて、かひなき淚ぞこぼれける。

　かくて今こ年としも暮れぬ。明くる春にもなりしかば、入[image: ]相國、妓王がもとへ使者を立てゝ、「いかに妓王、その後は何事かある。佛御[image: ]が餘りにつれ〴〵げに見ゆるに、參八つて、今樣をも歌ひ、舞などをも舞うて、佛慰めよ」とぞ宣ひける。妓王とかうの御返事にも及ばず、淚を抑へて伏しにけり。入[image: ]重ねて、「何とて、妓王はともかうも返事をば申さぬぞ。參るまじきか。參るまじくば、其のやうを申せ。淨海も計はからふ旨むねあり」とぞ宣ひける。母とぢこれを聞くに悲しくて、泣く泣く[image: ]訓しけるは、「何とて妓王は、ともかうも御返事をば申さで。かやうに叱られ參らせんよりは」といへば、妓王淚を抑へて申しけるは、「參らんと思ふ[image: ]ならばこそ、やがて參るべしとも申すべけれ。なか〳〵參らざらんもの故に、何と御返事をば申すべしとも覺えず。此の度たび召さんに參らずば、計らふ旨ありと仰せらるるは、定めて都の外ほかへ出いださるゝか、さらずば命を召さるゝか、これ二つにはよも過ぎじ。たとひ都を出さるゝとも、歎くべき[image: ]にあらず。また命を召さるゝとも惜しかるべき我が身かは。一ひと度たび憂き者に思はれ參らせて、二ふた度たび面おもてを向ふべしとも覺えず」とて、なほ御返事にも及ばざりしかば、母とぢ泣く〳〵又[image: ]訓しけるは、「天あめが下に住まんには、ともかうも、入[image: ]殿の仰せをば、背そむくまじき事にてあるぞ。その上わごぜは、男なん女によの緣、宿九しゆく世せ、今に始めぬことぞかし。千年萬年とは[image: ]ちぎれども、やがて別るゝ中もあり。あからさまとは思へども、ながらへはつる事もあり。世に定めなきものは男女の[image: ]ひなり。い一〇はんや、わごぜはこの三み年とせが間思はれ參らせたれば、あり難き御おん[image: 情]なさけでこそ候へ。この度召さんに參らねばとて、命を召さるゝまではよもあらじ。定めて都の外へぞ出されんずらん。たとひ都を出さるゝとも、わごぜたちは年未だ若ければ、いかならん岩木のはざまにても、過さんこと易かるべし。我が身は年老い、齡よはひ衰へたれば、ならはぬ鄙ひなの住居すまひを、かねて思ふこそ悲しけれ。たゞ我を都の中にて住みはてさせよ。それぞ今こん生じやう後ご生しやうの孝けう養やうにてあらんずるぞ」といへば、妓王、參らじと思ひ定めし[image: ]なれども、母の命めいを背かじとて、泣く〳〵又立ち出でける心の中こそ無む慚ざんなれ。

　妓王、獨ひとり參らん事の餘りに心憂しとて、妹の妓女をも相具しけり。其の外白拍子二人、總そうじて四し人にん、一つ車に[image: ]乘つて、西八條殿へぞ参じたる。日頃召されつる所へは入れられずして、遙かにさがりたる所に、座敷しつらうてぞ置かれける。妓王、こは、されば何事ぞや。我が身に過あやまつ事はなけれども、出され參らするだにあるに、あまつさへ座敷をだに下さげらるゝ事の口惜しさよ。いかにせんと思ふを、人に知らせじと、抑ふる袖の隙ひまよりも、餘りて淚ぞこぼれける。佛御[image: ]これを見て、あまりに哀れに覺えければ、入[image: ]殿に申しけるは、「あれはいかに、妓王とこそ見參らせ候へ。日頃召されぬ所にても候はゞこそ。これへ召され候へかし。さらずば、わらはに暇いとまを賜たべ。出で參らせん」と申しけれども、入一一[image: ]、「いかにも叶ふまじき」と宣のたまふ間、力及ばで出でざりけり。入[image: ]、やがて出で會ひ對面し給ひて、「いかに妓王、其の後は何事かある。佛御[image: ]が餘りにつれ〴〵げに見ゆるに、今樣をも歌ひ、舞なんどをも舞うて、佛慰めよ」とぞ宣ひける。妓王、參る[image: ]では、ともかくも入[image: ]殿の仰せをば、背くまじきものをと思ひ、流るゝ淚を抑へつゝ、今樣一つぞ歌うたる＊


佛一二もむかしは凡ぼん夫ぷなり　我等もつひには佛なり

何一三れも佛ぶつ性しやう具ぐせる身を　隔つるのみこそ悲しけれ



と、泣く〳〵二に返へん歌うたりければ、その座に竝み居給へる、[image: ]家一門の公卿・殿上人・諸一四しよ大だい夫ぶ・侍さぶらひに至るまで、皆感淚をぞ催されける。入[image: ]も、げにもと思ひ給ひて、「時にとつては神しん妙べうにも申したり。さては舞も見たけれども、今日は紛まぎるゝ事出で來たり。この後は、召さずとも常に參りて、今樣をも歌ひ、舞などをも舞うて、佛一五慰めよ」とぞ宣ひける。妓王、とかうの御返事にも及ばず、淚を抑へて出でにけり。

　妓王、「參らじと思ひ定めし[image: ]なれども、母の命を背かじと、つらき[image: ]に赴いて、二ふた度たびうき恥を見つる事のくちをしさよ。かくてこの世にあるならば、又も憂うき目に逢はんずらん。今はたゞ身を投げんと思ふなり」といへば、妹いもとの妓女これを聞いて、「姉身を投げば、我も共に身を投げん」といふ。母とぢこれを聞くに悲しくて、泣く〳〵又重ねて[image: ]訓しけるは、「さやうの事あるべしとも知らずして、[image: ]訓して參らせつる事の恨めしさよ。まことに、わごぜの恨むるも理ことわりなり。但しわごぜが身を投げば、妹の妓女も共に身を投げんといふ。若き娘どもを先立てて、年老い齡よはひ衰へたる母、命生きて何にかはせんなれば、我も共に身を投げんずるなり。未だ死し期ごも來らぬ母に、身を投げさせんずる事は、五ご逆ぎやく罪ざいにてやあらんずらん。此の世は假かりの宿やどりなれば、恥ぢても恥ぢても何ならず。たゞ永き世の闇こそ心憂けれ。今こん生じやうで物を思はするだにあるに、後ご生しやうでさへ惡[image: ]へ赴かんずる事の悲しさよ」と、さめ〴〵とかきくどきければ、妓王淚をはら〳〵と流いて、「げにも、さやうに候はば五逆罪疑ひなし。一旦うき恥を見つる事のくちをしさにこそ、身を投げんとは申したれ。さ候はば、自害をば思ひ留とゞまり候ひぬ。かくて都にあるならば、又も憂き目を見んずらん。今はたゞ都の外へ出でん」とて、妓王二一六十一にて尼になり、嵯さ峨がの奧なる山里に、柴の庵いほりをひき結び、念佛してぞ居たりける。妹の妓女、これを聞いて、姉身を投げば、我も共に身を投げんとこそ[image: ]りしか、ましてさやうに世を厭はんに、誰か劣るべきとて、十九にて樣さまをかへ、姉と一いつ所しよに籠り居て、ひとへに後ご世せをぞ願ひける。母とぢこれを聞いて、若き娘どもだに樣さまをかふる世の中に、年老い齡衰へたる母、白しら髮がを付けても何にかはせんとて、四十五にて髮を剃り、二人の娘もろともに、一いつ向かう專せん修じゆに念佛して、後世を願ふぞあはれなる。

　か一七くて春過ぎ夏たけぬ。秋の初風吹きぬれば、星ほし合あひの空を詠ながめつゝ、天あまの[image: ]と渡る梶かぢの葉に、思ふ事書く頃なれや。夕日の影の西の山の端はに隱るゝを見ても、日の入り給ふ所は西さい方はう淨じやう土どにてこそあんなれ。いつか我等も彼處かしこに生れて、物も思はで過さんずらんと、過ぎにし方かたの憂き事ども思ひ續けて、たゞ盡きせぬものは淚なり。たそがれ時も過ぎぬれば、竹の編あみ[image: ]どを閉ぢ塞ぎ、燈ともしびかすかにかきたてて、親子三人もろともに、念佛して居たる所に、竹の編[image: ]をほと〳〵と打叩くもの出で來たり。その時尼ども肝きもをけし、「あはれ、これは、いひがひなき我等が念佛して居たるを妨げんとて、魔一八ま緣えんの來たるにてぞあるらん。晝だにも人も訪とひ來ぬ山里の、柴の庵の[image: ]なれば、夜ふけて誰かは尋ぬべき。僅かに竹の編[image: ]なれば、あけずとも推おし破らんことやすかるべし。今はたゞなか〳〵あけて入れんと思ふなり。それに、[image: 情]をかけずして命を失ふものならば、年頃賴み奉る彌み陀だの本願を[image: ]く信じて、隙ひまなく名みやう號がうを唱となへ奉るべし。聲を尋ねて向へ給ふなる、[image: ]しやう衆じゆの來らい迎かうにてましませば、などか引一九いん攝ぜふなかるべき。相構へて念佛怠り給ふな」と、互に心を戒めて、手に手を[image: ]り組み、竹の編[image: ]をあけたれば、魔緣にてはなかりけり。佛御[image: ]ぞ出で來たる。

　妓王、「あれは如い何かに、佛御[image: ]と見參らするは。夢かや、うつゝか」と云ひければ、佛御[image: ]、淚を抑へて、「かやうの事申せば、すべてこと新しうは候へども、申さずば、又思ひ知らぬ身ともなりぬべければ、始よりして細こま々〴〵と、ありのまゝに申すなり。本もとよりわらはは推參の者にて、已に出され參らせしを、わごぜの申し狀によつてこそ召し返されても候ふに、女の身の云ふがひなき事、我が身を心にまかせずして、わごぜを出させ參らせて、わらはがおし留とどめられぬる事、今に恥しう傍かたはら痛くこそ候へ。わごぜの出でられ給ひしを見しに付けても、いつか又、我が身の上ならんと思ひ居たれば、嬉しとは更に思はず。障子に又、いづれか秋にあはではつべきと書き置き給ひし筆の跡、げにもと思ひ候ひしぞや。いつぞや又わごぜの召され參らせて、今いま樣やうを歌ひ給ひしにも、思ひ知られてこそ候へ。その後は在所を何いづくとも知らざりしに、この[image: ]聞けば、かやうに樣さまをかへ、一つ所に念佛しておはしつる由、あまりに羨しくて、常二〇は暇いとまを申ししかども、入[image: ]殿さらに御用ひましまさず。つく〴〵物を案ずるに、娑しや婆ばの榮えい花ぐわは夢の夢、樂しみ榮えて何かせん。人にん身じんは受け難く、佛[image: ]には會ひ難し。この度たび泥二一ない梨りに沈みなば、多二二た生しやう曠くわう劫ごふをば隔つとも、[image: ]び上らん事難かるべし。老らう少せい不ふ定ぢやうの境さかひなれば、年の若きを賴むべきにあらず。出づる息いきの入るをも待つべからず。かげろふ稻いな妻づまよりもなほはかなし。一旦の榮花に誇つて、後世を知らざらん事の悲しさに、今け[image: ]さまぎれ出でてかくなりてこそ參りたれ」とて、被かづいたる衣きぬをうち除のけたるを見れば＊、尼になりてぞ出で來たる。「かやうに樣さまをかへて參りたる上は、日頃の科とがをば許し給へ。許さんとだに宣はば、もろともに念佛して、一ひとつ[image: ]はちすの身とならん。それにもなほ心ゆかずば、これよりいづちへも[image: 迷]ひ行き、いかならん苔こけの筵むしろ、松が根にも倒れ臥ふし、命のあらん限りは念佛して、往わう生じやうの素そ懷くわいを遂げんと思ふなり」とて、袖を顏に押し當てて、さめ〴〵とかきくどきければ、妓王淚を抑へて、「わごぜのそれ[image: ]まで思ひ給はんとは、夢にも知らず。うき世の中のさがなれば、身の憂きとこそ思ひしに、と二三もすればわごぜの事のみ恨めしくて、今こん生じやうも後ご生しやうも、なまじひにし損じたる心地にてありつるに、かやうに樣さまをかへておはしつる上は、日頃のとがは露つゆ塵ちりほども殘らず。今は往生疑ひなし。この度たび素懷を遂げんこそ、何よりも又嬉しけれ。わらはが尼になりしをだに、世にあり難き事のやうに、人もいひ、我が身も思ひ候ひしぞや。それは世を恨み、身を歎いたれば、樣をかふるも理ことわりなり。わごぜは恨みもなく歎きもなし。今年はわづかに十七にこそなりし人の、それ[image: ]まで、穢ゑ土どを厭いとひ淨じやう土どを願はんと、深く思ひ入り給ふこそ、まことの大[image: ]心とは覺え候ひしか。嬉しかりける善二四ぜん知ち識しきかな。いざ諸共に願はん」とて、四し人にん一いつ所しよに籠り居て、[image: ]あさ夕ゆふ佛[image: ]に向ひ、花はな香かうを供へて、他念なく願ひけるが、遲[image: 速]こそありけれ、皆往生の素懷を遂げけるとぞ聞えし。されば、かの後白河の法皇の長二五講堂の過二六去帳にも、妓王・妓女・佛・とぢ等が[image: ]そん靈りやうと、四人一所に入れられたり。ありがたかりし事どもなり＊





【注記】

＊　この段、「盛」は後の卷十七「福原の京の事」の後に出る。覺一本にはこの段がない。

一　白拍子　中世の歌舞の拍子の名。轉じて、その歌舞を業とする遊女。

二　中頃より　「[image: ]來より水干に大口ばかりにて、髮を高くゆはせて舞はせけり」（延）。「中ごろより、刀・烏帽子をのけられて白き水干ばかりにて舞ひければ白拍子とは名づけられけり」（八）。

三　加賀國の者なり　「延」になし。

四　西八條殿　[image: ]盛の別邸。

五　君を始めて　梁塵祕抄「萬劫年ふる龜岡の、下は泉の深ければ、苔むす岩屋に松生ひて、梢に鶴こそ遊ぶめれ」。なお、增鏡・草枕の卷に下の二句が見える。

六　入[image: ]相國　「入[image: ]は初めより橫目もせず、うちうなづきうちうなづき、よだれとろ〳〵たらして見入り給へり……橫だきにいだきて帳臺の[image: ]へ入り給ふ」（盛）。「入[image: ]殿二心もなく見給ひけり。妓王は入[image: ]殿の氣色を見奉りてをかしく覺えて少しうち笑ひてありけり、入[image: ]いつしかつい立ちて、未だ舞もはてぬ先に佛が腰にいだきつきて帳臺へ入れ給ひけるこそけしからね」（延）。「天性この入[image: ]殿はいら〳〵しき人にておはしければ、舞のはつるをおそしとや思はれけん……佛をいだいて入り給ふ」（八）。

七　もえいづるも　中院本には、この次に「さてしもあるべきならねば、すでに車にのらんとしけるが、いづちとも出づべきかたもおぼえぬになにと淚のさきに立つらん」とある（高橋貞一氏による）。「八」にも「いまさらに……」の歌がある。

八　參つて　「參つて能どもほどこして見せよ」（延）。

九　宿世　[image: ]世よりの因緣。すくせ。

一〇　いはんや　「それにわごぜは遊び者のならひにて、三年まで思はれ參らせたるは」（略解の本[image: ]。一本に依つて補つた物）。

一一　入[image: ]　「入[image: ]何條と鼻つくあひだ力及ばず」（八）。

＊　「八」この所に「月ふけ風をさまつて後、心の奧を尋ぬれば」とあり、次に「佛も」と續く。

一二　佛もむかしは　梁塵祕抄「佛も昔は人なりき、我等も終には佛なり、三身佛性具せる身を、知らざりけるこそあはれなれ」。

一三　何れも　「三身佛性具しながら、へだつる心のうたてさよ……入[image: ]うちうなづき給ひて、景氣の今樣をばいしくも歌ひたるものかな、この歌は雜藝集といふ[image: ]に書かれたるにふさはし……」（盛）。「悲しけれ」、（八）に「おろかなれ」。

一四　諸大夫　攝關大臣家の家扶家令などの四位五位の人々。

一五　佛慰めよ　「佛慰めよ、えい」（八）。

一六　二十一にて　「妓王は廿二[image: ]、妓女は廿、母は五十七にて一度にさまをかへて」（延）。

一七　かくて　「すでに三月ばかりになりけるに、ある夜、夜[image: ]ばかりに庵のとぼそをほと〳〵と叩く者ありけり」（延）。星合の空を……のような美[image: ]調の句がない。

一八　魔緣の　「天魔などの來るやらん、などかは山神とかやもあはれみ給はざるべき、さりながらもとて、おづ〳〵柴の編[image: ]を開けたれば」（延）。「八」も同じく、「[image: ]衆の來迎」[image: ]後の句がない。

一九　引攝　佛菩薩が衆生を淨土へ引きとること。引接。

二〇　常は暇を申ししかども　「たゞ身の暇をたべと申しゝかども許し給はざりしかば、昨日の晝ほどに隙のありしに逃げ出で候ふなり」（延）。「娑婆の榮花は」の[image: ]後の[image: ]なし。

二一　泥梨　地獄。

二二　多生曠劫　六[image: ]を輪廻して數多の生死を經る長久の時間。

＊　下に、「さしもはなやかなりし榮花のたもとをひきかへて」（八）。

二三　ともすれば　「凡夫の[image: ]ひのうたてさは思はじとすれども恨みられし事も時々ありつるなり、かく[image: ]りを結び給はん上はいかゞ心をおき奉るべきなれば懺悔しつるぞとて」（延）。

二四　善知識　菩提を修し、他をして菩提を修せしむる者。

二五　長講堂　後白河院の六條殿の[image: ]にあつた持佛堂。今は京都五條寺町にある。その過去帳は法皇の御筆と傳える。

二六　長講堂の過去帳　「六條長講堂の過去帳に入れられて……大安寺の過去帳にも入ると云々」（盛）。「略解」にその本[image: ]を引用している。歷代天皇の後に、「爲[image: ]・爲義・閉・妓王・妓女・佛御[image: ]」とある。

＊　「延」に、[image: ]盛が佛を尋ねたが得られず、後にかくと聞いたが出家したので力及ばなかつた、とする。「八」は詳しく、後に「淨海が佛はあまりにみめがよかりつれば天狗が取りたるにこそとぞ宣ひける」。










六　二代の后の事






　昔より今に至るまで、源[image: ]兩氏、[image: ]てう家かに召使はれて、王化に隨はず自おのづから[image: ]權を輕んずる者には、互に戒いましめを加へしかば、世の亂みだれはなかりしに、保ほう元げんに爲義斬られ、[image: ]治に義[image: ]誅せられて後は、末々の源氏ども、或は流され、或は失はれて、今は[image: ]家の一類のみ繁昌して、頭かしらをさし出す者なし。いかならん末の代までも、何事かあらんとぞ見えし＊

　されども鳥[image: ]の院御ご晏あん駕がの後は、兵ひやう革がくうち續いて、死罪・流る刑けい・解けつ官くわん・停ちやう任にん、常に行はれて、海かい[image: ]だいも靜かならず、世間も未だ落らく居きよせず。なかんづく永えい曆りやく・應おう保ほうの頃よりして、院一の[image: ]きん[image: ]じゆ者しやをば、[image: ]二より御おん戒いましめあり、[image: ]うちの[image: ][image: ]者をば、院より戒めらるゝ間、上下、恐れをのゝいて、安い心もせず。たゞ深淵に臨んで、薄氷を踏むに同じ。主上上皇、父ふ子しの御おん間あひだに、何事の御おん隔へだてかあるなれども、思ひの外の事ども多かりけり。これも世澆げう季きに及んで、人梟けう惡あくを先とする故なり。主上、院の仰せをば常は申し返させおはしましける中に、人耳じ目ぼくを驚かし、世以て大きに傾かたぶけ申すことありけり。故[image: ]こん衞ゑの院の后きさき、太三たい皇くわう太たい后こう宮ぐうと申ししは、大おほ炊ひの御み門かどの右大臣公きん能よし公の御娘なり。先帝に後れ奉らせ給ひて後は、九こゝの重への外ほか、[image: ]この衞ゑ川原がはらの御ご所しよにぞ、移り住ませ給ひける。[image: ]さきの后きさいの宮にて、かすかなる御有樣にて渡らせ給ひしが、永えい曆りやくの頃ほひは、御年廿二三にもやならせまし〳〵けん、御おん盛さかりも少し過ぎさせおはします[image: ]なり。されども天下第一の美人の聞えまし〳〵ければ、主上色にのみ染める御み心こゝろにて、ひそかに高四かう力りよく士しに詔して、外五ぐわい宮きうに引き求めしむるに及びて、この大宮の御所へ、ひそかに御艷書あり。大宮あへて聞きこし召しも入れず。さればひたすら、はやほに顯れて、后きさき御ご入じゆ[image: ]だいあるべき由、右大臣家げに宣せん旨じを下さる。この事天下に於て、異なる[image: ]六しよう事じなれば、公く卿ぎやう僉せん議ぎありて、各〻意い見けんを云ふ。「先づ異[image: ]の先せん蹤じようをとぶらふに、震しん旦たんの則そく天てん皇くわう后ごうは、唐たうの太宗の后きさき、高宗皇帝の繼けい母ぼなり。太宗崩御の後、高宗の后に立ち給ふ事あり。それは異[image: ]の先規たる上、別べち段だんの事なり。しかれども我が[image: ]には、神武天皇より以來このかた、人皇七十餘代に至るまで、未だ二代の后に立たせ給ふ例を聞かず」と、諸卿一同に訴へ申されたりければ、上しやう皇くわうも然るべからざる由、こしらへ申させ給へども、主上仰せなりけるは、「天子に父ぶ母もなし。われ十善の戒かい功こうによつて、今萬ばん乘じようの寶位を保つ。これ[image: ]の事、などか叡えい慮りよに任せざるべき」とて、やがて御ご入じゆ[image: ]だいの日、宣せん下げせられける上は、上皇も力及ばせ給はず。

　大宮かくと聞し召されけるより、御おん淚なみだに沈ませおはします。先七帝におくれ參らせにし久きう壽じゆの秋の始め、同じ野原の露とも消え、家をも出で、世をも遁のがれたりせば、今かゝる憂き耳をば聞かざらましとぞ、御歎きありける。父の大臣おとゞこしらへ申させ給ひけるは、「世に隨はざるを以て狂人とすと見えたり。已に詔命を下さる。子細を申すに所なし。たゞ[image: 速]かに參らせ給ふべきなり。若もし皇子御誕生ありて、君も國こく母もと云はれ、愚老も外祖と仰がるべき瑞相にてもや候ふらん。これひとへに、愚老を助けさせまします御孝行の御至りなるべし」と、樣やう々〳〵にこしらへ申させ給へども、御返事もなかりけり。大宮其の頃何となき御おん手て[image: ]ならひの次ついでに


うき[image: 節]ふしに沈みもやらで河竹の世にためしなき名をや流さん



世には如い何かにして洩れけるやらん、あはれにやさしき例ためしにぞ人々申し合はれける。

　[image: ]に御ご入じゆ[image: ]だいの日にもなりしかば、父の大臣おとゞ、供ぐ奉ぶの上かん達だち部め、出八しゆつ車しやの儀式など、心ことに出だし立て參らつさせ給ひけり。大宮、物もの憂うき御おん出いで立たちなれば、とみにも奉らず。遙に夜更け、さ夜も[image: ]なかばになりて後、御車に助け乘せられさせ給ひけり。御入[image: ]の後は、麗れい景けい殿でんにぞましましける。されば、ひたすら、[image: ]あさ政まつりごとを勸め申させ給ふ御おん樣さまなり。かの紫し宸しん殿でんの皇居には、賢九けん[image: ]じやうの障さう子じを立てられたり。伊い尹ゐん・第てい伍ご倫りん・虞ぐ世せい南なん・太公[image: ]・角ろく里り先せん生せい・李り勣せき・司し馬ば。手一〇て長なが・足長。馬一一うま形がたの障子。鬼の間ま。李將軍が姿をさながら寫せる障子もあり。尾張守小野[image: 衟]みち風かぜが、七一二囘賢[image: ]の障子と書けるも理ことわりとぞ見えし。かの[image: ]せい涼りやう殿でんの畫ぐわ圖との御み障子には、昔金かな岡をかが書きたりし[image: 遠]ゑん山ざんの有あり明あけの月もありとかや。故一三院の未いまだ幼主にてましませしそのかみ、何となき御手まさぐりのついでに、かきくもらかさせ給ひたりしが、ありしながらに少しも違たがはせ給はぬを御覽じて、先帝の昔もや御戀しう思し召されけん、


思一四ひきや憂き身ながらにめぐり來て同じ雲ゐの月を見んとは



その間の御なからひ、云ひ知らずあはれにやさしき御事なり。





【注記】

＊　「昔より」以下ここまで「延」にない。

一　院　後白河院。

二　[image: ]　二條天皇。

三　太皇太后宮　[image: ]原多子。

四　高力士　唐の玄宗皇帝の臣で、帝の命により楊貴妃を探し出した人。ここでは同じ役割をはたした[image: ]臣の意。

五　外宮　皇居以外の宮殿。

六　[image: ]事　非常の事。大事件。

七　先帝　[image: ]衞天皇。

八　出車　行幸・祭事などの時、女[image: ]達の乘る牛車。いだしぐるま。「參らつさせ」「八」も同じ。「岩」は「參らせ」。

九　賢[image: ]の障子　紫宸殿の母屋と北庇との間にある絹張の障子。表に支那の名臣伊尹以下三十二人の像、裏に唐花を畫いてある。

一〇　手長・足長　手長足長の障子。[image: ]涼殿の廣廂北にある。荒海の障子。

一一　馬形の障子　[image: ]涼殿西渡殿にある衝立障子。表に馬、裏に打毬の畫。

一二　七囘　書[image: ]の名人[image: ]風は、七度賢[image: ]の障子の[image: ]字を書いたと言われる。

一三　故院　[image: ]衞天皇。下の先帝も同じ。

一四　思ひきや　この歌、今鏡、みやぎのの卷にも見える。玉葉集、雜に初句を「知らざりき」とし、詞書に「二條院の御時、さらに入[image: ]侍りけるに、月あかかりける夜、思し出づる事ありて、よめる[image: ]衞太皇太后宮」。










七　額打論の事






　さる[image: ]に、永萬元年の春の頃より、主一上御ご不ふ豫よの御事と聞えさせ給ひしが、同じき夏の初めにもなりしかば、事の外に重らせ給ふ。これによつて、大おほ藏くらの大たい輔ふ伊い岐きの[image: 兼]盛が娘の腹に、今きん上じやう一二の宮の二[image: ]にならせ給ふがまし〳〵けるを、太子に立て參らさせ給ふべしと聞えし[image: ]に、同じき六月二十五日、俄にはかに親王の宣せん旨じ蒙かうぶらせ給ふ。やがて其の夜受禪ありしかば、天下何となうあわてたる樣さまなりけり。その時の有いう識しよくの人々申し合はれけるは、先まづ本[image: ]に童どう帝たいの例れいを尋ぬるに、[image: ]和天皇九[image: ]にして、[image: ]德天皇の御おん禪ゆづりを受けさせ給ふ。それは、かの周しう公こう旦たんの成せい王わうに代り、南面にして一いち日じつ萬ばん機きの政まつりごとを治め給ひしになぞらへて外祖忠三ちゆう仁じん公こう幼主を扶ふ持ちし給へり。これぞ攝政の始めなる。鳥[image: ]の院五[image: ]、[image: ]衞の院三[image: ]にて踐せん祚そあり。かれをこそ、い四つしかなれと申ししに、これは二[image: ]にならせ給ふ。先例なし。物騷がしともおろかなり。

　さる[image: ]に、同じき七月二十七日、上五皇終に崩御なりぬ。御年二十三。つぼめる花の散れるが如し。玉の簾すだれ、錦の帳ちやうの[image: ]、みな御淚に咽むせばせおはします。やがてその夜よ香隆寺の艮うしとら、[image: ]れん臺だい野のの奧、舟ふな岡をか山やまに斂をさめ奉る。御葬送の夜よ、延曆・興こう福ぶく兩寺の大だい衆しゆ、額がく打うち論ろんといふ事をし出して、互に狼藉に及ぶ。一天の君崩御なつて後、御ご墓む所しよへ渡し奉る時の作法は、南北二京の大だい衆しゆことごとく供奉して、御墓所の[image: 廻]まはりに、わが寺々の額を打つことありけり。先づ[image: ]武天皇の御ご願ぐわん、爭ふべき寺なければ、東大寺の額を打つ。次に淡海公の御願とて、興福寺の額がくを打つ。北京には、興福寺に向へて、延曆寺の額を打つ。次に天武天皇の御ご願ぐわん、[image: ]六けう待だい和くわ[image: ]しやう、智七證大師の草さう創そうとて、園をん城じやう寺じの額を打つ。しかるを山門の大だい衆しゆ、如何いかゞ思ひけん、先例を背きて、東大寺の次、興福寺の上うへに、延曆寺の額を打つ間、南都の大だい衆しゆ、「とやせまし、かうやせまし」と僉せん議ぎする處に、こゝに興福寺の西さい金こん堂だう衆じゆ、觀八音坊・勢至坊とて聞えたる大惡僧二人ありけり。觀音坊は、黑くろ絲いと縅をどしの腹卷に白しら柄えの長なぎ刀なた莖くき短かにとり、勢至坊は萠もよ葱ぎ縅をどしの鎧着き、黑こく漆しつの大太刀持つて、二人つと走り出で、延曆寺の額を切つて落し、さ九ん〴〵に打ち破わり、「嬉一〇しや水、鳴るは瀧の水、日は照るとも、[image: ]えずとうたへ」とはやしつゝ、南都の衆しゆ徒との中へぞ入りにける。





【注記】

一　主上　二條天皇。下の今上も。

二　一の宮　六條天皇。下の「參らさせ」、「岩」は「まゐらせ」。同章「六　二代の后の事」註八參照。

三　忠仁公　[image: ]原良[image: ]。

四　いつしかなれ　早すぎる、の意。

五　上皇　二條天皇。

六　[image: ]待和[image: ]　彌勒の化身と言われる傳[image: ]上の人物。三井寺に百餘年住み、圓珍の至るに及んで去つたと傳える。

七　智證大師　圓珍。延曆寺第五世の天台座主。

八　觀音坊　「長」によると、土佐坊昌春（正俊とも）と同一人。卷十二「土佐坊斬られの事」參照。ここに詳しい昌春の傳がある。「延」も同じ。

九　さん〴〵に打ち破り　「[image: ]水法師に智門坊、走りよつて額をさん〴〵に切り破つてんげり」（八）。

一〇　嬉しや水　梁塵祕抄に類歌がある。なお明月記などによると、天福元年（一二三三）二月、叡山の東塔と無動寺との爭いの時も山法師がこの歌で引上げた（辻善之助氏、日本佛[image: ]史・二）。










八　[image: ]水炎上の事






　山門の大だい衆しゆ、狼藉を致さば手向ひすべき所に、心こゝろ深ふかうねらふ方かたもやありけん、一ひと言葉も出さず。御み門かどかくれさせ給ひて後は、心なき草くさ木きまでもみな愁うれへたる色にこそあるべきに、この騷動のあさましさに、高きも賤しきも肝きも魂たましひを失つて、四方へ皆[image: ]散す。同じき二十九日の午うまの刻ばかり、山門の大だい衆しゆおびたゞしう下洛すと聞えしかば、武士・檢けん非び違ゐ使し、西坂本に行き向つて防ぎけれども、事ともせず、おし破つて亂入す。又何者の申し出したりけるやらん、「一一院、山門の大だい衆しゆに仰せて、[image: ]家追討せらるべし」と聞えしかば、軍ぐん兵びやう[image: ]だい裏りに參じて、四方の陣頭を堅めて警固す。[image: ]氏の一類皆六ろく波は羅らへ馳せ集る。一院も急ぎ六波羅へ御ご幸かうなる。[image: ]盛公その時は未だ大納言の右大將にておはしけるが、大きに恐れ騷がれけり。小松殿、「何によつて只今さる御事候ふべき」と鎭め申されけれども、兵つはものども騷ぎののしる事おびたゞし。されども山門の大だい衆しゆ六波羅へは寄せずして、そゞろなる[image: ]せい水すゐ寺じに押寄せて、佛閣僧[image: ]一宇も殘さず燒き拂ふ。これは、去んぬる御葬送の夜よの、會二くわい稽けいの恥をきよめんがためとぞ聞えし。[image: ]水寺は興こう福ぶく寺じの末寺たるによつてなり。[image: ]水寺燒けたりける[image: ]あした、「觀三音火くわ坑けう變へん成じやう池ちはいかに」と札に書きて、大だい門もんの[image: ]にぞ立てたりける。次の日又「歷りやく劫ごふ不思議力四及ばず」と、返かへしの札をぞ打つたりける＊

　衆しゆ徒と歸り上のぼりければ、一院も急ぎ六波羅より[image: ]くわん御ぎよなる。重盛の卿ばかりぞ、御おん送おくりには參られける。父の卿は參られず。なほ用心の爲かとぞ見えし。重盛の卿御送より歸られければ、父の大納言宣ひけるは、「さても一院の御幸こそ大きに恐れ覺ゆれ。かねても思し召し寄り、仰せらるゝ旨のあればこそ、かうは聞ゆらめ。そ五れにも、なほうちとけ給ふまじ」と宣へば、重盛の卿申されけるは、「この事ゆめ〳〵御おん氣け色しきにも御おん詞ことばにも出させ給ふべからず。人に心付け顏がほに、なか〳〵惡しき御事なり。これに付けても、よく〳〵叡慮に背かせ給はで、人の爲に御おん[image: 情]なさけを施させましまさば、神しん明めい三さん寶ぽう加護あるべし。さらんに[image: ]つては、御おん身みの恐れ候ふまじ」とて立たれければ、「重盛の卿はゆゝしう大おほ樣やうなる者かな」とぞ、父の卿も宣ひける。

　一院、[image: ]御の後、御[image: ]にうとからぬ[image: ]きん[image: ]じゆ者しやたち數多あまた候はれけるに、「さても不思議の事を申し出したるものかな。露も思し召しよらぬものを」と仰せければ、院中の切きり者ものに、西六さい光くわう法師と云ふ者あり。をりふし御[image: ][image: ]う候ひけるが、[image: ]み出でて、「天に口なし、人にんを以て云はせよと申す。[image: ]家以ての外に過分に候ふ間、天の御おん計はからひにや」とぞ申しける。人々、「この事よしなし。壁に耳あり。恐ろし〳〵」とぞ各おの〳〵さゝやきあはれける。

　さ七る[image: ]にその年は諒りやう闇あんなりければ、御ご禊けい・大だい甞じやう會ゑも行はれず。建八春門院、その時は未いまだ東の御おん方かたと申しける。その御腹に、一九院の宮の五[image: ]にならせ給ふのましましけるを、太子に立て參らさせ給ふべしと聞えし[image: ]に、同じき十二月二十四日にはかに親王の宣せん旨じ蒙らせ給ふ。明くれば改元ありて、仁にん安あんと號す。同じき年の十月八日の日、去年親王の宣旨蒙らせ給ひし皇子、東とう三條にて春とう宮ぐうに立たせ給ふ。春とう宮ぐうは御叔父六[image: ]、主一〇上は御おん甥をひ三[image: ]、何れも昭一一せう穆もくに相叶はず。但し寬和二年に、一條の院七[image: ]にて御卽位あり。三條の院十一[image: ]にて春とう宮ぐうに立たせ給ふ。先例なきにしもあらず。主上は二[image: ]にて御おん禪ゆづりを受けさせ給ひて、わづか五[image: ]と申しし二月十九日に、御位をすべりて、新院とぞ申しける、未いまだ御おん元げん服ぷくもなくして、太だい上じやう天皇の[image: ]號あり。漢かん家か・本[image: ]これや始めならん。仁安三年三月二十日の日、新一二帝大だい極ごく殿でんにして御卽位あり。この君の位に卽つかせ給ひぬるは、いよ〳〵[image: ]家の榮一三えい花ぐわとぞ見えし。國こく母も建春門院と申すは、入[image: ]相國の北の方八條の二位殿の御妹なり。又[image: ]大納言時忠の卿と申すも、この女院の御おん兄せうとなる上、[image: ]の御外戚なり。[image: ]外に付けて、執權の臣とぞ見えし。その頃の敍位、除ぢ目もくと申すも、ひとへにこの時忠の卿のまゝなりけり。楊貴妃が幸ひし時、楊國こく忠ちゆうが榮えしが如し。世の覺え、時の綺羅、めでたかりき。入[image: ]相國、天下の大小事を宣のたまひあはせられければ、時の人、[image: ]へい關くわん白ぱくとぞ申しける。





【注記】

一　一院、山門の大衆に仰せて　「此事諸實錄無[image: ]所見[image: ]」（考證）。一院は後白河院。

二　會稽の恥　「長」この成句について[image: ]話風の[image: ]明がある。

三　觀音　「觀音や」（八）。

四　力及ばず　「曆劫不思議とこれを言ふなり」（八）。この問答、犬[image: 筑]波にのせ、答えの方は、觀音が僧に化しての作とする。

＊　下に、「いかなるあとなし者のしわざにてかありけん、をかしかりし事どもなり」（八）。

五　それ　そなた。汝。重盛をさす。

六　西光　[image: ]原師光。家成の五男。師高の父。信西に仕え、その死後出家し、後白河院に仕えた。卷二參照。

七　さる[image: ]に　「岩」こゝに「東宮立」、「略解」は「御卽位沙汰」と題を立てる。「八」には「あひ」と註している。

八　建春門院　[image: ]滋子。後白河天皇の皇后。高倉天皇の母后。[image: ]盛の妻の妹。

九　一院の宮　高倉天皇。

一〇　主上　六條天皇。

一一　昭穆　長幼の順序。

一二　新帝　高倉天皇。

一三　榮花　「繁昌」（八）。










九　殿てん下がの乘合の事






　さる[image: ]に、嘉應元年七月十六日、一いち院ゐん御ご出しゆつ家けあり。御出家の後も、萬機の政まつりごとを知ろし召されければ、院ゐん・[image: ]うち、分わくかたなし。院中に[image: ]う召使はれける公く卿ぎやう・殿てん上じやう人びと、上じやう下げの北面に至るまで、官位俸祿みな身に餘るばかりなり。されども人の心の[image: ]ひにて、なほあきたらで、「あ一つぱれ、その人の失せたらば、その國はあきなん。その人の亡びたらば、その官にはなりなん」など、疎うとからぬどちは、寄合ひ〳〵さゝやきけり。

　一院も[image: ]ない々〳〵仰せなりけるは、「昔より代だい々〳〵の[image: ]敵を[image: ]げたる者多しといへども、いまだかやうの事はなし。貞さだ盛もり・秀ひで[image: 郷]さとが將まさ門かどを討ち、賴義が貞さだ任たふ・宗むね任たふを滅し、義家が武たけ衡ひら・家衡を攻めたりしにも、勸けん賞じやう行はれし事、わづか受じゆ領りやうには過ぎざりき。今[image: ]盛がかく心のまゝにふるまふ事こそ、しかるべからね。これも世末すゑになりて、王わう法ぼふの盡きぬる故なり」とは仰せなりけれども、ついでなければ、御おん戒いましめもなし。[image: ]家も又別して、[image: ]てう家かを恨み奉らるゝこともなかりしに、世の亂れ初そめける根本は、去いんじ嘉二應二年十月十六日に、小松殿の次男、新三位の中將資すけ盛もり、その時は未だ越[image: ]守とて生しやう年ねん十三になられけるが、雪は斑はだれに降つたりけり、枯野の氣け色しきまことに面白かりければ、若き侍さぶらひども、三十騎ばかり召具して、[image: ]れん臺だい野のや、紫野・右[image: ]の馬場に打出でて、鷹ども數あま多たすゑさせ、鶉うづら・雲雀ひばりを追おつ立たて〳〵、終日ひねもすに狩り暮し、薄はく暮ぼに及びて六ろく波は羅らへこそ歸られけれ。その時の御ご攝せつ籙ろくは、松三殿にてぞ、まし〳〵ける。東の洞とう院ゐんの御ご所しよより、御ご參さん[image: ]だいありけり。郁いう芳はう門もんより入じゆ御ぎよあるべきにて、東の洞院を南へ、大おほ炊ひの御み門かどを西へ、御ぎよ出しゆつなるに、資盛[image: ]臣、大おほ炊ひの御み門かど、猪ゐの熊くまにて、殿てん下がの御ぎよ出しゆつに鼻四はな突つきに參り合ふ。御供の人ども、「何者ぞ、狼藉なり。御ぎよ出しゆつなるに。乘物より下おり候へ〳〵」とい五らでけれども、餘りに誇り勇み、世を世ともせざりける上、召具したる侍どもも、皆二十はたちより[image: ]うちの若者どもなれば、禮儀骨こつ法ぽふ辨へたる者一いち人にんもなし。殿てん下がの御ぎよ出しゆつとも云はず、一いつ切せつ下馬の禮儀にも及ばず、たゞ驅け破つて[image: ]らんとする間、暗さは暗し、つや〳〵太政入[image: ]の孫とも知らず、又少々は知りたれども、そら知らずして、資盛[image: ]臣を始めとして、侍ども、皆馬より[image: ]つて引下おろし、頗すこぶる恥辱に及びけり。

　資盛[image: ]臣、はふ〳〵六波羅へ歸りおはして、祖父おほぢの相しやう國こく禪門にこの由訴へ申されければ、入[image: ]大きに怒つて、「たとひ殿てん下がなりとも、淨じやう海かいがあたりをば憚はゞかり給ふべきに、左さ右うなうあ六の幼き者に恥辱を與へられけるこそ、遺恨の次第なれ。かゝる事よりして、人にはあ七ざむかるゝぞ。この事殿下に思ひ知らせ奉らでは、えこそあるまじけれ。いかにもして、恨み奉らばや」と宣へば、重盛の卿申されけるは、「これは少しも苦しう候ふまじ。賴政・光みつ基もとなど申す源氏どもに、嘲あざけられても候はんは、まことに一門の恥辱にても候ふべし。重盛が子どもとて候はんずる者が、殿の御ぎよ出しゆつに參り逢うて、乘物より下おり候はぬ事こそ、返す〴〵も尾八び籠ろうに候へ」とて、其の時事ことに逢うたる侍さぶらひども皆召寄せて、「自じ今こん以後汝等よく〳〵心うべし。過あやまつて殿下へ無禮の由を申さばやと思へ」とてこそ、歸されけれ。

　その後のち入[image: ]、小松殿にはかうとも宣ひも合せずして、片かた田舍ゐなかの侍の、極めてこはらかなるが、入[image: ]の仰せより外、世にまた恐しき事なしと思ふ者ども、難九なん波ば・瀨せの尾をを始めとして、都合六十餘人召寄せて、「來たる二十一日殿下御ぎよ出しゆつあるべかんなり。いづくにても待ち受け奉り、[image: ]せん驅く御み隨ずゐ身じんどもが髻もとゞり切つて、資盛が恥すゝげ」とこそ宣ひけれ。兵ども畏り承つてまかり出づ。

　殿てん下が、これをば夢にも知ろし召されず、主上明年御おん元げん服ぷく・御ご加か冠くわん・拜官の御おん定さだめのために、暫く御ご直一〇ちよく廬ろにあるべきにて、常の御ぎよ出しゆつよりはひきつくろはせ給ひて、今こん度どは待賢門より入じゆ御ぎよあるべきにて、中の御み門かどを西へ御ぎよ出しゆつなるに、猪熊・堀川の邊へんにて、六波羅の兵ども、混甲一一ひたかぶと三百餘騎待ち受け奉り、殿下を中に[image: ]籠め參らせて、[image: ]後より一度に鬨ときをどつとぞ作りける。[image: ]驅御隨身どもが、今日を[image: ]と裝しやう束ぞくしたるを、あそこに追つかけ、こゝに追つつめ、散さん々〴〵に凌りよう轢りやくし、一々に皆髻もとゞりを切る。隨身十人の[image: ]、右の府ふ生しやう武たけ基もとが髻もとゞりをも切られてけり。その中なかに[image: ]とう藏くら人んどの大たい夫ふ隆一二たか[image: ]のりが髻を切るとて、「これは汝が髻と思ふべからず、主しゆの髻と思ふべし」といひ含めてぞ切つてける。その後は御おん車くるまの[image: ]へも、弓の弭はずつき入れなどして、簾すだれかなぐり落し、御お牛うしの鞅むながい・鞦しりがい切り放ち、かく散さん々〴〵にし散らして、[image: ]よろこびの鬨ときをつくり、六波羅へ歸り參りたれば、入[image: ]、「神しん妙べうなり」とぞ宣ひける。

　されども、御車副ぞひには、因いな幡ばの[image: ]一三さい使づかひ、鳥[image: ]の國くに久ひさ丸まるといふをのこ、下げ﨟らふなれども、さか〳〵しき者にて、御車をしつらひ、乘せ奉つて、中の御門の御所へ[image: ]くわん御ぎよなし奉る。束帶の御袖にて、御淚を抑へさせ給ひつゝ、[image: ]御の儀式のあさましさ、申すもなか〳〵疎おろかなり。大一四たい織しよく冠くわん・淡一五海公の御事は、あげて申すに及ばず。忠仁公、昭一六せう宣せん公こうより以來このかた、攝政關白の、かゝる御目に逢はせ給ふ事、未だ承り及ばず。これこそ[image: ]家の惡あく行ぎやうの始めなれ。小松殿この由を聞き給ひて、大きに恐れ騷がれけり。その時行き向うたる侍さぶらひども、皆勘かん當だうせらる。「たとひ、入[image: ]いかなる不思議を下げ知ぢし給ふとも、など重盛に、夢ばかり知らせざりけるぞ。凡およそは資盛奇怪なり。栴せん檀だんは二ふた葉ばより香かうばしとこそ見えたれ。已に十二三にならんずる者が、いまは禮儀を存ぞん知ぢしてこそふるまふべきに、かやうの尾び籠ろうを現じて、入[image: ]の惡あく名みやうをたつ。不ふ孝けうの至いたり、汝一人ひとりにありけり」とて、暫く伊勢國へ追ひ下さる。さればこの大だい將しやうをば、君も臣も御感ありけるとぞ聞えし。





【注記】

一　あつぱれ　この上、「八」には「[image: ]家の人々の國をも庄をも賜つたる事をばよにめざましき事に思ひ」とある。

二　嘉應二年　この事、實際は重盛にかかわる。百鍊抄、玉葉、愚管抄卷五參照。

三　松殿　[image: ]原基[image: ]。

四　鼻突に　出會いがしらに。

五　いらでけれども　「いひてけれども」（岩）。「いらひけれども」（八）。「いらで」は「いらて」で、「いらひて」「いらつて」「いらて」と轉じたか。「いらふ」はいらつ、いらだつ、の意か。

六　あの幼き者　「さやうにおいさきある幼き者」（八）。

七　あざむかる　あなどられる。ばかにされる。

八　尾籠　「をこ」のあて字を音讀した物。無禮。失態。

九　難波・瀨尾　「伊勢守景綱を先として」（八）。

一〇　直廬　宮中で、攝政關白の宿直し、休息する所。

一一　混甲　全員が甲胄を着けている事。

一二　隆[image: ]　「長」、高範と記し、切られたもとゞりをかつらでつくろい、藏人所に出て行つて辯解し、その場でもとゞりを切つて出家の形となつたと傳える。

一三　[image: ]使　新任の國司が任國に下る[image: ]に、その國の役人に指示を與えるため下す使。

一四　大織冠　[image: ]原[image: 鎌]足。たいしよくわん。

一五　淡海公　[image: ]原不比等。

一六　昭宣公　[image: ]原基經。










一〇　鹿しゝの谷の事






　これによつて、主しゆ上じやう御おん元げん服ぷくの御定め、その日は延びさせ給ひて、同じき二十五日、院の殿てん上じやうにてぞ御元服の御定めはありける。攝政殿、さても渡らせ給ふべきならねば、同じき十一月九日の日[image: 兼]一かね宣せん旨じを蒙かうぶらせ給ひて、同おなじき十四日太政大臣にあがらせ給ふ。やがて同じき十七日、慶よろこび申まをしのありしかども、世の中はなほにが〳〵しうぞ見えし。

　さ二る[image: ]に今三こ年としも暮れぬ。嘉應も三み年とせになりにけり。正月五日の日、主上御元服あつて、同じき十三日[image: ]三てう覲きんの行ぎやう幸かうありけり。法四皇・女によう院ゐん待ち受け參らさせ給ひて、初うひ冠かうぶりの御おん粧よそほひ、いかばかりらうたく思し召されけん。入[image: ]相國の御五娘、女によう御ごに參らせ給ふ。御年十五[image: ]。法皇御ご猶六いう子しの儀なり。

　妙七音院殿、その頃は未だ[image: ]大臣の左大將にてまし〳〵けるが、大だい將しやうを辭し申させ給ふ事ありけり。時に德大寺の大納言實じつ定ていの卿、その仁じんに相當り給ふ。又花くわ山ざんの院の中納言[image: 兼]かね雅まさの卿も所[image: ]あり。その外故こ中の御門の[image: ]とう中納言家か成せいの卿の三男、新大納言成なり親ちかの卿もひらに申さる。この大納言は院の御ご氣き色しよくよかりければ、樣々の祈を始めらる。先まづ八や幡はたに百人の僧を籠めて、眞八しん讀どくの大九だい般はん若にやを、七しち日にち讀ませられたりける最さい中ちゆうに、高一〇かう良らの大明神の御[image: ]なる橘たちばなの木へ、男をとこ山やまの方より山鳩三つ飛び來つて、くひあひてぞ死ににける。鳩は八はち幡まん大だい菩ぼ薩さつの第一の使し者しやなり。宮みや寺でらにかかる不思議なしとて、時の檢けん校げう匡きやう[image: ]せい法ほふ印いん、この由[image: ]だい裏りへ奏そう聞もんしたりければ、「これ唯たゞ事ごとにあらず、御み占うらあるべし」とて、神じん祇ぎ官くわんにして御占あり。「重き御おん愼つゝしみ」と占ひ申す。「但し、これは君の御愼にはあらず。臣下の愼」とぞ申しける。それに大納言恐れをも致されず、晝は人目の繁ければ、よな〳〵步行にて、中の御門烏丸の宿所より、賀か茂もの上かみの社やしろへ、七なゝ夜よ續けて參られけり。七夜に滿まんずる夜、宿所に下げ向かうして、苦しさに少し目睡まどろみたりける夢に、賀茂の上の社へ參りたると思おぼしくて、御寶殿の御み[image: ]とおし開き、ゆゝしう氣け高だかげなる御聲にて、


櫻花賀茂の川風うらむなよ散るをばえこそ留めざりけれ



　大納言これに猶なほ恐れをも致されず、賀茂の上の社の御寶殿の御後なる杉の洞ほらに壇だんを立て、ある[image: ]ひじりをこめて、吒一一だ幾き爾にの法を百日行はせられけるに、ある時俄にはかに空かき曇り、雷いかづちおびたゞしう鳴つて、かの大杉に落ちかゝり、雷らい火くわ燃え上つて、宮中すでに危ふく見えけるを、宮みや人うどども、走り集りて、これを打消す。さてかの外一二げ法ほふ行ひける[image: ]ひじりを追ひ出さんとす。「われ當社に百日參籠の志あつて、今日は七十五日になる。まつたく出づまじ」とて動はたらかず。このよし社しや家けより大[image: ]へ奏聞申したりければ、「たゞ法にまかせよ」と宣せん旨じを下さる。その時神一三じん人にん白しら杖づゑをもつて、かの[image: ]が項うなじをし一四らげて、一條の大おほ路ぢより南へ追おつ越こしてげり。「神は非ひ禮れいを享うけず」とこそ申すに、この大納言非ひ分ぶんの大だい將しやうを祈り申されければにや、かゝる不思議も出で來にけり。

　その頃の敍位除ぢ目もくと申すは、院ゐん・[image: ]うちの御計ひにもあらず、攝政・關白の御ご成せい敗ばいにも及ばず、たゞ一いつ向かう[image: ]家のまゝにてありければ、德大寺・花山の院もなり給はず、入[image: ]相國の嫡ちやく男なん小松殿、その時は未だ大納言の右大將にてまし〳〵けるが、左に移りて、次男宗盛中納言にておはせしが、數す輩はいの上じやう﨟らふを超てう越をつして、右に加はられけるこそ、申すばかりもなかりしか。

　中にも、德大寺殿は、一一五の大納言にて、花くわ族そく英雄、才さい學がく雄長、家け嫡ちやくにてましましけるが、[image: ]家の次男宗盛の卿に加か階かい越えられ給ひぬるこそ遺恨の次第なれ。「定めて御出家などもやあらんずらん」と、人々さゝやき合はれけれども、德大寺殿は、「しばらく世のならん樣やうを見ん」とて、大納言を辭して籠居とぞ聞えし。

　新一六大納言成親の卿の宣ひけるは、「德大寺・花山の院に越えられたらんはいかにせん。[image: ]家の次男宗盛の卿に加階越えられぬるこそ、遺恨の次第なれ。いかにもして、[image: ]家を亡し、本[image: ]を遂げん」と宣ひけるこそ恐しけれ。父の卿は、この齡よはひでは、わづか中納言までこそ至られしか。その末ばつ子しにて、位正二位、官大納言に經へあがつて、大國數あま多た賜はつて、子息・所從、[image: ]恩に誇れり。何の不足あつてか、かゝる心つかれけん。ひとへに天魔の所しよ爲ゐとぞ見えし。[image: ]治にも、越後の中將とて、信賴の卿に同心の間、その時[image: ]に誅せらるべかりしを、小一七松殿の樣やう々〳〵に申して、頸くびをつぎ給へり。しかるに、その恩を忘れて、外一八ぐわい人じんもなき所に、兵ひやう具ぐを調へ、軍ぐん兵びやうを語らひおき、[image: ]あさ夕ゆふはたゞ軍いくさ合戰のいとなみの外は、また他事なしとぞ見えたりける。

　東ひがし山やま鹿一九しゝの谷といふ所は、後うしろは三み井ゐ寺でらに續いて、ゆゝしき城郭にてぞありける。それに俊寬僧そう都づの山さん莊ざうあり。かれに常は寄合ひ〳〵、[image: ]家亡すべき謀はかりごとをぞ運めぐらしける。或夜法皇も御ご幸かうなる。故少納言入[image: ]信二〇しん西ぜいの子息、淨憲法印も御供仕らる。その夜の酒宴に、この由を仰せ合せられたりければ、法印、「あなあさまし。人あまた承り候ひぬ。たゞいま洩れ聞えて、天下の御大事に及び候ひなんず」と申されければ、大納言、氣け色しき變つて、さつと立たれけるが、御ご[image: ]ぜんに立てられたりける瓶へい子じを、狩かり衣ぎぬの袖にかけて引倒されたりけるを、法皇叡えい覽らんあつて、「あれはいかに」と仰せければ、大納言たち歸つて、「[image: ]へい氏じ倒れ候ひぬ」とぞ申されける。法皇もゑつぼに入らせおはしまし、「者ども、參つて猿さる樂がく仕れ」と仰せければ、[image: ]へい判はう官ぐわん康二一やす賴よりつと參つて、「あゝ餘りに[image: ]氏の多う候ふに、もて醉ひて候ふ」と申す。俊寬僧都、「さてそれをば如何いかゞ仕るべきやらん」。西光法師、「たゞ、頸くびを[image: ]るにはしかじ」とて、瓶二二子の首を[image: ]つてぞ入りにける。法印あまりのあさましさに、つやつや物も申されず。返す〴〵も恐しかりし事どもなり。さて與よ力りきの輩ともがら誰々ぞ。[image: ]江あふみの中將入[image: ][image: ]れん淨じやう俗名成正・法二三ほつ[image: ]しよう寺じの執しゆ行ぎやう俊寬僧そう都づ・山城守基もと[image: 兼]かぬ・式部大輔雅綱・[image: ]へい判官康賴・宗そう判官信[image: ]・新[image: ]判官資すけ行ゆき、武士には多た田だの藏くら人んど行二四綱を始めとして、北面の者ども多く與力してげり。





【注記】

一　[image: 兼]宣旨　大臣に任ずる豫定の人にあらかじめその事を知らせる宣旨。けんせんじ。

二　さる[image: ]に　「八」こゝに卷二の「德大寺嚴島詣」を入れる。

三　[image: ]覲行幸　新年又は卽位元服の後などに、天皇が上皇皇太后の御所に行幸になる事。

四　法皇　女院　後白河法皇、建春門院。

五　御娘　德子。建禮門院。

六　猶子　義子。娘分。

七　妙音院殿　[image: ]原師長。

八　眞讀　經を始めから終りまで全部讀誦する事。轉讀の對。

九　大般若　大般若波羅蜜多經。六百卷。

一〇　高良の大明神　石[image: ]水八幡の末社。

一一　吒幾爾の法　吒幾爾は夜叉鬼の類で、自在[image: ]力を有する鬼神。その法は外[image: ]の邪法であつた。だきにの法の事、「八」になく、「七日祕法を行はせられける」とのみ記す。

一二　外法　佛[image: ]外の法。邪法。

一三　神人　下級の神官。

一四　しらげて　「しらぐ」は打つの意であるが、「白くする」の原義を轉用したものか。

一五　一の大納言　安元三年正月、重盛、左大將。この時の一の大納言（首席の大納言）は源定[image: ]、德大寺實定は[image: ]權大納言であつた。

一六　新大納言　「八」ここから別とし「鹿谷（あひ）」と段を立てている。

一七　小松殿の　重盛と成親とは姻戚關係が深い。

一八　外人も　外人なき所に寄り合ひ寄りのき（八）うとき人も入らぬ所にて兵具を調へ（延）。

一九　鹿の谷　京の東山如意嶽のふもと。上京區鹿が谷町。

二〇　信西　[image: ]原[image: ]憲。淨憲、一に靜憲。

二一　康賴　寶物集の著者。愚管抄に「康賴といふ猿樂（さるがう）くるひ者」。

二二　瓶子の首を　「瓶子の口を取つてあなたへは渡す、こなたへは渡すとてぞ入りにける」（八）。

二三　法[image: ]寺の執行　法[image: ]寺は六[image: ]寺の第一。白河院勅願寺。執行は寺務をとりしまる上位の役僧。

二四　行綱　滿仲七代の孫。多田（攝津）はその居住地の名。










一一　鵜川合戰の事






　そ一も〳〵この法ほつ[image: ]しよう寺じの執しゆ行ぎやう俊寬僧都と申すは、京きやう極ごくの源大納言雅が俊しゆんの卿の孫、木二き寺でらの法印寬くわん雅がには子なりけり。祖そ父ぶ大納言は、さして弓矢[image: ]る家にはあらねども、あまりに腹あしき人にて、三條の坊門京極の宿所の[image: ]をば、人をも易やすく[image: ]されず。常は中ちゆう門もんにたゝずみ、齒をくひしばり、怒いかつてこそおはしけれ。かゝる恐しき人の孫なればにや、この俊寬も、僧なれども、心猛たけく傲おごれる人にて、よしなき謀む叛ほんにも與くみしてげるにこそ。

　新大納言成親の卿、多田藏人行綱を召して、「今度御ご邊へんをば一方の大將に賴むなり。この事しおほせつるものならば、國をも庄をも所[image: ]によるべし。まづ弓ゆ袋ぶくろの料れうに」とて、白しろ布ぬの五十端たん贈られたり。

　安三元三年三月十五日の日、妙音院殿、太政大臣に轉じ給へり。替りに、小松殿、源大納言定[image: ]の卿を越えて、[image: ]大臣になり給ふ。やがて大四だい饗きやう行はる。大臣の大だい將しやうめでたかりき。[image: ]五そん者じやには大おほ炊ひの御み門かどの右大臣經つね宗むね公とぞ聞えし。一六いちの上かみこそ先せん途どなれども、父宇治の惡左府の御ご例れいその恐れあり。

　北面は上しやう古こにはなかりけり。白河の院の御時、始め置かれてより以來このかた、衞ゑ府ふども數あま多た候ひけり。爲俊・盛もり重しげ、童わらはより今犬丸・千せん手じゆ丸まるとて、これらは、さうなき切きり者ものにてぞありける。鳥[image: ]の院の御時も、季すゑ賴より・季[image: ]すゑのり父子、共に、[image: ]てう家かに召使はれてありしが、常は傳でん奏そうする折もあり、なんど聞えしかども、これ等は身の[image: ]をふるまうてこそありしか。この時の北面の輩ともがらは、事の外に過分にて、公く卿ぎやう・殿てん上じやう人びとをも事ともせず、下げ北面より上じやう北面にあがり、上北面より、殿上の交まじはりを許さるる者も多かりけり。かくのみ行はるゝ間、驕おごれる心ども付きて、よしなき謀叛にも與くみしてげるにこそ。中七にも、故少納言入[image: ]信しん西ぜいのもとに召使はれける師もろ光みつ・成なり景かげといふ者あり。師光は阿波國の在ざい廳ちやう、成景は京の者、宿八しゆく根こん賤しき下げ﨟らふなり。健九こん兒でい童わらはもしは恪一〇かく勤ご者しやなどにてもやありけん。さか〳〵しかりしによつて、常は院へも召使はれけるが、師光は左さ衞ゑ門もんの尉じよう、成景は右衞門尉とて、二に人にん一度に靱一一ゆぎ負への尉じようになりぬ。一ひと年とせ信一二西事ことに逢ひし時、二に人にん共に出家して、左衞門入[image: ]西さい光くわう、右衞門入[image: ]西さい景けいとて、これらは出家の後も、院の御み倉くら預あづかりにてぞ候ひける。

　かの西光が子に、師もろ高たかと云ふ者あり。これもさうなき切きり者ものにて、檢けん非び違ゐ使し五位の尉まで經へ上あがりて、あまつさへ安元元年十二月二十九日、追つゐ儺なの除ぢ目もくに、加賀守にぞなされける。國務を行ふ間、非法非禮を張ちやう行ぎやうし、神社佛寺、權門勢せい家けの庄しやう領りやうを沒もつ倒たうして、さん〴〵の事どもにてぞありける。たとひ召一三せう公こうが跡を隔つといふとも、穩をん便びんの政まつりごとを行ふべかりしに、かく心のまゝにふるまふ間、同じき二年の夏の頃、國司師高が弟おとゝ、[image: ][image: ]判官師もろ經つねを加賀の目一四もく代だいに補ふせらる。目代下げ着ちやくの始め、國こ府ふの邊へんに鵜一五う川がはといふ山寺あり。折[image: 節]寺僧どもが湯を沸わかいてあびけるを、亂入して追ひあげ、我が身あび、雜ざふ人にんばらおろし、馬洗はせなどしけり。寺僧怒りをなして、「昔よりこの所は、國くに方がたの者の入にふ部ぶする事なし。先例にまかせて、すみやかに入部の押あふ妨ばう停とゞめよや」とぞ申しける。目代大きに怒つて、「先さき々〴〵の目代は、皆不覺でこそいやしまれたれ。當目代においては、すべてその儀あるまじ。たゞ法に任せよ」と云ふ[image: ]こそありけれ、寺僧どもは、國くに方がたの者を追つゐ出しゆつせんとす。國方の者どもは、次ついでを以て亂入せんと、打合ひ張合ひしけるほどに、目代師經が祕藏しける馬の足をぞ打ち折りける。その後は互に弓きう箭せん兵ひやう仗ぢやうを帶たいして、射あひ切りあひ、數す刻ごく戰ふ。夜に入りければ、目代叶はじとや思ひけん、引き[image: ]く。その後當國の在廳等ら、一千餘人催し集めて、鵜川におし寄せ、坊ぼう舍じや一宇も殘さず皆燒き拂ふ。鵜川と云ふは、白はく山さんの末まつ寺じなり。この事訴へんとて[image: ]む老僧誰々ぞ。智ち釋しやく・學がく明みやう・寶臺坊・正しやう智ち・學がく音おん・土佐の阿あ闍じや梨りぞ[image: ]みける。白山三社八院の大だい衆しゆ、こと〴〵く起りあひ、都合その勢二千餘人、同じき七月九日の日の暮れ方に、目代師經が[image: ]たち[image: ]うこそ押寄せたれ。今日は日暮れぬ、明あ日すの軍いくさと定めて、その日は寄せでこ一六らへたり。露吹き結ぶ秋風は、射一七い向むけの袖をひるがへし、雲ゐを照す稻いな妻づまは、甲かぶとの星をかゞやかす。目代叶はじとや思ひけん、夜逃げにして京へ上のぼる。明くる卯の刻に押寄せて、鬨ときをどつとぞ作りける。城じやうの中には音もせず。人を入れて見せければ、「皆落ちて候」と申す。大だい衆しゆ力及ばで引き[image: ]く。

　さらば山一八門へ訴へんとて、白はく山さん中ちゆう宮ぐうの神しん輿よ飾り奉つて、比ひ叡えい山さんへふり上げ奉る。同じき八月十二日の午の刻ばかり、白山中宮の神輿、すでに比叡山東ひがし坂さか本もとに着かせ給ふと申す[image: ]こそありけれ。北ほつ國こくの方より雷いかづちおびたゞしく鳴つて、都をさして鳴り上のぼり、白雪降くだつて地を埋うづみ、山上洛中おしなべて、常磐ときはの山の梢まで、皆白しろ妙たヘにぞなりにける。大一九衆神しん輿よをば客人まらうどの宮へ入れ奉る。客人と申すは、白はく山さん妙めう理り權ごん現げんにておはします。申せば父二〇子の御おん中なかなり。先づ沙汰の成じやう否ふは知らず、生しやう[image: ]ぜんの御おん[image: ]よろこび、たゞこの事にあり。浦島が子の七世の孫に逢へりしにも過ぎ、胎二一[image: ]の者の靈りやう山ぜんの父を見しにも超こえたり。三千の衆しゆ徒と踵くびすをつぎ、七二二社の神じん人にん袖を[image: ]ねて、時々刻々の法ほつ施せ祈念、言ごん語ご[image: ]だう斷だんの事どもにてぞ候ひける。

　さる[image: ]に山門の大だい衆しゆ國司加賀守師高を流罪に處せられ、目もく代だい[image: ][image: ]判官師經を禁獄せらるべきよし、奏そう聞もん度ど々ゞに及ぶといへども、御裁許もなかりければ、しかるべき公卿・殿上人は、「あはれ、とくして御裁斷あるべきものを。昔より山門の訴訟は他に異なり。大藏卿爲二三[image: ]・太だ宰ざいの權ごんの帥そつ季二四仲の卿は、さしも[image: ]てう家かに重ちよう臣しんたりしかども、山門の訴訟によつて、流罪せられ給ひにき。いはんや師高などは、事の數にてやはあるべき、子細にや及ぶべき」と、申し合はれけれども、大二五臣は祿を重んじて諫いさめず、小臣は罪に恐れて申さずと云ふ事なれば、おの〳〵口を閉とぢ給へり。





【注記】

一　そも〳〵この　以下「與してげるにこそ」まで、俊寬のこと「八」になし。

二　木寺　仁和寺の院家。喜寺。

三　安元三年　以下「その恐れあり」まで、「八」なし。

四　大饗　こゝは大臣の大饗。新任の大臣が公卿を招いて行う宴會。

五　[image: ]者　大饗の客の首席にすわる者。

六　一の上こそ　一の上は左大臣。先途は家柄によつて定まつた官位昇[image: ]の極限。妙音院師長の先途は左大臣であるが、父の賴長が左大臣で保元の亂に身を滅したので、左大臣を避けて、直ちに太政大臣に任ぜられたとの意。

七　中にも　「八」こゝに「鵜川合戰」と題す。

八　宿根　素性。「熟根」（岩）。「種根」（盛）。

九　健兒童　兵部省に屬した兵士。健兒。

一〇　恪勤者　公卿の家などに仕えた侍。恪勤。

一一　靱負尉　衞門尉の異稱。

一二　信西事に逢ひし　[image: ]治の亂で殺された事。

一三　召公が跡　召公（周の賢君）の善政の事跡には及ばぬにしても。

一四　目代　國司に代つて、その任地で國務を行う者。

一五　鵜川　「鵜川のゆせん寺」（八）。「溫泉寺（うんせんじ）」（長）。

一六　こらへたり　ためらつた。攻めずにとゞまつた。「ゆらへたり」（岩）。

一七　射向の袖　鎧の左の袖。

一八　山門へ　白山は延曆寺の末寺であつた。

一九　大衆神輿をば　「岩」こゝに「願立」と題す。「八」は次の「さる[image: ]に山門の」から「願立」となる。

二〇　父子の御中　客人の宮は白山の本宮（妙理權現）で、中宮はその御子とされていた。

二一　胎[image: ]の者云々　釋[image: ]の子羅睺羅、母の胎[image: ]にあつて父の出家遁世を知らず、釋[image: ]成[image: ]後歸[image: ]の時、羅睺羅が父を衆人中から求め出したとの故事。

二二　七社　日吉山王七社。大宮、二宮、八王子、[image: ]眞子、十禪師、三宮、客人。

二三　爲[image: ]　寬治六年九月、山門の訴えにより阿波權守に左遷。

二四　季仲　長治二年十二月、日吉社の訴えにより周防に配流。

二五　大臣は　本[image: ][image: ]粹卷二、慶滋保胤の[image: ]による。










一二　願ぐわん立だての事






　「賀茂川の水、雙すご六ろくの賽さい、山法師、これぞ我が御おん心こゝろに叶はぬ物」と、白河の院も仰せなりけるとかや。鳥[image: ]の院の御時も、越[image: ]の[image: ]へい泉せん寺じを山一門へ寄せられける事は、當山を御ご歸き依え淺からざるによつてなり。「非二を以て理とす」と宣せん下げせられてこそ、院宣をば下されけれ。さ＊れば江がう帥そつ匡きやう[image: ]ばうの卿の申されしは、「山門の大だい衆しゆ、日ひ吉えの神輿を陣ぢん頭どうへ振り奉つて訴訟を致さば、君はいかゞ御計らひ候ふべき」と申されければ、法皇、「げにも、山門の訴訟はもだし難し」とぞ仰せける。

　去三いんじ嘉か保ほう二年三月二日の日、美濃守源義四綱の[image: ]臣あそん、當國新しん立りふの庄を倒す間、山の久く住ぢゆう者しや圓應を殺せつ害がいす。これによつて日ひ吉えの社しや司し、延曆寺の寺官、都合三十餘人申まをし[image: ]ぶみを捧げて陣ぢん頭どうへ參じたるを、後五ご二條の關白殿、大和やまと源氏、中なか務つかさの權ごんの少せふ輔賴春に仰せて、これを防がせらるゝに、賴春が郞等矢を放つ。やにはに射殺さるゝ者八人、疵きずを蒙かうぶる者十餘人、社司・諸司四方へ皆逃げ去りぬ。これによつて山門の上六綱等、子細を奏そう聞もんの爲に、おびたゞしう下洛すと聞えしかば、武士・檢非違使、西坂本に行き向つて、皆追つかへす。

　さる[image: ]に、山門には、御裁斷遲ち々ゞの間、日吉の神輿を根七本中堂へ振り上げ奉り、その御[image: ]にて眞八しん讀どくの大だい般はん若にやを七日讀みて、後二條の關白殿を呪じゆ咀そし奉る。結けち願ぐわんの導師には、仲ちゆう胤いん法印、その時は未だ仲胤供ぐ奉ぶと申ししが、高座に上あがり、鉦かね打ち鳴らし、敬けい白びやくの詞ことばに曰はく、「我九等が菜な種たねの二ふた葉ばよりおほしたて給ひし神たち、後二條の關白殿に鏑かぶら矢や一つ放ちあて給へ。大八王子權現」と、高らかにこそ祈誓したりけれ。その夜やがて不思議の事ありけり。八王子の御殿より、鏑矢の聲出でて、王城をさして鳴りて行くとぞ、人の夢には見えたりける。その[image: ]あした關白殿の御所の御み格かう子しを上げらるゝに、たゞ今山より[image: ]りて來たる樣に、露に濡れたる樒しきみ一ひと枝えだ立つたりけるこそ不思議なれ。やがてその夜より、後二條の關白殿、山一〇王の御おん咎とがめとて、重き御おん病やまふを受けさせ給ひて、うち臥させ給ひしかば、母上大一一おほ殿とのの北きたの政まん所どころ、大きに御歎きあつて、御おん樣さまをやつし、賤しき下げ﨟らふのまねをして、日ひ吉えの社へ參らせ給ひて、七日七夜が間祈り申させおはします。先づ顯れての御ご立りふ願ぐわんには、芝一二しば田でん樂がく百番、百一三番の一つ物、競馬・流鏑馬やぶさめ・相撲すまふ各百番、百一四座の仁にん王わう講かう、百座の藥師講、一一五いつ[image: ]ちやく手しゆ[image: ]はんの藥師百體、等一六とう身じんの藥師一體、竝に釋しや迦か、阿あ彌み陀だの像、各造ざう立りふ供く養やうせられけり。又御ご心しん中ちゆうに三つの御ご立りふ願ぐわんあり。御心の中の御事なれば、人これをば如い何かでか知り奉るべきに、それに何よりも又不思議なりける事には、七夜に滿まんずる夜、八王子の御み社やしろに、いくらもありける參まゐり人うどどもの中に、陸奧みちの國くにより遙はる々〴〵と上つたりける童一七わらは神み子こ、夜や[image: ]はんばかりに俄にはかに[image: ]え入りけり。遙に舁かき出いだして祈りければ、やがて立つて舞ひかなづ。人奇き特どくの思おもひをなしてこれを見る。[image: ]時ばかり舞うて後、山王おりさせ給ひて樣やう々〳〵の御託宣こそ恐しけれ。「衆しゆ生じやう等たしかに承れ。大殿の北きたの政まん所どころ、今け日ふ七しち日にち我が御おん[image: ]まへに籠らせ給ひたり。御ご立りふ願ぐわん三つあり。先づ一つには、今度殿てん下がの壽命を助けさせおはしませ。さも候はば、大宮の下した殿どのに候ふ諸もろ〳〵の片かた端は人うどに交まじはつて、一千日が間、[image: ]あさ夕ゆふ宮仕へ申さんとなり。大殿の北政所にて、世を世とも思し召さで過すごさせ給ふ御心にも、子を思ふ[image: ]に[image: 迷]ひぬれば、いぶせき事をも忘られて、あさましげなる片かた端は人うどに交つて、一千日が間[image: ]夕宮仕へ申さんと仰せらるゝこそ、まことにあはれに思し召せ。二つには、大宮の橋一九はし殿どのより、八王子の御社まで、囘廊造つて參らせんとなり。三千の大だい衆しゆ、雨ふるにも[image: ]てるにも社しや參さんの時、いたはしう覺ゆるに、囘廊造られたらんは、いかにめでたからん。三つには、八王子の御社にて、法二〇ほつ華け問答講每日[image: ]たい轉てんなく行はすべしとなり。この立願どもは、何いづれも疎おろかならねども、せめては上かみ二つは、さなくともありなん。法華問答講こそ、一いち定ぢやうあらまほしうは思し召せ。但たゞし今こん度どの訴訟は、無む下げに安かりぬべき事にてありつるを、御裁許なくして、神じん人にん・宮二一みや仕じ射殺され、衆しゆ徒と多く疵を蒙かうぶつて、泣く泣く參りて訴へ申すが、餘りに心憂うければ、いかならん世に忘るべしとも思し召さず。その上彼等に當る所の矢は、卽ち和二二光垂跡の御おん膚はだへに立つたるなり。實まこと虛そらごとはこれを見よ」とて、肩[image: ]ぬぎたるを見れば、左の脇の下、大きなるかはらけの口[image: ]う二三げのいてぞありける。「これが餘りに心憂ければ、いかに申すとも始終の事は叶ふまじ。法華問答講一定あるべくば、三み年とせが命を延べて奉らん。それを不足に思し召さば、力及ばず」とて、山王あがらせ給ひけり。母上、この御ご立りふ願ぐわんの御事、人にも語らせ給はねば、誰たれ洩しぬらんと、少しも疑ふ方もましまさず。御心の中の事どもを、ありのまゝに御託宣ありければ、いよ〳〵心しん肝かんにそうて、殊に[image: ]たつとく思し召し、「たとひ一日片へん時しと候ふとも、あり難うこそ候ふべきに、まして三年が命を延べて賜はらんと仰せらるゝこそ、まことにあり難うは候へ」とて、御淚を抑へて御下向ありけり。その後紀伊國に殿下の領、田中の庄といふ所を、永代八二四王子へ寄[image: ]せらる。されば今の世に至るまで、八王子の御社にて、法華問答講每日[image: ]轉なしとぞ承る。

　かゝりし[image: ]に、後二條の關白殿、御おん病やまふ輕ませ給ひて、もとの如くにならせ給ふ。上下喜びあはれし[image: ]に、三年みとせの過ぐるは夢なれや、永長二年になりにけり。六月二十一日、又後二條の關白殿、御おん髮ぐしのきはに、あしき御おん瘡かさ出でさせ給ひて、うち臥させ給ひしが、同じき二十七日、御年三十八にて、終に隱れさせ給ひぬ。御心の猛たけさ、理りの[image: ]さ、さしもゆゝしうおはせしかども、まめやかに事の急きふにもなりぬれば、御命を惜しませ給ひけり。まことに惜しがるべし。四十にだに滿たせ給はで、大おほ殿とのに先立たせ給ふこそ悲しけれ。必ず父を先立つべしと云ふ事はなけれども、生しやう死じの掟おきてに隨ふ[image: ]ひ、萬まん德どく圓ゑん滿まんの世二五せ[image: ]そん、十二六じふ地ぢ究く竟きやうの大だい士じたちも、力及ばせ給はぬ次第なり。慈悲具足の山王、利二七り物もつの方便にてましませば、御咎めなかるべしとも覺えず。





【注記】

一　山門へ　延曆寺の末寺とする事。

二　非を以て　「山門の訴訟は非を以て理とせよ」（八）。

＊　「盛」によると、爲[image: ]左遷の時の事。

三　去んじ　この師[image: ]に關する物語、山王繪詞（古典[image: ]庫、中世神佛[image: ]話所收）に見える。

四　義綱　義家の弟。

五　後二條の關白　[image: ]原師[image: ]。

六　上綱　僧職の三綱（上座、寺主、都維那）。

七　根本中堂　比叡山東塔の一乘止觀院

八　眞讀　同卷「一〇　鹿しゝの谷の事」參照。

九　我等が　「なたねの二葉よりおふし立て給ふ神たちと知りながら、むし物にあうてこしがらみ給ふ後二條の」（八）。「なたねのちく葉よりおほしたてたるを知りながら、むし物にあひて腰がらみし給ふ關白殿にかぶら矢はなち給へ、八王子權現」（山王繪詞）。

一〇　山王　比叡山の鎭守日吉社。

一一　大殿　師[image: ]の父關白師實。

一二　芝田樂　芝生で演ずる田樂。田樂法師が演じた一種の舞樂。

一三　百番の一つ物　祭禮などにねり步く山ぼこ・だしの類を百種。

一四　百座の仁王講　百の講座を設けて仁王護國般若波羅蜜多經を讀誦する法會。

一五　一[image: ]手[image: ]　造佛の尺度。一[image: ]手は中指と大指とをひろげた長さ。八寸に當る

一六　等身　諸佛像を造るに自己の身體に等しくすること。

一七　童神子　「月山の三吉と申しける童みこ」（長）。「童神子の今夜始めてこの御社へ參りたりけるが」（八）。

一八　一千日が間　「千日の御みやづかひと承る」（八）。

一九　橋殿　日吉大宮の社[image: ]の溪流に屋根のある橋があつて、波止土濃明神を祀つたもの。

二〇　法華問答講　法華經について論題を立て問答講論する講會。

二一　宮仕　下級の社僧。

二二　和光垂跡　本地たる佛菩薩が衆生濟度のため、光を和げ跡を垂れて神と示現されること。「放ちあて給ふ矢は神のこの體にあたれりとて」（八）。

二三　うげのいて　穴があいて、肉がえぐりとられている事。

二四　八王子　山王七社の一つ。

二五　世[image: ]　佛の[image: ]號。

二六　十地究竟の大士　十地（無明の惑を斷ち眞如を證する十の階位）をきわめた菩薩。

二七　利物　衆生を利[image: ]すること。










一三　御み輿こし振ぶりの事






　さる[image: ]に、山門には、國司加賀守師高を流罪に處せられ、目もく代だい[image: ][image: ]判官師經を禁獄せらるべき由、奏そう聞もん度ど々ゞに及ぶといへども、御裁許なかりければ、日ひ吉えの祭禮をうち止とゞめて、安元三年四月十三日の辰一の一點に、十じふ禪ぜん師じ權現・客人まらうど・八王子、三さん社じやの神しん輿よを飾り奉つて、陣ぢん頭どうへ振り擧げ奉る。さがり松・きれ堤づゝみ・賀茂の川原・糺たゞす・梅たゞ・柳原・東とう北ぼく院ゐんの邊へんに、神じん人にん・宮みや仕じ・白しら大だい衆しゆ・專二せん當だう滿ち〳〵て、いくらといふ數を知らず。神輿は一條を西へ入らせ給ふに、御ご神じん寶ぽう天に輝かゞやいて、日にち月ぐわつ地に落ち給ふかと驚かる。これによつて源[image: ]兩家の大將軍に仰せて、四方の陣頭を堅めて、大だい衆しゆ防ぐべき由仰せ下さる。[image: ]家には、小松の[image: ]大臣の左大將重盛公、その勢三千餘騎にて、大おほ宮みや表おもての陽明・待賢・郁いう芳はう、三つの門を堅め給ふ。弟宗盛・知盛・重しげ衡ひら・伯父賴盛・[image: ]のり盛もり・經盛などは、西にし・南みなみの門を堅め給ふ。源氏には、大だい[image: ]だい守護の源げん三ざん位み賴三政、郞らう等どうには渡わた邊なべの省はぶく・授さづくを先として、その勢せい僅に三百餘騎、北の門縫ぬひ殿どのの陣を堅め給ふ。所は廣し、勢せいは少すくなし。まばらにこそ見えたりけれ。大だい衆しゆ無ぶ勢せいたるによつて、北の門縫殿の陣より神しん輿よを入れ奉らんとするに、賴政の卿さる人にて、急ぎ馬より飛んでおり、甲かぶとをぬぎ、手水てうづ嗽うがひして、神輿を拜し奉らる。兵どもも皆かくの如し。賴政の卿より大だい衆しゆの中へ、使者を立てゝいひ送らるゝ旨あり。その使は渡邊長七唱となふとぞ聞えし。唱その日の裝束には、き四ぢんの直ひた垂ゝれに、小櫻を黃にかへしたる鎧着て、赤しやく銅どう作づくりの太刀を佩き、二十四さいたる白しら[image: ]はの矢負ひ、滋しげ籐どうの弓脇に挾み、甲かぶとをば[image: ]いで高紐にかけ、神輿の御おん[image: ]まへに畏つて、「しばらく靜しづまられ候へ。源三位殿より、衆しゆ徒との御おん中なかへ申せと候」とて、「今こん度ど山門の御訴訟、理り運うんの條勿もち論ろんに候。御裁斷遲々こそは、餘よ所そにても遺恨に覺え候へ。神輿入れ奉らん事子細に及び候はず。但し、賴政無ぶ勢ぜいに候。開あけて入れ奉る陣より入らせ給ひなば、山門の大だい衆しゆは目五め垂だり顏がほしけりなど、京きやう童わらんべの申さん事、後ご日にちの難なんにや候はんずらん。あけて入れ奉れば、宣せん旨じを背くに似たり。又防ぎ奉らんとすれば、年とし來ごろ醫六王・山王に首かうべを傾かたぶけて候ふ身が、今け日ふより後、長く弓矢の[image: ]に別れ候ひなんず。彼と云ひこれと云ひ、かた〴〵難なん治ぢのやうに覺え候。東の陣ぢん頭どうをば、小松殿の大勢にて固められて候。その陣より入らせ給ふべうもや候ふらん」と、云ひ送りたりければ、唱となふがかく云ふに防がれて、神じん人にん・宮みや仕じ暫くゆらへたり。若わか大だい衆しゆ・惡僧どもは、「何なんでふ其の儀あるべき。たゞこの陣より神輿を入れ奉れや」と、云ふやから多かりけれども、こゝに老僧の中に、三七塔一の僉八せん議ぎ者しやと聞えし攝津の竪九りつ者しや豪がう運うん、[image: ]み出でて申しけるは、「この儀尤もさ云はれたり。我等神輿を先さき立だて參らせて訴訟を致さば、大勢の中を打破りてこそ、後こう代だいの聞えもあらんずれ。なかんづく、この賴政の卿は、六一〇ろく孫そん王わうより以來このかた、源氏嫡ちやく々〳〵の正しやう統とう、弓矢を[image: ]つても未だその不覺を聞かず。凡は武藝にも限らず、歌[image: ]にもまた優すぐれたる男をのこなり。一ひと年とせ[image: ]こん衞ゑの院御在位の御時、當座の御ご會くわいのありしに、深しん山ざんの花といふ題を出されたりけるに、人々みな詠みわづらはれたりしを、この賴政の卿、


深一一み山やま木ぎのその梢とも見えざりし櫻は花にあらはれにけり



といふ名歌仕つて、御ぎよ感かんに預かる[image: ]のやさ男に、いかが、時に臨んで[image: 情]なう恥辱をば與ふべき。たゞ神輿舁かき返し奉れや」と僉せん議ぎしたりければ、數千人の大だい衆しゆ、先陣より後陣まで、皆「もつとも〳〵」とぞ同どうじける。

　さて神輿舁き返し奉り、東の陣ぢん頭どう待賢門より入れ奉らんとしけるに、狼藉忽たちまちに出で來て、武ぶ士しども散さん々〴〵に射奉る。十じふ禪ぜん師じの御み輿こしにも、矢どもあまた射立てけり。神人・宮仕射殺され、衆徒多く疵を被かうぶつて、喚をめき叫ぶ聲は梵ぼん天でんまでも聞え、堅けん牢らう地ぢ神じんも驚き給ふらんとぞ覺えける。大だい衆しゆ、神輿をば陣ぢん頭どうに振り捨て奉り、泣く〳〵本ほん山ざんへぞ歸り登りける。





【注記】

一　辰の一點　午[image: ]八時。一時（いつとき）を四刻に分け、一點二點などという。

二　專當　雜務を行う下級の僧。

三　賴政　この部分は事實とちがう。賴政はこの[image: ]に、成親の事で大衆がやつて來た時陣を守つた。「玉葉」の安元三・四・一九の條參照。

四　きぢん　麴塵（きくぢん）に同じ。黃がちの萌葱色。

五　目垂顏　「山門の大衆、大勢には恐れて目だれがほをしけるよ」（八）。

六　醫王　藥師如來。ここは叡山根本中堂の本[image: ]の藥師。

七　三塔　東塔・西塔・橫川。

八　僉議者　衆議で主となつて意見を述べる者。

九　竪者　天台の論場で義を立てて難問に答えられた者。

一〇　六孫王　[image: ]和天皇第六皇子貞純親王の子、經基王。[image: ]和源氏の祖。

一一　みやまぎの　詞花集、春、題知らず源賴政。










一四　[image: ]裏炎上の事






　夕ゆふべに及んで、藏くら人んどの左少辨[image: 兼]光に仰せて、院の殿てん上じやうにて、俄にはかに公く卿ぎやう僉せん議ぎありけり。去さんぬる保ほう安あん四年四月に神しん輿よ入じゆ洛らくの時は、座ざ主すに仰せて、赤一せき山ざんの社やしろへ入れ奉らる。又保ほう延えん四年七月に神輿入洛の時は、祇ぎ園をんの別當に仰せて、祇二園の社やしろへ入れ奉らる。今度も保延の例れいたるべしとて、祇園の別當權の大僧都澄三ちよう憲けんに仰せ、秉へい燭しよくに及んで、祇園の社へ入れ奉らる。神輿に立つ所の矢をば、神じん人にんしてこれを拔かせらる。昔より、山門の大だい衆しゆ、神輿を陣頭へ振り奉ることは、去んぬる永久より以來このかた、治承までは六箇度なり。されども、每度に武士に仰せて防がせらるゝに、神輿射奉る事は、これ始めとぞ承る。「靈四れい神じん怒をなせば、災害衢ちまたに滿つといへり。恐し〳〵」とぞ、おの〳〵宣ひ合はれける。

　同じき十四日の夜や[image: ]はんばかり、山門の大だい衆しゆ、又おびたゞしう下洛すと聞えしかば主上は、夜よ中なかに腰五えう輿よに召して、院の御ご所しよ法住寺殿へ行ぎやう幸かうなる。中宮宮みや々〳〵は、御車に奉りて、他た所しよへ行ぎやう啓けいありけり。關白殿を始め奉つて、太政大臣以い下げの卿けい相しやう・雲うん客かく、我も〳〵と供ぐ奉ぶせらる。小松の大臣おとゞは、直衣なほしに矢負うて供奉せらる。嫡子權の亮すけ少將維盛は、束帶に[image: ]ひら胡簶やなぐひ負うてぞ參られける。凡およそ禁中の上じやう下げ、京きやう中ぢゆうの貴賤、騷ぎのゝしる事おびたゞし。されども山門には、神輿に矢立ち、神じん人にん・宮みや仕じ射殺され、衆しゆ徒と多く疵をかうぶりたりしかば、大宮・二六の宮以下、講堂・中七堂、すべて諸堂一宇も殘さず皆燒き拂つて、山野に交まじはるべき由、三千一いち同どうに僉せん議ぎす。これによつて大だい衆しゆの申す所、法皇御計らひあるべしと聞えし[image: ]に、山門の上じやう綱かう等ら、子細を衆しゆ徒とに觸れんとて、登とう山ざんすと聞えしかば、大だい衆しゆ西坂本におり下つて、皆追つ返す。

　[image: ]へい大納言時忠の卿、その時は未だ左衞門の督かみにておはしけるが、上しやう卿けいにたつ。大講堂の庭に三塔會くわい合がふして、「上卿を[image: ]つてひつぱり、しや冠かぶりをうち落し、その身を搦からめて、湖に沈めよ」などぞ申しける。すでにかうと見えし時、時忠の卿、大だい衆しゆの中へ使者を立てゝ、「しばらく靜まられ候へ。衆しゆ徒との御おん中なかへ申すべき事の候」とて、懷ふところより小こ硯すゞり・疊たゝう紙がみ[image: ]出し、一ひと筆ふで書いて大だい衆しゆの中へ送らる。これを開いて見るに、「衆しゆ徒との濫らん惡あくを致すは、魔ま緣えんの所しよ行ぎやうなり。明八めい王わうの制止を加ふるは、善九ぜん[image: 逝]ぜいの加護なり」とこそ書かれたれ。これを見て大だい衆しゆ、ひつぱるにも及ばず、皆「もつとも〳〵」と同どうじて、谷々におり、坊々へぞ入りにける。一紙一句を以て三塔三千の憤いきどほりを息やすめ、公私の恥をも遁のがれ給ひけん時忠の卿こそゆ一〇ゝしけれ。「山門の大だい衆しゆは、發向の亂みだりがはしきばかりかと思ひぬれば、理ことわりをも存じけり」とぞ、人々感じ合はれける。

　同じき廿日はつかの日、花くわ山ざんの院權中納言忠親の卿を上一一しやう卿けいにて、國司加賀守師もろ高たかを解けつ官くわんせられて、尾張の井ゐ[image: ]ど田たへ流さる。弟おとと[image: ][image: ]判官師經をば禁獄せらる。また去んぬる十三日神輿射立て奉まつし武士六人獄ごく定ぢやうせらる。これ等はみな小松殿の侍さぶらひなり。

　同じき二十八日の夜の戌いぬの刻ばかり、樋ひ口ぐち富とみの小こう路ぢより火一二出で來つて京中多く燒けにけり。をりふし巽たつみの風はげしく吹きければ、大きなる車輪の如くなる焰ほのほが、三町五町を隔てて、乾いぬゐの方へすぢかひに、飛び越え〳〵燒け行けば、恐しなども疎おろかなり。或いは具一三ぐ[image: ]へい親王の千ち種くさ殿どの、或いは北野の天神の紅梅殿・橘一四きつ逸いつ勢せいの蠅はひ松まつ殿・鬼おに殿・高松殿・鴨かも居ゐ殿・東とう三條[image: 冬]ふゆ嗣つぎの大臣おとゞの閑院殿・昭宣公の堀川殿、これを始めて昔むかし今いまの名所三十餘箇所、公く卿ぎやうの家だにも十六箇所まで燒けにけり。その外殿てん上じやう人びと・諸しよ太だい夫ぶの家々は註しるすに及ばず。はては大だい[image: ]だいに吹き付けて、朱しゆ雀じやく門もんより始めて應おう天てん門もん・會くわい昌しやう門もん・大だい極ごく殿でん・豐ぶ樂らく院ゐん・諸司八省・[image: ]一五あいたん所どころ、一時が[image: ]に皆灰くわい燼じんの地とぞなりにける。家々の日記・代々の[image: ]もん書じよ・七珍萬寶、さながら塵ちり灰はひとなりぬ。その間の弊つひえいかばかりぞ。人の燒け死ぬる事數百人、牛馬の類たぐひ數を知らず。これたゞ事にあらず。「山王の御咎め」とて、比ひ叡えい山ざんより、大きなる猿一六どもが、二三千おり下くだり、手々てんでに松まつ火びをともいて、京きやう中ぢゆうを燒くとぞ、人の夢には見えたりける。

　大極殿は、[image: ]和天皇の御ぎよ宇う、貞ぢやう觀ぐわん十八年に始めて燒けたりければ、同じき十九年正月三日の日、陽成院の御卽位は、豐樂院にてぞありける。元ぐわん慶きやう元年四月九日の日、事こと始はじめあつて、同じき二年十月八日の日ぞ、造り出されたりける。後冷泉院の御ぎよ宇う、天喜五年二月二十六日、また燒けにけり。治ち曆りやく四年八月十四し日に事始ありしかども、未だ造りも出されずして、後冷泉院崩御なりぬ。後三條の院の御宇、延久四年四月十五日に造り出されて、[image: ]人詩を奉り、伶れい人じん樂がくを奏して、遷せん幸かうなし奉る。今は、世よ末になりて國の力も皆衰へたれば、その後は終つひに造られず。





【注記】

一　赤山の社　比叡山の西坂本、修學院村赤山にあり、東坂本の日吉神社に對する。天台の鎭守。

二　祇園の社　祇園天王社。今京都市四條橋東の八坂神社。

三　澄憲　百鍊抄、治承元・四・一三の條に、澄憲が十禪師の神輿を迎える命を受けた由がある。澄憲は信西の子。

四　靈神　貞觀政要「人怨則神怒、神怒則災害必生」。

五　腰輿　手輿（たごし）。手で腰のあたりまで持ち上げてはこぶ。

六　二の宮　日吉山王七社の一つ。小比叡大明神。地主權現。

七　中堂　根本中堂。

八　明王　天皇。

九　善[image: 逝]　佛の十號の一つ。ここでは魔緣に對して佛の意。

一〇　ゆゝしけれ　「やさしけれ、と山中洛中おしなべてほめぬ人こそなかりけれ」（八）。

一一　上卿　宮廷の公事に、大臣・大中納言などで、臨時にその事を執行する人。

一二　火出で來て　「盛」、この部分「京中燒失の事」「盲うらなひの事」「大極殿燒失の事」とし記述がくわしい。たとえば、出火の原因を、みこしに矢を射立てて流罪となつた武士の送別會のさわぎからとしている。本[image: ]のこの部分、方丈記によるか。

一三　具[image: ]親王　村上天皇の皇子。二品中務卿。後中書王。

一四　橘逸勢　橘諸兄四世の孫。仁明天皇の時亂を謀る。書の名人。

一五　[image: ]所　太政官廳の一室。もと政務を行つた所。後、參議以上の會食の場所。あしたどころ。

一六　猿　日吉山王のつかわしめといわれる。













[image: ]家物語卷第一









卷第二





一　座ざ主す流ながしの事






　治承元年五月五日の日、天台座ざ主す明めい雲うん大僧正、公一く[image: 請]じやうを停ちやう止じせらるゝ上、藏人を御使にて如二によ意い輪りんの御本[image: ]を召し返かヘいて、護三ご持ぢ僧そうを改易せらる。卽すなはち使四し廳ちやうの使を付けて、今こん度ど神しん輿よ[image: ]だい裏りへ振り奉つし衆しゆ徒との張ちやう本ほんを召されけり。加賀國に座主の御坊領あり、國司師もろ高たかこれを停ちやう廢はいの間、その宿意によつて、大だい衆しゆを語らひ訴訟を致さる、すでに[image: ]てう家かの御おん大だい事じに及ぶべき由、西光法師父子が讒ざん奏そうによつて、法皇大きに逆げき鱗りんありけり。殊に重ぢゆう科くわに行はるべしと聞ゆ。明雲は、院の御ご氣き色しよく惡しかりければ、印五いん鑰やくを返し奉つて、座主を辭し申されけり。同じき十一日、鳥[image: ]の院の七の宮、覺かく快くわい法ほつ親しん王わう、天台座主にならせ給ふ。これは[image: ]しやう[image: ]れん院ゐんの大僧正行ぎやう玄げんの御おん弟で子しなり。明くる十二日、先せん座ざ主す、所職を沒もつ收しゆせらるゝ上、檢非違使二人を付けて井六ゐに蓋ふたをし、火に水をかけて、水火の責せめに行はるべき由聞ゆ。これによつて大だい衆しゆなほ參さん洛らくすと聞えしかば、京中又騷ぎあへり。

　同七じき十八日、太政大臣以い下げの公く卿ぎやう十三人參さん[image: ]だいして陣ぢんの座ざに着き、先の座主罪科の事議ぎ定ぢやうあり。八條の中納言長なが方かたの卿、その時は未だ左大辨の宰相にて、末ばつ座ざに候はれけるが、[image: ]み出でて申されけるは、「法ほふ家けの勘かん狀じやうに任せて、死罪一等を減じて[image: 遠]をん流るせらるべしとは見えて候へども、先座主明雲大僧正は、顯八けん密みつ[image: 兼]けん學がくして、淨じやう行ぎやう持ぢ律りつの上、大九乘妙經を公一〇く家げに授け奉り、菩一一ぼ薩さつ淨じやう戒かいを法皇に保たせ奉る御おん經きやうの師・御おん戒かいの師。重科に行はれん事は、冥みやうの照覽量はかり難し。[image: ]げん俗ぞく[image: 遠]流を宥めらるべきか」と、憚はゞかる處もなう申されたりければ、當座の公く卿ぎやうみな、「長方の議に同ず」と、申しあはれけれども、法皇御おん憤いきどほり深かりければ、なほ[image: 遠]流に定めらる。太政の入[image: ]もこの事申さんとて、院ゐん參ざんせられたりけれども、法皇御おん風かぜの氣けとて、御ご[image: ]ぜんへも召され給はねば、本ほ意いなげにて[image: ]出せらる。僧を罪する[image: ]ひとて、度一二ど緣えんを召し返し、[image: ]俗せさせ奉り、大納言の大たい輔ふ[image: ]ふぢ井ゐの松まつ枝えだと云ふ俗名をこそ付けられけれ。

　この明雲と申すは、かけまくも忝かたじけなく、村上の天皇の第七の皇子具ぐ[image: ]へい親王より六代の御末、久こ我がの大納言顯あき[image: ]みちの卿の御子なり。まことに無ぶ雙さうの碩せき德とく、天下第一の高僧にておはしければ、君も臣も[image: ]たつとみ給ひて、天一三王寺・六ろく[image: ]しよう寺じの別當をもかけ給へり。されども陰おん陽やうの頭かみ安あ倍べの泰やす親ちかが申しけるは、「さばかりの智者の、明雲と名のり給ふこそ心得ね。上うへには日月の光を竝ならべ、下に雲あり」とぞ難じける。仁にん安あん元年二月廿日の日、天台座主にならせ給ふ。同三月十五日御ご拜はい堂だうあり。中堂の寶藏を開かれけるに、種々の重ちよう寶はうどもの中に、方はう一尺の箱あり。白い布にて包まれたり。一いつ生しやう不ふ犯ぼんの座主、かの箱を開けて見給ふに、黃一四わう紙しに書ける[image: ]ふみ一卷あり。傳でん[image: ]げう大だい師し、未來の座主の名みやう字じをかねて註しるし置かれたり。我が名のある所までは見て、それより奧をば見給はず、本もとの如く卷き返して置かるゝ[image: ]一五ひなり。さればこの僧正も、さこそはおはしましけめ。かゝる貴たつとき人なれども、[image: ]ぜん世せの宿しゆく業ごふをば免れ給はず。あはれなりし事どもなり。

　同じき二十一日、配所伊豆の國と定めらる。人々樣やう々〳〵に申されけれども、西光法師父子が讒奏によつて、かやうには行はれけるなり。「今け日ふやがて都の[image: ]を追ひ出さるべし」とて、追おつ立たての官くわん人にん、白一六しら河かはの御ご坊ばうへ行き向つて追ひ奉る。僧正、泣く〳〵御坊を出でつゝ、粟あは田た口ぐちの邊ほとり、一一七いつ切さい經きやうの別所へ入らせおはします。

　山門には、「せんずる所我等が敵かたきは、西光法師父子に過ぎたる者なし」とて、彼等父子が名みやう字じを書いて、根こん本ぽん中堂におはします十二神じん將じやうの[image: ]、金こん毘ぴ羅ら大だい將しやうの左の御足の下に蹈ませ奉り、「十二神じん將じやう、七千夜や叉しや、時刻を囘めぐらさず、西光法師父子が命を召[image: ]り給へや」と、喚をめき叫んで呪じゆ咀そしけるこそ、聞くも恐しけれ。

　同じき廿三日、一切經の別所より、配所へ赴き給ひけり。さばかりの法務の大僧正ほどの人の、追おつ立たての欝うつ使しが先に蹴立てられて、今日を限りに都を出でて、關の東へ赴かれけん心の中、推おし量はかられてあはれなり。大津の打うち出での濱にもなりぬれば、[image: ]一八もん殊じゆ樓ろうの軒端の白しろ々〴〵として見えけるを、二ふた目めとも見給はず、袖を顏に推當てて、淚に咽むせび給ひけり。山門には宿老碩せき德とく多しといへども、澄ちよう憲けん法印、その時は未だ僧都にておはしけるが、餘りに名殘を惜しみ奉り、粟津まで送り參らせて、それより暇乞うて歸られけるに、僧正志の切せつなる事を感じて、年ごろ己一九こ心しん中ぢゆうに祕せられたりし、一心三さん觀ぐわんの血二〇けち脈みやく相さう承じようを授けらる。この法は釋しやく[image: ]そんの附ふ囑ぞく、波は羅ら奈ない國こくの馬め鳴みやう比び丘く、南天竺の龍りう樹じゆ菩薩より、次第に相傳し來れるを、今日の[image: 情]に授けらる。さすが我が[image: ]てうは粟ぞく散さん邊へん地ちの境さかひ、濁ぢよく世せ末代とは云ひながら、澄憲是を附ふ囑ぞくして、法ほふ衣えの袂たもとを絞りつゝ、都へ歸り上られけん、心の中うちこそ[image: ]たつとけれ。

　さる[image: ]に、山門には大だい衆しゆ起おこつて僉せん議ぎす。「そも〳〵義ぎ眞しん和くわ[image: ]しやうより以來このかた、天てん台だい座ざ主す始まつて五十五代に至るまで、未だ流る罪ざいの例を聞かず。つら〳〵事の心を案ずるに、延えん曆りやくの頃ほひ、皇帝は帝都を立て、大二一師は當山に攀よぢ上のぼりて、四二二し明めいの[image: ]けう法ぼふをこの所に弘め給ひしより以降このかた、五障しやうの女によ人にん跡[image: ]えて、三千の淨じやう侶りよ居を占めたり。嶺には一いち乘じよう讀どく誦じゆ年ふりて、麓ふもとには七社の靈れい驗げん日あらたなり。かの月二三ぐわつ氏しの靈りやう山ぜんは、王城の東北大だい[image: ]しやうの幽窟なり。この日二四じち域ゐきの叡えい岳がくも、帝都の鬼二五き門もんにそばだちて、護國の靈地なり。代だい々〳〵の賢王智臣、この所に壇だん場ぢやうを占む。末代ならんからに、いかでか當山に瑕きずをば付くべき。こは心憂し」とて、喚をめき叫ぶと云ふ[image: ]こそありけれ、滿山の大だい衆しゆ殘り留る者もなく、皆東坂本へ降り下くだる。十禪師權現の御[image: ]にて、大だい衆しゆ又僉せん議ぎす。「そも〳〵我等粟津へ行き向つて、貫二六くわん首じゆをば奪ひ留め奉るべし。但し、追おつ立たての欝うつ使し、領りやう送そう使しあるなれば、左さ右うなう[image: ]り得え奉らん事あり難し。今は山二七王大師の御おん力ちからの外、又賴み奉る方なし。まことに別べちの子細なく、[image: ]り得奉るべくば、こゝにて先づ一つの瑞ずゐ相さうを見せしめ給へ」と、老僧ども肝かん膽たんを碎いて祈念しけり。こゝに無む動どう寺じ法ほふ師し乘じよう圓ゑん律りつ師しが召し使ひける鶴つる丸まると云ふ童わらはあり。生年十八[image: ]になりけるが、心身を苦しめ、五體に汗を流いて、俄に狂ひ出でたり。「われ、十禪師權現の乘り居させ給へり。末代と云ふとも、いかでか我が山の貫首をば、他國へは移さるべき。生しやう々〴〵世せ々ゞに心憂し。さらんに[image: ]りては、われこの麓に跡を留めても何にかはせん」とて、左右の袖を顏におし當てて、さめ〴〵と泣きければ、大だい衆しゆこれを怪しみて、「まことに十禪師權現の御託宣にておはしまさば、我等驗しるしを參らせん、一々に本もとの主ぬしに返し給へ」とて、老僧共四五百人、手々てんでに持つたる數じゆ珠ずどもを、十禪師權現の大おほ床ゆかの上へぞ投げ上げたる。かの物二八もの狂ぐるひ走り[image: 廻]り、拾ひ集めて、少しも違たがへず、一々に、皆本の主にぞ配りける。大衆、神明の靈驗あらたなることの[image: ]さに、皆掌たなごゝろを合せて、隨喜の感淚をぞ催しける。「その儀ならば、行き向つて奪ひ留とゞめ奉れや」と云ふ[image: ]こそありけれ。雲うん霞かの如くに發向す。或は志賀・唐崎の濱はま路ぢに、步みつゞける大だい衆しゆもあり、或は山田・矢橋やばせの湖上に、舟押し出だす衆しゆ徒ともあり。これを見て、さしも嚴きびしげなりつる追おつ立たての欝うつ使し、領送使、散り〴〵に皆逃げ去りぬ。

　大だい衆しゆ、國こく分ぶん寺じへ參り向ふ。先せん座ざ主す大きに驚かせ給ひて、「凡そ勅勘の者は、月日の光にだに當らずとこそ承れ。いかにいはんや、時刻を囘めぐらさず急ぎ追ひ下さるべしと、院ゐん宣ぜん・宣せん旨じのなりたるに、少しもやすらふべからず。衆しゆ徒ととう〳〵歸り上り給ふべし」とて、端はし[image: ]く居ゐ出いでて宣のたまひけるは、「三二九さん台だい槐くわい門もんの家を出でて四三〇し明めい幽いう溪けいの窓に入いつしより以來このかた、廣く圓三一ゑん宗じうの[image: ]けう法ほふを學がくして、顯けん密みつ兩宗を學びき。たゞ吾が山の興隆をのみ思へり。又國家を祈り奉る事も疎おろそかならず。衆しゆ徒とを育はぐくむ志も深かりき。兩三二所三さん[image: ]しやう定めて照覽し給ふらん。身に過あやまつ事なし。無實の罪によつて、[image: 遠]流の重ぢゆう科くわを蒙かうぶれば、世をも人をも神をも佛をも恨み奉る方なし。まことに遙はる々〴〵とこれまで訪とぶらひ來り給ふ衆しゆ徒との芳志こそ、生しやう々〴〵世せ々ゞにも報じ盡し難けれ」とて、香三三染の御おん衣ころもの袖をしぼりもあへさせ給はねば、大だい衆しゆも皆鎧よろひの袖をぞ濡しける。已に御おん輿こしさしよせて、「とう〳〵召さるべう候へ」と申しければ、先座主宣ひけるは、「昔こそ三千の衆しゆ徒との貫くわん首じゆたりしか。今はかゝる流る人にんの身となりて、いかでか、やんごとなき修しゆ學がく者しや、智慧深き大だい衆しゆ達に舁かき捧さゝげられては上のぼるべき。たとひ上るべきなりとも、藁沓わらんづなどいふものを縛りはいて、同じ樣やうに步み續つゞいてこそ上のぼらめ」とて、乘り給はず。こゝに西さい塔たふの住ぢゆう侶りよ、戒淨坊の阿あ闍じや梨り祐三四いう慶けいと云ふ惡僧あり。長たけ七尺ばかりありけるが、黑三五くろ革かは縅をどしの鎧の大おほ荒あら目めに金こがねまぜたるを、草三六くさ摺ずり長ながに着なし、甲かぶとをば[image: ]いで法師ばらに持たせつゝ、白しら柄えの長なぎ刀なた杖につき、大だい衆しゆの中を押し分け押し分け、先座主の御[image: ]に參り、大だいの眼まなこを見み怒いからかし、先座主をしばし睨にらまへ奉つて、「その御おん心こゝろでこそ、かゝる御目にも逢はせ給ひ候へ。とう〳〵召さるべう候」と申しければ、先座主、恐しさに急ぎ乘り給ふ。大だい衆しゆ[image: ]り得え奉る事の嬉しさに、賤いやしき法師ばらにはあらず、やんごとなき修しゆ學がく者しやどもが、舁かき捧げ奉つて上のぼる[image: ]に、人は替れども祐慶は替らず、[image: ]さき輿ごし舁かいて、輿の轅ながえも長刀の柄もくだけよと[image: ]るまゝに、さしも峻さかしき東三七ひがし坂ざか、[image: ]地を行くが如くなり。

　大講堂の庭に御輿舁きすゑて、大だい衆しゆ又僉せん議ぎす。「そも〳〵我等粟津に行き向つて、貫くわん首じゆをば奪ひ留め奉りぬ。但し、勅勘を蒙かうぶりて[image: 遠]流せられ給ふ人を、貫首に用ひ申さん事、いかゞあるべからん」と評定す。戒淨坊の阿闍梨祐慶、又先の如く[image: ]み出でて僉議しけるは、「それわが山は日本無ぶ雙さうの靈地、鎭護國家の[image: ]場、山王の御威光盛んにして、佛法、王法牛三八ご角かくなり。されば衆しゆ徒との意い趣しゆに至るまで雙ならびなく、賤しき法師ばらまでも、世以て輕かろしめず。いはんや智慧高貴にして三千の衆しゆ徒との貫くわん首じゆたり。德行重うして一いつ山さんの和くわ[image: ]しやうたり。罪なくして罪を蒙かうぶり給ふ事、山上洛中の憤いきどほり、興こう福ぶく・園をん城じやうの嘲あざけりにあらずや。この時我等顯密の主あるじを失つて、數す輩はいの學侶、永く螢けい雪せつの勤つとめ怠らん事心憂かるべし。詮ずる所、祐慶張ちやう本ほんに稱しようせられ、禁獄、流罪にも及び、首かうべを刎はねられん事、今こん生じやうの面めん目ぼく、冥めい途どの思出なるべし」とて、雙さう眼がんより淚をはら〳〵と流しければ、數千人の大だい衆しゆも、皆「もつとも〳〵」とぞ同どうじける。それよりしてこそ、祐慶をば怒いかめ[image: ]ばうとは言はれけれ。そ三九の弟子慧ゑ慶けい律師をば、時の人小こい怒かめ[image: ]ばうとぞ申しける。





【注記】

一　公[image: 請]　法會、講論等に勅命で召されること。

二　如意輪の御本[image: ]　宮中で行う長日三壇御修法（延命、不動、如意輪が本[image: ]）の如意輪觀音。各本[image: ]はその護持僧に託された。

三　護持僧　長日三壇御修法に[image: ]體護持の祈禱をする僧。

四　使廳　檢非違使廳の略。

五　印鑰　天台座主の職印と寶藏の鍵。

六　井に蓋をし　井に蓋をして飮料水を[image: ]ち、火に水をかけて火食を禁じる。

七　同じき十八日　この所、玉葉の安元三年（治承元年）五月二十一日の條參照。

八　顯密[image: 兼]學　顕[image: ]密[image: ]に[image: 兼]ね[image: ]ずること。

九　大乘妙經　法華經。

一〇　公家　天皇。ここでは高倉天皇。

一一　菩薩淨戒　菩薩の受持する[image: ]淨な戒。

一二　度緣　度牒。僧尼の出家得度を認める官の證[image: ]。

一三　天王寺　明雲が天王寺別當となつたのは治承四年六月、六[image: ]寺（白河にあつた法[image: ]寺・[image: ][image: ]寺・圓[image: ]寺・最[image: ]寺・成[image: ]寺・延[image: ]寺）の別當となつたのは翌養和元年十二月で、いずれもこの事件の後のことである。

一四　黃紙　黃蘖で染めた紙。多く寫經に用いる。

一五　[image: ]ひなり　この下、「八」には「[image: ]を開いて見給ふに（中略）五十五代明雲と申す御名あり」。

一六　白河の御坊　延曆寺の別院[image: ][image: ]院。

一七　一切經の別所　一切經谷の別院。慈覺大師居住の地。

一八　[image: ]殊樓　根本中堂の東にある二重の高樓。

一九　己心中　自己の心中。御心中（岩）「眞」に從う。

二〇　血脈相承　法脈を相傳する事を父母の血脈を傳えるのにたとえた語。一心三觀の法門は一期の間に一人を選んで傳えたという。

二一　大師　傳[image: ]大師。

二二　四明の[image: ]法　天台の[image: ]。

二三　月氏の靈山　インドの靈鷲山。月氏は西域の一國。

二四　日域　日本國。

二五　鬼門　東北隅。陰陽家で嫌忌する方角。

二六　貫首　天台座主。

二七　山王大師　比叡山王權現。大師は佛の[image: ]號。

二八　物狂　「物つき」（八）。

二九　三台槐門の家　三台も槐門も共に大臣になる家柄。

三〇　四明　比叡山の異稱。

三一　圓宗　天台宗。

三二　兩所三[image: ]　山王七社の大宮（大比叡）二宮（小比叡）を兩所といい、[image: ]眞子を加えて三[image: ]という。

三三　香染　淡紅に黃味を加えた茶褐色。僧衣の最高の色。丁子染。

三四　祐慶　「盛」、もと三井寺の僧であつたことを記す。

三五　黑革縅の　「ふし繩目の鎧のかねまぜたるを草摺長に着なし、鍬形打つたる三枚甲の緖をしめ（中略）甲をばぬいで後へかつぱと投げたるを、下人の法師取りてんげり」（八）。

三六　草摺長　鎧の草摺を長く下へ垂れるように着ること。

三七　東坂　東坂本から東塔へ上る坂路。

三八　牛角　牛の角のように雙方優劣長短のないこと。互角。

三九　その弟子　以下「盛」になし。「延」「長」には、子いかめと、さらに孫いかめとがある。










付　一行阿闍梨の事






　大だい衆しゆ先せん座ざ主すをば、東とう塔たふの南みなみ谷だに妙光坊に入れ奉る。時の橫わう災さいをば、權ごん化げの人も免れ給はざりけるにや。昔唐もろこしの一一いち行ぎやう阿あ闍じや梨りは、玄宗皇帝の護持僧にておはしけるが、玄宗の后きさき楊貴妃に名を立ち給へり。昔も今も、大國も小國も、人の口のさがなさは、跡あと形かたもなき事なりしかども、その疑によつて、果くわ羅ら國こくへ流されさせ給ふ。くだんの國へは三つの[image: ]あり。輪りん地ち[image: ]だうとて御ご幸かう[image: ]みち、幽いう地ち[image: ]だうとて雜ざふ人にんの[image: ]ふ[image: ]、暗あん穴けつ[image: ]だうとて重ぢゆう科くわの者を遣つかはす[image: ]なり。されば、かの一行阿闍梨は大だい犯ぼんの人なればとて、暗穴[image: ]へぞ遣されける。七日か七夜よが間、月日の光も見えずして行く所なり。冥みやう々〳〵として人もなく、江かう浦ほに[image: ]途[image: 迷]ひ、森々として山深し、たゞ[image: ]かん谷こくに鳥の一聲ばかりにて、苔こけの濡ぬれ衣ぎぬほしあへず。無實の罪によつて、[image: 遠]流の重科を蒙かうぶり給ふ事を、天[image: ]憐み給ひて、九二く曜えうの形かたちを現げんじつゝ、一行阿闍梨を守り給ふ。時に一行右の指を食ひ切り、左の袂たもとに九く曜えうの形を寫されけり。和漢兩[image: ]に、眞言の本[image: ]たる九三曜の曼まん陀だ羅らこれなり。





【注記】

一　一行阿闍梨　舊唐書・宋高僧傳などに傳記があるが、流罪の事はない。宋高僧傳の善無畏の條に類似の事跡があり、また法然上人傳や寶物集に一行流罪の事が見える。

二　九曜　九曜星。羅睺、計都の二星に日、月、火、水、木、金、土の七曜星を合せていう。

三　九曜の曼陀羅　九曜とその眷屬の神像を表わした圖。曼陀羅は諸佛菩薩等を布列した圖。










二　西光が斬られの事






　さる[image: ]に、山門の大だい衆しゆ、先せん座ざ主す[image: ]り留とゞめ奉つたる事、法皇聞きこし召して、いとゞ安からず思し召しけるところに、西さい光くわう法師申しけるは、「昔より山門の大だい衆しゆは、發向のみだりがはしき訴へ仕る事、今に始めずとは申しながら、今こん度どは以もつての外ほかに過分に候。よく〳〵御おん計はからひ候ふべし。此等を御おん警いましめ候はずば、この後は世が世でも候ふまじ」とぞ申しける。只今我が身の亡び失せんずる事をも顧みず、山王大師の神慮にもはゞからず、かやうに申して宸しん襟きんを惱まし奉る。讒ざん臣しんは國を亂ると云へり。實まことなるかな、叢そう[image: ]らん茂しげからんとすれども、秋の風これを破り、王者明かならんとすれども、讒臣これを闇くらうすとも、かやうの事をや申すべき。「新大納言成親の卿以い下げ、[image: ]きん[image: ]じゆの人々に仰せて、法皇、山攻めらるべし」と聞えしかば、山門の大だい衆しゆ、「さのみ、王地に妊はらまれて、詔命を對たい捍かんせんも恐おそれなり」とて、[image: ]ない々〳〵院ゐん宣ぜんに隨ひ奉る衆しゆ徒ともありなど聞えしかば、先座主は、東塔の南谷妙光坊におはしけるが、大だい衆しゆ二ふた心ごゝろありと聞き給ひて、「又いかなる憂き目にか逢ふべきやらん」と、心細げにぞ宣ひける。されども流る罪ざいの沙汰はなかりけり。

　さる[image: ]に、新大納言は、山門の騷動によつて、私わたくしの宿意をば暫く抑へられけり。そも[image: ]ない議ぎ支し度たくは樣さま々〴〵なりしかども、擬ぎ勢せいばかりで、この謀む叛ほん叶ふべしとも見えざりければ、さしも賴まれたりつる多た田だの藏くら人んど行ゆき綱つな、この事無む[image: ]やくなりと思ふ心や付きにけん、弓一ゆ袋ぶくろの料れうにとて送られたりける布どもをば、直ひた垂ゝれ・帷かたびらに裁たち縫はせ、家の子郞等どもに着せつゝ、目うちしばだたいて居たりけるが、つら〳〵[image: ]家の繁昌する有樣を見るに、當時たやすう傾かたぶけ難し、もしこの事洩れぬる[image: ]ならば、行綱先づ失はれなんず、他人の口より漏れぬ先に返り忠して、命生いかうと思ふ心ぞ付きにける。

　同じき二十九日の小さ夜よふけ方に、入[image: ]相國の西二八條の亭ていに參つて、「行綱こそ申すべき事あつて、これまで參つて候へ」と、案[image: ]を云ひ入れたりければ、入[image: ]、「常にも參らぬ者の參じたるは何事ぞ。あれ聞け」とて、主しゆ馬めの判官盛國を出されたり。「全く人ひと傳づてには申すまじき事なり」と云ふ間、入[image: ]、「さらば」とて、みづから中ちゆう門もんの廊らうにぞ出でられたる。「夜は遙にふけぬらんに、いかに只今、何事ぞ」と宣へば、「晝は人目の繁う候ふ間、夜にまぎれて參つて候。このほど院中の人々の兵ひやう具ぐを調とゝのへ軍ぐん兵びやう催されし事をば、何とか聞し召されて候ふやらん」。入[image: ]、「いさとよ。それは法皇の山攻めらるべき御結構とこそ聞け」と、いと事もなげにぞ宣ひける。行綱[image: ]う寄り、小聲になつて、「その儀では候はず。一いつ向かう當家の御おん上うへとこそ承り候へ」。入[image: ]、「さてそれをば法皇も知ろし召されたるか」。「子細にや及び候。執事の別當成親の卿の軍兵催され候ひしにも、院ゐん宣ぜんとてこそ召されしか。康賴が、と申して、俊寬が、かく申して、西光が、とふるまうて」など、ありのまゝにはさし過ぎて言ひ散らし、我が身は、「暇いとま申す」とて出でければ、その時入[image: ]大おほ聲ごゑを以て、侍ざぶらひども呼びのゝしり給ふ事おびたゞし。行綱なまじひなる事申し出でて、證人にや引かれんずらんと恐しさに、人も追はぬに[image: ]三とり袴ばかまし、大野に火を放ちたる心地して、急ぎ門外へぞ逃げ出でける。

　その後入[image: ]、[image: 筑]ちく後ごの守かみ貞さだ能よしを召して、「當家傾かたぶけうとする謀叛の輩ともがらこそ、京中に滿ち〳〵たんなれ。急ぎ一門の人々にも觸れ申せ。侍ども催せ」と宣へば、馳せ[image: 廻]まはつて披露す。右大將宗盛・三位中將知盛・頭とうの中將重しげ衡ひら・左馬の頭かみ行盛以い下げの一門の人々、甲かつ胄ちゆう弓きゆう箭せんを帶してさし集つどふ。その外侍どもも雲うん霞かの如くに馳せ集つて、その夜の中に入[image: ]相國の西八條の亭には、兵つはもの六七千騎もあるらんとぞ見えし。

　明くれば六月一ひと日ひの日なり。いまだ暗かりけるに、入[image: ]相國安倍資すけ成なりを召して、「院の御所へ參り、大だい膳ぜんの大だい夫ぶ信のぶ成なりを呼び出いだいて、きつと申さんずる事はよな。新大納言成親の卿以い下げ[image: ]きん[image: ]じゆの人々、この一門を亡ほろぼして天下亂らんとする謀叛の企くはだてあり。一々に搦からめ[image: ]つて、尋ね沙汰仕り候ふべし。それをば君も知しろし召さるまじう候と申すべし」とぞ宣ひける。資成、急ぎ院の御所へ馳せ參り、信成を招いてこの事申すに、色を失ふ。やがて御おん[image: ]まへへ參りて、この由かくと奏そう聞もん申しければ、法皇、「あゝはや、これらが[image: ]ない々〳〵謀はかりし事の洩れ聞えけるにこそ。さるにても、こは何事ぞ」とばかり仰せられて、分ぶん明みやうの御返事もなかりけり。

　資成、急ぎ走り歸つて、この由かくと申しければ、入[image: ]、「さればこそ。行綱は實まことを申したれ。行綱この事[image: ]げ知らせずば、淨海安穩にてやはあるべき」とて、[image: 筑]後守貞能、飛ひ驒だの守かみ景家を召して、當家傾かたぶけうとする謀叛の輩ともがら、一々に搦め捕るべきよし下げ知ぢせらる。よつて二百餘騎、三百餘騎、あそここゝに押寄せ〳〵搦め捕る。

　入[image: ]相國、先づ雜ざふ色しきを以て、中の御門烏丸の新大納言の宿所へ、「きつと立ち寄り給へ。申し合すべき事の候」と宣ひ遺されければ、大納言、我が身の上とは露知らず。あはれ、これは、法皇の、山攻めらるべき御結構のあるを、申し宥なだめられんずるにこそ、御おん憤いきどほり深げなり、いかにも叶ふまじきものをとて、な四いきよげなる布ほう衣いたをやかに着なし、鮮あざやかなる車に乘り、侍三四人召し具して、雜ざふ色しき・牛うし[image: ]かひに至るまで、常よりもなほ引ひき繕つくろはれたり。そも最後とは後にこそ思ひ知られけれ。西八條[image: ]うなりて見給へば、四五町に軍兵ども滿ち〳〵たり。あなおびたゞし、こは何事なるらんと、胸打騷がれけれども、門[image: ]にて車より下おり、門の中へさし入つて見給へば、[image: ]にも兵つはものども隙ひまはざまもなうぞ並み居たる。中門の口には恐しげなる者ども數あま多た待ち受け奉り、大納言を[image: ]つて引ひつ張ぱり、「縛いましむべう候ふやらん」と申しければ、入五[image: ]簾れん中ちゆうより見み出いだし給ひて、「あるべうもなし」と宣へば、侍ども十四五人、[image: ]後左右に立ちかこみ、大納言の手を[image: ]つて緣の上へ引上げ奉り、一ひと間まなる處に押おし籠こめ奉つてげり。大納言は夢の心地して、つや〳〵物も覺え給はず。供にありつる侍ども、大勢におし隔てられて、散り〴〵になりぬ。雜色・牛[image: ]、色を失ひ、牛うし・車くるまを捨てて皆逃げ去りぬ。

　さる[image: ]に、[image: ]江あふみの中將入[image: ][image: ]れん淨じやう・法ほつ[image: ]しよう寺じの執しゆ行ぎやう俊寬僧都・山城守基もと[image: 兼]かぬ・式部大輔正綱・[image: ]へい判はう官ぐわん康賴・宗そう判官信[image: ]・新しん[image: ]へい判官資すけ行ゆきも、囚はれてこそ出で來たれ。

　西六光法師、この由を聞きて、我が身の上とや思ひけん、鞭を打つて急ぎ院の御所へ參る。六波羅の兵つはものども、[image: ]にて行き逢ひ、「西八條殿より召さるゝぞ、きつと參れ」と云ひければ、「これは奏すべき事あつて、院の御所へ參る。やがてこそ歸り參らめ」と云ひければ、「憎にくい入[image: ]めが。何事をか奏すべかんなるぞ」とて、しや馬よりとつて引落し、中ちゆうにくゝつて西八條殿へさげて參る。日の始はじめより根こん元げん與よ力りきの者なりければ、殊に[image: ]う縛いましめて、御おん坪つぼの[image: ]にぞ引ひつ据すゑたる。入[image: ]相國大おほ床ゆかに立つて、暫しにらまへ、「あな憎にくや、當家傾かたぶけうとする謀叛の奴がなれる姿よ。しやつ此こ處ゝへ引き寄せよ」とて、緣のきはへ引き寄せさせ、物もの履はきながら、しや顏つらをむず〳〵とぞ蹈まれける。「本もとより己おのれらが樣やうなる下げ﨟らふのはてを、君の召し使はせ給ひて、なさるまじき官職をなし賜たび、父子ともに過分のふるまひをすると見しに合はせて、過あやまたぬ天台座ざ主す流る罪ざいに申し行ひ、あまつさへ當家傾かたぶけうとする謀叛の輩ともがらに與くみしてげるなり。ありのまゝに申せ」とこそ宣ひけれ。西七光本もとより[image: ]すぐれたる大だい剛かうの者なりければ、ちとも色も變ぜず、惡わろびれたる氣け色しきもなく、居ゐ直なほり、あざ笑つて申しけるは、「院中に[image: ]う召し使はるゝ身なれば、執事の別當成親の卿の軍兵催され候ふ事にも、くみせずとは申すべきやうなし。それはくみしたり。但し、耳に當る事をも宣ふものかな。他人の[image: ]は知らず、西光が聞かんずる所にては、さやうの事をばえこそ宣ふまじけれ。そも〳〵御ご邊へんは故こ刑ぎやう部ぶ卿忠盛の嫡子にておはせしが、十四五までは出しゆつ仕しもし給はず、故こ中の御門の[image: ]とう中納言家か成せいの卿の邊へんに立ち入り給ひしをば、京きやう童わらんべは、例の高八たか[image: ]へい太だとこそ云ひしか。しかるを保延の頃、海賊の張本三十餘人搦からめ[image: ]しんぜられたりし勸けん賞じやうに四九し品ほんして、四位の兵衞の佐すけと申しゝをだに、人皆過分とこそ申し合はれしか。殿てん上じやうの交まじはりをだに嫌はれし人の子孫にて、今太政大臣までなりあがつたるや過分なるらん。もとより侍ほどの者の、受領・檢非違使に至る事、先例法例なきにしもあらず。なじかは過分なるべき」と、はゞかる所もなう云ひ散らしたりければ、入[image: ]相國あまりに腹を据すゑかねて、しばしは物をも宣はず。やゝあつて入[image: ]宣ひけるは、「しやつが首左さ右うなう斬るな。よく〳〵糺きう問もんして事の子細を尋ね問ひ、その後河原へ引出して首かうべを刎ねよ」とぞ宣ひける。松まつ浦らの太郞重一〇俊承つて、手足を挾み樣さま々〴〵にして痛め問ふ。西光本より爭はざりける上、拷がう問もんは嚴きびしかりけり。白一一はく狀じやう四五枚に記きせられて、その後、「口を裂け」とて口を裂かれ、五條西の朱しゆ雀じやかにして終つひに斬られにけり。

　嫡子加賀守師高は、解一〇けつ官くわんせられて尾張の井ゐ[image: ]ど田たへ流されたりしを、同じき國の住人小を胡ぐ[image: 蔴]まの郡ぐん司じ維これ季すゑに仰せて討たせらる。次男[image: ][image: ]判官師經をば、獄より引出でて誅せらる。その弟左衞門尉師[image: ]、郞等三人をも、同じう首かうべを刎はねられけり。これ等は皆云ひがひなき者の秀でて、い一二ろふまじき事をのみいろひ、過あやまたぬ天台座主流罪に申し行ひ、果報や盡きにけん、山王大師の神罰冥みやう罰ばつを立たち所どころにかうぶつて、かゝる憂き目に逢へりけり。





【注記】

一　弓袋の　以下、目うちしばだたいて居たりけるが、まで「八」になし。

二　西八條の亭　「盛」、福原でのこととし、行綱のことは詳しい。

三　取袴　袴のもゝだちをとること。

四　ないきよげなる　「ない」は萎えの意か。糊のつかぬしなやかな裝束を萎裝束という。布衣は狩衣。

五　入[image: ]　「入[image: ]すこし腹ゐて、あるべからず、と宣へば」（八）。

六　西光　「盛」、西光を捕える敍述がない。下の[image: ]盛への惡口は詳しい。

七　西光　「師光法師、法名西光、法皇第一[image: ]臣也、加賀守師高父」（玉葉）。

八　高[image: ]太　「盛」によると高足駄をはいた[image: ]家の太郞（長男）の意。

九　四品して　「八」この上に「御邊のいまだその比十八か九にて」。

一〇　重俊　[image: ]治物語に[image: ]原信賴の斬手と傳える。

一一　白狀　罪人の供述を個條書に記した[image: ]書。

一二　いろふ　かかりあう。










三　小こ[image: ]げう訓くんの事＊






　新大納言は、一ひと間まなる所におしこめられて、汗あせ水みづになりつゝ、「あはれ、これは日頃のあらまし事の、洩れ聞えけるにこそ、誰もらしぬらん。定めて北面の輩ともがらの中なかにぞあるらん」なんど、思一はじ事なう案じ續けておはしける所に、後うしろより足音の高らかにしければ、すは只今我が命失はんとて、武士ものゝふどもの參るにこそと思はれければ、さはなくして、入[image: ]板いた敷じき高らかに蹈み鳴し、大納言のおはしける後うしろの障子を、さつと引きあけて出でられたり。素二そ絹けんの衣ころもの短からかなるに、白き大三おほ口くち蹈みくゝみ、[image: ]四ひじり柄づかの刀おしくつろげてさすまゝに、以ての外ほかに怒れる氣け色しきにて、大納言をしばし睨にらまへて、「そも〳〵御ご邊へんは、[image: ]治にもすでに誅せらるべかりしを、[image: ]だい府ふが身にかへて申し[image: 請]うけ、頸くびを繼ぎ奉りしはいかに。しかるにその恩を忘れて、何なんの遺恨あつてか、當家傾かたぶけうとはし給ふなるぞ。恩を知るを以て人とは云ふぞ。恩を知らざるをば畜生とこそいへ。されども當家の運命未だ盡きざるによつて、これまでは迎へたんなり。日頃のあらましの次第、直ぢきに承らん」と宣へば、大納言、「全くさること候はず。いかさまにも人の讒ざん言げんにてぞ候ふらん。よくよく御尋ね候ふべし」と申されければ、入[image: ]、云はせもはてず、「人やある、人やある」と召されければ、貞能つと參りたり。「西光めが白狀[image: ]つて參れ」と宣へば、持て參りたり。入[image: ]これを[image: ]つて、おしかへし〳〵二三返高らかに讀み聞かせ、「あな憎にくや。この上をば何とか陳ちんずべかんなるぞ」とて、大納言の顏にさつと投げかけ、障子をちやうと引きたてて出でられけるが、なほ腹を据すゑかねて、「經つね[image: 遠]とほ・[image: 兼]かね康やす」と召す。難なん波ばの次郞・瀨せの尾をの太郞參りたり。

　「あの男をのこ[image: ]つて、庭へ引き落せ」と宣へども、これら左さ右うなうもし奉らず、「小松殿の御ご氣き色しよくいかゞ候はんずるやらん」と申しければ、入[image: ]、「よし〳〵、己おのれらは[image: ]だい府ふが命めいを重んじて、入[image: ]が仰せをば輕うしけるご五さんなれ。この上は力及ばず」と宣へば、これらあしかりなんとや思ひけん、立ちあがり、大納言の左右の手を[image: ]つて、庭へ引き落し奉る。その時入[image: ]心こゝ地ちよげにて、「[image: ]つて臥せて喚をめかせよ」とぞ宣ひける。二に人にんの者ども、大納言の左さ右うの耳に口をあてゝ、「いかさまにも御聲の出づべう候」と六、さゝやいてひき臥せ奉れば、二聲三聲ぞ喚をめかれける。その體てい、冥めい途どにて、娑しや婆ば世せ界かいの罪人を、或は業ごふの秤はかりにかけ、或は淨じやう頗は梨りの鏡にひき向けて、罪の輕きやう重ぢゆうにまかせつゝ、阿あ[image: ]ばう羅ら刹せつが呵か責しやくすらんも、これには過ぎじとぞ見えし、蕭せう樊はん囚とらはれ[image: ]とらはれて、韓かん彭はう[image: ]七にら醢ぎすされたり。晁てう錯そ戮りくをうけ、周しう魏ぎ罪せらる。たとへば、蕭せう何が・樊はん噲くわい・韓信・彭はう越ゑつ、これらは皆高祖の忠臣たりしかども、小せう人じんの讒ざんによつて禍敗の恥を受くとも、かやうの事をや申すべき。

　新大納言は、我が身のかくなるにつけても、子息丹波少將成經以い下げ稚をさなき者どもの、いかなる憂き目にか逢ふらんと、思ひやるにもおぼつかなし。さばかり熱き六月に、裝しやう束ぞくをだにもくつろげられず、熱さも堪へがたければ、胸もせき上ぐる心地して、汗も淚も爭ひてぞ流れける。さりとも、小松殿は思し召し放たじものをとは思はれけれども、誰して申すべしとも覺え給はず。

　小松の大臣おとゞは、例の善惡に騷ぎ給はぬ人にておはしければ、はるかに日たけて後、嫡子權ごんの亮すけ少將維盛を車のしりに乘せつゝ、衞ゑ府ふ四五人、隨ずゐ身じん二三人召し具して、軍ぐん兵びやうどもをば一いち人にんも具せられず、まことに大おほ樣やうげにておはしたれば、入[image: ]を始め奉つて、一門の人々、皆思はずげにぞ見給ひける。大臣おとゞ中門の口にて御車より下おり給ふ處へ、貞能、つと參つて、「など、これほどの御大事に、軍兵をば一人も召し具せられ候はぬやらん」と申しければ、大臣、「大事とは天下の事をこそ云へ。かやうの私わたくし事ごとを大事と云ふ樣やある」と宣へば、兵ひやう仗ぢやうを帶たいしたりける兵つはものども、皆そ八ぞろいてぞ見えたりける。

　その後大臣、大納言をば何處いづくに置き奉りたるやらんと、此こ處ゝ彼かし處こをひき開あけひき開あけ見給ふに、ある障子の上に蛛くも手で結ゆうたる所あり。こゝやらんとて開けられたれば、大納言おはしけり。淚に咽むせびうつぶして、目も見あげ給はず。「いかにや」と宣へば、その時見付け奉つて、嬉しげに思はれたる氣け色しき、地獄にて罪人どもが、地藏菩ぼ薩さつを見奉るらんも、かくやと覺えてあはれなり。「何事にて候ふやらん、今け[image: ]さよりかゝる憂き目に逢ひ候。さて渡らせ給へば、さりともとこそ深う賴み奉つて候へ。[image: ]治にもすでに誅せらるべかりしを、御恩を以て首をつがれ參らせ、あまつさへ正じやう二位の大納言までへ上つて、[image: ]とし已に四十に餘り候ふ御恩こそ、生しやう々〴〵世せ々ゞにも報じ盡しがたう候へども、今こん度ども又かひなき命を助けさせおはしませ。さだにも候はば、出家入[image: ]仕り、いかならん片山里にも籠り居て、一筋に後ご世せ菩ぼ提だいの勤めを營み候はん」とぞ申されける。

　大臣、「さ候へばとて、御命失ひ奉るまでの事はよも候はじ。たとひさ候ふとも、重盛かうて候へば、御命には代り參らせ候ふべし。御心安う思し召され候へ」とて、父の禪門の御おん[image: ]まへにおはして、「あの大納言失はれん事は、よくよく御ご思し惟ゆゐ候ふべし。その故は、先祖修しゆ理りの大だい夫ぶ顯九あき季すゑ、白河の院に召し使はれ參らせしより以來このかた、家にその例なき正じやう二位の大納言に經へ上あがつて、あまつさへ當時君無ぶ雙さうの御いとほしみ。首かうべを刎はねられん事、しかるべうも候はず。たゞ都の外ほかへ出されたらんに、事足たり候ひなんず。北一〇野の天神は時一一し[image: ]へいの大臣おとゞの讒ざん奏そうにて、憂き名を西さい海かいの浪に流し、西一二の宮の大臣は、多田の滿一三まん仲ぢゆうの讒言によつて、恨うらみを山せん陽やうの雲によす。おの〳〵無實なりしかども、流罪せられ給ひにき。これ皆延一四えん喜ぎの[image: ]せい代だい、安一五あん和わの御み門かどの御おん僻ひが事ごととぞ申し傳へたる。上しやう古こなほ此かくの如し。いはんや末代においてをや。賢王なほ御誤りあり。いはんや凡ぼん人にんにおいてをや。すでに召し置かれぬる上は、急ぎ失はれずとも、何の恐れか候ふべき。刑の疑はしきをば輕かろんぜよ、功の疑はしきをば重んぜよとこそ見えて候へ。事新しき申し事にて候へども、重盛かの大納言が妹に相具して候。維盛また聟むこなり。かやうに親しう罷まかりなりて候へば申すとや、思し召され候ふらん。一いつ向かうその儀では候はず。たゞ君の爲・國の爲・世の爲・家の爲の事を思つて申し候。一ひと年ゝせ故少納言入[image: ]信西が執權の時に相當つて、我が[image: ]てうには嵯さ峨がの皇帝の御時、右兵衞の督かみ[image: ]原仲成を誅せられてより以來このかた、保ほう元げんまでは、君二十五代の間あひだ、行はれざりし死罪を、始めて執り行ひ、宇一六治の惡左府の死骸を掘り起いて、實檢せられたりし事なんどまでは、あまりなる御おん政まつりごととこそ存じ候へ。されば古への人も、死罪を行へば、海かい[image: ]だいに謀叛の輩ともがら[image: ]えずとこそ申し傳へて候へ。この詞に付いて、中なか二年あつて[image: ]治に又世亂れて、信一七西が埋うづまれたりしを掘りおこし、頭かうべを刎はねて大おほ路ぢを渡され候ひき。保ほう元げんに申し行ひし事の、幾[image: ]もなくて、早はや身の上に報はれにきと思へば、恐しうこそ候へ。これはさせる[image: ]敵にても候はず。かた〴〵恐れあるべし。御榮花殘る所なければ、思し召さるゝ事はあるまじけれども、子々孫々まで繁昌こそあらまほしう候へ。されば、父祖の善惡は、必ず子孫に及ぶとこそ見えて候へ。積しやく善ぜんの家には餘慶あり、積せき惡あくの門かどには餘よ殃あう留まるとこそ見えて候へ。いかさまにも今こん夜や頭を刎ねられん事は、しかるべうも候はず」と申されたりければ、入[image: ]、げにもとや思はれけん、死罪をば思ひ留とゞまり給ひけり。

　その後大臣おとゞ中門に出でて、侍どもに宣ひけるは、「仰せなればとて、あの大納言失はんこと、左さ右うなうあるべからず。入[image: ]、腹立ちのまゝに物もの騷さわがしき事し給ひて、後には必ず悔くやみ給ふべし。僻ひが事ごとしてわ一八れ恨むな」と宣へば、兵ひやう仗ぢやうを帶したりける兵ども、皆舌を振つて恐れをのゝく。「さても今け[image: ]さ經つね[image: 遠]とほ・[image: 兼]かね康やすが、あの大納言に[image: 情]なう當り奉つたる事こそ、返す〴〵も奇き怪くわいなれ。など重盛がか一九へり聞かんずる所をば、はゞからざりけるぞ。片かた田舍ゐなかの侍さぶらひは、皆かゝるぞとよ」と宣へば、難なん波ばも瀨せの尾をも共に恐れ入つたりけり。大臣おとゞはかやうに宣ひて、小松殿へぞ歸られける。

　さるほどに、大納言の侍さぶらひども急ぎ中の御門烏丸の宿所に歸り參つて、この由かくと申しければ、北の方以い下げの女[image: ]たち、聲々に喚をめき叫び給ひけり。「少二〇將殿を始め參らせて幼をさなき人々も、皆とらはれさせ給ふべきよし承りて候へ。急ぎ何いづ方かたへも[image: ]ばせ給ふべうもや候ふらん」と申しければ、北の方「今はこれ[image: ]になりて、殘り留とゞまる身とても、安穩にて何なににかはせんなれば、たゞ同じ一ひと夜よの露とも消えん事こそ本意なれ。さても今け[image: ]さを限りと知らざりつる事の悲しさよ」とて、引二一きかづいてぞ臥ふし給ふ。すでに武ぶ士しどもの[image: ]づく由聞えしかば、かくて恥がましううたてき目を見んも、さすがなればとて、十とをになり給ふ女によ子し、八[image: ]の男なん子し、一つ車にとり乘せて、いづちをさすともなく遣やり出す。さてしもあるべき事ならねば、大宮を上のぼりに、北山の邊へん、雲二二う林りん院ゐんへぞおはしける。その邊へんなる僧坊に下おろし置き奉り、送りの者どもは、身々の捨てがたさに、皆暇いとま申して歸りにけり。今はいとけなき人々ばかり殘り居て、又こととふ人もなくしておはしける北の方の心の中うち、おしはかられてあはれなり。暮れ行く影を見給ふにつけても、大納言の露の命、この夕ゆふべを限りなりと、思ひやるにも消えぬべし。宿所には女[image: ]・侍多かりけれども、物をだに[image: ]りしたゝめず、門かどをだに推しもたてず。厩うまやには馬ども多く竝み立ちたれども、草くさ[image: ]かふ者一人もなし。夜明くれば馬・車門かどに立ち並なみ、賓ひん客かく座に列つらなつて、遊び戲たはむれ舞ひ躍り、世を世ともし給はず。[image: ]き傍あたりの者どもは、物をだに高く云はず、怖おぢ恐れてこそ昨日きのふまでもありしに、夜の間まに變る有樣、盛じやう者しや必ひつ衰すゐの理ことわりは、目の[image: ]にこそ顯あらはれたれ。樂しみ盡きて哀しみ來きたると書かれたる、江二三がう相しやう公こうの筆の跡、今こそ思ひ知られけれ＊。





【注記】

＊　底本に、「小松けうくんの事」とする。五の「[image: ]訓の事」が一本に「大[image: ]訓」となつているのに對する語。

一　思はじ事なう　思わぬ事とてはなく。何から何まで心配して。

二　素絹の衣　端袖のない絹のころも。[image: ]服の一つ。

三　大口　大口袴。絹で作つた裾の口の廣い袴。

四　[image: ]柄の刀　鮫皮で柄を卷かぬ刀という。

五　ごさんなれ　「にこそあるなれ」の轉。

六　と、さゝやいて　「とて、上げてはどうとおきどうとおき、二三度上げおろしたりければ」（八）。

七　にらぎす　「にらぎ」は酢につけた菜。こゝは肉を酢につけられた、の意。この句は[image: ]選にある。「たとへば」以下は句の解[image: ]である。

八　そぞろいて　「そぞろぐ」は、動搖する、[image: ]き足立つ、の意。

九　顯季　成親の祖父。

一〇　北野の天神　菅原[image: ]眞。

一一　時[image: ]　[image: ]原時[image: ]。

一二　西宮の大臣　左大臣源高明。

一三　滿仲　源滿仲。

一四　延喜の[image: ]代　醍醐天皇。

一五　安和の御門　冷泉天皇。

一六　宇治の惡左府　「宇治の左府」（八）。

一七　信西が　信西が穴を掘つて隱れたのをいう。

一八　われ恨むな　まちがつた事をし、自分に罰せられて、自分を恨むようになるな。

一九　かへり聞かんずる所　後になつて聞く事。

二〇　少將殿　成親の子成經。

二一　引きかづいてぞ　「かづく」はかぶる。上の衣で頭をおおうようにして泣き臥す。

二二　雲林院　京都郊外、紫野の大德寺の南にあつた寺。もと淳和天皇の離宮。

二三　江相公　大江[image: ]綱。「相公」は宰相公で、宰相は參議の唐名。この句、和漢朗詠集にある。

＊　「長」、この下に北の方について長い記事があり、續いて成親の逸話がある。










四　少將乞こひ[image: 請]うけの事






　丹たん波ばの少將成經は、その夜しも院の御所法住寺殿に、上一うへ臥ぶしして、いまだ出でられざりけるに、大納言の侍さぶらひども、急ぎ院の御所に馳せ參り、少將殿を呼出し奉り、この由かくと申しければ、少將、「これ[image: ]の事、などや宰相の許もとより、今まで[image: ]げ知らせざるらん」と宣のたまひもはてぬに、宰二相殿よりとて、御使あり。この宰相と申すは、入[image: ]相國の御弟、宿しゆく所しよは六波羅の總そう門もんの脇におはしければ、門かど脇わきの宰相とぞ申しける。丹波の少將には舅しうとなり。「何事にて候ふやらん。今け[image: ]さ西八條の亭ていより、きつと具し奉れと候」と、宣ひ遣つかはされたりければ、少將、この事心得て、[image: ]きん[image: ]じゆの女[image: ]たちを呼び出し參らせて、「ゆふべ何なにとなう物騷がしう候ひしを、例の山法師の下るかなんど、餘よ所そに思ひて候へば、早はや成經が身の上にまかりなつて候ひけるぞや。夕ゆさり大納言斬らるべう候ふなれば、成經とても同罪にてぞ候はんずらん。今一いち度ど御ご[image: ]ぜんへ參じて、君をも見參らせたく候へども、かゝる身にまかりなつて候へば、憚はゞかり存じ候」と申されたりければ、女[image: ]たち急ぎ御ご[image: ]ぜんへ參つて、この由奏そう聞もんせられたりければ、法皇、今[image: ]三けさの禪門の使に早はや御心得あつて、「これらが[image: ]ない々〳〵謀りし事の漏れ聞えけるにこそ。さるにても今一度これへ」と御ご氣き色しよくありければ、少將御[image: ]へ參られたり。法皇御淚を流させ給ひて、仰せ下さるゝ旨もなく、少將もまた淚にむせんで、申し上げらるゝ事もなし。やゝあつて、少將御[image: ]をまかり出でられけるに、法皇後うしろをはるかに御覽じ送つて、「たゞ末代こそ心うけれ。これが限かぎりにて、又も御覽ぜぬ事もやあらんずらん」とて、御淚せきあへさせ給はず。少將御[image: ]をまかり出でられけるに、院中の人々、局の女[image: ]たちに至るまで、名な殘ごりを惜しみ、袂たもとにすがり、淚を流し、袖を濡さぬはなかりけり。

　舅の宰相の許へ出でられたれば、北の方は、[image: ]う[image: ]さんすべき人にておはしけるが、今け[image: ]さよりこの歎きをうち添へて、すでに命も消え入る心地ぞせられける。少將、御所をまかり出でられけるより、流るゝ淚つきせぬに、今北の方の有樣を見給ひて、いとゞせん方かたなげにぞ見えられける。少將の乳母めのとに六條と云ふ女あり。「われ御おん乳ちに參り始め候ひて、君を血の中より抱いだき上げ奉り、生おほしたて參らせしより以來このかた、月日の重なるに隨ひて、我が身の年の行くをば歎かずして、ひとへに君の成人おとなしうならせ給ふ事をのみ[image: ]よろこび、あからさまとは思へども、今こ年としは二十一年、片かた時ときも離れ參らせ候はず。院・[image: ]へ參らせ給ひて、遲う出でさせ給ふだに、心苦しう思ひ參らせ候ひつるに、終つひに、いかなる憂うき目にか逢はせ給ふべきやらん」とて泣く。少將、「いたうな歎いそ。さて宰相おはすれば、さりとも、命ばかりをば乞ひ[image: 請]うけ給はんずるものを」と、樣やう々〳〵に慰め宣へども、六條人目も恥ぢず泣き悶もだえけり。

　さる[image: ]に、西八條殿より使しきなみにありしかば、宰相、「今はたゞ出で向つてこそ、ともかうもならめ」とて、出でられければ、少將も宰相の車の尻に乘つてぞ出でられける。保ほう元げん[image: ]治より以來このかた、[image: ]家の人々は、樂しみ榮えのみあつて、愁へ歎きはなかりしに、この宰相ばかりこそ、よしなき聟故に、かゝる歎きをばせられけれ。西八條[image: ]うなつて、先づ案[image: ]を申されたりければ、「少將をば門の[image: ]へは入れらるべからず」と宣ふ間、その邊へんなる侍さぶらひの許に降おろし置き、宰相ばかりぞ門の[image: ]へは參られける。いつしか、少將をば武士ども四方をうち圍んで、嚴きびしう守護し奉る。少將、さしもたのもしう思はれつる宰相殿には離れ給ひぬ。少將の心の中、さこそは便りなかりけめ。

　宰相中門に居給ひたれども、入[image: ]出でも會はれず。やゝあつて宰相、源げん大たい夫ふの判はう官ぐわん季すゑ貞さだを以つて申されけるは、「[image: ]のり盛もりこそよしなき者に親しうなつて、返す〳〵悔くやしみ候へども、かひも候はず。相具せさせて候ふ者の、このほど惱む事の候ふなるが、今け[image: ]さよりこの歎きをうち添へて、すでに命も[image: ]え候ひなんず。[image: ]盛かうて候へば、何なじかは僻ひが事ごとせさせ候ふべき。少將をば暫く[image: ]盛に預けさせおはしませ」と申されければ、季貞參りてこの由を申す。入[image: ]、「あはれ、例の宰相が物に心得ぬよ」とて、とみに返事もし給はず。やゝあつて入[image: ]宣ひけるは、「新大納言成親の卿以い下げ[image: ]きん[image: ]じゆの人々、この一門亡して天下亂らんとする企くはだてあり。すでにこの少將はかの大納言が嫡子なり。疎うもなれ、親しうもなれ、えこそ申し許ゆるすまじけれ。もしこの謀叛とげなましかば、御ご邊へんとても穩おだしうてやはおはすべきと云ふべし」と宣へば、季貞歸り參りて、宰相殿にこの由を申す。

　宰相、よにも本ほ意いなげにて、重ねて申されけるは、「保四元[image: ]治より以降このかた、度ど々ゞの合戰にも、御命には代り參らせんとこそ存じ候ひしか。この後も、荒き風をば、先まづ防ぎ參らせ候ふべし。たとひ[image: ]盛こそ年老いて候ふとも、若き子ども數多あまた候へば、一いつ方ぱうの御おん堅かためにも、などかならでは候ふべき。それに、暫く少將を預らうと申すに、御許されなきは、一いつ向かう[image: ]盛を二ふた心ごころある者と思し召され候ふにこそ。それ[image: ]までうしろめたう思はれ參らせては、世にありても何なににかはし候ふべきなれば、身の暇いとまを賜はつて、出しゆつ家け入[image: ]仕り、高五かう野や・粉六こ河がはにも籠り居て、一筋に後ご世せ菩ぼ提だいの勤つとめを營み候はん。由なき[image: ]世の交まじはりなり。世にあればこそ[image: ]のぞみもあれ。[image: ]の叶はねばこそ恨うらみもあれ。しかじ、[image: ]世を厭ひ眞まことの[image: ]に入りなんには」とぞ宣ひける。季貞參りて、「宰相殿は早はや思し召し切つて候ふぞ。ともかくもよき樣やうに御計らひ候へ」と申しければ、入[image: ]、「いや〳〵出家入[image: ]までは、餘りにけしからず。その儀ならば、少將をば暫く[image: ]盛に預くると云ふべし」とぞ宣ひける。季貞歸り參つて、宰相殿にこの由を申す。宰相、「あはれ、人の、子をば持つまじかりけるものかな。我が子の緣に結むすぼほれざらんには、これ[image: ]まで、心をば摧くだかじものを」とて、出でられけり。

　少將、待ち受け奉つて、「さていかゞ候ひつるやらん」と申されければ、「入[image: ]餘りに怒つて、[image: ]盛には終つひに對面もし給はず。いかにも叶ふまじき由をしきりに宣ふ間、出家入[image: ]まで申したればにやらん、その儀ならば、御邊をば暫く[image: ]盛に預くると宣ひつれども、それも始し終じゆうはよかるべしとも覺えず」と宣へば、少將、「さては、成經は、御恩を以て暫しの命の延び候はんずるにこそ。それに就つき候うては、父で候ふ大納言が事をば、何なにとか聞し召されて候ふやらん」。宰相、「いさとよ。御邊の事をこそ、樣やう々〳〵に申したれ。それまでの事は思ひも寄らざりつれ」と宣へば、その時少將、淚をはら〳〵と流いて、「命の惜しう候ふも、父をいま一度見ばやと思ふ爲なり。夕ゆさり大納言斬られ候はんに於ては、成經命生きても何なににかはし候ふべきなれば、たゞ一いつ所しよでいかにもなるやうに、申してたばせ給ふべうもや候ふらん」と申されければ、宰相、世にも苦しげにて、「いさとよ。御ご邊へんの事をこそ樣やう々〳〵に申したれ。それまでの事は思ひも寄らざりつれども、今け[image: ]さ[image: ]七の大臣おとゞの樣やう々〳〵に申させ給ひつれば、それも暫しはよき樣にこそ聞け」と宣へば、少將聞きもあへ給はず、泣く〳〵手を合せてぞ[image: ]ばれける。子ならざらん者が、誰か只今我が身の上をさし置いて、これ[image: ]までは[image: ]ぶべき。實まことの[image: ]ちぎりは親子の中にぞありける。子をば人の持つべかりけるものかなと、やがて思ひぞ返されける。さて今け[image: ]さの如く同車して歸られたれば、宿しゆく所しよには女[image: ]・侍さしつどひて、死にたる人の生きかへりたる心地して、皆[image: ]よろこび泣なきをぞせられける。





【注記】

一　上臥　殿上の夜直。

二　宰相　[image: ]盛。

三　今[image: ]の　以下、「漏れ聞えけるにこそ」まで、「八」なし。

四　保元　「盛」、以下の[image: ]盛の述懐が詳しい。

五　高野　高野山。

六　粉河　紀伊國那賀郡。西國三十三番札所の第三番。この所、「岩」は「片山里に籠て」とし、地名なし。

七　[image: ]の大臣　重盛。










五　[image: ]訓の事＊






　太政の入[image: ]は、かやうに人々數多あまた縛いましめ置きても、なほ心行かずや思はれけん、すでに、赤地の錦の直ひた垂ゝれに、黑くろ絲いと縅をどしの腹卷の白しろ金かな物もの打つたる胸むな板いたせめ、先年安あ藝きの守かみたりし時、神一じん拜ぱいの次ついでに、靈夢を蒙かうぶつて、嚴いつく島しまの大明神より現うつゝに賜はられたりける、銀しろがねの蛭ひる卷まきしたる小こ長刀なぎなた、常の枕を放たず立てられたりしを脇に挾み、中門の廊にぞ出でられたる。大おほ方かた其の氣き色しよくゆゝしうぞ見えし。

　「貞能」と召す。[image: 筑]ちく後ごの守かみ貞能は、木むく[image: ]らん地ぢの直垂に、緋ひ縅をどしの鎧着て、御おん[image: ]まへに畏つてぞ候ひける。入[image: ]宣ひけるは、「いかに貞能、この事は如何いかゞ思ふぞ。保元に[image: ]二へい右馬助を始めとして、一門[image: ]なかば過ぎて、新三院の御み方かたに參りにき。一四の宮の御事は、故五刑部卿殿の養やう君くんにてまし〳〵しかば、かた〴〵見放ち參らせ難かりしかども、故六院の御ご遺ゆゐ誡かいにまかせて、御方にて先を驅けたりき。これ一つの奉公。次に[image: ]治元年十二月、信賴・義[image: ]が謀叛の時、院七ゐん・[image: ]八うちを[image: ]り奉つて大だい[image: ]だいにたて籠り、天下暗くら闇やみとなつたりしにも、入[image: ]隨分身を捨てて、凶徒を追ひ落し、經九つね宗むね・惟これ方かたを召し縛いましめしに至るまで、君の御爲に、すでに命を失はんとする事度ど々ゞに及ぶ。されば人何なにと申すとも、いかでか、この一門をば、七代までは思し召し捨てさせ給ふべき。それに成親と云ふ無用の徒いたづら者もの、西さい光くわうと申す下げ賤せんの不ふ當たう人じんが申す事に、君の付かせ給ひて、やゝもすれば、この一門滅さるべき由の御結構こそしかるべからね。この後も讒ざん奏そうする者あらば、當家追つゐ討たうの院ゐん宣ぜんを下されつと覺ゆるぞ。[image: ]敵となりて後は、いかに悔ゆとも[image: ]あるまじ。暫く世を靜めん[image: ]、法皇をば鳥一〇と[image: ]ばの北殿へ移し參らするか、しからずば、こ一一れへまれ御ご幸かうをなし參らせんと思ふはいかに。その儀ならば、定めて、北面の者どもが中なかより、矢をも一つ射んずらん。その用意せよと侍どもに觸るべし。大方は入[image: ]、院ゐん方がたの奉公思ひ切つたり。馬に鞍置かせよ、著一二き背せ長なが[image: ]出せ」とこそ宣ひけれ。

　主しゆ馬めの判官盛もり國くに、急ぎ小松殿へ馳せ參つて、「世は早かう候ざうらふ」と申しければ、大臣おとど、聞きも敢へ給はず、「あゝ、早はや成親の卿の首かうべの刎はねられたんな」と宣へば、「その儀にて候はねども、入[image: ]殿の御着背長を召され候ふ上は、侍さぶらひどもも皆うち立つて、只今院の御所法住寺殿へ寄せんとこそ、出でたち候ひつれ。しばらく世を靜めんほど、法皇をば、鳥[image: ]の北殿へ遷うつし參らするか、しからずば、これへまれ御ご幸かうをなし參らせうとは候へども、[image: ]ない々〳〵は、鎭ちん西ぜいの方へ流し參らせんとこそ、擬せられ候ひつれ」と申しければ、大臣おとゞ、何なにによつて、只今さる御事のおはすべきとは思はれけれども、今け[image: ]さの禪門の氣き色しよく、さる物狂はしき事もやおはすらんとて、急ぎ車を飛ばせて、西八條殿へぞおはしたる。

　門[image: ]にて車よりおり、門の[image: ]へさし入つて見給ふに、入[image: ]腹卷を着給ふ上、一門の卿けい相しやう雲うん客かく數十人、各色々の直ひた垂ゝれに思ひ〳〵の鎧着て、中門の廊に二行に着ちやくせられたり。その外諸國の受領・衞府・諸司などは、緣に居ゐ溢こぼれ、庭にもひしと並なみ居たり。旗竿ども引きそばめ〳〵、馬の腹はる帶びを堅め、甲かぶとの緖をしめ、唯今皆打つ立たんずる氣け色しきどもなるに、小松殿、烏一三ゑ帽ぼ子し直なほ衣しに、大一四だい[image: ]もんの指さし貫ぬきのそば[image: ]つて、さやめき入り給へば、事の外にぞ見えられける。入[image: ]ふし目になつて、あはれ、例の[image: ]府が、世をへ一五うする樣やうに振舞ふものかな、大きに諫めばや、と思はれけれども、さすが子ながらも、[image: ]一六うちには五戒を保つて慈悲を先さきとし、外には五常を亂らず禮儀を正たゞしうし給ふ人なれば、あの姿に腹卷を着て向はん事、さすが面おもはゆう辱はづかしうや思はれけん、障子を少し引き立てて、腹卷の上に、素そ絹けんの衣ころもをあわて着ぎに着給ひたりけるが、胸むな板いたの金かな物ものの、少しはづれて見えけるを、かくさうと、しきりに衣ころもの胸を引き違ちがへ〳〵ぞし給ひける。

　大臣おとゞは舍弟宗盛の卿の座上につき給ふ。入[image: ]宣のたまひ出さるゝ事もなく、大臣もまた申し上げらるゝ旨もなし。やゝあつて入[image: ]宣ひけるは、「あの成親の卿が謀叛は、事の數にも候はず。一いつ向かう法皇の御結構にて候一七ひけるぞや。しばらく世を靜めんほど、法皇をば鳥[image: ]の北殿へ移し參らするか、しからずば、これへまれ御ご幸かうをなし參らせんと思ふはいかに」と宣へば、大臣おとゞ、聞きもあへ給はず、はら〳〵とぞ泣かれける。入[image: ]「さて、いかにやいかに」とあきれ給へば、やゝあつて大臣淚を抑へて、「この仰せ承り候ふに、御運は早はや末になりぬと覺え候。人の運命の傾かたぶかんとては、必ず惡事を思ひ立ち候ふなり。又御有樣を見參らせ候ふに、更に現うつゝとも覺え候はず。さすが我が[image: ]は、邊へん地ち粟ぞく散さんの境さかひとは申しながら、天てん照せう大だい神じんの御子孫、國の主あるじとして、天一八あまの兒こ屋や根ねの[image: ]みことの御末、[image: ]てうの政まつりごとをつかさどらせ給ひしより以來このかた、太政大臣の官に至る人の、甲かつ胄ちゆうを鎧よろふ事、禮儀を背そむくにあらずや。なかんづく、御ご出しゆつ家けの御身なり。それ、三さん世ぜの諸佛解一九げ[image: ]だつ幢どう相さうの法ほふ衣えを[image: ]ぎ捨てて、たちまちに甲胄を鎧よろひ、弓きゆう箭せんを帶たいしましまさん事、[image: ]には破戒無二〇む慚ざんの罪を招くのみならず、外には仁義禮智信の法にも背き候ひなんず。かた〴〵恐おそれある申し事にて候二一へども、心の底に旨しい趣しゆを殘すべきにも候はず。先づ世に四恩候。天地の恩、國王の恩、父母の恩、衆しゆ生じやうの恩これなり。その中なかに最も重きは[image: ]恩なり。普ふ天てんの下した王地にあらずと云ふ事なし。さればかの潁えい川せんの水に耳を洗ひ、首しゆ陽やう山ざんに蕨わらびを折りし賢人も、勅命背き難き禮儀をば存ぞん知ぢすとこそ承れ。いかにいはんや、先祖にも未いまだ聞かざつし太政大臣を極きはめさせ給ふ。いはゆる重盛が無む才ざい愚ぐ闇あんの身を以て、[image: ]二二府槐くわい門もんの位に至る。しかのみならず國郡[image: ]なかばは一門の所領となつて、田でん園をんこと〴〵く一いつ家けの[image: ]しん止じたり。これ希き代たいの[image: ]恩にあらずや。今これ等の莫大の御恩を思し召し忘れさせ給ひて、みだりがはしく法皇を傾かたぶけ參らさせ給はん事、天てん照せう大だい神じん・正しやう八はち幡まん宮ぐうの神慮にも背かせ給ひ候ひなんず。それ日本は神國なり。神は非禮を受二三け給ふべからず。しかれば君の思し召し立たせ給ふ所、[image: ]理[image: ]なかばなきにあらず。中にも、この一門は、代々の[image: ]敵を[image: ]げて、四海の逆げき浪らうを靜むる事は無ぶ雙さうの忠なれども、その賞に誇る事は、傍ばう若じやく無ぶ人じんとも申しつべし。[image: ]德太子十七箇條の御憲法に、人皆心あり、心各おの〳〵執しゆあり、彼を是ぜし我を非ひし、我を是し彼を非す、是非の理ことわり誰かよく定むべき、相共に賢愚なり、環たまきの如くにして端はしなし、こゝを以てたとひ人怒ると云ふとも、却かへつて我が咎とがを懼おそれよとこそ見えて候へ。しかれども、當たう家けの運命いまだ盡きざるによつて、御謀叛[image: ]すでに顯れさせ給ひ候ひぬ。その上、仰せ合せらるる成親の卿を、召し置かれぬる上は、たとひ君、いかなる不思議を思おぼし召し立たせ給ふとも、何の恐れか候ふべき。所當の罪科行はれぬる上は、[image: ]しりぞいて事の由を陳じ申させ給ひて、君の御爲にはいよ〳〵奉公の忠勤を盡し、民の爲にはますます撫育の哀あい憐れんを致させ給はば、神明の加護に預かつて、佛ぶつ陀だの冥みやう慮りよに背くべからず。神明佛陀感應あらば、君も思し召しなほす事、などか候はざるべき。君と臣とをくらぶるに、親疎別わく方かたなし。[image: ]理と僻ひが事ごとを雙ならべんに、いかでか[image: ]理につかざるべき。





【注記】

＊　「重盛諫[image: ]爭其父[image: ]者實否無[image: ]所[image: ]考按るに玉葉、山槐記等の諸書に重盛諫爭の事蹟を載せず」（考證）。愚管抄では[image: ]盛が院參して報[image: ]し、福原へ歸つたと記す。大[image: ]訓（略解）

一　神拜　新任の國司が初めて管[image: ]の主な神社に參拜すること。

二　[image: ]右馬助　[image: ]盛の叔父忠正。

三　新院　崇德上皇。

四　一の宮　崇德上皇第一皇子重仁親王。

五　故刑部卿　忠盛。

六　故院　鳥[image: ]院。

七　院　後白河法皇。

八　[image: ]　二條天皇。

九　經宗・惟方　共に[image: ]原氏。信賴に與し、後信賴に叛いた。

一〇　鳥[image: ]の北殿　いわゆる城南（せいなん）の離宮[image: ]の一殿。

一一　これへまれ　「これへもあれ」の轉。「これ」は西八條。

一二　著背長　鎧の別名。特に大將の著用するものにいう。

一三　烏帽子直衣　立烏帽子に直衣を着る事。[image: ]服の一つ。

一四　大[image: ]の指貫　大柄の織出し模樣の指貫。指貫は裾に緖を[image: ]してくゝりとした袴。

一五　へうする　かろんじる。あなどる。

一六　[image: ]　佛[image: ]。「外」は儒[image: ]。

一七　候ひけるぞや　「八」、下に、「それ入[image: ]が過怠は涯分に官途を[image: ]むばかりなり、それ弓矢とる[image: ]ひ先例なきにあらず、田村丸は……」。

一八　天兒屋根[image: ]の御末　[image: ]原氏。

一九　解[image: ]幢相の法衣　解[image: ]を表わした衣。袈裟。

二〇　無慚　惡事を行つて、悔い恥じる心のない事。

二一　候へども　この下、「八」に、「かつうは最後の申狀なり」。

二二　[image: ]府槐門　大臣。

二三　受け給ふべからず　この下、「八」に「およそ[image: ]敵となりなん者は[image: ]くは百日、[image: 遠]くは三年をすごさずとこそ承り候へ」。










付　烽火の事






　これはもつとも君の御おん理ことわりにて候へば、叶かなはざらんまでも、院中を守護し參らせ候ふべし。その故は、重盛、始め敍一じよ[image: 爵]しやくより、今大臣の大だい將しやうに至るまで、しかしながら君の御恩ならずと云ふ事なし。この恩の重き事を思へば、千せん顆くわ萬ばん顆くわの玉にも越え、その恩の深き色を案ずるに、一入じゆ再さい入じゆの紅くれなゐにもなほ過ぎたらん。しからば院中へ參り籠り候ふべし。その儀にて候はば、重盛が身に代り命に代らんと[image: ]りたる侍ども少々候ふらん。これ等を召具して、院の御所法住寺殿を守護し參らせ候はば、さすが、以ての外ほかの御大事にてこそ候はんずらめ。悲しきかな、君の御爲に奉公の忠を致さんとすれば、[image: 迷]二めい盧ろ八萬の頂いたゞきよりもなほ高き父の恩たちまちに忘れんとす。痛ましきかな、不ふ孝けうの罪を遁のがれんとすれば、君の御爲には、すでに不忠の逆ぎやく臣しんともなりぬべし。[image: ]三しん[image: ]だいこれ窮きはまれり。是非いかにも辨わきまへ難し。申し[image: 請]うくる所しよ詮せんは、たゞ重盛が首を召四され候へ。その故は、院ゐん參ざんの御供をも仕るべからず、又院中をも守護し參らすべからず。されば、かの蕭せう何がは大功かたへに越えたるによつて、官くわん大だい相しやう國こくに至り、劍けんを帶たいし沓くつを履きながら、殿てん上じやうへ昇る事を許されしかども、叡えい慮りよに背く事ありしかば、高祖重う警いましめて、深う罪せられにき。かやうの先せん蹤じようを思へば、富ふつ貴きと云ひ、榮えい花ぐわと云ひ、[image: ]恩と申し、重ちよう職しよくと云ひ、かたがた極めさせ給ひぬれば、御運の盡きん事難かるべきにあらず。富ふつ貴きの家には、祿ろく位ゐ重ちよう疊でふせり、再び實みなる木は、その根必ず傷いたむと見えて候。心細うこそ候へ。いつまでか命生きて、亂れん世をも見候ふべき。たゞ末代に生しやうを受けて、かゝる憂うき目に逢ひ候ふ重盛が果報の[image: ]こそつたなう候へ。只今も侍さぶらひ一いち人にんに仰せ付けられ、御おん坪つぼの[image: ]へ引出されて、重盛が頭かうべの刎はねられんずる事は、いと易やすい[image: ]の御事でこそ候はんずらめ。これをおの〳〵聞き給へ」とて、直なほ衣しの袖もしぼるばかりに、かきくどき、さめ〴〵と泣き給へば、その座に並なみ居給へる[image: ]家一門の人々、皆袖をぞ濕ぬらされける。

　入[image: ]、賴み切つたる[image: ]だい府ふはかやうに宣のたまふ。世にも力なげにて、「いや〳〵それまでの事は思五ひも寄りさうず。惡黨どもの申す事に、君の付かせ給ひて、いかなる僻ひが事ごとなどもや、出で來こんずらんと思ふばかりでこそ候へ」。大臣おとゞ、「たとひ、いかなる僻事出で來候へばとて、君をば何とかし參らさせ給ふべき」とて、つい立つて中門に出で、侍どもに宣ひけるは、「たゞ今これにて申しつる事どもをば、汝等はよく承らずや。今[image: ]よりこれに候ひて、かやうの事どもをも申し靜めんとは存じつれども、あまりにひた騷ぎに見えつる間、先まづ歸りつるなり。院參の御供に於ては、重盛が頭かうべの刎ねられたらんを見て仕れ。さらば、人參れ」とて、小松殿へぞ歸六られける。

　その後大臣おとゞ、主馬の判官盛國を召して、「重盛こそ今け[image: ]さより別して天下の大事を聞き出いだしたんなれ。我を我と思はんずる者どもは、物の具して急ぎ參れと催せ」と宣へば、馳せ[image: 廻]まはつて披ひ露ろうす。おぼろげにては騷ぎ給はぬ人の、かやうの披露のあるは、まことに別べちの子細のあるにこそとて、我も〳〵と馳せ參る。淀よど・[image: ]は束つか師し・宇治・岡をかの屋や・日野・勸くわん修じゆ寺じ・醍だい醐ご・小を栗ぐる栖す・梅津・桂・大原おはら・志し津づ原はら・芹せり生ふの里に溢れ居たる兵つはものども、或いは鎧着ていまだ甲かぶとを着ぬもあり。或いは矢負うていまだ弓を持たぬもあり。片かた鐙あぶみ蹈むや蹈まずにて、あわて騷いで馳せ參る。

　小松殿に騷ぐ事ありと聞えしかば、西八條に數千騎ありける兵ども、入[image: ]にはかうとも申しも入れず、さやめき[image: ]れて、皆小松殿へぞ馳せたりける。弓きゆう箭せんに携はる[image: ]の者は一いち人にんも殘らず。[image: 筑]ちく後ごの守かみ貞さだ能よしが唯一人候ひけるを、御[image: ]へ召して、「[image: ]だい府ふは何と思ひて、これ等をば皆かやうに呼び[image: ]るやらん。今[image: ]これにて云ひつるやうに、淨海が許へ討手などもや向はんずらん」と宣へば、貞能、淚をはら〳〵と流いて、「人も人にこそよらせ給ひ候へ。いかでかたゞ今さる御事候ふべき。今[image: ]これにて申させ給ひつる御事どもをば、はや皆御後悔ぞ候ふらん」と申しければ、入[image: ]、いや〳〵[image: ]だい府ふに中違たがうては、惡しかりなんとや思はれけん、法皇迎へ參らせんと思はれける心もやはらぎ、急ぎ腹卷[image: ]ぎおき、素そ絹けんの衣に袈け裟さうち掛けて、いと心にも起らぬ念七ねん誦じゆしてこそおはしけれ＊。

　その後小松殿には、盛國承つて着八ちやく到たう付けたりけり。馳せ參じたる侍ども、一萬餘騎とぞ註しるしける。着到披見の後、大臣おとゞ中門に出でて、侍どもに宣ひけるは、「日ひ來ごろの[image: ]約を違たがへず、皆か樣に參りたるこそ神妙しんべうなれ。異國にさるためしあり。周の幽王、褒九はう姒じと云へる最愛の后きさきを持ち給へり。天下第一の美人なり。されども、幽王の御心に叶はざりける事には、褒姒笑ゑみを含まずとて、すべて笑ふことし給はず。異國の[image: ]ひに、天下に兵ひやう亂らんの起る時は、所しよ々〳〵に火をあげ太鼓を打つて、兵つはものを召す謀はかりごとあり。これを烽火と名づく。或る時天下に兵へい革がく起つて、所しよ々〳〵に烽ほう火くわをあげたりければ、后きさきこれを御覽じて、あなおびたゞし、火もあれ[image: ]まで多かりけりなとて、その時始めて笑ひ給へり。一ひと度たび笑ゑめば百もゝの媚こびありけり。幽王これを嬉しき事にし給ひて、その事となく、常は烽火をあげ給ふ。諸侯來たるに寇あたなし。寇あたなければ則すなはち歸り去りぬ。かやうにする事度々に及べば、兵も參らず。或る時隣國より凶賊起つて、幽王の都を攻めけるに、烽火をあぐれども、例の后の火にならひて、兵も參らず。その時都傾かたぶいて、幽王終つひに亡びにけり。さ一〇てかの后野一一や干かんとなつて走り失うせけるぞ恐しき。かやうの事ある時は、自じ今こん以い後ご、これより召さんには、皆かくの如く參るべし。重盛今け[image: ]さ別して天下の大事を聞き出して、召しつるなり。されどもこの事聞き直なほしつ。僻ひが事ごとにてありけり。さらばとう歸れ」とて、侍さぶらひども皆歸されけり。實まことにさせる事をも聞き出されざりけれども、今[image: ]父を諫いさめ申されける詞ことばに隨つて、我が身に勢せいの付くか付かぬかの[image: ]をも知り、又父子軍いくさをせんとにはあらねども、かうして入[image: ]大相國の、謀叛の心も柔ぎ給ふかとの謀はかりごととぞ聞えし。

　君君たらずといへども、臣以て臣たらずんばあるべからず。父父たらずといふとも、子以て子たらずんばあるべからず。君の爲には忠あつて、父の爲には孝あれと、[image: ]一二ぶん宣せん王わうの宣ひけるに違たがはず。君も、この由聞し召して、「今に始めぬ事なれども、[image: ]だい府ふが心の中こそ恥しけれ。怨あたをば恩を以て報ぜられたり」とぞ仰せける。果報こそめでたうて、今大だい臣じんの大だい將しやうに至らめ、容一三よう儀ぎ帶たい佩はい人に[image: ]すぐれ、才智才覺さへ世に超えたるべしやはとぞ、時の人々感じ合はれける。國に諫むる臣あれば、その國必ず安く、家に諫むる子あれば、その家必ず正しと云へり。上代にも末代にも、ありがたかりし大だい臣じんなり。





【注記】

一　敍[image: 爵]　從五位下に敍せられること。

二　[image: 迷]盧　須彌山。水に入ること八萬由旬、水を出ずること八萬由旬。由旬はインドの里[image: ]の單位で、中國の六町一里の四十里とも三十里ともいう。

三　[image: ][image: ]　「長」、この句がない。「盛」「長」、この[image: ]に保元の亂のことがある。

四　召され候へ　この下、「八」に「老子の詞こそ思ひ出で候へ、功名かなひとげて身を[image: ]けず、位を去らざれば、則ち害に會ふとも申す」。

五　思ひも寄りさうず　「さうず」は「さうらはず」の轉。

六　歸られける　この下、「八」に「されども當家重代唐皮といふ鎧、小烏といふ太刀をば、[image: ]びつゝ御車に入れられけるとぞ承る。用意のほどこそ恐しけれ」。

七　念誦してこそおはしけれ　この下、「八」に「ひとへに物狂の狂ひさめたに異ならず」。

＊　「長」、ここに薩[image: 摩]守忠度が出て、父子の間をとりもつ。

八　着到　出陣の時、集合した諸軍の名を書きとめる事。またその記錄。

九　褒姒　「盛」、敍述詳しく、別に「或[image: ]」をのせる。

一〇　さてかの后　「其後この后は九尾の赤狐となつてかき消すやうにぞ失せられける」（八）。

一一　野干　きつねの異名。

一二　[image: ]宣王　孔子のおくり名。上の句は、下の「國に云々」の句と共に主として古[image: ]孝經によつた物で、孔子の言ではない。

一三　容儀帶佩　よそおい。容姿。帶佩は刀をはいた姿。













六　新大納言の流されの事






　さる[image: ]に、六月二日の日、新大納言成親の卿をば、公一く卿ぎやうの座に出し奉つて、御おん物もの參らせけれども、胸せき塞ふさがつて、御おん箸はしをだにも立てられず。預かりの武士難なん波ばの次じ郞らう經つね[image: 遠]とほ、御おん車くるまを寄せて、「とう〳〵」と申しければ、大納言心ならずぞ乘り給ふ。あはれいかにもして、今一いち度ど小松殿に見え奉らばやと思はれけれども、それも叶はず。見み[image: 廻]まはせば、軍ぐん兵ぴやうども[image: ]後左さ右うにうち圍んで、我が方かた樣ざまの者は一いち人にんもなし。「たとひ重科をかうぶつて[image: 遠]をん國ごくへ行く者も、人一いち人にん身に副そへざるべき事やある」と、車の[image: ]にてかきくどかれければ、守護の武士どもも、みな鎧よろひの袖をぞ濡しける。

　西の朱しゆ雀じやかを南へ行けば、大おほ[image: ]うち山やまをも、今はよそにぞ見給ひける。年とし來ごろ見馴れ奉りし雜ざふ色しき・牛[image: ]に至るまで、皆淚を流し袖を濡さぬはなかりけり。まして都に殘り留り給ふ北の方幼き人々の心の中うち、おしはかられてあはれなり。鳥[image: ]殿を過ぎ給ふにも、この御所へ御ご幸かうなりしには、一いち度ども御供にははづれざりしものをとて、我が山さん莊ざう洲す濱はま殿どのとてありしをも、よそに見てこそ[image: ]られけれ。鳥[image: ]の南の門出でて、舟遲しとぞ急がせける。

　大納言、「同じく失はるべくば、都[image: ]きこの邊へんにてもあれかし」と宣のたまひけるこそ、せめての事なれ。[image: ]う副そひ奉つたる武士を、「誰たそ」と問ひ給へば、「預かりの武士難波次郞經[image: 遠]」と名のり申す。「もしこの邊へんに、我が方かた樣ざまの者やある。一いち人にん尋ねて參らせよ。舟に乘らぬ先に云ひ置くべき事あり」と宣へば、經[image: 遠]その邊を走り[image: 廻]つて尋ねけれども、「我こそ大納言殿の御おん方かた」と申す者一人もなし。その時大納言、淚をはら〳〵と流いて、「さりとも、我世にありし時は、隨ひ付きたりし者ども、一二千人もありつらんに、今はよそにてだに、この有樣を見送る者のなかりける悲しさよ」とて泣かれければ、たけき武士ものゝふどもも、皆鎧の袖をぞ濡しける。たゞ身にそふ物とては、盡きせぬ淚ばかりなり。熊二野詣まうで・天王寺詣などには、二三つがはらの三つ棟むねに造りたる舟に乘り、次の船二三十艘漕こぎ續けてこそありしに、今は怪けしかるか四きすゑ屋や形かた舟ぶねに大おほ幕まく引かせ、見もなれぬ兵つはものどもに具せられて、今日を限りに都を出でて、浪路遙かに赴かれけん心の中うち、おしはかられてあはれなり。

　新大納言は、死罪に行はるべかりし人の、流る罪ざいに宥なだめられける事は、ひとへに小松殿の樣やう々〳〵に申されけるによつてなり。その日は攝津國大五だい物もつの浦にぞ着き給ふ。明くる三日の日、大物の浦へは、京より御使ありとてひしめきけり。大納言、「そこにて失へとにや」と聞き給へば、さはなくして、備[image: ]の兒こ島じまへ流すべしとの御使なり。又小松殿より御おん[image: ]ふみあり。「あはれ、いかにもして、都[image: ]き片山里にも置き奉らばやと、さしも申しつる事の、叶はざりける事こそ、世にあるかひも候はね。さりながら、御命ばかりをば乞ひうけ奉つて候ふぞ。御心安う思し召され候へ」とて、難なん波ばが許へも、「よく〳〵宮みや仕づかへ奉れ。相構へて御心にばし違たがふな」など宣のたまひ遣つかはし、[image: ]の粧よそほひ細こま々〴〵と沙汰し送られたり。

　新大納言は、さしも忝かたじけなう思し召されつる君にも、離れ參らせ、つかの間まも去り難う思はれける北の方、幼き人々にも、皆別れ果てて、こは何地いづちへとて行くらん。再び故こ[image: 郷]きやうに歸つて、妻子を相見んこともあり難し。一ひと年ゝせ山門の訴訟によつて、すでに流されしをも、君惜しませ給ひて、西の七條より召しかへされぬ。さればこれは君の御おん警いましめにもあらず、こはいかにしつる事どもぞやと、天に仰ぎ地に伏して、泣き悲めどもかひぞなき。明けければ、舟おし出いだして下り給ふに、[image: ]すがらたゞ淚にのみむせんで、存ながらふべしとは覺えねども、さすが露の命は消えやらず。跡の白しら浪なみ隔つれば、都は次第に[image: 遠]ざかり、日數やう〳〵重なれば、[image: 遠]國はすでに[image: ]づきぬ。備[image: ]の兒島に漕ぎよせて、民の家のあさましげなる柴しばの庵いほりに入れ奉る。島の[image: ]ひ、後うしろは山、[image: ]は海、磯いその松風、波の音、何れもあはれは盡きせず。





【注記】

一　公卿の座　寢殿にある客間。

二　熊野詣　「盛」「長」、成親が鳥[image: ]殿において、住吉明神の影向を迎える話がある。

三　二つがはら　「かはら」は龍骨。二つがはらはその二つある大きな舟。三つ棟は舟屋形の三段に高くなつたもの。

四　かきすゑ屋形舟　屋形を假に据え付けた舟。

五　大物の浦にぞ着き給ふ　「長」、この[image: ]に「はしら松」「つち佛」の名が出て佛[image: ][image: ]話がある。この下に、覺一本系統の本には、成親が中納言で美濃守であつた時、山門の大衆に呪われた物語がある。「岩」參照。下の「一年山門の云々」はその事をさす。










七　阿あ古こ屋やの松の事






　およそ新大納言一いち人にんにも限らず、警いましめをかうぶる輩ともがら多かりき。[image: ]江あふみの中將入[image: ][image: ]れん淨じやう、佐渡國、山城守基もと[image: 兼]かぬ、伯はう耆きの國くに、式しき部ぶの大たい輔ふ正綱、播はり[image: 磨]まの國くに、宗そう判官信[image: ]、阿波國、新しん[image: ]へい判官資すけ行ゆきは美み作まさかの國くにとぞ聞えし。をりふし入[image: ]相國は、福原の別べつ業げふにおはしけるが、同じき廿日はつかの日、攝せつ津つの左衞門盛もり澄ずみを使者にて、門脇殿の許へ、「それに預け置き奉つたる丹波の少將を、急ぎこれへ賜たべ。存ずる旨あり」と宣ひ遣されたりければ、宰相、「さらば、たゞありし時、ともかうもなりたりせばいかゞせん。ふたたび物を思はせんずる事の悲しさよ」とて、急ぎ福原へ下り給ふべき由宣へば、少將泣く〳〵出で立たれけり。

　北の方以い下げの女[image: ]たちは、「叶はざらんもの故に、なほも宰相のよき樣やうに申させ給へかし」と歎かれければ、宰相、「存ずる[image: ]の事をば申しつ。今は世を捨てんより外ほか、また何事をか申すべき。たとひ何いづくの浦にもおはせよ、我が命のあらん限りは、訪とぶらひ奉るべし」とぞ宣ひける。

　少將は今年ことし三つになり給ふ幼き人のおはしけれども、日頃は若き人にて、君きん達だちなどのことをば、さしもこまやかにもおはせざりしかども、今はの時にもなりぬれば、さすがなつかしうや思はれけん、「幼き者を今一度ど見ばや」と宣へば、乳母めのと抱いだいて參りたり。少將、膝の上に置き、髮かき撫で、淚をはら〳〵と流いて、「あはれ汝なんぢ七[image: ]にならば、男になして君へ參らせんとこそ思ひしに、されども、今はいふがひなし。もし不思議に命生きて、生ひ立ちたらば、法師になりて、我が後の世をよく弔とぶらへよ」とぞ宣ひける。いまだ幼いとけなき御心に、何事をか聞き分き給ふべきなれども、うちうなづき給へば、少將を始め奉つて、母上乳母めのとの女[image: ]、その座にいくらもなみ居給へる人々、心あるも心なきも、皆袖をぞ濡されける。福原の御おん使つかひ、今夜鳥[image: ]まで出でさせ給ふべき由を申す。少將、「幾いく[image: ]ほども延びざらんもの故に、今こ宵よひばかりは都の[image: ]にて明さばや」と宣へども、いかにも叶ふまじき由を頻しきりに申しければ、力及ばず。その夜鳥[image: ]へぞ出でられける。宰相あまりのものうさに、今こん度どは乘りも具し給はず。少將ばかりぞ乘り給ふ。

　同じき十二日、少將福原へ下くだり着き給ふ。入[image: ]相國、備びつ中ちゆうの國くにの住人瀨せの尾をの太郞[image: 兼]かね康やすに仰せて、備中國へぞ流されける。[image: 兼]康は、宰相のかへり聞き給はんずる所を恐れて、いたうきびしうも當り奉らず。[image: ]すがらも樣やう々〳〵にいたはり參らせけれども、少將、少しも慰み給ふ事もなく、夜晝たゞ佛の御み名なをのみ唱へて、ひとへに父の事をぞ祈られける。

　さる[image: ]に、新大納言成親の卿は、備[image: ]の兒島におはしけるを、これはなほ舟ふな着つき[image: ]うて惡しかりなんとて、地一ぢへ渡し奉り、備[image: ]備中の境さかひ、庭には瀨せの[image: 郷]がう、吉き備びの中山、有あり木きの別所と云ふ山寺に置き奉る。それより少將のおはしける備中の瀨せの尾をと、有木の別所の間は、わづか五十町に足らぬ所なれば、少將さすがそなたの風も懷かしうや思はれけん、或時[image: 兼]康を召して、「これより父大納言殿の御おん渡りあるなる有木の別所とかやへは、いかほどあるぞ」と問ひ給へば、[image: 兼]康直すぐに知らせ奉つては惡あしかりなんとや思ひけん、「片かた[image: ]みち十二二三日候」と申しければ、その時少將、淚をはら〳〵と流いて、「日本は昔三十三箇國にてありしを、中頃六十六箇國には分けられたんなり。さいふ備[image: ]備中備びん後ごも、本もとは一國にてありけるなり。又東あづまに聞ゆる出で[image: ]は陸奧みちの國くにも、昔は六十六郡が一國なりしを、十二郡割さき分つて後、出[image: ]國とは立てられたんなり。されば、實三さね方かたの中將、奧州へ流されし時、當國の名所阿古屋の松を見んとて、國の[image: ]を尋ね[image: 廻]まはるに、求めかねてすでに空むなしう歸らんとしけるが、[image: ]にてある老翁に行き逢ひたり。中將、やゝ、御ご邊へんは舊ふるい人とこそ見れ、當國の名所阿古屋の松と云ふ所や知りたると問ふに、全く國の[image: ]には候はず。出[image: ]國にぞ候ふらんと申しければ、さては汝も知らざりけり、今は世末になりて、國の名所をも、はや皆呼び失ひけるにこそとて、すでに過ぎんとし給へば、老翁、中將の袖を控ひかへて、あはれ、君は、


陸奧みちのくの阿古屋の松に木こ隱がくれて出づべき月の出でもやらぬか



と云ふ歌の心を以て、當國の名所阿古屋の松とは御尋ね候ふか、それは、昔兩國が一國なりし時、詠よみ侍りし歌なり、十二郡割さき分つて後は、出[image: ]國にぞ候ふらんと申しければ、さらばとて、實方の中將も出[image: ]國に越えてこそ、阿古屋の松をば見てげれ。[image: 筑]つく紫しの太だ宰ざい府ふより都へ、腹四はら赤かの使の上るこそ、步路かちぢ十五五日とは定めたなれ。すでに十二三日と申すは、これよりほとんど鎭ちん西ぜいへ下六げ向かうごさんなれ。[image: 遠]しと云ふとも、備[image: ]・備中・備後の間は、兩三日にはよも過ぎじ。[image: ]いを[image: 遠]う申すは、父大納言殿の御おん渡りあるなる所を、成經に知らせじとてこそ申すらめ」とて、その後は戀しけれども問ひ給はず。





【注記】

一　地へ　海岸から離して陸地へ。

二　十二三日　「三十餘日」（長）。

三　實方の中將　[image: ]原氏。殿上で[image: ]原行成と口論し、陸奧守に遷され、任地に[image: 逝]去したと傳える。

四　腹赤の使　元日の[image: 節]會に用いられる腹赤の御贄を奉るため[image: 筑]紫から京に上る使。腹赤は魚の名で、ますであるという。

五　十五日　「太宰府行[image: ]、上廿七日、下十四日、海路三十日」（延喜式・主計）。

六　下向ごさんなれ　「下向にこそあるなれ」の轉。










八　新大納言の死去の事






　さる[image: ]に、法ほつ[image: ]しよう寺じの執しゆ行ぎやう俊寬僧都・丹たん波ばの少將成經・[image: ]へい判はう官ぐわん康一賴、これ三人をば、薩さつ[image: 摩]ま潟がた鬼二界が島へぞ流されける。かの島へは、都を出でて、遙はる々〴〵と多くの波路を凌しのいで行く處なり。おぼろげにては船も[image: ]かよはず、島には人稀まれなりけり。自おのづから人はあれども、衣い裝しやうなければ、この土どの人にも似ず。云ふ詞ことばをも聞き知らず。身にはしきりに毛生ひつゝ、色黑うして牛の如し。男は烏ゑ帽ぼ子しも着ず、女は髮もさげざりけり。食する物もなければ、常にたゞ殺せつ生しやうをのみ先とす。賤しづが山田をかへさねば、米べい穀こくの類るゐもなく、園の桑を[image: ]らざれば、絹けん帛ばくの類たぐひもなかりけり。島の中うちには高き山あり。とこしなへに火燃え、硫い黃わうと云ふ物充みち滿てり。かるが故にこそ硫黃が島とは名づけたれ。雷いかづち常に鳴り上あがり、鳴り下くだり、麓ふもとには雨繁し。一日片へん時し、人の命の、[image: ]えてあるべき樣やうもなし。

　新大納言は、少しくつろぐ事もやと思はれけるが、子息丹波の少將成經以い下げ三人、薩[image: 摩]潟鬼界が島へ流されぬと聞きて、今は何をか期ごすべきとて、出しゆつ家けの志の候ふ由を、便たよりに付けて、小松殿へ申されたりければ、法皇へ伺ひ申して、御ご免めんありけり。榮えい花ぐわの袂たもとをひきかへて、[image: ]世をよそに墨すみ染ぞめの袖にぞやつれ給ひける。

　さる[image: ]に、大納言の北の方は、都の北きた山やま雲う林りん院ゐんの邊へんに[image: ]うでおはしけるが、さらぬだに、住み馴れぬ處は物憂うきに、いとゞ[image: ]ばれければ、過ぎ行く月日を明あかしかね、暮し煩わづらふ樣さまなりけり。宿所には女[image: ]・侍さぶらひ多かりけれども、或いは世を恐れ、或いは人目をつゝむ[image: ]に、問ひ訪とぶらふ者一人もなし。されども、その中に、源げん左さ衞ゑ門もんの尉じよう信のぶ俊としと云ふ侍一いち人にん、[image: 情]ある者にて、常に訪ひ奉る。或る時北の方、信俊を召して、「まことや、これには備[image: ]の兒島におはしけるが、この[image: ]聞けば、有木の別所とかやにおはすなり。あはれ、いかにもして、はかなき筆の跡をも奉り、御返事をも今一度見ばやと思ふはいかに」と宣へば、信俊、淚をはら〳〵と流いて、「われ幼少の時より、御憐れみを蒙かうぶつて召し使はれ、片かた時ときも離れ參らせ候はず。召され參らせし御聲の耳に留とまり、諫いさめられ參らせし御おん詞ことばの肝きもに銘じて、忘るゝ事も候はず。西國へ御下り候ひし時も、御供仕るべう候ひしかども、六波羅より許されなければ、力及び候はず。たとひ、今度はいかなる憂うき目にもあひ候へ。御おん[image: ]ふみ賜はつて參り候はん」と申しければ、北の方、斜なのめならず[image: ]び、やがて書いてぞ賜たうでげる。若君・[image: ]君も面々に御おん[image: ]ふみあり。

　信俊、この御[image: ]どもを賜つて、はる〴〵と備[image: ]國有木の別所へ尋ね下り、先まづ、預りの武士難なん波ばの次じ郞らう經つね[image: 遠]とほに、案三[image: ]を云ひ入れたりければ、經[image: 遠]、志の[image: ]を感じて、やがて御ご見げん參ざんに入れてげり。大納言入[image: ]殿は、たゞ今しも都の事をのみ宣ひ出して、歎き沈んでおはしける所に、「京より信俊が參つて候」と申しければ、大納言起きあがつて、「いかにやいかに、夢かや現うつゝか。これへ〳〵」とぞ宣ひける。信俊、御お傍そば[image: ]う參つて、御有樣を見奉るに、先づ御おん住すまひ所どころの物憂さはさる事なり。墨染の御袖を見奉るに、目もくれ心も消えはてて、淚もさらに留らず。やゝあつて淚を抑へて、北の方の仰せ蒙かうぶつし次第、細こま々〴〵と語り申す。その後御[image: ]ふみ[image: ]り出でて奉る。これをあけて見給ふに、水みづ莖くきの跡は、淚にかきくれて、そこはかとは見えねども、「幼き人々の餘りに戀ひ悲しみ給ふ有樣、我が身も盡きせぬ物もの思おもひに堪へ[image: ]ぶべうもなし」など書かれたれば、「日ひ來ごろの戀しさは事の數ならず」とぞ、悲しみ給ひける。

　かくて四五日も過ぎしかば、信俊、「これに候さぶらひて、御ご最さい期ごの御有樣をも見參らせん」と申しければ、預りの武士、いかにも叶ふまじき由を申す間、大納言、「幾[image: ]も延びざらんもの故に。たゞとう歸れ」とこそ宣ひけれ。「我は[image: ]う失はれんと覺ゆるぞ。この世になき者と聞かば、我が後の世をよく弔とぶらへよ」とぞ宣ひける。御返事書いて賜たうだりければ、信俊これを賜はつて、「又こそ參り候はめ」とて、暇いとま申して出でければ、「汝が又來こん度たびを待ちつくべしとも覺えぬぞ。餘りに名な殘ごり惜をしう覺ゆるに、しばし〳〵」と宣ひて、度たび々〳〵呼びぞ返されける。

　さてしもあるべき事ならねば、信俊、淚を抑へつゝ、都へ歸り上りけり。北の方に御返事[image: ]出でて奉る。これをあけて見給へば、はや御おん樣さま替へさせ給ひたりとおぼしくて、御[image: ]の奧に御おん髮ぐしの一ひと[image: ]ふさありけるを、二ふた目めとも見給はず、「形四見こそ今はなか〳〵怨あたなれ」とて、ひき被かづいてぞ臥ふし給ふ。若君・[image: ]君も、聲々に喚をめき叫び給ひけり＊。

　さる[image: ]に、同じき八月十九日、大納言入[image: ]殿をば、備[image: ]・備中の境、庭瀨の[image: 郷]、吉き備びの中山有木の別所にてぞ終つひに失ひ奉る。その最期の有樣樣やう々〳〵にぞ聞えける。初めは酒に毒を入れてまゐらせけれども、叶はざりければ、二丈ばかりありける岸の下に菱五ひしを植ゑて、突き落し奉れば、菱に貫つらぬかつてぞ失せられける。無む下げにうたてき事どもなり。例ためし少うぞ聞えし。北の方、この由を傳へ聞き給ひて、「あはれ、いかにもして、替かはらぬ姿を、今一度ど見もし見えばやと思ひてこそ、今日まで樣さまをば替へざりつれ。今は何なににかはせん」とて、菩ぼ提だい院ゐんと云ふ寺におはして、御樣を替へ、形の如く佛事營み給ふぞあはれなる。この北の方と申すは、山城守敦あつ方かたの女むすめ、後六白河の法皇の御思ひ人、雙ならびなき美人にておはしけるを、この大納言あり難き御寵愛の人にて、下し賜はられたりけるとかや。若君・[image: ]君も、面々に花を手た折をり、閼あ伽かの水をむすんで、父の後ご世せを弔とぶらひ給ふぞあはれなる。かくて時移り事去りて、世の代りゆく有樣は、たゞ天人の五衰に異ならず＊。





【注記】

一　康賴　「八」、ここに康賴が室積で出家する事あり、歌をのせる。

二　鬼界が島　薩[image: 摩]の南方にあり、硫黃島とは別の島であるが、こゝでは混同している。「盛」「長」には鬼界に十二の島があるとし、初め三人が別々の島に流され、後に硫黃島に集まつたとする。

三　案[image: ]を　「盛」、信俊のことばが詳しい。

四　形見こそ　古今集、戀「形見こそ今はあたなれこれなくば忘るゝ時もあらましものを」。

＊　この後に、「長」丹波少將の[image: ]中記をのせる。足摺みさき・かなは坂・霧島の岳などの地名があり、霧島の條には書寫山の性空上人の物語がある。

五　菱　鐵のくしで、ひしの實のように先のとがつた枝の付いている物。地上に挿したり蒔いたりして、敵を防ぐのに用いた。

六　後白河の法皇　以下「下し賜はられたりけるとかや」まで「八」になし。

＊　「長」、成親の死について記述詳しい。穴におとし入れて殺した智明という僧の娘三人が狂死することや、成親の靈が現われることから、崇德天皇の靈のことに及び、雨月物語で有名な西行の歌も出て來る。










付　德大寺嚴島詣での事＊






　こゝに、德大寺の大納言實じつ定ていの卿は、[image: ]家の次男宗盛の卿に大だい將しやうを越えられて、暫く世のならん樣やうを見んとて、大納言を辭して籠ろう居きよしておはしけるが、「出家せん」と宣のたまへば、御み[image: ]うちの上じやう下げみな歎き悲しびあへりけり。その中に[image: ]一とう藏くら人んどの大夫重しげ[image: 兼]かぬと云ふ諸しよ大だい夫ぶあり。諸事に心得たる人にてありけるが、ある月の夜、德大寺殿たゞ一いち人にん、南なん面めんの御み格かう子しあげさせ、月に嘯うそぶいておはしける處へ、[image: ]藏人參りたり。「誰たそ」と問ひ給へば、「重[image: 兼]候」。「夜ははるかに更けぬらんに、いかにたゞ今なに事ぞ」と宣へば、「今夜は月冱さえ萬よろづ心の澄むまゝに、參つて候」と申す。德大寺殿、「神しん妙べうにも參りたり。まことに今こ宵よひは何とやらん心細うて、よに徒と然ぜんなるに」とぞ宣ひける。さて昔むかし今いまの物語どもし給ひて後、大納言宣ひけるは、「つらつら[image: ]家の繁昌する有樣を見るに、嫡子重盛・次男宗盛、左さ右うの大將なり。やがて三男知盛・嫡ちやく孫そん維盛もあるぞかし。かれもこれも次第にならば、他家の人々は、いつ大將に當り付くべしとも覺えず。されば終つひの事なり。出家せん」とぞ宣ひける。[image: ]藏人淚をはら〳〵と流いて、「君の御出家候はば、御み[image: ]うちの上じやう下げ皆惑まどひ者ものとなり候ひなんず。重[image: 兼]こそ、この頃珍しき事を案じ出して候へ。たとへば、安あ藝きの嚴いつく島しまをば、[image: ]家斜なのめならず崇あがめ敬はれ候。これへ御參り候へかし。かの社には[image: ]二ない侍しとて、優いうなる舞[image: ]あまた候ふなれば、珍しく思ひ參らせて、もてなし參らせ候はんずらん。何事の御祈誓やらんと尋ね申し候はば、ありのまゝに仰せ候ふべし。さて御下向の時む三ねとの[image: ]侍一兩人、都まで召し具せさせ給ひて候はば、定めて西八條の亭ていへぞ參り候はんずらん。入[image: ]、何事ぞと尋ね申され候はば、ありのまゝにぞ申し候はんずらん。入[image: ]は極めて物めでし給ふ人なれば、しかるべき計らひもあんぬと覺え候」と申しければ、德大寺殿、「これこそ思ひ寄らざりつれ。さらば、やがて參らん」とて、俄にはかに[image: ]しやう[image: ]じん始めつゝ、嚴島へぞ參られける。げにも優いうなる舞[image: ]ども多かりけり。「そも〳〵當社へは、我等が主しゆうの[image: ]家の公きん達だちたちこそ、御參り候ふに、これこそ珍しき御參りにて候へ」とて、むねとの[image: ]侍十餘人、夜よる晝ひる付添ひ參らせて、樣やう々〳〵にもてなし奉る。さて[image: ]侍ども、「何事の御祈誓やらん」と尋四ね候へば、「大だい將しやうを人に越えられて、その祈の爲なり」とぞ宣ひける。一七日御ご參さん籠ろうあつて、神樂かぐらを奏し、風ふ俗ぞく・催さい馬ば樂ら歌はる。その間に舞ぶ樂がくも三箇度までありけり。さて、御下向の時、むねとの[image: ]侍十餘人、船おし立てて、一ひと日ひ路ぢ送り奉る。德大寺殿、「餘りに名な殘ごり惜しきに、今一日路、今二ふつ日か路ぢ」と宣ひて、都まで召し具せさせ給ひ、德大寺の亭へ入れさせおはしまし、樣やう々〳〵にもてなし、樣さま々〴〵の引ひき出で物もの賜たうで歸されけり。

　[image: ]ない侍しども、「遙はる々〴〵これまで上のぼりたらんずるに、いかでか、我等が主しゆうの[image: ]家へ、參らであるべき」とて、西八條殿へぞ參じたる。入[image: ]、やがて出であひ、對面し給ひて、「いかに[image: ]侍どもは、たゞ今、何事の列參ぞや」と宣へば、「德大寺殿の嚴島へ御參り候ふ[image: ]に、我等が舟を仕立てて、一ひと日ひ路ぢ送り參らせて、それより暇いとま申しければ、德大寺殿、さりとては名殘惜しきに、今一日路今二日路と仰せられて、これまで召し具せられて候」と申す。入[image: ]、「德大寺は何事の祈誓に、嚴島へは參られけるやらん」と問ひ給へば、「大將を人に越えられて、その祈りの爲とこそ仰せ侍はんべりつれ」と申しければ、その時入[image: ]、大きにうち頷うなづいて、「王城にさしもあらたなる靈れい佛ぶつ靈れい社しやの、幾らもましますをさし置いて、淨海が崇あがめ奉る嚴島へ、はるばると參られけるこそいとほしけれ。それ[image: ]まで切せつならん上は」とて、嫡子重盛、[image: ]大臣の左大將にておはしけるを辭せさせ奉り、次男宗盛、大納言の右大將にておはしけるを超えさせて、德大寺を左大將にぞなされける＊。あはれ、賢き計らひかな。

　新五大納言も、かやうの謀はかりごとをばし給はで、由なき謀む叛ほんおこして、我が身も子孫も亡びぬるこそうたてけれ。





【注記】

＊　德大寺のこと、「八」「長」「盛」、卷一の鹿谷の段、成親等が左大將を[image: ]む條の次に出ている。「盛」、物語詳しい。宗盛・實定の官位の事は、史實に違う。

一　[image: ]藏人　「源藏人大夫賢基」（長）。「佐[image: ]兵衞尉[image: ]宗」（盛）。

二　[image: ]侍　嚴島神社に奉仕する巫女。

三　むねとの　むねとある。重だつた。宗徒の。

四　尋ね候へば　「申しければ」（岩）。

＊　實定が左大將になつたのは治承元年十二月、嚴島參詣は治承三年三月である。

五　新大納言も　以下「八」になし。










九　山門滅亡の事＊






　さる[image: ]に、法皇は、三み井ゐ寺でらの公こう顯けん僧正を御師範として、眞しん言ごんの祕法を傳受せさせおはします。大だい日にち經きやう・金こん剛がう頂ちやう經きやう・蘇そ悉しつ地ぢ經きやう、この三部の祕經を受けさせ給ひて、九月四日の日、三井寺にて御ご灌くわん頂ぢやうあるべき由聞ゆ。山門の大だい衆しゆ憤り申しけるは、「昔より御一灌頂御受二戒、皆當山にして遂げさせ給ふ事先規なり。なかんづく、山王の化け導だうは、受戒灌頂の爲なり。しかるを、今三井寺にて遂げさせおはしまさば、寺を一向燒き拂ふべし」とぞ申しける。法皇、これ無む[image: ]やくなりとて、御おん加三け行ぎやうばかり御ご結けち願ぐわんあつて、御灌頂をば思おぼし召しとゞまらせ給ひけり。されども、御本意なればとて、公顯僧正を召し具しつゝ、天王寺へ御ご幸かうなつて、五智光院を建て、龜四井の水を五五ご瓶びやうの智水と定め、佛六法最初の靈地にてぞ、傳法灌頂をば遂げさせおはします。

　山門の騷動をしづめられんが爲に、三井寺にて御灌頂はなかりしかども、山門には堂だう衆じゆ・學七がく生しやう不快の事出で來て、合戰度ど々ゞに及ぶ。每度に學がく侶りよ打ち落さる。山門の滅亡、[image: ]てう家かの御大事とぞ見えし。堂だう衆じゆと云ふは、學生の所從なりける童わらはべの、法師になりたるや、若もしは中ちゆう間げん法ほふ師しばらにてもやありけん。一ひと年とせ、金剛壽院の座ざ主す覺尋權ごん僧正治八ぢ山さんの時、三塔に結九けつ番ばんして、夏一〇げ衆しゆと號して、佛に花參らせし者どもなり。しかるを[image: ]年行ぎやう人にんとて、大だい衆しゆをも事ともせず、かく度ど々ゞの軍いくさにうち[image: ]ちぬ。堂だう衆しゆ等、師主の命を背そむいて、[image: ]すでに謀叛を企つ、[image: 速]かに誅罰せらるべき由、大だい衆しゆ、公く家げへ奏そう聞もんし、武家に觸れ訴ふ。これによつて、入[image: ]相國、院ゐん宣せんを承つて、紀伊國の住人湯ゆ淺あさの權ごんの守かみ宗重以下、畿き[image: ]ないの兵二千餘人、大だい衆しゆにさし添へて、堂だう衆じゆを攻めらる。堂だう衆じゆ、日ひ來ごろは東陽坊にありけるが、これを聞いて、[image: ]江國三さん箇がの庄に下向して、數す多たの勢を率そつして又登とう山ざんし、早さう尾い坂ざかに城郭を構へてたて籠こもる。

　同じき九月廿日の日の辰の一點に、大だい衆しゆ三千人官軍二千餘人、都合その勢ぜい五千餘人、早さう尾い坂ざかに押し寄せて、鬨ときをどつとぞ作りける。城じやうの[image: ]より石二弓弛はづし懸かけたりければ、大だい衆しゆ官軍數かずを盡して討たれにけり。大だい衆しゆは官軍を先立てんとす、官軍は又大だい衆しゆを先立てんと爭ふ[image: ]に、心々になつて、はか〴〵しうも戰はず。堂だう衆じゆに語らふ惡黨といふは、諸國の竊せつ盜たう・[image: ]盜・山賊・海賊等らなり。慾心熾し盛じやうにして、死し生しやう知らずの奴ばらなりければ、我われ一いち人にんと思ひ切つて戰ふ[image: ]に、今こん度ども又學がく生しやう、軍いくさに負けにけり。

　その後は、山門いよ〳〵荒れはてて、十一二二禪ぜん衆じゆの外は、止し住ぢゆうの僧そう侶りよ稀なり。谷谷の講演[image: 磨]滅して、堂々の行ぎやう法ほふも[image: ]轉す。修しゆ學がくの窓を閉ぢ、坐禪の床ゆかを空むなしうせり。四[image: ]五時の春の花も匂はず、三さん諦たい卽そく是ぜの秋の月も曇れり。三百餘[image: ]の法ほふ燈とうを挑かゝぐる人もなく、六時不斷の香の煙けぶりも[image: ]えやしにけん。堂だう舍じや高く聳えて、三さん重ぢゆうの構かまへを[image: ]一三漢の[image: ]に插さしはさみ、棟とう梁りやう遙はるかに秀でて、四面の椽たるきを白はく霧ぶの間あひだに懸かけたりき。されども、今は供く佛ぶつを嶺みねの嵐にまかせ、金一四きん容ようを紅一五こう瀝れきに濡うるほし、夜の月燈ともしびを挑かゝげて檐のきの隙ひまより漏り、曉の露珠たまを垂れて[image: ]座の粧よそほひを添ふとかや。それ、末代の俗に至つては、三國の佛法も次第に衰微せり。[image: 遠]く天てん竺ぢくに佛跡を訪とぶらふに、昔むかし佛の法を[image: ]き給ひし竹ちく林りん[image: ]しやう舍じや・給一六ぎつ孤こ獨どく園をんも、この頃は狐こ狼らう野や干かんの栖すみかとなつて、礎いしずゑのみや殘るらん。白はく鷺ろ池ちには、水[image: ]えて草のみ深く茂れり、[image: ]一七たい凡ぼん下げ乘じようの卒そ都と婆ばも苔のみむして傾かたぶきぬ。震しん旦だんにも天台山・五臺山・白はく馬ば寺じ・玉泉寺も、今は住ぢゆう侶りよなき樣さまに荒れ果てて、大小乘の法門も、箱の底にや朽ちぬらん。我が[image: ]てうにも、南一八都の七大寺荒れ果てて、八宗九宗も跡[image: ]え、愛宕あたご・高尾も、昔は堂塔軒を並べたりしかども、一いち夜やの中うちに荒れはてて、天てん狗ぐの栖すみかとなりはてぬ。さればにや、さしもやんごとなかりつる天台の佛法も、治承の今に及んで、亡びはてぬるにや。心ある人の、歎き悲しまぬはなかりけり。何者の所爲しわざにてやありけん、離り山ざんしける僧の坊の柱に、一首の歌をぞ書き付けたる。


祈りこし我一九が立つ杣そまのひきかへて人なき巓みねと荒れやはてなん



　これは昔、傳でん[image: ]げう大師、當山草創の始め、阿二〇あの耨く多た羅ら三さん藐みやく三さん菩ぼ提だいの佛たちに、祈り申させ給ひし事を、今思ひ出でて詠よみたりけるにや。いと優しうぞ聞えし。八日は藥師の日なれども、南な無むと唱となふる聲もせず、卯二一月は垂すゐ跡じやくの月なれども、幣へい帛はくを捧ぐる人もなく、緋あけの玉垣神さびて、しめ繩のみや殘るらん。





【注記】

＊　以下「八」は卷第三。

一　灌頂　受戒修[image: ]昇[image: ]結緣等を證する爲に香水を受者の頭にそゝぐ式。

二　受戒　得度した者が戒を受けること。

三　加行　正位に入る準備として一段の力を加えて修行すること。こゝは、灌頂のための準備の修行。

四　龜井の水　天王寺[image: ]の一井。三水の一つ。

五　五瓶の智水　灌頂を受ける者の頂に注ぐ、五の瓶の水。

六　佛法最初の靈地　天王寺。

七　學生　剃髮得度後叡山に止住十二年、止觀[image: 遮]那兩業を修學する者。學侶。

八　治山　座主として山を治めること。

九　結番　交代してその任に當ること。

一〇　夏衆　四月中旬から一夏九旬の間、夏安居（げあんご）を修行する僧。

一一　石弓　石を投げうつ武器。

一二　十二禪衆　叡山三昧堂で晝夜十二時結番して不斷經を修する十二人の僧。

一三　[image: ]漢　[image: ]空。

一四　金容　佛像。

一五　紅瀝　雨や露のしたゝり。

一六　給孤獨園　祇園[image: ]舍をいう。

一七　[image: ]凡下乘の卒都婆　靈鷲山にあつた[image: ]凡と下乘と記した二つの卒都婆。凡人を[image: ]け、乘物を下りよとの意。

一八　南都の七大寺　「東大・興福兩寺の外は殘れる堂舍もまれなり」（八）。七大寺は、東大寺、興福寺、元興寺、大安寺、藥師寺、西大寺、法隆寺。

一九　我が立つ杣　新古今集、釋[image: ]、比叡山中堂建立の時、傳[image: ]大師、阿耨多羅三藐三菩提の佛たち我が立つ杣に冥加あらせ給へ。

二〇　阿耨多羅三藐三菩提　梵語。眞正にあまねく一切の眞理を知る無上の智慧。佛智のすぐれているのをいう。

二一　卯月　日吉神社の祭は四月の中の申の日。










付　善光寺炎上の事






　その頃信濃しなのの國くに善光寺炎上の事ありけり。かの如によ來らいは、昔中ちゆう天てん竺ぢく舍しや衞ゑ國こくに、五種の惡病起つて、人じん・僧そう多く滅びし時、月ぐわつ蓋がい長ちやう者じやが致ち[image: 請]せいによつて、龍宮城より閻一えん[image: ]ぶ檀だ金ごんを得て、佛・目もく[image: ]れん長者心を一ひとつにして、鑄い顯あらはし給へる一いつ搩ちやく手しゆ[image: ]はんの彌二み陀だの三[image: ]、三國無ぶ雙さうの靈像なり。佛ぶつ、滅めつ度どの後、天てん竺ぢくに留とゞまらせ給ふ事五百餘[image: ]。されども、佛法東とう漸ぜんの理ことわりにて、百はく濟さい國こくに移らせ給ひて、一千[image: ]の後、百はく濟さいの帝みかど[image: ]せい明めい王わう、我が[image: ]てうの帝みかど欽きん明めい天皇の御ぎよ宇うに及びて、かの國よりこの國へ移らせ給ひて、攝津國難なん波ばの浦にして、星せい霜ざうを送らせおはします。常に金こん色じきの光を放たせ給ふ。これによつて年號をば金三こん光くわうと號す。同じき三年三月上旬に、信濃國の住人大四おほ海みの本ほん田だ善よし光みつ、都へ上り、如來に逢ひ奉り、やがて誘いざなひ參らせて下りけるが、晝は善光、如來を負ひ奉り、夜は善光、如來に負はれ奉つて、信濃國へ下り、水みの[image: ]ちの郡こほりに安あん置ちし奉りしより以來このかた、星五霜は五百八十餘[image: ]。されども炎上はこれ初めとぞ承る。王法盡きんとては、佛法先まづ亡ばうずと云へり。さればにや、さしもやんごとなかりつる靈れい寺じ靈れい山ざんの、多く亡び失せぬる事は、王法の末になりぬる先せん表ぺうやらんとぞ人申しける。





【注記】

一　閻[image: ]檀金　須彌山南方閻[image: ]提洲閻[image: ]樹林にある河の底から出る砂金。色赤黃で紫焰の氣を帶びた純良な黃金。

二　彌陀三[image: ]　中[image: ]は阿彌陀如來、左脇士は觀世音菩薩、右脇士は勢至菩薩。

三　金光　「金光」は私年號の一つ。「長」に、この年號のこと見えず、月蓋長者のこと詳しく、また、如來が善光に向つて、善光の[image: ]生が月蓋長者百濟の[image: ]明王であることを[image: ]げる條などがある。

四　大海の　「おほみのあづまうど」（八）。大海は、善光寺緣起によると、[image: 蔴]績（おうみ）が正しい。信州伊那郡の地名。

五　星霜は　「治承の比までは五百五十餘年也」（八）。










一〇　康賴祝の事






　さる[image: ]に、鬼界が島の流る人にんども、露の命草葉の末にかゝつて、惜しむべしとにはあらねども、丹たん波ばの少將の舅しうと[image: ]へい宰ざい相しやう[image: ]のり盛もりの領りや肥う[image: ]國鹿か瀨せの庄より、衣食を常に送られたりければ、それにてぞ、俊寬も康賴も命生きては過しける。中にも、康一賴は流されし時、周す防はうの室むろ積づみにて出しゆつ家けしてげり。法名をば性しやう照せうとこそ付きたりけれ。出家は本もとより[image: ]みなりければ、


つひにかく背そむきはてける世の中をとく捨てざりし事ぞ悔くやしき



　丹波の少將と康賴入[image: ]は、本より熊野信心の人々にておはしければ、「いかにもして、この島の[image: ]に三二所權現を勸くわん[image: 請]じやうし奉つて、歸洛の事を祈らばや」と云ふに、天てん性せいこの俊三寬は、不信第一の人にて、これを用ひず。二人は同じ心にて、もし熊野に似たる所もやあると、島の[image: ]を尋ね[image: 廻]まはるに、或いは林りん塘たうの妙たへなるあり、紅こう錦きん繡しうの粧よそほひ品々に、或いは雲嶺の怪あやしきあり、碧へき羅ら綾りようの色一つにあらず。山の氣け色しき樹きの木こ立だちに至るまで、外ほかよりもなほ[image: ]すぐれたり。南を[image: ]めば、海かい漫々として、雲の波煙けぶりの浪深く、北をかへりみれば、又山岳の峨が々ゝたるより、百はく尺せきの瀧りよう水すゐみなぎり落ちたり。瀧たきの音殊にすさまじく、松風神さびたる栖すまひ、飛ひ瀧りよう權ごん現げんのおはします那智の御お山やまにさも似たりけり。さてこそ、やがて其そ處こをば那智の御お山やまとは名づけけれ。「この嶺みねは新宮、かれは本宮、これはそんじやうその王四子、かの王子」など、王子々々の名を申して、康賴入[image: ]先せん達だちにて、丹波の少將相あひ具ぐしつゝ、日ごとに熊野詣まうでのまねをして、歸洛の事をぞ祈りける。「南無權現金剛童子、願はくは憐あはれみを垂れさせおはしまし、我等を今一いち度ど故[image: 郷]へ歸し入れさせ給ひて、妻子をも見せしめ給へ」とぞ祈りける。日數積つもつて、裁たち更かふべき淨じやう衣えもなければ、[image: 蔴]の衣ころもを身にまとひ＊、澤さは邊べの水を垢こ離りにかいては、岩田河の[image: ]き流と思ひやり、高き所に上あがつては、發五ほつ心しん門もんとぞ觀じける。

　康賴入[image: ]は、參る度たび每ごとに、三所權現の御[image: ]にて祝言のつとを申すに、御ご幣へい紙がみもなければ、花を手た折をつて捧げつつ、「維ゐ當あたれる[image: ]さい次し、治承元年丁ひのとの酉とり、月つきの竝ならびは十と月つき二ふた月つき、日の數は三百五十餘箇日、吉日良辰を擇えらんで、掛けまくも忝かたじけなく、日本第一大だい靈りやう驗げん、熊ゆ野や三所權現、飛ひ瀧りよう大だい薩さつ捶たの[image: ]けう令りやう、う六づの廣ひろ[image: ]まへにして、信心の大だい施せ主しゆ、[image: ]う林りん[image: ]原成の經、並に沙しや彌み性しやう照せう、一心[image: ]しやう淨〴〵の誠を致し、三さん業ごふ相應の志をぬきんでて、謹んで以て敬うやまつて白まをす。それ證七しよう誠じやう大だい菩ぼ薩さつは、濟さい度ど苦海の[image: ]主、三さん身じん圓滿の覺八王なり。或いは東九方淨じやう瑠る璃り醫い王わうの主しゆ、衆しゆ病びよう悉しつ除じよの如によ來らいなり。或いは南一〇方補ふ陀だ落らく能のう化けの主しゆ、入にふ重ぢゆう玄げん門もんの大だい士じ、若にやく王わう子じは娑しや婆ば世界の本ほん主じゆ、施一一せ無む畏ゐ者しやの大だい士じ、頂上の佛面を現じて、衆しゆ生じやうの所願を滿てしめ給へり。これによつて、上かみ一いち人じんより下しも萬民に至るまで、或いは現げん世ぜ安穩の爲、或いは後ご生しやう善所の爲に、[image: ]あしたには淨じやう水すゐを掬むすんで煩ぼん惱なうの垢あかを雪すゝぎ、夕べには深山に向つて寶號を唱ふるに、感かん應おうおこたることなし。峨々たる嶺の高きをば、神德の高きに喩たとへ、嶮けん々〳〵たる谷の深きをば、弘一二ぐ誓ぜいの深きに準なぞらへて、雲を分けて登り、露を凌しのいで下くだる。ここに利り[image: ]やくの地を憑たのまずんば、いかでか步みを嶮難の路みちに運ばん。權現の德を仰がずんば、何ぞ必ずしも幽[image: 遠]の境さかひにましまさんや。よつて證しよう誠じやう權現、飛ひ瀧りよう大だい薩さつ埵た、おの〳〵[image: ]しやう[image: ]れん慈悲の眸まなじりを相並べ、小鹿さをしかの御おん耳みゝを振り立てて、我等が無二の丹たん誠ぜいを知見して、一々の懇志を納受し給へ。しかれば則すなはち、結一三ぶ早はや玉たまの兩所權現、機に隨つて、或いは有う緣えんの衆しゆ生じやうを導き、或いは無緣の群類を救はんが爲に、七しつ寶ぽう莊しやう嚴ごんの栖すみかを捨てて、八萬四千の光を和やはらげ、六ろく[image: ]だう三さん有うの塵ちりに同どうじ給へり。かるが故に定ぢやう業ごふ亦やく能のう轉てん、求ぐ長ちやう壽じゆ得とく長ちやう壽じゆの禮らい拜はい袖を[image: ]ね、幣へい帛はく禮れい奠てんを捧ぐること暇ひまなし。[image: ]にん辱にくの衣ころもを重ね、覺[image: ]の花を捧げて、神殿の床ゆかを動かし、信心の水を[image: ]すまして、利り生しやうの池を湛へたり。神明納受し給はば、所願何ぞ成就せざらん。仰ぎ願くは、十二所權現、おの〳〵利り生しやうの翅つばさを雙ならべ、遙はるかに苦海の空に翔かけり、左さ遷せんの愁うれへをやすめて、[image: 速]すみやかに歸き洛らくの本懷を遂げしめ給へ。再拜」とぞ、康賴祝言のつとをば申しける。





【注記】

一　康賴　出家の事。「八」は[image: ]に出す。

二　三所權現　熊野坐神社（本宮證誠殿）熊野[image: 速]玉神社（新宮權現）那智神社（飛瀧權現）。

三　俊寬　「長」、法[image: ]寺の執行として、比叡の神社（山王）ならとにかく、熊野へは參れないとことわる所がある。「もと山僧なる上、不信の人にて、山王の御事ならばさもありなん……」（八）。

四　王子　熊野權現の末社。九十九所王子。

＊　「八」、この下に「きりべの王子のなぎの葉を稻荷の社の杉の葉にはたむけつつ、くろめに着くとぞ觀じける」。

五　發心門　熊野本宮の總門。熊野の四方の門を發心、修行、菩提、涅槃と稱した。

六　うづ　りつぱである事。[image: ]嚴である事。

七　證誠大菩薩　熊野本宮第一殿。阿彌陀如來の垂跡。

八　覺王　佛。

九　東方淨瑠璃醫王　藥師如來。熊野本宮第二殿。

一〇　南方補陀落能化の主　觀世音菩薩。熊野結宮の本地は千手觀音。

一一　施無畏者　觀世音菩薩の異稱。

一二　弘誓　佛菩薩の廣大な誓願。

一三　給ぶ早玉　本宮第二殿の結宮、早玉宮。相殿になつている。










付　卒都婆流しの事






　さる[image: ]に、二人の人々、常は三さん所じよ權現の御[image: ]に參り、[image: ]つ夜やする折もありけり。ある夜二に人にん參つて、終夜よもすがら今いま樣やう歌ひ、舞なんど舞ひて、曉あかつき方がた苦しさに、ちつとうち目睡まどろみたりつる夢に、沖より白い帆掛けたる小舟を一艘、汀みぎはへ漕ぎ寄せ、舟の中うちより、紅くれなゐの袴はかまきたりける女[image: ]たち二三十人、渚なぎさにあがり、鼓つゞみを打ち、聲を調とゝのへて、


よ一ろづの佛の願ぐわんよりも　千せん手じゆの誓ちかひぞたのもしき

枯れたる草くさ木きも忽たちまちに　花さき實みなるとこそ聞け



と、推おし返し〳〵三さん返べん歌ひすまして、かき消すやうにぞ失せにける。康賴入[image: ]夢覺めて後、奇き異いの思ひをなしつゝ、「いかさまにも、これは龍りゆう神じんの化け現げんと覺え候。熊野三所權現の[image: ]に、西二の御ご[image: ]ぜんと申し奉るは、本ほん地ぢ千せん手じゆ觀音にておはします。龍神は卽すなはち千手の廿三八部ぶ衆しゆのその一ひとつにておはしませば、もつて御納受こそ賴もしけれ」。ある夜、又二に人にん參つて[image: ]夜したりける夢に、沖よりも吹きくる風に、木この葉を二つ、二人が袂たもとに吹きかけたり。何となう、これを[image: ]つて見ければ、御み熊くま野ののな四ぎの葉にてぞありける。かの二つのなぎの葉に、一首の歌を蟲くひにこそしたりけれ、


ちはやぶる神に祈りの繁ければなどか都へ歸らざるべき



　康賴入[image: ]は、餘りに故[image: 郷]の戀しきまゝに、せめての謀にや、千本の卒そ都と婆ばを作り阿字の梵ぼん字じ、年號、月つき日ひ、假け名みやう、實じつ名みやう、二首の歌をぞ書き付けける、


薩五[image: 摩]がた沖の小島にわれありと親には[image: ]げよ八や重への潮しほ風かぜ

思ひやれしばしと思ふ[image: ]だにもなほふるさとは戀しきものを



　これを浦に持つて出でて、「南な無む歸き命みやう頂ちやう禮らい梵ぼん天でん帝たい釋しやく、四大天王、堅けん牢らう地ぢ神じん、王城の鎭守諸大明神、別しては熊野の權現、安あ藝きの嚴いつく島しまの大明神、せめては一本なりとも、都へ傳へて賜たべ」とて、沖つ白浪の寄せては返す度たび每ごとに、卒そ都と婆ばを海にぞ[image: ]べける。卒都婆は、造り出すに隨つて、海に入れければ、日ひ數かず積れば、卒都婆の數も積りけり。その物思ふ心や便たよりの風ともなりたりけん、又神明佛陀もや送らせ給ひたりけん、千本の卒都婆の中なかに、一六本、安藝國嚴島の大明神の御おん[image: ]まへの渚なぎさに、うちあげたり。

　こゝに、康賴入[image: ]がゆかりありける僧の、もししかるべき便たよりもあらば、かの島へ渡つて、その行方ゆくへをも尋ねんとて、西國修行に出でたりけるが、先まづ嚴島へぞ參りける。こゝに宮七みや人うどとおぼしくて、狩かり衣ぎぬ裝しやう束ぞくなる俗ぞく一いち人にん出で來たり。この僧何となう物語をしける[image: ]に、「そ八れ神明は、和九光同塵の利り生しやう樣さま々〴〵なりとは申せども、中にも、この御神は、いかなる因いん緣えんを以て、海かい漫まんの鱗うろくづに緣えんをば結ばせ給ふらん」と問ひ奉れば、宮みや人うど答へて曰いはく、「それはよな、娑しや竭かつ羅ら龍王の第三の[image: ]宮、胎たい藏ざう界かいの垂すゐ跡じやくなり」。この島へ御影向やうがうありし初めより、濟さい度ど利り生しやうの今に至るまで、甚じん深じん奇き特どくの事どもをぞ語りける。さればにや、八社の御殿甍いらかをならべ、社は海わたつみの邊ほとりなれば、潮しほの滿みち干ひに月ぞ澄む。潮滿ちくれば、大おほ鳥とり居ゐ・緋あけの玉垣、瑠る璃りの如し。潮引きぬれば、夏の夜なれども、御お[image: ]まへの白しら洲すに霜ぞおく。此の僧いよ〳〵[image: ]たつとく思ひ、靜に法ほつ施せ參らせて居たりけるが、やう〳〵日暮れ月さし出でて、潮の滿ちくるに、沖よりそこはかとなくゆられ寄りける藻も屑くづどもの中なかに、卒そ都と婆ばの形の見えけるを、何となう、これを[image: ]つて見ければ、「薩さつ[image: 摩]まがた沖の小島に我あり」と、書き流せる言の葉なり。[image: ]字をば彫ほり入れ刻きざみ付けたりければ、波にも洗はれず、あざ〳〵としてこそ見えたりけれ。この僧不思議の思ひをなし、笈一〇おひの肩にさして、都へ歸り上のぼり、康賴入[image: ]が老母の尼に公こう・妻子どもの、一條の北、紫むらさき野のといふ所に[image: ]びつつ隱れ居たりけるに、これを見せたりければ、「さらば、この卒都婆が、唐もろこしの方へもゆられ行かずして、何しにこれまで傳へ來て、今更物を思はすらん」とぞ悲みける。はるかの叡えい聞ぶんに及んで、法皇、これを叡覽あつて、「あな無む慚ざん、この者どもが命の、未いまだ生きてあるにこそ」とて、御淚を流させ給ふぞ忝かたじけなき。これを小松の大臣おとゞの許もとへ遣つかはされたりければ、父の禪門に見せ奉らる。柿かきの本もとの人丸は、島一一がくれ行く舟を思ひ、山やま邊べの赤あか人ひとは、葦一二あし邊べの田た鶴づを詠ながめ給ふ。住すみ吉よしの明神は、か一三たそぎの思ひをなし、三み輪わの明神は、杉一四立てる門かどをさす。昔素盞嗚そさのをの[image: ]みこと、三十一字の和やまと歌うたを詠よみ始め給ひしより以來このかた、もろ〳〵の神明佛陀も、かの詠吟を以て、百はく千せん萬ばん端たんの思ひを述べ給ふ。





【注記】

一　萬づの佛の　梁塵祕抄、四句「花咲き實なるととい給ふ」。

二　西の御[image: ]　本宮第二殿早玉宮の相殿結宮。

三　廿八部衆　千手觀音の眷屬の守護神。

四　なぎ　熊野三山に多い木。

五　薩[image: 摩]がた　千載集、[image: ]「心のほかなる事ありて、知らぬ國に侍りける時よめる、[image: ]康賴」。また、康賴の作とされる寶物集の中卷にもある。詞書、「……母のもとへつかはすとて」。「思ひやれ」の歌は、玉葉、[image: ]「[image: 遠]き國に侍りける時、都の人に言ひつかはしける、[image: ]康賴」。

六　一本　「長」には、一本は熊野の新宮の港へ、一本は嚴島へとある。

七　宮人　神主。

八　それ神明は　このことばの部分、「八」は、「御本地を宮人に尋ね奉れば……」として記す。

九　和光同塵　佛菩薩が威德の光を和げて衆生の中に示現し、利[image: ]を施すこと。

一〇　笈の肩　笈を負う時その肩に當る部分。

一一　島がくれ行く　古今集、[image: ]、「ほのぼのと明石の浦の[image: ]霧に島隱れゆく舟をしぞ思ふ、此の歌はある人の曰く柿本の人[image: 麿]が歌なり」。

一二　葦邊の田鶴　萬葉集、六「若の浦に潮滿ちくればかたをなみ葦邊を指してたづ鳴き渡る」。

一三　かたそぎ　新古今集、神祇「夜や寒き衣や薄きかたそぎの行きあひの間より霜やおくらん、住吉の御歌となん」。

一四　杉立てる門　古今集、雜下、よみ人知らず「我が庵は三輪の山本戀しくばとぶらひ來ませ杉立てる門」。










一一　蘇武が事＊






　入[image: ]も、石いは木きならねば、さすがあはれげにこそ宣のたまひけれ。入[image: ]かく憐あはれみ給ふ上は、京中の上じやう下げ、老いたるも若きも、鬼界が島の流る人にんの歌とて、口ずさまぬはなかりけり。千本まで造り出せる卒そ都と婆ばなれば、さこそは小ちひさうもありけめ。薩さつ[image: 摩]ま潟がたよりはる〴〵と、都まで傳りけるこそ不思議なれ。

　餘りに思ふ事には、昔もかく驗しるしありけるにや。古いにしへ漢王胡こ國こくを攻め給ひし時、始めは李一り少せう卿けいを大將軍にて、三十萬騎を向けらる。漢の戰たゝかひ弱くして、胡國の軍いくさ[image: ]ちにけり。あまつさへ大將軍李り少せう卿けい、胡王のために生いけ擒どらる。次に蘇二そ武ぶを大將軍にて、五十萬騎を向けらる。今こん度どもまた漢の戰弱くして、胡國の軍[image: ]ちにけり。兵六千餘人生いけ擒どりにせらる。その中に蘇武を始めとして、宗むね徒との兵六百三十餘人、すぐり出いだいて、一々に片足を切つて追おつ放ぱなたる。卽すなはち死ぬる者もあり。[image: ]經て死する者もあり。その中に蘇武は一人死なざりけり。片足をば切られながら、山に上のぼつては木この實みを拾ひ、里に出でては根ね芹ぜりを摘み、秋は田た面づらの落おち穗ぼ拾ひなんどしてぞ、露の命をば過しける。田にいくらもありける鴈かりども、蘇武に見馴れて恐れざりければ、これ等は皆、我が故こ[image: 郷]きやうへ[image: ]ふ者ぞかしと懷かしくて、思ふ事一筆書いて、「相構へて、これ漢王に得させよ」と云ひ含めて、鴈の翅つばさに結び付けてぞ放ちける。かひ〴〵しくも田たの面もの鴈、秋は必ず越こし路ぢより都へ[image: ]ふものなるに、漢の昭帝上三しやう林りん苑ゑんに御ぎよ遊いうありしに、夕されの空うす曇り、何なにとなく物あはれなりける折をり[image: 節]ふし、一行ひとつらの鴈飛び渡る。その中より鴈一つ飛びさがつて、おのが翅つばさに結び付けたる玉たま章づさを、くひ切つてぞ落しける。官くわん人にんこれを[image: ]つて、御み門かどへ參らせたりければ、披ひらいて叡えい覽らんあるに、「昔は巖がん窟くつの洞ほらに籠こめられて、三さん春しゆんの愁歎を送り、今は曠くわう田でんの畝うねに捨てられて、胡こ狄てきの一いつ足そくとなれり。たとひ骸かばねは胡の地に散らすと云ふとも、魂は二ふた度たび君邊に仕へん」とぞ書いたりける。それよりしてこそ、[image: ]ふみをば鴈がん書しよともいひ、鴈がん札さつとも又名づけけれ。「あな無む慚ざん、蘇武が譽ほまれの跡あとなりけり。この者どもが命の、未だ生きてあるにこそ」とて、李り廣くわうと云ふ將軍に仰せて、百萬騎を向けらる。

　今度は、漢の戰[image: ]くして、胡國の軍破れにけり。御み方かた戰[image: ]ちぬと聞えしかば、蘇武は曠くわう野やの中より這ひ出でて、「これこそ古いにしへの蘇武よ」と名のる。片足は切られながら、十九年の星霜を送り迎へ、輿こしに舁かかれて、舊里へぞ歸りける。蘇武は十六の[image: ]、胡國へ向けられし時、御み門かどより下し賜つたりける旗をば、卷いて身を放たず持ちたりしを、今[image: ]り出でて御門の御ご見げん參ざんに入れたりければ、君も臣も感嘆斜なのめならず。蘇武は君の御爲に大功並びなかりしかば、大だい國こく數多あまた賜はつて、その上典てん屬しよく國こくと云ふ司つかさをぞ下されける。

　あまつさへ李少卿は、胡國に留とゞまつて終つひに歸らず。いかにもして漢[image: ]へ歸らんとのみ歎きけれども、胡王許さねば、力及ばず。漢王、これをば夢にも知り給はず。李少卿は君の御爲にすでに不忠なる者なりとて、空むなしくなれる二に親しんが骸かばねを掘り起して討たせらる。その外ほか六四親を皆罪せらる。李少卿この由を傳へ聞いて、恨み深うぞなりにける。さりながらもなほ故[image: 郷]を戀ひつゝ、全く不忠なき由よしを一卷の書に作つて、帝みかどへ參らせたりければ、漢王これを叡覽あつて、「さては不忠なかりけり。不ふ便びんなる事ごさんなれ」とて、父母が骸を掘り起して討たせられたりける事をぞ、却かへつて悔くやしみ給ひける。

　漢かん家けの蘇武は、書を鴈の翅つばさにつけて舊里へ送り、本[image: ]の康賴は、波の便たよりに歌を故[image: 郷]へ傳ふ。かれは一筆のすさみ、これは二首の歌、かれは上代、これは末代、胡國・鬼界が島、境さかひを隔てゝ、世々は變れども、風ふ[image: 情]ぜいは同じ風[image: 情]、ありがたかりし事どもなり。





【注記】

＊　この段、「盛」、異傳。出典が別か。

一　李少卿　漢武帝の將軍李陵。天漢二年匈奴と戰い、敗れて降伏し其の三族を誅せられた。

二　蘇武　漢武帝の時匈奴に使し、捕虜となり留まること十九年、昭帝の始元六年に漢に歸る。本[image: ]は事實と違う。

三　漢武帝の庭園。

四　六親　父母兄弟妻子。













[image: ]家物語卷第二









卷第三





一　赦ゆるし[image: ]ぶみの事






　治一ぢ承しよう二年正月一ひと日ひの日、院の御所には拜はい禮らい行はれて、四日の日、[image: ]てう覲きんの行ぎやう幸かうありけり。何事も例に變りたる事はなけれども、去こ年ぞの夏、新大納言成親の卿以下、[image: ]きん[image: ]じゆの人々多く流し失はれし事、法皇御おん憤いきどほりいまだ止まざれば、世の政まつりごとをも、萬よろづ物憂うく思おぼし召して、御おん心こゝろよからぬ事どもにてぞ候ひける。太だい政じやうの入にふ[image: ]だうも、多た田だの藏くら人んど行綱が[image: ]げ知らせ奉つて後は、君をも御うしろめたき事に思ひ奉り、上うへには事なきやうなれども、下には用心して、苦にが笑わらひてのみぞ候さぶらはれける。七日の日彗すゐ星せい東方に出づ。蚩し尤いう旗きとも申す。又赤せき氣きとも申す。十八日光を增す。

　入[image: ]相しやう國こくの御おん女むすめ建禮門院、その時はいまだ中宮と聞えさせ給ひしが、御ご惱なうとて、雲の上、天あめが下の歎なげきにてぞ候ひける。諸寺に御み讀ど經きやう始まり、諸社へ官くわん幣ぺい使しを立てらる。陰おん陽やう、術を窮きはめ、醫い家け、藥を盡し、大だい法はふ・祕法一つとして殘る所なう修しゆせられけり。されども御惱たゞにもわたらせ給はず、御ご懷くわい妊にんとぞ聞えし。主上は今年十八、中宮は二十二にならせ給ふ。しかれども、未だ皇子も[image: ]宮も出で來させ給はず。もし皇子にてましまさば、いかにめでたからんと、[image: ]家の人々、只今皇子誕生あるやうに申して、勇み[image: ]よろこび合はれけり。他家の人々も、「[image: ]氏、繁昌折をりを得たり。皇子御誕生疑ひなし」とぞ申し合はれける。御懷妊定らせ給ひしかば、入[image: ]相國、有う驗げんの高僧貴僧に仰せて、大法・祕法を修し、星しやう宿しゆく・佛ぶつ・菩ぼ薩さつに付けて皇子御誕生とのみ祈誓せらる。六月一ひと日ひの日、中宮御着帶ありけり。仁にん和わ寺じの御お室むろ守覺法ほつ親しん王わう、急ぎ御ご參さん[image: ]だいあつて、孔雀くじやく經きやうの法を以て御おん加か持ぢあり。天台座ざ主す覺快法親王、寺二てらの長吏圓ゑん慶けい法親王も、同じく參らせ給ひて、變三へん成じやう男なん子しの法を修せられけり。かゝりし[image: ]に、中宮は月の重かさなるに隨つて、御おん身みを苦しうせさせ給ふ。一ひと度たび笑ゑめば百もゝの媚こびありけん漢の李夫人、昭せう陽やう殿でんの病やまふの床とこもかくやと覺え、唐の楊貴妃、梨り花くわ一いつ枝し春の雨を帶び、芙ふ蓉ようの風に萎しをれつつ、女郞花をみなへしの露重げなるより、なほいたはしき御おん樣さまなり。かゝる御惱のをりふしに合せて、こはき御おん物ものの怪けどもあまたとり入り奉る。神子よりまし、明みやう王わうの縛ばくに掛けて、靈れい顯れたり。殊には、讚さぬ岐きの院の御ご靈りやう、宇治の惡左府の御ご憶おく念ねん、新大納言成親の卿の死し靈りやう、西光法師が惡あく靈りやう、鬼界が島の流る人にんどもの生しやう靈りやうなんどぞ申しける。これによつて、生靈をも、死靈をも、宥なだめらるべしとて、先まづ讚岐の院の御追號あつて崇しゆ德とく天皇と號し、宇治の惡左府、贈官贈位行はれて太政大臣正一位を贈らる。勅使は少[image: ]記維これ基もととぞ聞えし。件くだんの墓む所しよは大和やまとの國くに添そふの上かみの郡こほり河かは上かみの村むら、般はん若にや野のの五四三眛まいなり。保ほう元げんの秋掘り起いて捨てられし後は、死骸[image: ]の邊ほとりの土となつて、年とし々〴〵にたゞ春の草のみ茂れり。今勅使尋ね來て、宣せん命みやうを讀みければ、亡ぼう魂こん[image: ]そん靈りやういかに嬉しとおぼしけん。されば早良五さはらの廢太子をば、崇しゆ[image: ]だう天皇と號し、井六ゐ上がみ[image: ]親王をば、皇后の職しき位ゐに復す。これ皆怨をん靈りやうを宥なだめられし策はかりごととぞ聞えし。怨靈は昔もかく恐しかりし事どもなり。冷泉院の御物狂はしうましまし、花くわ山ざんの法皇の、十善の帝位をすべらせ給ひしは、元もと方かたの民部卿が靈なり。又三條の院の御目も御覽ぜられざりしは、寬くわん算ざん供ぐ奉ぶが靈とかや。

　門かど脇わきの宰相、かやうの事どもを傳へ聞き給ひて、小松殿に申されけるは、「今度中宮御ご[image: ]さんの御おん祈いのりさま〴〵に候ふなり。何と申すとも、非常の赦しやに過ぎたる[image: ]の事あるべしとも覺え候はず。中にも、鬼界が島の流る人にんどもを、召し返されたらん[image: ]の功く德どく善ぜん根ごん、何事か候ふべき」と申されたりければ、父の禪門の御おん[image: ]まへにおはして、「あの丹波の少將が事を、門脇の宰相あまりに歎き申すが不便に候。ことさら中宮御惱の御事、承り及ぶ如くんば、成親の卿が死し靈りやうなど聞えて候。大納言が死靈を宥なだめんと思し召さんに付けては、生きて候ふ少將を、召しこそ[image: ]され候はめ。人の思ひを休やめさせ給はば、思おぼし召す事も叶ひ、人の願ねがひを叶へさせましまさば、御ご願ぐわんも卽すなはち成じやう就じゆして、御ご[image: ]さん[image: ]安、皇子御誕生あつて、家門の榮えい花ぐわいよ〳〵盛さかんに候ふべし」など申されければ、入[image: ]相國、日ひ來ごろよりことの外に和やはらいで、「さて俊寬や康賴法師が事はいかに」と宣へば、「それも同じうは召しこそ歸され候はめ。もし一いち人にんも殘されたらんは、なか〳〵罪ざい業ごふたるべう候」と申されたりければ、入[image: ]相國、「康賴法師が事はさる事なれども、俊寬は隨分入[image: ]が口七こう入じゆを以て、人となつたる者ぞかし。それに、所しもこそ多けれ、東山鹿しゝの谷、我が山さん莊ざうに寄り合つて、奇怪の振ふる舞まひどもがありけんなれば、俊寬が事は思ひも寄らず」とぞ宣ひける。

　大臣おとゞ歸つて、叔父の宰相を呼び奉つて、「少將はすでに赦免あるべきで候ふぞ。御心安う思し召され候へ」と申されたりければ、宰相、聞きもあへ給はず、泣く泣く手を合せてぞ[image: ]ばれける。「下り候ひし時も、これ[image: ]の事、などや申し[image: 請]うけざらんと思ひたり氣げにて、[image: ]のり盛もりを見候ふ度たび每ごとに淚を流し候ひしが、不ふ便びんに候」とぞ申されける。小松殿、「まことにさこそは思し召され候ふらめ。子は誰とてもかなしければ、よく〳〵申し候はん」とて入り給ひぬ。

　さる[image: ]に、鬼界が島の流人どもの召し返さるべき事定りしかば、入[image: ]相國の赦ゆるし[image: ]ぶみ書いてぞ賜たうでげる。御使すでに都をたつ。宰相あまりの嬉しさに、御使に私わたくしの使を添へてぞ下されける。「夜よるを晝にし、急ぎ下れ」とありしかども、心にまかせぬ海かい路ろなれば、浪風を凌しのいで行くほどに、都をば七月下旬に出でたれども、長なが月つき廿日はつか頃にぞ、鬼界が島には着きにける。





【注記】

一　治承二年　以下、「十八日光を增す」まで「八」になし。七日の彗星の事、百鍊抄、玉葉などに見える。

二　寺の長吏圓慶法親王　「岩」になし。

三　變成男子の法　觀音の佛力によつて胎[image: ]の女子を男子に變ずる祈禱。

四　五三昧　葬場。

五　早良の廢太子　桓武天皇の皇太弟早良親王。罪に[image: ]坐してその位を廢せられ淡路に遷され途上薨ず。延曆十九年、崇[image: ]天皇と追號。

六　井上[image: ]親王　[image: ]武天皇の皇女、光仁天皇の皇后。皇儲の事に關し天皇を呪咀し、爲に廢せられ、幽囚中に薨ず。延曆十九年、后位に復した。

七　口入　口ぞえ。










二　足摺の事






　御使は丹たん左さ衞ゑ門もんの尉じよう基もと康やすと云ふ者なり。急ぎ船より上あがり、「これに都より流され給ひたりし、[image: ]判官康賴入[image: ]、丹波の少將殿やおはす」と、聲々にぞ尋ねける。二人の人々は、例の熊野詣まうでして、なかりけり。俊寬一人ありけるが、これを聞いて、あまりに思へば夢やらん、又天てん魔ま波は旬じゆんの、我が心をたぶらかさんとて云ふやらん、現うつゝとも更に覺えぬものかなとて、あわてふためき、走るともなく、倒るゝともなく、急ぎ御使の[image: ]に行き向つて、「これこそ流されたる俊寬よ」と名のり給へば、雜ざふ色しきが首に懸けさせたる[image: ]ふ袋ぶくろより、入[image: ]相國の赦ゆるし[image: ]ぶみ[image: ]り出でて奉る。これを開あけて見給ふに、「重一・二ぢゆう科くわは[image: 遠]をん流るに免ず。早く歸洛の思ひをなすべし。今度中宮御[image: ]の御おん祈いのりによつて、非常の赦しや行はる。しかる間、鬼界が島の流人、少將成經・康賴法師赦免」とばかり書かれて、俊寬と云ふ[image: ]字はなし。禮三らい紙しにぞあるらんとて、禮紙を見るにも見えず。奧より端はしへ讀み、端より奧へ讀みけれども、二人とばかり書かれて、三人とは書かれず。

　さる[image: ]に、少將や康賴法師も出で來り、少將の[image: ]つて見るにも、康賴法師が讀みけるにも、二人とばかり書かれて、三人とは書かれざりけり。夢にこそかゝる事はあれ、夢かと思ひなさんとすれば現うつゝなり。現かと思へば又夢の如し。その上二人の人々のもとへは、都より言こと傳づてたる[image: ]ふみども幾らもありけれども、俊寬僧都の許へは、こと問ふ[image: ]ふみ一つもなし。されば、我がゆかりの者どもは、皆都の[image: ]に跡を留とゞめずなりにけるよと、思ひやるにもおぼつかなし。「そも〳〵我等三人は同じ罪、配所も同じ所なり。いかなれば、赦免の時、二人は召し返されて、一人こゝに殘すべき。[image: ]家の思ひ忘れかや、執四しゆ筆ひつの誤あやまりか。こはいかにしつる事どもぞや」と、天に仰ぎ地に伏して、泣き悲めどもかひぞなき。

　僧都、少將の袂たもとにすがり、「俊寬がかやうになると云ふも、御ご邊へんの父、故大納言殿の、由なき謀む叛ほんの故なり。されば餘よ所その事と思ひ給ふべからず。許されなければ、都までこそ叶はずとも、せめてはこの船に乘せて、九國の地まで着けて賜たべ。おの〳〵これにおはしつる[image: ]こそ、春は燕つばくらめ、秋は田たの面もの雁かりのおとづるゝやうに、自おのづから故[image: 郷]の事をも傳へ聞きつれ。今より後は、何なにとしてか聞くべき」とて、悶もだえ焦こがれ給ひけり。少將、「まことにさこそは思おぼし召され候ふらめ。我等が召し返さるゝ嬉しさも、さる事にては候へども、御有樣を見奉るに、さらに行くべき空も覺え候はず。この舟にうち乘せ奉つて、上のぼりたうは候へども、都の御使、いかにも叶ふまじき由をしきりに申す。その上、許されもなきに、三人ながら島の[image: ]を出でたりなど聞え候はば、なか〳〵惡しう候ひなんず。成經先まづまかり上のぼりて、人々にもよく〳〵申し合せ、入[image: ]相國の氣き色しよくをも伺ひ、迎むかひに人を奉らん。その[image: ]は、日ひ來ごろおはしつるやうに思ひなして、待ち給へ。命はいかにも大切の事なれば。たとひこの瀨にこそ漏れさせ給ふとも、終つひにはなどか赦免なくて候ふべき」と、樣やう々〳〵に慰め宣のたまへども、僧都堪たへ[image: ]ぶべうも見え給はず。

　さる[image: ]に、舟出さんとしければ、僧都船に乘つては降おりつ、降りては乘つつ、あらまし事をぞし給ひける。少將の形見には夜よるの衾ふすま、康賴入[image: ]が形見には、一部の法ほ華け經きやうをぞ留とゞめける。すでに纜ともづな解いて舟押し出せば、僧都綱に[image: ]り付き、腰になり、脇になり、長たけの立つまでは引かれて出づ。長たけも及ばずなりければ、僧都船に[image: ]り付き、「さていかに、おの〳〵。俊寬をばつひに捨てはて給ふか。日ひ來ごろの[image: 情]なさけも今は何ならず。許ゆるされなければ、都までこそ叶はずとも、せめては、この船に乘せて九國の地まで」と、くどかれけれども、都の御使、「いかにも叶ひ候ふまじ」とて、[image: ]り付き給ひつる手を引き除のけて、船をばつひに漕ぎ出いだす。僧都せん方なさに、渚なぎさに上あがり倒れ伏し、幼き者の乳母めのとや母などを慕ふやうに、足五あし摺ずりをして、「これ、乘せて行け。具ぐして行け」と宣ひて、喚をめき叫び給へども、漕ぎゆく船の[image: ]ならひにて、跡あとは白波ばかりなり。いまだ[image: 遠]からぬ舟なれども、淚にくれて見えざりければ、僧都、高き所に走り上あがり、沖の方をぞ招きける。かの松六まつ浦ら小さ夜よ[image: ]ひめが、唐もろこし船ぶねを慕ひつゝ領ひ巾れふりけんも、これには過ぎじとぞ見えし。

　さる[image: ]に、船も漕ぎ隱れ、日も暮るれども、僧都あやしの臥ふし所どへも歸らず、波に足うち洗はせ、露に萎しをれて、その夜はそこにて明しける。さりとも、少將は[image: 情]深き人なれば、よきやうに申す事もやと賴たのみをかけて、その瀨に身をも投げざりし心の中こそはかなけれ。昔壯七さう里り・息そく里りが、海かい巖がん山せんへ放たれたりけん悲しみも、今こそ思ひ知られけれ。





【注記】

一　重科は　「盛」、この赦[image: ]、異[image: ]をのせる。

二　重科は[image: 遠]流に免ず　重い罪科は、[image: 遠]流の刑に服したことによつて赦免するの意。

三　禮紙　書狀の紙の上に別に卷き重ねる紙。

四　執筆　書記。

五　足摺をして　じだんだをふんで。この句、「八」になし。「母やめのとをしたふやうに、これ具して行けや……」。「八」には「足摺の事」という題目もない。

六　松浦小夜[image: ]　肥[image: ]の松浦の女性で、大[image: 伴]狹手[image: ]が任那に遣わされた時、松浦山に登つてひれを振つたと傳えられる。萬葉集、卷五參照。

七　壯里・息里　觀世音菩薩淨土本緣經に見える[image: ]話の主人公。早離[image: 速]離。兄七[image: ]弟五[image: ]父の不在中繼母に惡まれ南海の[image: ]島に棄てられて死んだが、母は阿彌陀佛、兄弟は觀音勢至となつたという。寶物集卷二にも見える。なお、この句、「八」や屋代本にはない。日本古典鑑賞講座の[image: ]家物語、九五頁參照。










三　御ご[image: ]さんの卷の事






　さる[image: ]に、二人の人々は、鬼界が島を出でて、肥[image: ]國鹿か瀨せの庄にぞ着き給ふ。宰相、京より人を下して、「年の[image: ]は波なみ風かぜも烈しう、[image: ]の間あひだもおぼつかなう候へば、春になりて上られ候へ」とありしかば、少將鹿瀨の庄にて年を暮す。

　さる[image: ]に、同じき十一月十二日の寅とらの刻より、中宮御[image: ]の氣けましますとて、京中六波羅ひしめきあへり。御[image: ]所は六波羅池一いけ殿どのにてありければ、法皇も御ご幸かうなる。關白殿を始め奉つて、太政大臣以い下げの卿けい相しやう雲うん客かく、すべて世に人と數へられ、官加階に[image: ]みをかけ、所帶所職を帶たいする[image: ]の人の、一人も漏るゝはなかりけり。先例も、女によう御ご・后きさき、御ご[image: ]さんの時に臨んで大赦ありき。大だい治ぢ二年九月一日の日、待賢門院御[image: ]の時、大赦行はるゝ事ありけり。今度もその例とて、非常の大赦行はれて、重科の輩ともがら多く赦ゆるされける中に、この俊寬僧都一いち人にん、赦免なかりける事こそうたてけれ。御[image: ][image: ]安、皇子御誕生ましまさば、八や幡はた・[image: ]野・大お原はら野のなんどへ行啓あるべき由御ご立りふ願ぐわんあり。仙源法印承つて、これを敬けい白びやくす。神社は大神宮を始め奉つて二十餘箇所、佛寺は東大寺・興福寺已下十六箇所へ御み誦じゆ經きやうあり。御誦經の御使には、宮の侍さぶらひの中なかに、有う官くわんの輩ともがらこれを勤む。狂二ひやう紋もんの狩かり衣ぎぬに、帶劍したる者どもが、色々の御み誦じゆ經きやう物もつ・御ぎよ劍けん・御ぎよ衣いを持ち續いて、東の對たいより南なん庭ていを渡つて、西の中門に出づ。めでたかりし見けん物ぶつなり。

　小松の大臣おとゞは、例の、善惡に付きてさわぎ給はぬ人にておはしければ、はるかに[image: ]經て後、嫡子權ごんの亮すけ少將維盛以い下げの公きん達だちの車ども遣やり續けさせ、色々の御ぎよ衣い四十領・銀劍七つ、廣三ひろ蓋ぶたに置かせ、御お馬うま十二匹引かせて參らせらる。これは寬弘に上しやう東とう門もん院ゐん御[image: ]の時、御四み堂だう殿どのの御馬參らせられし、その例とぞ聞えし。大臣おとゞは中宮の御おん兄せうとにておはしける上、[image: ]り分わき父五子の御おん[image: ]ちぎりなれば、御馬參らせ給ふも理ことわりなり。又五條の大納言國綱の卿も、御馬二匹參らせらる。志の至りか、德六の餘りかとぞ人申しける。なほ伊勢より始め奉つて、安藝の嚴島に至るまで、七十餘箇所へ神じん馬めを立てらる。[image: ]だい裏りにも寮の御馬に幣しで付けて、數十匹ひつ立てたり。仁和寺の御お室むろ守覺法ほつ親しん王わうは孔く雀じやく經きやうの法、天台座ざ主す覺快法親王は七佛藥師の法、寺の長吏圓慶法親王は金剛童子の法、その外ほか五ご大だい虛こ空くう藏ざう・六觀音・一いち字じ金きん輪りん五壇の法・六字加輪・八字[image: ]もん殊じゆ・普ふ賢げん延えん命めいに至るまで、殘る所なう修しゆせられけり。護ご[image: 摩]まの煙けぶり御所中に滿ちて、鈴れいの音こゑ雲を響かし、修しゆ法ほふの聲身の毛竪よだつて、いかなる御おん物もの怪のけなりとも、何なに面おもてを向ふべしとも見えざりけり。なほ佛七ぶつ所しよの法印に仰せて、御ご身しん等とう身じんの藥師竝びに五大[image: ]の像を作り始めらる。

　かゝりしかども、中宮は隙ひまなく頻しきらせ給ふばかりにて、御[image: ]もとみになりやらず。入[image: ]相國・二位殿、胸に手を置いて、「こはいかゞせん、いかにせん」とぞあきれ給ふ。人の、物申しけれども、「たゞ、ともかうも、よきやうに〳〵」とばかりぞ宣ひける。「あはれ、淨海、軍いくさの陣ならば、さりとも、これ[image: ]までは臆せじものを」とぞ、後には宣ひける。御おん驗げん者じやには、[image: ]ばう覺かく性しやう運うん兩僧正・春しゆん堯げう法印・豪禪實專兩僧都、おの〳〵僧八そう伽がの句どもあげ、本寺・本山の三寶、年ねん來らい所持の本[image: ]たち、責め伏せ〳〵揉もまれければ＊、まことにさこそはと覺えて、[image: ]かりける中に、をりふし法皇は、新九いま熊ぐま野のへ御ご幸かうなるべきにて、御おん[image: ]しやう[image: ]じんの次ついでなりけるが、錦帳[image: ]く御座あつて、千せん手じゆ經きやうをうち揚げ〳〵遊ばされけるにぞ、今一ひと際きは事變つて、さしも躍り狂ひける御おん神子よりましどもが縛一〇ばくも暫くうち靜めけり。法皇仰せなりけるは、「たとひいかなる御物怪なりとも、この老おい法ぼふ師しがかくて候はんには、いかでか[image: ]一一付き奉るべき。なかんづく、今現るゝ所の怨をん靈りやうは、皆我が[image: ]恩を以て、人となりたる者ぞかし。たとひ報謝の心をこそ存ぜずとも、いかでか豈あに障しや碍うげをなすべきや。すみやかに罷まかり[image: ]き候へ」とて、「女一二によ人にん生しやう[image: ]さんし難からん時に臨んで、邪じや魔ま[image: 遮]しや障しやうして、苦く[image: ]び難からんにも、心を致して大だい悲ひ呪じゆを稱しよう誦じゆせば、鬼神[image: ]散して、安樂に生しやうぜん」と遊ばいて、皆一三水晶の御おん數珠じゆずをおし揉ませ給へば、御[image: ][image: ]安のみならず、皇子にてこそまし〳〵けれ。

　本三位の中將重衡の卿、その時はいまだ中宮亮にておはしけるが、御ぎよ簾れんの中うちよりつと出でて、「御ご[image: ]さん[image: ]安、皇子御誕生候ふぞ」と、高らかに申されたりければ、法皇を始め參らせて、關白松殿・太政大臣以い下げの卿相雲客、おの〳〵の助じよ修しゆ・陰おん陽やうの頭かみ・典てん藥やくの頭かみ・數す輩はいの御おん驗げん者じや、すべて堂上堂下、一同にあつと喜び合はれける聲は、門外までもどよみて、しばしは靜まりもやらざりけり。入[image: ]相國嬉しさの餘りに、聲をあげてぞ泣かれける。[image: ]よろこび泣なきとはこれを云ふべきにや。小松の大臣おとゞは、急ぎ中宮の御おん方かたへ參らせ給ひて、金きん錢せん九十九[image: ]もん、皇子の御枕に置いて、「天を以ては父とし、地を以ては母と定め給ふべし。御一四命は方一五はう士し東とう方はう朔さくが齡よはひを保ち、御心には天照大神入り替らせ給へ」とて、桑の弓蓬よもぎの矢を以て、天地四方を射させらる。





【注記】

一　池殿　[image: ]盛の弟賴盛の邸。

二　狂紋　紋を三色でいろどつてある物。[image: ][image: ]。

三　廣蓋　衣筥の蓋の形をした具。贈物などを載せる。

四　御堂殿　[image: ]原[image: ]長。

五　父子の御[image: ]　德子入[image: ]の時、父[image: ]盛は入[image: ]であつたから兄重盛が代つて父となつたこと。

六　德　利[image: ]。富。國綱の富については卷第五「ニ　月見の事」參照。

七　佛所　佛師達の組合。寺院に屬するものや、獨立して京都の三條・七條などに集まつているものなどがあつた。

八　僧伽の句　祈禱の時、まず本[image: ]を讚美稱揚していう[image: ]句。

＊　「盛」、ここに、成親・俊寬・西光の靈出現。

九　新熊野　永曆元年十月、後白河院勸[image: 請]。今熊野。

一〇　[image: 縛]も　不動明王の[image: 縛]にかゝつて昂奮していた神子も、暫くは靜まつた。

一一　[image: ]付き奉るべき　この下、「八」に「但し讚岐院の御靈ばかりなり、それも御追號の後は御うらみあるべしとも存ぜず」。

一二　女人生[image: ]し難からん　千手經の[image: ]。

一三　皆水晶　數珠の珠が全部水晶なのをいう。

一四　御命は　「盛」、以下「入り替らせ給へ」までなし。この祝詞と錢の事、山槐記に見える。

一五　方士東方朔　方士は仙術をする人。東方朔は漢武帝の時代の長壽の仙人。










付　公卿揃への事






　御おん乳ちには[image: ]さきの右大將宗盛の卿の北の方と定められたりしかども、去んぬる七月に難[image: ]をして失せ給ひしかば、[image: ]大納言時忠の卿の北の方ぞ、御乳には參らせ給ふ。後には帥そつの典す侍け殿どのとぞ人申しける。法皇やがて[image: ]くわん御ぎよあり。門[image: ]に御車を立てられたり。入[image: ]相國嬉しさの餘りに、金こがね一千兩、富一ふ士じの綿二千兩、法二皇へ[image: ]上せらる。「これまた然るべからず」とぞ人申しける。今こん度どの御[image: ]に[image: ]しよう事じあまたあり。先まづ法皇の御おん驗げん者じや。次に后きさき御[image: ]の時、御ご殿てんの棟むねより甑三こしきを轉まろばかす事あり。皇わう子じ御誕生には南へ落し、皇くわう女によ誕生には北へ落すを、これは北へ落されたりければ、「いかに」とさわぎ[image: ]り揚げ、落しなほされたりけれども、なほ惡しき事には我人申しける。をかしかりしは、入[image: ]相國のあきれ樣ざま。めでたかりしは、小松の大臣のふるまひ。本ほ意いなかりしは、[image: ]の右大將宗盛の卿の、最愛の北の方に後おくれ給ひて、大納言・大將兩職を辭して籠ろう居きよせられし事。兄弟ともに出仕あらば、いかにめでたからん。

　次に七人の陰おん陽やう師じ參つて、千度の御お祓はらひ仕る。その中に、掃部かもんの頭かみ時とき[image: ]はると云ふ老らう者しやあり。所從なども乏ぼく少せうなりけるが、餘りに人多く參りつどひ、筍四たかんなをこみ、稻五たう[image: 蔴]ま竹ちく葦ゐの如し。「役人ぞ、開あけられ候へ」とて、大勢の中をおし分け〳〵參る[image: ]に、いかゞはしたりけん、右の沓くつを踏み[image: ]がれて、そこにてちつと立ち徘徊やすらふが、あまつさへ冠かぶりをさへ突き落されて、さばかりの砌みぎりに、束そく帶たい正しき老らう者しやが、髻もとゞり放して練り出でたりければ、若き公く卿ぎやう殿てん上じやう人びとはこらへずして、一度にどつとぞ笑はれける。陰陽師などいふは、反六へん閉ばいとて足をもあだに踏まずとこそ承れ。その外不思議どものありけるを、その時は何とも覺えざりけれども、後には思ひ合する事どもは多かりけり。

　御[image: ]によつて、六波羅へ參らせ給ふ人々、關白松殿・太政大臣妙音院・左大臣大おほ炊ひの御み門かど・右大臣月つきの輪わ殿どの・[image: ]大臣小松殿・左大將實じつ定てい・源げん大納言定[image: ]・三條の大納言實[image: ]・五條の大納言國綱・[image: ]とう大納言實さね國くに・按あ察ぜつ使し資すけ賢かた・中なかの御み門かどの中納言宗家・花くわ山ざんの院ゐんの中納言[image: 兼]かね雅まさ・源げん中納言雅が賴らい・權中納言實綱・[image: ]とう中納言資すけ長なが・池の中納言賴盛・左さ衞ゑ門もんの督かみ時忠・別當忠親・左ひだんの宰さい相しやうの中將實家・右宰相中將實宗・新宰相中將[image: ]みち親ちか・[image: ]宰相[image: ]盛・六角の宰相家いへ[image: ]みち・堀川の宰相賴定・左大辨の宰相長方・右大辨の三位俊とし經つね・左さ兵ひやう衞ゑの督かみ成しげ範のり・右兵衞督光みつ能よし・皇くわん太たい后こう宮ぐうの大だい夫ぶ[image: ]とも方かた・左京大夫長なが[image: ]のり・太だ宰ざいの大だい貳に親ちか宣のぶ・新三位實[image: ]、以上三十三人、右大辨の外は直ちよく衣いなり。不參の人々には、花山院の[image: ]さきの太政大臣忠雅公・大宮の大納言隆季の卿以下十餘人、後ご日にちに布ほう衣い着ちやくして、入[image: ]相國の西八條の亭へ參り向はれけるとぞ聞えし。





【注記】

一　富士の綿　駿河の富士郡[image: ]出の綿。

二　法皇へ[image: ]上せらる　「其後、法皇は今熊野へ御幸なる。七日御參籠の[image: ]に、御庵室の[image: ]に、今度法皇の六波羅にての御驗者の御[image: 請]用ほこりあるべし、といふ落書をぞ立てたりける。いかなるあどなし者のしわざにてかありけん。」（八）。「この送[image: ]を法皇御覽じて、まろは驗者してもすぐべきよなとぞ仰せありけり」（長）。

三　こしき　瓦で作つた[image: ]をむす具。

四　たかんなをこみ　竹の林の如く物の多くこみ合つているのをいう。

五　稻[image: 蔴]竹葦の如し　物の群集したさま。上の句と共に法華經方便品の[image: ]による。

六　反閉　貴人外出又は神拜の時、陰陽師に行わせて邪氣を拂う呪法。呪[image: ]を唱えて千鳥足に步む。反陪。










四　大だい塔たふ建こん立りふの事＊






　御み修し法ほの結けち願ぐわんには、勸けん賞じやうども行はる。仁和寺の御お室むろは東寺修しゆ造ざうせらるべきなり。後一ご七しち日にちの御修法、大二だい元げんの法並びに灌くわん頂ぢやう、興行せらるべき由仰せ下さる。御おん弟で子し圓三良法ほふ眼げん、法印になさる。座ざ主すの宮は、二に品ほん竝びに牛ぎつ車しやの宣せん旨じを申させ給ふを、御お室むろ支さゝへ申させ給ふによつて、御弟子覺成僧都、法印になさる。その外の勸賞ども、毛まう擧きよにいとまあらずとぞ聞えし。日ひ數かず經にければ、中宮は、六波羅より[image: ]だい裏りへ歸り參らせ給ふ。入[image: ]相國の、御おん女むすめ、后きさきに立たせ給ふ上は、あはれ、疾とくして、この御腹に皇わう子じ御誕生あれかし、位に卽つけ奉つて、夫婦ともに外ぐわい祖そ父ふ、外祖母と仰がれんと願四はれけるが、崇あがめ奉る嚴いつく島しまへ申さんとて、月つき詣まうでを初めて、祈り申されければにや、中宮やがて御ご懷くわい妊にんありて、御[image: ][image: ]安、皇子御誕生まし〳〵けるこそめでたけれ。

　そも〳〵[image: ]家安あ藝きの嚴島を信じ始められける事を、いかにと云ふに、[image: ]盛公いまだ安藝守たりし時、安藝國を以て、高五かう野やの大だい塔たふ修しゆ理りせられけるに、渡邊の[image: 遠][image: ]六郞賴方を雜ざつ掌しやうに付けられて、六年に修しゆ理り終りぬ。修理終つて後、[image: ]盛高野へ上のぼり、大だい塔たふ拜み、奧の院へ參られけるに、何いづくより來るともなく、老僧の白はく髮はつなるが、眉には霜を垂れ、額ひたひに浪を疊み、鹿六かせ杖づゑの兩ふた股またなるにすがつて、出で來給へり。この僧何なにとなう物語をしける[image: ]に、「それ我が山は、昔より密宗をひかへて[image: ]轉なし。天下に又も候はず。大塔すでに修理終り候ひたり。それに付き候うては、越[image: ]の氣七け比ひの宮と安藝の嚴島は、兩八界の垂すゐ跡じやくにて候ふが、氣比の宮は榮えたれども、嚴島はなきが如くに荒れはてて候。あはれ、同じうは、この次ついでに奏そう聞もんして、修理せさせ給へかし。さだにも候はば、官くわん加か階かいは肩を竝ぶる人、天下に又もあるまじきぞ」とて立たれけり。此の老僧の居給へる所に、異い香きやう卽すなはち薰じたり。人を付けて見せらるるに、三町ばかりは見え給ひて、その後はかき消すやうに失せ給ひぬ。これ只たゞ人びとにあらず、大九だい師しにてまし〳〵けりと、いよ〳〵[image: ]たつとく覺えて、娑しや婆ば世界の思ひ出にとて、高野の金こん堂だうに曼まん陀だ羅らを書かれけるが、西一〇さい曼まん陀だ羅らをば、常じやう明みやう法印と云ふ繪ゑ師しに書かせらる。東一一曼陀羅をば、「[image: ]盛書かん」とて、自筆に書かれけるが、八一二葉の中[image: ]の寶冠をば、いかゞ思はれけん、我が頭かうべの血を出いて、書かれけるとぞ聞えし。その後都へ上り、院ゐん參ざんして、この由を奏聞せられたりければ、君も臣も御ぎよ感かんありけり。

　なほ任を延べられて、嚴島をも修理せらる。鳥居を建て替へ、社やしろ々〳〵を造り替へ、百八十間の[image: 廻]廊をぞ作られける。修理終つて後、[image: ]盛嚴島へ參り、[image: ]つ夜やせられける夢に、御ご寶ほう殿でんの御み[image: ]と推し開き、鬟びんづら結ゆうたる天童の出でて、「我はこれ大明神の御使なり。汝この劍けんを以て、[image: ]家の御おん堅かためたるべし」とて、銀しろがねの蛭ひる卷まきしたる小こ長刀なぎなたを賜はると云ふ夢を見て、覺めて後見給へば、現うつゝに枕まくら上がみにぞ立つたりける。さて大明神御一三託宣ありけり。「汝知れりや。忘れりや。或一四る[image: ]ひじりを以て言はせし事はいかに。惡あく行ぎやうあらば、子孫までは叶ふまじきぞ」とて、大明神あがらせ給ひけり。ありがたかりし事どもなり。





【注記】

＊　「此段事實無[image: ]所見[image: ]」（考證）。

一　後七日の御修法　每年正月八日より七日間宮中眞言院で行われる鎭護國家五穀成就の爲の御修法。眞言院御修法。

二　大元の法　每年正月八日より七日間治部省で大元帥明王を本[image: ]として修する鎭護國家の修法。大元帥法。

三　圓良　下の覺成と入れ違えになつている。

四　願はれけるが　「八」では、初めに日吉社に百日詣でしたがしるしがないので、「さらば我があがめ奉る安藝の嚴島へ申さんとて、三年月詣なんどして」。

五　高野の大塔　古事談卷五に、[image: ]盛が安藝守の時、高野の大塔を造るため材木を自ら持つたりしたが奧の院の弘法大師のさとしによつて嚴島に奉仕した由が見える。

六　鹿杖　先の方がしかの角のように二つに分れている杖。

七　氣比の宮　越[image: ]敦賀の氣比神宮。

八　兩界の垂跡　「八」によると、嚴島は胎藏界、氣比は金剛界。

九　大師　弘法大師。

一〇　西曼陀羅　金剛界曼陀羅。

一一　東曼陀羅　胎藏界曼陀羅。

一二　八葉の中[image: ]　胎藏界曼陀羅の中央の一院である八葉院の中央の臺に坐する大日如來。

一三　御託宣ありけり　「[image: ]盛やがて神樂を參らせられければ明神、[image: ]侍に乘り移らせ給ひて、汝知れりや、忘れりや……」（八）。

一四　或る[image: ]　高野山奧の院の老僧。










五　賴豪の事＊






　白河の院御在位の時、京一きやう極ごくの大おほ殿とのの御おん女むすめ、后きさきに立ち給ふ事ありけり。賢二けん子しの中宮とて、御最愛ありしかば、主しゆ上しやう、この后きさきの御腹に、皇子誕生あらまほしう思し召して、その頃三み井ゐ寺でらに、有う驗げんの僧と聞ゆる賴らい豪がう阿あ闍じや梨りを召して、「汝この后の御腹に、皇子誕生祈り申せ。願ぐわん成じやう就じゆせば、所しよ[image: ]まうは乞ふによるべし」と仰せ下さる。賴豪畏かしこまり承つて、三井寺に歸り、肝膽を摧くだいて祈りければ、中宮、やがて御懷妊あつて、承しよう保ほう元年十二月十六日、御[image: ][image: ]安、皇子御誕生ありけり。

　主上斜なのめならず御ぎよ感かんあつて、賴豪阿闍梨を[image: ]だい裏りへ召して、「さて、汝が所[image: ]はいかに」と仰せければ、三井寺に戒三壇建こん立りふの由を奏そう聞もんす。「一四いつ階かい僧正などの事をも申さんずるかとこそ思し召しつるに、これこそ存じの外ほかの所[image: ]なれ。およそ皇子誕生あつて、祚そを繼がしめんも、海かい[image: ]だい無事を思し召す御故なり。今汝が所[image: ]を達せば、山門いきどほつて、世上も靜かなるべからず。兩五門共に合戰せば、天台佛法亡びなんず」とて、聞し召しも入れざりけり。賴豪、「こは口をしき事にこそあんなれ」とて、急ぎ三井寺に走り歸つて、干六ひ死じににせんとす。主上大きに驚かせ給ひて、江七がう帥そつ匡きやう[image: ]ばうの卿、その時はいまだ美み作まさかの守かみと聞えしを召して、「汝は賴豪に師檀の[image: ]ちぎりあるなれば、行きてこしらへて見よ」と仰せければ、畏り承つて、急ぎ三井寺に行き向ひ、賴豪阿闍梨が宿坊に行きて、勅ちよく定ぢやうの趣き仰せ含めんとすれば、以ての外にふ八すぼつたる持佛堂にたてこもり、恐しげなる聲して、「天子には戲たはぶれの言ことばなし。綸りん言げん汗の如しとこそ承つて候へ。これ[image: ]の所[image: ]叶かなはざらんにおいては、わが祈り出し奉つたる皇子なれば、[image: ]り奉つて魔[image: ]へこそ行かんずらめ」とて、遂つひに對面もせざりけり。美作守歸り參りて、この由奏聞せられければ、主上御歎き斜なのめならず。賴豪つひに干ひ死じにに死にけり。

　さる[image: ]に、皇子御ご惱なう付かせ給ひて、うち臥ふさせ給ひしかば、さま〴〵御祈りどもありけれども、叶ふべしとも見えさせ給はず。白髮なる老僧の、錫しやく杖ぢやうを持つて、常は皇子の御枕にたゝずむと、人の夢にも見え、現うつゝにもまた立ちけり。恐しなどもおろかなり。承しよう曆りやく元年八月六日の日、皇子御年四[image: ]にてつひに隱れさせ給ひぬ。敦あつ[image: ]ぶんの親しん王わうこれなり。主上斜なのめならず御歎きあつて、その頃又山門に有う驗げんの僧と聞えし西塔の座ざ主す良信大僧正、その時はいまだ圓融坊の僧都と聞えしを、[image: ]だい裏りへ召して、「こはいかに」と仰せければ、「い九つもかやうの御ご願ぐわんは、わが山の力でこそ、成就する事では候へ。されば九條の右う丞しよう相じやう師もろ輔すけ公こうも、慈じ慧ゑ大僧正に御[image: ]り申させ給ひてこそ、冷泉院の皇子御誕生は候ひしか。やすい[image: ]の御事候」とて、山門に歸りて百日肝かん膽たんをくだいて祈られければ、中宮やがて百日の[image: ]に御懷妊あつて、承曆三年七月九日の日、御[image: ][image: ]安、皇子御誕生ありけり。堀一〇川の天皇これなり。怨をん靈りやうはかく昔も恐しかりし事どもなり＊。今度さしもめでたき御[image: ]に、非常の大赦行はれたりといへども、この俊寬僧都一人、赦免なかりけるこそうたてけれ。

　同じき十二月八日の日、皇子東とう宮ぐうに立たせ給ふ。傅一一ふには小松の[image: ]大臣、大だい夫ぶには池の中納言賴盛の卿とぞ聞えし。

　さる[image: ]に、今年も暮れて、治承も三み年とせになりにけり。





【注記】

＊　この段、山王繪詞、愚管抄卷四、參照。

一　京極の大殿　左大臣[image: ]原師實。

二　賢子　右大臣源顯[image: ]の女。師實の女として入[image: ]。

三　戒壇　授戒の壇場。奈良時代には東大寺、下野藥師寺、[image: 筑]紫觀世音寺に戒壇があり、[image: ]安初期に延曆寺に設けられた。

四　一階僧正　次第を追はず直ちに僧正に昇[image: ]すること。

五　兩門　山門寺門。延曆寺と三井寺。

六　干死　食をたつて死ぬ事。

七　江帥匡[image: ]　太宰權帥大江匡[image: ]（まさふさ）。

八　ふすぼつたる　祈禱の煙でくすぶつた。

九　いつもかやうの御願は　「昔より代代の御門の御願は、我が山にてこそとげさせ給ふ御事にては候へ」（八）。

一〇　堀川の天皇　「八」この上に、「これも賴豪が靈とて折折なやませ給ひしが、御年廿九と申しし嘉祥二年七月十九日に終にかくれさせ給ひけり」。

＊　「長」、「盛」、賴豪がねずみになることを記す、ねずみのほこらの緣起。

一一　傅には　事實は、東宮傅が左大臣[image: ]原經宗、東宮大夫が大納言[image: ]宗盛。










六　少將都[image: ]りの事






　正月下旬に、丹たん波ばの少將成經・[image: ]へい判はう官ぐわん康賴入[image: ]二人の人々は、肥[image: ]國鹿か瀨せの庄を立つて、都へとは急がれけれども、餘寒もいまだ烈しう、海上もいたく荒れければ、浦傳ひ島傳ひして、二月きさらぎ十日頃にぞ、備[image: ]の兒島に着き給ふ。それより、父大納言殿の御渡りあんなる有あり木きの別所とかやに、尋ね入つて見給へば、竹の柱、舊ふりたる障子などに書き置き給ひつる筆のすさびを見給ひて、「あはれ、人の形見には、手しゆ跡せきに過ぎたる物ぞなき。書き置き給はずば、いかでかこれを見るべき」とて、康賴入[image: ]と二人、讀みては泣き、泣きては讀む。「安元三年＊七月廿日出しゆつ家け、同じき二十六日、信のぶ俊とし下げ向かう」とも書かれたり。さてこそ源げん左さ衞ゑ門もんの尉じよう信俊が參りたるをも知られけれ。傍そばなる壁には、「三一[image: ]來らい迎かう便たよりあり、九二く品ぼん往生疑ひなし」とも書かれたり。この形見を見給ひてこそ、「さすが欣ごん求ぐ淨じやう土どの[image: ]みもおはしけり」と、限りなき歎きの中にも、いさゝか賴もしげには宣のたまひけれ。その墓を尋ねて見給へば、松の一むらある中に、かひ〴〵しう壇を築ついたる事もなく、土の少し高き所に向ひ、少將、袖かき合せ、生きたる人に物を申すやうに、泣く〳〵かきくどいて申されけるは、「[image: 遠]き御おん守まもりとならせおはしましたる事をば、島にてもかすかに傳へ承つて候ひしかども、心にまかせぬ憂うき身なれば、急ぎ參る事も候はず。成經、かの島へ流されて後の便たよりなさ。一日片へん時しの命も有りがたうこそ候ひしかども、さすが露の命は消えやらで、この二ふた年とせを送つて、今召し返さるゝ嬉しさも、さる事にては候へども、父大納言殿の正まさしうこの世にわたらせ給はんを、見參らせても候はばこそ、さすが命の長きかひも候はめ。これまでは急がれつれども、今け日ふより後は急ぐべしとも覺えず」とて、かきくどいてぞ泣かれける。まことに存ぞん生じやうの時ならば、大納言入[image: ]殿こそ、「いかに」とも宣ふべきに、生しやうを隔てたる[image: ]ひほど、恨めしかりける事はなし。苔こけの下には誰か答ふべき、たゞ嵐にさわぐ松の響きばかりなり。その夜は康賴入[image: ]と二に人にん、墓の[image: 廻]めぐりを行三ぎやう[image: ]だうし、明けければ、新しう壇だん築つき、釘四くぎ貫ぬきせさせ、[image: ]に假かり屋や作り、七日か七夜よが間、念佛申し、經書いて、結けち願ぐわんには大きなる卒そ都と婆ばを立て、「過くわ去こ[image: ]しやう靈りやう、出しゆつ離り生しやう死じ、證しよう大だい菩ぼ提だい」と書いて、年號月つき日ひの下には、「孝かう子し成經」と書かれたれば、賤しづ山やま賤がつの心なきも、子に過ぎたる寶なしとて、袖を濡さぬはなかりけり。年去り年來たれども、忘れ難きは撫ぶ育いくの昔の恩、夢の如く幻まぼろしの如し。盡き難きは戀慕の今の淚なり。三五さん世ぜ十じつ方ぱうの佛陀の[image: ]しやう衆じゆも憐み給ひ、亡ばう魂こん[image: ]そん靈りやうも、いかに嬉しとおぼしけん。「今しばらく候ひて、念佛の功をも積むべう候へども、都に待つ人どもの心もとなう候ふらん。又こそ參り候はめ」とて、亡まう者じやに暇申しつゝ、泣く〳〵そこをぞ立たれける。草の蔭にても、名殘なごり惜しうや思はれけん。

　同じき三月十六日、少將鳥六[image: ]へ明あかうぞ着き給ふ。故大納言殿の山さん莊ざう洲す濱はま殿どのとて鳥[image: ]にあり。それにたち寄り見給へば、住み荒して年へにければ、築つい地ぢはあれども蓋おほひもなく、門はあれども扉とびらもなし。庭にたち入り見給へば、人跡[image: ]えて苔深し。池の邊ほとりを見まはせば、秋七の山の春風に、白しら浪なみしきりにをりかけて、紫し鴛ゑん白はく鷗おう逍せう遙えうす。興ぜし人の戀しさに、たゞ盡きせぬものは淚なり。家はあれども、欄らん門もん破れて、蔀しとみ・遣やり[image: ]ども[image: ]えてなし。「こゝには大納言殿の、とこそおはせしか。この妻[image: ]をばかくこそ出で入り給ひしか。あの木をば、自らこそ植ゑ給ひしか」なんど云ひて、言ことの葉はに付けても、たゞ父の事をのみ戀しげにこそ宣ひけれ。三月やよひ中なかの六日なれば、花はいまだ名殘あり。楊やう梅ばい桃たう李りの梢こずゑこそ、折知り顏に色々なれ。昔の主あるじはなけれども、春を忘れぬ花なれや。少將花の下もとにたち寄りて、


桃八たう李り不[image: ]言ものいはず　春　幾いくばくか暮くれぬる　煙えん霞か無[image: ]跡あとなし昔むかし誰たれか栖すんじ

ふ九るさとの花のものいふ世なりせばいかに昔のことを問はまし



　この古き詩しい歌かを口ずさみ給へば、康賴入[image: ]もをりふしあはれに覺えて、墨染の袖をぞ濡しける。暮るゝほどとは待たれけれども、餘りに名殘惜しくて、夜ふくるまでこそおはしけれ。ふけ行くまゝには、荒れたる宿の[image: ]ならひとて、古き軒の板間より、もる月影ぞ隈くまもなき。雞一〇けい籠ろうの山明けなんとすれども、家いへ路ぢはさらに急がれず。さてしもあるべき事ならねば、迎むかひに乘物ども遣つかはして待つらんも、心なしとて、少將、泣く〳〵洲濱殿を出でつゝ、都へ歸り上られける、人々の心の中、さこそは嬉しうも又あはれにもありけめ。康賴入[image: ]が迎むかひにも乘物はありけれども、今さら名殘の惜しきにとて、それには乘らず、少將の車の尻に乘つて、七條河原までは行く。それより行き別れけるが、なほ行きもやらざりけり。花の下もとの[image: ]日の客かく、月の[image: ]の一いち夜やの友、[image: ]りよ人じんがひと村むら雨さめの過ぎゆくに、一いち樹じゆの陰に立ちよりて、別るる名殘も惜しきぞかし。いはんやこれは、憂かりし島のすまひ、船の中、浪の上、一いち業ごふ所感の身なれば、先せん世ぜの芳緣も淺からずや思はれけん。

　少將の母上、靈一一りやう山ぜんにおはしけるが、昨日より宰相の宿所におはして待たれけり。少將のたち入り給ふ姿を、たゞ一目見給ひて、「命あれば」とばかりにて、ひき被かづいてぞ伏し給ふ。北の方は、さしも美しう花やかにおはせしかども、盡きせぬ物思ひに瘦やせ黑みて、その人とも見え給はず。六條が黑かりし髮も白くなりたり。少將流されし時、三[image: ]で別れ給ひし幼き人も、今は長おとなしうなつて、髮結ゆふ[image: ]なり。その傍そばに三つばかんなる幼き人のおはしけるを、少將、「あれはいかに」と宣へば、六條、「これこそ」とばかり申して、淚を流しけるにこそ、さては我が流されし時、心苦しげなる有樣どもを見置きしが、事こと故ゆゑなう育ちけるよと、思ひ出でても悲しかりけり。少一二將は、本もとの如く院へ參らせ給ひて、宰相の中將まで上あがり給ふ。康一三賴入[image: ]は、東山雙林寺に我が山莊のありければ、それにおちついて、先づかうぞ思ひ續けける、

　ふ一四るさとの軒の板間に苔むして思ひしほどはもらぬ月かな

　やがてそこに籠ろう居きよして、憂かりし昔を思ひやり、寶ほう物ぶつ集しふと云ふ物語を書きけるとぞ聞えし。





【注記】

＊　百鍊抄では七月九日備[image: ]で、公卿補任では十三日難波で、成親が歿している。

一　三[image: ]來迎　念佛の行者臨終の時、極樂淨土から三[image: ]が迎えに來ること。

二　九品往生　九品の淨土すなわち九階級ある彌陀の極樂淨土に往生すること。行者の行業の[image: ]度に從つて往生の品位に九種あるとする。

三　行[image: ]　佛を敬禮してその周圍を巡り步くこと。法會に行う式。こゝは墓の周圍を誦經して廻り步いたこと。

四　釘貫　柱を立て並べぬきを橫に[image: ]した柵。

五　三世十方　三世は過去現在未來。十方は四方（東西南北）四維（東北東南、西南西北）上下。

六　鳥[image: ]へ明うぞ　あかるいうちに鳥[image: ]へ着いた。後出參照。

七　秋の山　庭中の築山の名。鳥[image: ]の離宮[image: ]にも秋山があつて、「略解」に「鳥[image: ]の城南寺の森の西[image: ]東側の岡陵なり」と註している。

八　桃李　和漢朗詠集にある菅三品の山中有仙室の詩。

九　ふるさとの　後拾遺、春、世[image: ]寺の桃の花をよめる、出[image: ]辨。「長」には、「人はいさ心もしらずふるさとの花ぞ昔にかはらざりける」。

一〇　雞籠の山　本[image: ][image: ]粹、卷八、紀齊名の詩序の句。雞籠は中國の山の名。

一一　靈山　京都の東山粟田以南の山。靈鷲山正法寺。

一二　少將　建仁二年三月歿、四七。

一三　康賴　健壽御[image: ]日記に、若い時の事を記している。「仁和寺の舍利會の御幸は、夜も明けはてず橫雲とかやいふほどに、車よせらる。ことなる事なき車のおそく參りたるとて、康賴が所司にて、けしからず腹立ちて牛[image: ]を言ひのゝしるに、公衡の侍從の車を、それもおそくやり入れたるを見て、『あれがやうなる御車などこそ、おそきも美しけれ』と言ひしこそ、その事となかりしか」。

一四　ふるさとの　「盛」、この下に母子再會のことをのせる。「八」、母が五日[image: ]に死んだとする。










七　有王が島下りの事






　さるほどに、鬼界が島の流る人にんども、二人は召し[image: ]かへされて都へ上りぬ。今一人殘されて、憂かりし島の島しま守もりとなりにけるこそうたてけれ。僧都の、幼うより不ふ便びんにして召し使はれける童わらはあり。名をば有一あり王わうとぞ申しける。鬼界が島の流人ども、今日すでに都へ入ると聞えしかば、有王鳥[image: ]まで行き向つて見けれども、我が主は見え給はず。「いかに」と問へば、「それはなほ罪深しとて、一いち人にん島に殘されぬ」と聞いて、心憂うしなどもおろかなり。常は六波羅邊へんにたゝずみて聞きけれども、何い時つ赦免あるべしとも、聞き出さざりければ、僧都の御おん女むすめの[image: ]うでおはしける所へ參りて、「この瀨にも洩れさせ給ひて、御お上のぼりも候はず。今はいかにしてもかの島へ渡つて、御おん行方ゆくへをも尋ね參らせばやと存じ候。御おん[image: ]ふみ賜はつて參り候はん」と申しければ、[image: ]御ご[image: ]ぜん、斜なのめならずに[image: ]よろこび、やがて書いてぞ賜たうでげる。暇いとまを[image: 請]こふともよも許さじとて、父にも母にも知らせず、唐もろこし船ぶねのともづなは、卯う月づき五月さつきに解くなれば、夏なつ衣ごろも立つを遲くや思ひけん、三月やよひの末に都を立つて、多くの波なみ路ぢを凌しのぎつつ、薩さつ[image: 摩]ま潟がたへぞ下りける。

　薩[image: 摩]よりかの島へ渡る船ふな津つにて、有王を人怪しめ、着たるものを剝ぎ[image: ]りなどしけれども、少しも後悔せず。[image: ]御[image: ]の御[image: ]ばかりぞ、人に見せじと、髻もと結ゆひの中には隱しける。さて商人あきんど船ぶねに乘つて、件くだんの島へ渡つて見るに、都にてかすかに傳へ聞きしは事の數ならず。田もなし。畠はたけもなし。里もなし。村もなし。自おのづから人はあれども、云ふ詞ことばをも聞き知らず。有王、島の者に行き向つて、「物申さう」と云へば、「何事」と答ふ。「これに、都より流されさせ給ひたる法ほつ[image: ]しよう寺じの執しゆ行ぎやう俊寬僧都と申す人の、御行く末や知りたる」と問ふに、法[image: ]寺とも、執行とも、知つたらばこそ返事はせめ、たゞ頭かしらを振つて「知らぬ」と云ふ。その中に或る者が心得て、「いさとよ、さやうの人は三人これにありしが、二人は召し返されて都へ上りぬ。いま一人殘されて、あそここゝよと[image: 迷]ひ步ありきしが、その後は行方ゆくへをも知らず」とぞ云ひける。山の方かたのおぼつかなさに、はるかに分け入り、嶺みねに攀よぢ、谷に下れども、白雲跡を埋うづんで、往ゆき來きの[image: ]もさだかならず。[image: ]せい嵐らん夢を破つては、その面影も見えざりけり。山にてはつひに尋ねも逢はず。海の邊ほとりについて尋ぬるに、沙さ頭とうに印を刻む鷗かもめ、沖の白しら洲すにすだく濱千鳥の外ほかは、跡問ふ者もなかりけり。

　或る[image: ]あした磯の方かたより、蜻蛉かげろふなんどの如くに瘦せ衰へたる者、よろぼひ出で來たり。本は法師にてありけりと覺えて、髮は空そら樣ざまに生おひあがり、萬よろづの藻も屑くづ[image: ]り付きて、[image: ]おどろを戴いたるが如し。つ二ぎめ現れて皮ゆ三たひ、身に着きたる物は、絹・布ぬのの分わきも見えず。片手には荒あ海ら布めを持ち、片手には魚を貰うて持ち、步むやうにはしけれども、はかも行かず。よろ〳〵としてぞ出で來たる。都にて多くの乞こつ丐がい人にんは見しかども、かゝる者はいまだ見ず、「諸四しよ阿あ修しゆ羅ら等とう、居こ在ざい大だい海かい邊へん」とて、「修羅の三惡四趣は、深山大海の邊ほとりにあり」と、佛の[image: ]き置き給ひたれば、知らず、我われ餓鬼[image: ]などへ[image: 迷]ひ來たるかとぞ、覺えたる。はやかれもこれも次第に步み[image: ]づく。もしかやうの者にても、我が主の御おん行方ゆくへや知つたると、「物申さう」と云へば、「何事」と答ふ。「これに都より流され給ひたりし法ほつ[image: ]しよう寺じの執しゆ行ぎやう俊寬僧都と申す人やまします」と問ふに、童わらはこそ見忘れたれども、僧都はいかでか忘れ給ふべきなれば、「これこそ其れよ」と宣ひもあへず、手に持てる物を投げ捨てゝ、砂すなごの上にぞ倒れ臥ふす。さてこそ、我が主の御おん行方ゆくへとは知りてけれ。僧都やがて消え入り給ふを、有王、膝の上にかき乘せ奉り、「多くの波路をしのぎつゝ、はる〴〵とこれまで尋ね參りたるかひもなく、いかに、やがて憂き目をば見せんとは、せさせ給ひ候ふぞ」と、さめ〴〵とかきくどきければ、僧都少し人ひと心ごこ地ち出で來、助け起され、「まことに、汝多くの波路をしのぎつゝ、はる〴〵とこれまで參りたるこそ神しん妙べうなれ。ただ明けても暮れても、都の事をのみ思ひ居たれば、戀しき者どもの面影を、夢に見る折もあり。又幻まぼろしに立つ時もあり。身もいたう疲れ弱つて後は、夢も現うつゝも思ひ分かず。今汝が來れるをも、たゞ夢とのみこそ覺ゆれ。もしこの事の夢なりせば、さめての後はいかゞせん」。有王、「こは現うつゝにて候ふなり。さてもこの御有樣にて、今まで御命の延びさせ給ひたるこそ、不思議には覺え候へ」と申しければ、「いさとよ、これは去こ年ぞ少將や判官入[image: ]が迎むかひの時、その瀨に身をも投ぐべかりしを、由なき少將の今一いち度ど都の音おと信づれをも待てかしなど慰め置きしを、愚かにもしやと賴みつゝ、ながらへんとはせしかども、この島には人の食くひ物ものも[image: ]えて無き所なれば、身に力のありし[image: ]は、山に上のぼつて硫い黃わうと云ふ物を[image: ]り、九國より[image: ]ふ商人あきんどにあひ、食物に代へなどせしかども、日に副そひて弱りゆけば、今はさやうの業わざもせず。かやうに日ののどかなる時は、磯に出でて、網あみ人うど・釣つり人うどに、手を摺すり膝を曲かゞめて魚を貰ひ、汐しほ干ひの時は貝を拾ひ、荒あ海ら布めを[image: ]り、磯の苔に露の命をかけてこそ、憂きながら、今日まではながらへたれ。さらでは、憂き世を渡るよすがをば、いかにしつらんとか思ふらん」。僧都、「これにて何事をも云はばやとは思へども、いざ我が家へ」と宣へば、有王、あの御有樣にても、家を持ち給へる不思議さよと思ひ、僧都を肩にひきかけ參らせ、[image: ]へに隨つて行くほどに、松の一むらある中なかに、より竹を柱とし、蘆あしを結ゆひ、桁けた梁はりに渡し、上にも下にも松の葉をひしと[image: ]りかけたれば、雨あめ風かぜたまるべうも見えず。有王、あなあさまし、元は法ほつ[image: ]しよう寺じの寺じ務む職しきにて、八十餘箇所の莊しやう務むを司つかさどり給ひしかば、棟むね門かど・[image: ]ひら門かどの[image: ]に、四五百人の所しよ從じゆう眷けん屬ぞくに、圍ゐ繞ねうせられておはせし人の、まのあたりかゝる憂き目にあはせ給ふ事の不思議さよ。業ごふに樣さま々〴〵あり、順じゆん現げん、順じゆん生しやう、順じゆん後ご業ごふと云へり。僧都一期ごが間、身に用ふる所、皆大だい伽が藍らんの寺じ物もつ・佛ぶつ物もつならずといふ事なし。さればかの信五しん施ぜ無む慚ざんの罪によつて、今こん生じやうにて早感ぜられけりとぞ見えたりける。

　僧都、こは現うつゝにてありけりと思ひ定めて、「去こ年ぞ少將や判官入[image: ]迎ひの時も、これらが[image: ]ふみといふ事もなし。又汝が便たよりにも、かくとも云はざりけりな」と宣へば、有王、淚にむせび俯うつぶして、しばしは御返事にも及ばず。やゝあつて起き上り、淚を抑へて申しけるは、「君の西八條へ出でさせ給ひし後、官人參つて、資し財ざい雜ざふ具ぐ追つゐ補ぶくし、御み[image: ]うちの者ども搦からめ[image: ]り、御謀叛の次第を尋ね問ひ、皆失ひはて候ひき。北の方は幼き人を隱しかね參らさせ給ひて、鞍くら馬まの奧に[image: ]しのうで御渡り候ひしにも、この童わらはばかりこそ、時々參りて御宮づかへ仕り候ふなり。何いづれも御おん歎なげきのおろかなる方かたは候はねども、中にも幼き人は、あまりに戀ひ參らさせ給ひて、參り候ふ度たび每ごとに、「いかに有王よ、われ鬼界が島とかやへ具して參れ」と宣ひて、むづからせ給ひしが、過ぎ候ひし二月きさらぎに、痘もがさと申す事に、失せさせおはしまし候ひぬ。北の方はその御歎きと申し、又これの御事と申し、一方ならぬ御物思ひに、思し召し沈ませ給ひて、うち臥させ給ひしが、いぬる三月二日の日、遂つひにはかなくならせ給ひて候ひぬ。今は[image: ]御[image: ]ばかりこそ、奈な良らの叔を母ば御[image: ]の御おん許もとに、[image: ]うでおはしける、それより御おん[image: ]ふみ賜はつて參つて候」とて、[image: ]り出でて奉る。

　僧都これをあけて見給へば、有王が申すに違たがはず書かれたり。奧には、「な六どや、三人流されておはします人の、二人は召し[image: ]かへされて候ふに、何とて一人殘されて、今まで御おん上のぼりも候はぬぞ。あはれ、高きも卑いやしきも、女の身[image: ]いひがひなき事は候はず。男の身にても候はば、渡らせ給ふ島へも、などか尋ね參らで候ふべき。この童わらはを御供にて、急ぎ上のぼらせ給へ」とぞ書かれたる。「これ見よ、有王よ。この子が[image: ]の書きやうのはかなさよ。己おのれを供にて、急ぎ上れと書いたる事の恨めしさよ。俊寬が心にまかせたる憂うき身ならば、いかでかこの島にて三み年とせの春はる秋あきをば送るべき。今七こ年としは十二になると覺ゆるが、これ[image: ]にはかなうては、いかでか人にも見え、宮仕へをもして、身をも助くべきか」とて泣かれけるにぞ、人の親の心はやみにあらねども、子を思ふ[image: ]に[image: 迷]ふとは、今こそ思ひ知られけれ。「この島へ流されて後は、曆こよみもなければ、月日の立つをも知らず。たゞ自おのづから花の散り葉の落つるを見ては、三み年とせの春はる秋あきをわきまへ、蟬せみの聲麥ばく秋しうを送れば夏と思ひ、雪の積るを[image: 冬]と知る。白八びやく月ぐわつ黑こく月ぐわつの變り行くを見ては、三十日をわきまへ、指を折つて數ふれば、今年は六つになると覺ゆる幼き者も、早はや先立ちけるごさんなれ。西八條へ出でし時、この子が行かんと慕ひしを、やがて歸らうずるぞと慰め置きしが、たゞ今のやうに覺ゆるぞや。それを限りとだにも思はましかば、今しばらくもなどか見ざらん。など、それ等がさ樣に先立ちけるをも、今までは夢幻にも知らせざりけるぞ。親となり子となり、夫ふう婦ふの緣えんを結ぶも、皆この世一つに限らぬ[image: ]りぞかし。人目も知らず、いかにもして命を生かうと思ひしも、これらを今一度見ばやと思ふ爲なり。今は生きても何にかはせん。今は[image: ]が事ばかりこそ心苦しけれども、それは生いき身みなれば、歎きながらも過すごさんずらん。さのみ存ながらへて、己おのれに憂き目を見せんも、我が身ながらつれなかるべし」とて、自みづから食しよく事じを留とゞめ、ひとへに彌み陀だの名みやう號がうを唱へ、臨りん終じゆう正しやう念ねんをぞ祈られける。有王渡つて廿三日と申すに、僧都庵いほりの中うちにて遂に終り給ひぬ。[image: ]三十七とぞ聞えし＊。有王空むなしき姿に[image: ]り付き奉り、天に仰ぎ地に俯し、心の行く[image: ]泣きあきて、「やがて後ご世せの御供仕るべう候へども、この世には、[image: ]御[image: ]ばかりこそ渡らせ給ひ候へ。後ご世せ弔とぶらひ參らすべき人も候はず。しばし存ながらへて、御おん菩ぼ提だいを弔ひ參らすべし」とて、臥ふし所どを改めず、庵いほりを切りかけ、松の枯枝、蘆の枯葉をひしと[image: ]りかけて、藻も鹽しほの煙けぶりとなし奉り、荼九だ毘び事終をへぬれば、白骨を拾ひ首にかけ、又商人あきんど船ぶねの便たよりにて、九國の地にぞ着きにける。

　それより僧都の御娘の、[image: ]うでおはしける御許に參つて、ありしやうを初めよりこま〴〵と語り申す。「なか〳〵、[image: ]を御覽じてこそ、いとゞ御思ひはまさらせ給ひて候ひしか。件くだんの島には、硯すゞりも紙もなければ、御返事にも及ばず。思し召されつる御事どもは、さながら空しうて止み候ひぬ。今は生しやう々〴〵世せ々ゞを送り、多た生しやう曠くわう劫ごふをば隔て給ふとも、いかでか御聲をも聞き、御婆をも見參らさせ給ふべき。たゞいかにもして、御菩提を弔とぶらひ參らさせ給へ」と申しければ、[image: ]御[image: ]聞きもあへ給はず、臥ふしまろびてぞ泣かれける。やがて十二の[image: ]尼になり、奈良の法一〇ほつ華け寺じに行ひ澄まして、父母の後ご世せを弔ひ給ふぞあはれなる。有王は俊寬僧都の遺ゆゐ骨こつを首にかけ、高かう野やへ上り、奧の院に納めつゝ、[image: ]れん華げ谷だににて法師になり、諸國七[image: ]修行して、主の後世をぞ弔ひける。かやうに人々の思ひ歎きの積りぬる、[image: ]家の末こそ恐しけれ。





【注記】

一　有王　「長」、松王丸・有王丸の兄弟とする。「延」「盛」は有王・龜王。「八」は蟻王・龜王とし、龜王はかなしみのため死んだとする。

二　つぎめ　關[image: 節]。

三　ゆたひ　たるんで。

四　諸阿修羅等　法華經、法師功德品の偈。

五　信施無慚　信者の布施を受けて功德を行わず、恥じることのないのをいう。

六　などや　この上、「八」に「今ははや若にもおくれ候ひぬ、又母上にさへ別れ參らせ候ひて、當時は奈良の伯母御[image: ]の御もとに迎へられ參らせてこそ候へ」。

七　今年は十二に　以下「思ひ知られけれ」まで、「八」には「[image: ]は今年は十二か三になるかとこそ思へと宣へば、わらはも、一定の御年をば知り參らせ候はずと申す。僧都、さてこの[image: ]の所々の[image: ]字ぎえのしたるはいかにと宣へば、わらは、それはさぞ御渡り候ふらん、あの御[image: ]あそばすとて、一筆遊してはうつぶし、一筆遊してはうつぶし、なのめならずむづからせおはしまし候ひつるが、さては御淚のかゝらせ給ひたるらんにては候ふらんと申せば、僧都も淚にむせばれけり」。

八　白月黑月　白月は月の朔（一日）から[image: ]（十五日）まで、黒月は[image: ]から晦（三十日）までを言う。

＊　俊寬が島で死んだのは、實は赦免の事のある[image: ]であつた。（日本古典鑑賞講座、[image: ]家物語、八九頁參照）。

九　荼毘　梵語。火葬。

一〇　法華寺　奈良市にある尼寺、法華滅罪寺の略稱。總國分尼寺。「長」「盛」、高野山の麓天野の別所の寺にこもつたとする。













八　つじかぜの事






　さる[image: ]に、同じき五一月十二日の午の刻ばかり、京中につじ風おびたゞしう吹いて、人じん屋をく多く顚てん倒たうす。風は、中の御み門かど京極より起つて、坤ひつじさるの方かたへ吹いて行くに、棟むね門かど・[image: ]ひら門かど吹き拔いて、四五町十町ばかり吹きもて行き、桁けた・長押なげし・柱などは虛こ空くうに散在し、檜ひ皮はだ・葺ふき板いたの類たぐひは[image: 冬]の木の葉の風に亂るゝが如し。おびたゞしう鳴りどよむ音は、かの地獄の業ごふ風ふうなりとも、これには過ぎじとぞ見えし。たゞ舍しや屋をくの破損するのみならず、命を失ふ者も多し。牛馬の類たぐひ數を知らずうち殺さる。「これたゞ事にあらず、御み占うらあるべし」とて、神じん祇ぎ官くわんにして御二み占うらあり。「今百日の中に、祿を重んずる大臣の愼つゝしみ、別しては天てん下がの大事、佛法・王わう法ぼふ共に傾かたぶき、並びに兵革相さう續ぞくすべし」とぞ、神祇官・陰おん陽やう寮れうともに占ひ奉る。





【注記】

一　五月十二日　諸記錄によると、治承四年四月二十九日の事で、三年の五月とするのは重盛死去の[image: ]兆とする作爲。この條、方丈記參照。

二　御占あり「八」、下に、「天下のさわぎとうらなひ申す。但し[image: ]家の御大事にはあらず。殊には祿を重んずる大臣、百日の[image: ]の愼み、別しては兵革相續して飢饉疫癘の愁ひとぞ、神祇官・陰陽寮共にうらなひ申しける」。










九　醫師問答の事






　同じき夏の頃、小松の大臣おとゞは、かやうの事どもに、萬よろづ心細くや思はれけん、その頃熊一野參詣の事ありけり。本ほん宮ぐう證しよう誠じやう殿でんの御[image: ]にて、靜しづかに法ほつ施せ參らせて、終夜よもすがら敬けい白びやくせられけるは、「親しん父ぷ入[image: ]相國の體ていを見るに、惡逆無ぶ[image: ]だうにして、やゝもすれば君を惱まし奉る。そのふるまひを見るに、一いち期ごの榮えい花ぐわなほ危し。重盛長子として、しきりに諫めを致すといへども、身み不ふ肖せうの間、彼かれ以て服ふく膺ようせず。枝葉[image: ]續して、親しんを現あらはし名を揚げん事難し。この時に當つて、重盛いやしくも思へり。なまじひに列して世に[image: ]沈せん事、あへて良臣孝子の法にあらず。しかじ、名を遁のがれ身を[image: ]いて、今こん生じやうの名[image: ]を投げ捨てて、來世の菩ぼ提だいを求めんに。たゞし凡ぼん夫ぶ薄二地、是ぜ非ひに惑へるが故に、志をなほほしいまゝにせず。南無權現金剛童子、願はくは、子孫繁榮[image: ]えずして、仕へて[image: ]廷に交はるべくば、入[image: ]の惡心を和やはらげて、天下の安全を得しめ給へ。榮えい耀えう又一いち期ごを限つて、後こう昆こん恥に及ぶべくば、重盛が運命を縮つゞめて、來世の苦輪を助け給へ。兩りやう箇かの求ぐ願ぐわん、ひとへに冥みやう助じよを仰ぐ」と、肝かん膽たんをくだいて祈念せられければ、燈籠の火のやうなる物の、大臣おとゞの御身より出でて、はつと消ゆるが如くして失せにけり。人三あまた見奉りけれども、恐れてこれを申さず。

　大臣下向の時、岩田河を渡られけるに、嫡子權ごんの亮すけ少將維これ盛もり以い下げの公きん達だち、淨四じやう衣えの下に薄五色の衣きぬを着て、夏の事なれば、何となう水に戲れ給ふほどに、淨衣の濡れて衣きぬに移りたるが、ひとへに色六いろの如くに見えけるを、[image: 筑]ちく後ごの守かみ貞さだ能よし、これを見咎めて、「何とやらん、あの御淨衣の、世に忌いまはしげに見えさせまし〳〵候。急ぎ召しかへらるべうもや候ふらん」と申しければ、大臣おとゞ、「さては、我が所願すでに成就しにけり。あへてその淨衣改むべからず」とて、岩田河より熊野へ、別して[image: ]よろこびの奉ほう幣へいをぞ立てられける。人怪しと思へども、なほ其の心をば得しめ給はず。しかるにこの公きん達だち、[image: ]なくやがて、まことの色を着給ひけるこそ不思議なれ。その後、大臣おとゞ下向の時、いくばくの日數を經ずして、病やまひづき給ひぬ。「權現すでに御納受あるにこそ」とて、療治をもし給はず。まして祈き禱たうをも致されず。

　その頃、宋[image: ]より[image: ]すぐれたる名醫渡つて、本[image: ]にやすらふ事ありけり。をりふし入[image: ]相國は、福原の別業におはしけるが、越ゑつ中ちゆうの[image: ]ぜん司じ盛もり俊としを使者にて、小松殿へ宣ひ遣されけるは、「所勞いよ〳〵大事なる由、その聞えあり。かねては又、宋[image: ]より[image: ]れたる名醫渡れり。をりふしこれを[image: ]びとす。よつて彼を召し[image: 請]しやうじて、醫療を加へしめ給へ」と宣ひ遣されたりければ、大臣、助け起され、盛俊を御[image: ]へ召して對面あり。「先まづ醫療の事、畏つて承り候ひぬと申すべし。但たゞし汝もよく承れ。延七えん喜ぎの御み門かどは、さ八ばかんの賢王にてわたらせ給ひしかども、異國の相さう人にんを都の中へ入れられたりし事をば、末代までも、賢王の御誤り、本[image: ]の恥とこそ見えたれ。いはんや、重盛ほどの凡ぼん人にんが異國の醫い師しを王城へ入れん事、全く國の恥にあらずや。漢の高祖は、三尺の劍を提ひつさげて、天下を治めしに、淮わい南なんの黥げい布ふを討ちし時、流りう矢しに當つて疵きずを蒙る。后きさき呂りよ太たい后こう、良醫を迎へて見せしむるに、醫いの曰く、この疵治ぢしつべし、但し五十斤こんの金を與へば治せんと云ふ。高祖宣はく、我れ守り[image: ]つよかつし[image: ]は、多くの戰ひに逢うて疵を蒙りしかども、その痛みなし、運すでに盡きぬ、命めいは則すなはち天にあり、扁九へん鵲じやくといふとも何の[image: ]かあらん、しかれば又金かねを惜むに似たりとて、五十斤の金を醫師に與へながら、遂に治ぢせざりき。先せん言げん耳に在り、今以て甘心す。重盛、いやしくも九一〇きう卿けいに列し三一一さん台たいに昇る。その運命を謀るに以て天てん心しんにあり。何ぞ天心を察せずして、愚おろかに醫療をいたはしうせんや。所勞もし定ぢやう業ごふたらば、醫療を加ふるとも、[image: ]なからんか。又非ひ業ごふたらば、療治を加へずとも、助かる事を得べし。かの耆一二ぎ婆ばが醫術及ばずして、大だい覺かく世せ[image: ]そん、滅めつ度どを跋ばつ提だい河がの邊ほとりに唱ふ。これ卽すなはち、定ぢやう業ごふの病、癒いやさざる事を示さんが爲なり。治するは佛體、療するは耆婆なり。定業もし醫療にかゝはるべう候はば、あに釋[image: ]入にふ滅めつあらんや。定業なほ治するに堪へざる旨明あきらけし。しかれば重盛が身、佛體にあらず、名醫又耆婆に及ぶべからず。たとひ四一三部の書を鑑かんがみて、百療に長ずといふとも、いかでか有一四う待だいの穢ゑ身しんを救ぐ療れうせん。たとひ又五一五ご經きやうの[image: ]に詳つまびらかにして、衆病を癒いやすといふとも、あに先せん世ぜの業ごふ病びやうを治せんや。もしかの醫術によつて存命せば、本[image: ]の醫[image: ]なきに似たり。醫術效かう驗げんなくば、面謁所詮なし。なかんづく本[image: ]鼎一六てい臣しんの外一七げ相さうを以て、異[image: ][image: ]遊の來らい客かくに見まみえん事、かつうは國の恥、かつうは[image: ]の陵一八りよう遲ちなり。たとひ重盛命めいは亡ばうずといふとも、いかでか國の恥を思ふ心を存ぜざらん。この由を申せ」とこそ宣ひけれ。盛俊、泣く〳〵福原へ馳せ下り、この由を申しければ、入[image: ]相國、「國の恥を思ふ大だい臣じん、上しやう古こにいまだ聞かず。まして末代にあるべしとも覺えず。日本に相應せぬ大臣なれば、いかさまにも今度失せられなんず」とて、急ぎ都へ上られけり。

　七月廿八日小松殿出一九しゆつ家け給ひぬ。法名は淨二〇[image: ]とこそ附き給へ。やがて八二一月一ひと日ひの日、臨りん終じゆう正しやう念ねんに住ぢゆうして失せ給ひぬ。御おん[image: ]とし四十三。世は盛りとこそ見えつるに、あはれなりし事どもなり。入[image: ]相國の、さしも橫紙を破られしにも、この人のおはして、やう〳〵に宥なだめ宣ひつればこそ、世は今日までも穩おだしかりつれ。この後天下にいかばかりの事か、出で來んずらんとて、上下皆歎き合へり。又[image: ]さきの右大將宗盛の卿の方かた樣ざまの人々、世は唯今大將殿へ參りなんずとて、勇み[image: ]よろこび合はれけり。人の親の子を思ふならひは、愚おろかなるが先立つだにも悲しきぞかし。いはんやこれは、當家の棟とう梁りやう、當世の賢人にてましませば、恩愛の別れ、家の衰微、悲んでもなほ餘りあり。されば世には良臣を失へる事を歎き、家には武略の廢すたれぬる事を悲しむ。およそはこの大臣、[image: ]章麗うるはしうして心に忠を存し、才藝[image: ]すぐれて詞ことばに德を[image: 兼]ね給へり。





【注記】

一　熊野參詣　山槐記によると治承三年三月。

二　薄地　「薄」はせまる。さま〴〵の苦にせまられる凡夫の境界。

三　人あまた　「見所の者ども見とがめ奉りけれども、恐れて人これを申さず」（八）。

四　淨衣　白の狩衣。多く神事に用いる。

五　薄色　薄紫。

六　色　喪服。轉じて喪。

七　延喜の御門　古事談、卷六參照。

八　さばかんの　「さばかりの」の音便。

九　扁鵲　中國の春秋戰國時代の名醫。

一〇　九卿　公卿。上達部。

一一　三台。大臣。

一二　耆婆　インド古代の名醫。

一三　四部の書　四部の醫書。素問經、大素經、難經、明堂經。

一四　有待　人身。衣食等の資を待つて立つものの意。

一五　五經　醫書の五經。素問、靈樞、難經、金櫃要略、甲乙經。

一六　鼎臣　大臣。

一七　外相　すがた。[image: ]心の對。

一八　陵遲　漸次に衰えること。

一九　出家　山槐記、五月二十五日とする。

二〇　淨[image: ]　「照空」（八）。

二一　八月一日　玉葉によると、七月二十九日の曉。










一〇　無[image: ]の沙汰の事






　天性この大臣おとゞは、不一審第一の人にて、未來の事をもかねて悟り給ひけるにや。去んぬる四月七日の夜の夢に、見給ひたりける事こそ不思議なれ。たとへば、或る濱はま路ぢをはる〴〵と步み行き給ふ[image: ]に、傍かたはらに大きなる鳥居のありけるを、大臣、夢の中に、「あれはいかなる御鳥居やらん」と問ひ給へば、「春日二かすが大だい明みやう神じんの御鳥居なり」とぞ申しける。人群くん集じゆしたり。その中より、大きなる法師の頭かうべを太た刀ちの鋒さきに貫き、高くさし擧げたるを、大臣、「何者の首ぞ」と宣へば、「[image: ]家太政入[image: ]殿の、惡あく行ぎやう超過し給へるによつて、當社大明神の、召し[image: ]らせ給ひて候」と申すと覺えて、夢覺めぬ。當家は保ほう元げん[image: ]治よりこのかた、度ど々ゞの[image: ]敵を[image: ]げ、勸けん賞じやう身に餘り、帝三祖・太政大臣に至り、一族の昇[image: ]六十餘人、二十餘年のこのかた、官加階、天下に肩を雙ならぶる人もなかりつるに、さては入[image: ]の惡行超過し給へるによつて、當家の運命の末になるにこそと思おぼし召して、御淚を流させ給ふ。をりふし、妻[image: ]をほと〳〵とうちたゝく者出で來たり。大臣、「何者ぞあれ聞け」と宣へば、「瀨せの尾をの太郞[image: 兼]康が、今夜あまりに不思議の事を見候うて、申し上げんが爲に、夜の明くるを遲う覺えて、參つて候。御おん[image: ]まへの人をはるかに[image: ]のけられ候へ」とて、人を[image: ]けて對面ありけり。大臣の御覽ぜられける夢に少しも違たがはず、つぶさに語り申したりければ、「さてこそ[image: 兼]康は、神しんにも[image: ]じたる者かな」とぞ、大臣も感じ給ひける。

　その[image: ]あした嫡子權ごんの亮すけ少將維盛、院へ參らんとて出で立たれけるを、大臣呼び奉つて、「人の親の、かやうの事申すはをこがましけれども、御ご邊へんは人の子には[image: ]すぐれて見え給へり。あれ少將に酒[image: ]めよ」と宣へば、[image: 筑]後守貞能御酌に參る。「これをば少將にこそ賜ぶべけれども、親より先さきには、よも賜らじ」とて、大臣三度酌んで、その後少將殿にぞさされける。少將又三度受け給ふ時、「あれ、少將に引ひき出で物ものせよ」と宣へば、畏り承つて、赤地の錦の袋に入れたる御太刀持つて參りたり。少將、これは當家に傳はる小四こ烏がらすと云ふ太刀やらんと、嬉しげに見給へば、さはなくして、大だい臣じん葬さうの時用ふる無五む[image: ]もんの太刀なり。その時少六將、以ての外に氣け色しき變つて見え給へば、大臣、淚をはら〳〵と流いて、「それは貞能が僻ひが事ごとにはあらず。大臣葬の時帶はいて供ともする無む[image: ]もんと云ふ太刀なり。日ひ來ごろは、入[image: ]殿いかにもなり給はゞ、重盛帶いて供せんとこそ存ぜしか。今は重盛、入[image: ]殿に先立ち奉らんずれば、御邊に賜たぶなり」とぞ宣ひける。少將、とかうの返事にも及び給はず、淚を抑へて宿所に歸り、その日は出仕もし給はず、引ひき被かづいてぞ臥ふし給ふ。その後大臣、熊野へ參り下向して、幾いくばくの日數を經ずして、病やまひ付づきて失せ給ひけるにこそ、げにもと思ひ知られけれ。





【注記】

一　不審第一の人　「不思議の人」（岩）。

二　春日大明神　「盛」、治承三年三月ごろの夢とし、伊豆の三島大明神へ參り、流人賴[image: ]の祈りで、備[image: ]の吉備津宮が[image: ]盛を打つたと[image: ]げられる。「八」月日はなく、[image: ]盛の首を三島大明神が召し取つて、伊豆の流人賴[image: ]にたまわすとある。春日の事、なし。

三　帝祖　[image: ]盛が安德天皇の外祖父である事。この[image: ]後の[image: ]、下卷一三八頁參照。

四　小烏　目貫にからすが作り入れてあるという。唐革の鎧と共に[image: ]家重代の寶。

五　無[image: ]の太刀　柄鞘が黑塗で、飾りのない太刀。凶事に用いる。

六　少將　「八」、下に、「今これほど當家世盛んなるに、貞能がこの太刀をひくは、一向[image: ]府を呪咀し奉るにこそと思はれければ、貞能がかたを世にもあしげに見給へば」。










付　燈籠の事＊






　すべてこの大臣おとゞは、滅めつ罪ざい生しやう善ぜんの志深うおはしければ、當一來の[image: ]沈を歎き、六二八弘ぐ誓ぜいの願ぐわんに準なぞらへて、東山の麓ふもとに、四十八間けんの[image: ]しやう舍じやを建て、一いつ間けんに一つづゝ、四十八の燈とう籠ろうを掛けられたりければ、九三く品ほんの臺うてな目の[image: ]に耀かゞやき、光くわう耀えう鸞らん鏡けいを琢みがいて、淨土の砌みぎりに臨みぬるが如し。每月十四日十五日を點四じて、大念佛ありしかば、當家他家の人々の許より、みめよく若う壯さかんなりし女[image: ]を[image: 請]しやうじて、一間に六人づゝ、二百八十八人の尼五じ衆しゆと定めて、かの兩日が間は、一心不亂の稱しよう名みやうの聲怠らず。まことに來らい迎かう引いん攝ぜふの悲願も、この所に影やう向がうを垂れ、攝せつ[image: ]しゆ不ふ捨しやの光も、この大臣を照し給ふかとぞ覺えたる。十五日の日につ中ちゆうを結けち願ぐわんとして、大念佛ありけり。大臣行ぎやう[image: ]だうの中に交まじはつて、西さい方はうに向ひ手を合せ、「南無安六養世界の[image: ]主、彌七み陀だ善ぜん[image: 逝]ぜい、三八界六[image: ]の衆しゆ生じやうを、あまねく濟度し給へ」と、[image: 廻]ゑ向かう發ほつ願ぐわんし給へば、見る人慈悲心を興し、聞く者感淚をぞ催しける。それよりしてこそ、この大臣を燈籠の大だい臣じんとは申しけれ。





【注記】

＊　「盛」、[image: ]章を異にし、中に今樣がある。「心のやみの深きをば、とうろうの火こそ照すなれ、みだの誓ひをたのむ身は、照さぬ所はなかりけり」この[image: ]後の重盛に關すること「長」になし。

一　當來　未來。

二　六八弘誓の願　阿彌陀如來が立てた四十八の誓願。

三　九品の臺　極樂淨土にあつて、往生人の坐する臺。九階ある。

四　點じて　きめて。

五　尼衆　「時衆」（岩）（眞）。

六　安養世界　極樂淨土。

七　彌陀善[image: 逝]　阿彌陀如來。

八　三界六[image: ]　欲、色、無色の三界と、天、人間、修羅、畜生、餓鬼、地獄の六[image: ]。










付　金かね渡わたしの事






　大臣、又いかなる善ぜん根こんをもして、後世弔とぶらはればやと思はれけるが、我が[image: ]にはいかなる大善根をし置いたりとも、子孫相續ついで、重盛が後ご世せ弔はん事ありがたし、他國にいかなる善根をもして、後世弔はれんとて、安元の春の頃、鎭ちん西ぜいより妙一めう典でんと云ふ船頭を召し上のぼせ、人をはるかに[image: ]のけて對面あり。金こがね三千五百兩召し寄せて、「汝は聞ゆる大正直の者なればとて、五百兩をば汝に得さす。三千兩をば宋[image: ]へ渡し、一千兩をば育二い王わう山ざんの僧に引三き、二千兩をば御み門かどへ[image: ]らせて、田四でん代だいを育王山へ申し寄せて、重盛が後世弔はすべし」とぞ宣ひける。妙典これを賜はつて、萬ばん里りの煙えん浪らうを凌ぎ大宋國へぞ渡りける。育王山の方五丈佛照禪師德光に逢ひ奉つて、この由申しければ、隨喜感嘆して、やがて千兩をば育王山の僧に引き、二千兩をば御み門かどへ參らせて、小松殿の申されつる樣やうを、具つぶさに奏そう聞もんせられければ、御み門かど大きに感じ思おぼし召して、五百町の田でん代だいを、育王山へぞ寄せられける。されば「日本の大だい臣じん[image: ]たひらの[image: ]臣あそん重盛公の後ご生しやう善ぜん所しよ」と祈る事、今にありとぞ承る。

　入[image: ]相國、小松殿には後おくれ給ひぬ。萬よろづ心細くや思はれけん。福原へ馳せ下り、閉へい門もんしてこそおはしけれ。





【注記】

一　妙典　「妙典といふ唐人の[image: 筑]紫にありけるを召して」（盛）。妙典は法華經の稱。それを人の名とした。[image: 伴]信友の比古婆衣卷十六參照。

二　育王山　中國五山の一、育王山阿育王寺。

三　引き　贈物とする。引出物とする。

四　田代　田地。たしろ。

五　方丈　住持。










一一　法印問答の事






　同じき十一月七日の夜の戌いぬの刻ばかり、大だい地ぢおびたゞしう動いてやゝ久し。陰おん陽やうの頭かみ安あ倍べの泰やす親ちか、急ぎ[image: ]だい裏りへ馳せ參り、「今こん度どの地震、占せん[image: ]もんの指す所、その愼しみ輕かろからず候。當一[image: ]三經の中に、金こん櫃ぎ經きやうの[image: ]を見候ふに、年を得ては年を出でず、月を得ては月を出でず、日を得ては日を出でず。以ての外に火急に候」とて、淚をはら〳〵と流しければ、傳奏の人も色を失ひ、君も叡慮を驚かさせおはします。若き公く卿ぎやう殿てん上じやう人びとは、「けしからぬ泰やす親ちかが泣きやうかな。たゞ今何事のあるべきか」とて、一度にどつとぞ笑ひ合はれける。されどもこの泰親は、[image: ]二せい明めい五代の苗べう裔えいを承うけて、天[image: ]は淵源を窮め、推すゐ條でう掌たなごころを指さすが如し。一事も違たがはざりければ、指さすの神み子ことぞ申しける。雷三いかづちの落ちかゝりたりしかども、雷火の爲に狩かり衣ぎぬの袖は燒けながら、その身はつゝがもなかりけり。上しやう代だいにも末代にも、ありがたかりし泰親なり。

　同じき十四日、入[image: ]相國いかゞは思ひなられたりけん、數千騎の軍兵をたなびいて、都へ歸り入り給ふ由聞えしかば、京中何と聞き分けたる事はなけれども、上下騷ぎ合へり。また何者の申し出したりけるやらん、「入[image: ]相國、[image: ]てう家かを恨み奉るべし」と云ふ披ひ露ろうをなす。關四白殿も、[image: ]ない々〳〵聞きこし召さるゝ旨もやありけん、急ぎ御ご參さん[image: ]だいあつて、「今度入[image: ]の入じゆ洛らくは、ひとへに基もと[image: ]ふさ亡ぼすべき由の結構にて候へ。つひにいかなる憂うき目にか逢ひ候はんずらん」と、奏せさせ給へば、主上、聞し召して、「そこにいかなる目にも逢はんは、ひとへに我が逢ふにてこそあらんずらめ」とて、龍りよう顏がんより御淚を流させ給ふぞかたじけなき。まことに、天下の御おん政まつりごとは主しゆ上しやう・攝せふ籙ろくの御計らひにてこそあるに、こはいかにしつる事どもぞや。天照大神・春日かすが大明神の、神慮の[image: ]も量りがたし。

　同じき十五日、「入[image: ]相國[image: ]てう家かを恨み奉るべき事、必ひつ定ぢやう」と聞えしかば、法皇大きに驚かせ給ひて、故少納言信しん西ぜいの子息靜五じやう憲けん法印を御使にて、入[image: ]相國の許へ遣さる。仰せ下されけるは、「[image: ]年[image: ]廷靜かならずして、人の心もとゝのほらず、世間も未だ落らく居きよせぬさまになりゆく事を、惣そう別べつにつけて歎き思おぼし召せども、さてそこにあれば、萬事は賴み思し召されてこそあるに、たとひ天下を靜むるまでこそなからめ、あまつさへ嗷がう々〳〵なる體ていにて、[image: ]家を恨み奉るべしと聞し召すは何事ぞ」と仰せ下さる。法印勅ちよく諚ぢやうを承つて、西八條の亭ていに行き向ふ。入[image: ]對面もし給はず、[image: ]あしたより夕ゆふべに及ぶまで待たれけれども、無ぶ音いんなりければ、「さればこそ」と無む[image: ]やくに思ひ、源げん大だい夫ふの判はう官ぐわん季貞を以て、勅諚の趣き云ひ入れさせ、「暇いとま申して」とて出でられければ、その時入[image: ]、「法印呼べ」とて、出でられたり。

　呼び返して、「やゝ法印の御ご坊ばう、淨海が申す所は僻ひが事ごとか。先まづ[image: ]だい府ふがみまかりぬる事、當家の運命を計るにも、入[image: ]隨ずゐ分ぶん悲淚を抑へてこそまかり過ぎ候ひしか。御邊の心にも推察し給へ。保元以後は、亂らん逆げきうち續いて、君安い心もましまさざりしに、入[image: ]はたゞ大おほ方かたをとり行ふばかりでこそ候へ。[image: ]だい府ふこそ、手を下おろし身を碎いて、度ど々ゞの逆げき鱗りんをば、靜め參らせ候ひしか。その外、臨時の御大事、[image: ]てう夕せきの政務、[image: ]府[image: ]の功臣はありがたうこそ候へ。こゝを以て古いにしへを案ずるに、唐の太宗は、魏ぎ徵ちように後おくれて悲しみの餘りに、昔の殷いん宗そうは夢の中に良りやう弼ひつを得、今の朕は覺めての後賢臣を失ふと云ふ碑ひの[image: ]もんを自ら書いて、廟べうに立ててだにこそ悲しみ給ひけるなれ。我が[image: ]てうにも、間[image: ]う見候ひし事ぞかし。顯六あき賴よりの民部卿が[image: 逝]せい去きよしたりしをば、故七院殊に御歎きあつて、八や幡はたの行ぎやう幸かう延引あつて、御ぎよ遊いうなかりき。すべて臣下の卒そつするをば、代々の御み門かど、皆御歎きある事でこそ候へ。それに、[image: ]だい府ふが中陰に、八や幡はたの御幸あつて御八ぎよ遊いうありき。御歎きの色一いち事じもこれを見ず。たとひ、[image: ]府が忠をこそ思し召し忘れさせ給ふとも、などか、入[image: ]が悲しみをば御憐みなくては候ふべき。たとひ、入[image: ]が悲しみをこそ御あはれみなくとも、などか、[image: ]だい府ふが忠をば思し召し忘れさせ給ふべき。父子ともに叡えい慮りよに背き申す事、今に於て面めん目ぼくを失ふ、これ一つ。次に越[image: ]國をば、子々孫々まで御ご變へん改がいあるまじき由御約束候ひて下し給ひて候ひしかども、[image: ]だい府ふに後おくれて後、やがて召し返され候ふは、何なんの過怠にて候ふやらん、これ一つ。次に中納言闕けつの候ひし時、二九位中將しきりに所しよ[image: ]まうし候ひしを、入[image: ]隨分とり申ししかども、遂に御承引なくして、關一〇白の息をなさるる事はいかに。たとひ入[image: ]いかなる非ひ據きよ申し行ふとも、一度はなどか聞し召し入れでは候ふべき。位階といひ、家け嫡ちやくといひ、理り運うん左さ右うに及ばざる事を、ひき違へさせ給ふ御事は、あまりに本ほ意いなき御計はからひとこそ存じ候へ、これ一つ。次に新大納言成親の卿以い下げ、[image: ][image: ]の人々、鹿しゝの谷に寄り合うて、謀む叛ほんを企てし事も、全く私の計略にあらず、しかしながら君御ご許きよ容ようあるによつてなり。事こと新しき申し事にて候へども、この一門をば七代までは、いかでか思し召し捨てさせ給ふべきに、それに入[image: ]七旬に及びて、餘命幾いくばくならぬ一いち期ごの中にだに、やゝもすれば亡さるべき由の御結構候。申二し候はんや、子孫相續いて、[image: ]家に召し仕はれん事もありがたうこそ候へ。およそ、老いて子に後るゝは、枯木の枝なきに異ならず。今は[image: ]なき憂うき世に、さのみ心を費しても何にかはせんなれば、いかでもありなんと思ひなつてこそ候へ」とて、かつうは腹ふく立りふし、かつうは落淚し給へば、法印恐しうも又あはれにも覺えて、汗水にこそなられけれ。

　その時は、いかなる人も、一いち言ごんの返事には及び難き事ぞかし。その上、我が身も[image: ][image: ]の仁じんにて、鹿の谷に寄り合ひし事を、正まさしう見聞かれしかば、唯今もその人數とて、召しや籠められんずらんと思はれければ、龍りようの鬚ひげを撫で、虎の尾を蹈む心こゝ地ちはせられけれども、法印も、さる恐しき人にて、ちつとも騷がず申されけるは、「まことにたび〳〵の御奉公淺からず候。一旦御恨み申させまします旨むね、そのいはれ候。但し官位と云ひ、俸祿と云ひ、御身に[image: ]つては、悉こと〴〵く滿足す。されば功の莫大なる事をも、君常に御ぎよ感かんあるでこそ候へ。しかるに[image: ]臣事を亂り、君御許容ありなど申す事は、謀ぼう臣しんの凶害にてぞ候はんずらん。凡およそ耳を信じて目を疑ふは、俗しよくの常の弊なり。小せう人じんの[image: ]ふ言げんを重くして、[image: ]恩の他に異なるに、今さら又君を傾かたぶけ參らさせ給はん事、冥一二みやう顯けんにつけて、その恐れ少からず候。凡およそ天心は蒼さう々〳〵として測はかり難し。叡慮定めてその儀でぞ候はんずらん。下しもとして上かみに逆さかふる事は、あに人臣の禮たらんや。よく〳〵御ご思し惟ゆゐ候ふべし。詮ずる所、この趣きをこそ披露仕り候はめ」とて、立たれたれば、その座に並なみ居給へる人々、「あな恐し。入[image: ]のあれ[image: ]怒り給ふに、ちつとも騷がず、返事うちして、立たれけるよ」とて、法印を譽めぬ人こそなかりけれ。





【注記】

一　當[image: ]三經　陰陽[image: ]に關する三書。

二　[image: ]明　花山一條天皇頃の人。陰陽[image: ]の大家。

三　雷の　「雷落[image: ]泰親[image: ]臣宅[image: ]」（百鍊抄・承安四・六・二二）。泰親については續古事談參照。

四　關白殿　基[image: ]。

五　靜憲　「上皇以[image: ]法印靜賢[image: ]自今以後萬機不[image: ]可[image: ]有[image: ]御口入[image: ]之由被[image: ]仰[image: ]遣之[image: ]」（百鍊抄・治承三・一一・一五）。

六　顯賴　[image: ]原氏。久安四年薨、年五十五。

七　故院　鳥[image: ]院。

八　御遊ありき　この下、「八」に「あまつさへ法住寺殿にして御遊あり」。治承三・八・二七、高倉天皇八幡行幸

九　二位中將　[image: ]攝政基實の長子基[image: ]。

一〇　關白の息　基[image: ]の三男師家。二位中將基[image: ]を越えて中納言となる。時に八[image: ]。越[image: ]國の事と共に、玉葉の治承三・一一・一五の條參照。

一一　申し候はんや　「いはんや」を丁[image: ]にいつた語。ましてや。

一二　冥顯　冥は神佛の[image: ]、顯は君臣の義。










一二　大臣流罪の事






　法印歸り參つて、この由奏そう聞もんせられければ、法皇も[image: ]理至極して、重ねて仰せ下さるゝ旨もなし。同じき十六日、入[image: ]相國、この日ひ來ごろ思ひ立ち給へる事なれば、關白殿を始め奉りて、太一政大臣以い下げの卿けい相しやう雲うん客かく四十三人が官職を停とゞめて、追ひ籠こめ奉らる。中にも、關白殿をば、大だ宰ざいの帥そつに遷して、鎭ちん西ぜいへとぞ聞えし。「かゝらん世には、とてもかくてもありなん」とて、鳥[image: ]の邊へん、故ふる川かはと云ふ所にて、御ご出しゆつ家けあり。御[image: ]三十五。「禮儀よく知ろし召して、曇りなき鏡にておはしつる人を」とて、世の惜しみ奉る事斜なのめならず。[image: 遠]流の人の、[image: ]にて出家したるをば、約束の國へは遣つかはさぬ事にてある間、初めは日向ひうがの國くにと定められたりしかども、これは御出家の間、備[image: ]の國こ府ふの邊へん、湯[image: 廹]いばさまと云ふ所にぞ置き奉る。大臣流る罪ざいの例は、左大臣蘇そ我がの赤あか兄え・右大臣豐とよ成なり・左大臣魚うを名な・右大臣菅原、かけまくも忝かたじけなく今の北野の天神の御事なり、左大臣高かう明めい公こう・[image: ]大臣[image: ]ふぢ原はらの伊い周しう公こうに至るまで、その例すでに六人。されども、攝政關白流罪の例はこれ始めとぞ承る。故こ中二なか殿どのの御子、二位の中將基もと[image: ]みちは、入[image: ]の壻にておはしければ、大臣關白になし奉らる。去んぬる圓融院の御ぎよ宇う、天祿三年十一月一ひと日ひの日、一條の攝政謙三德公失せ給ひしかば、御弟堀川の關白忠四義公、その時は未だ從二位の中納言にておはしき。其の御弟法ほ興こ院ゐんの大入[image: ][image: 兼]家公、その頃は大納言の右大將にてまし〳〵ければ、忠義公は御弟に加階越えられさせ給ひたりしかども、今又越え返して、[image: ]大臣正二位して、[image: ]五覽の宣せん旨じ蒙かうぶらせ給ひしをこそ、人皆耳じ目ぼくを驚かしたる御昇[image: ]とは申し合はれしか。これはそれにはなほ超過せり。非參議二位の中將より、大中納言を經ずして、大臣攝政になる事これ初め。普ふ賢げん寺じ殿どのの御事なり。上しやう卿けい・宰相・大だい外げ記き・大六たい夫ふの史しに至るまで、皆あきれたる樣さまにてぞ候はれける。

　太政大臣師もろ長ながは、司つかさを停とゞめて東あづまの方かたへ流され給ふ。去さんぬる保元には、父惡七あく左ひだんの大臣おほい殿どのの緣座によつて、兄弟四人流罪せられ給ひにき。御兄右大將[image: 兼]長・御弟左ひだんの中將隆長・範はん長ちやう禪師三人は、歸洛を待たずして、配所にて終つひに失せ給ひぬ。これは土佐の畑はたにて、九こゝの[image: ]かへりの春はる秋あきを送り迎へ、長寬二年八月に召し[image: ]かへされて、本位に復し、次の年正二位して、仁安元年十月に、[image: ]さきの中納言より權ごん大納言に上あがり給ふ。をりふし大納言あかざりければ、員八かずの外ほかにぞ加はられける。大納言六人になる事これ始め。又[image: ]さきの中納言より權大納言に上あがる事も、後ご山やま階しなの大臣三九み守もり公こう、宇治の大納言隆たか國くにの卿の外は、これ始めとぞ承る。管くわん絃げんの[image: ]に達し、才藝すぐれておはしければ、次第の昇[image: ]とゞこほらず、太政大臣まできはめさせ給ひて、又いかなる罪の報いにや、重ねて流され給ふらん。保元の昔は、南海土佐へ遷うつされ、治承の今は、又東關尾張國とかや。本より、罪一〇なくして配所の月を見んと云ふ事を、心ある際きはの人の願ふ事なれば、大臣おとゞあへて事ともし給はず。かの唐の太一一子の賓ひん客かく白樂天、潯じん陽やうの江えのほとりにやすらひけん、その古いにしへをおもひやり、鳴なる海み潟がた汐しほ路ぢはるかに[image: 遠]見して、常は朗月を[image: ]み、浦風に嘯うそぶき、琵び琶はを彈じ、和歌を詠じて、なほざりがてらに、月日を送り給ひけり。

　或る時、當國第三の宮熱田明神に參詣ありて、その夜神明法一二ほふ樂らくの爲に、琵琶ひき朗詠し給ふに、所もとより無智の境なれば、[image: 情]を知れる者もなし。邑いふ老らう・村女・漁ぎよ人じん・野や叟そう、頭かうべをうなだれ、耳をそばだつといへども、さらに[image: ]濁を分けて、呂律を知る事なし。されども瓠一三こ巴は琴きんを彈ぜしかば、魚ぎよ鱗りん躍りほとばしり、虞一四ぐ公こう歌を發せしかば、梁りやう塵ぢん動き動く。物の妙めうをきはむる時には、自然に感をもよほす理ことわりなれば、諸人身の毛よだつて、滿座奇異の思ひをなす。やう〳〵深更に及んで、風一五ふ香がう調でうの[image: ]には、花芬ふん馥ふくの氣を含み、流泉の曲の間には、月[image: ]せい明めいの光を爭ふ。「願一六はくは今こん生じやう世俗[image: ]字の業ごふ、狂言綺き語ぎよの謬あやまりを以て」と云ふ朗詠をして、祕曲を彈ひき給ひしかば、神明感應にたへずして、寶殿大きに震動す。「[image: ]家の惡行なかりせば、今この瑞ずゐ相さうをばいかでか拜むべき」とて、大臣感淚をぞ流されける。

　按察あぜつの大納言資すけ賢かたの卿、子息右[image: ]衞少將[image: 兼]けん讚岐さぬきの守かみ源みなもとの資すけ時とき、二つの官を停とゞめらる。參議皇くわう太たい后こう宮ぐうの權ごんの大だい夫ぶ[image: 兼]右兵衞督のかみ[image: ]原光の能、大藏卿右京大だい夫ぶ[image: 兼]伊豫守高たか階しなの泰經、藏人左少辨[image: 兼]中宮權大[image: ][image: ]原基親、三官ともに停めらる。中にも按察大納言資賢の卿、子息右[image: ]衞少將、孫の右少將雅まさ賢かた、これ三人をば、「今日やがて都の中を追ひ出いださるべし」とて、上しやう卿けいには[image: ]大納言實國、博士一七はかせの判官中原範のり貞さだに仰せて、その日やがて都の中を追ひ出さる。大納言宣ひけるは、「三界廣しといへども、五尺の身置き所なし。一生[image: ]なしといへども、一日暮し難し」とて、夜や中ちゆうに九こゝの重への中うちを紛れ出でて、八重立つ雲の外へぞ赴かれける。かの大江山や、生一八いく野のの[image: ]にかゝりつつ、始めは丹波國村雲と云ふ所に、しばしはやすらひ給ひしが、それより終つひには尋ね出されて、信濃國とぞ聞えし。





【注記】

一　太政大臣　師長。

二　中殿　[image: ]原基實。

三　謙德公　[image: ]原伊尹。師輔の長男。

四　忠義公　[image: ]原[image: 兼][image: ]。師輔の次男。

五　[image: ]覽の宣旨　太政官から奏上する[image: ]書を天皇に先だつて[image: ]見するを許される宣旨。

六　大夫の史　太政官の書記で、五位の者。

七　惡左大臣殿　賴長。

八　員の外　定員外。

九　三守　[image: ]原三守。

一〇　罪なくして云々　隆國の兄權中納言源顯基の語。古事談・發心集・撰集抄參照。

一一　太子の賓客　東宮付の官。

一二　法樂　神社に誦經を捧げること。轉じて、歌舞音樂を奏して神慮を慰めること。

一三　瓠巴　楚國の琴の名手。

一四　虞公　漢の歌謠の名人。

一五　風香調　琵琶の調子の名。

一六　願はくは　和漢朗詠集、白樂天「願以[image: ]今生世俗[image: ]字之業、狂言綺語之誤[image: ]飜爲[image: ]當來世々讚佛乘之因、轉法輪之緣[image: ]」。

一七　博士　「武士には博士の判官範貞、參りむかつてこのよし申されたりければ、大納言とる物もとりあへ給はず」（八）。

一八　生野の[image: ]　金葉集、小式部[image: ]侍「大江山いく野の[image: ]の[image: 遠]ければまだふみも見ず天の橋立」。










付　行隆の沙汰の事






　[image: ]さきの關白松殿の侍さぶらひに、江がう大たい夫ふの判官[image: 遠]一とほ成なりと云ふ者あり。これも[image: ]家に心よからざりけるが、「六波羅より搦からめ捕らるべし」と聞えし[image: ]に、子息江左衞門尉家成相具して、南を指して落ち行きけるが、稻荷いなり山やまにうち上あがり、馬より下おりて、親子云ひ合せけるは、「これより東國へ落ち下り、流る人にん[image: ]さきの右う兵ひやう衞ゑの佐すけ賴より[image: ]ともを賴まばやとは思へども、それも、當時は勅勘の身にて、我が身一つをだに叶ひ難うおはすなり。その外日本國に、[image: ]家の庄園ならぬ所やある。とても遁のがれざらんもの故に、年ごろ住み馴れたる所を人に見せんも恥ぢがまし。これより[image: ]つて返し、六波羅より召めしの使つかひあらば、[image: ]たちに火かけ燒き上げ、腹かき切つて死なんにはしかじ」とて、また河原坂の宿所へ[image: ]つて返す。案の如く、源大夫判官季定・攝津判官盛澄、ひた甲かぶと三百餘騎、河原坂の宿所へおし寄せて、鬨ときをどつとぞ作りける。江大夫判の官、緣に立ち出で大だい音おん聲じやうを揚げて、「いかにおの〳〵、六波羅では、この樣やうを申させ給へ」とて、[image: ]に火かけ、燒き上げ、父子ともに、腹かき切つて焰の中にて燒け死にぬ。

　そも〳〵、かやうに人の亡び損ずる事をいかにと云ふに、[image: ]二さきの大おほ殿とのの御子三三位の中將殿と、當時關白にならせ給ふ二四位の中將殿と、中納言御爭論故とぞ聞えし。さらば、關白殿御ご一いつ所しよばかりこそ、いかなる御目にも逢はせ給ふべきに、四十三人の人々の、事に逢ふべきやは。およそは、これにも限るまじかんなれども、入[image: ]相國の心に天魔入り替りて、萬よろづ腹をすゑかね給ふ由聞えしかば、京中又騷ぎ合へり。去こ年ぞ讚岐の院御追號ありて、崇す德とく天皇と號し、宇治の惡左府贈官贈位行はれたりといへども、世間はなほも靜かならず。

　その頃[image: ]の左少辨行五隆と聞えしは、故中山の中納言顯あき時ときの卿の長男なり。二條の院の御時は、辨官に加つて、さしもゆゝしうおはせしが、この十餘年は、官をも停められて、夏[image: 冬]の衣更ころもがへにも及ばず、[image: ]暮の餐さんも稀なり。あるかなきかの體ていにておはしけるを、入[image: ]相國使者を以て、「きつと立ち寄り給へ。申し合すべき事あり」と、宣ひ遣されたりければ、行隆、「この十餘年は官をも停とゞめられて、萬よろづ何事にも交らざりつるものを。いかさまにも讒ざん言げんして、失はんとする者のあるにこそ」とて、大きに恐れ騷がれけり。北の方以い下げ女[image: ]たち、聲々に喚をめき叫び給ひけり。さる[image: ]に西八條殿より、使しきなみにありしかば、行隆、「出で向ひてこそ、ともかくもならめ」とて、人六に車借つて出でられたれば、思ふには似ず、入[image: ]やがて出で逢ひ對面ありて、「御邊の父の卿は、入[image: ]大小事を申し合せし人なり。その子息にておはすれば、御邊とても全くおろそかに思ひ奉らず。年とし來ころ籠居の事もいたはしうは覺ゆれども、法皇の御政務の上うへは、力及ばず。今は出仕し給へ。官途の事も申し沙汰仕り候はん。さらばとう歸られよ」とて歸されたれば、宿所には女[image: ]・侍さし集つどひて、死にたる人の生き返りたる心地して、[image: ]よろこび泣なきをぞせられける。その後源大夫判官季貞を以て、知行し給ふべき庄園狀どもあまたなし遣し、「先まづ、さこそおはすらん」とて、百七疋百兩に米よねを積んでぞ送られける。出仕の料にとて、雜ざふ色しき・牛[image: ]・牛うし車ぐるまに至るまで、[image: ]げに沙汰し送られければ、行隆、手の舞ひ足の踏みどをも覺え給はず、「こは夢やらん」とぞ驚かれける。同じき十七日、五位の侍八中に補ふせられて、本の如く左少辨になし返さる。今年五十一、今さら若やぎ給ひけり。た九ゞ片へん時しの榮えい花ぐわとぞ見えし。





【注記】

一　[image: 遠]成　この父子の物語、「八」になし。「[image: ]大夫判官大江[image: 遠]業自害縱[image: ]火於宅[image: ]（略）上皇殊召仕之輩也」（百鍊抄、治承三・一一・二一）。

二　[image: ]の大殿　[image: ]關白基[image: ]。

三　三位の中將　師家。

四　二位の中將　基[image: ]。普賢寺殿。

五　行隆　「葉室の一族にして、此の物語の作者行長の父なり。此の邊心して見よ」（梅澤和軒）。行長については徒然草參照。なお、行隆は慈鎭和[image: ]（慈圓）の生家月輪家の家司であつた。[image: ]治三年歿、五十八。

六　人に車借つて　「牛車、出仕の裝束ともになかりければ、弟の左衞門光高の許へこのよし宣ひつかはされたりければ、牛車出仕の裝束ともに行高のもとへつかはさる」（八）。

七　百疋百兩　絹百疋金百兩。

八　侍中　藏人の唐名。

九　たゞ　この句「盛」「長」「延」になし。「延」には行隆の子宗行が承久の變で斬られた事を記す。










一三　法皇御遷幸の事






　同じき廿日の日、法一住寺殿をば、軍ぐん兵びやう四面をうち圍んで、[image: ]治に信賴の卿が三條殿をしたりしやうに、御所に火をかけ、人をば皆燒き亡すべき由、聞えしかば、局つぼねの女[image: ]あやしの女めの童わらはに至るまで、物をだにうち被かづかずして、我れ先に〳〵とぞ逃にげ出でける。[image: ]の右大將宗盛の卿御車を寄せて、「とう〳〵」と申されたりければ、法皇叡慮を驚かさせおはしまし、「成親・俊寬等がやうに、[image: 遠]き國、はるかの島へも遷うつし遣られんずるにこそ。さらに御咎とがあるべしとも思し召さず。主上さて渡らせ給へば、政務の口二こう入じゆするばかりなり。それもさらずば、自分以後、さらでもあれかし」と仰せければ、宗盛の卿淚をはら〳〵と流いて、「いかに、たゞ今さる御事候ふべき。しばらく世を靜めん[image: ]、鳥[image: ]の北殿へ御幸をなし參らせよと、父の禪門申し候」と、申されたりければ、「さらば、汝やがて御供仕れ」と仰せけれども、父の禪門の氣き色しよくに恐れをなして、御供には參られず。「これに付けても、兄の[image: ]だい府ふには、ことの外に劣りたるものかな。一ひと年ゝせもかゝる御目に逢ふべかりしを、[image: ]だい府ふが身に代へて制し停とゞめてこそ、今日までも御心安かりつれ。今は諫いさむる者のなきとて、かうはするやらん。行く末とても賴もしからず思し召す」とて、御淚塞せきあへさせ給はず。さて御車に召されけり。公く卿ぎやう殿てん上じやう人びと、一いち人にんも供ぐ奉ぶせられず。北面の下げ﨟らふと、さては金こん行ぎやうといふ御三おん力りき者しやばかりぞ參りける。御車の尻には、尼あま[image: ]ぜ一いち人にん參られけり。この尼[image: ]と申すは、やがて法皇の御おん乳ちの人、紀四伊の二位の御事なり。七條を西へ、朱しゆ雀じやかを南へ御ご幸かうなし奉る。「あはや、法皇の流されさせおはしますぞや」とて、心なきあやしの賤しづの男を賤の女めに至るまで、皆淚を流し袖を濡さぬはなかりけり。「去んぬる七日の夜の大地震も、かゝるべかりける[image: ]表にて、十五六洛らく叉しやの底までも答へ、堅牢地神の驚きさわぎ給ふらんも理ことわりかな」とぞ人申しける。さて鳥[image: ]殿へ御幸なつて後、御ご[image: ]ぜんに人一人も候はず。何としてか紛れ入つたりけん、大膳大夫信成が、唯一人候ひけるを、御[image: ]へ召して、「われは[image: ]う失はれんずると思し召すぞ。御おん行ぎやう水ずゐを召さばやと思し召すはいかに」と仰せければ、さらぬだに信成は、今[image: ]より肝きも魂たましひも身に添はず、あきれたる樣さまにて候ひけるが、この仰せ承る事のかたじけなさに、狩かり衣ぎぬの玉たま襷だすきあげ、釜かまに水六汲み入れ、小こ柴しば垣がきこぼち、大おほ床ゆかの束七つか柱ばしら破わりなどして、形かたの如くの御湯し出いだいて奉る。

　又靜憲法印、入[image: ]相國の西八條の亭へ行き向ひて、「夕ゆふべ法皇の、鳥[image: ]殿へ御幸なつて候ふなるに、御ご[image: ]ぜんに人一人も候はぬ由承つて、あまりにあさましく覺え候。何か苦しう候ふべき。靜憲ばかり御許されをかうぶつて、參り候はばや」と申されければ、入[image: ]相國いかゞ思はれけん、「御坊ばうは一向事あやまつまじき人なり。とう〳〵」とて許されけり。法印斜なのめならずに[image: ]よろこび、急ぎ鳥[image: ]殿へ參り、門[image: ]にて車より下おり、門の[image: ]へさし入り給ふに、をりふし法皇は御經うち上げ〳〵遊ばされける御聲の、殊にすごうぞ聞えさせおはします。法印の、つと參られたれば、遊ばされける御經に、御淚のはら〳〵とかゝらせ給ふを見參らせて、法印あまりの悲しさに、裘八きう代たいの袖を顏におし當てゝ、泣く〳〵御[image: ]へぞ參られける。御[image: ]には尼あま[image: ]ぜばかりぞ候はれける。「やゝ、法印の御坊。君は、昨日きのふの[image: ]あした法住寺殿にて、供ぐ御ご聞し召して後は、夕べも今[image: ]も聞し召さず。長き夜すがら御寢もならず。御命もすでに危あやふうこそ、見えさせおはしませ」と申されければ、法印淚を抑へて申されけるは、「何事も限ある事でこそ候へ。[image: ]家世を[image: ]つて二十餘年。されども惡あく行ぎやう法に過ぎて、すでに亡び候ひなんず。されば天照大神・正八幡宮も、君をばいかでか思し召し放たせ給ふべき。中にも、君の御賴みおはします日ひ吉よし山王七九社、一乘守護の御誓いまだ改らずば、かの法一〇ほつ華け八軸に立たち翅かけつてこそ、君をば守り參らさせ給ふらめ。されば政務は君の御代となり、凶徒は水の泡と消え失せ候ひなんず」と申されければ、法皇この詞ことばに少し慰ませおはします。

　主しゆ上しやうは、關白流され給ひ、臣下の多く亡び損ずる事をのみこそ、御歎きありつるに、今又法皇の鳥[image: ]殿へ御幸なりぬる由、聞し召して、つや〳〵供ぐ御ごも聞し召さず、御ご惱なうとて、常は夜よるの御お殿とゞにのみ入らせおはします。御[image: ]に候はせ給ふ女[image: ]たち、后きさいの宮を始め參らせて、いかなるべしとも思し召さず。法皇の鳥[image: ]殿へ御幸なつて後、[image: ]だい裏りには、臨時の御神事とて、[image: ]涼殿の石一一いし灰ばひの壇にして、主上夜ごとに伊勢大神宮をぞ御拜ありける。これは一いつ向かう法皇御祈の爲とぞ聞えし。二條の院は、さばかりの賢王にて渡らせ給ひしかども、「天子に父ふ母ぼなし」とて、常は院の仰せを申し返させおはしましければにや、繼一二けい體ていの君にてもましまさず。さ一三れば、御讓を受けさせ給ひたりし六條の院も、安元二年七月十四日、御年十三にて、つひに隱れさせ給ひぬ。あさましかりし事どもなり。





【注記】

一　法住寺殿　後白河法皇の御所。

二　口入　口添え。

三　力者　力者法師。剃髮した中間の類。輿をかつぐなど、力わざをした。

四　紀伊の二位　信西の妻、後白河院の御乳母。

五　十六洛叉の底　深い大地の底。洛叉は梵語、十萬又は億。十六洛叉は百六十萬由旬。

六　水汲み入れ　「金行に水あげさせ」（八）。

七　束柱緣側の下などの短い柱。

八　裘代　法體の貴人の服。

九　七社　「廿一社」（八）。

一〇　法華八軸　法華經八卷。

一一　石灰の壇　[image: ]涼殿の東廂の南にあり、板敷の高さに土をもつて石灰でかためた壇。大神宮・[image: ]侍所を遙拜なさる所。

一二　繼體の君　御繼嗣。

一三　されば　以下、「八」には、「これは同じ父子の御ならひとは申しながら、御[image: ]り殊に深かりければ、よその袂もおさへがたし」。










一四　城せい南なんの離宮の事






　百はく行かうの中には孝行を以て先とす。明めい王わうは孝を以て天下を治むと云へり。されば唐たう堯げうは老い衰へたる母を貴び、虞ぐ舜しゆんはかたくななる父を敬ふと見えたり。かの賢王[image: ]主の先せん規ぎを追はせまし〳〵けん叡慮の[image: ]こそめでたけれ。その頃[image: ]だい裏りより鳥[image: ]殿へ、ひそかに御ご書しよありけり。「かゝらん世には、雲居に跡を留とゞめても、何にかはし候ふべきなれば、寬一くわん[image: ]ぺいの昔をもとぶらひ、花二くわ山ざんの古いにしへをも尋ねて、山林流る浪らうの行ぎやう者じやともなりぬべうこそ候へ」と、遊ばされたりければ、法皇の御返事に、「さな思し召され候ひそ。さて渡らせ給へばこそ、一つの賴みにても候へ。跡なく思し召しならせ給ひなん後は、何の賴みか候ふべき。たゞともかうも愚老がならん樣やうを、御覽じはてさせ給ふべうもや候ふらん」と、遊ばされたりければ、主上、この御返事を龍りよう顏がんにおし當てさせ給ひて、御淚せきあへさせ給はず。君は船、臣は水、水よく船を[image: ]べ、水また船をくつがへす。臣よく君を保ち、臣また君をくつがへす。保元[image: ]治の頃は、入[image: ]相國、君を保ち奉るといへども、安元治ぢ承しようの今は、又君をなみし奉る。史三書の[image: ]もんに違たがはず。

　大四宮の大相國・三五條の[image: ]大臣・葉六は室むろの大納言・中七山の中納言も失せられぬ。今古き人とては成八せい賴らい・親しん範ぱんばかりなり。この人々も、「かゝらん世には、[image: ]に仕へ身を立て、大中納言を經ても何にかはせん」とて、いまだ壯さかんなつし人々の、家を出で世を遁のがれ、民部卿入[image: ]親範は、小を原はらの霜に[image: 伴]ともなひ、宰相入[image: ]成せい賴らいは、高こう野やの霧に交はつて、一いつ向かう後ご世せ菩ぼ提だいの外ほかは、又他事なしとぞ聞えし。昔も商しやう山ざんの雲に隱れ、潁えい川せんの月に心を澄す人もありけんなれば、これあに博覽[image: ]潔にして、世を遁れたるにあらずや。中にも、高かう野やにおはしける宰相入[image: ]成賴、この由を傳へ聞き給ひて、「あはれ、心疾とくも世をば遁れたるものかな。かくて聞くも同じ事なれども、まのあたりたち交はつて聞かましかば、いかばかり心憂からん。保元[image: ]治の亂れをこそ、あさましと思ひつるに、世末すゑになれば、かゝる不思議も出で來にけり。この後は天下に、いかばかりの事か出で來んずらん。雲を分きても登り、山を隔てても入りなばや」とぞ宣ひける。げに心あらん[image: ]の人の、跡を留とゞむべき世とも覺えず。

　同じき廿一日、天台座ざ主す覺快法ほつ親しん王わう、しきりに御辭[image: ]ありしかば、[image: ]さきの座主明雲大僧正、[image: ]くわん着ぢやくし給ふ。

　入[image: ]相國、かくさん〴〵に、し散されたりしかども、中一〇宮と申すも御娘、關一一白殿も又聟むこなりければ、萬よろづ心安くや思はれけん、「政一二務は一向主上の御おん計はからひたるべし」とて、福原へぞ下られける。同じき廿三日、[image: ]さきの右大將宗盛の卿、急ぎ參さん[image: ]だいして、この由奏そう聞もんせられたりければ、主上、「法皇の讓りまし〳〵たる世ならばこそ。たゞ執しつ柄ぺいに云ひ合せて、宗盛ともかうもよきやうに相計はからへ」とて、聞し召しも入れざりけり。

　法皇は城一三せい南なんの離宮にして、[image: 冬]も[image: ]なかば過すごさせ給へば、射一四や山ざんの嵐の音おとのみはげしくて、寒かん庭ていの月ぞさやけき。庭には雪降り積れども、跡踏み付くる人もなく、池にはつらゝ閉ぢ重ねて、群れ居し鳥も見えざりけり。大おほ寺でらの鐘の聲、遺一五愛寺の聞きゝを驚かし、西にし山やまの雪の色、香爐峯の[image: ]のぞみをもよほす。夜よる霜に寒けき砧きぬたの響き、かすかに御枕に傳ひ、曉あかつき氷をきしる車の跡、はるかの門[image: ]に橫たはれり。巷ちまたを過ぐる行かう人じん征馬の忙がはしげなる氣け色しき、うき世を渡る有樣も、思し召し知られてあはれなり。宮門を守る蠻一六夷の、夜よる晝ひる警衞を勤むるも、「先さきの世の如何なる[image: ]りにて、今緣えんを結ぶらん」と、仰せなりけるぞかたじけなき。およそ物に觸れ事に隨つて御心を傷ましめずといふ事なし。さるまゝには、かの折々の御遊覽、所々の御參詣、御一七おん賀がのめでたかりし事ども、思し召し續けて、懷舊の御淚抑へ難し。年去り年來つて、治ぢ承しようも四年になりにけり。





【注記】

一　寬[image: ]の昔　宇多天皇。昌泰二年御出家。

二　花山の古へ　花山天皇。寬和二年御出家。

三　史書　「君は船」云々が孔子家語や貞觀政要に見えている事をいう。

四　大宮の大相國　[image: ]原伊[image: ]。

五　三條の[image: ]大臣　[image: ]原公[image: ]。

六　葉室の大納言　[image: ]原光賴。

七　中山の中納言　[image: ]原顯時。

八　成賴　[image: ]原氏。承安四年に出家して治承三年高野に入る。

九　親範　[image: ]氏。承安四年、大原極樂院で出家。

一〇　中宮　高倉天皇の中宮。德子。

一一　關白殿　關白基[image: ]の妻は[image: ]盛の女。

一二　政務は　「一向天下の御政は公家の御沙汰たるべう候」（八）。

一三　城南の離宮　鳥[image: ]離宮。[image: ]安城の南の意。

一四　射山　藐姑射（はこや）の山。上皇の御所。

一五　遺愛寺　和漢朗詠集、白樂天「遺愛寺鐘欹[image: ]枕聽、香爐峯雪撥[image: ]簾看」。

一六　蠻夷　ここは宮門を守る隼人などの事。

一七　御賀　安元二年三月、法住寺殿で行われた五十の御賀。













[image: ]家物語卷第三









卷第四





一　嚴島御幸の事＊






　治承四年正月一ひと日ひの日、鳥[image: ]殿には、相國も許さず、法皇も恐れさせましましければ、元ぐわん日にち元一ぐわん三ざんの間、參入仕る人もなし。されども、その中に故少納言入[image: ]信西の子息、櫻町の中納言成しげ範のりの卿、その弟左京大だい夫ぶ脩なが範のりばかりぞ、許されては參られける。同じき廿日の日、春二とう宮ぐう御おん袴はかま着ぎ、並びに御三おん眞ま魚な始はじめとて、めでたき事どもありしかども、法皇は鳥[image: ]殿にて、御耳のよそにぞ聞し召す。

　二月二十一日、主四上、異ことなる御つゝがも渡らせ給はざりしを、おし下おろし奉りて、春とう宮ぐう踐せん祚そあり。これも、入[image: ]相國萬よろづ思ふさまなるが致す所なり。時よくなりぬとてひしめき合へり。神しん璽じ・寶劒・[image: ]ない侍し所どころ渡し奉る。上かん達だち部め陣に集りて、古き事ども先例にまかせて行ひしに、左五大臣殿、陣に出でて、御位讓りの事ども仰せしを聞いて、心ある人々の、淚を流し心をいたましめずと云ふ事なし。我と御位を儲まうけの君に讓り奉り、藐六は姑こ射やの山の中うちも閑しづかになど思し召す先さき々〳〵だにも、あはれは多き[image: ]ひぞかし。いはんやこれは、御心ならずおし下おろされさせまし〳〵けん御心の中、申すもなか〳〵おろかなり。傳れる御おん寶たから物ものども品々、司つかさ々〴〵[image: 請]うけ[image: ]りて、新帝の皇居五條の[image: ]だい裏りへ渡し奉る。閑院殿には、火の影かすかに、雞けい人じんの聲も止とゞまり、瀧七口の問八もん籍じやくも[image: ]えにしかば、古き人々は、かゝるめでたき祝ひのなかにも、今さらあはれに覺えて、淚を流し袖を濡さぬはなかりけり。新帝今年ことし三[image: ]、「あはれいつしかなる讓位かな」とぞ、人々さゝやき合はれける。[image: ]大納言時忠の卿は、[image: ]の御乳母めのと帥そつの典す侍けの夫たるによつて、「今度の讓位いつしかなりと、誰か傾かたぶけ申すべき。異國には、周の成王三[image: ]、晋しんの穆ぼく帝てい二[image: ]、我が[image: ]には、[image: ]この衞ゑの院三[image: ]、六條の院二[image: ]、これ皆繦きやう褓ほうのなかに包まれて、衣帶を正しうせざりしかども、或いは攝政負うて位に卽き、或いは母后抱いて[image: ]に臨むと見えたり。後漢の孝かう殤しやう皇帝は、生れて百日と云ふに踐せん祚そあり。天子位を踐ふむ先せん蹤じよう、和漢かくの如し」と申されければ、その時の有いう職しよくの人々、「あな恐し、物な申されそ。さればそれ等はよき例どもかや」とぞ、つぶやき合はれける。春とう宮ぐう踐祚ありしかば、入[image: ]相國夫婦共に外祖父・外祖母とて、准じゆん三さん后ごうの宣せん旨じを蒙かうぶり、年ねん官くわん年ねん[image: 爵]しやくを賜はりて、上じやう日にちの者を召し使ひ、繪かき花つけたる者ども出で入つて、ひとへに院ゐん宮ぐうの如くにてぞありける。出しゆつ家けの人の准三后の宣旨を蒙る事は、法興院の大おほ入[image: ]殿[image: 兼]家公の外は、これ始めとぞ承る。

　同じき三月上旬に、上皇安あ藝きの嚴いつく島しまへ御ご幸かうなるべしと聞えけり。帝王位くらゐをすべらせ給ひて、諸社の御幸始には、八や幡はた・賀茂・春日かすがへこそ御幸はなるべきに、はるばると安藝國までの御幸はいかにと、人不審をなす。或人の申しけるは、「白河の院は熊野へ御幸、後白河は日吉の社へ御幸なる。されば知んぬ、叡慮にありと申す事を」。御心中に深き御ご立りふ願ぐわんあり、その上、この嚴島をば、[image: ]家斜なのめならずに崇あがめ敬ひ申されける間、上には[image: ]家に御同心、下には、法皇のいつとなく鳥[image: ]殿におし籠められて渡らせ給へば、入[image: ]相國の心も和やはらぎ給ふかとの、御祈念の爲とぞ聞えし。山九門の大だい衆しゆ憤いきどほり申しけるは、「主上御位をすべつて、諸社の御幸始には、八幡・賀茂・春日へ御幸ならずば、我が山の山王へこそ御幸はなるべきに、はるばると安藝國までの御幸は、いつの[image: ]ひぞや。その儀ならば神しん輿よ振り下くだし奉りて、御幸を留とゞめ奉れ」とぞ申しける。これによつて、暫く御延引ありけり。入[image: ]相國やう〳〵に宥なだめ宣へば、山門の大だい衆しゆ靜まりぬ。

　同じき十七日、上皇嚴島御幸の御おん門かど出でとて、入[image: ]相國の北の方二位殿の宿所八條大宮へ御幸なる。その夜やがて嚴島の御神事始めらる。殿一〇てん下がより唐一一からの御車、移一二しの馬など參らせらる。明くる十八日、入[image: ]相國の亭へ入らせおはします。その日の暮れ方に、[image: ]の右大將宗盛の卿を召して、「明日嚴島御幸の御おん次ついでに、鳥[image: ]殿へ參りて、法皇の御ご見げん參ざんに入らばやと思し召すは、相國禪門に知らせずしては、惡しかりなんや」と仰せければ、宗盛の卿、「何なんでふ事か候ふべき」と、奏せられたりければ、「さらば、汝今こ夜よひ鳥[image: ]殿へ參りて、そのやうを申せかし」と仰せければ、畏り承つて、急ぎ鳥[image: ]殿へ參りて、この由奏そう聞もんせられければ、法皇はあまりに思し召す御事にて、「こは夢やらん」とぞ仰せける。

　明くる十九日、大宮の大納言隆季の卿、いまだ夜深う參りて、御幸催されけり。この日ひ來ごろ聞えさせ給ひつる嚴島御幸をば、西八條の亭より、すでに遂げさせおはします。三月やよひも[image: ]ば過ぎぬれど、霞かすみに曇る在あり明あけの月は、なほ朧おぼろなり。越路を指して歸る雁かりの、雲居におとづれ行くも、をりふしあはれに思し召す。いまだ夜の中に鳥[image: ]殿へ御幸なる。

　門[image: ]にて御車より降りさせおはしまし、門の[image: ]へさし入らせ給ふに、人稀まれにして木こ闇ぐらく、物さびしげなる御住ひ、先まづあはれにぞ思し召す。春すでに暮れなんとす、夏なつ木こ立だちにもなりにけり。梢の花色いろ衰へて、宮の鶯うぐひす聲老いたり。去年の正月六日、[image: ]てう覲きんの爲に法住寺殿へ行幸ありしには、樂一三がく屋やに亂一四らん聲じやうを奏し、諸しよ卿きやう列に立つて、諸衞陣を引き、院ゐん司じの公卿參り向つて、幔まん門もんを開き、掃部かもん寮れう筵一五えん[image: ]だうを布しき、正しかりし儀式、一いち事じもなし。今日はたゞ夢とのみぞ思し召す。櫻町の中納言成しげ範のりの卿、參りて御ご氣き色しよく申されたりければ、法皇は早はや寢殿の階一六はし隱がくしの間まへ御幸なりて、待ち參らさせ給ひけり。上皇は今こん年ねん二十、明け方の月の光にはえさせ給ひて、玉體もいとゞ美しうぞ見えさせまし〳〵ける。御お母ぼ儀ぎ故建春門院に、いたく似參らさせ給ひたりしかば、法皇は先づ、故女院の御事思し召し出でて、御淚せきあへさせ給はず。兩一七院の御座、[image: ]くしつらはれたり。御問答は人承るに及ばず。御ご[image: ]ぜんには尼あま[image: ]ぜばかりぞ候はれける。やゝ久しく御物語せさせおはしまし、はるかに日長たけて後、御おん暇いとま申させ給ひて、鳥[image: ]の草津より御船にぞ召されける。上皇は、法皇の離宮の故亭、幽閑寂せき寞ばくの御住ひ、御心苦しう御覽じ置かせ給へば、法皇は又、上皇の[image: ]泊行かう宮きゆうの波の上、船の中うちの御有樣、おぼつかなくぞ思し召されける。まことに宗一八廟・八幡・賀一九茂などをさし置かせ給ひて、はる〴〵と安藝國までの御幸をば、神明もなどか御納受なかるべき。御願成就疑ひなしとぞ見えたりける。





【注記】

＊　この段と下の「[image: ]御の事」については、源[image: ]親の高倉院嚴島御幸記參照。

一　元三　元日を年・月・日の元（はじめ）として元三という。但しこゝは元日から三日間。

二　春宮　高倉天皇の春宮。安德天皇。袴着は男兒が始めて袴を着る儀式。

三　眞魚始　小兒に始めて魚肉を食わせる儀式。

四　主上　高倉天皇。

五　左大臣　[image: ]原經宗。

六　藐姑射の山　仙人の住所。上皇の御所。

七　瀧口　[image: ]裏警衞の侍。藏人所に屬す。[image: ]涼殿の御溝水の瀧口に詰所があつた。閑院殿は高倉天皇の御所。

八　問籍　名對面。宿直の瀧口が姓名を名のり藏人が取次いで奏すること。

九　山門の大衆　以下「靜まりぬ」まで「八」になし。

一〇　殿下　關白基[image: ]。

一一　唐の御車　唐廂の車。大形で、檳榔の葉で屋根を葺き簾や下簾など美しい。

一二　移しの馬　官人供奉などの乘用に馬寮から給せられる馬。

一三　樂屋　樂人の奏樂のために設けた幄舍。

一四　亂聲　行幸の時や舞樂の始めなどに奏する笛太鼓の曲。

一五　筵[image: ]　[image: ]路に敷くむしろ。

一六　階隱しの間　寢殿南庇中央の間。

一七　兩院　後白河高倉御父子。

一八　宗廟　伊勢神宮。

一九　賀茂　「八」下に、春日。










付　[image: ]御の事






　同じき二十六日、上しやう皇くわう嚴島へ御參着、入[image: ]相國の最愛の[image: ]侍が宿所、皇居になる。中なか二日御おん逗とう留りうあつて、經一きやう會ゑ・舞樂行はる。結二けち願ぐわんの導師には、公顯僧正高座に登り、鐘うち鳴し、表三へう白びやくの詞ことばに曰いはく、「九こゝの重への都を出でさせ給ひ、八や重への汐路を分きもつて、はる〴〵とこれまで參らせ給ひたる御志の忝かたじけなさよ」と、高らかに申されたりければ、君も臣も皆感淚をぞ催されける。大おほ宮みや・客まら人うどを始め參らせて、社やしろ々〳〵所ところ々〴〵へぞ皆御幸なる。大宮より五町ばかり、山を[image: 廻]まはらせ給ひて、瀧の宮へ參らせ給ふ。公顯僧正拜殿の柱に書き付けられけるとかや、


雲ゐより落ちくる瀧の白絲にちぎりを結ぶことぞ嬉しき



　神かん主ぬし佐さ伯へきの景かげ廣ひろ、加階從じゆ上じやうの五位、國司[image: ]原有綱、品しな上げられて從じゆ下げの四し品ほん、並びに院の殿てん上じやうを許さる。座四主[image: ]永、法眼になさる。神慮も動き、入[image: ]相國の心も和やはらぎ給ひぬらんとぞ見えし。

　同五じき廿九日、御船飾りて[image: ]くわん御ぎよなる。をりふし波風烈しかりければ、御船漕ぎ戾させ、その日は嚴島の[image: ]、蟻の浦と云ふ所に留とゞまらせ給ふ。上皇、「大明神の御名殘惜しみに、歌仕れ人々」と仰せければ、隆たか[image: ]ふさの少將、


立ち歸る名殘もありの浦なれば神もめぐみをかくるしら波



　夜や[image: ]はんばかりに風靜まりて、海上もおだやかなりければ、御船漕ぎ出いださせ、その日は備後國敷しき名なの泊とまりに着かせ給ふ。この所は去んぬる應保の頃ほひ、一六院御幸の時、國司[image: ]原爲成が造りたりける御所のありけるを、入[image: ]相國、御設けにしつらはれたりしかども、上皇それへは御幸もならず。今日は卯月一日衣ころも更がへと云ふ事のあるぞかしとて、おの〳〵都の事を宣のたまひ出し、詠ながめやり給ふ[image: ]に、岸に色深き[image: ]の、松の枝に咲きかゝりけるを、上皇叡えい覽らんあつて、「あの花折りに遣つかはせ」と仰せければ、大宮の大納言隆季の卿承りて、左さ史し生しやう中原康の定が、端七はし船ぶねに乘つて、をりふし御ご[image: ]ぜんを漕ぎ[image: ]りけるを召して、折りに遣す。[image: ]の花を松の枝に付けながら、折りて參らせたりければ、「心ばせあり」など仰せられて、御ぎよ感かんありけり。「この花にて歌仕れ。おの〳〵」と仰せければ、隆季の大納言、


千ち年とせ經ん君がよはひに[image: ]波の松の枝にもかゝりぬるかな



　二八日の日は、備[image: ]の兒島の泊とまりに着かせ給ふ。五日の日、天[image: ]れて、海上ものどけかりければ、御所の御船を始め參らせて、人々の船ども皆漕ぎ出いだす。雲の波煙けぶりの浪を分きしのがせ給ひて、その日は播はり[image: 磨]まの國くに山田の浦に着かせ給ふ。それより御輿に召して、福原へ入らせおはします。六日の日は、御逗留あつて、福原の所々を皆歷覽あり。池の中納言賴盛の卿の山莊、荒あら田たまで御覽ぜらる。明くる七日の日、福原を立たせ給ふとて、入[image: ]の家の賞行はる。入[image: ]相國の養子丹九波守[image: ]國、正じやう下げの四位、同じう入[image: ]の孫越一〇[image: ]の少將は、四位の從じゆ上じやうとぞ聞えし。その日寺井に着かせ給ふ。八日の日、御お迎むかひの公く卿ぎやう殿てん上じやう人びと、鳥[image: ]の草津まで皆參られけり。[image: ]くわん御ぎよの時は、鳥[image: ]殿へは御幸もならず。直すぐに入[image: ]相國の西八條の亭へぞ入らせおはします。

　同じき廿二日、新帝の御卽位あり。大極殿にて行はるべかりしかども、一一一ひと年とせ炎上の後は、いまだ造りも出されず。大だい極ごく殿でんなからん上は、太だい政じやう官くわんの廳にて行はるべきかと、公く卿ぎやう僉せん議ぎありしかば、九一二條殿申させ給ひけるは、「太政官の廳は、凡一三ぼん人にんの家にとらば、公一四く[image: ]もん所じよ體ていの所なり。大極殿なからん上は、紫し宸しん殿でんにてこそ、御卽位はあるべけれ」と、申させ給へば、紫宸殿にてぞ、御卽位はありける。「去いんじ康かう保ほう四年十一月十一日、冷泉院の御卽位、紫宸殿にてありしは、主上御邪氣によつて、大極殿への行幸かなはざりし御故なり。後三條の院の延久の佳例に任せて、太政官の廳にて行はるべきものを」と、人々申し合はれけれども、その時の九條殿の御おん計はからひの上は、左さ右うに及ばず。春とう宮ぐう踐せん祚そありしかば、中一五宮は弘一六こう徽き殿でんより仁一七じ壽じゆ殿へ遷つて、やがて高一八たか御み座くらへ參らせ給ふ。[image: ]家の人々皆出仕せられける中に、小松殿の公きん達だちは、去こ年ぞ大臣おとゞ薨こうぜられにしかば、色いろにて籠ろう居きよせられけり。





【注記】

一　經會　經を書寫して佛に供え誦經する佛事。

二　結願の導師には　以下、「雲ゐより」の歌まで、「八」になし。

三　表白　法事の趣旨を表わして、佛及び大衆に述べ[image: ]げること。またその[image: ]章。

四　座主　嚴島明神の別當職。

五　同じき廿九日　以下「千年經ん」の歌まで「八」になし。

六　一院　後白河院。この御幸は承安四年三月が正しい。

七　端船　小船。

八　二日　この[image: ]、「岩」には五條大納言國綱と[image: ]侍との歌がある。「八」に二日の記事なく、三日四日とあり、五日に福原を立ち、六日に鳥[image: ]に着く、とする。

九　丹波守[image: ]國　五條大納言國綱の子。

一〇　越[image: ]の少將　[image: ]重盛の子資盛。

一一　一年炎上　治承元年四月廿八日炎上。

一二　九條殿　右大臣[image: ]原[image: 兼]實。

一三　凡人　攝關に次ぐ貴人。こゝは臣下をいう。

一四　公[image: ]所　庄園所領等に關する[image: ]書を納め、租[image: ]等の事務を處理する所。

一五　中宮　高倉天皇の中宮。安德天皇の母后。建禮門院。

一六　弘徽殿　[image: ]裏後宮の一。皇后中宮女御の御在所。

一七　仁壽殿　紫宸殿の北[image: ]涼殿の東に有り、[image: ]宴・相撲などを行う。

一八　高御座　玉座。










二　源氏揃への事






　藏くら人んどの左さ衞ゑ門もんの權ごんの佐すけ定一長、今度の御卽位に違亂なくめでたき樣やうを、厚こう紙し十枚ばかりに書いて、入[image: ]相國の北の方、八條の二位殿へ參らせたりければ、笑ゑみを含みてぞ[image: ]よろこばれける。かやうに花やかにめでたき事どもありしかども、世間はなほ苦にが々〳〵しうぞ見えし。

　その頃一院第二の皇子、以もち仁ひとの親しん王わうと申ししは、御母加賀の大納言季成の卿の御娘なり。三條高倉にまし〳〵ければ、高倉の宮とぞ申しける。去いんじ永萬元年十一月十五日の曉、御年十五にて、[image: ]びつゝ、[image: ]二衞河原の大宮の御所にて、ひそかに御元服ありけり。御手跡うつくしう遊ばし、御才覺も[image: ]すぐれてまし〳〵ければ、太子にも立ち、位にも卽つかせ給ふべかりしかども、故三建春門院の御おん嫉そねみによつて、おし籠められさせ給ひけり。花の下もとの春の遊びには、紫四し毫がうを揮ふるつて手づから御作を書き、月の[image: ]の秋の宴には、玉ぎよく笛てきを吹きてみづから雅が音いんを操あやつり給ふ。かくして明し暮させ給ふ[image: ]に、治承四年には、御おん[image: ]とし三十にぞならせまし〳〵ける。

　その頃[image: ]衞河原に候さぶらはれける源三位入[image: ]賴五政、或夜ひそかにこの宮の御所に參りて、申されける事こそ恐しけれ。たとへば、「君は天照大神四十八世の正しやう統とう、神武天皇より七十八代に當らせ給ふ。しかれば、太子にも立ち、位にも卽つかせ給ふべかりし人の、三十まで宮にて渡らせ給ふ御事をば、御心憂うしとは思し召され候はずや。はや〳〵御謀叛起させ給ひて、[image: ]家を亡し、法皇の、何いつとなく、鳥[image: ]殿におし籠められて渡らせ給ふ御憤りをも休め參らせ、君も位に卽かせ給ふべし。これひとへに御孝行の御おん至いたりにてこそ候はんずれ。もし思し召し立たせ給ひて、令りやう旨じを下され給ふものならば、[image: ]よろこびをなして馳せ參らんずる源氏どもこそ、國々に多く候へ」とて申し續く。「先づ京都には、出[image: ][image: ]司光信が子ども、伊賀守光基・出[image: ]判官光長・出[image: ]藏人光重・出[image: ]冠者光能、熊野には、故六條の判官爲義が末ばつ子し十郞義盛とて隱れて候。攝津には多田藏人行六綱こそ候へども、これは新大納言成親の卿の謀叛の時、同心しながら返かへり忠ちゆうしたる不ふ當たう人にんにて候へば、申すに及ばず。さりながらその弟、多田次郞[image: ]實・手島冠者高賴・太田太郞賴基、河[image: ]國には、石川郡を知行しける武藏權守入[image: ]義基・子息石河判官代義よし[image: 兼]かね、大和國には、宇野七郞親ちか治はるが子ども、太郞有あり治はる・次郞[image: ]治・三郞成治・四郞義治、[image: ]江國には、山本・柏木・錦にし織ごり、美濃・尾張には山田次郞重廣・河かう邊べ太郞重直・泉太郞重光・浦野四郞重[image: 遠]・安あ食じき次郞重賴・その子の太郞重資・木き太だ三郞重長・開かい田でん判官代重國・矢島先せん生じやう重高・その子の太郞重行、甲斐國には、逸へん見み冠者義[image: ]・その子の太郞[image: ]光・武田太郞信義・加か々ゞ美み次郞[image: 遠]光・同じき小次郞長[image: ]・一條次郞忠賴・板垣三郞[image: 兼]信・逸へん見み兵衞有義・武田五郞信光・安田三郞義定、信濃國には、大[image: ]太郞維これ義よし・岡田冠者親義・[image: ]賀冠者盛義・その子の四郞義信・故こ帶たて刀はき先せん生じやう義賢が次男、木曾冠者義仲、伊豆國には流人[image: ]さき右兵衞佐すけ賴[image: ]、常陸國には信し太だ三郞先生義よし[image: ]のり・佐竹冠者正義・その子の太郞忠義・三郞義宗・四郞高義・五郞義季、陸奧國には故左馬頭義[image: ]が末子九郞冠者義經、これ皆六孫王の御ご苗べう裔えい、多田新しん發ぼ意ち滿まん仲ぢゆうが後胤なり。[image: ]敵を[image: ]げ、宿しゆく[image: ]まうを遂ぐる事は、源[image: ]何いづれ[image: ]劣なかりしかども、今は雲泥交まじはりを隔てゝ、主從の禮にもなほ劣れり。國は國司に隨ひ、庄は預七あづかつ所しよに召し使はれ、公く事じ雜ざふ事じに驅り立てられて、安い心もし候はず。つら〳〵當世の體ていを見候ふに、上には從うたるやうなれども、[image: ]ない々〳〵は一向[image: ]家を嫉そねまぬ者や候。君もし思し召し立たせ給ひて、令りやう旨じを賜たびつる[image: ]ならば、國々の源氏ども、夜を日に續ついで馳せ上り、[image: ]八家を亡さん事は、時日を[image: 廻]らすべからず。その儀にて候はば、入[image: ]も年こそ寄つて候へども、若き子どもあまた候へば、引き具して參り候ふべし」とぞ申しける。宮はこの事いかゞあらんずらんと、思し召し煩はせ給ひて、しばしは御承引もなかりけるが、こゝに阿あ古こ丸まる大納言宗[image: ]の卿の孫、備後[image: ]の司季すゑ[image: ]みちが子に、少納言維長と申ししは、[image: ]すぐれたる相さう人にんの上手にてありければ、時の人、相さう少納言とぞ申しける。その人この宮を見參らせて、「位に卽つかせ給ふべき御相まします。相構へて天下の事思し召し捨つな」と申されけるをりふし、この三位入[image: ]も、かやうに勸め申されければ、さてはしかるべき天九照大神の御[image: ]やらんとて、ひし〳〵と思し召し立たせ給ひけり。

　先まづ新一〇宮の十郞義盛を召して、藏人になさる。行家と改名して、令りやう旨じの御使に東國へこそ下されけれ。四月廿八日都を立つて、[image: ]江國のより始めて、美濃・尾張の源氏どもに、次第に觸れて下る[image: ]に、五月十日には、伊豆の北條蛭ひるが小島に着いて、流る人にん[image: ]右兵衞佐殿に、令りやう旨じを[image: ]出いて奉る。「信し太だ三郞先せん生じやう義[image: ]は、兄なれば賜たばん」とて、信し太だの[image: ]うき島しまへ下る。「木曾冠者義仲は、甥をひなれば[image: ]らせん」とて、山一一せん[image: ]だうへこそ赴きけれ。

　こ一二ゝに熊一三野の別當湛たん增ぞうは、[image: ]家重恩の身なりしが、何としてか聞き出しけん、「新宮の十郞義盛こそ、高倉の宮の令りやう旨じ賜はつて、すでに謀叛を起すなれ。那智・新宮の者どもは、定めて源氏の方かた人うどをぞせんずらん。湛增は[image: ]家の重恩を天あめ山やまに蒙りたれば、いかでか背き奉るべき。矢一つ射懸けて、その後都へ子細を申さん」とて、混ひた甲かぶと一千餘人、新宮の湊みなとへ發向す。新宮には鳥井法ほふ眼げん、高たか坊ばうの法眼、侍さぶらひには宇井・鈴木・水屋・龜かめの甲かふ、那智には執しゆ行ぎやう法眼以い下げ、都合その勢一千五百餘人、鬨とき作り矢合せして、源氏の方にはとこそ射れ、[image: ]家の方にはかくこそ射れと、互に矢叫びの聲の[image: ]轉もなく、鏑かぶらの鳴り止む隙ひまもなく、三日が[image: ]こそ戰うたれ。されども、覺一四えの法眼湛增は、家の子郞等多く討たせ、我が身手負ひ、辛からき命生きつゝ、泣く〳〵本ほん宮ぐうへこそ歸り上りけれ。





【注記】

一　定長　「[image: ]の右大將宗盛、今度の御卽位の、違亂なく、めでたかりし事どもをこまやかに記して福原へ申されたりければ、入[image: ]殿も二位殿も、ゑみを含みてぞおはしける」（八）。

二　[image: ]衞河原の大宮　[image: ]衞天皇の皇后。[image: ]原多子。

三　故建春門院の　「女院には御まゝ子にてわたらせ給ひければ」（盛）。

四　紫毫　筆。

五　賴政　治承二年、從三位。翌年十一月出家。

六　行綱　「八」に下の[image: ]なく、すぐに「多田の次郞[image: ]實」と續く。

七　預所　庄園の庶務を總理し、庄園の所有者に代つて年貢の事など直接處理する者。

八　[image: ]家を　「[image: ]家をほろぼし、君を御位につけ參らせむ事」（八）。

九　天照大神　「天照大神正八幡宮」（八）。

一〇　新宮の十郞　「盛」、「行家使[image: 節]の事」の段を立て、山伏の姿で海[image: ]を下るなど詳しい。

一一　山[image: ]　中山[image: ]、木曾路。

一二　こ丶に　以下、本章最後の「歸り上りけれ」まで、「八」になし。

一三　熊野の別當湛增　「本宮の大江法眼」（盛）。

一四　覺えの法眼　腕におぼえの法眼の意か。「おぼえ」は「大江」で、「盛」の大江法眼と同じか。「熊野別當」（岩）。










三　鼬の沙汰の事






　さる[image: ]に、法皇は、成親・俊寬等がやうに、[image: 遠]き國はるかの島へも、遷うつしぞ遣り參らせんずるにこそと思し召されけれども、さはなくして、鳥[image: ]殿にて治承も四年に送らせおはします。

　同じき五月十二日の午の刻ばかり、鳥[image: ]殿には、鼬一いたちおびたゞしう走りさわぐ。法皇御おん占うら形かた遊ばいて、[image: ]江守仲[image: 兼]、その時はいまだ鶴二つる藏くら人んどにて候ひけるを、御ご[image: ]ぜんへ召して、「これ持つて安倍泰親が許へ行き、きつと勘かんがへさせて、勘かん狀じやうを[image: ]つて參れ」とぞ仰せける。仲[image: 兼]これを賜はつて、安倍泰親が許へ行く。をりふし宿所にはなかりけり。「白川なる所へ」と云ひければ、それへ尋ね行きて、勅諚の趣き仰すれば、泰親やがて勘狀をこそ參らせけれ。仲[image: 兼]、これを[image: ]つて鳥[image: ]殿へ馳せ參り、門より入らんとすれば、守護の武士ども許さず。案[image: ]は知つたり、築つい地ぢを越え大おほ床ゆかの下を這うて、御[image: ]の切三きり板いたより、泰親が勘狀をこそ參らせけれ。法皇これを開いて叡えい覽らんあるに、「今三みつ日かが中うちの御おん[image: ]よろこび並びに御歎き」とぞ勘へ申したる。法皇、「この御有樣にても御[image: ]びはしかるべし。又いかなる御目にか逢ふべきやらん」とぞ仰せける。

　同じき十三日、[image: ]右大將宗盛の卿、父の御[image: ]におはして、法皇の御事を、垂四たり伏ふし申されければ、入[image: ]相國やう〳〵に思ひ直つて、法皇をば鳥[image: ]殿を出いだし奉り、都へ[image: ]くわん御ぎよなし奉り、八條烏丸の美五福門院の御所へ入れ奉る。「今三日が中の御[image: ]び」とは、泰親これをぞ申しける。か六ゝりける所に、熊野の別當湛增、飛脚を以て、高倉の宮の御謀叛の由を都へ申したりければ、[image: ]右の大將宗盛の卿大きにさわいで、をりふし入[image: ]相國は、福原の別業におはしけるに、この由申されたりければ、入[image: ]相國、大きに怒つて、「その儀ならば高倉の宮を搦からめ[image: ]つて、土佐の畑はたへ遷すべし」とぞ宣ひける。上しやう卿けいには三條の大納言實[image: ]、職しき事じには頭とう辨光七みつ雅まさとぞ聞えし。武士には源げん大夫判官[image: 兼]綱・出[image: ]判官光長、混ひた甲かぶと三百餘騎、宮の御所へぞ向ひける。この源大夫判官と申すは、三位の入[image: ]の次八男なり。しかるをこの人にん數ずに入れられける事は、高倉の宮の御謀叛を、三位の入[image: ]勸め申されたりと云ふ事を、[image: ]家未だ知らざりけるによつてなり。





【注記】

一　いたち　「赤く大きなるいたち……御[image: ]に參り、二三返走り[image: 廻]り、大きにぎぎめきて法皇に向ひ參らせて踊り上り踊り上り、めかげなんどして失せにけり」（盛）。

二　鶴藏人　鶴は仲[image: 兼]の童名か。「その比はいまだ鶴藏人と召されけるを召して」（岩）。

三　切板　板敷。

四　垂伏　身體を垂れ伏して。ねんごろに。「をりふし」（八）。「垂伏」（眞）。

五　美福門院　鳥[image: ]天皇の皇后得子。

六　かゝりける所に「八」に湛增の事なく、「又御歎とは何なるらんと思し召しければ、同じき十四日の酉の刻ばかりに高倉の宮の御謀叛といふ事あらはれて、京中の騷動なのめならず。是ぞ御歎なる」とする。

七　光雅　「職事藏人左少辨行隆」（長）（盛）（吾妻鏡）。

八　次男　賴政の弟の子で、養子になつていた。










四　信[image: ]合戰の事






　さる[image: ]に、宮は五さ月つき十五夜の雲間の月を詠ながめさせ給ひて、何なんの行ゆく方へも思おぼし召し寄らざりけるに、三位の入[image: ]の使者とて、[image: ]ふみ持つていそがはしげに出で來たる。宮の御おん乳母めのと子ご、六條の亮大夫宗信、これを[image: ]つて、御ご[image: ]ぜんへ參り開いて見るに、「君の御謀叛すでに顯れさせ給ひて、土佐の畑へ遷し參らすべしとて、官くわん人にんどもが、別一當宣を承つて、御迎ひに參り候。急ぎ御所を出でさせ給ひて、三井寺へ入らせおはしませ。入[image: ]もやがて參り候はん」とぞ書かれたる。宮はこの事いかゞせんと、思し召し煩はせ給ふ所に、宮の侍に長ちやう兵ひやう衞ゑの尉じよう長は谷せ部べ信二のぶ[image: ]つらと云ふ者あり。をりふし御ご[image: ]ぜん[image: ]う候ひけるが、[image: ]み出でて申しけるは、「たゞ何なんの樣やうも候ふまじ。女[image: ]裝束に出で立たせ給ひて、落ちさせ給ふべうもや候ふらん」と申しければ、「この儀もつとも然るべし」とて、御おん髮ぐしを亂り、重ねたる御ぎよ衣いに、市いち女め笠がさをぞ召されける。六條の亮大夫宗信、傘からかさ持つて御供仕る。鶴三丸といふ童わらべ、袋に物入れて戴いたり。たとへば、[image: ]せい侍しが女ぢよを迎へて行くやうに出で立たせ給ひて、高倉を北へ落ちさせ給ふに、大きなる溝のありけるを、いと物輕う越えさせ給へば、[image: ]行き人が立ち留とどまりて、「はしたなの、女[image: ]の溝の越えやうや」とて、怪しげに見參らせければ、いとゞ足あし早ばやにぞ過ぎさせおはします。

　御所の御留守には、長兵衞尉長谷部信[image: ]をぞ置かれける。女[image: ]たちの少々おはしけるをば、かしここゝへたち[image: ]ばせて、見苦しき物あらば、[image: ]り認したゝめんとて見る[image: ]に、さしも宮の御ご祕ひ藏さうありける小四こ枝えだと聞えし御笛を、常の御所の御枕に、[image: ]り忘れさせ給ひたるをぞ、立ち歸つても[image: ]らまほしうや思し召されけん。信[image: ]、これを見付けて、「あなあさまし、さしも君の御祕藏の御笛を」と申して、今五町が[image: ]にて追おつ着ついて參らせたり。宮斜なのめならず御ぎよ感かんあつて、「われ死なば、この笛をば、御棺に入れよ」とぞ仰せける。「やがて御供仕れ」と仰せければ、信[image: ]申しけるは、「たゞ今あの御所へ、官人どもが御迎へに參り候ふなるに、人一人も候はざらんは、無む下げに口惜しう存じ候。その上、あの御所に信[image: ]が候ふと申す事をば、上じやう下げ皆知つたる事でこそ候へ。今夜候はざらんは、それもその夜は逃げたり、など云はれん事、口惜しく候ふべし。弓矢[image: ]る身は、假かりにも名こそ惜しう候へ。官くわん人にんどもに暫くあひしらひ、一方打ち破つて、やがて參り候はん」とて、たゞ一人[image: ]つて返す。信[image: ]がその夜の裝束には、薄うす[image: ]あをの狩かり衣ぎぬの下に、萠もえ葱ぎ匂にほひの腹卷を着て、衞五ゑ府ふの太刀をぞ帶びたりける。三條表の總門をも、高倉表の小門をも、共に開いて待ちかけたり。

　案の如く、源大夫判官[image: 兼]綱・出[image: ]判官光長、都合その勢三百餘騎、十五日の子ねの刻に、宮の御所へぞおし寄せたる。源大夫判官は、存ずる旨ありと覺えて、はるかの門外に控へたり。出[image: ]判官光長は、乘りながら門の[image: ]へうち入れ、庭に控へ、大だい音おん聲じやうを揚げて、「宮の御謀叛すでに露あらはれさせ給ひて、土佐の畑へ移し參らせんが爲に、官人どもが別當宣を承つて、たゞ今御迎ひに參りて候。とう〳〵御出で候へ」と申しければ、信[image: ]大おほ床ゆかに立つて、「當時は御所でも候はず。御物詣まうでで候ふぞ。何事ぞ、事の子細を申されよ」と云ひければ、出[image: ]判官、「何なんでふ、この御所ならでは、いづくへか渡らせ給ふべかんなるぞ。その儀ならば、下しも部べども、參りて搜し奉れ」とぞ申しける。信[image: ]重ねて、「物も覺えぬ官人どもが申し樣やうかな。馬に乘りながら門の[image: ]へ參るだにも、奇怪なるに、下部ども參つて搜し奉れとは、いかでか申すぞ。長兵衞尉長谷部信[image: ]が候ふぞ。[image: ]う寄つて過あやまちすな」とぞ云ひける。廳六の下部の中に、金かな武たけと云ふ大だい力ぢからの剛かうの者、打うち物ものの鞘を外はづし、信[image: ]に目をかけて、大床の上へ飛び上のぼる。これを見て、同七どう隷れいども十四五人ぞ續いたる。信[image: ]、これを見て、狩衣の帶紐ひき切りて捨つるまゝに、衞府の太刀なれども、身をば心得て作らせたるを拔き合せて、さん〴〵にこそふるまうたれ。敵かたきは大おほ太だ刀ち・大おほ長刀なぎなたでふるまへども、信[image: ]が衞府の太刀に切り立てられて、嵐に木の葉の散るやうに、庭へさつとぞ下おりたりける。五さ月つき十五夜の雲くも間まの月の、顯れ出でて明あかかりけるに、敵かたきは無ぶ案あん[image: ]ないなり、信[image: ]は案[image: ]者にてありければ、あそこの面八めん廊らうに追つかけてははたと切り、こゝの詰つまりに追つ詰めてはちやうと切る。「いかに、宣せん旨じの御使をばかくはするぞ」と云ひければ、「宣旨とは何ぞ」とて、太刀曲ゆがめば躍り[image: ]のき、推おし直し踏み直し、矢や庭にはによき者ども十四五人ぞ切り伏せたる。その後は太刀の鋒きつさき三寸ばかりうち折れて捨ててげり。腹を切らんと腰をさぐれども、鞘卷落ちてなかりければ、力及ばず、大手を廣げて、高倉表の小門より跳り出でんとする所に、大九長刀持ちたる男一いち人にん寄りあひたり。信[image: ]長刀に乘らんと飛んでかゝるが、乘り損じて、股もゝを縫ひ樣ざまに貫つらぬかれ、心は猛たけく思へども、大勢の中に[image: ]り籠こめられて、生いけ捕どりにこそせられけれ。

　その後御所中に亂れ入つてさがせども、宮は渡らせ給はず。信[image: ]ばかり搦めて、六波羅へ率ゐて參る。[image: ]右大將宗盛の卿、大床に立つて、信[image: ]を大庭にひき居すゑさせ、「まことにわ男をのこは、宣旨の御使と名のるを、宣旨とは何ぞとて切つたりけるか。その上、廳の下部ども、多く刄にん傷じやう殺せつ害がいしたんなれば、よく〳〵糺きう問もんして、事の子細を尋ね問ひ、その後河原に引き出いて、頭かうべを刎ねよ」とぞ宣ひける。信[image: ]元より[image: ]すぐれたる大剛の者なりければ、居ゐ直なほりあざ笑つて申しけるは、「この[image: ]あの御所を、夜よな々〳〵ものの窺ひ候ふを、何なんでふ事のあるべきと思ひ侮あなどつて、用心も仕らぬ處に、夜[image: ]ばかりに、鎧よろうたる者どもが、二三百騎うち入つて候ふを、何者ぞと尋ねて候へば、宣旨の御使と申す。當時は諸國の竊せつ盜たう・[image: ]盜・山賊・海賊など申す奴ばらが、或いは公きん達だちの入らせ給ひたるぞ、或いは宣旨の御使など名のり申すと、かね〴〵承つて候ふ[image: ]に、宣旨とは何ぞとて切つたる候。およそ信[image: ]、物の具をも思ふ樣やうに仕り、鐵かねよき太刀をも持つて候はんには、たゞ今の官人どもをば、よも一人も安穩では歸し候はじ。其の上、宮の御在所は、いづくに渡らせ給ひ候ふやらん、知り參らせぬ候。たとひ知り參らせて候ふとも、侍一〇さぶらひぼんの者の、一度申さじと思ひ切りてん事を、糺問に及んで申すべき樣なし」とて、その後は物も申さず。いくらも並なみ居たりける[image: ]家の侍ども、「あつぱれ剛の者や、これらをこそ一人當千の兵つはものともいふべけれ」と、口々に申しければ、その中に或る人の申しけるは、「あれが高かう名みやうは今に始めぬ事ぞかし。先一一年所一二ところにありし時、大一三おほ番ばん衆しゆの者どもの留とゞめかねたりし[image: ]盜六人に、たゞ一人追つかゝり、二條堀川なる所にて、四人切り伏せ、二人生け捕つて、その時なされたりし左兵衞尉のぞかし。あつたら男の斬られんずる事の無む慚ざんさよ」と、惜しみあへりければ、入一四[image: ]相國いかゞ思はれけん、「さらば、な斬つそ」とて、伯はう耆きの日野へぞ流されける。

　[image: ]一五家滅び、源氏の世になりて、東國へ下り、梶原[image: ]三景時について、事の根元一々に申したりければ、[image: 鎌]倉殿「神しん妙べうなり」と感じ給ひて、能の登との國くにに御恩蒙りけるとぞ聞えし。





【注記】

一　別當宣　檢非違使別當が出す命令の[image: ]書。

二　信[image: ]　「長左兵衞尉長谷部信[image: ]」（八）。「盛」、信[image: ]について詳しい。

三　鶴丸　「黑丸」（八）。

四　小枝　「八」に、蟬折・小枝の二つとする。

五　衞府の太刀　衞府の官人（武官）が儀式におびる刀。實用にはならない。

六　廳の下部の　「はるかの門[image: ]にひかへたりける源大夫の判官[image: 兼]綱このよしを聞きてをめいてかけ入り、[image: 兼]綱が郞等に金武といふ奴は」（八）。廳は檢非違使廳。

七　同隷　仲間の者。

八　面廊　馬[image: ]（めんだう）の轉という。建物の中に作つた板敷の[image: ]。

九　大長刀持ちたる男　「こゝに手束（てつか）の八郞が長刀持つて出で來たり」（八）。

一〇　侍ぼんの者　ぼんは品か。侍の身分の者。「侍ほどの者」（八）。

一一　先年　「彼が十六の年」（八）。

一二　所　藏人所。一[image: ]、武者所。「本所」（長）。

一三　大番衆　大番役。諸國から交替で京に出て宮廷の守護を勤めた武士。

一四　入[image: ]相國　「右大將もさすが惜しうや思はれけん」（八）。

一五　[image: ]家滅び　「盛」「長」、詳しい。「さんぬる[image: ]治二年の比、關東へ召し下されて、剛の者のたねつがせんとて、由利小[image: ]太が後家に合せて召し使はれけり……」（盛）。吾妻鏡、[image: ]治二・四・四、建保六・一〇・二七の條參照。










付　高倉の宮園をん城じやう寺じへ入御の事






　さる[image: ]に、宮は高倉を北へ、[image: ]衞を東へ、賀茂河を渡らせ給ひて、如によ意い山やまへ入らせおはします。昔[image: ]一きよ見み原はらの天皇、大二友の皇子に襲はれさせ給ひて、吉野山へ入らせ給ひけるにこそ、少女三をとめの姿をば假らせ給ひけるなれ。今この宮の御有樣も、それには少しも違たがはせ給ふべからず。知らぬ山路を、終よも夜すがらはる〴〵と分け入らせ給ふに、いつ[image: ]はしの御事なれば、御足より出づる血は、沙いさごを染めて紅くれなゐの如し。夏草の茂みが中の露けさも、さこそは所せう思し召されけめ。かくして曉あかつき方がたに三み井ゐ寺でらへ入らせおはします。「かひなき命の惜しさに、衆しゆ徒とを賴んで入じゆ御ぎよあり」と仰せければ、大だい衆しゆ大きに畏かしこまり[image: ]んで、法輪院に御所をしつらひ、形の如く供ぐ御ごし出いて奉る。





【注記】

一　[image: ]見原の天皇　淨御原天皇。天武天皇。

二　大友の皇子　天智天皇の皇子。弘[image: ]天皇。「賊徒」（岩）。

三　少女の姿をば　「八」にこの句なし。










五　競きほふが事






　明くる十六日、「高倉の宮の、御謀叛起させ給ひて、三井寺へ落ちさせ給ふぞや」と申す[image: ]こそありけれ、京中の騷動斜なのめならず。今一三日が[image: ]の[image: ]びとは、法皇の鳥[image: ]殿を出でさせ給ふ御事、並びに御歎きとは泰親これをぞ申しける。

　そ二も〳〵この源三位入[image: ]賴政は、年とし來ごろ日ひ來ごろもあればこそありけめ、今年いかなる心にて、謀叛をば起されけるぞと云ふに、[image: ]家の次男宗盛の卿の、不思議の事をのみし給ひけるによつてなり。されば人の世にあればとて、すゞろに云ふまじき事を云ひ、すまじき事をするは、よく〳〵思慮あるべき事なり。

　たとへば、その頃三位の入[image: ]の嫡子伊豆守仲綱の許に、九こゝの重へに聞えたる名馬あり。鹿か毛げなる馬の雙ならびなき逸いち物もつ、乘り・走り・心むけ、世にあるべしとも覺えず。名をば木この下したとぞ云はれける。宗盛の卿使者を立てて、「聞え候ふ名馬を賜はつて見候はばや」と宣のたまひ遣つかはされたりければ、伊豆守の返事には、「さる馬をば持つて候ひしを、この[image: ]餘りに乘り疲らかして候ふ[image: ]に、しばらく勞いたはらせんが爲に、田舍へ遣して候」と申されければ、「さらんには力及ばず」とて、その後は沙汰なかりけるが、多く並み居たりける[image: ]家の侍ども、「あつぱれその馬は一昨日をとゝひも候ひし。昨日きのふも見えて候。今[image: ]も庭には乘のりし候ひつる」など、口々に申しければ、「さては惜しむごさんなれ。憎し。乞へ」とて、侍さぶらひして馳せさせ、[image: ]などして、一時ときが中に五六度七八度など乞はれければ、三位の入[image: ]、これを聞き、伊豆守に向つて宣ひけるは、「たとひ金こがねを以て丸めたる馬なりとも、それ[image: ]人の乞はうずるに、惜むべきやうやある。その馬[image: 速]かに六波羅へ遣せ」とこそ宣ひけれ。伊三豆守力及ばず。一首の歌を書き副へて、六波羅へ遣さる、


戀しくば來ても見よかし身に添ふるかげをばいかゞ放ちやるべき



　宗盛の卿、先づ歌の返事をばし給はで、「あつぱれ馬や、馬はまことによい馬でありけり。されども、餘りに惜しみつるが憎きに、主ぬしが名のりを金四かな燒やきにせよ」とて、仲綱と云ふ金燒をして、厩うまやにこそ立てられけれ。客まら人うど來て、「聞え候ふ名馬を見候はばや」と申しければ、「その仲綱めに鞍置け、引き出いだせ、乘れ、打て、はれ」なんどぞ宣ひける。伊豆守この由を傳へ聞き給ひて、「身に代へて思ふ馬なれども、權威について[image: ]らるゝさへあるに、あまつさへ天下の笑はれぐさとならんずる事こそ安からね」と、大きに憤いきどほられければ、三位の入[image: ]宣ひけるは、「何でふ事のあるべきと思ひ侮あなどつて、[image: ]家の人どもが、かやうのしれ事ごとをするにこそあんなれ。その儀ならば、命生きても何にかはせん。便びん宜ぎを窺ふにこそあらめ」と宣へども、私には思ひも立たれず、高倉の宮を勸すゝめ申されけるとぞ、後には聞えし。

　これに付けても、天下の人、小松の大臣おとゞの事をぞ[image: ]び申しける。或五る時大臣參さん[image: ]だいの次ついでに、中宮の御方へ參らさせ給ふに、八尺ばかりありける蛇くちなはの、大臣おとゞの指さし貫ぬきの左の輪六りんを這ひ[image: 廻]りけるを、重盛さわがば、女[image: ]達も騷ぎ、中宮も驚かせ給ひなんずと思し召し、左の手にて尾を押へ、右の手にて頭かしらを[image: ]つて、直なほ衣しの袖の中へ引き入れ、ちつとも騷がず、つい立つて、「六七位や候、六位や候」と召されければ、伊豆守仲綱、その時はいまだ衞府藏のくら人んどにて候はれけるが、「仲綱」と名のりて參られたるに、この蛇くちなはを賜たぶ。賜はつて弓八ゆ場ば殿どのを經て、殿てん上じやうの小庭に出でつゝ、御九み倉くらの小こ舍人どねりを招いて、「これ賜はれ」と云はれければ、大一〇きに頭かしらをふつて逃げ去りぬ。伊豆守力及ばず、我が郞等の競きほふを召して、これを賜ぶ。賜はつて捨ててげり。その[image: ]あした、小松殿より、よい馬に鞍置いて伊豆守の許へ遣つかはすとて、「さても昨日のふるまひこそ、優にやさしう候ひつれ。これは乘一一のり一いちの馬で候ふぞ。夕ゆふべに及んで、陣一二ぢん外げより傾けい城せいのもとへ[image: ]はれん時、用ひらるべし」とて遣さる。伊豆守、大臣殿の御返事なれば、「御馬畏つて賜はり候ひぬ。さ一三ても昨日きのふの御ふるまひは、[image: ]一四げん城じやう樂らくにこそ似て候ひしか」とぞ申されける。いかなれば、小松殿は、かやうに優なるためしもおはせしぞかし、この宗盛の卿は、さこそなからめ、人の惜しむ馬乞ひ[image: ]つて、あまつさへ天下の大事に及びぬるこそうたてけれ。

　さ一五る[image: ]に、同じき十六日の夜に入つて、源三位入[image: ]賴政・嫡子伊豆守仲綱・次男源大夫判官[image: 兼]綱・六條藏人仲家、その子藏人太郞仲光以い下げ、混ひた甲かぶと三百餘騎、[image: ]たちに火かけ燒き上げて、三井寺へこそ參られけれ。

　こゝに三位の入[image: ]の年とし頃ごろの侍に、渡邊の源三競一六きほふの瀧口と云ふ者あり。馳せ後おくれて留とゞまりたりけるを、六波羅へ召して、「など汝は、相傳の主しゆ三位の入[image: ]が供をばせで、留つたるぞ」と宣へば、競きほふ畏つて申しけるは、「日ひ來ごろは、自然の事も候はば、眞まつ先さき驅けて、命を奉らうとこそ存ぜしか。今度はいかゞ候ひつるやらん、かくとも知らせられざりつる間、留つて候」と申す。宗盛の卿、「これにも又[image: 兼]一七けん參ざんの者ぞかし。先せん途ど後こう榮えいを存じて、當家に付いて奉公せうとや思ふ。また[image: ]敵賴政法師に同心せんとや思ふ。ありのまゝに申せ」とこそ宣ひけれ。競きほふ、淚をはら〳〵と流いて、「たとひ相傳のよしみ候ふとも、いかんか、[image: ]敵となれる人に、同心をば仕り候ふべき。たゞ殿中に奉公致さうずる候」と申しければ、大將、「さらば奉公せよ。賴政法師がしけん恩には、ちつとも劣るまじきぞ」とて、入り給ひぬ。[image: ]あしたより夕ゆふべに及ぶまで、「競きほふはあるか」。「候ふ」。「あるか」。「候ふ」とて伺候す。日もやう〳〵暮れければ、大將出でられたり。競きほふ畏つて申しけるは、「まことや、三位の入[image: ]は三井寺にと聞え候。定めて、夜討なんどもや向はれ候はんずらん。三位の入[image: ]の一類、渡邊黨、さては三井寺法師にてぞ候はんずらん。心憎うも候はず。まかり向つて擇えり討うちなども仕るべき。さる馬を持つて候ひしを、この[image: ]親しい奴めに盜まれて候。御馬一匹下し預り候はばや」と申しければ、大將「最もさるべし」とて、白しら葦あし毛げなる馬の煖一八なん廷れうとて祕藏せられたりけるに、よい鞍くら置いて競きほふに賜たぶ。賜はつて宿所に歸り、「早はや日の暮れよかし。三井寺へ馳せ參り、入[image: ]殿の眞まつ先さき驅けて討死せん」とぞ申しける。日もやう〳〵暮れければ、妻子どもをばかしここゝにたち[image: ]ばせて、三井寺へと出で立ちける、心の中うちこそ無む慚ざんなれ。[image: ]ひやう紋もんの狩かり衣ぎぬの菊一九きく綴とぢ大きらかにしたるに、重ぢゆう代だいの着き背せ長なが、緋ひ縅をどしの鎧着て、星二〇ほし白じろの甲かぶとの緖ををしめ、い二一か物もの作づくりの太刀を帶はき、二十四差いたる大おほ中なか黑ぐろの矢負ひ、瀧口の骨二二こつ法ぽふ忘れじとや、鷹の[image: ]はで作はいだりける的まと矢や一手てぞ差し添へたる。滋しげ籐どうの弓持つて、煖なん廷れうにうち乘り、乘二三のり替かへ一騎うち具し、舍人とねり男をのこに持二四もち楯だて脇わき挾ばさませ、屋形に火かけ燒き上げて、三井寺へこそ馳せたりけれ。

　六波羅には、「競きほふが屋形より火出で來たり」とてひしめきけり。宗盛の卿急ぎ出でて、「競きほふはあるか」「候はず」と申す。「すは、奴きやつめを手て延のびにして、謀たばかられぬるは。あれ追つかけて討て」と宣へども、競きほふは[image: ]すぐれたる大力の剛の者、矢や繼つぎ早ばやの手きゝにてありければ、「二十四さいたる矢では、先まづ二十四人は射殺されなんず。音なせ」とて、[image: ]む者こそなかりけれ。

　たゞ今しも三井寺には、渡邊黨寄り合ひて、競きほふが沙汰ありけり。「いかにもしてこの競きほふの瀧口をば、召し具せられ候はんずるものを」と、口々に申されければ、三位の入[image: ]、競きほふが心をよく知つて、宣ひけるは、「無下にその者捕へ搦められはせじ。入[image: ]に志深き者なれば、見よ、たゞ今參らうずるぞ」と宣ひもはてぬに、競きほふつと參りたり。「さればこそ」とぞ宣ひける。競きほふ畏つて申しけるは、「伊豆守殿の木この下したが代りに、六波羅の煖なん廷れうをこそ[image: ]つて參りて候へ。參らせ候はん」とて奉る。伊豆守、斜ならず[image: ]び給ひて、やがて尾二五を髮がみを切り、金燒をして、その夜六波羅へ遣つかはさる。夜[image: ]ばかりに門の[image: ]へ追ひ入れたりければ、厩うまやに入りて、馬どもと嚙くひ合ひければ、その時舍人とねり驚きあひ、「煖廷が參りて候」と申す。宗盛の卿急ぎ出でて見給ふに、「昔は煖廷、今は[image: ]宗二六盛入[image: ]」といふ金燒をこそしたりけれ。大二七將、「憎い競きほふめを切つて捨つべかりけるものを。手て延のびにして謀たばかられぬる事こそ安からね。今度三井寺へ寄せたらんずる人々は、いかにもして競きほふめを生いけ捕どりにせよ。鋸のこぎりで頸くび切らん」と、躍り上り〳〵怒られけれども、煖廷が尾髮も生ひず、金燒も又失せざりけり。





【注記】

一　今三日が[image: ]の　以下、申しけるまで「八」になく、賴政が[image: ]に火をかけて三井寺へ參る記事がある。

二　そも〳〵　「そも〳〵三位入[image: ]賴政の、かゝる惡事を宮に申しすゝめ奉ることは馬故なり……さればあやしくいさめるのりものをば用ふべからざりけるにや」（盛）。「今年いかなる」の[image: ]後、卷第五「七　覺の荒行の事」參照。

三　伊豆守　以下、「八」に歌なく、「まつたう馬のをしきにては候はず、たゞ權威について乞はるゝとなればやすからず候うてこそ、今までもつかはし候はざりつれとて、力及ばず六波羅へこの馬をこそつかはされけれ」とする。なお、この歌、「盛」では、初め宗盛にことわる時の物とする。

四　金燒　やき印。

五　或る時　兵範記保元三年八月十日臨時除目の條に「[image: 遠]江守[image: ]重盛」同廿三日敍位の條に「從五位下源仲綱、藏人、臨時[image: 爵]」とあるに依れば、本[image: ]は事實にあらざるが如し。（略解）。

六　輪　指貫の裾にへりを取つた所。輪は覆輪の意。

七　六位　六位の藏人。

八　弓場殿　禁中に設けられた弓を射る建物。校書殿の東。

九　御倉の小舍人　藏人所の小舍人。

一〇　大きに　「きやつかしらを振つて逃げさりぬ。その後渡邊の競の瀧口をめしてこのくちなはをたぶ」（八）。

一一　乘一の馬　乘りぐあいの最もよい馬。

一二　陣外　陣は衞府の官人の詰めている所。陣を[image: ]出しての意。

一三　さても昨日の　「盛」、傾城のもとへの句なく、重盛の方の言葉に「[image: ]城樂と見奉り候ひき」とあり、仲綱の返事に「まことに[image: ]城樂の心地仕り候ひき」とある。

一四　[image: ]城樂　舞樂の曲の名。一人舞で、木製の蛇を地に置き此を見て喜[image: ]の態をなして舞う。

一五　さるほどに　以下、「三井寺へこそ參られけれ」まで、「八」は[image: ]出。

一六　競の瀧口　「弓矢取つては並ぶ敵もなく、心も剛にはかりごともいみじかりけるが、しかも王城第一の美男なり」（盛）。「中にも渡邊の競の瀧口が宿所は、六波羅のうらがきのうちなりければ」（八）。瀧口の武士で攝津の渡邊の住人、源氏の三男で名は競。

一七　[image: 兼]參　兩方に[image: 兼]ね仕えること。

一八　煖廷　南鐐。質のよい銀をいう語を白い毛の馬の名にしたもの。「隨分祕藏し給ひたりける小糟毛といふ馬に貝鞍置き、[image: 遠]山といふ馬を引き具し、黑絲をどしの鎧かぶと皆具し給ひけり」（盛）。

一九　菊綴　總（ふさ）を[image: ]らにして圓く菊花の形にしたもの。直垂などの綴目の飾。

二〇　星白の甲　兜の星を銀で包んだもの。

二一　いか物作の太刀　いかめしく作つた太刀。柄鞘を銀の薄金で包み、兵庫鎖を付け、虎の皮の尻鞘をかけた太刀。

二二　骨法　作法。かた。

二三　乘替　替えて乘る用意の馬。こゝは、それに乘つた從者。

二四　持楯　各自手に持つ楯。

二五　尾髮　馬の尻の尾。

二六　宗盛入[image: ]　「宗盛入[image: ]淨範」（八）。

二七　大將　「大將は木の下が報答せられたりとぞ宣ひける」（盛）。「大將これを見給ひて、かなしう答はせられたり……あはれ人のはぢある侍をば命にかへても深く思ふべきぞ、ただ一人殘り留りて二疋の馬を取つて行き、恥の答和をし返したる事こそいとほしけれとぞ競をほめあひける」（長）。










六　山門への牒狀の事






　さる[image: ]に、三み井ゐ寺でらには、貝かひ鐘かね鳴らいて、大だい衆しゆ僉せん議ぎす。「そも〳〵[image: ]日世上の體ていを案ずるに、佛法の衰微、王法の牢らう籠ろう、正まさにこの時に當れり。今度入[image: ]の暴惡を戒めずば、何いづれの日をか期ごすべき。宮こゝに入じゆ御ぎよの御事、正しやう八幡宮の衞ゑ護ご、新一しん羅ら大明神の冥みやう助じよにあらずや。天二てん衆じゆ地類も影やう向がうを垂れ、佛ぶつ力りき神じん力りきも降がう伏ぶくを加へましますこと、などかなからん。なかんづく、北ほく嶺れいは圓五ゑん宗じう一味の學地、南都は夏四げ﨟らふ得とく度どの戒場なり。牒てふ奏そうの處になどか與くみせざるべき」と、一味同心に僉議して、山へも奈良へも牒てふ狀じやうをこそ遣しけれ。

　先づ山門への狀に云はく、「園をん城じやう寺じ牒す、延曆寺の衙五が。殊に合かふ力りよくをいたして、當寺の破滅を助けられんと思ふ狀。右みぎ入[image: ]淨海、ほしいまゝに佛法を破滅し、王法を亂らんと欲す。愁嘆極りなき處に、今月十五日の夜、一六院第二の王子、不慮の難を遁のがれんが爲に、ひそかに入寺せしめ給ふ。こゝに院ゐん宣ぜんと號して、出いだし奉る可き由、しきりに責めありといへども、出し奉るに能あたはず。仍七よつて官軍を放ち遣すべき旨、その聞えあり。當寺の破滅、まさにこの時に當れり、諸しよ衆しゆ何ぞ愁嘆せざらんや。なかんづく延曆・園城兩寺は、門八跡二つに相分るといへども、學する所はこれ圓九ゑん頓どん一味の[image: ]門に同じ。喩たとへば鳥の左さ右うの翅つばさの如く、又車の二つの輪に似たり。一方缺けんに於ては、いかでかその歎きなからんや。者一〇ていれば、殊に合力を致して、當寺の破滅を助けられば、早く年來の遺恨を忘れ、住ぢゆう山せんの昔に復せん。衆しゆ徒との僉議かくの如し。仍よつて牒奏件一一くだんの如し。治承四年五月十八日、大衆等」とぞ書いたりける。





【注記】

一　新羅大明神　三井寺鎭守の神。

二　天衆地類　梵天帝釋等の天部と地上の諸神。

三　圓宗一味　天台圓宗の法華一乘の[image: ]法。

四　夏﨟得度　夏安居の修[image: ]をなし、度緣を得させること。

五　衙　役所。寺務をとる所。

六　一院第二の王子　後白河法皇第二皇子以仁王。

七　仍つて官軍を　「よりてかの禪門武士を當寺へ入れんとす」（八）。

八　門跡二つに相分る　同じく天台宗でありながら慈覺大師の門流山門と智證大師の門流寺門と二つに分れる。

九　圓頓一味の[image: ]法　天台宗。

一〇　者ば　「といへれば」の轉。てへれば。

一一　件　「くだり」の音便。[image: ]章の行。[image: ][image: ]のとおり、の意。










七　南都牒狀の事






　山門の大衆、この狀を披見して、「こはいかに、當山の末寺でありながら、鳥の左さ右うの翅つばさの如く、又車の二つの輪に似たりと、抑おさへて書く條、これ以て奇怪なり」とて、返牒にも及ばず。そ一の上入[image: ]相國、天台座ざ主す明雲大僧正に、衆しゆ徒とを靜めらるべき由宣ひければ、座主急ぎ登山して、大だい衆しゆを靜め給ふ。かゝりし[image: ]に、宮の御方へは、不ふ定ぢやうの由をぞ申しける。又入[image: ]相國の謀はかりごとに、[image: ]あふ江み米ごめ二萬石、北國の織二おり延のべ絹ぎぬ三千匹、往三來の爲に山門へ寄せらる。これを谷々嶺々へ引かれけるに、俄にはかの事にてありければ、一いち人にんして數あま多た[image: ]る大だい衆しゆもあり、又手を空むなしうして一つも[image: ]らぬ衆しゆ徒ともあり。何者の所爲しわざにやありけん、落らく書しよをぞしたりける。


山四法師おりのべ衣ごろも薄くして恥をばえこそ隱さざりけれ



又絹にもあたらぬ大だい衆しゆの詠よみたりけるにや、


おりのべをひときれも得ぬ我らさへ薄恥をかく數に入るかな



又南五都への狀に云はく、「園をん城じやう寺じ牒てふす、興こう福ぶく寺じの衙が。殊に合かふ力りよくを致して、當寺の破滅を助けられんと乞ふ狀。右佛法の殊[image: ]なる事は、王法を守らんが爲、王法又長久なる事は、卽すなはち佛法に依る。こゝに入[image: ][image: ]太政大臣[image: ][image: ]臣[image: ]盛公、法名淨海、ほしいまゝに國威を竊ひそかにし、[image: ]政を亂り、[image: ]六ないにつけ外七げにつけ、怨みをなし歎きをなす間、今月十五日の夜、一院第二の皇子、不慮の難を遁れんが爲に、俄にはかに入寺せしめ給ふ。こゝに院ゐん宣ぜんと號して、出し奉るべき旨、しきりに責めありといへども、衆しゆ徒と一向惜しみ奉つて、出し奉るに能はず。仍八よつてかの禪門、武士を當寺へ入れんと欲す。佛法と云ひ王法と云ひ、一時にまさに破滅せんとす。昔唐九の會ゑ昌しやう天子、軍ぐん兵びやうを以て佛法を滅さしめし時、[image: ]しやう涼りやう山せんの衆しゆ、合戰を致して之を防ぐ。王權なほかくの如し。いかにいはんや謀叛八逆の輩ともがらに於てをや。誰の人か匡きやう正せいすべきぞや。なかんづく、南一〇なん京きやうは例なくして、罪一一なき長者を配はい流るせらる。この時にあらずんば、何いづれの日か會一二くわい稽けいを遂げん。願はくは衆しゆ徒と、[image: ]うちには佛法の破滅を助け、外ほかには惡逆の[image: 伴]類を[image: ]けば、同心の至り、本懷に足たんぬべし。衆しゆ徒との僉せん議ぎかくの如し。仍つて牒奏件の如し。治承四年五月十八日、大衆等」とぞ書いたりける。





【注記】

一　その上　以下、「數に入るかな」の歌まで、「八」になし。

二　織延絹　絹の一種。普[image: ]より寸尺の長いものか。

三　往來　音信。あいさつ。

四　山法師　「盛」、この歌を三井の衆徒の作とする。「長」、興福寺の僧が座主經一卷・實語[image: ]一卷を作つて根本中堂へ送置したとして長い實語[image: ]の替歌などあり、その後に「又ぬりあしだに歌二首」としてこの歌といま一首をのせる。

五　南都への狀　「略解」に寺門高僧記所載の牒狀を記し、[image: ]家物語の本[image: ]は取意なるべしという。

六　[image: ]　佛法。

七　外　王法。儒教。

八　仍つてかの禪門　「よりて官軍をはなちつかはさるべき旨、その聞えあり」（八）。

九　唐の會昌天子　唐の武宗。會昌は年號。武宗は佛法を彈壓した。

一〇　南京　南都興福寺。

一一　罪なき長者　興福寺は[image: ]原氏の氏寺で、氏の長者たる基[image: ]が流罪になつた。

一二　會稽を遂げん　報復できようか。













八　南都返牒の事






　南都の大だい衆しゆこの狀を披見して、一味同心に僉せん議ぎして、やがて返一牒をこそ送りけれ。その返牒に云はく、「興福寺牒す、園をん城じやう寺じの衙が。來牒一紙に載せられたり。右入[image: ]淨海が爲に、貴寺の佛法を滅さんと欲する由の事牒す。玉二泉玉花兩家の宗義を立つといへども、金章金句、同じう一代の[image: ]けう[image: ]もんより出でたり。南京北京、共に以て如によ來らいの弟子たり。自寺他寺、互に調三てう達だつが魔障を伏すべし。そも〳〵[image: ]盛入[image: ]は、[image: ]氏の糟さう糠かう、武家の塵ぢん芥かいなり。祖父正盛、藏人五位の家に仕へて、諸國受じゆ領りやうの鞭を執とる。大藏卿爲[image: ]、加州刺四し史しの古いにしへ、檢非所に補ふし、修理大だい夫ぶ顯季、播[image: 磨]大守たりし昔、厩の別當職しきに任ず。しかるを親しん父ぶ忠盛、昇殿を聽ゆるされし時、都と鄙の老少、皆蓬五ほう壼この瑕か瑾きんを惜しみ、[image: ]六ない外げの英豪、おの〳〵馬七ば臺だいの讖しん[image: ]もんに泣く。忠盛[image: ]雲の翅つばさを刷かいつくろふといへども、世の民なほ白八はく屋をくの種たねを輕んず。名を惜しむ[image: ]せい侍し、その家を[image: ]む事なし。しかれば卽ち、去んぬる[image: ]治元年十二月、太九上天皇、一戰の功を感じて、不次の賞を授け給ひしより以來このかた、高く相國に上つて、[image: 兼]ねて兵ひやう仗ぢやうを賜はる。男なん子し或いは台一〇階を辱かたじけなうし、或いは[image: ]一一林に[image: ]なり、女によ子し或いは中宮職しきに備はり、或いは准じゆん后こうの宣を蒙る。群くん弟てい庶しよ子し、皆棘一二きよく路ろに步み、その孫かの甥、悉こと〴〵く竹一三ちく符ふを割く。加之しかのみならず九一四州を統領し、百はく司しを[image: ][image: ]して、奴ぬ婢び皆僕從とす。一いち毛まう心に違たがへば、王侯といへども之を捕へ、片言耳に逆さかふれば、公く卿ぎやうといへども之を搦からむ。これによつて、或いは一旦の身命を延べんが爲、或いは片へん時しの凌りよう蹂じうを遁のがれんと思うて、萬ばん乘じようの[image: ]主、なほ面めん諂てんの媚こびをなし、重代の家君、却かへつて膝しつ行かうの禮を致す。代々相傳の家け領りやうを奪ふといへども、上しやう宰さいも恐れて舌を卷き、宮々相承の庄園を[image: ]るといへども、權威を憚はゞかつて物いふことなし。[image: ]つに乘る餘り、去年の[image: 冬]十一月、太上皇の栖すみかを追つゐ捕ぶし、博一五はく陸りく公こうの身を推し流す。叛ほん逆ぎやくの甚しき事、誠に古今に[image: ]えたり。その時我等、須すべからく賊ぞく衆しゆに行き向つて、その罪を問ふべしといへども、或いは神慮に相憚り。或いは綸りん言げんと稱するによつて、鬱うつ陶たうを抑へて、光陰を送る間、重ねて軍兵を起して、一院第二の親王宮ぐうをうち圍む處に、八一六幡三所じよ、春日大明神、ひそかに影やう向がうを垂れ、仙一七せん蹕ひつを捧げ奉り、貴寺に送り付けて、新一八しん羅らの扉とぼそに預け奉る。王法盡きざる旨あきらけし。仍よつて、貴寺身命を捨てて守護し奉る條、含一九がん識じきの類たぐひ、誰か隨喜せざらん。この時吾等[image: 遠]域に在つて、その[image: 情]なさけを感ずる處に、[image: ]盛公、なほ凶器を起して、貴寺に入らんと欲する由、ほのかに傳へ承るによつて、[image: 兼]ねて用意を致す。十八日辰たつの一點に、大だい衆しゆを起し、諸寺に牒奏し、末寺に下知して、軍士を得て後、案[image: ]を達せんと欲する處に、[image: ]二〇鳥飛び來て、芳はう翰かんを投げたり。數日の鬱うつ念ねん一時に解げ散さんす。かの唐たう家か[image: ]しやう涼りやう一いつ山さんの苾二一ひつ蒭しゆ、なほ武宗の官兵を返す。いはんや和わ國南北兩門の衆しゆ徒と、何ぞ謀臣の邪類を掃はざらん。よく梁二二園左右の陣を固めて、宣よろしく吾等が[image: ]發の[image: ]げを待つべし。狀を察して疑ぎ殆たいを作なすことなかれ。以て牒す。件くだんの如し。治承四年五月二十一日、大衆等」とぞ書いたりける。





【注記】

一　返牒　「略解」に寺門高僧記所載の牒狀を記し、「此南都の返牒は信救の作なるよし、佛法傳來次第に出づ。木曾願書の章の註を見るべし」と註す。

二　玉泉玉花　天台宗と法相宗。

三　調達が魔障　佛敵提婆達多のような惡魔。

四　刺史　國守の唐名。

五　蓬壺の瑕瑾　蓬壺は蓬萊。上皇の御所をいう。鳥[image: ]上皇の御過矢。

六　[image: ]外の英豪　佛家儒者。

七　馬臺の讖[image: ]　耶馬臺詩の未來豫言の[image: ]句。百代で王法が衰えるとの[image: ]。

八　白屋の種　卑賤から身を起したこと。白屋は貧賤の家。

九　太上天皇　後白河院。

一〇　台階　三台の位。大臣の位。

一一　[image: ]林　[image: ]衞府の唐名。

一二　棘路　公卿をいう。

一三　竹符を割く　國司になる。

一四　九州　日本全國。中國古代に全國を九州に分けたのに由る。

一五　博陸　攝政關白の唐名。

一六　八幡三所　應神天皇、神功皇后、玉依[image: ]の三神。

一七　仙蹕　行幸の御車。

一八　新羅　新羅大明神。

一九　含識　衆生。心識を有する者の義。

二〇　[image: ]鳥　使者。

二一　苾蒭　梵語。比丘。僧侶。

二二　梁園　親王家。こゝは高倉の宮。










九　大一衆揃への事






　寺二には、宮入らせ給ひて後、大おほ關ぜき小こ關ぜき掘り切つて、大だい衆しゆ又僉せん議ぎす。「そもそも山門は心替りしつ。南都はいまだ參らず。この事延びては惡しかりなん。いざや、今夜六波羅におし寄せて、夜討にせん。その儀ならば、老少二ふた手てに相分つて、先まづ老僧どもは、如によ意いが嶺みねより搦からめ手てへ向ふべし。足輕どもを先立て、白川の在ざい家けに火をかけ燒きあげば、在京人六波羅の武士ども、あはや事出で來きたりとて、馳せ向はんずらん。その時岩いは坂さか・櫻さくら本もとの邊に、暫し支へて防ぎ戰はん間まに、大おほ手ては松坂より、伊豆守を大將軍として、若大衆惡僧どもは、六波羅におし寄せ、風かざ上うへに火をかけ燒き上げ、一ひと揉もみ揉もうで攻めんに、などか、太政入[image: ]燒き出いて討たざるべき」とぞ、僉議したりける。

　こゝに[image: ]家の祈いのりしける、一いち如によ坊ばうの阿あ闍じや梨り眞海は、弟子同宿數十人ひき具して、僉議の場にはに[image: ]み出でて申しけるは、「かやうに申せば、[image: ]家の方かた人うどとや思し召され候ふらん。一向その儀にては候はず。たとひさ候ふとも、いかゞ、衆しゆ徒との義をも思ひ、我が寺の名をも惜しまでは候ふべき。昔三は源[image: ]左さ右うに爭ひて、[image: ]家の御おん固かためたりしかども、[image: ]ちか來ごろは源氏の運傾き、[image: ]家世を[image: ]つて二十餘年、天下に靡なびかぬ草木も候はず。されば[image: ]うち々〳〵の[image: ]たちの有樣も、小こ勢ぜいにてはたやすう叶ひ難し。よく〳〵謀を運らし、勢せいを催し、後日に寄せらるべうもや候ふらん」と、[image: ]ほどを延さんが爲に、長々とこそ僉議したりけれ。

　こゝに乘圓坊の阿闍梨慶きやう秀しうは、衣ころもの下したに萠もえ葱ぎ匂にほひの腹卷を着、大きなる打うち刀がたな[image: ]まへ垂だれにさしほらし、白しら柄えの長なぎ刀なた杖につき、僉議の場にはに[image: ]み出でて、「證據を外ほかに引くべからず。先づ我が寺の本願、天四武天皇いまだ春とう宮ぐうの御時、大友の皇子に襲はれさせ給ひて、吉よし野のの奧を出でさせ給ひて、大和國の宇う多だ郡を過ぎさせ給ふには、その勢わづかに十七騎、されども、伊賀・伊勢にうち越え、美み濃の・尾張の軍勢を以て、大友の皇子を亡して、終つひに位に卽つかせ給ひき。窮鳥懷ふところに入る。人倫これを憐れむと云ふ本ほん[image: ]もんあり。自餘は知らず、慶秀が門徒に於いては、今夜六波羅におし寄せて、討死せよや」とぞ僉議しける。圓滿院の大輔たいふ源覺、[image: ]み出でて、「僉議端はし多し。たゞ夜のふくるに。急げや[image: ]め」とぞ申しける。

　先＊づ搦からめ手てに向ふ老僧どもの大將軍には、源三位入[image: ]賴政、乘圓坊の阿闍梨慶秀・律りつ成じやう坊ばうの阿闍梨日胤・帥そつの法印禪智・禪智が弟子義寶・禪ぜん永やうを先として、都合その勢一千人、手てん々でに續たい松まつを持つて、如意が峯へぞ向ひける。大手の大將軍には、嫡子伊豆守仲綱・次男源大夫判官[image: 兼]綱・六條藏の人仲家・その子藏人太郞仲光、大だい衆しゆには、圓滿院の大輔源覺・律成坊の伊い賀がの公きみ・法輪院の鬼佐渡・成じやう喜き院ゐんの荒土佐、これらは力の[image: ]さ、弓矢打うち物もの[image: ]つては、いかなる鬼にも神にも合ふといふ、一人當千の兵なり。[image: ]等院には、因幡の竪りつ者しや荒あら大たい夫ふ・角すみの六郞[image: ]、島阿闍梨、筒井法師に、卿きやう阿闍梨・惡少納言、北の院には、金光院の六天狗、式部・大輔・能登・加賀・佐渡・備後等らなり。松井の肥後・澄南院の[image: 筑]後・賀屋の[image: 筑][image: ]・大矢の俊長・五智院の但たぢ馬ま、慶きやう秀しうが[image: ]ばう人にん六十人の[image: ]、加賀光乘・刑部春秀、法師ばらには、一來法師にしかざりき。堂だう衆じゆには、筒井の淨妙明めい秀しう・小を藏ぐらの[image: ]そん月ぐわつ・[image: ]永・慈慶・樂住・鐵かな拳こぶしの玄げん永やう、武士には渡邊省はぶく・播はり[image: 磨]ま次郞授さづく・薩さつ[image: 摩]ま兵衞・長七唱となふ・競瀧きほふの口・與あたふ右馬允じよう・續つゞく源太・[image: ]きよし・勸すゝむを先さきとして、都合其の勢一千五百餘人、三井寺をこそうつ立ちけれ。

　寺には宮入らせ給ひて後、大關小關掘り切り、搔五かい楯だてかき、逆六さか茂も木ぎ引きたりければ、堀に橋渡し、逆茂木[image: ]り除のけなどしける[image: ]に、時じ尅こくおし移つて、關せき路ぢの雞にはとり鳴きあへり。伊豆守、「こゝにて雞とり鳴いては、六波羅へは白晝にこそ寄せんずれ。いかゞせん」と宣へば、圓滿院の大輔源覺、又先の如くに[image: ]み出でて、「音秦しんの昭王、孟まう嘗しやう君くんを召しいましめられたりしに、后の御助によつて、兵つはもの三千人をひき具して、逃げ免まぬかれけるが、[image: ]なく函かん谷こく關くわんに至りぬ。異國の[image: ]ひに、雞にはとりの鳴かぬ限りは、關の[image: ]を開く事なし。かの孟まう嘗しやう君くんが三千の客かくの中に、田七てん甲かつと云ふ兵つはものあり。雞の鳴く眞似をゆゝしうしければ、雞けい鳴めいとも云はれけり。かの雞鳴高き所に走り上のぼり、雞の鳴く眞似をゆゝしうしたりければ、關せき路ぢの雞聞き傳へて、皆鳴きあへり。その時關守、雞とりの虛そら音ねにばかされて、關の[image: ]を開けてぞ[image: ]しける。されば、これも敵かたきの謀はかりごとにや鳴かすらん。たゞ寄せよや」とぞ申しける。

　かゝりし[image: ]に、五さ月つきの短みじか夜よなれば、ほの〴〵とぞ明けにける。伊豆守宣ひけるは、「夜討にこそさりともと思ひつれ、晝ひる軍いくさにはいかにも叶ふまじ。あれ呼び返せや」とて、大手は松坂より[image: ]つて返し、搦手は如によ意いが嶺よりひつ返す。若わか大だい衆しゆ・惡僧ども、「これは、一いち如によ[image: ]ばうが長なが僉せん議ぎにこそ夜は明けたれ。その坊八斬れ」とて、おし寄せて坊をさん〴〵に斬る。防ぐ所の弟子同宿、皆討たれにけり。我が身手負ひ、這ふ〳〵六九波羅へ參りて、この由訴へ申しけれども、六波羅には、軍ぐん兵びやう數萬騎馳せ集りて、ちつとも騷ぐ氣け色しきもし給はず。

　さる[image: ]に宮は、「山門は心變がはりしつ、南都はいまだ參らず。この寺ばかりではいかにも叶ふべからず」とて、同じき廿三日の曉方に、三井寺を出でさせ給ひて、南都へ落ちさせおはします。この宮は蟬せみ折をれ・小こ枝えだとて、漢かん竹ちくの笛を二つ持ち給へり。中にも蟬折は、昔鳥[image: ]の院の御時、宋[image: ]の御み門かどへ、砂金を多く參らつさせ給ひたりしかば、返報とおぼしくて、生きたる蟬の如くに[image: 節]の付きたる笛ふえ竹だけを、一ひと[image: 節]よ參らつさせ給ひけり。これ[image: ]の重ちよう寶はうを、いかゞ左さ右うなう彫ゑらせらるべきとて、三井寺の大[image: ]の僧正覺宗に仰せ、壇上に立て、七しち日にち加持して、彫ゑらせ給へる御笛なり。或時高松の中納言實[image: ]の卿參つて、この笛を吹かれけるに、尋よの常つねの笛のやうに思ひ忘れて、膝より下しもに置かれたりければ、笛や尤とがめけん、その時蟬折れにけり。さてこそ蟬折とは召されけれ。この宮、笛の御器量たるによつて、御相傳ありけるとかや。されども、今を限りとや思し召されけん。金こん堂だうの彌み勒ろくに籠こめ參らさせ給ひけり。龍一〇りゆう華げの曉、値一一ち遇ぐの御爲かとおぼしくて、あはれなりし事どもなり。

　さる[image: ]に、宮は老僧どもには皆暇いとま賜たうで、留とゞめさせおはします。しかるべき若わか大だい衆しゆ惡僧どもは參りけり。三位の入[image: ]の一類、渡邊黨、三井寺の大だい衆しゆひき具して、その勢一千五百餘人とぞ聞えし。乘圓[image: ]の阿あ闍じや梨り慶きやう秀しうは、鳩一二の杖にすがり、宮の御[image: ]に參り、雙眼より淚をはらはらと流いて申しけるは、「何いづくまでも御供仕るべう候ひしかども、年すでに八一三旬にたけて、行ぎやう步ぶいかにも叶ひ難く候へば、弟子で候ふ刑部[image: ]俊しゆん秀しうを參らせ候はん。これは一ひと年ゝせ[image: ]治の合戰の時、故左馬頭の義[image: ]が手に候うて、六條河原で討死仕り候ひし、相模國の住人、山[image: ]の須[image: ]刑部丞の俊とし[image: ]みちが子にて候ひしを、いさゝか綠ゆかり候ふによつて、跡あと懷ふところにておほしたてて、心の底までもよく知つて候へば、何いづくまでも召し具せられ候へ」とて、淚を抑へて留りぬ。宮もあはれに思し召して、「いつの好よしみにかくは申すらん」とて、御淚塞せきあへさせ給はず。





【注記】

一　大衆揃への事　「永僉議」（岩）。

二　寺には　「同じき廿二日の暮がたに、源三位賴政入[image: ]、宮の御まへに參つて申されけるは」（八）。

三　昔は　「いくさは勢にはよらず、はかりごとによると昔より申し傳へて候へば、よくよく御要心あつてよせさせ給ふべしと、わざわざ夜をふかさんがために」（八）。

四　天武天皇　「盛」に「三井寺僉議、附淨見原天皇の事」とし長い物語あり。「大友王子に見る目、聞く耳、かぐ鼻とて三人の不思議の者を召し使ふ」など。

＊　「岩」こゝに「大衆揃」の題がある。

五　搔楯　垣楯。楯を立て並べて垣根のようにしたもの。

六　逆茂木　刺のある木を立て又は柵に結んで、敵を防ぐもの。

七　田甲　史記の孟嘗君傳には名がない。「天[image: ]」（眞）。

八　坊　宿坊。

九　六波羅　「六波羅にはかねて大勢用意ありければ、さらにさわぐことなし、いざ〳〵眞海（一如[image: ]）も寺法師なり、敵のはかりごとにもやあるらんうちとけがたしとて無興なりければ、眞海、とにかくに面目なくて歸りにけり」（盛）。

一〇　龍華の曉　彌勒菩薩、佛に先だつて入滅し、兜率天の[image: ]院に生じ、人間の五十六億七千萬年を經て此土に出で、華林園中龍華樹下で成[image: ]し、普く人天を濟度するという時。下卷一四八頁參照。

一一　値遇　まれに會う事。こゝは、未來に彌勒の出世にめぐり會うための意。

一二　鳩の杖　老人の持つ杖。頭に鳩の形を附けてあるもの。

一三　八旬　八十[image: ]。










一〇　橋合戰の事






　さる[image: ]に、宮は、宇治と寺一との間にて、六度まで御落馬ありけり。これは去んぬる夜、御ぎよ寢しんならざりし故なりとて、宇治橋三二間引きはなし、[image: ]びやう等どう院ゐんに入れ奉り、暫く御休息ありけり。六波羅には、「すはや、宮こそ南都へ落ちさせ給ふなれ。追つかけて討ち奉れや」とて、大將軍には、左兵衞督知盛・頭中將重しげ衡ひら・薩[image: 摩]守忠度、侍三さぶらひ大將には、上總守忠[image: ]・その子上總太郞判官忠綱・飛ひ驒だの守かみ景家・その子飛驒太郞判官景高・高橋判官長綱・河[image: ]判官秀國・武藏三郞左衞門有國・越中次郞兵衞盛もり嗣つぎ・上總五郞兵衞忠光・惡七兵衞景[image: ]を先として、都合その勢二萬八千餘騎、木こ幡はた山やまうち越えて、宇治橋の詰つめにぞおし寄せたる。敵かたき[image: ]等院にと見てければ、鬨ときを作る事三箇度なり。宮の御おん方かたにも、同じう鬨の聲をぞ合せたる。先陣が、「橋を引いたるぞ、過あやまちすな。橋を引いたるぞ、過ちすな」と、どよみけれども、後陣はこれを聞きつけず、我先に〳〵と[image: ]む[image: ]に、先陣二百餘騎おし落され、水に溺れて失せにけり。

　さる[image: ]に、橋の兩方の詰つめにうつ立つて矢や合あはせす。宮の御方より、大矢の俊しゆん長ちやう・五智院の但馬・渡邊省はぶく・授さづく・續つゞくの源太が射ける矢ぞ、楯たてもたまらず、鎧よろひもかけず[image: ]りけり。源三位入[image: ]賴政は、今日を最後とや思はれけん、長ちやう絹けんの鎧よろひ直ひた垂ゝれに、科四しな皮がは縅をどしの鎧着て、わざと甲かぶとをば着給はず。嫡子伊豆守仲綱は、赤地の錦の直垂に、黑絲縅の鎧なり。弓を[image: ]う引かんが爲に、これも甲かぶとをば着きざりけり。こゝに五智院の但馬、大おほ長なぎ刀なたの鞘をはづいて、たゞ一いち人にん橋の上にぞ[image: ]んだる。[image: ]家の方には、これを見て、「たゞ射[image: ]れや、射[image: ]れ」とて、さ五しつめひきつめさん〴〵に射けれども、但馬少しも騷がず、上あがる矢をばつい潛くゞり、下さがる矢をば跳り越え、向うて來るをば長なぎ刀なたで切つて落す。敵かたきも御み方かたも見物す。それよりしてこそ、矢や切ぎりの但馬とは云はれけれ。

　又堂だう衆じゆの中なかに、筒井淨の妙明めい秀しうは、褐六かちの直ひた垂ゝれに、黑革縅の鎧着て、五ご枚まい甲かぶとの緖をしめ、黑こく漆しつの太刀を帶はき、二十四さいたる黑ほろの矢負ひ、塗ぬり籠ごめ籐どうの弓に、好む白しら柄えの大長刀[image: ]り副へて、これもたゞ一いち人にん橋の上にぞ[image: ]んだる。大だい音おん聲じやうを揚げて、「[image: 遠]からん者は音にも聞け。[image: ]からん人は目にも見給へ。三井寺には隱れなし。堂だう衆じゆの中に筒井淨の妙明秀とて、一人當千の兵つはものぞや。我と思はん人々は、寄り合へや。見參せん」とて、二十四さいたる矢を、さしつめひきつめさん〴〵に射る。やにはに敵かたき十二人射殺し、十一人に手負おうせたれば、箙えびらに一つぞ殘りたる。その後、弓をばからと投げ捨てて、箙も解いて捨ててげり。貫七つらぬき[image: ]ぬいで跣はだしになり、橋の行ゆき桁げたを、さら〳〵と走りける。人は恐れて渡らねども、淨妙[image: ]が心地には、一條二條の大路とこそふるまうたれ。長なぎ刀なたにて、向ふ敵五人薙なぎふせ、六人に當る敵に逢うて、長なぎ刀なた中なかよりうち折つて捨ててげり。その後太刀を拔いて戰ふに、敵は大勢なり、蜘八く蛛も手で・か九く繩・十[image: ]字・蜻蛉とんばう返がへり・水車、八方すかさず切つたりけり。向ふ敵八人切りふせ、九人に當る敵が甲かぶとの鉢に、餘りに[image: ]う打ち當てて、目め貫ぬきの元よりちやうと折れ、くつと拔けて、河へざつぶとぞ入りにける。賴む所は腰刀、死なんとのみぞ狂ひける。こゝに乘圓[image: ]の阿闍梨慶きやう秀しうが召し使ひける一一〇來法師といふ大だい力ぢからの剛の者、淨妙坊が後に續いて戰ひけるが、行ゆき桁げたは狹せばし、側そば[image: ]るべきやうはなし。淨妙[image: ]が甲の錣しころに手を置いて、「惡しう候、淨妙[image: ]」とて、肩をづんど跳り越えてぞ戰ひける。一來法師討死してげり。淨妙[image: ]は這はふ〳〵歸りて、[image: ]等院の門の[image: ]なる芝の上に、物の具[image: ]ぎ捨て、鎧に立つたる矢一一や目めを數へたれば六十三、裏かく矢五所。されども痛一二いた手でならねば、所ところ々〴〵に炙きう治ぢし、頭かしらからげ淨じやう衣え着、弓切り折り杖に突き、[image: ]ひら履あしだはき、阿あ彌み陀だ佛ぶつ申して、奈良の方へぞまかりける。その後は、淨妙[image: ]が渡つたるを手本として、三井寺の大だい衆しゆ、三位の入[image: ]の一類、渡邊黨、我先にと走り續き〳〵、橋の行桁をこそ渡りけれ。或いは分ぶん捕とりして歸る者もあり、或いは痛手負うて、腹かき切り川へ飛入る者もあり。橋の上の軍いくさ、火出づる[image: ]にぞ見えたりける。

　[image: ]家の方の侍大將上總守忠[image: ]、大將軍の御[image: ]に參り、「あれ御覽候へ。橋の上の戰、手いたう候。今は川を渡すべきにて候ふが、をりふし五月雨さみだれの比ころ、水まさつて候へば、渡さば馬・人多く亡び候ひなん。淀よど・一口いもあらひへや向ふべき。又河[image: ]路へや[image: 廻]まはるべき。いかゞせん」と申しければ、下野しもつけの國くにの住人、足利又太郞忠綱、生年十七[image: ]にてありけるが、[image: ]み出でて申しけるは、「淀・一いも口あらひ・河[image: ]路へは、天てん竺ぢく・震しん旦だんの武士を召して向はれ候はんずるか。それも我らこそ承つて向ひ候はんずれ。目にかけたる敵かたきを討たずして、宮を南都へ入れ參らせなば、吉野十と津つ川がはの勢ども馳せ集りて、いよ〳〵御大事でこそ候はんずらめ。武む藏さしと上野かうづけの境に、利と根ね河がはと申す大河候。秩ちゝ父ぶ、足あし利かゞ、中違たがうて常は合戰を仕り候ひしに、大手は長井の渡わたり、搦手は故こ我が・杉すぎの渡わたりより、寄せ候ひしに、こゝに上野國の住人、新につ田たの入[image: ]、足利に語らはれて、杉の渡わたりより寄せんとて、設けたりける舟どもを、秩父が方より皆破られて申しけるは、たゞ今こゝを渡さずば、長き弓矢の疵きずなるべし、水に溺れても死なば死ね、いざ渡さうとて、馬一三うま筏いかだを作りて渡せばこそ渡しけめ。坂ばん東どう武者の[image: ]ひ、敵を目にかけ、川を隔てたる軍に、淵瀨嫌ふやうやある。この河の深さ早さ、利根河に幾[image: ]の劣り優まさりはよもあらじ。續けや殿ばら」とて、眞まつ先さきにこそうち入れたれ。

　續く人々、大おほ胡ご・大おほ室むろ・深ふか須ず・山やま上がみ・那な波はの太郞・佐さ貫ぬき廣綱四郞大夫・小を野の寺でらの禪ぜん師じ太郞・邊へ屋や子この四郞、郞黨には宇う夫ぶ方かたの次郞・切きり生ふの六郞・田中宗太を始めとして、三百餘騎ぞ續きける。足利大音聲を揚げて、「弱き馬をば下した手てに立てよ。[image: ]き馬をば上うは手てになせ。馬の足の及ばう[image: ]は、手た綱づなをく一四れて步ませよ。は一五づまば、かいくつて泳がせよ。下さがらう者をば弓の弭はずに[image: ]り付かせよ。手に手を[image: ]り組み、肩を竝べて渡すべし。馬の頭沈まば、引き上げよ。いたう引いて引ひつ被かづくな。鞍くら壺つぼによく乘り定まつて、鐙あぶみを[image: ]う蹈め。水浸しとまば、三さん頭づの上に乘りかゝれ。河かは中なかにて弓引くな。敵射るとも相あひ引びきすな。常に錣しころを傾かたぶけよ。いたう傾けて天一六て邊へん射さすな。馬には弱う、水には[image: ]うあたるべし。か一七ねに渡いておし落さるな。水にしなうて渡せや渡せ」と掟おきてて、三百餘騎、一騎も流さず、向ひの岸へさつとぞ打ちあげたる。





【注記】

一　寺　三井寺。

二　三間引きはなし　橋板を橋柱の間三間だけはがして。柱と柱とのあいだを間という。

三　侍大將　侍で臨時に命じられて一軍を統率指揮する者。

四　科皮縅　しだの葉の[image: ]樣を白く染め出した藍革でおどしたもの。齒朶革（しだかは）おどし。

五　さしつめひきつめ　「さす」は弓に矢をつがえる事。

六　褐　かち色。藍を濃く染めて黑みがかつたもの。かちん。

七　貫　頰貫。鎧着用の時にはく毛皮の沓。

八　蜘蛛手　「八」以下、水車までなく、「三人切り伏せ四人にあたる時、あまり甲の鉢に[image: ]う打ち當て、目貫のもとよりちやうと折れ、くつと拔けて、川へざんぶと入れにける」とする。

九　かく繩　「かくのあわ」の轉。ぐるぐるとねじれた形の菓子。そのようにして斬つてまわる事。

一〇　一來法師　「一來法師とて生年十八[image: ]になりけるが、木蘭地の直垂に萌黃の腹卷を着、三枚甲の緖をしめ、打物拔いて肩に投げかけ、これも橋のゆきけたをさらさらと走り渡り」（八）。

一一　矢目　矢の當つた所。

一二　痛手　重傷。

一三　馬筏　馬を並べて泳がせ、徒步の者を馬に引きつけて河を渡ること。同卷「ニ　宮の御最期の事」參照。

一四　くれて　ゆるめて。

一五　はづまば　足が[image: ]いて飛び上れば。

一六　天邊　兜の鉢の頂上。

一七　かねに　川の流れに直角に。










一一　宮の御最期の事






　足あし利かゞがその日の裝しやう束ぞくには、朽くち葉ばの綾あやの直ひた垂ゝれに、赤あか革がは縅をどしの鎧よろい着て、高一たか角づの打つたる甲かぶとの緖をしめ、金こがね作づくりの太刀を帶はき、二十四さいたる切二きり斑ふの矢負ひ、滋しげ籐とうの弓持つて、[image: ]れん錢ぜん盧あし毛げなる馬に、柏三かしは木ぎにみゝづく打つたる金四きん覆ぷく輪りんの鞍置いてぞ乘つたりける。鐙あぶみ蹈ふん張ばり立ち上り、大だい音おん聲じやうを揚げて、「昔[image: ]敵將まさ門かどを亡して、勸けん賞じやう蒙かうぶつて、名を後代に揚げたりし、俵[image: ]太秀ひで[image: 郷]さとに十代の後胤、下野國の住人、足利太郞俊綱が子、又太郞忠綱、生年十七[image: ]にまかりなる。かやうに無官無位なる者の、宮に向ひ參らせて、弓を引き矢を放つ事は、天の恐れ少からず候へども、但たゞし、弓も矢も、冥みやう加がの[image: ]も、[image: ]家の御おん上うへにこそ留とゞまり候はめ。三位の入[image: ]殿の御方に、我と思はん人々は、寄り合へや。見參せん」とて、[image: ]等院の門の中へ、攻め入り〳〵戰ひけり。

　大將軍左兵衞督の知盛、これを見給ひて、「渡せや渡せ」と下知し給へば、二萬八千餘騎、皆うち入れて渡す。さばかり早き宇治川も、馬や人に塞せかれて、水は上かみにぞたゝへたる。雜ざふ人にんばらは、馬の下した手てに[image: ]り付き〳〵渡る[image: ]に、膝より上を濡さぬ者も多かりけり。自おのづからはづるる水には、何もたまらず流れたり。こゝに伊賀伊勢兩國の官くわん兵びやう等ら、馬うま筏いかだおし破られて、六百餘騎こそ流れたれ。萌もえ葱ぎ・緋ひ縅をどし・赤縅、色々の鎧の[image: ]きぬ沈みぬゆられけるは、神かん南な備み山やまの紅葉もみぢ葉ばの、峯の嵐に誘はれて、龍五田河の秋の暮、堰ゐせきにかゝりて、流れもあへぬに異ならず。その中に緋縅の鎧着たる武者三人、網あ代じろに流れかゝりて、[image: ]きぬ沈みぬゆられけるを、伊六豆守見給ひて、かくぞ詠じ給ひける、


伊七勢武者は皆緋縅の鎧着て宇治の網代にかゝりけるかな



これ等は皆伊勢國の住人なり。黑八田後ご[image: ]へい四郞・日野十郞・乙おと部べ彌七と云ふ者なり。中なかにも、日野十郞は、古ふる兵つはものにてありければ、弓の弭はず、岩の狹はざ間まにねぢ立てて、かき上あがり、二人の者どもをも引き上げて、助けけるとぞ聞えし。大勢皆渡して、[image: ]等院の門の[image: ]へ、攻入り〳〵戰ひけり。この紛まぎれに、宮をば南都へ先立たせ參らせ、三位の入[image: ]の一類、渡邊黨、三井寺の大だい衆しゆ、殘り留つて防ふせぎ矢や射けり。

　源三位入[image: ]は、七十に餘つて軍いくさして、弓九ゆん手での膝口を射させ、痛手なれば、心靜に自害せんとて、[image: ]等院の門の[image: ]へ引き[image: ]く所に、敵かたき襲ひかゝれば、次男源大夫判官[image: 兼]綱は、紺地の錦の直ひた垂ゝれに、唐から綾あや縅をどしの鎧着て、白しら月つき毛げなる馬に、金覆輪の鞍置いて乘り給ひたりけるが、父を延ばさんが爲に、返し合せ〳〵防ぎ戰ふ。上總太郞判官が射ける矢に、源大夫判官、[image: ]一〇うち甲かぶとを射させてひるむ所に、上總守が童わらは、次郞丸と云ふ大だい力ぢからの剛の者、萌葱匂の鎧着、三さん枚まい甲かぶとの緖をしめ、打うち物ものの鞘をはづいて、源大夫判官におし竝べて、むずと組んで、どうと落つ。源大夫判官は、大力にておはしければ、次郞丸を[image: ]つて押おさへて首を搔き、立ち上あがらんとする所に、[image: ]家の兵ども、十四五騎落ち重なつて、つひに[image: 兼]綱を討ちてげり。伊豆守仲綱も、さん〴〵に戰ひ、痛いた手であまた負うて、[image: ]等院の釣つり殿どのにて自害してげり。その首をば下しも河かう邊べ[image: ]三郞[image: ]親[image: ]つて、大おほ床ゆかの下へぞ投げ入れたる。六條藏人仲家、その子藏人太郞仲光も、さん〴〵に戰ひ、一いつ所しよで討死してげり。この仲家と申すは、故こ帶一一たて刀はき先せん生じやう義一二賢が嫡子なり。しかるを、父討たれて後、孤みなしごにてありしを、三位の入[image: ]養子にして、不ふ便びんにし給ひしかば、日ひ來ごろの[image: ]約を違たがへじとや、一所で死ににけるこそ無慚なれ。三位の入[image: ]、渡邊長の七唱となふを召して、「我が首討て」と宣へば、主の生いけ首くび討たんずる事の悲しさに、「仕つかまつつとも存じ候はず。御自害候はば、その後こそ賜り候はめ」と申しければ、げにもとや思はれけん、西に向ひ手を合せ、高かう聲じやうに十一三念唱へ給ひて、最さい期ごの詞ことばぞあはれなる、


うもれ木の花さく事もなかりしに身のなるはてぞ悲しがりける



　これを最期の詞にて、太刀のさきを腹に突き立て、俯うつぶしざまに貫つらぬかつてぞ失せられける。その時に歌詠よむべうはなかりしかども、若うよりあながちに好いたる[image: ]なれば、最期の時も忘れ給はず。その首をば長七唱が[image: ]つて、石に括くゝり合せ、宇治川の深き所に沈めてげり。

　[image: ]家の侍ども、いかにもして、競きほふの瀧口をば生いけ捕どりにせばやと窺うかゞひけれども、競きほふも先に心得て、さん〴〵に戰ひ、痛手あまた負ひ、腹かき切つてぞ死ににける。圓滿院大たい輔ふ源覺は、今は、宮もはるかに延びさせ給ひぬらんとや思ひけん、大太刀大おほ長なぎ刀なた左さ右うに持つて、敵かたきの中を破わつて出で、宇治川へ飛んで入り、物の具一つも捨てず、水の底を潛くゞつて、向むかひの岸にぞ着きにける。高き所に走り上り、大音聲を揚げて、「いかに[image: ]家の君きん達だち、これまでは御大事か、よう」と云ひ捨てて、三井寺へこそ歸りけれ。

　飛驒守景家は、古ふる兵つはものにてありければ、「この紛まぎれに宮は、定めて南都へや落ちさせ給ふらん」とて、混ひた甲かぶと四五百騎、鞭一四むち鐙あぶみを合せて追つかけ奉る。案の如く、宮は三十騎ばかりで落ちさせ給ふ所を、光くわう明みやう山せんの鳥居の[image: ]にて、追つ付き奉り、雨の降るやうに射奉りければ、何れが矢とは知らねども、矢一つ來て、宮の左の御おん側そば腹はらに立ちければ、御馬より落ちさせ給ひて、御首[image: ]られさせ給ひけり。御おん供とも申したる鬼一五佐渡・荒あら土佐・荒大夫・刑部俊秀も、「命をばいつの爲にか惜しむべき」とて、さん〴〵に戰ひ、一いつ所しよで討死してげり。その中に乳母めのと子ごの六條の亮大の夫宗一六信は、新にひ野のが池へ飛んで入り、[image: ]うき草ぐさ顏に[image: ]り覆おほひ、震ひ居たれば、敵かたきは[image: ]をぞうち[image: ]りぬ。やゝあつて敵四五百騎、ざゞめいて歸りける中なかに、淨じやう衣え着たる死人の、首もなきを、蔀しとみのもとよりかき出でたるを見れば、宮にてぞおはしける。「我死なば御棺に入れよ」と仰せられし、小こ枝えだと聞えし御笛をも、いまだ御腰にぞささせまし〳〵ける。走り出でて[image: ]り付き奉らばやとは思へども、恐一七しければそれも叶はず、敵皆[image: ]りて後、池より上り、濡れたる物ども絞り着て、泣く〳〵都へ上つたりけるを、憎まぬ者こそなかりけれ。

　さる[image: ]に、南都の大だい衆しゆ七千餘人、甲かぶとの緖をしめ、宮の御迎ひに參りけるが、先陣は木こ津づに[image: ]み、後陣はいまだ興福寺の南なん大だい門もんにぞゆらへたる。「宮ははや光明山の鳥居の[image: ]にて、討たれさせ給ひぬ」と聞えしかば、大だい衆しゆ、力及ばず、淚を抑へてとゞまりぬ。いま五十町ばかり待ち付けさせ給はで、討たれさせ給ひける宮の御運の[image: ]こそうたてけれ。





【注記】

一　高角　[image: ]立物の一つ。うしやしかの角をつけた物か。

二　切斑　鷲の[image: ]の黑白の斑（ふ）の切れ目の鮮かなもの。

三　柏木にみゝづく打つたる鞍　柏にみみずくのとまつた模樣をつけた鞍。

四　金覆輪の鞍　鞍の[image: ]輪後輪を金で緣どつたもの。

五　龍田河　古今集、秋「立田川もみぢ葉流る神奈備の三室の山に時雨ふるらし」。

六　伊豆守　「源氏」（盛）。「三位入[image: ]」（長）。

七　伊勢武者は　「白兒（しろこ）黨」（盛）。ひをどしに宇治川の名物氷魚（ひを）をかけている。

八　黑田・日野・乙部　「盛」、「長」、人名なし。「是は日野の源三、鳥[image: ]の源六、黑田の五郞四郞と申す者なり。中にも黑田はふるつはものなりければ」（八）。

九　弓手　左。弓を持つ手の意。

一〇　[image: ]甲を射させ　[image: ]甲を射られの意。戰記に特有の言い方。[image: ]甲は甲の正面の[image: ]側。

一一　帶刀先生　東宮附武官である帶刀舍人の長官。

一二　義賢が嫡子　木曾義仲の兄に當る。義賢は爲義の次男。

一三　十念　十聲の念佛。淨土[image: ]で十遍念佛稱名すれば極樂淨土に往生すると[image: ]く。

一四　鞭鐙を合せて　鞭で打つと共に鐙であおり、うまを早くかけさせる。

一五　鬼佐渡　この人名、「八」には刑部俊秀とだけある。

一六　宗信は　「宗信は天下第一の大臆病者なりければ……」（八）。

一七　恐しければ　「それもさすが恐しければ、たゞ水の底にてかはづと共にぞなきゐたる」（八）。










一二　若宮御出家の事






　[image: ]家の人々、宮並びに三位の入[image: ]の一類、渡邊黨、三井寺の大だい衆しゆ、都合五百餘人が首切つて、太た刀ち長なぎ刀なたのさきに貫き、高くさし上げ、夕ゆふべに及んで六波羅へ歸り入る。兵つはものども勇みのゝしる事おびたゞし。中にも、三位の入[image: ]の首をば、長七唱が、宇治川の深き所に沈めてければ、見えざりけり。子どもの首をば、あそこここより皆尋ね出されたり。中にも、宮の御首をば、常に參り[image: ]ふ人もなかりしかば、誰見知り參らせたる人もなし。典藥頭かみ定一さだ成なりこそ、先年御療治の爲に召されしかば、それぞ見知り參らせたるにこそとて、召されけれども、現二げん所しよ勞らうとて參らず。又六波羅より、常は宮三の召され參らせける女[image: ]とて、尋ね出されたり。御子あまた[image: ]み參らせなどして、さしも御おん[image: ]ちぎり淺からざりしかば、なじかは見損じ奉るべき。たゞ一目見參らせて、袖を顏におし當てて、淚を流しけるにぞ、やがて宮の御首とは知つてげる。

　この宮は、腹々に御子の宮たちあまたおはしましけり。八條の女院に候はれける、伊豫守盛もり[image: ]のりが娘、三位の局と申しける女[image: ]の腹に、七[image: ]の若宮、五[image: ]の[image: ]宮おはしましけり。入[image: ]相國の弟おとゝ、池の中納言賴盛の卿を以て、八四條の女院へ申されけるは、「[image: ]宮の御事は申すに及ばず。若宮をば、とう出し參らさせ給へ」と申されたりければ、女院の御返事に、「かゝる聞えのありし曉あかつき、御乳おんちの人なんどが、心をさなう具し奉りて失せにけるにや、全くこの所には渡らせ給はず」とぞ仰せける。賴盛の卿歸り參りて、この由かくと申されければ、「なんでふその御所ならでは、いづくへか渡らせ給ふべかんなるぞ。その儀ならば、武士ども參りて搜し奉れ」とぞ宣ひける。この中納言は、女院の御おん乳母めのと宰相殿と申す女[image: ]に相具して、常は參り[image: ]はれければ、日ひ來ごろはなつかしうこそ思し召しつるに、この宮の御事申しに參られたれば、いつしかうとましうぞ思し召されける。若宮、女院に申させ給ひけるは、「これ[image: ]の御大事に及び候ふ上、つひには遁のがれ候ふまじ。はや〳〵出いださせおはしませ」と申させ給ひければ、女院御淚を流させ給ひて、「人の七つ八つは、いまだ何事をも聞き分かぬ[image: ]ぞかし。それに御身故ゆゑ、かゝる大事の出で來たるを、かたはらいたく思おぼして、かやうに仰せらるゝ事よ。よしなかりける人を、この六七年手て馴ならして、今日はかゝる憂うき目を見るよ」とて、御淚せきあへさせ給はず。賴盛の卿、若宮の御事重ねて申しに參られたれば、女院力及ばせ給はず。つひに出し參らさせ給ひけり。御母三位の局、今を限りの御別れなれば、さこそは御おん名な殘ごり惜しうも思し召されけめ。さてしもあるべき事ならねば、泣く〳〵御ぎよ衣い着せ參らせ、御おん髮ぐしかき撫でて、出し參らさせ給ふも、たゞ夢とのみぞ思はれける。女院を始め參らせて、局の女[image: ]女めの童わらはに至るまで、淚を流し袖を濡さぬはなかりけり。賴盛の卿、若宮うけ[image: ]り參らせ、御車に乘せ奉りて、六波羅へ渡し奉る。

　[image: ]さきの右大將宗盛の卿、この宮を見參らせて、父の禪門の御[image: ]におはして、「[image: ]世の事にや候ふらん。若宮をたゞ一目見參らせて候へば、あまりに御痛はしう思ひ參らせ候。何か苦しう候ふべき。この宮の御命をば、まげて宗盛に賜たび候へかし」と申されければ、入[image: ]いかゞ思はれけん、「さらばとう御出家をせさせ奉れ」とぞ宣ひける。宗盛の卿、八條の女院へ、このよし申されたりければ、女院、「何のやうもあるべからず。たゞとう〳〵」とて、御出家せさせ奉らる。釋五しやく氏しに定まらせ給ひしかば、法師になし參らせて、仁六和寺の御お室むろの御弟子になし參らさせ給ひけり、後には東寺の一の長者、安井の宮の大僧正[image: ]だう[image: ]そんと申ししは、この宮の御事なり。奈＊良にも又御ご一いつ所しよおはしけるを、御おん乳母めのと讚岐守重秀が、御出家せさせ奉り、具し奉りて北國へ落ち下りたりしを、木曾義仲上洛の時、主しゆうにし參らせんとて、[image: ]げん俗ぞくせさせ奉り、具足し奉りて、都へ上りたりければ、木曾が宮とも申し、又[image: ]俗の宮とも申す。後には嵯さ峨がの邊へん、野の依よりにまし〳〵ければ、野依の宮とも申しき。昔七[image: ]八とう乘じようといひし相さう人にんあり。宇九治殿・二條殿をば、「君三一〇代の關白、共に御年八十」と申したりしも違たがはず。帥一一そつの[image: ]うちの大臣おとゞを、「流る罪ざいの相まします」と申したりしも違はず。又[image: ]德太子の、崇す峻しゆん天皇を「橫わう死しの相まします」と申させ給ひたりしが、馬うま子この大だい臣じんに殺されさせ給ひぬ。必ず相人としもあらねども、上古にはかくこそめでたかりしか。これは、一向相一二さう少納言が不覺にはあらずやとぞ、人申しける。

　中ごろ、[image: 兼]一三けん明めい親王・具ぐ[image: ]へい親王と申ししは、[image: ]ぜん中書王、後ご中書王とて、共に賢王[image: ]主の皇子にて渡らせ給ひしかども、終に位にはつかせ給はず。されども、いつかは御謀叛起させ給ひたりし。又後三條の院第三の皇子、輔すけ仁ひとの親王と申ししは、御才學優すぐれておはしましければ、白河の院いまだ春とう宮ぐうの御時、「御位の後は、この宮を位につけ參らさせ給へ」と、後三條の院、御ご遣ゆる詔せうありしかども、白河の院いかゞ思し召されけん、終つひに位にはつけ參らさせ給はず。せめての御事にや、輔仁の親王の御子の宮に、源氏の姓しやうを授け參らさせ給ひて、無位より一度に三位に敍して、やがて中將になし參らせて、三位の中將とぞ申しける。一世の源氏、無位より三位する事は、嵯峨の皇帝の御子、陽一四やう院の大納言定さだむの卿の外は、これ始めとぞ承る。花園の左大臣有あり仁ひと公こうの御事なり。

　されば、今度の高倉の宮の御謀叛によつて、調てう伏ぶくの法承つて行はれける高僧たちに、勸けん賞じやうども行はる。[image: ]の右大將宗盛の卿の子息侍從[image: ]宗、三位に敍して、三位の侍從とぞ申しける、今年十二[image: ]。父一五の卿はこの齡よはひでは、わづか兵ひやう衞ゑの佐すけまでこそ至られしか。たちまちに上かん達だち部めに上り給ふ事、一いちの人ひとの公きん達だちの外は、これ始めとぞ承る。さる[image: ]に、源以もち仁ひと竝びに三位の入[image: ]賴政父子追討の賞とぞ、聞一六きゝ書がきにはありける。正まさしい太上法皇の皇子を、射奉るだにあるに、あまつさへ凡ぼん人にんになし奉るぞあさましき。源以仁とは、この高一七倉の宮の御事なり。





【注記】

一　定成　愚管抄、卷五「御學問の御師にて宗業ありければ、召して見せられなんどして一定なりければ、さてありけるほどに、宮はいまだおはしますなどいふ事言ひ出して不思議の事どもありけれども、信じたる人のをこにてやみにき」。なお定成は和氣氏、宗業は[image: ]原氏。「八」に定成が宮の額のはれものを療治した事を記す。

二　現所勞　現在病氣中。

三　宮の召され參らせける女[image: ]　「八」には、この女[image: ]を下の三位の局と同一人とする。

四　八條の女院　鳥[image: ]天皇の第三皇女。二條天皇の准母。高倉の宮の叔母。

五　釋氏　僧。

六　仁和寺の御室　守覺法親王。

＊　「岩」こゝに「[image: ]乘沙汰」と題す。

七　昔　この上に、「八」には「さても少納言維長は宮をばあしう見損じ奉りたるものかな」とある。

八　[image: ]乘　古事談卷六に洞昭なる者が[image: ]原賴[image: ]を相したことが見える。「八」に、「等從」。

九　宇治殿・二條殿　「大二條殿」（八）。宇治殿は賴[image: ]、二條殿は[image: ][image: ]。

一〇　三代の關白　賴[image: ]は後一條、後朱雀、後冷泉の關白、[image: ][image: ]は後冷泉、後三條、白河三代の關白。

一一　帥の[image: ]大臣　[image: ]原伊周。

一二　相少納言　少納言維長。

一三　[image: 兼]明親王・具[image: ]親王　[image: 兼]明親王は醍醐天皇の皇子、具[image: ]親王は村上天皇の皇子、共に中務卿。中書王は中務卿の意。

一四　陽院大納言　賀陽院大納言ともいう。

一五　父の卿は　「父の卿はこのよはひにてはわづかに兵衞佐にてこそおはせしに、さこそ代をとる人の子ならんからに、おそろしおそろしとぞ人申しける」（八）。

一六　聞書　除目の理由を書いた[image: ]書。除書。

一七　高倉の宮の御事なり　「八」この次に「三井寺炎上」がある。










一三　鵼ぬえの事






　そも〳〵この源三位入[image: ]賴政は、攝津守賴らい光くわうに五代、參河守賴綱が孫、兵庫頭かみ仲政が子なりけり。保ほう元げんの合戰の時も、御方にて先を驅けたりしかども、させる賞にも預らず。又[image: ]治の逆げき亂らんにも、すでに親類を捨てて參じたりしかども、恩賞これおろそかなりき。大だい[image: ]だい守護にて年久しうありしかども、昇殿をば許されず。年闌たけ齡よはひ傾かたぶいて後、述懷の和歌一首詠よみてこそ、昇殿をばしたりけれ。


人一知れぬ大[image: ]山の山守は木こ隱がくれてのみ月を見るかな



これによつて昇殿許され、正じやう下げの四位にてしばらくありしが、なほ三位を心にかけつゝ、


上のぼるべきたよりなき身は木このもとにし二ひを拾ひて世を渡るかな



さてこそ三三位はしたりけれ。やがて出しゆつ家けして、源三位入[image: ]賴政とて、今年は七十五にぞなられける。

　この人、一いち期ごの高名とおぼしき事は多きが中なかにも、殊には仁にん[image: ]ぺいの頃ほひ、[image: ]この衞ゑの院御在位の御時、主しゆ上しやう夜な〳〵おびえさせ給ふ事ありけり。有う驗げんの高僧・貴僧に仰せて、大法・祕法を修せられけれども、その驗しるしなし。御ご惱なうは丑うしの刻ばかりの事なるに、東とう三條の森の方より、黑雲一むら立ち來て、御殿の上に覆おほへば、必ずおびえさせ給ひけり。これによつて公く卿ぎやう僉せん議ぎありけり。「去んぬる寬治の頃ほひ、堀四河の院御在位の御時、主上、しかの如くおびえ魂たまぎらせ給ひけり。その時の將軍義家の[image: ]臣あそん、南殿の大おほ床ゆかに候はれけるが、御惱の刻限に及んで、鳴五めい弦げんする事三度の後、高かう聲しやうに[image: ]さきの陸奧國みちのくにの守かみ源義家と名のりたりければ、聞く人身の毛竪よだつて、御惱必ず怠らせ給ひけり。しかれば則すなはち先例にまかせて、武士に仰せて警固あるべし」とて、源[image: ]兩家の兵つはものの中を、選ませられけるに、この賴政をぞ選び出されたりける。その時は未だ兵庫頭にて候はれけるが、申されけるは、「昔より[image: ]家に武士を置かるゝ事は、逆ぎやく反ほんの者を[image: ]け、違勅の輩ともがらを亡さんが爲なり。目にも見えぬ變へん化げの物仕れと仰せ下さるゝ事、いまだ承り及ばず」と申しながら、勅宣なれば、召めしに應じて參さん[image: ]だいす。賴政賴み切つたる郞等、[image: 遠]江とほたふみの國くにの住人、猪ゐの早はや太たに、母衣六ほろの風かざ切きり作はいだりける矢負はせて、唯一人ぞ具したりける。我が身は、二七ふた重への狩かり衣ぎぬに、山鳥の尾を以て作はいだりける鋒とがり矢や二筋、滋籐の弓に[image: ]り添へて、南殿の大床に伺候す。賴政矢二つ手た挾ばさみける事は、雅が賴らいの卿、その時はいまだ左少辨にておはしけるが、「變へん化げの者仕らんずる仁じんは、賴政ぞ候ふらん」と選び申されたる間、一いちの矢にて變化のもの射損ずる[image: ]ならば、二の矢には、雅賴の辨の、しや頸くびの骨を射んとなり。

　案の如く、日ひ來ごろ人の申すに違たがはず、御惱の刻限に及んで、東三條の森の方より、黑雲一むら立ち來て、御殿の上にたなびいたり。賴政きつと見上げたれば、雲の中に怪しき物の姿あり。射損ずる[image: ]ならば、世にあるべしとも覺えず。さりながら、矢[image: ]つて番つがひ、「南無八幡大だい菩ぼ薩さつ」と、心の中に祈念して、よつ引ぴいて、ひやうど放つ。手て答ごたへして、はたと中あたる。「得たりや、をう」と、矢や叫さけびをこそしてんげれ。猪早太つと寄り、落つる處を[image: ]つて押へ、柄つかも拳こぶしも透とほれ〳〵と、續け樣に九こゝの刀かたなぞ刺いたりける。その時上下手々てんでに火を燃ともして、これを御覽じ見給ふに、頭かしらは猿、軀むくろは狸、尾は蛇くちなは、手足は虎の如くにて、鳴く聲鵼ぬえにぞ似たりける。恐しなどもおろかなり。主しゆ上しやう御ぎよ感かんの餘りに、獅子王と申す御ぎよ劒けんを下さる。宇八治の左大臣殿これを賜り次いで、賴政に賜たばんとて、御[image: ]の階きざはしを[image: ]なからばかり下おりさせ給ふをりふし、頃は卯月十日あまりの事なれば、雲井に郭くわつ公こう、二聲三聲おとづれて[image: ]りければ、左大臣殿、


ほ九とゝぎす名をも雲井にあぐるかな



と仰せられかけたりければ、賴政、右の膝をつき、左の袖をひろげて、月をすこし傍そば目めにかけつゝ、


弓はり月のいるにまかせて



と仕り、御劒を賜はりてまかり出づ。この賴政の卿は、武藝にも限らず、歌[image: ]にも優すぐれたりとぞ、時の人々感じ合はれける。さてかの變へん化げのものをば、空一〇うつほ舟ぶねに入れて流されけるとぞ聞えし。

　又應保の比ころほひ、二條の院御在位の御時、鵼ぬえといふ化け鳥てう、禁中に鳴いて、しばしば宸しん襟きんを惱し奉る事ありけり。然れば先例に任せて、賴政をぞ召されける。頃は五さ月つき二十日あまり、まだ宵よひの事なるに、鵼たゞ一聲おとづれて、二聲とも鳴かざりけり。目さすとも知らぬ闇ではあり、姿すがた形かたちも見えざりければ、矢一一や所つぼもいづくとも定め難し。賴政が謀はかりごとに、先づ大おほ鏑かぶら[image: ]つて番つがひ、鵼の聲したりける[image: ]だい裏りの上へぞ射上げたる。鵼、鏑の音に驚いて、虛こ空くうにしばしぞひゝめいたる。次に小鏑[image: ]つて番ひ、ひいふつと射切つて、鵼と竝べて[image: ]にぞ落したる。禁中ざゝめき渡つて、賴政に御ぎよ衣いを被かづけさせおはします。今度は大おほ炊ひの御み門かどの右大臣公きん能よし公こうの賜はり次いで、賴政に被かづけさせ給ふとて、「昔の養一二やう由いうは雲の外の雁かりを射き。今の賴政は雨の中の鵼を射たり」とぞ、感ぜられける。


五さ月つき闇やみ名をあらはせる今宵かな



と仰せられかけたりければ、賴政、


たそがれ時も過ぎぬと思ふに



と仕り、御ぎよ衣いを肩にかけてまかり出づ。その後伊い豆づの國賜はり、子息仲綱受領になし、我が身三位して、丹波の五ご箇かの庄、若わか狹さの東一三とう宮みや河がはを知ち行ぎやうして、さておはすべかりし人の、由なき謀叛起いて、宮をも失ひ參らせ、我一四が身も子孫も、亡びぬるこそうたてけれ。





【注記】

一　人知れぬ　千載集、雜部に見える。

二　しひ　椎（しひ）に四位（しゐ）をかけた。

三　三位　「今夜賴政敍[image: ]三位[image: ]、第一之珍事也、是入[image: ]相國奏[image: 請]云々」（玉葉、治承二・一二・二四）。その出家は治承三・一一・二八、年七六。

四　堀河院　古事談卷四に白河院の時の事とする。

五　鳴弦　弦打（つるうち）。弓の弦を引き鳴らして物の怪をはらうこと。

六　母衣の風切　矢[image: ]根の一種。鳥の兩翼の下にあるほろ[image: ]の中の、風切と呼ばれる短い[image: ]。

七　二重　裏表同色のもの。

八　宇治左大臣　賴長。

九　ほとゝぎす　この句、十訓抄には後德大寺左大臣實定の作とし、高倉院の御時、ぬえを射た時の事とする。

一〇　空舟　木をくりぬいて作つた舟。丸木舟。

一一　矢所　矢の狙いを定める所。矢壺。

一二　養由　中國戰國時代の楚の養由基。射術の名人。

一三　未詳。字は「眞」に從う。

一四　我が身も子孫も　「子孫までも亡びぬるこそ不便なれ。馬故とは申しながらただごとにあらず、ひとへに怨靈の致すところなりとぞなげきける」（盛）。「八」はこゝで卷四が終り、次の「三井寺炎上」は「ぬえ」の[image: ]にある。










一四　三井寺炎上の事






　日ひ來ごろは山門の大だい衆しゆこそ、發一はつ向かうのみだりがはしき訴仕るに、今こん度どはいかゞ思ひけん、穩をん便びんを存じて音もせず、しかるを南都・三井寺同心して、或いは宮うけ[image: ]り參らせ、或いは御おん迎むかひに參る條、これ以て[image: ]敵なり、しからば奈良をも寺をも攻めらるべし、と聞えしが、先づ三井寺を攻めらるべしとて、同じき五二月二十七日、大將軍には左兵衞督かみ知盛、副將軍には薩[image: 摩]守忠度、都合その勢一萬餘騎、園をん城じやう寺じへ發向す。寺にも大だい衆しゆ一千人、甲の緖をしめ、搔かい楯だてかき、逆さか茂も木ぎ引いて、待ちかけたり。卯の刻より矢合せして、一日戰ひ暮し、夜に入りければ、大だい衆しゆ以下法師ばらに至るまで、三百餘人討たれぬ。夜よ軍いくさになりて、暗さは暗し、官軍寺中に攻め入りて、火を放つ。燒くる所は、本覺院・成じやう喜き院ゐん・眞しん如によ院ゐん・花くわ園をん院ゐん・大寶院・[image: ]しやう瀧りゆう院ゐん・普ふ賢げん堂だう・[image: ]けう待だい和くわ[image: ]しやうの本坊、並びに本[image: ]等、八間四面の大講堂・鐘しゆ樓ろう・經きやう藏ざう・灌くわん頂ぢやう堂だう・護法善神の社壇・新いま熊ぐま野のの御寶殿、すべて堂舍塔廟六百三十七宇、大津の在ざい家け一千八百五十三宇、並びに智證の渡し給へる一いつ切さい經きやう七千餘卷、佛像二千餘體、忽たちまちに煙となるこそ悲しけれ。諸天五妙の樂しみも、この時長く盡き、龍神三熱の苦しみも、いよ〳〵盛なるらんとぞ見えし。それ三井寺は、[image: ]あふ江みの擬ぎ大だい領りやうが私の寺たりしを、天武天皇に寄せ奉りて、御願となす。本佛もかの御門の御本[image: ]、しかるを生しやう身じんの彌み勒ろくと聞え給ひし[image: ]待和[image: ]百六十年行うて、大師に附屬し給へり。覩三と史し多た天上[image: 摩]四ま尼に寶はう殿でんより天あま降くだり、遙はるかに龍りゆう華げ下げ生しやうの曉あかつきを、待たせ給ふとこそ聞きつるに、こはいかにしつる事どもぞや。大五師この所を傳法灌頂の靈跡として、井六せい花け水すゐの水を結び給ひし故にこそ、三井寺とは名づけたれ。かゝるめでたき[image: ]せい跡せきなれども、今は何ならず。顯けん密みつ須しゆ臾ゆに亡びて、伽が藍らんさらに跡もなし。三七密[image: ]場も無ければ、鈴れいの聲も聞えず。一八いち夏げの花も無ければ、閼あ伽かの音もせざりけり。宿老碩せき德とくの名師は、行ぎやう學がくに怠り、受じゆ法ほふ相さう承じようの弟子は、又經きやう[image: ]げうに別れんだり。寺の長吏圓慶法ほつ親しん王わうは、天王寺の別當をもとゞめられさせ給ふ。その外僧そう綱がう十三人、解けつ官くわんせられて皆檢非違使に預けらる。堂だう衆じゆは、筒井の淨妙明秀に至るまで、三十餘人流されけり。「か九ゝる天下の亂れ、國土の騷ぎ、たゞ事とも覺えず。[image: ]家の世の末になりぬる先表やらん」とぞ、人申しける。





【注記】

一　發向　兵を發して討伐に向うこと。

二　五月二十七日　事實は十二月十一日。「岩」に大將軍を頭中將重衡とする。

三　覩史多天　欲界六天の第四。兜率天。

四　[image: 摩]尼寶殿　彌勒在住の宮殿。

五　大師この所を　「天智・天武・持統これ三代の帝の御うぶ湯を召されたりしによつてこそ三井寺とは名付けられけれ」（八）。大師は智證。

六　井花水の水　早[image: ]、他人のくまぬうちにくみ出した水。

七　三密[image: ]場　密[image: ]修行の場所。

八　一夏の花　一夏九旬の安居修行の間佛に奉る花。

九　かゝる天下の亂れ　「三位入[image: ]宮をばさしもたのもしげに申して[image: ]め參らせたりけれども、[image: 遠]國は知らず[image: ]國の源氏だにも參らねば、宮をもあへなう失ひ奉り、わが身も子孫も、ことごとくほろびぬるこそあさましけれ」（八）。「宮をも」以下は、「八」では「ぬえ」の終りにも出て重複している。













[image: ]家物語卷第四









卷第五





一　都遷の事






　治承四年六月三日の日、福原へ御ご幸かうなるべしと聞ゆ。「この日ひ來ごろ、都遷りあるべしと聞えしかども、たちまちに今こん明みやうの[image: ]とは思はざりしものを」とて、京中の上下騷ぎ合へり。三日と定められたりしかども、あまつさへ今いま一日にち引き上げられて、二日になりぬ。二日の卯の刻に、行幸の御み輿こしを寄せたりければ、主一しゆ上しやうは今こん年ねん三[image: ]、未いまだ幼いとけなうまし〳〵ければ、何心もなうぞ召されける。主上幼をさなう渡らせ給ふ時の御ご同どう輿よには、母后こそ參らせ給ふに、これはその儀なし。御おん乳母めのと帥二そつの典す侍け殿どのばかりこそ、ひとつ御おん輿こしには參られけれ。中三宮・一四院・上五皇も御幸なる。攝六せつ政しやう殿どのを始め奉つて、太七政大臣以下の卿けい相しやう雲うん客かく、我も〳〵と供く奉ぶせらる。[image: ]家には太政入[image: ]を始め參らせて、一門の人々皆參られけり。明くる三日の日、福原へ入らせおはします。入[image: ]相國の弟おとゝ池の中納言賴盛の卿の山莊、皇居になる。同じき四日の日、賴盛、家の賞とて正じやう二位し給ふ。九八條殿の御子、右大將良九[image: ]の卿、加階越えられさせ給ひけり、攝せふ籙ろくの臣の御子息、凡人の次男に加階越えられさせ給ふ事、これ始めとぞ承る。

　入[image: ]相國、やう〳〵思ひ直つて、法皇をば鳥[image: ]の北殿を出し參らせて、都へ[image: ]くわん御ぎよなし奉られたりしが、高倉の宮の御ご謀む叛ほんによつて大きに憤り、又福原へ御ご幸かうなし奉り、四面に端一〇はた板いたして、口一つ開きたる[image: ]に、三間の板屋を作つて、おし籠め奉る。守護の武士には、原田大の夫種直ばかりぞ候ひける。たやすう人の參り[image: ]ふべき樣やうもなければ、童わらんべなどは、籠一一ろうの御ご所しよとぞ申しける。聞くもいま〳〵しうあさましかりし事どもなり。法皇、「今は世の政まつりごとを知しろし召さばやとは、つゆも思し召しよらず。たゞ山々寺々修行して、御心のまゝに慰まばや」とぞ仰せける。「[image: ]一二家の惡あく行ぎやうに於ては、こと〴〵く極きはまりぬ。去んぬる安元より以來このかた、多くの大臣公卿、或いは流し或いは失ひ、關白流し奉つて、我が聟を關白になし、法皇を城せい南なんの離宮におし籠め奉り、あまつさへ第二の皇子高倉の宮討ち奉つて、今殘る所の都遷うつりなれば、かやうにし給ふにや」とぞ人申しける。

　都遷りはこれ先せん蹤じようなきにあらず。神武天皇と申すは、地神五代の帝、[image: ]ひこ波なぎ瀲さ武たけ鸕鷀う草がや葺ぶき不合あはせずの[image: ]みこと第四の皇子、御母は玉たま依より[image: ]ひめ、海神の娘なり。神の代十二代のあとを受け、人にん代だい百はく王わうの帝祖なり。辛かのとの酉とりの[image: ]とし、日向ひうが國宮崎郡こほりにして、皇王の寶はう祚そを繼ぎ、五十九年と云ひし己つちのとの未ひつじの[image: ]十月に東征して、豐とよ蘆あし原はら中つ國に留り、この頃大和やまとの國くにと名付けたる畝うね傍びの山を點てんじて、帝都を建て、橿かし原はらの地を切り拂つて、宮室を作り給へり。これを橿原の宮と名づけたり。それより以來このかた、代々の帝王、都を他國他所へ遷さるゝ事、三十度に餘り、四十度に及べり。神武天皇より景行天皇まで十二代は、大和國郡こほり々〳〵に都を立てて、他國へはつひに遷されず。しかるを、成務天皇元年に、[image: ]江國に遷つて、志賀郡に都を立つ。仲哀天皇二年に、長門國に遷つて、豐とよ浦ら郡に都を立つ。その國かの都にして、御み門かど隱れさせ給ひしかば、后きさき神功皇后御み世よをうけ[image: ]らせ給ひ、女によ帝たいとして鬼一三界・高かう麗らい・[image: ]けい丹たんまで攻め從へさせ給ひけり。異國の軍いくさを鎭しづめさせ給ひて、歸[image: ]の後、[image: 筑][image: ]國三笠郡にして皇子御誕生、やがてその所をば[image: ]うみの宮みやとぞ申しける。かけまくも忝かたじけなく、八や幡はたの御事これなり。位に卽つかせ給ひては、應神天皇とぞ申しける。其の後神功皇后は、大和國に遷つて、磐余いはれ稚わか櫻ざくらの宮におはします。應神天皇は、同じき國輕かる島しま明あかりの宮に住ませ給ふ。仁德天皇元年に、攝津國の難なん波ばに遷つて、高たか津つの宮におはします。履中天皇二年に、又大和國に遷つて、十とを市ちの郡こほりに都を立つ。反正天皇元年に、河[image: ]國に遷つて、柴しば籬がきの宮に栖すませ給ふ。允いん恭ぎよう天皇四十二年に、又大和國に遷つて、飛とぶ鳥とりの飛鳥あすかの宮におはします。雄略天皇二十一年に、同じき國泊はつ瀨せ[image: ]倉に宮みや居ゐし給ふ。繼體天皇五年に、山城國綴つゞ喜きに遷つて十二年、その後乙おと訓くにに宮居し給ふ。宣化天皇元年に、又大和國に遷つて、檜ひの隈くまの入いる野のの宮に住ませ給ふ。孝德天皇大化元年に、攝津國長な柄がらに遷つて、豐とよ崎ざきの宮におはします。齊さい明めい天皇二年に、又大和國に遷つて、岡本の宮に住ませ給ふ。天智天皇六年に、[image: ]江國に遷つて、大津の宮におはします。天武天皇元年に、なほ大和國に歸つて、岡本の南の宮に住ませ給ふ。これを淨きよ見み原はらの御み門かどと申しき。持統・[image: ]武二代の[image: ][image: ]は、[image: ]原の宮におはします。元明天皇より光仁天皇まで七代は、奈良の都に住ませ給ふ。

　しかるを桓武天皇の御宇、延曆三年十月三日の日、奈良の京春日かすがの里より、山城國長岡に遷つて、十年と云ひし正月に、大納言[image: ]原小を黑ぐろ丸まる、參議左大辨紀きの古こ佐さ美み、大僧都玄慶等を遣つかはして、當國葛かど野のの郡こほり宇う多たの村むらを見せらるゝに、兩人共に奏して曰く、「この地の體ていを見候ふに、左一四さ[image: ]しやう龍りゆう、右う白びやく虎こ、[image: ]ぜん朱しゆ雀じやく、後ご玄げん武む、四一五し神じん相應の地なり。最も帝都を定むるに足れり」と申す。これによつて、愛宕おたぎの郡こほりにおはします賀茂の大明神に、この由を[image: ]げ申させ給ひて、延曆十三年十一月二十一日、長岡の京よりこの京へ遷されて、帝王は三十二代、星霜は三百八十餘[image: ]の春はる秋あきを送り迎ふ。それより以來このかた代々の御み門かど、國々所々へ、多くの都を遷されしかども、かくの如くの[image: ]しよう地ちはなしと、桓武天皇、ことに執しつし思し召して、大臣公卿諸國の才一六人等らに仰せて、長久なるべき相とて、土にて八尺の人形を作り、鐵くろがねの鎧よろひ甲かぶとをきせ、同じう鐵くろがねの弓矢を持たせて、「末一七代と云ふとも、この京を他國へ遷す事あらば、守護神とならん」と誓ひつゝ、東山の峯に、西向きに立てゝぞ埋まれける。されば天下に事出で來んとては、この塚必ず鳴動す。將軍が塚とて今にあり。なかんづく、この京をば、[image: ]安城と名づけて、[image: ]たひら安やすき城みやこと書けり。最も[image: ]家の崇あがむべき都ぞかし。桓武天皇と申すは、[image: ]家の曩なう祖そにておはします。先祖の君の、さしも執し思おぼし召しつる都を、させる故なうして、他國他所へ遷されけるこそ、あさましけれ。一ひと年とせ嵯さ峨がの皇帝の御時、[image: ]へい城ぜいの先帝、[image: ]一八ないしの侍かみの勸めによつて、すでに、この京を他國へ遷さんとせさせ給ひしかども、大臣公卿諸國の人民背き申しゝかば、遷されずして止やみにき。一天の君萬乘の主あるじさへ、遷しえ給はぬ都を、入[image: ]相國、人一九臣の身として、遷されけるぞあさましき。

　舊都は、あはれ、めでたかりつる都ぞかし。王城守護の鎭守は、四よ方もに光を和やはらげ、靈れい驗げん殊[image: ]の寺々は、上下に甍いらかをならべたり。百姓萬民煩わづらひなく、五ご畿き七[image: ]も便たよりあり。されども、今は辻々を掘り切つて、車などのたやすう行き[image: ]ふ事もなく、たまさかに行く人は、小こ車ぐるまに乘り、[image: ]を經てこそ[image: ]りけれ。軒＊を爭ひし人のすまひ、日を經つゝ荒れ行く。家々は賀茂川桂川にこぼち入れ、筏いかだに組み[image: ]べ、資財雜ざふ具ぐ舟に積み、福原へとて運び下す。たゞなりに、花の都、田舍ゐなかになるこそ悲しけれ。何者のしわざにやありけん、舊ふるき都の[image: ]だい裏りの柱に、二首の歌をぞ書き付けける、


百二〇もゝ年とせを四囘よかへりまでに過ぎ來にし愛宕おたぎの里の荒れやはてなん

咲き出づる花の都をふり捨てゝ風ふく原の末ぞあやふき







【注記】

一　主上　安德天皇。

二　帥の典侍　大納言[image: ]時忠の妻。

三　中宮　母后建禮門院。

四　一院　後白河院。

五　上皇　高倉上皇。

六　攝政殿　[image: ]原基[image: ]。

七　太政大臣　この時は缺員。

八　九條殿　[image: ]原[image: 兼]實。

九　良[image: ]　時に十三[image: ]。

一〇　端板　板塀。

一一　籠の御所　「樓の御所」（長・盛）。牢の意。

一二　[image: ]家の惡行　「入[image: ]相國の惡行」（八）。

一三　鬼界　「八」になし。

一四　左[image: ]龍　[image: ]龍白虎朱雀玄武は天の四方の星象。四靈又は四神といい、四方を正しくするという。

一五　四神相應　地相がこの四神の天象に相應すること。左（東）に流水あるを[image: ]龍、右（西）に大[image: ]あるを白虎、[image: ]（南）に池澤あるを朱雀、後ろ（北）に丘あるを玄武陵とし、これを具えた地は最貴の地相であるとされた。この場合、東賀茂川、西大[image: ]、南鳥[image: ]の田、北比叡山。

一六　才人　才藝のすぐれた人。「諸[image: ]の才人」（岩）

一七　末代と　「必ずこの京の守護神となり給へ、もし未來にこの都をよそへ移すことあらば、かたく王城を守り、その人を罰せよと宣命を含められて後」（盛）。

一八　[image: ]侍　[image: ]原藥子。

一九　人臣の身として　「人臣の身としてたやすく遷されけるこそ不思議なれ。いかさまにも是は諸國の夷賊攻め上り、[image: ]家都の[image: ]を追ひ出され、山林にまじはるべき[image: ]表かとぞ上下さゝやきあへりける」（八）。

＊　このあたり、方丈記參照。

二〇　百年を　「延」、この後に「盛が黨[image: ]の京を[image: 迷]ひ出ぬ氏[image: ]えはつるこれは初めか」とあり、計三首。










付　新都の事






　同じき六月九日の日、新都の事こと始はじめあるべしとて、上しやう卿けいには德大寺の左大將實じつ定ていの卿、土つち御み門かどの宰相中將[image: ]とう親しんの卿、奉ぶ行ぎやうの辨べんには、[image: ]さきの左少辨行隆、多くの官人ども召し具して、當國和田の松原、西の野を點てんじて、九條の地を割わられけるに、一條より下しも、五條までは、その所ありて、それより下しもはなかりけり。行ぎやう事じ官くわん歸り參つて、この由を奏そう聞もんす。「さらば播はり[image: 磨]まの印い南なみ野のか、なほ攝津國の昆こ陽や野のか」なんど、公く卿ぎやう僉せん議ぎありしかども、事行くべしとも見えざりけり。舊一都はすでにうかれぬ。新都はいまだ事行かず。ありとしある人は、皆身を[image: ]うき雲ぐもの思ひをなし、もとこの所に住む者は、地を失つて愁へ、今遷る人々は、土木の煩ひをのみ歎きあへり。すべてたゞ夢の樣やうなつし事どもなり。土御門の宰相中將[image: ]親の卿の申されけるは、「異國には、三條の廣くわう路ろを開いて、十じふ二じの[image: ]とう門もんを立つと見えたり。いはんや五條まであらん都に、などか[image: ]だい裏りを建てざるべき。かつ〴〵先まづ里二[image: ]裏造らるべし」と、公卿僉議ありて、五條の大納言國綱の卿、臨時に周す防はうの國くにを賜はつて、造[image: ]せらるべき由、入[image: ]相國計らひ申されけり。

　この國綱の卿と申すは、雙ならびなき大福長者にておはしければ、[image: ]裏造り出されん事、左さ右うに及ばねども、いかんが國の費つひえ、民の煩わづらひなかるべき。まことにさし當つたる天下の大事、大だい嘗じやう會ゑなどの行はるべきをさしおいて、かゝる世の亂れに、遷都・造ざう[image: ]だい裏り、少しも相應せず。「い＊にしへの賢き御代には、卽すなはち[image: ]裏に茨かやを葺ふき、軒をだにも調へず。煙の乏しきを見給ふ時には、限りある貢みつぎ物ものをも許されき。これ卽ち民を惠み國を輔たすけ給ふによつてなり。楚そ、章しやう華くわの臺だいを立てゝ黎れい民みんあらけ、秦しん、阿あ[image: ]はうの殿でんを起いては天下亂ると云へり。茅ばう茨し剪きらず、采さい椽てん削らず、舟しう車しや飾らず、衣服[image: ]あやなかりける世もありけんものを。されば唐の太宗の、驪り山さん宮きゆうを作つて、民の費つひえをや憚はゞからせ給ひけん、遂に臨幸なくして、瓦に松生ひ、垣に蔦つた茂つて止やみにけるには、相違かな」とぞ、人申しける。





【注記】

一　舊都は　この[image: ]後、方丈記によるか。

二　里[image: ]裏　臨時の皇居。

＊　この[image: ]章、方丈記參照。










二　月見の事＊






　六月九日の日、新都の事始、八月十日の日上しやう棟とう、十一月十三日遷幸と定めらる。舊ふるき都は荒れ行けど、今の都は繁昌す。あさましかりつる夏も暮れて、秋にも已になりにけり。秋もやう〳〵[image: ]なかばになり行けば、福原の新都にましましける人々、名所の月を見んとて、或いは源氏の大將の昔の跡を[image: ]びつゝ、須す[image: 磨]まより明あか石しの浦傳ひ、淡路の瀨せ[image: ]とをおし渡り、繪島が磯の月を見る。或いは白しら良ら・吹ふき上あげ・和歌の浦・住吉・難なに波は・高たか砂さご・尾をの上への月の曙あけぼのを、ながめて歸る人もあり。舊都に殘る人人は、伏見・廣澤の月を見る。

　中にも、德大寺の左大將實じつ定ていの卿は、舊き都の月を戀ひつゝ、八一月十日餘りに、福原よりぞ上り給ふ。何事も皆孌りはてゝ、稀に殘る家は、門[image: ]草深くして、庭てい上しやう露滋しげし。蓬よもぎが杣そま・淺あさ茅ぢが原・鳥の臥ふし所どと荒れはてゝ、蟲の聲々怨みつゝ、黃くわう菊きく紫し[image: ]らんの野邊とぞなりにける。今故こ[image: 郷]きやうの名殘とては、[image: ]衞河原の大二宮ばかりぞましましける。大將その御所へ參り、先づ隨身を以て、總門を叩かせらるれば、[image: ]より女三の聲にて、「誰たそや、蓬よもぎ生ふの露うち拂ふ人もなき所に」と咎むれば、「これは福原より大將殿の御上のぼり候」と申す。「さ候はゞ、總門は錠ぢやうのさゝれて候ふぞ。東の小門より入らせ給へ」と申しければ、大將、さらばとて、東の小門よりぞ參られける。大おほ宮みやは、御つれ〴〵に、昔をや思し召し出でさせ給ひけん。南面の御格子あげさせ、御おん琵び琶は遊ばされける所へ、大將つと參られたれば、暫しばらく御琵琶をさしおかせ給ひて、「夢かや現うつゝか、これへ〳〵」とぞ仰せける。源氏の宇治の卷には、優四う婆ば塞そくの宮の御娘、秋の名な殘ごりを惜しみつゝ、琵琶を調べて、終よも宵すがら心を澄まし給ひしに、有明の月の出でけるを、なほ堪へずやおぼしけん、撥ばちにて招き給ひけんも、今こそ思し召し知られけれ。待まつ宵よひの小五こ侍じ從じゆうと申す女[image: ]も、この御所にぞ候はれける。そも〳〵この女[image: ]を待宵と召されける事は、或時御[image: ]より、「待つ宵、歸る[image: ]あした、いづれかあはれは優まされる」と仰せければ、かの女[image: ]、


待六つ宵のふけ行く鐘の聲聞けば歸るあしたの鳥はものかは



と申したりける故にこそ、待宵とは召されけれ。

　大七將この女[image: ]を呼び出でて、昔むかし今いまの物語どもし給ひて後、小さ夜よもやう〳〵ふけ行けば、舊き都の荒れ行くを、今いま樣やうにこそ歌はれけれ。


舊ふるき都を來て見れば　　淺あさ茅ぢが原とぞ荒れにける

月の光は隈くまなくて　　秋風のみぞ身にはしむ



と、おし返し〳〵三返ぺん歌ひ澄まされたりければ、大宮を始め奉りて、御所中の女[image: ]達、皆袖をぞ濡されける。さる[image: ]に夜もやう〳〵明け行けば、大將暇いとま申しつゝ、福原へぞ歸られける。供に候ふ藏八くら人んどを召して、「侍從が何と思ふやらん。あまりに名殘惜しげに見えつるに、汝歸つて、ともかくも云うて來こよ」と宣へば、藏人走り歸り、畏つて、「これは大將殿の申せと候」とて、


物九かはと君が云ひけん鳥の音ねの今け[image: ]さしもなどかかなしかるらん



女[image: ]とりあへず、


待たばこそふけ行く鐘もつらからめ歸る[image: ]あしたの鳥の音ぞうき



　藏人走り歸つて、この由申したりければ、「さてこそ汝をば遣つかはしたれ」とて、大將大きに感ぜられけり。それよりしてこそ、物かはの藏人とは召されけれ＊。





【注記】

＊　「盛」、「月見の事」の[image: ]に「祇王祇女佛の[image: ]の事」あり、福原遷都と共に[image: ]盛橫暴の例とする。

一　八月十日餘りに　「八月十日餘りに古き都へ歸り上られけるが、[image: ]すがらも名所々々の月を見る、雀の松原、御影の松、生田昆陽野の月を見る、雲井にさらす布引のこれやこの求塚と名付けしはかの島のほとりなり……猪名のみなとのあけぼのに霧たち渡る難波がた……」（八）。

二　大宮　太皇太后多子。實定の姉。

三　女の聲　「長」、小侍從とする。

四　優婆塞の宮　宇治の八の宮。

五　小侍從　石[image: ]水八幡の別當光[image: ]の女。

六　待つ宵の　新古今、戀。四句、あかぬ別れの。

七　大將　「その後、大將はるかに夜ふけ人しづまつて後、橫笛（やうでう）ねとり、さうさう枯れなんとす、蟲の思ひねんごろなりといふ朗詠して、古き都の荒れ行くやうを今樣にこそうたはれけれ」（八）。

八　藏人　[image: ]原經尹。

九　物かはと　新拾遺、離別、[image: ]原經尹。

＊　「延」この次に「入[image: ]登[image: ]を扶持給事」があり、[image: ]盛と登[image: ]との[image: ]歌をのせる。










三　物もつ怪けの事






　[image: ]家都を福原へ遷うつされて後は、夢見も惡しう、常は心騷ぎのみして、變へん化げのものども多かりけり。或る夜入[image: ]の臥ふし給ひたりける所に、一一ひと間まにはゞかる[image: ]の、ものの面おもての出で來て、のぞき奉る。入[image: ]ちつとも騷がず、はつたと睨にらまへておはしければ、たゞ消えに消え失せぬ。岡をかの御所と申すは、新しう作られたりければ、しかるべき大たい木ぼくなんどもなかりけるに、或夜大おほ木きの倒るゝ音して、人ならば二三千人が聲して、虛こ空くうにどつと笑ふ音しけり。「いかさまにも、これは天てん狗ぐの所しよ爲ゐ」と云ふ沙汰にて、晝五十人、夜百人の番ばん衆じゆを揃へ、蟇二ひき目めの番と名づけて、蟇目を射させられけるに、天狗のある方へ向つて射たると覺しき時は、音おともせず。又、ない方へ向つて射たる時は、どつと笑ひなんどしけり。又或る[image: ]あした、入[image: ]相國帳ちやう臺だいより出でて、妻[image: ]をおし開き、坪つぼの[image: ]を見給へば、死人の枯髑髏しやれかうべどもが、幾らと云ふ數を知らず、坪の[image: ]に充ち滿ちて、上うへなるは下したになり、下なるは上になり、中なかなるは端はしへ轉ころび出で、端なるは中へ轉び入り、轉び合ひ轉び[image: ]のき、か三らめき合へり。入[image: ]相國、「人やある〳〵」と召されけれども、をりふし人も參らず。かくして多くの髑髏どくろどもが、一つにかたまり合ひ、坪の[image: ]には四ゞかる[image: ]になりて、高さは十四五丈もあるらんと覺ゆる山の如くになりにけり。かの一つの大おほ頭がしらに、生きたる人の目のやうに、大だいの眼まなこが千萬出で來て、入[image: ]相國をきつと睨まへ、しばしは瞬きもせず。入五[image: ]、ちつとも騷がず、ちやうど睨まへて立たれたりければ、露つゆ霜しもなどの日に當つて消ゆるやうに、跡あと形かたもなくなりにけり。又六入[image: ]相國、一いちの御厩うまやに立てゝ、舍人とねりあまた付けて、[image: ]夕撫で飼はれける馬の尾に、鼠、一いち夜やの中に、巢をくひ、子をぞ[image: ]んだりける。「これ只事にあらず、御み占うらあるべし」とて、神祇官にして、御占あり。「重き御おん愼つゝしみ」と占ひ申す。この馬は、相模さがみの國くにの住人大おほ庭ばの三郞景親が、東とう八箇國一の馬とて、入[image: ]大相國に參らせたりけるとかや。黑き馬の額ひたひの少し白かりければ、名をば[image: ]もち月づきとぞいはれける。陰おん陽やうの頭かみ安倍泰親賜はつてげり。昔天智天皇の御ぎよ宇うに、寮の御馬の尾に、鼠、一夜の中に巢をくひ、子を[image: ]んだりけるには、異國の凶賊蜂起したりとぞ、日本紀には見えたりける。

　又源げん中納言雅七が賴らいの卿の許に召使はれける[image: ]せい侍しが見たりける夢も、恐しかりけり。たとへば、大だい[image: ]だいの神祇官とおぼしき所に、束帶正しき上じやう﨟らふの、あまた寄り合ひ給ひて、議ぎ定ぢやうのやうなる事のありしに、末ばつ座ざなる上﨟の、[image: ]家の方かた人うどし給ふとおぼしきを、その中よりして追おつ立たてらる。遙はるかの座ざ上しやうに、氣高げなる御宿老のまし〳〵けるが、「この日ひ來ごろ[image: ]家の預り奉る[image: 節]八せつ刀とをば召し返かへいて、伊豆國の流る人にん[image: ]右兵衞佐賴[image: ]に賜たばうずるなり」と仰せければ、そ九の傍そばになほ御宿老のまし〳〵けるが、「その後は、わが孫にも賜たび候へ」とぞ仰せける。[image: ]侍、夢の中うちに、ある老翁に、次第にこれを問ひ奉る。「末座なる上﨟の、[image: ]家の方人し給ふとおぼしきは嚴一〇島の大明神、[image: 節]刀を賴[image: ]に賜たばうと仰せらるゝは八幡大菩薩、その後わが孫にも賜べと仰せけるは春日の大明神、かう申す翁おきなは武たけ[image: ]うちの明神」と答へ給ふと云ふ夢を見て、覺めて後、人にこれを語る[image: ]に、入[image: ]相國、洩れ聞き給ひて、雅賴の卿の許へ使者を立てゝ、「それに夢見の[image: ]侍の候ふなるを賜はつて、くはしう尋ね候はばや」と宣ひて、遣されたりければ、かの夢見たりける[image: ]侍、惡しかりなんとや思ひけん、やがて逐電してげり。その後雅賴の卿、入[image: ]相國の亭に行ゆいて、「全くさる事候はず」と、陳ちんじ申されたりければ、その後は沙汰もなかりけり。それに、又何より不思議なりける事には、[image: ]盛いまだ安藝守たりし時、神拜のついでに、靈夢を蒙かうぶつて、嚴島の大明神より、現うつゝに賜はられたりける、銀しろがねの蛭ひる卷まきしたる小こ長なぎ刀なた、常の枕を放たず立てられたりしが、或夜俄にはかに失せにけるこそ不思議なれ。[image: ]家、日頃は[image: ]家の御堅めにて、天下を守護せしかども、今は勅命にも背そむきぬれば、[image: 節]刀をも召し返さるゝにや。心細くぞ聞えし。





【注記】

一　一間に　柱と柱の間の幅一ぱいにふさがる[image: ]大きい。

二　蟇目　鏑矢の鏑に似た鏃。桐の木などで作り、中空で數個の穴があり、射ると高く鳴りひびくので、惡魔よけに使われた。

三　からめき　からからと音を立てる。

四　はゞかる　幅一ぱいになる。

五　入[image: ]　「入[image: ]も世間にわらはべの目くらべなんどをするがやうに、またゝきもせずにらまれければ」（八）。

六　又入[image: ]相國　「八」、この上に、「又入[image: ]相國、十四五六の童部を三百餘人召しあつめ、かぶろと名付けて召しつかはれける中に、天狗まぎれてあそびけり」。

七　雅賴　玉葉、治承四・一二・六の條に、[image: ]盛に憎まれる由を記す。「考證」には「壽永中齋院次官親能以[image: ]與[image: ]賴[image: ][image: ]匿[image: ]雅賴家[image: ]、因使廳索[image: ]援於雅賴家[image: ]、恐以[image: ]此而附會者乎」とある。

八　[image: 節]刀　天皇から出征の將軍に賜つた刀。せつたう。

九　その傍に　「八」春日大明神に相當する記事なし。

一〇　嚴島の大明神　嚴島大明神は[image: ]家の[image: ]崇する神、八幡大菩薩は源氏の氏神、春日大明神は[image: ]原氏の氏神。[image: ]家が滅び、次に賴[image: ]から源氏三代の將軍、次に[image: ]原氏二代の將軍までを示した。










四　大おほ庭ばが早馬の事






　中なかにも、高かう野やにおはしける宰相入[image: ]成せい賴らい、この事どもを傳へ聞いて、「あは、はや[image: ]家の世はやう〳〵末になりぬるは。嚴島の大明神の、[image: ]家の方かた人うどし給ふと云ふも、その謂いはれあり。但たゞしこの嚴島の大明神は、沙しや羯かつ羅ら龍王の第三の[image: ]宮なれば、女によ神しんとこそ承れ。八幡大菩薩の、[image: 節]刀を賴[image: ]に賜たばうと仰せられつるも理ことわりなり。春一日の大明神の、その後はわが孫にも賜たび候へと、仰せられけるこそ心得ね。それも[image: ]家亡び、源氏の世盡きなん後、大たい織しよ冠くわんの御末、執二しつ柄ぺい家けの君きん達だちたちの、天下の將軍になり給ふべきか」なんど宣ひける。をりふし或僧の來たりけるが申しけるは、「それ神明は、和わ光くわう垂すゐ跡じやくの方便まち〳〵にましませば、或時は女によ神しんともなり、又或時は俗體とも現じ給へり。まことに、この嚴島の大明神は、三さん明みやう六ろく[image: ]つうの靈神にておはしませば、俗體と現じ給はん事も、難かるべきにあらずや」とぞ申しける。[image: ]世を厭ひ眞まことの[image: ]に入り給へば、ひとへに後ご世せ菩ぼ提だいの外は、又他事あるまじき事なれども、善政を聞いては感じ、愁うれへを聞いては歎く、これ皆人間の[image: ]ひなり。

　さる[image: ]に同じき九月二日の日、相模國の住人、大おほ庭ばの三郞景親、福原へ早馬を以て申しけるは、「去んぬる八月十七日、伊豆國の流る人にん、[image: ]右兵衞佐賴[image: ]、舅しうと北條四郞時政を語らうて、伊豆國の目もく代だい和泉いづみの判官[image: 兼]隆を、山やま木きが[image: ]たちにて夜討に討ち候ひぬ。その後土と肥ひ・土屋・岡崎を始めとして三百餘騎、石橋山にたて籠つて候ふ處を、景親、御三み方かたに志を存ずる者ども、一千餘騎を引いん率ぞつして、おし寄せてさん〴〵に攻め候へば、兵衞佐わづか七八騎に討ちなされ、大おほ童わらはに戰ひなつて、土肥の杉山へ逃げ籠り候ひぬ。畠山、五百餘騎で御方を仕る。三み浦うらの大だい介すけが子ども、三百餘騎で源氏方をして、由井・小坪の浦で攻め戰ふ。畠山、軍いくさに負けて、武藏國へ引き[image: ]く。その後畠山が一族、川かは越ごえ・稻いな毛げ・小を山やま田だ・江[image: ]・葛か西さい惣じて七なゝ黨たうの兵ども、こと〴〵く起り合ひ、都合その勢二千餘騎、三浦衣きぬ笠がさの城におし寄せて、一日一夜攻め候ひし[image: ]に、大介討たれ候ひぬ。子どもは皆、久里濱の浦より舟に乘つて、安あ[image: ]は・上總かづさへ渡り候ひぬとこそ、人四申しけれ」。





【注記】

一　春日の大明神　以下、「八」になし。或僧のことばも、成賴の語とする。

二　執柄家　[image: ]原氏。執柄は攝政關白。

三　御方　「[image: ]家」（長、盛）。

四　人　この字「岩」になし。










五　[image: ]敵揃への事






　[image: ]家の人々、都遷うつりの事も、はや興醒さめぬ。若き公く卿ぎやう殿てん上じやう人びとは、「あはれ、とくして事の出で來こよかし。我先に討うつ手てに向はう」など、云ふぞはかなき。畠一山庄司重能・小山田別當有重・宇都宮左衞門[image: ]とも綱つな、これらは大二おほ番ばん役やくにて、をりふし在京したりけるが、畠山申しけるは、「親しうなつて候ふなれば、北條は知り候はず。自餘の輩ともがらは、よも[image: ]敵の方かた人うどは仕り候はじ。たゞ今聞し召し直さんずるものを」と申しければ、「實げにも」と申す人もあり。「いや〳〵、たゞ今御大事に及び候ひなんず」と、さゝやく人々もありけるとかや。入[image: ]相國の怒られけるさま斜なのめならず。「そもかの賴[image: ]は、去んぬる[image: ]治元年十二月、父義[image: ]が謀む叛ほんによつて、すでに誅せらるべかりしを、故池三の禪尼のあながちに歎き宣ふ間、流る罪ざいには宥なだめられたんなり。しかるに、その恩を忘れて、當家に向つて弓を引き、矢を放つにこそあるなれ。その儀ならば、神明も三寶も、いかでか赦ゆるし給ふべき。たゞ今天の責せめ蒙らんずる賴[image: ]かな」とぞ宣ひける。

　そも〳〵我が[image: ]に[image: ]敵の始まりける事は、昔日本磐余[image: ][image: ]四やまといはれひこのみことの御宇四年、紀州名な草くさの郡高雄村に一つの蜘五ち蛛ちうあり。身短く手足長くして、力ちから人に[image: ]すぐれたり。人民多く損害せしかば、官軍、發向して宣せん旨じを讀みかけ、葛かづらの網を結んで、終つひにこれを掩おほひ殺す。それより以來このかた、野心を挾さしはさんで、[image: ]威を滅さんとする輩ともがら、大石山丸、大山王子、山田石河、守屋の大だい臣じん、蘇そ我がの入いる鹿か、大友眞ま鳥とり、[image: ]ふん屋やの宮田、橘きつ逸いつ勢せい、氷ひ上かみの河かは次つぎ、惠ゑ美みの押[image: ]、早良さはらの太子、井ゐ上がみの皇后、伊豫親王、太宰少貳[image: ]原廣のひろ嗣つぎ、[image: ]原仲の成、[image: ]たひらの將まさ門かど、[image: ]原純すみ友とも、安倍貞さだ任たふ、宗任、[image: ]さきの對つし馬まの守かみ源義よし親ちか、惡左府、惡六衞門督かみに至るまで、その例すでに二十餘人、されども一人として、素懷を遂ぐる者なし。皆骸かばねを山野にさらし、頭かうべを獄門に懸けらる。

　こ七の世こそ王位も無む下げに輕かろけれ。昔は宣旨を、向つて讀みければ、枯れたる草くさ木きも忽たちまちに花咲き實なり、飛ぶ鳥も隨ひき。

　[image: ]頃の事ぞかし。延喜の御み門かど神しん泉ぜん苑ゑんへ行ぎやう幸がうなつて、池の汀みぎはに鷺さぎの居たりけるを、六位を召して、「あの鷺捕とつて參れ」と仰せければ、いかんが捕とらるべきとは思へども、綸りん言げんなれば步み向ふ。鷺[image: ]はね刷づくろひして立たんとす。「宣せん旨じぞ」と仰すれば、ひ八らんで飛び去らず。卽すなはちこれを捕つて參らせたりければ、「汝が、宣旨に隨つて、參りたるこそ神しん妙べうなれ。やがて五位になせ」とて、鷺を五位にぞなされける。今日より後、鷺の中の王たるべしと云ふ御札を、自みづから遊ばいて、首に付けてぞ放たせ給ふ。全くこれは鷺の御九おん料れうにはあらず、たゞ王威の[image: ]を知ろし召さんが爲なり。





【注記】

一　畠山　「その比福原に候ひける東國の大名には畠山の庄司重能……入[image: ]彼等を召して宣ひけるは……各かしこまつて承り、熊野の牛王を申し下し、七枚の起[image: 請][image: ]を書いて奉る」（八）。

二　大番役　諸國から交替で出京し、御所を警衞した武士。

三　池の禪尼　[image: ]忠盛の妻、賴盛の母、[image: ]盛の繼母。

四　日本磐余[image: ][image: ]　神武天皇。

五　蜘蛛　土蜘蛛。穴居した部族の名。

六　惡衞門督　[image: ]原信賴。

七　この世こそ　以下、終りの「知ろし召さんが爲なり」まで、「八」は[image: ]の[image: ]盛のことばに續ける。この鷺の事を、[image: ]曲では「延喜[image: ]代」として小祕事とする。

八　ひらんで　たいらになつて。ひれ伏して。

九　御料にはあらず　さぎがお入用なのではなかつた。










六　咸陽宮の事






　又異國に先せん蹤じようを問とぶらふに、燕えんの太たい子し丹たん、秦の始皇帝に囚はれて、戒いましめを蒙かうぶる事十二年。或時燕丹淚を流いて、「我故[image: 郷]に老母あり。暇いとまを賜はつて、今一度かれを見ん」とぞ歎きける。始皇帝あざ笑つて、「汝に暇賜たばんこと、馬に角生おひ、烏の頭かしらの白くならんを待つべきなり」とぞ宣ひける。燕丹、天に仰ぎ地に伏して、「願はくは、馬に角生ひ烏の頭白くなしたべ。本國へ歸つて、今一度母を見ん」とぞ祈りける。かの妙めう音おん菩ぼ薩さつは、靈りやう山ぜん淨土に詣けいして不ふ孝けうの輩ともがらを戒め、孔く子じ・顏がん囘くわいは、支那震しん旦だんに出でて、忠孝の[image: ]を始め給ふ。冥一みやう顯けんの三寶、孝行の志を憐み給ふ事なれば、馬に角生ひて宮中に來たり、烏の頭白くなつて庭[image: ]の木にすめりけり。始皇帝、烏う頭とう馬ば角かくの變に驚き、綸言返らざる事を深く信じて、太子丹を宥なだめつゝ、本國へこそ返されけれ。始皇なほ悔くやしみ給ひて、秦の國と燕の國の境に、楚そ國こくといふ國あり。大きなる河流れたり。かの河に渡せる橋を、楚國の橋と云へり。始皇、先に官軍を遣して、燕丹が渡らん時、河中の橋を踏まば落つるやうにしたゝめて、渡されたりければ、なじかはよかるべき、眞まん中なかにて落ち入りぬ。されども、水にはちつとも溺れず、[image: ]地を行くが如くにて、向ひの岸にぞ着きにける。燕丹、こはいかにと思ひて、後うしろを顧みたりければ、龜どもが幾らと云ふ數を知らず、水の上に[image: ]うかれ來て、甲かふを竝ならべて其の上を[image: ]しける。こ二れも孝行の志を、冥みやう顯けんの燐み給ふによつてなり。燕丹なほ恨みを含んで、始皇帝に隨はず。始皇、官軍を遣して、燕丹を滅さんとす。

　燕丹、大きに恐れ戰をのゝいて、[image: ]けい軻かと云ふ兵つはものを語らうて大臣になす。[image: ]軻又田光先生と云ふ兵つはものを語らふに、先生申しけるは、「君は、この身が若う壯さかんなつし事を知しろし召して、かくは賴み仰せらるゝか。騏き驎りんは千里を飛ぶといへども、老いぬれば駑ど馬ばにも劣れり。この身は年老いて、いかにも叶ひ候ふまじ。詮ずる所、よき兵つはものを語かたらつてこそ參らせめ」と申しければ、[image: ]軻、「あなかしこ、この事披露すな」と云ふ。先生聞いて、「この事漏れぬるものならば、我先まづさきに疑はれなんず。人に疑はれぬるに過ぎたる恥こそなけれ」とて、[image: ]軻が門[image: ]なる李すもゝの木に、頭かしらを突き當あて、うち碎きてぞ死にゝける。

　又樊はん於よ期きと云ふ兵あり。これは秦の國の者なりしが、始皇の爲に父伯叔おやをぢ兄弟亡ぼされて、燕の國に迯にげ籠りぬ。始皇、四海に宣せん旨じをなし下し、燕の指三さし圖づ並びに樊於期が頭かうべを持つて參りたらんずる者には、五百斤こんの金こがねを與へんと披露せらる。荊軻、樊於期が許に行いて、「我聞く、汝が頭かうべ五百斤こんの金に報ぜられたんなり。汝が頭我に借せ。[image: ]つて始皇帝に奉らん。[image: ]よろこびて叡えい覽らんを經られん時、劍つるぎを拔いて胸を刺さんは、易やすかりなん」と云ひければ、樊於期、跳をどり上あがり〳〵、大おほ息いきついて申しけるは、「我、父伯叔おやをぢ兄弟を、始皇帝に亡ぼされて、夜よる晝ひるこれを思ふに、骨髓に徹とほつて[image: ]び難し。まことに始皇帝討つべからんに於ては、我が頭かうべ與へん事、塵ちり芥あくたよりも安し」とて、自ら頭を切つてぞ死にゝける。

　又秦しん舞ぶ陽やうと云ふ兵つはものあり。これも秦の國の者なりしが、十三の年敵かたきを討つて、燕の國へ迯げ籠りぬ。彼が笑ゑんで向ふ時は、稚みどり子ごも抱いだかれ、又怒いかつて向ふ時は、大だいの男も[image: ]四ぜつ入じゆす。雙ならびなき兵なり。荊軻、彼を語らつて、秦の都の案[image: ]者に具して行くに、ある片山里に宿しゆくしたりける夜、その邊へん[image: ]き里に管絃をするを聞いて、調子を以て本意の事を占ふに、「敵五かたきの方は水なり、我が方は火なり。白はく虹こう日を貫いて[image: ]らず。我が本意をとげん事、あり難し」とぞ申しける。

　さ＊る[image: ]に天も明けぬ。されども歸るべき[image: ]にあらねば、秦の都咸かん陽やう宮きゆうに至りぬ。燕の指さし圖づ並びに樊はん於よ期きが頭かうべ、持ちて參りたる由を奏そう聞もんす。臣下を以て受け[image: ]らんとし給へば、「全く人ひと傳づてには參らせじ。直ぢきに奉らん」と奏する間、さらばとて、[image: 節]せち會ゑの儀ぎを調へて、燕の使を召されけり。咸陽宮は、都の[image: 廻]めぐり一萬八千三百八十里に積つもれり。[image: ]だい裏りをば、地より三里高く築つき上げて、その上にぞ建てられたる。長生殿あり。不老門あり。金こがねを以て日を作り、銀しろがねを以て月を作れり。眞珠の砂いさご、瑠る璃りの砂いさご、金こがねの砂いさごを布しき充みてり。四方には鐵くろがねの築つい地ぢを、高さ四十丈に築つき上あげて、殿でんの上にも、同じう鐵くろがねの網をぞ張つたりける。これは冥めい途どの使を入れじとなり。秋は田の面もの鴈かり、春は越こし路ぢへ歸るにも、飛ひ行ぎやう自在の障さはりありとて、築つい地ぢには鴈がん門もんと名づけて、鐵くろがねの門を開けてぞ[image: ]されける。その中に阿あ[image: ]はう殿でんとて、始皇の、常に行幸なつて政[image: ]行はせ給ふ殿あり。東西へ九町、南北へ五町、高さは三十六丈なり。上をば瑠璃の瓦を以て葺ふき、下には金銀を瑩みがけり。大おほ床ゆかの下には、五丈の幢はたほこを立てたれども、なほ及ばぬ[image: ]なり。

　荊けい軻かは燕えんの指さし圖づを持ち、秦舞陽は、樊はん於よ期きが頭を持つて、珠の階きざはしを[image: ]なからばかり登り上あがりけるが、あまりに[image: ]裏のおびたゞしきを見て、秦舞賜わな〳〵と振ひければ、臣下これを怪んで、「刑けい人じんをば君の傍かたはらに置かず。君子は刑人に[image: ]づかず。[image: ]づけば則ち死を輕んずる[image: ]なり」と云へり。荊軻、立ち歸つて、「舞陽全く謀叛の心なし。たゞ田でん舍しやのいやしきにのみ[image: ]つて、かゝる皇居に馴れざるが故に、心[image: 迷]惑す」と云ひければ、その時臣下皆靜まりぬ。よつて王に[image: ]づき奉り、燕の指圖並びに樊於期が頭かうべを見げん參ざんに入るゝ處に、指圖の入つたる櫃ひつの底に、氷のやうなる劍つるぎのありけるを、始皇帝御覽じて、やがて逃げんとし給へば、荊軻御袖をむずとひかへ奉り、劍つるぎを胸に差し當てたり。今はかうとぞ見えたりける。數萬の軍[image: ]は、庭上に袖をつらぬといへども、救はんとするに力なし。たゞこの君逆臣に犯されさせ給はん事をのみ、歎六き悲しみ合へりけり。

　始皇帝、「我に暫ざん時じの暇いとまを得させよ。后きさきの琴の音ねを、今一度聞かん」と宣へば、荊軻しばしは犯しも奉らず。始皇帝は三千人の后を持ち給へり。その中に花くわ陽やう夫ぶ人にんとて、雙ならびなき琴の上じやう手ずおはしき。およそ、この后の琴の音を聞けば、猛たけき武士ものゝふの怒れる心も柔やはらぎ、飛ぶ鳥も地に落ち、草木も搖ゆるぐばかりなり。いはんや、今を限りの叡えい聞ぶんに供へんと、泣く〳〵彈き給へば、さこそは面白かりけめ。荊軻、頭かうべをうなだれ、耳をそばだてゝ、ほとんど謀ぼう臣しんの心もたゆみにけり。その時、后始めて更に一曲を奏す。「七しち尺せきの屛へい風ふうは高くとも、躍らばなどか越えざらん。一條の羅ら縠こくは[image: ]くとも、引かばなどか[image: ]えざらん」とぞ彈き給ふ。荊軻はこれを聞き知らず。始皇帝は聞き知りて、御袖を引ひつ切きつて、七尺の屛風を躍り越え、銅あかがねの柱の陰へ、迯にげ隱れさせ給ひけり。その時荊軻怒いかつて、劍を投げかけ奉る。をりふし御ご[image: ]ぜんに番の醫師の候ひけるが、劍に藥の袋を投げ合せたり。劍、藥の袋をかけられながら、口七六尺の銅あかゞねの柱を、[image: ]なからまでこそ切つたりけれ。荊軻又劍も持たざれば、續いても投げず。王、立歸りて、御おん劍つるぎを召し寄せて、荊軻を八やつ裂ざきにこそし給ひけれ。秦舞陽も討たれぬ。やがて官軍を遣して、燕丹をも亡ぼさる。蒼天許し給はねば、白はく虹こう日を貫いて[image: ]らず。秦の始皇は遁のがれて、燕丹終つひに亡びにけり。されば、今の賴[image: ]もさこそはあらんずらめと、色八しき代だい申す人々もありけるとかや。





【注記】

一　冥顯　冥界顯界。生[image: ]死後の世界と現在の世界。

二　これも孝行の志を　「かの龜といふは、人の殺さんとしけるを丹が父買ひて放ちたりける水畜なり。父が放生の恩を忘れず、子の燕丹に報いけり」（盛）。

三　指圖　地圖。

四　[image: ]入す　氣[image: ]する。

五　敵の方は　「盛」、五音五行の[image: ]、詳しい。「我が方は火なり」の下、「岩」に「さる[image: ]に天も明けぬ」

＊　「さる[image: ]に」の句、「岩」は[image: ]に出る。

六　歎き悲しみ合へりけり　「悲しみけりとぞ承る」（八）。

七　口　口徑。さしわたし。

八　色代　この場合は、追從、おせじ。










七　[image: ]覺の荒行の事






　しかるに、かの賴[image: ]は去んぬる[image: ]治元年十二月、父左馬頭のかみ義[image: ]が謀叛によつて、すでに誅せらるべかりしを、故池の禪尼のあながちに歎き宣のたまふによつて、生年十四[image: ]と申しし永曆元年三月二十日の日、伊豆の北條蛭ひるが小島へ流されて、二十餘年の春はる秋あきを送り迎ふ。年頃もあればこそありけめ、今年いかなる心にて、謀叛をば起されけるぞと云ふに、高尾の[image: ]一もん覺がく上しやう人にんの、すゝめ申されけるによつてなり。

　そも〳〵この[image: ]覺と申すは、渡邊の[image: 遠][image: ]左[image: ]將監茂もち[image: 遠]とほが子に、[image: 遠][image: ]武者盛[image: 遠]とて、上二じやう西せい門もん院ゐんの衆三なり。しかるを十四九の年、[image: ]心發おこし、髻もとゞり切り、修行に出でんとしけるが、「修行と云ふはいか[image: ]の大事やらん、試ためいて見ん」とて、六月の日の草もゆるがず照つたるに、或る片山里の藪やぶの中へはひり、裸はだかになり、仰あふのけに臥ふす。虻あぶぞ、蚊ぞ、蜂・蟻ありなど云ふ毒どく蟲ちゆうどもが、身にひしと[image: ]付いて、刺し、喰ひなどしけれども、ちつとも身をも動はたらかさず。七しち日にちまでは起き上らず。八日と云ふに起き上りて、「修行と云ふはこれ[image: ]の大事やらん」と、人に問へば、「それ[image: ]ならんには、いかでか命も生くべき」と云ふ間、「さては安[image: ]ごさんなれ」とて、やがて修行にこそ出でにけれ。熊野へ參り、那な智ち籠ごもりせんとしけるが、「先づ行ぎやうの試みに、聞ゆる瀧にしばらく打たれて見ん」とて、瀧たき本もとへこそ參りけれ。頃は十二月十日餘りの事なれば、雪降り積り、つらゝ凍いて、谷の小川も音もせず。峯の嵐吹き凍り、瀧の白絲垂たる氷ひとなつて、皆みな白しろ妙たへにおしなべて、四よ方もの梢こずゑも見え分かず。しかるに[image: ]覺瀧壼に下おり浸ひたる。頸くび際ぎは漬つかつて、慈じ救くの呪じゆを滿みてけるが、二三日こそありけれ、四五日にもなりしかば、[image: ]覺堪こらへずして[image: ]き上りぬ。數千丈漲みなぎり落つる瀧なれば、なじかは堪たまるべき。さつとおし落され、刀の刃やいばの如くに、さしもきびしき岩角の中なかを、[image: ]きぬ沈みぬ、五六町こそ流れけれ。時にうつくしき童子一人來たつて、[image: ]覺が手を[image: ]つて引き上げ給ふ。人奇き特どくの思ひをなして、火を燒たきあぶりなどしければ、定ぢやう業ごふならぬ命ではあり、[image: ]覺ほどなく生き出でぬ。大だいの眼まなこを見怒らかし、大音聲を揚げて、「我この瀧に三七日打たれて、慈五じ救くの三さん洛らく叉しやを滿みてうと思ふ大願あり。今日はわづか五日にちにこそなれ。いまだ七日だにも過ぎざるに、何者がこれまでは[image: ]つて來たれるぞ」と云ひければ、聞く人、身の毛よだつて言ものいはず。又瀧壼に歸り立つてぞ打たれける。第二日と申すに、八人の童子來て、[image: ]覺が左さ右うの手を[image: ]つて、引上げんとし給へば、さん〴〵につかみ合うて上あがらず。第三日と申すに、終つひにはかなくなりぬ。時に瀧壼を穢けがさじとや、鬟びんづら結ゆうたる天童二人、瀧の上より降り下くだらせ給ひて、よに暖あたゝかに香かうばしき御手を以て、[image: ]覺が頂上より始めて、手足の爪さき・たなうらに至るまで、撫で下くださせ給へば、[image: ]覺夢の心地して生き出でぬ、「そも、いかなる人にてましませば、かくは燐み給ふやらん」と問ひ奉れば、童子答へて曰く、「我はこれ、大だい[image: ]しやう不ふ動どう明みやう王わうの御使に、金こん迦が羅ら、制せい多た伽かと云ふ二童子なり。[image: ]覺無上の願ぐわんを發おこし、勇ゆう猛みやうの行ぎやうを企つ、行いて力を合せよと、明王の勅ちよくによつて、來たれるなり」とぞ答へ給ふ。[image: ]覺、聲を怒らかいて、「さて明王は何くにましますぞ」。「都と率そつ天てんに」と答へて、雲居はるかに上あがり給ひぬ。[image: ]覺掌たなごころを合せて、「さては我が行ぎやうをば、大[image: ]不動明王までも知し召されたるにこそ」といよ〳〵賴もしう思ひ、なほ瀧壼に歸り立つてぞ打たれける。その後は實まことにめでたき瑞ずゐ相さうども多かりければ、吹き來る風も身にしまず、落ち來る水も湯の如し。かくて三七日の大願終つひに遂げしかば、那智に千日籠りけり。大おほ峯みね三度ど、葛かづら城き二度、高かう野や、粉こ川がは、金きん峯ぶ山せん、白はく山さん、立たて山やま、富士の嶽たけ、伊豆箱根、信しな濃のの[image: ]と隱がくし、出[image: ]の[image: ]は黑ぐろ、惣じて日本國殘る所なう行ひ[image: 廻]まはり、さすがなほ故[image: 郷]ふるさとや戀しかりけん、都へ歸り上りたりければ、およそ飛ぶ鳥をも祈り落す[image: ]の、刃六やいばの驗げん者じやとぞ聞えし。





【注記】

一　[image: ]覺　[image: ]覺は治承二年に神護寺に歸つており、賴[image: ]の擧兵とは無關係。伊豆院宣の事も事實ではない。なお[image: ]覺について「盛」「延」の記事は詳しい。

二　上西門院　鳥[image: ]天皇第二皇女。後白河天皇の准母。

三　衆　所の衆。六位の侍から選拔して補し、殿上の雜役を勤めるもの。

四　十九の年　「八」には「十九の年淺からず思ひける女におくれ、堅固の[image: ]心おこして」とし、熊野・大峯で行をした事を簡單に記し、たゞちに勸[image: ]帳の條に移る。

五　慈救の三洛叉　慈救の呪（不動明王の三種の呪の一つ）を三十萬囘（又は三億囘）唱えること。洛叉は梵語、十萬又は億の數。

六　刃の驗者　效驗あつて刃のように[image: ]い修驗者。










八　勸[image: ]帳の事






　その後[image: ]覺は、高尾と云ふ山の奧に、行ひ澄ましてぞ居たりける。かの高尾に神じん護ご寺じと云ふ山寺あり。これは、昔稱德天皇の御時、和わ氣けの[image: ][image: 麿]が建てたりし伽が藍らんなり。久しく修造なかりしかば、春は霞に立て籠めて、秋は霧に交まじはり、扉とびらは風に倒れて、落葉の下に朽ち、甍いらかは雨露に侵されて、佛壇さらに露あらはなり。住持の僧もなければ、稀にさし入るものとては、唯たゞ月日の光ばかりなり。[image: ]覺、いかにもして、この寺を修造せんと思ふ大願發おこし、勸一[image: ]帳を捧げて、十方檀二だん那なを勸めありく[image: ]に、或時、院の御所法住寺殿へぞ參じたる。御奉加あるべき由を奏そう聞もんす。御ぎよ遊いうのをりふしにて、聞し召しも入れざりければ、[image: ]覺は本より不敵第一の荒あら[image: ]ひじりではあり、御三[image: ]の事ことなき樣やうをば知らずして、たゞ人の申し入れぬぞと心得て、是非なく御お坪つぼの[image: ]へ破り入り、大だい音おん聲じやうを揚げて、「大慈悲の君にてまします。これほどの事などか聞し召し入れざるべき」とて、勸[image: ]帳を引き廣げて、高らかにこそ讀ようだりけれ。

　「沙しや彌み[image: ]覺敬うやまつて白まをす。殊には貴賤[image: ]俗の助成を蒙つて、高尾山の靈地に一院を建立し、二世安樂の大利を勤ごん行ぎやうせんと[image: 請]ふ勸[image: ]の狀。それ以おもんみれば、眞如廣大なり。生四しやう佛ぶつの假け名みやうを[image: ]つといへども、法ほつ性しやう隨妄の雲厚く覆おほつて、十五二因緣の峯にたなびきしより以來このかた、本ほん有う心[image: ]の月の光幽かすかにして、いまだ三德四曼まんの大虛に顯れず。悲しき哉かな、佛ぶつ日にち早く沒して、生しやう死じ流る轉てんの衢ちまた冥みやう々〳〵たり。たゞ色に耽ふけり酒に耽る。誰か狂きやう象ざう跳てう猿ゑんの[image: 迷]まどひを謝せん。いたづらに人を謗ばうじ法を謗ず。これあに閻えん羅ら獄卒の責せめを免れんや。こゝに[image: ]覺たま〳〵俗塵をうちはらつて、法ほふ衣えを飾るといへども、惡あく行ぎやうなほ心にたくましうして日夜に作り、善六ぜん苗べうまた耳に逆さかつて[image: ]暮に廢すたる。痛ましきかな、再び三さん途づの火くわ坑きやうに歸つて、長く四七し生しやうの苦輪を[image: 廻]めぐらん事を。この故に無二の顯けん章しやう千萬軸ぢく、軸々に佛種の因を明あかし、隨ずゐ緣えん至し誠じやうの法、一つとして菩ぼ提だいの彼ひ岸がんに至らずと云ふことなし。かるが故に[image: ]覺、無常の觀くわん門もんに淚を落し、上下の眞八俗を勸すゝめて、上じやう品ぼん[image: ]れん臺だいに緣を結び、等九妙覺王の靈場を建てんとなり。それ高尾は山堆うづだかうして鷲じゆ峯ぶ山せんの梢を表へうし、谷閑しづかにして、商一〇しやう山ざん洞とうの苔をしけり。岩泉むせんで布を引き、嶺れい猿ゑん叫んで枝に遊ぶ。人じん里り[image: 遠]うして、囂けう塵ぢんなし。咫し尺せき事こと無なうして、信心のみあり。地ち形けい[image: ]すぐれたり。もつとも佛天を崇あがむべし。奉ほう加が少しきなり。誰か助成せざらん。ほのかに聞く、聚じゆ沙しや爲ゐ佛塔功く德どく、たちまちに佛因を感ず。いはんや一紙[image: ]錢の寶財においてをや。願はくは建こん立りふ成じやう就じゆして、禁きん闕けつ鳳ほう曆れき、御願圓滿、乃ない至し都と鄙ひ[image: 遠][image: ]、里一一民緇し素そ、堯げう舜しゆん無ぶ爲ゐの化を歌ひ、椿一二ちん葉えふ再改の笑ゑみを開かん。特ことには又[image: ]しやう靈りやう幽儀、[image: ]後大小、[image: 速]すみやかに一佛眞門の臺うてなに至り、必ず三身萬德の月を翫もてあそばん。よつて勸[image: ]修行の趣、蓋けだし以てかくの如し。治一三承三年三月日、[image: ]覺」とこそ讀み上げたれ。





【注記】

一　勸[image: ]帳　勸[image: ]の趣旨を書き、寄附を記す帳簿。勸[image: ]は佛寺堂塔等建立のため寄附を[image: 請]うこと。

二　檀那　施主。寄附者。旦那。

三　御[image: ]の　「御[image: ]の骨、[image: ]證をば知らず」（岩）。「御[image: ]のこつなきとは思はで」（長）。

四　生佛　衆生と佛。

五　十二因緣　衆生が三世に亙り六[image: ]に生死輪廻する次第緣起。十二緣起。

六　善苗　善根の種となるようなことば。

七　四生　いつさいの衆生出生の四種別。卵生、胎生、濕生、化生。

八　眞俗　[image: ]俗。

九　等妙覺王　佛。

一〇　商山洞　漢の四皓（しこう）の隱れたという商山。

一一　里民緇素　人民[image: ]俗。

一二　椿葉　莊子に見えるような大きな長壽のつばきが二度も葉を改めるほど太[image: ]が長く續く。

一三　治承三年　事實は、承安三・四・二九に捕えられ、五・一六に流されている。[image: ]家の記載は賴[image: ]の擧兵（治承四・八）と合わせるための作爲か。










九　[image: ]覺流されの事






　をりふし御ご[image: ]ぜんには、妙音院の太政大臣殿、御おん琵び琶は遊ばし、朗詠めでたうせさせおはします。按察あぜちの大納言資すけ賢かたの卿、和わ琴ごん搔かき鳴ならし、子息右馬頭資時、風ふ俗ぞく催さい馬ば樂ら歌はる。四位の侍從盛定、拍子とつて、今いま樣やうとり〴〵歌はれけり。院中ざゞめき渡つて、まことに面白かりければ、法皇も附つけ歌うたせさせおはします。それに、[image: ]覺が大音聲出いだいて、調子も違たがひ、拍子も皆亂れにけり。「御ぎよ遊いうのをりふしであるに、何者ぞ。狼らう藉ぜきなり。そ首突け」と仰せ下さるゝ[image: ]こそありけれ、院中のはやり男をの者ども、我先に〳〵と[image: ]み出でける中なかに、資すけ行ゆき判官と云ふ者[image: ]み出でて、「御遊のをりふしであるに、何者ぞ。狼藉なり。とう〳〵まかり出でよ」と云ひければ、[image: ]覺、「高尾の神護寺へ庄しやうを一所寄せられざらん限りは、全く出づまじ」とて動はたらかず。寄つてそ首を突かうとすれば、勸[image: ]帳を[image: ]り直し、資行判官が烏ゑ帽ぼ子しを、はたと打つて打ち落し、拳こぶしを[image: ]く握り、胸をはたと突いて、後うしろへ仰のけに突き倒す。資一行判官は、烏帽子うち落されて、おめ〳〵と大おほ床ゆかの上へぞ逃げ上のぼる。

　その後[image: ]覺懷ふところより、馬の尾で柄つか卷いたりける刀の、氷のやうなるを拔き持つて、寄り來ん者を突かうとこそ待ちかけたれ。左の手には勸[image: ]帳、右の手には刀を持つて馳せ[image: 廻]まはる間、思ひも設けぬ俄にはか事ではあり、左さ右うの手に刀を持つたるやうにぞ見えたりける。公く卿ぎやうも殿てん上じやう人びとも、「こはいかに」と騷がれて、御遊もすでに荒れにけり。院中の騷動斜なのめならず。こゝに信しな濃のの國くにの住人安[image: ]武者右みぎ宗むね、その時の當二職の武者所にてありけるが、「何事ぞ」とて、太刀を拔いて走り出でたり。[image: ]覺[image: ]よろこんで飛んでかゝる。安[image: ]武者、斬つては惡しかりなんとや思ひけん、太刀のむねを[image: ]直し、[image: ]覺が刀持つたる右の肘かひなをしたゝかに打つ。打たれてちつとひるむ處に、「えたりや、をう」と、太た刀ちを捨ててぞ組んだりける。[image: ]覺下したに臥ふしながら、安[image: ]武者が右の肘かひなをしたゝかに突く。突かれながらぞ縮しめたりける。互に劣らぬ大だい力ぢから、上になり下になり、轉ころび合ひける所を、上下寄つて、賢かしこ顏がほに、[image: ]覺が動三はたらく所のぢやうを拷がうしてげり。その後門外へ引出でて、廳の下しも部べにたぶ。賜はつて引ひつ張ぱる。引張られて立ちながら、御所の方を睨にらまへ、大音聲を揚げて、「たとひ奉加をこそし給はざらめ。あまつさへ、[image: ]覺にこれ[image: ]まで辛からき目を見せ給ひつれば、たゞ今思ひ知らせ申さんずるものを。三界は皆火くわ宅たくなり。王わう宮ぐうと云ふとも、いかでかその難をば遁のがるべき。たとひ十善の帝位に誇四つたらうと云ふとも、黃くわう泉せんの[image: ]に出でなん後は、牛こ頭づ馬め頭づの責せめをば、免まぬかれ給はじものを」と、躍り上り〳〵ぞ申しける。「この法師奇怪なり。禁獄せよ」とて、禁獄せらる。資行判官は、烏帽子うち落されたる恥がましさに、しばしは出仕もせざりけり。安[image: ]武者は、[image: ]覺組んだる勸けん賞じやうに、一五いち﨟らふを經ずして、當座に右う馬まの允じようにぞなされける。

　その頃、美六福門院隱れさせ給ひて、大赦ありしかば、[image: ]覺ほどなく赦ゆるされけり。しばらくは何いづくにても行ふべかりしを、又勸[image: ]帳を捧げて、十方檀那を勸め步ありきけるが、さ七らばたゞもなくして、「あはれ、この世の中は、たゞいま亂れて、君も臣も共に亡び失せんずるものを」など、かやうに恐しき事をのみ申しありく間、「この法師都に置いては叶はじ。[image: 遠]をん流るせよ」とて、伊豆國へぞ流されける。源八三位入[image: ]の嫡子、伊豆守仲綱、その時の當職にてある間、その沙汰として、東海[image: ]より船にて下るべしとて、伊豆國へ將ゐてまかるに、放九はう免べん兩三人をぞ附けられたる。これらが申しけるは、「廳の下しも部べの[image: ]ひ、かやうの事に附いてこそ、おのづから依え怙こも候へ。いかに[image: ]ひじりの御ご坊ばうは、知しり人うどは持ち給はぬか。[image: 遠]をん國ごくへ流され給ふに、土と[image: ]さん粮らう料れうごときの物をも乞ひ給へかし」と云ひければ、「[image: ]覺はさやうの要事言ふべき得一〇意はなし。さりながら、東ひがし山やまの邊へんにこそ得意はあれ。いでさらば、[image: ]ふみを遣やらう」と云ひければ、怪一一けしかる紙を得させたり。[image: ]覺大きに怒つて、「かやうの紙に物書くやうなし」とて、投げ返す。さらばとて、厚こう紙しを尋ねて得させたり。[image: ]覺笑つて、「この法師は、物をえ書かぬぞ。おのれ等書け」とて書かするやう、「[image: ]覺こそ、高尾の神護寺造ざう立りふ供く養やうの爲に、勸[image: ]帳を捧げて、十方檀那を勸め步ありきけるが、かゝる君の世にしも逢うて、奉加をこそし給はざらめ。あまつさへ[image: 遠]流せられて、伊豆國へまかり候。[image: 遠]路の間で候へば、土[image: ]粮らう料れうごときの物も大切に候。この使にたべ」と云ふ。云ふまゝに書いて、「さて誰たれ殿へと書き候ふべきやらん」。「[image: ]一二きよ水みづの觀音坊へと書け」と云ふ「それは廳の下部を欺一三くにこそ」と云ひければ＊、「一向欺くにはあらず。さりとては、[image: ]覺は、[image: ]水の觀音をこそ深う賴み奉つたれ。さらでは、誰にかは要事をも云ふべき」とぞ申しける。

　さる[image: ]に、伊勢國阿あ濃のの津つより舟にて下りけるが、[image: 遠]江とほたふみの國くに天てん龍りゆう灘なだにて、俄にはかに大風吹き大波立つて、すでにこの舟をうち覆かへさんとす。水すゐ手しゆ楫かん[image: ]どりども、いかにもして助からんとしけれども、叶ふべしとも見えざりければ、或いは觀音の名みやう號がうを唱へ、或いは最期の十念に及ぶ。されども、[image: ]覺はちつとも騷がず、船ふな底ぞこに高たか鼾いびきかいてぞ臥ふしたりける。すでにかうと見えし時、かつぱと起き上あがり、船ふな舷ばたに立つて、沖の方を睨まへ、大音聲を揚げて、「龍王やある〳〵」とぞ喚ようだりける。「何とてかやうに、大願發おこしたる[image: ]ひじりが乘つたる船をば過あやまたうとはするぞ。たゞ今天の責せめ蒙かうぶらんずる龍神どもかな」とぞ云ひける。その故にや、波風[image: ]なく靜まりて、伊豆國にぞ着きにける。[image: ]覺京を出でける日よりして、心の中に祈誓する事ありけり。「われ、都に歸つて、高尾の神護寺、造ざう立りふ供く養やうすべくんば、死ぬべからず。この願空むなしかるべくんば、[image: ]にて死ぬべし」とて、京より伊豆へ着きけるまで、折をり[image: 節]ふし順風なかりければ、浦傳ひ島傳ひして、三十一日が間は、一いつ向かう斷だん食じきにてぞありける。されども氣力少しも衰へず、船ふな底ぞこに行ひうちしてぞ居たりける。まことに唯たゞ人びととも覺えぬ事ども多かりけり。





【注記】

一　資行判官は　「大床に立ちながらしばらく心をしづめて、あゝさんぬる一夜の夢見惡しかりける事はこの事なりとて閑所の方へ行きぬ」（盛）。「盛」には後に、資行が引[image: ]閑居したことを記す。

二　當職の武者所　現在武者所の職に在る者。武者所は院の御所を警衞する武士。

三　動く所のぢやう　手足のうごく所はどこでも。「ぢやう」は定か。

四　誇つたらうと　「誇りたらんと」の轉。

五　一﨟　僧侶の夏安居修[image: ]の年功を積んだもの。轉じて官人の年功を積んだ最上席の者。

六　美福門院　鳥[image: ]天皇の皇后。その崩御は永曆元年で、この時より十數年[image: ]。

七　さらばたゞもなくして　「[image: ]家の人人のあたり[image: ]るとおぼしき時は、あつぱれ[image: ]恩にほこりたる[image: ]家の人々のたんだ今世の亂れ出で來て失せはてにあはうずるものを、あはうずるものをと、かやうにのろ〳〵しき事を言ひ步きければ、すべてこの法師都の[image: ]には叶ふまじ、さらば[image: 遠]流せよやとて伊豆の國へぞ流されける、是ぞ[image: ]家の運のきはめなる」（八）。

八　源三位入[image: ]の　以下「誰にかは要事をも云ふべきとぞ申しける」まで「八」になし。

九　放免　檢非違使廰の下部。罪人の逮捕流人の警固等に當る。もと、放免された罪人を使つた。

一〇　得意　知り合い。

一一　怪しかる紙　あやしげな紙。つまらぬ紙。

一二　[image: ]水の觀音坊　[image: ]水の觀世音菩薩宛にせよ。

一三　欺く　嘲弄する。ばかにする。

＊　「盛」、記述詳しい。「[image: ]覺は……されば觀音に利生を申す人はをこのことにてあるか、月詣日參り、夜も晝もくびすをつぎて參る上下男女[image: ]俗貴賤は皆をこのことかは……」。










一〇　伊＊豆院宣の事






　その後[image: ]もん覺がくをば、當國の住人[image: ][image: ]四郞國高に仰せて、奈一な古ご屋やが奧にぞ住ませける。さるほどに、兵ひやう衞ゑの佐すけ殿どのおはしける蛭ひるの小島もほど[image: ]し。[image: ]覺常は參り＊＊、御物語ども申しけるとぞ聞えし。ある時[image: ]覺、兵衞佐殿に申しけるは、「[image: ]家には小松の大臣おとゞ殿どのこそ、心も剛に策はかりごとも[image: ]すぐれておはせしか。[image: ]家の運命の末になるやらん。去こ年ぞの八月薨こうぜられぬ。今は源[image: ]の中に、御邊ほど天下の將軍の相さう持ちたる人はなし。はやく謀叛起させ給ひて、日本國從へ給へ」と云ひければ、兵衞佐殿、「それ思ひも寄らず。我は故池の禪尼に助けられ奉つたれば、その恩を報ぜんが爲に、每日法華經一部轉讀し奉るより外ほかは、又他事なし」とぞ宣のたまひける。[image: ]覺重ねて、「天の與ふるを[image: ]らざれば、却かへつてその咎とがを受く。時至りたるを行はざれば、却つてその殃わざはひを受くといふ本[image: ]あり。かやうに申せば、御邊の御心をがな引かんとて申すとや思し召され候ふらん。その儀では候はず。先づ、御邊の爲に志の深い樣やうを見給へ」とて、壞ふところより白い布にて包んだる髑どく髏ろを一つ[image: ]り出す。兵衞佐殿、「あれはいかに」と宣へば、「これこそ御邊の父、故左さ馬まの頭かうの殿とのの頭かうべよ。[image: ]治の後は、獄舍の[image: ]の苔こけの下に埋うづもれて、後ご世せ弔とぶらふ人もなかりしを、[image: ]覺存ずる旨むねありて、獄ごく守もりに乞ひ、首に懸け、山々寺々修行して、この二十餘年が間弔ひ奉つたれば、今は定めて一二いち劫ごふも[image: ]び給ひぬらん。されば、故頭かうの殿の御爲には、さしも奉公の者にて候ふぞかし」と申されければ、兵衞佐殿、一いち定ぢやうとは覺えねども、父の頭かうべと聞くなつかしさに、先三づ淚をぞ流されける。やゝあつて兵衞佐殿、淚を抑へて宣ひけるは、「そも〳〵賴[image: ]勅勘を許されずしては、いかでか謀叛をば起すべき」と宣へば、[image: ]覺、「それ易いほどの事なり。やがて上のぼつて申し許し奉らん」。兵衞佐殿、あざ笑つて、「我が身も勅勘の身にてありながら、人の事申さうと宣ふ[image: ]ひじりの御ご坊ばうのあ四てがひやうこそ、大きに實まことしからね」と宣へば、[image: ]覺大きに怒つて、「吾が身の咎とがを許ゆりうと申さばこそ僻ひが事ことならめ。わ殿どのの事申さうに、何なじかは僻事ならん。これより今の都福原の新都へ上らうに、三日に過ぐまじ。院ゐん宣ぜん伺ふに、一日の逗とう留りうぞあらんずらん。都合七日八日には過ぐまじ」とて、つき出でぬ。[image: ]ひじり奈古屋に歸りて、弟子どもには、「人に[image: ]うで、伊五豆の御お山やまに七日參籠の志あり」とて出でにけり。

　げにも三日と云ふには、福原の新都に上り着いて、[image: ]さきの右兵衞督かみ光能の卿のもとに、いさゝか緣ゆかりありければ、それに尋ね行きて、「伊豆國の流る人にん、[image: ]右兵衞佐賴[image: ]、勅勘を許されて、院ゐん宣ぜんをだに蒙り候はば、八箇國の家け人にんども催し集めて、[image: ]家を亡ぼし、天下を鎭しづめんとこそ申し候へ」。光能卿の、「いさとよ。我が身も當時は三六官共に停とゞめられて、心苦しき折をり[image: 節]ふしなり。法皇もおし籠められて渡らせ給へば、いかゞあらんずらん。さりながらも、伺うてこそ見め」とて、この由ひそかに奏そう聞もんせられたりければ、法皇大きに御ぎよ感かんあつて、やがて院宣をぞ下されける。[image: ]覺[image: ]んで首にかけ、又三日と云ふには、伊豆國へ下り着く。

　兵衞佐殿、「[image: ]の御坊の、なまじひなること申し出して、賴[image: ]、又いかなる憂き目に逢はんずらん」と、思はじ事なう、案じ續けておはしける、八日と云ふ午うまの刻に、下り着いて、「くは、院ゐん宣ぜんよ」とて奉る。兵衞佐殿、院宣と聞く忝かたじけなさに、新しき烏ゑ帽ぼ子し淨じやう衣えを着、手てう水づ嗽うがひして、院宣を三度拜して開かれけり＊。「しきりの年より以降このかた、[image: ]氏王化を蔑べつ如じよし、政[image: ]にはゞかる事なし。佛七法を破滅し王法を亂らんと欲す。それ我が國は神國なり。宗廟相竝んで、神德これあらたなり。かるが故に[image: ]廷開基の後、數千餘[image: ]の間、帝位を傾け國家を危ぶめんとする者、皆以て敗北せずと云ふ事なし。しかれば則すなはち、かつは神[image: ]の冥めい助じよに任せ、かつは勅宣の旨しい趣しゆを守つて、早く[image: ]氏の一類を亡ぼして、[image: ]てう家かの怨をん敵てきを[image: ]けよ。譜代相傳の兵略を繼ぎ、累るゐ祖そ奉公の忠勤を抽ぬきんで、身を立て家を興すべし。者てへれば院宣かくの如く、仍よつて執達件くだんの如し。治承四年七月十四日、[image: ]右兵衞督光能奉うけたまはつて、謹上、[image: ]右衞佐殿へ」とぞ書かれたる。この院宣をば錦の袋に入れて、石橋山の合戰の時も、兵衞佐殿首にかけられけるとぞ聞えし。





【注記】

＊　「岩」「八」は「福原院宣」

一　奈古屋　伊豆田方郡韮山の東北の山中にあつた奈古屋寺。

＊＊　「盛」、對面の所、笑話など入れて詳しい。「延」「長」湯屋で對面の機會を作るように記す。作爲のある所。

二　一劫　劫は非常に長い時間。亡者の地獄の苦しみも一劫の間ぐらい樂になつたであろう。

三　まづ淚をぞ流されける　「八」、下に「それよりしてぞ謀叛をばやうやう思ひ立ち給ひける」とある。

四　あてがひやう　豫想の意か。「擬宜樣」（眞）。

五　伊豆の御山　伊豆山權現。走湯山權現。

六　三官　光能の[image: ]官が三つあつた。

＊　この院宣は物語作者の假作。

七　佛法を破滅し　「八」にこの句なし。










一一　富士川の事






　さる[image: ]に、右兵衞佐殿謀叛の由、しきりに風聞ありしかば、福原には公く卿ぎやう僉せん議ぎあつて、「いま一日も勢の附かぬ先に、急ぎ討うつ手てを下さるべし」とて、大將軍には小松の權ごんの亮すけ少將維一盛、副將軍には薩[image: 摩]守忠たゞ度のり、侍さぶらひ大將には上總守忠[image: ]を先として、都合其の勢三萬餘騎、九月十八日に新都を立つて、明くる十九日には舊二都に着き、やがて同じき二十日の日、東國へこそ赴かれけれ。大將軍小松の權亮少將維盛は、生年二十三、容儀帶佩、繪に書くとも、筆も及び難し。重代の著き背せ長なが唐三から皮かはと云ふ鎧をば、唐から櫃とに入れて舁かかせらる。[image: ]みち中うちには赤地の錦の直ひた垂ゝれに、萠もよ葱ぎ匂にほひの鎧着て、[image: ]四れん錢ぜん蘆あし毛げなる馬に、金覆輪の鞍を置いて乘り給へり。副將軍薩[image: 摩]守忠度は、紺地の錦の直垂に、黑くろ絲いと縅をどしの鎧着て、黑き馬の太うたくましきに沃五い懸かけ地じの鞍を置いて乘り給へり。馬鞍・鎧甲・弓矢・太刀・刀に至るまで、光てり輝かゞやくほどに出で立たれたれば、珍しかりし見けん物ぶつなり。

　中六にも、副將軍薩[image: 摩]守忠度は、或宮みや腹ばらの女[image: ]の許へ[image: ]はれけるが、或夜おはしたりけるに、この女[image: ]の局つぼねに、やんごとなき女[image: ]客まら人うど來て、小さ夜よもやう〳〵ふけ行くまで歸り給はず。忠度軒のき端ばにたゝずんで、扇を荒く使はれければ、かの女[image: ]、「野七もせにすだく蟲の音よ」と、優いうに口くち吟ずさみ給へば、扇をやがて使ひ止みてぞ歸られける。その後おはしたる夜、「何い時つぞや、何とて扇をば使ひ止みしぞや」と問はれければ、「いさ、かしがましなど聞え侍はべりしほどに、さてこそ扇をば使ひ止みては候ひしか」とぞ申されける。その後この女[image: ]、薩[image: 摩]守のの許へ、小袖を一ひと重かさね遣すとて、千里の名な殘ごりの惜しさに、一首の歌を書き添へてぞ送られける、


東あづま路ぢの草葉をわけん袖よりもたゝぬ袂たもとの露ぞこぼるゝ



薩[image: 摩]守のの返事に、


別れ路を何か歎かん越えて行く關もむかしの跡と思へば



關も昔の跡と詠よめる事は、先祖[image: ]の將軍貞盛・俵[image: ]太秀[image: 郷]、將まさ門かど追討の爲に、東あづまへ下向したりし事を、今思ひ出でて詠みたりけるにや。い八とやさしうぞ聞えし。

　昔は[image: ]敵を[image: ]げに外ぐわい土どへ向ふ將軍は、先づ參さん[image: ]だいして[image: 節]せつ刀たうを賜はる。宸九しん儀ぎ、南殿に出御して、[image: ]衞、階下に陣を引き、[image: ]一〇ない辨べん外げ辨べんの公卿參列して、中儀の[image: 節]せち會ゑを行はる。大將軍・副將軍おの〳〵禮儀を正しうして、これを賜はる。承[image: ]・天てん慶ぎやうの蹤しよう跡せきも、年久しうなつて准なぞらへ難しとて、今度は讚岐守[image: ]正盛が、[image: ]對馬守源義親追討の爲に、出雲國へ下向せし例とて、鈴一一ばかり賜はつて、皮の袋に入れて、雜ざつ色しきが首に懸けさせてぞ下られける。古いにしへ[image: ]敵を[image: ]げんとて、都を出づる將軍は、三つの存知あり。[image: 節]刀を賜はる日家を忘れ、家を出づるとて妻子を忘れ、戰場にして敵かたきに鬪ふ時身を忘る。されば今の[image: ]氏の大將軍維盛・忠度も、定めてさやうの事どもをば存知せられたりけん。あ一二はれなりし事どもなり。

　おの〳〵九く重ぢゆうの都を立つて、千里の東海へ赴かれける。[image: ]かに歸り上らん事も、まことに危あやふき有樣どもにて、或いは野原の露に宿を借り、或いは高たか峯ねの苔こけに[image: ]寢をし、山を越え河を重ね、日數經ふれば、十月十六日には、駿する河がの國[image: ]見が關にぞ着き給ふ。都をば三萬餘騎で出でたれども、路次の兵附き添ひて、七萬餘騎とぞ聞えし。[image: ]陣は蒲かん原ばら・富士川に[image: ]み、後陣は未だ手て越ごし・宇う津つの谷やに支さゝへたり。大將軍權亮少將維盛、侍大將上總守忠[image: ]を召して、「維盛が存知には、足柄の山うち越え、廣みへ出でゝ軍いくさをせん」と、はやられけれども、上總守の申しけるは、「福原を御立ち候ひし時、入[image: ]殿の仰せには、軍をば忠[image: ]に任まかせさせ給へとこそ仰せ候ひつれ。伊豆・駿河の勢の參るべきだに、未だ一騎も見え候はず。御み方かたの御おん勢せい七萬餘騎とは申せども、國々の驅かり武む者しや、馬も人も皆疲れ果てて候。東國は草も木も、皆兵衞佐に隨ひ附いて候ふなれば、何十萬騎か候ふらん。たゞ富士川を[image: ]に當てて、御方の御勢を待たせ給ふべうもや候ふらん」と申しければ、力及ばでゆ一三らへたり。

　さ一四る[image: ]に、兵衞佐賴[image: ]、[image: 鎌]倉を立つて、足柄の山うち越え、黃き瀨せ川がはにこそ着き給へ。甲か斐ひ・信しな濃のの源氏ども、馳せ來て一つになる。駿河國[image: ]うき島しまが原はらにて勢せい揃ぞろへあり。都合その勢廿萬騎とぞ記しるいたる。

　常陸ひたち源氏佐竹四郞が雜色の、[image: ]ふみ持ちて京へ上りけるを、[image: ]家の侍大將上總守の忠[image: ]、この[image: ]を奪ひ[image: ]つて見るに、女[image: ]の許への[image: ]なり。「苦しがるまじ」とて[image: ]らせてげり。「さて、源氏が勢はいかほどあるぞ」と、問ひければ、「下げ﨟らふは四五百千までこそ、物の數をば知つて候へ。それより上をば知り參らせぬ候。多一五いやらう、少いやらう、凡そ七日八日が間は、はたと續いて、野も山も海も河も、皆武者で候。昨日きのふ黃瀨川にて、人の申し候ひつるは、源氏の御勢二十萬騎とこそ申し候ひつれ」と申しければ、上一六總守、「あな心うや、大將軍の御心の延びさせ給ひたる[image: ]、くちをしかりける事はなし。いま一いち日にちも先に討手を下させ給ひたらば、大おほ庭ば兄弟、畠山が一族、などか參らで候ふべき。これらだに參り候はば、伊豆・駿河の勢は皆從ひ附くべかりつるものを」と、後悔すれどもかひぞなき。

　大將軍權亮少將維盛、東國の案[image: ]者とて、長井の齋[image: ]別當實盛を召して、「汝ほどの[image: ]つよ弓ゆみ[image: ]せい兵びやう、八箇國にいかほどあるぞ」と問ひ給へば、齋[image: ]別當あざ笑つて、「さ候へば、君は實盛を大一七おほ矢やと思おぼし召され候ふにこそ。僅か十一八三束ぞくをこそ仕り候へ。實盛ほど射候ふ者は、八箇國には幾らも候。大矢と申す定ぢやうの者の、十五束に劣つて引くは候はず。弓の[image: ]さも、したゝかなる者の、五六人して張り候。かやうの[image: ]せい兵びやうどもが射候へば、鎧の二三領は、たやすう、かけず射い[image: ]とほし候。大名と申す定ぢやうの者の、五百騎に劣つて持つは候はず。馬に乘つて落つる[image: ]を知らず。惡あく所しよを馳すれど、馬を倒さず。軍いくさは又、親も討たれよ子も討たれよ、死ぬれば乘越え乘越え戰ふ候。西國の軍いくさと申すは、すべてその儀候はず。親討たれぬれば引[image: ]き、佛事孝けう養やうし、忌いみ明けて寄せ、子討たれぬれば、その愁へ歎きとて、寄せ候はず。兵ひやう粮らう米まい盡きぬれば、春は田作り、秋刈り收めて寄せ、夏は熱あつしと厭ひ、[image: 冬]は寒しと嫌ひ候。東國の軍いくさと申すは、すべてその儀候はず。その上甲斐・信濃の源氏等、案[image: ]は知りたり。富士の裾すそより、搦からめ手てにや[image: 廻]まはり候はんずらん。かやうに申せば、大將軍の御心を臆せさせ參らせんとて、申すとや思し召され候ふらん。その儀では候はず。但たゞし軍いくさは勢の多少にはより候はず。大將軍の策はかりごとによるとこそ、申し傳へて候へ」と申しければ、これを聞く兵つはものども、皆震ひ慄わなゝき合へりけり。

　さ一九る[image: ]に、同じき二十四日の卯の刻に、富士川にて源[image: ]の矢や合あはせとぞ定めける。廿三日の夜に入つて、[image: ]家の兵つはものども、源氏の陣を見渡せば、伊豆・駿河の人民百姓等が、軍に恐れて、或いは野に入り山に隱れ、或いは舟に[image: ]乘つて、海うみ河かはに[image: ]びたるが營二〇いとなみの火の見えけるを、「あなおびたゞしの源氏の陣の[image: 遠]とほ火びの多さよ。げにも野も山も海も河も、皆武者でありけり。いかゞせん」とぞあきれける。その夜の夜[image: ]ばかり、富士の沼にいくらもありける水鳥どもが、何にかは驚きたりけん、一度にばつと立ちける[image: ]は音おとの、雷いかづち大風などのやうに聞えければ、[image: ]家の兵つはものども、「あはや源氏の大勢の向うたるは、昨日齋[image: ]別當が申しつるやうに、甲斐・信濃の源氏等、富士の裾より、搦手へや[image: 廻]まはり候ふらん。敵かたき何十萬騎かあるらん。[image: ]り籠められては叶ふまじ。こゝをば落ちて、尾張河・洲すの俣またを防げや」とて、[image: ]る物も[image: ]り敢へず、我れ先に〳〵とぞ落ち行きける＊。餘りにあわて騷いで、弓[image: ]る者は矢を知らず、矢[image: ]る者は弓を知らず、我が馬には人乘り、人の馬には我乘り、繫つないだる馬に乘つて馳すれば、株くひをめぐる事限りなし。その邊へん[image: ]き宿しゆく々〴〵より、遊君遊女ども召しあつめ、遊び酒さかもりけるが、或いは頭かしら蹴け破わられ、或いは腰蹈み折られて、喚をめき叫ぶ事おびたゞし。

　同じき二十四日の卯の刻に、源氏廿萬騎、富士川に押寄せて、天も響き大地も搖ゆるぐばかりに、鬨ときをぞ三箇度作りける。[image: ]家の方には、靜まり返つて音もせず。人を入れて見せければ、「皆落ちて候」と申す。或いは敵かたきの忘れたる鎧、[image: ]つて參る者もあり。或いは[image: ]家の捨て置きたる大幕まく、[image: ]つて歸る者もあり。「凡およそ[image: ]家の陣には、蠅はいだにも翔かけり候はず」と申す。兵衞佐の、急ぎ馬より降り、甲かぶとを[image: ]ぎ、手てう水づ嗽うがひをして、王城の方を伏し拜み、「これは全く賴[image: ]が私わたくしの高名にはあらず。ひとへに八幡大菩薩の御おん計はからひなり」とぞ宣ひける。「やがて討ち[image: ]る所なれば」とて、駿河國をば一條次郞忠賴、[image: 遠]江國をば安田三郞義定に預けらる。なほも續いて攻むべかりしかども、後うしろもさすがおぼつかなしとて、駿河國より[image: 鎌]倉へぞ歸られける。海[image: ]宿々の遊君遊女ども、「あないま〳〵しの討手の大將軍や。軍いくさには見み逃にげをだにあさましき事にするに、[image: ]家の人々は、聞きゝ逃にげし給へり」とぞ笑ひける。さるほどに、落らく書しよども多かりけり。都の大將軍をば宗盛と云ひ、討手の大將をば權亮のと云ふ間、[image: ]二一家をひら屋に詠よみなして、


ひらやなるむねもりいかにさわぐらん柱とたのむすけを落して

富士川の瀨々の岩こす水よりも早くも落つるいせ[image: ]へい氏じかな



又上總守忠[image: ]が、富士河に鎧捨てたりけるをも詠めり。


富士川に鎧は捨てつ黑すみ染ぞめの衣たゞきよ後の世のため

た二二ゞきよはに二三げの馬にぞ乘りてげる上總かづさ鞦しりがいかけてかひなし







【注記】

一　維盛　重盛の嫡子。

二　舊都　福原に對して[image: ]安京。

三　唐皮　虎の毛皮で縅した鎧で、[image: ]家の嫡流に相傳した物。

四　[image: ]錢蘆毛　馬の毛色。葦毛に灰色の圓い斑[image: ]のあるもの。

五　沃懸地　漆塗に金粉を一面にふりかけたもの。梨子地塗。

六　中にも　「八」に、「野もせに」の物語なく、小袖を贈り、贈答の歌のある部分のみ存する。

七　野もせに　新撰朗詠集、堀川右大臣賴宗。「かしがまし野もせにすだく蟲の音よ我だに物をいはでこそ思へ」。今物語、十訓抄參照。

八　いとやさしうぞ　「此人貞盛が流なれば、昔將門が討手使の事をよめるにや、女[image: ]の本歌は大方のなごりはさる事にて、返歌はいま〳〵しくぞ覺ゆる」（延）。「盛」「長」ほぼ同じ。

九　宸儀　天皇。

一〇　[image: ]辨外辨　公事[image: 節]會の奉行の大臣。承明門[image: ]諸事を辨ずる第一の大臣を[image: ]辨、同門外の第二の大臣を外辨という。

一一　鈴　官使諸國へ往來する時、驛馬を役する爲に公の符として給せられた鈴。驛鈴。

一二　あはれなりし事どもなり　「岩」、この下に新院嚴島御幸の事がある。三月に續いて再度の御幸である。「八」になし。

一三　ゆらへたり　ひかえた。ためらつた。

一四　さる[image: ]に　「八」に、以下「源氏の御勢二十萬騎とこそ申し候ひつれと申しければ」までなし。

一五　多いやらう　「多いやらむ」の轉。

一六　上總守　「中にも副將軍薩[image: 摩]守忠度、あはれ人の心の延びたるほどくちをしかりける物あらじ」（八）。

一七　大矢　矢束の長い矢を射る者。

一八　十三束　束は、矢束を手で握つてはかる單位で、普[image: ]は十二束。

一九　さる[image: ]に　「八」に、廿三日の卯の刻に矢合ときめ、[image: ]家方が遊君と興じるのを見て、實盛が手勢五十餘騎と京に引上げる由を記す。「長」は、維盛との問答の後で千騎餘をひきわけて京へ上る、とする。

二〇　營の火　炊事などの火。

＊　「所[image: ]集[image: ]于富士沼[image: ]之水鳥等群立、其[image: ]音偏成[image: ]軍勢之粧[image: ]、依[image: ]之[image: ]氏等驚騷」（吾妻鏡、治承四・一〇・二〇）。「依[image: ]不[image: ]可[image: ]及[image: ]敵對[image: ]、竊以引[image: ]、是則忠[image: ]之謀略也、於[image: ]維盛[image: ]敢無[image: ]可[image: ]引[image: ][image: ]之心[image: ]云々」（玉葉、治承四・一一・五）。

二一　[image: ]家を　「[image: ]家と書きてはひらやとよむ、家のまろび倒れんずるには、すけといひて柱の代りに大きなる木を以てささへなほすことあり」（盛）。

二二　たゞきよは　「忠景はにげの馬にや乘りつらむかけぬに落つる上總しりがい、忠[image: ]が本名をば忠景と云ひければかくよみたりけるにや（中略）奈良法師こそ[image: ]家にあだを結びたりしかば、その所行にてやありけむ」（延）。

二三　にげの馬　馬の毛色の名に逃げをいいかけた。二毛は白黑二色の馬の毛。










一二　五ご[image: 節]せつの沙汰の事






　同じき十一月八日の日、大將軍權亮少將維盛、福原へ歸り上り給ふ。入[image: ]相國大きに怒いかりて、「維盛をば鬼界が島へ流すべし。忠[image: ]をば死罪に行ふべし」とぞ宣ひける＊。こ一れによつて、同じき九日の日、[image: ]家の侍さぶらひ老少數百人參會して、「忠[image: ]が死罪の事、いかゞあるべからん」と評定す。主馬判官盛國[image: ]み出でて、「この忠[image: ]を日頃不ふ覺かく人にんとは存じ候はず。あれが十八の[image: ]と覺え候。鳥[image: ]殿の寶藏に、五畿[image: ]一の惡黨二に人にん逃げ籠りたりしを、寄つて搦からめうと申す者一人も候はざりしに、この忠[image: ]たゞ一人、白晝に築つい地ぢを越え、はね入つて、一人をば討ち[image: ]り、一人をば搦め[image: ]つて、名を後代に揚げたりし者ぞかし。今度の不覺は、只事とも覺え候はず。これに附けても、よく〳〵兵亂の御おん愼つゝしみ候ふべし」とぞ申しける。

　同じき十日の日、除ぢ目もく行はれて、權亮少將維盛、右二[image: ]衞中將に上り給ふ。「今度坂東へ討手に向はれたりとは申せども、させるし出したる事も候はず。こはされば、何の勸けん賞じやうぞや」とぞ、人々さゝやき合はれける。

　昔[image: ]へい將軍貞盛・俵籐太秀[image: 郷]、將まさ門かどを追討の爲に、東あづまへ下向したりしかども、[image: ]敵たやすう亡び難かりしかば、「重ねて討手を下さるべし」と、公く卿ぎやう僉せん議ぎあつて、宇治の民部卿忠たゞ[image: ]ふん、[image: ]原重[image: ]、軍ぐん監げんと云ふ司つかさを賜はりて下る[image: ]に、駿河國[image: ]見が關に宿しゆくしたりける夜、かの重[image: ]、漫々たる海上を[image: 遠]見して、「漁三舟の火の影は寒うして浪を燒き、驛路の鈴の聲は夜よる山を過ぐ」と云ふ唐から歌うたを、高らかに口くち吟ずさみ給へば、忠[image: ]優いうに覺えて、感淚をぞ流されける。さるほどに、將門をば、貞盛・秀[image: 郷]が終つひに討ち[image: ]つて、その頭かうべを持たせて上る[image: ]に、駿河國[image: ]見が關にて行き逢うたり。それより[image: ]後の大將軍うち[image: ]れて上洛す。貞盛・秀[image: 郷]に勸賞行はれけり。時に「忠[image: ]・重[image: ]にも勸賞あるべきか」と、公卿僉議ありしかば、九條の右いう丞じよう相しやう師もろ輔すけ公、「今度坂東へ討手向うたりといへども、[image: ]敵たやすう亡び難かりし處に、この人々勅定を承りて、關の東へ赴きし時、[image: ]敵すでに亡びたり。されば忠[image: ]・重[image: ]にも、などか勸賞なかるべき」と申させ給へども、その時の執しつ柄ぺい小野宮の殿、「疑はしきをばなす事なかれと、禮らい記きの[image: ]に候へば」とて、終になさせ給はず。忠四[image: ]これをくちをしき事に思ひて、「小野宮殿の御末をば、奴やつこに見なさん。九條殿の御末は、いつの世までも守護神とならん」と誓ひつゝ、終に干ひ死じににこそ死ににけれ。されば九五條殿の御末は、めでたう榮えさせ給へども、小野宮殿の御末には、然るべき人もましまさず、今は[image: ]えはて給ひけるにこそ。

　同じき十一日、入[image: ]相國の四男、頭とうの中將重しげ衡ひら、左六[image: ]衞權中將に上り給ふ。同じき十三日、福原には、[image: ]だい裏り造り出されて、主しゆ上しやう御遷幸ありけり。大だい嘗じやう會ゑ行はるべかりしかども、大嘗會は、十月の末、東七とう河かに行み幸ゆきして御ご禊けいあり。大だい[image: ]だいの北の野に齋さい場ぢやう所じよを作りて、神じん服ぶく・神じん具ぐを調ふ。大極殿の[image: ]、龍八りゆう尾び堂だうの檀だん下かに、[image: 廻]くわい立りふ殿でんを建てて、御お湯ゆをめす。同じき壇の竝ならびに、大だい嘗じやう宮ぐうを作つて、神膳を備ふ。宸しん宴えんあり。御ぎよ遊いうあり。大極殿にて大禮あり。[image: ]暑堂にて御み神樂かぐらあり。豐ぶ樂らく院ゐんにて宴會あり。しかるを、この福原の新都には、大極殿もなければ、大禮行はるべきやうもなく、[image: ]暑堂もなければ、御神樂奏すべき所もなし。豐樂院もなければ、宴會も行はれず。今年はたゞ新しん嘗じやう會ゑ五ご[image: 節]せつばかりであるべき由、公卿僉議あつて、なほ新しん嘗じやうの祭をば、舊都の神祇官にてぞとげられける。五九[image: 節]はこれ淨一〇きよ見み原はらの當時そのかみ、吉野の宮にして、月白く冱さえ嵐烈しかりし夜、御心を澄まして琴きんを彈ひき給ひしかば、神しん女によ天あま降くだつて、五いつ度たび袖をひるがへす。これぞ五[image: 節]の始めなる。





【注記】

＊　「盛」、この下に「義經軍陣に來る事」あり。「こゝに齢二十餘、色白くせい小さき男の、つらだましひ・まなこゐさしすぎて見えけるに……」。

一　これによつて　以下「頭中將重衡、左[image: ]衞權中將に上り給ふ」まで「八」になし。

二　右[image: ]衞中將　玉葉・公卿補任によると、維盛が中將になつたのは、治承五年六月十日。

三　漁舟の　朗詠集にある句。この事、江談抄卷四に見える。

四　忠[image: ]これを　この事、古事談卷四に見える。

五　九條殿の御末　[image: ]原[image: 兼]家・[image: ]長達。

六　左[image: ]衞權中將　重衡は治承五年五月に左[image: ]衛中將。

七　東河　賀茂川。

八　龍尾堂　龍尾壇のこと。大極殿の[image: ]庭にある壇。

九　五[image: 節]はこれ　「八」は五[image: 節]の[image: ]明が詳しい。

一〇　淨見原の當時　天武天皇の時代。










付　都みやこ[image: ]がへりの事






　今度の都遷うつりをば、君も臣も斜なのめならず御歎きありけり。山一・奈良を始めて、諸寺・諸社に至るまで、しかるべからざる由訴へ申したりければ、さしも橫よこ紙がみを破られし太政入[image: ]殿、「さらば、都[image: ]りあるべし」とて、同じき十二月二日の日、俄にはかに都[image: ]りありけり。新二都は、北三は山、山に聳えて高く、南は海[image: ]くして下くだれり。波の音常にかまびすしく、潮風烈しき所なり。されば新院、いつとなく、御ご惱なうのみしげかりければ、これによつて、急ぎ福原を出でさせおはします。中宮・一院・上皇も御幸なる。攝政殿を始め奉りて、太政大臣以下の卿けい相しやう雲うん客かく、我も〳〵と供ぐ奉ぶせらる。[image: ]家には太政入[image: ]を始め奉りて、一門の人々皆上られり。さしも心憂かりつる新都に、誰か片かた時ときも殘るべき。われ先に〳〵とぞ上られける。去んぬる六月より、屋やども少々壞こぼち下し、形かたの如く[image: ]り建てられたりしかども、今又物狂はしう、俄に都[image: ]りありければ、何の沙汰にも及ばず、皆うち捨て〳〵上られけり。

　兩院は六波羅・池殿へ御幸なる。行幸は五條の[image: ]だい裏りとぞ聞えし。おの〳〵の宿所もなければ八や幡はた・賀茂・嵯さ峨が・太秦うづまさ・西山・東山の片かた邊ほとりについて、或いは御堂の[image: 廻]廊、或いは社の寶殿などに、しかるべき人も立宿つてまし〳〵ける。そもそも今度の都遷りの本意を、いかにと云ふに、「舊都は、山・奈良[image: ]くして、いさゝかの事にも、日ひ吉えの神しん輿よ・春日かすがの神しん木ぼくなど云ひてみだりがはし。新都は山隔たり江え重かさなつて、[image: ]もさすが[image: 遠]ければ、さやうの事もたやすかるまじ」とて、入[image: ]相國計らひ申されけるとかや。

　同四じき二十三日、[image: ]江あふみ源氏の背そむきしを攻めんとて、大將軍には左兵衞督かみ知盛、薩[image: 摩]守忠度、都合その勢三萬餘騎、[image: ]江國へ發向す。山本・柏木・錦にし織ごりなど云ふ溢あぶれ源氏ども攻め落し、それよりやがて美濃・尾張へぞ越えられける。





【注記】

一　山・奈良　「盛」、「山門都返の奏狀の事」として長[image: ]をのせ、次の「都返の僉議の事」の終に「ふるさとに殘りとゞまつてさびしさを歎きけるやからも、これを聞きては、あなめでたの山門の御事やとて、かうべを傾けたなごころを合せつつ、叡山に向うてぞ拜み喜びなどしける」と記す。

二　新都は　以下「烈しき所なり」まで、方丈記によるか。

三　北は山　「北は山にそひて高く」（岩）。

四　同じき二十三日　以下「越えられける」まで「八」になし。










一三　奈良炎上の事






　都には、又「南都・三井寺同心して、或いは宮一受け[image: ]り參らせ、或いは御おん迎むかひに參る條、これ以て[image: ]敵なり。しからば奈良をも攻めらるべし」と聞えしかば、大だい衆しゆ大きに蜂起す。關二白殿より、「存じの旨あらば、幾いく度たびも奏そう聞もんにこそ及ばめ」とて、有三う官くわんの別當忠成を下されたりけるを、大だい衆しゆ起つて、「乘物より[image: ]つて引落せ。髻もとゞり切れ」とひしめく間、忠成色を失ひて逃げ上る。次に右衞門督の親ちか雅まさを下されたりけれども、これをも「髻もとゞり切れ」とひしめきければ、[image: ]る物も[image: ]り敢へず、急ぎ都へ上られけり。その時は、勸學院の雜色二人が髻、切られてけり。南都には又大なる毬四ぎつ杖ちやうの玉を造りて、「これこそ入[image: ]相國の頭かうべ」と名づけて、「打て、踏め」などぞ申しける。「詞ことばの漏らし易きは、殃わざはひを招く媒なかだちなり。詞の愼しまざるは、破れを[image: ]る[image: ]なり」と云へり。かけまくも忝かたじけなく、この入[image: ]相國は、當五たう今ぎんの外祖にておはします。それをかやうに申しける南都の大だい衆しゆ、凡およそは天魔の所しよ爲ゐとぞ見えし。

　入[image: ]相國、「かつ〴〵先づ南都の狼藉を靜めん」とて、瀨せの尾をの太郞[image: 兼]康を、大和國の檢けん非び所しよに補ふせらる。[image: 兼]康五百餘騎で馳せ向ふ。「相構へて、衆しゆ徒とは狼藉を致すとも、汝等は致すべからず。物の具なせそ、弓矢な帶たいせそ」とて、遣つかはされたりけるを、南都の大だい衆しゆ、かゝる[image: ]議をば知らずして、[image: 兼]康が餘勢六十餘人搦め[image: ]つて、一々に首を斬つて、猿澤の池の端はたにぞ懸け並べたりける。入[image: ]相國大きに怒りて、「さらば南都をも攻めよや」とて、大將軍には、頭とうの中將重衡、中宮亮[image: ]盛、都合其の勢四萬餘騎、南都へ發向す。南都にも老少嫌はず七千餘人、甲の緖をしめ、奈良坂・般はん若にや寺じ、二箇所の路を掘り切つて、搔かい楯だてかき、逆さか茂も木ぎ引いて待ちかけたり。[image: ]家、四萬餘騎を二手に分つて、奈良坂・般若寺二箇所の城郭に押し寄せて、鬨ときをどつとぞ作りける。大だい衆しゆは步六かち立だち打うち物ものなり。官軍は馬にて驅け[image: 廻]し〳〵攻めければ、大だい衆しゆ數を盡して討たれにけり。卯の刻より矢や合あはせして、一日戰ひ暮し、夜に入りければ、奈良坂・般若寺、二箇所の城郭共に破れぬ。落ち行く衆しゆ徒との中に、坂さかの四郞永やう覺がくと云ふ惡僧あり。これは力の[image: ]さ、弓矢打物[image: ]つては、七大寺十五大寺にも[image: ]すぐれたり。萠もよ葱ぎ縅をどしの鎧よろひに黑絲縅の腹卷二領重ねてぞ着たりける。帽ぼう子し甲かぶとに五枚甲かぶとの緖をしめ、茅ちの葉の如くに反そつたる白しら柄えの大おほ長なぎ刀なた、黑こく漆しつの大太刀、左さ右うの手に持つまゝに、同宿十餘人[image: ]後左右にたて、碾七てん磑がいの門より打つて出でたり。これぞ暫く支へたる。多くの官兵等、馬の足薙ながれて、多く亡びにけり。されども官軍は大勢にて、入れ替へ〳〵攻めければ、永やう覺がくが防ぐ所の同宿皆討たれにけり。永覺心は猛たけう思へども、後うしろあばらになりしかば、力及ばず、只一人南を指してぞ落ち行きける。

　夜よ軍いくさになつて、大將軍頭中將重衡、般若寺の門の[image: ]にうち立つて、暗さは暗し、「火を出せ」と宣へば、播[image: 磨]國の住人、福井の庄の下げ司し、次郞大夫友方と云ふ者、楯たてを破わり續たい松まつにして、在家に火をぞかけたりける。頃は十二月二十八日の夜、戌いぬの刻ばかりの事なれば、をりふし風烈しく、火ほ本もとは一つなりけれども、吹きまよふ風に、多くの伽が藍らんに吹きかけたり。凡およそ恥をも思ひ、名をも惜む[image: ]の者は、奈良坂にて討死し、般若寺にして討たれにけり。行ぎやう步ぶに叶へる者は、吉野十津川の方へぞ落ち行きける。步みも得ぬ老僧や、尋常なる修しゆ學がく者しや、兒ちごども、女をんな童わらんべは、若もしや助かると、大佛殿の二階の上、山八やま階しな寺でらの[image: ]へ、われ先にとぞ逃げ入りける。大佛殿の二階の上には、千餘人登のぼり上り、敵かたきの續くを登のぼせじとて、階はしを引きてげり。猛みやう火くわは正まさしうおしかけたり。喚をめき叫ぶ聲、焦せう熱ねつ、大焦熱、無む間けん阿あ鼻び、焰ほのほの底の罪人も、これには過ぎじとぞ見えし。興こう福ぶく寺じは淡海公の御ご願ぐわん、[image: ]とう氏じ累るゐ代だいの寺なり。東とう金こん堂だうにおはします佛法最初の釋しや迦かの像、西さい金こん堂だうにおはします自じ然ねん湧ゆ出しゆつの觀世音、瑠る璃りを竝ならべし四面の廊、朱しゆ丹たんを交まじへし二階の樓、九く輪りん空に輝きし二基の塔、忽たちまちに煙となるこそ悲しけれ＊。東大寺は常じやう在ざい不ふ滅めつ、實じつ報はう寂じやく光くわうの、生しやう身じんの御おん佛ほとけと思し召しなぞらへて、[image: ]武皇帝、手づからみづから[image: 磨]き立て給ひし金こん銅どう十六丈の蘆る[image: 遮]しや那な佛ぶつ、烏九う瑟しつ高く顯れて、[image: ]はん天でんの雲にかくれ、白一〇びやく毫がうあらたに拜まれさせ給へる滿まん月ぐわつの[image: ]容も、御み頭ぐしは燒け落ちて大地にあり、御ご身しんは鎔わきあひて山の如し。八萬四千の相さう好がうは、秋の月早く五重の雲に隱れ、四十一地ぢの瓔やう珞らくは、夜の星空むなしう十惡の風に漂たゞよひ、煙は中天に滿ち〳〵て、炎ほのほは虛こ空くうに隙もなし。まのあたり見奉る者は、さらに眼まなこを當てず、幽かすかに傳へ聞く人は、肝きも魂たましひを失へり。法ほつ相さう三論の法ほふ門もん[image: ]しやう[image: ]げう、すべて一卷も殘らず。我が[image: ]は申すに及ばず、天てん竺ぢく・震しん旦だんにも、これ[image: ]の法滅あるべしとも覺えず。優う塡でん大王の紫し[image: 磨]ま金ごんを[image: 磨]き、毘び須しゆ羯かつ[image: 磨]まが赤しやく栴せん檀だんを刻きざみしも、わづかに等とう身じんの御佛なり。いはんや、これは南なん閻えん[image: ]ぶ提だいの中うちには、唯ゆゐ一いつ無ぶ雙さうの御佛、長く朽きう損そんの期ごあるべしとも思はざりしに、今毒焰の塵ちりに交まじはつて、久しく悲しみを殘し給へり。梵ぼん釋じやく四王、龍神八部、冥一一みやう官冥衆も、驚き騷ぎ給ふらんとぞ見えし。法一二ほつ相さう擁おう護ごの春日かすがの大明神、いかなる事をかおぼしけん。されば春日かすが野のの露も色變り、三笠山の嵐の音も恨むる樣さまにぞ聞えける。焰の中にて燒け死ぬる人にん數ずを數へたれば、大佛殿の二階の上には一千七百餘人、山やま階しな寺でらには八百餘人、ある御み堂だうには五百餘人、ある御堂には三百餘人、具つぶさに記いたりければ、三千五百餘人なり。戰場にして討たるる大だい衆しゆ千餘人、少々は般若寺の門に切りかけさせ、少々は首ども持ちて都へ上られけり。

　明くる二十九日、頭中の將重衡、南都亡ぼして北ほく京きやうへ歸り入らる。およそは、入[image: ]相國ばかりこそ、憤いきどほり[image: ]れて喜ばれけれ、中宮・一院・上皇は、「たとひ惡僧をこそ亡ぼさめ。多くの伽藍を破滅すべきやは」とぞ、御歎きありける。日ひ來ごろは、「衆しゆ徒との首大路を渡いて、獄門の木にかけらるべし」と、公卿僉議ありしかども、東大寺・興福寺の亡びぬるあさましさに、何の沙汰にも及ばず。こゝやかしこの、溝や堀にぞ捨て置きける。[image: ]武皇帝の宸一三筆の御記き[image: ]もんにも、「我が寺興こう福ぶくせば、天下も興福すべし。我が寺衰微せば、天下も衰微すべし」とぞ遊ばされたる。されば天下の衰微せん事、疑ひなしとぞ見えたりける。

　あさましかりつる年も暮れて、治承も五年になりにけり。





【注記】

一　宮　高倉の宮。

二　關白殿より　「攝政殿よりは衆徒を召されて、何事にても存ずる旨あらば奏聞に及べかしと仰せければ、大衆かしこまつて承り、たゞ太政の入[image: ]にあうて死にたう候ふとぞ申しける」（八）。

三　有官の別當　勸學院の長官を[image: ]原氏の辨官で[image: 兼]ねる者。

四　毬杖　杖で玉を打つ遊戲。

五　當今　今上天皇。安德天皇。

六　步立打物　徒步で刀を持つている事。

七　碾磑の門　東大寺の西中門。大佛殿の西北に現存。手蓋門。景[image: ]門。

八　山階寺　興福寺の舊稱。

＊　「盛」、興福寺・東大寺について詳しい。次に「佛法破滅の事」あり。中に、「弘憲僧正は、落つる淚に墨染のぬれたる袖に筆を染めて、法滅の記をそ書き給へる、謹考、天竺震旦大佛雖多、皆是木石、未聞金銅十六丈之慮[image: 遮]那とぞしるされたる」。「長」、この部分「澄憲僧都の法滅の記といふものを書かれたりける、その詞こそめでたかりしか。山階の三面の僧[image: ]には五分の花再不開、春日四社の社壇には法燈かゝぐることもなし……」。

九　烏瑟　如來三十二相の一。頂上の肉の隆起したもの。

一〇　白毫　如來三十二相の一。佛の眉間にあつて白色[image: ]淨、常に光を放つ毛。

一一　冥官冥衆　地獄閻魔王廰の官人。

一二　法相擁護　春日明神は[image: ]原氏の氏神で、[image: ]原氏の氏寺興福寺の法相宗をも擁護すること。

一三　宸筆　いわゆる銅板詔書（東大寺要錄・古京遺[image: ]所載）の[image: ]。詔書には、興福を興複に作る。













[image: ]家物語卷第五









卷第六





一　新院崩御の事






　治ぢ承しよう五年正月一ひと日ひの日、[image: ]だい裏りには、東國の兵ひやう革かく、南都の火災によつて、[image: ]拜停とゞめられて主しゆ上しやう出しゆつ御ぎよもなし。物の音ねも吹き鳴さず、舞樂も奏せず、吉野の國一く栖ずも參らず、[image: ]とう氏じの公く卿ぎやう一人も參ぜられず。これは氏二うぢ寺でら燒失によつてなり。二日の日、殿三てん上じやうの淵えん醉ずゐもなく、男なん女にようちひそめて、禁中いま〳〵しうぞ見えし。並びに佛法王法ともに盡きぬる事ぞあさましき。法皇仰おほせなりけるは、「四四代の帝王、思へば子なり、孫なり。いかなれば萬機の政務を停とゞめられて、空むなしう年月を送るらん」とぞ御おん歎なげきありける。同じき五日の日、南都の僧そう綱がう等、解けつ官くわんせられて公く[image: 請]じやうを停ちやう止じし、所職を沒もつ收しゆせらる。されば「形かたのやうにても、御五ご齋さい會ゑはあるべきものを」と、僧そう名みやうの沙汰ありしに、南都の僧綱等は、みな解官せられぬ。「北京の僧綱を以て行はるべきか」と、公卿僉せん議ぎありしかども、さればとて、今さら南都をも捨てはてさせ給ふべきならねば、三論宗の學匠、成六じやう寶はう已い講かうが、[image: ]びつゝ勸くわん修じゆ寺じに隱れ居たりけるを召し出でて、御ご齋さい會ゑ、形かたの如くとげ行はる。

　衆しゆ徒とは皆、老いたるも若きも、或いは射殺され、或いは斬り殺されて、煙の中うちを出でず、炎ほのほに咽むせんで亡びにしかば、わづかに殘る輩ともがらは山林に交まじはりて、跡を留とゞむる者一人もなし。中にも興こう福ぶく寺じの別當花け林りん院ゐんの僧正永やう緣えんは、佛像經きやう卷ぐわんの、煙と立ち上のぼらせ給ふを見參らせ、「あな、あさまし」とて、心むねうち騷がれけるより病やまひ附づいて、つひに失せ給ひぬ。この永緣は優いうにやさしき人にておはしけり。或時時鳥ほととぎすの鳴くを聞いて、


聞七くたびに珍しければほとゝぎすいつも初はつ音ねの心地こそすれ



といふ歌を詠ようでこそ、初はつ音ねの僧正とは云はれ給ひけれ。

　上しやう皇くわうは、去々年をととし法皇の鳥[image: ]殿におしこめられて渡らせ給ひし御事、去こ年ぞ高倉の宮の討たれさせ給ひし御有樣、さしもたやすからぬ天下の大事、都遷うつりなど申す事に、御ご惱なう附づかせ給ひて、御わづらはしう聞えさせ給ひしが、今又東大寺・興福寺の亡びぬる由聞し召して、御惱いとど重らせおはします。法皇なのめならず御歎きありし[image: ]に、同じき十四日、六波羅池殿にて、新院終つひに崩御なりぬ。御宇十二年、德政千萬端、詩書仁義の廢すたれぬる[image: ]を興し、理世安樂の[image: ]えたる跡を繼ぎ給ふ。三さん明みやう六ろく[image: ]つうの羅八漢も免まぬかれ給はず、幻げん術じゆつ變へん化げの權ごん者じやも遁のがれぬ[image: ]なれば、有九う爲ゐ無常の[image: ]ひとは云ひながら、理ことわり過ぎてぞ覺えける。やがてその夜、東山の麓[image: ]一〇せい閑がん寺じへ遷し奉り、夕ゆふべの煙にたぐへつゝ、春の霞と上のぼらせ給ひぬ。澄ちよう憲けん法印御葬送に參り會はんとて、急ぎ山より下られけるが、はや[image: ]にて、煙と立ち上らせ給ふを見參らせて、泣く〳〵かくぞ詠じ給ひける、


常一一に見し君がみゆきを今日とへば歸らぬ[image: ]と聞くぞ悲しき



又或る女[image: ]の、御み門かど隱れさせ給ひぬと承つて、泣く〳〵思ひ續けけり、


雲一二の上に行く末[image: 遠]く見し月の光消えぬと聞くぞかなしき



御年廿一。[image: ]には十戒を保つて慈悲を先とし、外ほかには五常を亂みだらせ給はず、禮儀を正まさしうせさせおはします。末代の賢王にておはしければ、世の惜しみ奉る事、月日の光を失へるが如し。かやうに、人の願ひも叶はず、民の果報も拙つたなき、た一三ゞ人間の境さかひこそ悲しけれ。





【注記】

一　國栖　元日[image: 節]會に大和吉野郡國栖の人々が宮中に參賀して歌舞を奏し御贄を奉ること。

二　氏寺　興福寺。

三　殿上の淵醉　正月二日又は三日藏人頭以下殿上人が殿上に召されて歌舞宴飮すること。

四　四代の帝王　二條高倉兩帝は後白河法皇の皇子、六條安德兩帝は皇孫。

五　御齋會　正月八日より七日間、大極殿で鎭護國家の爲に金光明最[image: ]王經を講[image: ]せしめられる法會。

六　成寶已講　已講は、興福寺の維[image: 摩]會宮中の御齋會其他の講師を勤めた僧の稱。

七　聞くたびに　金葉集、夏、ほとゝぎすをよめる、權僧正永緣。「長」にこの歌のことなし。永緣は、すでに天治二年四月に死んでいるから、年代が合わない。

八　羅漢　覺者の義。煩惱を斷じた者。阿羅漢。

九　有爲　宇宙の萬物。

一〇　[image: ]閑寺　京都東山[image: ]水寺の東南。

一一　常に見し　千載集、哀傷「二條院かくれさせ給ひて御わざの夜よみ侍りける、法印澄憲」。

一二　雲の上　新續古今集、哀傷「高倉院かくれさせ給ひぬと聞きて年比みなれ奉りける事などかずかず思ひ出て、建禮門院右京大夫」。右京大夫集にも見える。「八」、「延」、「長」など、歌の記事なし。

一三　たゞ　「岩」にこの二字なし。










二　紅葉の事






　高倉の院御在位の御時、人の順ひ附き奉る事は、「恐らくは、延一喜・天曆の帝みかどと申すとも、これにはいかで[image: ]まさらせ給ふべき」とぞ、人申しける。大方は賢王の名を揚げ、仁德の行かうを施させおはします事も、君御成人の後、[image: ]濁を分たせ給ひての上の御事でこそあるに、無む下げに、この君は、未だ幼主の御時より、性を柔にう和わに受けさせおはします。

　去んぬる承安の頃ほひは、御年十[image: ]ばかりにもや、ならせおはしましけん。あまりに紅こう葉えふを愛せさせ給ひて、北二の陣に小山を築つかせ、櫨はじ・楓樹かへでの、實まことに色うつくしう紅も葉みぢたるを植ゑさせ、紅葉もみぢの山と名づけて、終日ひねもすに叡覽あるに、なほ飽き足らせ給はず。しかるを、或夜野の分わきはしたなう吹いて、紅こう葉えふ皆吹き散らし、落らく葉えふすこぶる狼らう藉ぜきなり。殿三との守もりの[image: 伴]ともの御み奴やつこ、[image: ]あさ淨ぎよめすとて、これを悉こと〴〵く掃き捨ててけり。殘れる枝、散れる木この葉をば、かき集めて、風すさまじかりける[image: ]あしたなれば、縫四ぬひ殿どのの陣にて、酒暖めてたべける薪にこそしてげれ。奉五ぶ行ぎやうの藏くら人んど、行ぎやう幸がうより先にと、急ぎ行きて見るに、跡あと形かたなし。「いかに」と問へば、「しか〴〵」と答ふ。「あなあさまし。さしも君の執しつし思し召されつる紅こう葉えふを、かやうにしつる事よ。知らず、汝等禁獄・流る罪ざいにも及び、我が身もいかなる逆げき鱗りんにか預らんずらん」と、思はじ事なう、案じ續けて居たりける處に、主上、いとゞしく、夜よるの御お殿とゞを出でさせもあへず、彼處かしこへ行幸なつて、紅葉もみぢを叡覽あるに、なかりければ、「いかに」と御おん尋たづねありけり。藏人何なにと奏すべき旨もなし。ありのまゝに奏そう聞もんす。天機殊に御おん快こゝろよげに、うち笑ゑませ給ひて、「林六間に酒を暖めて紅葉を燒たくと云ふ詩の心をば、されば、それらには誰たれが[image: ]へけるぞや。優しうも仕つかまつつたるものかな」とて、却かへつて叡感に預あづかつし上は、あへて勅勘なかりけり。

　又安元の頃ほひ、御おん方かた違たがひの行幸のありしに、さらでだに雞七けい人じん曉を唱ふ、聲明めい王わうの眠ねぶりを驚かすほどにもなりしかば、いつも御おん寢ね覺ざめがちにて、つや〳〵御ぎよ寢しんもならざりけり。況いはんや、さゆる霜夜の烈しきには、延喜の[image: ]せい代たい、國土の民どもが、いかに寒かるらんとて、夜の御殿おとゞにして御ぎよ衣いを[image: ]がせ給ひける事などまでも、思し召し出でて、わが帝德の至らぬ事をぞ御歎ありける。やゝ深更に及んで、[image: ][image: 遠]く人の叫ぶ聲しけり。供ぐ奉ぶの人々は聞きも附けられず。主上は聞し召して、「たゞ今叫ぶは何者ぞ。あれ見て參れ」と仰せければ、上八うへ臥ぶししたる殿てん上じやう人びと、上九じやう日にちの者に仰せて尋ぬれば、或る辻つじに、あやしの女めの童わらはの、長なが持もちの蓋ふた提さげたるが、泣くにてぞありける。「いかに」と問へば、「主しゆうの女[image: ]の、院の御所に候さぶらはせ給ふが、この[image: ]やう〳〵にして仕立てられたりつる衣きぬを、持つて參るほどに、たゞ今男の二三人詣まうで來て、奪ひ[image: ]つてまかりぬるぞや。今は御裝束があらばこそ、御所にも候はせ給はめ。又はか〴〵しうたち宿らせ給ふべき、親しき御方もましまさず。これを思ひ續くるに、泣くなり」とぞ云ひける。さてかの女めの童わらはを具して參り、この由奏聞したりければ、主上聞し召して、「あな無む慚ざん、何者のしわざにてかあるらん」とて、龍りよう顏がんより御淚を流させ給ふぞ忝かたじけなき。「堯げうの代の民は、堯の心の直すなほなるを以て心とする故に、皆直すなほなり。今の代の民は、朕ちんが心を以て心とする故に、か一〇だましき者[image: ]てうにあつて罪を犯す。これ吾が恥にあらずや」とぞ仰せける。「さるにても、[image: ]られつらん衣は何色ぞ」と、仰せければ、「しか〴〵の色」と奏す。建禮門院、その時は未だ中宮にて渡らせ給ふ時なり。その御おん方かたへ、「さやうの色したる御ぎよ衣いや候」と、御尋ねありければ、先のよりはるかに色美しきが參りたるを、件くだんの女めの童わらはにぞ賜はせける。「未だ夜深し。又さる目にもぞ逢ふ」とて、上日の者を數多あまたつけて、主の女[image: ]の局まで、送らせまし〳〵けるぞ忝き。されば、あやしの賤しづの男を賤しづの女めに至るまで、たゞこの君千秋萬[image: ]の寶算をぞ祈り奉る。





【注記】

一　延喜・天曆の帝　醍醐・村上の兩帝。

二　北の陣　下の縫殿の陣に同じ。

三　殿守の[image: 伴]の御奴　主殿寮の下部で禁庭の掃除などを掌つた者。

四　縫殿の陣　朔[image: ]門（[image: ]裏の北正面の門）の稱。縫殿寮の傍にあり、衞府官人の詰所。北の陣。

五　奉行の藏人　「大膳の大夫信成がいまだそのころ藏人にて、紅葉の奉行承つて候ひけるが」（八）。「盛」この部分、庭のことなど詳しい。

六　林間に　和漢朗詠集、白樂天「林間煖[image: ]酒燒[image: ]紅葉[image: ]石上題[image: ]詩掃[image: ]綠苔[image: ]」。

七　雞人　和漢朗詠集「雞人曉唱、聲驚[image: ]明王之眠[image: ]」。雞人は禁中で夜間時刻を知らせる役人。

八　上臥　[image: ]涼殿に宿直する事。

九　上日　當番で出仕する事。

一〇　かだましき者　心のねじけた者。奸人。










付　葵の[image: ]の事






　それに、何よりも又あはれなりし事には、中宮の御おん方かたに候はれける女[image: ]の召し使ひける上しやう童とう、思はざる外、龍顏に咫し尺せきする事ありけり。たゞ尋よの常つねあからさまにてもなくして、まめやかに御志深かりければ、主しゆうの女[image: ]も、召し使はず、却かへつて主の如くにぞ、いつきもてなしける。當一その時かみ謠えう詠やうに云へる事あり、「男を生んでも喜歡することなかれ、女を生んでも悲酸することなかれ。男はこれ侯にだも封ぜられず、女は妃たり」とて、后きさきに立つと云へり。めでたかりける幸さいはひかな。「この人女によう御ご・后とももてなされ、國こく母も仙院とも仰がれなんず」とて、その名を葵あふひの[image: ]まへと申しければ、[image: ]々ない〳〵は葵の女御などぞさゝやき合はれける。主上はこれを聞し召して、その後は召さざりけり。これは御志の盡きぬるにはあらず、たゞ世の謗そしりを憚はゞからせ給ふによつてなり。されば御おん詠ながめがちにて、つや〳〵供ぐ御ごも聞し召さず。御ご惱なうとて、常は夜よるの御殿おとゞにのみ入らせおはします。その時の關白松殿、この由を承つて、「主上御心の盡きぬる事こそおはすなれ。申し慰め參らせん」とて、急ぎ御ご參さん[image: ]だいあつて、「さやうに叡えい慮りよにかゝらせましまさんに於ては、何なんでふ事か候ふべき。件くだんの女[image: ]召され參らすべしと覺え候。品しな尋ねらるゝに及ばず。基[image: ]やがて、猶いう子しに仕り候はん」と奏せさせ給へば、主上仰せなりけるは、「いさとよ、そこに計らひ申すもさる事なれども、位をすべつて後は、間ま々ゝさる例ためしもあるなり。正まさしう在位の時、さやうの事は後代の謗そしりなるべし」とて、聞し召しも入れざりければ、關白殿力及ばせ給はず、御淚を抑へて、御[image: ]出ありけり。その後主上、綠みどんの薄うす樣やうの、匂にほひことに深かりけるに、古き言ことなれども、思し召し出でて、かうぞ遊ばされける、


[image: ]二ぶれど色に出でにけり我が戀は物や思ふと人の問ふまで



冷三れい泉ぜいの少將隆[image: ]、これを賜はり次いで、件くだんの葵あふひの[image: ]に賜たばせたれば、これを[image: ]つて懷ふところに入れ、顏うち赤め、例ならぬ心地出で來たりとて、里へ歸り、うち臥すこと五六日して、つひにはかなくなりにけり。君四が一いち日じつの恩の爲に、妾せふが百年の身を誤つとも、かやうの事をや申すべき。「昔唐五の太宗の、鄭てい仁じん基きが女むすめを、元觀殿に入れんとせさせ給ひしを、魏ぎ徵ちよう、かの娘すでに陸氏に約せり、と諫いさめ申したりければ、殿てんに入れらるゝ事を止とゞめられたりしには、少しも違たがはせ給はぬ、今の君の御心ばせかな」とぞ、人申しける。





【注記】

一　當時　「白氏[image: ]集（十二）長恨歌傳に、『當時有[image: ]云、生[image: ]女勿[image: ]悲酸[image: ]生[image: ]男勿[image: ]喜歡[image: ]（中略）』とあり、『當時有云』を別本長恨歌傳に『當時謠詠有云』に作り、『謠詠』に『コトハザニ』と訓せり」（略解）。

二　[image: ]ぶれど　拾遺集、戀、[image: ][image: 兼]盛。

三　冷泉の少將隆[image: ]　「御心しりの殿上人」（八）。次の章參照。

四　君が　白樂天の「井底引銀瓶」の句。

五　唐の　貞觀政要に見える。










三　小督の事






　主しゆ上しやうは、戀慕の御淚に思し召し沈ませ給ひたるを、申し慰め參らせんとて、中宮の御方より、小一こ督がうの殿と申す女[image: ]を參らせらる。そも、こ二の女[image: ]と申すは、櫻町の中納言成しげ範のりの卿の娘、禁中一の美人、雙ならびなき琴の上じやう手ずにてぞまし〳〵ける。冷泉の大納言隆三たか[image: ]ふさの卿、未いまだ少將なりし時、見そめたりし女[image: ]なり。始めは歌を詠よみ[image: ]をば盡されけれども、玉たま章づさの數のみ積りて、靡なびく氣け色しきもなかりしが、さすが[image: 情]に弱る心にや、終つひには靡き給ひけり。されども、今は君へ召され參らせて、せん方もなく悲しくて、飽かぬ別れの淚にや、袖しほたれて干しあへず。

　少將、いかにもして、小こ督がうの殿を今一度見奉る事もやと、その事となく、常は參さん[image: ]だいせられけり。＊小督の殿のおはしける局の邊へん、彼方かなた此方こなたへ、たゝずみ步ありき給ひけれども、小督の殿、我、君へ召され參らせぬる上は、少將いかに申すとも、詞ことばをもかはすべからずとて、傳つての[image: 情]をだにもかけられず。少將、もしやと、一首の歌を詠ようで、小督の殿のまし〳〵ける局の御み簾すの中うちへぞ投げ入れける、


思四ひかね心は空に陸奧みちのくのちかの鹽しほ釜がま[image: ]きかひなし



小こ督がうの殿、やがて返事もせまほしうは、思はれけれども、君の御爲、御うしろめたしとや思はれけん、手にだに[image: ]つても見給はず、やがて上しやう童とうに[image: ]らせて、坪の[image: ]へぞ投げ出いださる。少將、[image: 情]なう恨めしけれども、さすが人もこそ見れと、そら恐しくて、急ぎ[image: ]つて懷ふところに引入れて出でられけるが、なほたち歸り、


たまづさを今は手にだに[image: ]らじとやさこそ心に思ひ捨つとも



今はこの世にて相見ん事もかたければ、生きて居て、とにかくに人を戀しと思はんより、たゞ死なんとのみぞ、願はれける。

　入[image: ]相國、この由を傳へ聞き給ひて、「中五宮と申すも御おん女むすめ、冷六泉の少將もまた聟なり。小こ督がうの殿に、二人の聟むこを[image: ]られては、世の中よかるまじ。いかにもして、小督の殿を召し出いて失はん」とぞ宣ひける。小督の殿、この由を聞き給ひて、我が身の上は、とにもかくにもなりなん、君の御爲御心苦し、と思はれければ、或る夜[image: ]だい裏りをばまぎれ出でて、行方ゆくへも知らずぞ失せられける。主上御歎き斜なのめならず。晝は夜よるの御殿おとゞにのみ入らせ給ひて、御淚に沈ませおはします。夜は南七殿に出しゆつ御ぎよなりて、月の光を御覽じてぞ、慰ませまし〳〵ける。入[image: ]相國、この由を承つて、「さては、君は小督故に思し召し沈ませ給ひたんなり。さらんに[image: ]つては」とて、御ご介かい錯しやくの女[image: ]達をも參らせられず、參[image: ]し給ふ人々もそねまれければ、入[image: ]の權威に憚はゞかつて、參り[image: ]ふ臣下もなし。男なん女にようちひそめて、禁八中いま〳〵しうぞ見えし。

　頃は八月十日餘りの事なれば、さしもくまなき空なれども、主しゆ上しやうは御淚に曇らせ給ひて、月の光もおぼろにぞ御覽ぜられける。やゝ深更に及んで、「人やある、人やある」と召されけれども、御いらへ申す者もなし。やゝあつて、彈だん正じやうの大だい弼ひつ仲九國、その夜しも御おん宿直とのゐに參りて、はるかに[image: 遠]う候ひけるが、「仲國」と御いらへ申す。「汝[image: ]う參れ。仰せ下さるべき旨あり」と仰せければ、何事やらんと思ひ、御ご[image: ]ぜん[image: ]うぞ參じたる。「汝もし小こ督がうが行方や知りたる」と仰せければ、「いかでか知り參らせ候ふべき」と申す。「まことや、小督は、嵯さ峨がの邊へん、片かた折をり[image: ]どとかやしたる[image: ]にありと申す者のあるぞとよ。主あるじが名をば知らずとも、尋ねて參らせてんや」と仰せければ、仲國、「主あるじが名を知り候はでは、いかでか尋ね逢ひ參らせ候ふべき」と申しければ、主上、「げにも」とて、御淚せきあへさせましまさず。仲國つく〴〵物を案ずるに、まことや、小督の殿は琴彈ひき給ひしぞかし、この月の明あかさに、君の御事思ひ出で參らせて、琴彈き給はぬ事はよもあらじ、[image: ]だい裏りにて琴彈き給ひし時、仲國笛の役に召され參らせしかば、その琴の音ねはいづくにても聞き知らんずるものを、嵯峨の在ざい家け幾[image: ]かあらん、うち[image: 廻]まはつて尋ねんに、などか聞き出さであるべき、と思ひ、「さ候はば、主あるじが名は知らずとも、尋ね參らせ候ふべし。たとひ、尋ね逢ひ參らせて候ふとも、御ご書しよなど候はずば、うはの空とや思し召され候はんずらん。御書を賜はつて、參り候はん」と申しければ、主上、げにもとて、やがて御書あそばいてぞ、下されける。

　「寮れうの一〇御馬に乘りて行け」と仰せければ、仲國、寮の御馬賜はつて、明めい月げつに鞭むちを揚げ、西をさしてぞ步ませける。「を一一鹿じか鳴くこの山里」と詠じけん嵯峨の邊あたりの秋の頃、さこそはあはれにも覺えけめ。片折[image: ]したる屋やを見附けては、この[image: ]にもやおはすらんと、控へ〳〵聞きけれども、琴彈く所はなかりけり。御み堂だうなどへも參り給へる事もやと、釋一二しや迦か堂だうを始めて、堂々見[image: 廻]れども、小こ督がうの殿に似たる女[image: ]だにもなかりけり。空むなしう歸り參りたらんは、參らざらんより、なか〳〵惡しかるべし、これよりいづちへも、[image: 迷]ひ行かばやと思へども、いづくか王地ならぬ、身を隱すべき宿もなし。いかゞせんと案じ煩ふ。まことや、法一三輪は[image: ][image: ]ければ、月の光に誘さそはれて、參り給へる事もやと、そなたへ向いてぞあくがれける。龜山の傍あたり[image: ]く、松の一ひと群むらある方に、かすかに琴ぞ聞えける。峯の嵐か松風か、尋ぬる人の琴の音か、覺おぼ束つかなくは思へども、駒を早めて行く[image: ]に、片折[image: ]したる[image: ]に、琴をぞ彈き澄まされたる。控へてこれを聞きければ、少しも紛まがふべうもなく、小こ督がうの殿の爪つま音おとなり。樂がくは何ぞと聞きければ、夫を想うて戀ふとよむ想一四さう夫ふ戀れんと云ふ樂がくなりけり。仲國、さればこそ、君の御事思ひ出で參らせて、樂こそ多けれ、この樂を彈き給ふ事の優しさよ、と思ひ、腰より橫やう笛でう拔き出し、ちつと鳴ならいて、門かどをほと〳〵とたゝけば、琴をばやがて彈き止み給ひぬ。「これは、[image: ]だい裏りより仲國が御使に參りて候。開あけさせ給へ」とて、たゝけども〳〵、咎むる者もなかりけり。やゝあつて、[image: ]より人の出づる音しけり。嬉しう思ひて待つ處に、錠ぢやうをはづし、門かどを細目に開け、幼氣いたいけしたる小こ女によう[image: ]ばうの、顏ばかりさし出いて、「これは、さやうに[image: ]裏より御使など賜はるべき所でも候はず。若もし門かど違たがへでぞ候ふらん」と云ひければ、仲國、返事せば門かど立てられ、錠ぢやうさされなんずとや思ひけん、是非なく押し開けてぞ入りにける。

　妻つま[image: ]どの際きはなる緣えんに居て、「何とて、かやうの所に御渡り候ふやらん。君は御ご故ゆゑに思し召し沈ませ給ひて、御命も已に危くこそ見えさせまし〳〵候へ。かやうに申さば、うはの空とや思し召され候ふらん。御ご書しよを賜はつて參りて候」とて、[image: ]とり出いだいて奉る。ありつる女[image: ][image: ]次いで、小督の殿にぞ參らせける。これを開けて見給ふに、まことに君の御書にてぞありける。やがて御返事書いて引結び、女[image: ]の裝しやう束ぞく一ひと重かさね添へてぞ出されたる。仲國、「御返事の上は、とかう申すに及び候はねども別べちの御使にても候はばこそ。直ぢきの御返事承らでは、いかでか歸り參り候ふべき」と申しければ、小こ督がうの殿、げにもとや思はれけん、自みづから返事し給ひけり。「そこにも聞き給ひつらんやうに、入[image: ]あまりに恐しき事をのみ申す、と聞きしがあさましさに、或夜ひそかに[image: ]びつゝ、[image: ]だい裏りをば紛れ出でて、今はかゝる所のすまひなれば、琴彈く事もなかりしが、明あ日すより、大原の奧へ思ひ立つ事の候へば、主あるじの女[image: ]、今夜ばかりの名な殘ごりを惜しみ、今は夜もふけぬ、立ち聞く人もあらじなど勸むる間あひだ、さぞな昔の名殘もさすがゆかしくて、手て馴なれし琴を彈くほどに、やすうも聞き出されけりな」とて、御淚せきあへ給はねば、仲國もそゞろに袖をぞしぼりける。やゝあつて、仲國淚を抑へて申しけるは、「明日より大原の奧へ思し召し立つ事と候ふは、定めて、御おん樣さまなどもや替へさせ給ひ候はんずらん。しかるべうも候はず。さて君をば何なにとか、し參らせ給ふべき。ゆめ〳〵叶ひ候ふまじ。相構へて、この女[image: ]出し參らすな」とて、供に召具したる馬一五め部ぶ・吉一六きち上じやうなど留め置き、その屋やを守護せさせ、我が身は寮の御馬にうち乘つて、[image: ]だい裏りへ歸り參つたれば、夜はほの〴〵とぞ明けにける。仲國、やがて寮の御馬繫つながせ、女[image: ]の裝束をば、は一七ね馬の障子にうち掛けて、今は定めて御ぎよ寢しんもなりつらん、誰してか申すべきと思ひ、南殿を指して參るほどに、主しゆ上しやうは、未だ昨夜ゆうべの御ぎよ座ざにぞまし〳〵ける。「南一八に翔かけり北に嚮むかふ、寒かん溫うんを秋の雁かりに附け難し。東に出で西に流る、たゞ瞻せん[image: ]ばうを曉の月に寄す」と、御心細げにうち詠ながめさせ給ふ處に、仲國、つと參りつゝ、小こ督がうの殿の御返事をこそ參らせけれ。主上、なのめならずに御感あつて、「さらば汝、やがて夕ゆふさり具して參れ」とぞ仰せける。仲國、入[image: ]相國のかへり聞き給はん所は恐しけれども、これまた勅諚なれば、人に車借つて、嵯さ峨がへ行き向ふ。小督の殿、參るまじき由宣へども、樣々やう〳〵にこしらへ奉りて、車に乘せ奉りて、[image: ]だい裏りへ參りたりければ、かすかなる所に[image: ]ばせて、夜々よな〳〵召され參らせける[image: ]に、[image: ]宮御ご一いつ所しよ出で來させ給ひけり。坊一九ばう門もんの女院とは、この宮の御事なり。

　入[image: ]相國、「小二〇こ督がうが失せたりと云ふは、跡あと形かたもなき虛そら事ごとなり。いかにもして失はん」と宣ひけるが、何とかしてかは、謀たばかり出されたりけん、小督の殿を捕へつゝ、尼になしてぞ追おつ放ぱなたる。[image: ]二十三。出家は元より[image: ]みなりけれども、心ならず尼になされ、濃き墨すみ染ぞめにやつれはて、嵯さ峨がの奧にぞ住まれける。無む下げにうたてき事どもなり。主上はかやうの事どもに、御惱づかせ給ひて、遂に隱れさせ給ひけるとかや。

　法皇うち續き御おん歎なげきのみぞしげかりける。去んぬる永萬には、第一の御子、二條院崩御なりぬ。安元二年の七月には、御孫六條院隱れさせ給ひぬ。天に住まば比ひ翼よくの鳥、地にあらば[image: ]理の枝とならんと、天あまの河の星を指して、さしも御おん[image: ]ちぎり淺からざりし建春門院、秋の霧に侵されて、[image: ]あしたの露と消えさせ給ひぬ。年とし月つきは隔たれども、昨日きのふ今け日ふの御別れのやうに思し召して、御淚も未だ盡きせざるに、治承四年の五月には、第二の皇子高倉の宮討たれさせ給ひぬ。現げん世ぜ後ご生しやう賴み思し召されつる新院さへ、先立たせ給ひぬれば、とにかくに、かこつ方なき御淚のみぞしげかりける。「悲二一しみの至つて悲しきは、老いて後のち子に後おくれたるよりも悲しきはなし。恨みの至つて恨めしきは、若うして親に先立つよりも恨めしきはなし」と、かの[image: ]二二あさ綱つなの相しやう公こうの、子息澄すみ明あきらに後れて、書きたりける筆の跡、今こそ思し召し知られけれ。かの一二三乘妙典の御ご讀どく誦じゆも怠らせ給はず、三二四さん密みつ行ぎやう法ぼふの御ご薰くん修じゆも功こう積らせおはします。天下諒りやう闇あんになりしかば、大宮人もおしなべて、花の袂たもとややつれけん。





【注記】

一　小督　山槐記によると右衛門督成範の女。信西の孫に當る。

二　この女[image: ]と申すは　「その頃少納言入[image: ]信西の末の娘に天下第一の美人ありけり……三條小河（こがう）に住み給ひければ、小河殿とぞ申しける」（長）。

三　隆[image: ]　群書類從に隆[image: ]艷詞がある。

＊　以下、「たまづさを」の歌まで艷詞參照。たゞし小督の名は艷詞に見えない。

四　思ひかね　「長」には、次の歌と共に記していない。

五　中宮　高倉天皇の中宮德子（建禮門院）は[image: ]盛の女。

六　冷泉の少將　隆[image: ]の北の方は[image: ]盛の女。

七　南殿　紫宸殿。

八　禁中　「禁中のありさまいたいたしきほどなり」（八）。

九　仲國　「高[image: 兼]と申して、殿上の藏人候、とて參りたり」（長）。仲國は源氏。

一〇　寮の御馬　馬寮の御馬。

一一　を鹿鳴く　[image: ]原基俊家集「を鹿鳴くこの山里のさがなれば悲しかりける秋の夕暮」。

一二　釋迦堂　嵯峨[image: ]涼寺の俗稱。

一三　法輪　嵐山の東、渡月橋の南にある智福山法輪寺。

一四　想夫戀　雅樂の曲名。もとは相府[image: ]。徒然草參照。

一五　馬部　左右馬寮の下衆。

一六　吉上　六衞府の役人。

一七　はね馬の障子　馬形の障子。[image: ]涼殿渡殿の南に立てゝある衝立障子。表に馬の圖、裏に打毬の圖がある。

一八　南に翔り　和漢朗詠集「南翔北嚮、難[image: ]付[image: ]寒溫於秋鴻[image: ]、東出西流、只寄[image: ]瞻[image: ]於曉月[image: ]」[image: ]綱作。

一九　坊門の女院　範子[image: ]親王。土御門天皇の准母。

二〇　小督　建壽御[image: ]日記（建春門院中納言日記）に、承安四年三月（一一七四）、高倉天皇の御方違の行幸の記事あり、その中に「山吹のにほひ、[image: ]きひとへ、えび染の唐衣、白腰の裳着たる若き人の、ひたひのかゝり、姿よそひなど、人よりはことにはなばなと見えしを、いまだ見じとて、人に問ひしかば、小督の殿とぞ聞きし。このたびより、物いひそめて、局のそなたざまなれば、おるとても具してなどありしが、その後行くへも知らで、二十餘年の後、嵯峨にて行き會ひたりしこそあはれなりしか」とある。小督、この年十七[image: ]、建壽御[image: ]（俊成女）は十八[image: ]。なお、「入[image: ]相國」より「隱れさせ給ひけるとかや」まで「八」になし。

二一　悲しみの至つて悲しきは　本[image: ][image: ]粹、後江相公爲[image: ]亡息澄明四十九日[image: ]願[image: ]「悲之又悲、莫[image: ]悲[image: ]於老後[image: ]子、恨而更恨、莫[image: ]恨[image: ]於少先[image: ]親」。「八」になし。

二二　[image: ]綱　參議大江音人の孫。音人を江相公というに對して後江相公という。

二三　一葉妙典　法華經。

二四　三密行法　眞言の行法。










四　[image: 廻]めぐらし[image: ]ぶみの事






　入[image: ]相國、かやうに、いたく[image: 情]なう當り奉られたりける事を、さすが、そら恐しうや思はれけん、法皇なぐさめ參らせんとて、安あ藝きの嚴いつく島しまの[image: ]ない侍しが腹の[image: ]一君の、生年十八になり給ふをぞ、法皇へは參らせらる。當家他家の公く卿ぎやう多く供ぐ奉ぶして、ひとへに女御參りの如くにてぞありける。「上皇隱れさせ給ひて、わづか二に七しち日にちだに過ぎざるに、しかるべからず」とぞ、人々さゝやき合はれける。

　さる[image: ]に、その頃信しな濃の國に、木曾次の郞義仲といふ源氏ありと聞えたり。彼は故こ帶刀たてはき先せん生じやう義よし賢かたが次男なり。しかるを、父二義賢は、去んぬる久壽二年八月十二日、[image: 鎌]倉の惡源太義[image: ]が爲に誅せられぬ。その時は未いまだ二[image: ]なりしを、母抱かゝへて泣く泣く信濃へ下り、木曾中三ちゆう三ざう[image: 兼][image: 遠]が許に行きて、「これ、いかにもして、育てて人に成して、我に見せよ」と言ひければ、[image: 兼][image: 遠]かひ〴〵しう[image: 請]うけ[image: ]とつて養育す。やうやう長大するまゝに、容儀帶佩人に[image: ]すぐれ、心も雙ならびなく剛なりけり。「力の[image: ]さ、弓矢打うち物もの[image: ]つては、すべて上しやう古この田四村・利五とし仁ひと・餘六よ五ごの將軍・致七ち賴らい・保八ほう昌しやう、先祖賴らい光くわう・義ぎ家かの[image: ]あ臣そんと云ふとも、これにはいかでかまさるべき」とぞ人申しける。十三で元服したりしにも、先まづ八や幡はたへ參り、[image: ]つ夜やして、「我が四代の祖父義家[image: ]臣は、この御神の御子となして、名をば八はち幡まん太郞義よし家いへと號しき。かつうはその跡を追ふべし」とて、御寶[image: ]にて髻もと[image: ]ゞり上げ、木曾次郞義仲とこそ附けたりけれ。常は傅めのとの中ちゆう三ざうに具せられて、都へ上り、[image: ]家のふるまひ有樣どもをも、よく〳〵見窺うかゞひけり。木曾、或時傅めのとの[image: 兼][image: 遠]を喚ようで、「そも〳〵兵衞佐の賴[image: ]は、東八箇國を討ち從へて、東海[image: ]より攻め上り、[image: ]家を追ひ落さんとすなり。義仲も東とう山さん北ほく陸ろく兩[image: ]を從へて、今一日も先に[image: ]家を亡ぼして、たとへば、日本國に二人ふたりの將軍と仰がれんと思ふはいかに」と宣へば、[image: 兼][image: 遠]大きに畏り[image: ]びて、「その料にこそ、君をばこの二十餘年まで、養育し奉つて候へ。かやうに仰せらるゝこそ、八幡殿の御末とも覺えさせましませ」とて、やがて謀む叛ほんを企つ。「先づ[image: 廻]九めぐらし[image: ]ぶみ候ふべし」とて、信濃國には、根ねの井ゐ小彌太・滋しげ野の行親を語らふに、背そむく事なし。これを始めて、信濃一國の兵つはものども、皆從ひ附きにけり。上野かうづけの國くにには、多た胡ごの郡こほりの兵つはものども、父義賢が好しみによつて、これも從ひ附きにけり。[image: ]家の末になりぬる折を得て、源氏年來としごろの素懷を遂げんとす。





【注記】

一　[image: ]君　「禪門小女（世號[image: ]御子[image: ]君[image: ]、巫女腹云々）納[image: ]法皇宮[image: ]云々（中略）今日故院初七日也」（玉葉、治承五・一・二〇）。

二　父義賢は　「父の義賢は、去んぬる久壽二年九月廿三日に、武藏國大藏が[image: ]にして、惡源太義[image: ]に組んで討たれぬ」（八）。

三　中三[image: 兼][image: 遠]　中原[image: 兼][image: 遠]。

四　田村　坂上田村[image: 麿]。

五　利仁　[image: ]原氏。醍醐天皇の時代に、鎭守府將軍。

六　餘五將軍　[image: ]維茂。鎭守府將軍。

七　致賴　[image: ]民。

八　保昌　[image: ]原氏。

九　[image: 廻][image: ]　[image: ]書を方方へまわす事。[image: 廻]覽させる事。[image: 廻]狀。










付　飛脚到來の事






　木曾と云ふ所は、信濃に[image: ]つても南の端、美み濃の境ざかひなれば、都も無む下げに[image: ][image: ]し。[image: ]家の人々、「東國の背そむくだにあるに、北國さへこはいかに」とて、大きに恐れ騷がれけり。入[image: ]相國宣ひけるは、「たとひ、信濃一國の者どもこそ、木曾に從ひ附くといふとも、越後國には、餘五將軍の末葉ばつえふ、城じやうの太郞助長、同じき四郞助すけ茂もち、これ等は兄弟ともに多勢の者なり。仰せ下したらんに、やすう討つて參らせてんず」と宣へば、「げにも」と申す人もあり、「いや〳〵たゞ今御大事に及びなんず」と、さゝやく人々もありけるとかや。

　二月一ひと日ひの日、除ぢ目もく行はれて、越後國の住人、城じやうの太郞助長、越後守に任ず。これは木曾追討せらるべき謀はかりごととぞ聞えし。同じき七日の日、大臣公く卿ぎやう家いへ々〳〵にして、[image: ]そん[image: ]しよう陀だ羅ら尼に並びに不動明王書一かき供く養やうせらる。こ二れは兵ひやう亂らん愼しみの爲とぞ聞えし。同じき九日の日、河[image: ]國の石川郡に居住しける武藏權守の の入[image: ]義基、子息石川判はん官ぐわん代だい義[image: 兼]、これも[image: ]家を背いて賴[image: ]に心を[image: ]はして、東國へ落ち下るべしなど聞えしかば、[image: ]家やがて討手を遣つかはす。大將軍には源大夫判官季貞、攝津判官盛澄、都合その勢三千餘騎で、河[image: ]國へ發向す。城じやうの[image: ]には義よし基もと法ほふ師しを始めとして、僅か百騎ばかりには過ぎざりけり。卯の刻より矢や合あはせして、一日戰ひ暮し、夜に入りければ、義基法師討死す。子息石川判官代義[image: 兼]は、痛いた手で負うて生捕にこそせられけれ。同じき十一日、義基法師が頭かうべ、都へ入つて大路を渡さる。諒闇に賊ぞく首しゆを渡さるゝ事、堀河院崩御の時、[image: ]さきの對馬守源義親が頭かうべを渡されし、その例とぞ聞えし。明くる十二日、鎭ちん西ぜいより飛脚到來、宇う佐さの大だい宮ぐう司じ公きん[image: ]みちが申しけるは、鎭西の者ども、緖方三郞維義を始めとして、臼うす杵き・[image: ]へ次つぎ・松まつ浦ら黨たうに至るまで、一向[image: ]家を背いて、源氏に同心の由申したりければ、[image: ]家の人々、「東國北國の背くだにあるに、西國さへこはいかに」とて、手を打つてあ三ざみ合はれけり。

　同じき十六日、伊豫國より飛脚到來、去こ年ぞの[image: 冬]の頃より、伊四豫國の住人、河野四郞[image: ]みち[image: ]きよ、一向[image: ]家を背いて、源氏に同心の間、備後國の住人、額ぬかの入[image: ]西さい寂じやくは、[image: ]家に志深かりければ、その勢三千餘騎で、伊豫國へおし渡り、[image: ]五だう[image: ]ぜん・[image: ]だう後ごの境なる高たか直なほの城じやうにおし寄せて、さんざんに攻めければ、河野四郞[image: ][image: ]討死す。子息河野四郞[image: ]信は、安藝國の住人奴ぬ田たの次郞は母方の伯父なりければ、それへ越えてあり合はず、父を討たせて安からず思ひけるが、いかにもして西さい寂じやくを討ち[image: ]らんとぞ窺ひける。額ぬかの入[image: ]西寂は、四國の狼藉を鎭めて、今こん年ねん正月十五日、備びん後ごの鞆ともへおし渡り、遊君遊女ども召集めて、遊び戲たはぶれ酒さかもりしける所へ、河野四郞[image: ]信、思ひ切つたる者ども、百餘人相語らつて、ばつとおし寄す。西寂が方にも三百餘人ありけれども、俄にはか事ごとにてありければ、思ひ設けず、あわてふためきけるが、立てあふ者をば射伏せ切り伏せ、先づ西寂を生捕つて、伊豫國へおし渡り、父が討たれたる高直の城じやうまで提さげ持もち行き、鋸のこぎりにて首を切つたりとも聞え、又磔はつつけにしたりとも聞えけり。その後は四國の者ども、河野四郞に從ひ附く。又紀伊國の住人、熊野別當湛たん增ぞうは、[image: ]家重ぢゆう恩おんの身なりしが、忽たちまちに心變りして、源氏に同心の由聞えしかば、[image: ]六家の人々、東國北國の背くだにあるに、南海西海かくの如し。夷い狄てきの蜂ほう起き耳を驚かし、逆亂の先せん表ぺうしきりに奏す。四夷忽たちまちに起れり。世すでに失せなんとする事は、必ず[image: ]家の一門にあらねども、心ある人々の歎き悲しまぬはなかりけり。





【注記】

一　書供養　佛像經[image: ]を書寫して供養する事。

二　これは兵亂愼しみの　「何としたらば、はかばかしき事のあらんずるやうに、ともすれば人ぐるしき事のみあつてとぞ、上下さゝやきあへりける」（八）。なお、助長（資永）が越後守となつたのは、[image: ]盛死後の八月十四日である。

三　あざむ　呆れかえる。あさましく思う。あさむ。

四　伊豫國　この條、「八」は「伊豫國には河野の四郞[image: ]信、五百餘騎にて謀叛おこすとも聞えけり」とのみ記す。

五　[image: ][image: ]・[image: ]後　伊豫を三分し東豫を[image: ][image: ]、中豫を[image: ]後、西豫を宇和という。

六　[image: ]家の人々　「岩」、上を「同心の由聞えけり」とし、「[image: ]家の人々」の句なし。










五　入[image: ][image: 逝]去の事






　同じき廿三日、院の殿上にて俄にはかに公く卿ぎやう僉せん議ぎあり。[image: ]右の大將宗盛の卿の申されけるは、今度坂一ばん東どうへ討手は向うたりといへども、させるし出いだしたる事もなし、今度は宗盛、大將軍を承つて東國北國の凶徒等を追討すべき由、申されければ、諸卿色代して、「宗盛の卿の申し狀、ゆゝしう候ひなんず」とぞ申されける。法皇大きに御ぎよ感かんありけり。公く卿ぎやう殿てん上じやう人びとも、武官に備り、少しも弓きう箭せんに携はらんほどの人々は、宗盛を大將軍として、東國北國の凶徒等を追討すべき由、仰せ下さる。

　同じき二十七日門出して、已にうち立たんとし給ひける夜[image: ]ばかりより、入[image: ]相國違例の心地とて、留とゞまり給ひぬ。明くる二十八日、重病を受け給へりと聞えしかば、京中六波羅ひしめきあへり。「すは、しつるは。さ見つる事よ」とぞさゝやきける。入[image: ]相國、病やまひ附づき給へる日よりして、湯水も喉のどへ入れられず。身の[image: ]の熱き事は、火を燒たくが如し。臥ふし給へる所、四五間が[image: ]へ入る者は、熱堪へ難し。たゞ宣ふ事とては、「あた〳〵」とばかりなり。まことにたゞ事とも見え給はず。あまりの堪へ難さにや、比ひ叡えい山さんより千せん手じゆ井ゐの水を汲み下し、石の槽ふねにたゝへ、それに下おりて冷ひえ給へば、水おびたゞしう沸き上つて、[image: ]なく湯にぞなりにける。もしやと筧かけひの水をまかすれば、石や鐵くろがねなどの燒けたるやうに、水ほとばしりて寄り附かず。自おのづから中あたる水は焰ほむらとなつて燃えければ、黑こく烟えん殿中に充ち滿ちて、炎ほのほ渦卷いてぞあがりける。これや、昔法＊藏僧都と云ひし人、閻えん王わうの[image: 請]しやうに赴おもむいて、母の生しやう所じよを尋ねしに、閻王燐み給ひて、獄卒を相副へて焦熱地獄へ遣つかはさる。鐵くろがねの門もんの[image: ]へさし入つて見れば、流りう星しやうなどの如くに、炎ほのほ空にうち上のぼり、多二百由旬に及びけんも、これには過ぎじとぞ覺えける。

　又入[image: ]相國の北の方八條の二位殿の、夢に見給ひける事こそ恐しけれ。たとへば、猛みやう火くわのおびたゞしう燃えたる車の、主ぬしもなきを、門の[image: ]へ遣やり入れたるを見れば、車の[image: ]後に立ちたる者は、あるは牛の面おもてのやうなる者もあり、あるは馬のやうなる者もあり。車の[image: ]には、無むといふ[image: ]字ばかり顯れたる、鐵くろがねの札をぞ打つたりける。二位殿夢の[image: ]に、「これはいづくよりいづちへ」と問ひ給へば、「[image: ]家太政入[image: ]殿の惡あく行ぎやう超過し給へるによつて、閻えん魔ま王わう宮ぐうよりの御迎ひの御車なり」と申す。「さて、あの札はいかに」と問ひ給へば、「南なん閻えん[image: ]ぶ提だい金四こん銅どう十六丈の廬る[image: 遮]しや那な佛ぶつ燒き亡ぼし給へる罪によつて、無五む間げんの底に沈め給ふべき由、閻魔の廳にて御沙汰ありしが、無間の無をば書かれたれども、未だ間の字をば書かれぬなり」とぞ申しける。二位殿、夢覺めて後、汗あせ水みづになりつゝ、これを人に語り給へば、聞く人皆身の毛竪よだちけり。靈佛靈社へ金こん銀ごん七寶を投げ、馬鞍くら鎧甲よろひ弓矢太た刀ち刀かたなに至るまで、[image: ]り出いで運び出して祈り申されけれども、叶ふべしとも見え給はず。たゞ男女の君きん達だち、跡六あと枕まくらにさし集つどひて、歎き悲しみ給ひけり。

　閏うるふ二月二日の日、二位殿、熱さ堪へ難けれども、入[image: ]相國の御枕によつて、「御有樣見奉るに、日に添へて賴み少うこそ見えさせおはしませ。物の少しも覺えさせ給ふ時、思し召す事あらば、仰せ置かれよ」とぞ宣ひける。入[image: ]相國、日來ひごろはさしもゆゝしうおはせしかども、今はの時にもなりしかば、世にも苦しげにて、息の下にて宣ひけるは＊、「當家は、保元[image: ]治より以來このかた、度ど々ゞの[image: ]敵を[image: ]げ、勸けん賞じやう身に餘り、忝かたじけなくも一天の君の御ご外ぐわい戚せきとして、丞しよう相じやうの位に至り、榮えい花ぐわすでに子孫に殘す。今こん生じやうの[image: ]は、一事も思ひ置く事なし。たゞ思ひ置く事とては、兵衞佐賴[image: ]が頭かうべを見ざりつる事こそ、何よりも又本ほ意いなけれ。われいかにもなりなん後、佛事孝けう養やうをもすべからず。堂塔をも立つべからず。急ぎ討手を下し、賴[image: ]が頭かうべを刎はねて、我が墓の[image: ]にかくべし。それぞ今こん生じやう後ご生しやうの孝養にてあらんずるぞ」と宣ひけるこそ、いとゞ罪深うは聞えし。もしや助かると、板に水を置きて、臥ふし轉まろび給へども、助かる心地もし給はず。同じき四日の日、悶もん[image: ]ぜつ躄びやく地ちして、逐にあ七づち死じにぞし給ひける。馬・車の馳せ違ちがふ音は、天も響き大地も搖ゆるぐばかりなり。一天の君萬乘の主あるじの、いかなる御事ましますとも、これにはいかでか[image: ]まさるべき。今年は六十四にぞなられける。老おい死じにと云ふべきにはあらねども、宿運忽たちまちに盡きぬれば、大だい法ほふ・祕法の效かう驗げんもなく、神明佛ぶつ陀だの威光も消え、諸天も擁おう護ごし給はず。いはんや凡慮に於てをや。身に替り命に代らんと、忠を存ぜし數萬の軍[image: ]は、堂たう上しやう堂たう下かに竝み居たれども、これは目にも見えず力にも拘かゝはらぬ無常の殺八せつ鬼きをば、暫ざん時じも戰ひ返さず。又歸り來こぬ死出の山三みつ瀨せ川がは、黃くわう泉せん中ちゆう有うの[image: ]の空に、たゞ一いつ所しよこそ赴かれけれ。されども、日來ひごろ作り置かれし罪ざい業ごふばかりこそ、獄卒となつて迎ひにも來りけめ。あはれなりし事どもなり。

　さてしもあるべき事ならねば、同じき七日の日、愛宕おたぎにて煙けぶりになし奉り、骨こつをば圓九實法眼、首にかけ、攝津國のへ下り、經きやうの島にぞ納めける。さしも、日本一州に名を揚げ威を振ひし人なれども、身は一時ときの煙となつて、都の空へ立ち上り、骸かばねはしばしやすらひて、濱の眞ま砂さごに戲たはぶれつゝ、空むなしき土とぞなり給ふ。





【注記】

一　坂東へ討手　治承四年十二月、知盛・忠度等が[image: ]江源氏を討ち美濃尾張に至つた事。

＊　元亨釋書法藏傳參照。「八」に法藏僧都（安和二年沒）の事なく、別に次の[image: ]がある。「入[image: ]相國の臥し給ひける上を大鹿の五六、十四五、廿ばかり、かなたへは越ゆる、こなたへは越ゆると、ぬれば夢、さむればうつゝにぞ見給ひける、これひとへに春日の大明神のたちかけらせ給ふにこそとおそろしかりし御事なり」。

二　多百由旬　數多の由旬。由旬は六町一里の四十里。

三　八條の二位殿　時子。[image: ]時信の女。時忠の妹。

四　金銅十六丈の　東大寺の大佛。

五　無間　無間地獄。八大地獄の一つ。

六　跡枕　足の方と頭の方。

＊　「遺言云、三箇日以後可[image: ]有[image: ]葬之儀[image: ]、於[image: ]遺骨[image: ]者納[image: ]播[image: 磨]國山田法花堂[image: ]、每[image: ]七日[image: ]、可[image: ]修[image: ]如[image: ]此佛事[image: ]、每日不[image: ]可[image: ]修[image: ]之、亦於[image: ]京都[image: ]、不[image: ]可[image: ]成[image: ]追善[image: ]、子孫偏可[image: ]營[image: ]東國歸往之計[image: ]者」（吾妻鏡、治承五・閏二・四）。

七　あづち死　もだえ死。「アヅチ」の訓、「眞」による。「あづつ」は跳ね狂う意。

八　殺鬼　無常の理を生ある者を殺す鬼に譬えた語。

九　圓實　左大臣[image: ]原實能の子。










付　經の島の事






　葬送の夜不思議の事ありけり。玉を延のべ金銀を鏤ちりばめて作られたりける西一八條殿、その夜俄にはかに燒けにけり。人の家の燒くる事は、常の[image: ]ひなれども、何者のしわざにやありけん。放火とぞ聞えし。又二六波羅の南に當つて、人ならば二三十人ばかりが聲して、「嬉しや水、鳴るは瀧の水」と云ふ拍子を出いだいて、舞ひ踊り、どつと笑ふ聲しけり。去んぬる正月には、上しやう皇くわう隱れさせ給ひて、天下諒りやう闇あんになりぬ。わづか一兩月を隔てて、入[image: ]相國薨こうぜられぬ。心なき賤あやしの者も、いかが憂へざるべき。「いかさま、これは天狗の所しよ爲ゐ」と云ふ沙汰にて、[image: ]家の逸はやり男をの兵つはものども百餘人、笑ふ聲に付いてこれを尋ぬるに、院の御所法住寺殿には、この三箇年は院も渡らせ給はず。御ご所しよ預あづかり備[image: ][image: ]のぜん司じ基宗と云ふ者あり。かの基宗が相知つたる者ども、酒を持ちて來り集り、飮みけるが、「かゝるをりふしに、音なせそ」とて飮みけるが、次第に飮み醉ひて、かやうには舞ひ踊りけるなり。六波羅の兵つはものどもこれを聞き附け、ばつと推し寄せ、酒に醉ゑひたる者ども二三十人搦からめ捕とつて、六波羅へ將ゐて參り、坪の[image: ]にひつすゑさせ、[image: ]右の大將宗盛の卿、大おほ床ゆかに立つて、事の子細を尋ね聞き給ひて、「げにも、さやうに飮み醉ひたらんずる者を、左さ右うなう斬るべきやうなし」とて、皆歸されけり。

　上下、人の失せぬる跡には、[image: ]てう夕せきに鐘打ち鳴し、例三れい時じ・懴四せん法ぽふする事は、常の[image: ]ひなれども、この禪門薨ぜられて後は、いさゝか供く佛ぶつ施せ僧そうの營みといふ事もなし。[image: ]夕たゞ軍いくさ合かつ戰せんの營みの外は、又他事なしとぞ見えし。

　およそは、最期の所勞の有樣どもこそ、うたてけれども、まことには、只たゞ人びととも覺えぬ事ども多かりけり。日吉の社へ參り給ひしにも、當家他家の公く卿ぎやう多く供ぐ奉ぶして、攝せふ籙ろくの臣の春日かすがの御參詣、宇五治入りなど申すとも、これにはいかでかまさるべき、とぞ人申しける。何よりも又、福原の經の島築ついて、上下往來の船の、今の世に至るまで、煩ひなきこそめでたけれ。かの島は、去んぬる應保元年二月上旬に、築つき始められたりけるが、同じき八月二日の日、俄にはかに大風吹き大浪立ちて、皆搖ゆり失ひてき。同じき三年三月下旬に、阿波民部重能を奉行にて、築かれけるに、「人六ひと柱ばしら立てらるべき」なんど、公卿僉せん議ぎ有りしかども、「それは、なかなか罪ざい業ごふなるべし」とて、石の面おもてに一切經を書いて、築かれたりける故にこそ、經の島とは名づけけれ。





【注記】

一　西八條殿　事實は葬送の[image: ]々夜に燒けた。

二　又六波羅の　以下「皆歸されけり」まで「八」になし。「葬禮寄[image: ]車之間、東方有[image: ]今樣亂舞聲[image: ]（卅人許聲）、以[image: ]人令[image: ]見[image: ]之、聞[image: ]最[image: ]光院中[image: ]云々」（百鍊抄、治承五・閏二・六）。

三　例時　例時に阿彌陀經を誦し引聲念佛を唱える勤行。

四　懺法　誦經して罪障を懺悔する行法。天台宗では夕例時・[image: ]懺法と言う。

五　宇治入　[image: ]原氏で關白に新任された者が始めて宇治の[image: ]等院に參人する儀式。

六　人柱　「爰埋[image: ]一人[image: ]祭[image: ]海神[image: ]、石面書[image: ]寫一切經[image: ]、卽以[image: ]其石[image: ]得[image: ]修固[image: ]」（帝王編年記、承安三年）










六　慈心坊の事＊






　或人の申しけるは、[image: ]盛公は只たゞ人びとにあらず。慈一じ慧ゑ僧正の化け身しんなり。その故は、攝津國の[image: ]せい澄ちよう寺じの[image: ]ひじり、慈じ心しん坊ばう[image: ]そん慧ゑと申ししは、本は叡山の學がく侶りよ、多年法ほつ華けの持者なり。しかるを、[image: ]心發おこし、離山してこの寺に住みけるを、人皆歸き依えしけり。去んぬる承二安二年十二月二十二日の夜に入つて、[image: ]慧、常じやう住ぢゆうの佛[image: ]にいたり、脇けふ息そくによりかゝつて、法華經讀み奉りける處に、夢ともなく現うつゝともなく、淨じやう衣えに立たて烏ゑ帽ぼ子し着て、草わら鞋んづ脛巾はゞきしたる男二人、立三たて[image: ]ぶみを持もて來たり。[image: ]慧夢の中うちに、「あれはいづくよりぞ」と問ひ給へば、「閻えん魔ま王わう宮ぐうより宣せん旨じの候」とて、[image: ]慧に渡す。[image: ]慧これを開いて見るに、「南なん閻えん[image: ]ぶ提だい大日本國攝津國[image: ]澄寺の[image: ]ひじり慈心坊[image: ]慧、來る二十六日、閻魔羅城大だい極ごく殿でんにして、十萬部の法ほ華け經きやうあり。十萬國より十萬人の僧を供く養やうし、法華轉讀せらるべきなり。[image: ]慧もその人數たる上、急ぎ參勤せらるべし。閻えん王わう宣せん仍よつて屈四くつ[image: 請]しやう件くだんの如し。承安二年十二月二十二日、閻魔廳」とぞ書かれたる。[image: ]慧、いなみ申すに及ばねば、やがて領りやう承じようの[image: 請]うけ[image: ]ぶみを奉ると覺えて、夢覺めぬ。これを院主の光くわう影やう[image: ]に語りたりければ、聞く人身みの毛竪よだちけり。その後はひとへに死去の思ひをなして、口には佛名を唱へ、心に引いん接ぜふの悲願を念ず。同じき二十五日の夜に入つて、又常住の佛[image: ]に參り、例の如く念ねん誦じゆ讀どく經きやうす。子ねの刻ばかり、眠ねむり切せつなるが故に、住[image: ]に歸つてうち臥す。丑うしの刻ばかり、又先の如く男二人來て、とうとうと勸むる間、[image: ]慧、參詣致さんとすれば、衣五え鉢はつさらになし。閻王宣せんを辭せんとすれば、甚だその恐れあり。この思ひをなす處に、法ほふ衣え自じ然ねんに身に纏まとつて肩にかゝり、天より金こがねの鉢はち下る。二に人にんの從じゆ僧そう、二人の童子、十人の下げ僧そう、七寶の大だい車しや、寺坊の[image: ]に現げんず。[image: ]慧、喜んで車に乘り、西北に向つて空を翔かけると覺えて、[image: ]なく閻魔王宮に至りぬ。王宮の體ていを見るに、外郭曠々としてその[image: ]渺々べう〳〵たり。その中に七寶所しよ成じやうの大だい極ごく殿でんあり。高廣金こん色じきにして、更に凡ぼん夫ぶの眼に及び難し。その日の法ほふ會ゑ終つて後、餘僧等皆歸り去んぬ。[image: ]慧は大極殿の南方の中門に立つて、遙はるかの大極殿を見渡せば、冥官冥みやう衆じゆ、皆閻魔法王の御[image: ]に畏る。あり難き參詣なり。この次でに、後ご生しやうの罪障を尋ね申さんと思つて、步み向ふ。その間に二人の從じゆ僧そう箱を持ち、二人の童子蓋六がいをさし、十人の下僧列を引いて、やう〳〵步み[image: ]づく時、閻魔法王、冥官冥衆悉く下おり迎ふ。藥王菩ぼ薩さつ・勇ゆ施ぜ菩薩、二人の從じゆ僧そうに變じ、多た聞もん・持ぢ國こく、二人の童子に現ず。十じふ羅ら刹せつ女によ、十人の下僧に變じて、隨ずゐ逐ちく給きふ仕じし給へり。閻王問つて曰のたまはく、「餘僧等皆歸り去んぬ。御坊一人來る事いかん」。[image: ]慧答へ申されけるは、「われ幼少より、法ほつ華け轉讀每日怠らずといへども、後ご生しやうの罪障を未だ知らず。尋ね申さんがためなり」。閻王仰せけるは、「往生不往生は人の信不信にありと云々。それ法華は、三世ぜの諸佛の出世の本ほん懷ぐわい、衆しゆ生じやう成じやう佛ぶつの直ぢき[image: ]だうなり。一念信しん解げの功く德どくは、五ご波は羅ら密みつの行ぎやうにも越え、五七十展てん轉でんの隨喜の功德は、八十箇年の布ふ施せにも[image: ]すぐれたり。されば、汝かの功く力りきによつて、都八と率そつの[image: ]院に生ずべし」とぞ仰せける。閻王、又冥みやう官くわんに勅して仰せけるは、「この人の一いち期ごの行ぎやう、作さ善ぜんの[image: ]ふ箱ばこにあり。[image: ]り出いて化け他たの碑ひ[image: ]もん見せ奉れ」と仰せければ、冥官畏り承つて、南方の寶藏に行きて、かの一つの[image: ]ふ箱ばこを[image: ]つて參り、卽すなはち蓋ふたを開いて讀み聞かす。一いち期ごが間、思ひと思ひ、爲せしと爲せし事の、一つとして顯れずと云ふ事なし。[image: ]慧悲歎啼てい泣きふして、「たゞ願はくは、出しゆつ離り生しやう死じの方法を[image: ]へ、證しよう大だい菩ぼ提だいの直ぢき[image: ]だうを示し給へ」と、泣く〳〵申されければ、閻王哀あい愍みん[image: ]けう化げして、種々の偈げを誦じゆす。


妻さい子し王わう位ゐ財ざい眷けん屬ぞく　　死し去こ無む一いち來らい相さう親しん

常じやう隨ずゐ業ごふ鬼き繫け縛ばく我が　　受じゆ苦く叫けう喚ぐわん無む邊へん際ざい



この偈を誦し終つて、[image: ]慧に附屬す。[image: ]慧、斜なのめならずに[image: ]よろこび、「南なん閻えん[image: ]ぶ提だい大日本國に、[image: ]へい大相國と申す人こそ、攝津國和九田の御み崎さきを點じて、四面十餘町に屋やを建て、今日の十萬僧會の如く、多くの持經者を屈くつ[image: 請]しやうして、坊々に一面に座につけ、念誦讀經、丁[image: ]に勤ごん行ぎやう致され候」と申す。閻王、隨喜感嘆し給ひて、「件くだんの入[image: ]は、只たゞ人ひとにはあらず。慈じ慧ゑ僧正の化け身しんなり。その故は、天台の佛法護持の爲に、假に日本に再誕する故に、われ、かの人を日々に三度禮らいする[image: ]もんあり。件くだんの入[image: ]に得さすべし」とて、


敬きやう禮らい慈じ慧ゑ大だい僧そう正じやう　　天てん台だい佛ぶつ法ぽふ擁おう護ご者しや

示じ現げん最さい初しよ將一〇しやう軍ぐん身しん　　惡あく業ごふ衆しゆ生じやう同どう利り[image: ]やく



この[image: ]もんを讀み終つて、[image: ]慧に又附囑す。[image: ]慧[image: ]びの淚を流いて、南方の中門を出づる時、十餘人の從じゆ僧そう等、車の[image: ]後を守護し、東南に向つて空を翔かけり、[image: ]なく歸り來たるかと覺えて、夢の心地して生き出でぬ＊。

　その後、都へ上り、入[image: ]相國の西八條の亭に行きて、この由申したりければ、入[image: ]相國、斜ならず[image: ]び、樣やう々〳〵にもてなし、樣さま々〴〵の引出物賜ひて、その時の勸けん賞じやうには、律師になされけるとぞ聞えし。それよりしてこそ、[image: ]盛公をば慈慧僧正の化け身しんとは、人皆知りてげり。持一一ぢ經きやう上しやう人にんは弘法大師の再誕、白河院は又持經上人の化身なり。この君は、功く德どくの林をなし、善根の德を重ねさせおはします。末代にも、[image: ]盛公、慈慧僧正の化身にて、惡あく業ごふも善根も共に功を積んで、世の爲人の爲に、自他の利り[image: ]やくをなすと見えたり。かの達一二だつ多たと釋しやく[image: ]そんの、同どう衆しゆ生じやうの利り[image: ]やくに異ならず。





【注記】

＊　古今著聞集、卷二參照。なお、慈心坊の自記と稱する冥途蘇生記がある（後[image: ]丹治氏、戰記物語の硏究）。

一　慈慧　良源。天台座主。永觀三年沒、七四。

二　承安二年　この日附、及び下の宣旨、「八」になし。「或時、彼が夢に冥官來つて[image: ]げ給はく、來る十月廿一日に……」とする。

三　立[image: ]　正式に認めた書狀。奉書その他の用紙に記してたてに卷き、折疉んで上包したもの。

四　屈[image: 請]　僧侶を迎えること。

五　衣鉢　衣は袈裟、鉢は僧侶の食器。共に僧の常に所持する品。

六　蓋　僧の用いるかさ。

七　五十展轉の隨喜の功德　法華經を聽聞し隨喜して他に轉轉と[image: ]え、五十人めに及ぶ、その五十番目の人の隨喜する功德。

八　都率の[image: ]院　彌勒の淨土。

九　和田の御崎　古今著聞集によれば承安二年三月十五日の事。注二參照。

一〇　將軍身　[image: ]盛。

＊　「八」に、「[image: ]惠かやうの事どもを本に復し、[image: ]澄寺の緣起に寫して今にありとぞ承る。かの湯の山と申すは、閻魔宮の東門に當れりとぞ人申しける」とし、以下なし。

一一　持經上人　未詳。以下「異ならず」まで、「岩」になし。

一二　達多　提婆達多（だいばだつた）。釋迦のいとこで、惡業甚しく、生きながら地獄に落ちた。










七　祇園女御の事






　又古い人の申しけるは、[image: ]盛公は只たゞ人びとにはあらず、實まことには白河院の御子なり。その故は、去んぬる永久の頃ほひ、祇一ぎ園をん女によう御ごとて、幸二さいはひ人びとおはしましき。件くだんの女[image: ]の栖すまひ所どころは、東ひがし山やまの麓ふもと祇園の邊ほとりにてぞありける。白河院常はかしこへ御ご幸かうなる。或時殿てん上じやう人びと一兩人、北面少々召し具して、[image: ]びの御幸ありしに、頃は五月さつき二十日餘り、まだ宵の事なるに、五月雨さみだれさへかき暗くれて、萬よろづ物いぶせかりけるをりふし、件の女[image: ]の宿所[image: ]う御堂あり、御堂の傍かた邊ほとりより光ひかり物ものこそ出で來たれ。頭かしらは銀しろがねの針を[image: 磨]き立てたるやうにきらめき、片手には槌つちのやうなる物を持ち、片手には光る物をぞ持つたりける。これぞ眞まことの鬼と覺ゆる。手に持ちたる物は、聞ゆる打うち出での小こ槌づちなるべし。「いかゞせん」とて、君も臣も大きに騷がせおはします。その時忠盛、北面の下げ﨟らふにて供ぐ奉ぶせられたりけるを、御[image: ]へ召して、「この中には汝ぞあるらん。あのもの射も殺し、斬りも留とゞめなんや」と仰せければ、畏り承つて步み向ふ。忠盛[image: ]ない々〳〵思ひけるは、このもの、さして猛たけき者とは見えず、思ふに狐きつね狸たぬきのしわざにてぞあるらん、これを射も殺し、斬りも留めたらんは、無む下げに念ねんなからまし、同じくは生いけ捕どりにせん、と思うて步み向ふ。とばかりあつてはさつとは光り、とばかりあつてはさつとは光り、二三度しけるを、忠盛走り寄つてむずと組む。組まれて、「こはいかに」と騷ぐ。變へん化げの者にてはなかりけり。人にてぞ候ひける。その時上下手々てんでに火を燃ともいて、これを御覽じ見給ふに、六十ばかりの法師なり。たとへば、御み堂だうの承三じよう仕じ法師にてありけるが、佛に御み明あかしを參らせんとて、片手には手て瓶がめと云ふ物に油を入れて持ち、片手には土器かはらけに火を入れてぞ持つたりける。雨は、沃四いに沃いて降る。濡れじとて、小麥の藁わらを引結んで被かづいたりけるが、土器かはらけの火に耀かゞやいて、ひとへに銀しろがねの針の如くには見えけるなり。事の體てい一々次第に顯れぬ。「これを射も殺し、斬りも留めたらんは、いかに念なからまし。忠盛がふるまひこそ、まことに思慮深けれ。弓ゆみ矢や[image: ]とりは、優しかりけるものかな」とて、さしも御最愛と聞えし祇園女によう御ごを、忠盛にこそ下されけれ。この女御孕はらみ給へり。「[image: ]うめらん子、女によ子しならば朕ちんが子にせん。男なん子しならば忠盛とりて、弓矢[image: ]りに仕立てよ」とぞ仰せける。卽すなはち男を[image: ]めり。事五にふれては披ひ露ろうせざりけれども、[image: ]々はもてなしけり。この事、いかにもして奏せばやと思はれけれども、しかるべき便びん宜ぎもなかりけるが、或六時白河院、熊野へ御幸なる。紀伊國絲いと鹿が坂さかといふ所に、御おん輿こしかき居すゑさせ、しばらく御休息ありけり。その時忠盛、藪やぶに幾らもありける零ぬ餘か子ごを、袖にもり入れ、御[image: ]へ參り、畏つて、


い七もが子ははふほどにこそなりにけれ



と申されたりければ、院やがて御心得あつて、


たゞもり[image: ]りてやしなひにせよ



とぞ附けさせまし〳〵ける。さてこそわが子とはもてなされけれ。こ八の若君あまりに夜よ泣なきをし給ひしかば、院、聞し召して、一首の御ご詠えいを遊ばいてぞ下されける、


夜よ泣なきすとたゞもり立てよ末の代に[image: ]く盛さかふる事もこそあれ



それよりしてこそ、[image: ]盛とは名のられけれ。十二の[image: ]元服して兵ひやう衞ゑの佐すけになり、十八の[image: ]四し品ほんして四位の兵衞佐と申ししを、子細存知せぬ人は、「華族の人こそかうは」と申されければ、鳥[image: ]院は知しろし召して、「[image: ]盛が華族は、人に劣らじ」とこそ仰せけれ。昔も天智天皇、孕はらみ給へる女によう御ごを大たい織しよく冠わんに給ふとて、「この女御の[image: ]めらん子、女子ならば朕が子にせん。男子ならば臣が子にせよ」と仰せけるに、則ち男子を[image: ]めり。多た武ふの峯の本願、定九ぢやう慧ゑく和わ[image: ]しやうこれなり。上一〇しやう代だいにもかゝる例ためしありければ、末代にも[image: ]盛公、まことには白河院の皇子として、さしもたやすからぬ天下の大事、都遷うつりなど云ふ事をも、思ひ立たれけるにこそ。





【注記】

一　祇園女御　白河殿、東の御方などと呼ばれた。今鏡、宇治のかはせの卷參照。

二　幸人　寵愛を得た人。

三　承仕法師　佛[image: ]の燈火・佛具などを掌る僧。

四　沃に沃て降る　注ぐようにひどく降る。沃るは注ぐの意。

五　事にふれては　以下、「もてなしけり」まで「岩」になし。

六　或時　「この子三[image: ]の時、保安元年の秋、白河院熊野御參詣あり」（盛）。

七　いもが子は　返しと共に類型の物を今物語に載せ、作者を小大[image: ]と光[image: ]にする。「長」は今物語に從い、この部分を卷五の月見の條に入れる。「もり入れ」はもいで入れる、の意。

八　この若君　「盛」、この條「たゞもりとりて」の[image: ]にあり、忠盛が熊野に參詣して「[image: ]くさかふる」の歌を託宣として受けたとしている。「長」女御の夢に見た歌とする。

九　定慧　大和多武峯の妙樂寺創建を立願した定慧和[image: ]。この事、今昔物語卷廿二・多武峯略記など參照。

一〇　上代にも　以下、「八」なし。










八　洲の股合戰の事






　同じき二十日の日、五條の大納言國綱の卿も失せ給ひぬ。入[image: ]相國とさしも[image: ]ちぎり深うおはせしが、同日に病やまひづいて、同じ月失せ給ひけるこそ不思議なれ＊。

　同じき廿二日、[image: ]の右大將宗盛の卿院ゐん參ざんして、院の御所を法住寺殿へ御ご幸かうなし奉るべき由奏せらる。かの御所は、去んぬる應保元年四月十五日に造り出されて、新一いま日び吉え、新いま熊ぐま野の、間ま[image: ]ぢかう勸くわん[image: 請]じやうし奉り、山せん水ずゐ木こ立だちに至るまで、思し召すまゝなりしが、[image: ]家の惡あく行ぎやうによつて、この二三箇年は、院も渡らせ給はず。御ご所しよの破は壞ゑしたるを修しゆ理りして、御幸なし參らすべき由、奏そう聞もんせられたりければ、法皇、「何なんのやうもあるべからず。たゞとう〳〵」とて御幸なる。先まづ、故建春門院のおはしける御おん方かたを御覽ずれば、岸の松、汀みぎはの柳、年經へにけりと覺しくて、木こ高だかくなれり。太二たい液えきの芙ふ蓉よう、未び央やうの柳、これに向ふにいかんが淚なんだ[image: ]まざらん。かの南なん[image: ]だい西せい宮きゆうの昔の跡、今こそ思し召し知られけれ。三月一ひと日ひの日、南都の僧綱等、皆許されて本官に復す。末寺莊園一所も相違あるべからざる由仰せ下さる。

　同じき三日の日、大三佛殿事こと始はじめあり。事始の奉行には、[image: ]左の少辨行四ゆき隆たかぞ參られける。この行隆、先年八や幡はたへ參り、[image: ]つ夜やせられたりける夢に、御寶殿の御[image: ]おし開き、鬟びんづら結うたる天童の出でて、「これは大菩薩の御使なり。大佛殿事始の奉ぶ行ぎやうの時は、これを持つべし」とて、笏しやくを給はるといふ夢を見て、覺めて後見給へば、現うつゝに枕まくら上がみにぞ候ひける。あな不思議、當時何事あつてか、大佛殿事始の奉行には參るべきと、思はれけれども、御靈夢なれば、懷中して宿所に歸り、深う納めて置かれけるが、[image: ]家の惡行によつて、南都炎上の間、多くの辨べんの中に、この行隆選び出されて、大佛殿事始の奉行に參られける、宿緣のほどこそめでたけれ。

　同じき十日の日、美み濃のの國の目もく代だい、早馬を以て都へ申しけるは、源氏すでに尾張國まで攻め上り、[image: ]を塞いで、人を一向[image: ]さぬ由申したりければ、[image: ]家やがて討手を差向けらる。大將軍には、左兵衞督知盛・左中將[image: ]經・同じき少將有盛・丹後侍從忠[image: ]、侍さぶらひ大だい將しやうには、越中次郞兵衞盛もり嗣つぎ・上總五郞兵衞忠光・惡七兵衞景[image: ]を先として、都合其の勢三萬餘騎、尾張國へ發向す。入[image: ]相國薨ぜられて、わづか五旬をだに滿たざるに、さこそ亂れたる世と云ひながら、あさましかりし事どもなり。源氏の方には、十郞藏くら人んど行家・兵衞佐のの弟卿五きやうの公きみ義ぎ圓ゑん、都合其の勢六千餘騎、尾張河を隔てて、源[image: ]兩方に陣をとる。

　同じき十六日の夜に入つて、源氏六千餘騎、河を渡いて、[image: ]家三萬餘騎が勢の中へ驅け入り、寅とらの刻より矢や合あはせして、夜の明くるまで戰ふに、[image: ]六家の方にはちつとも騷がず。「敵かたきは河を渡いたれば、馬・物の具も皆濡れたるぞ。それを標しるしに討てや」とて、源氏を中に[image: ]とり籠こめて、われ討うつ[image: ]とらんとぞ[image: ]みける。兵衞佐の弟卿七公義圓、深入りして討たれにけり。十郞藏人行家、さん〴〵に戰ひ、家の子郞等多く射させ、力及ばで、河より東へ引き[image: ]く。[image: ]家やがて河を渡いて、落ち行く源氏を追八おふ物もの射いに射て行くに、彼處あそこ此こ處ゝにて返し合せて、防ぎ戰ふといへども、多た勢ぜいに無ぶ勢ぜい、叶ふべしとも見えざりけり。「水九すゐ澤たくを後うしろにする事なかれとこそ云ふに、今こん度どの源氏の謀はかりごとは、おろかなり」とぞ人申しける。十郞藏人行家は引き[image: ]き、參河國にうち越えて、矢や矧はぎ川がはの橋を引き、搔かい楯だて搔かいて待ち懸けたり。[image: ]家やがて續いて攻め給へば、そこをも遂つひに攻め落されぬ。なほも續いて攻め給はば、參河[image: 遠]江とほたふみの勢は、たやすう附くべかりしを、大將軍左兵衞督知盛、「勞いたはりあり」とて、參河國より都へ歸り上られけり。今度もわづか一陣をこそ破られたれども、殘黨を攻めざれば、させるし出したる事なきが如し。

　[image: ]家は、去々年小松の大臣おとど薨ぜられぬ。今年又入[image: ]相國失せ給ひぬ。運命の末になる事、顯あらはなりしかば、年ねん來らい恩顧の輩ともがらの外は、從ひ附く者なかりけり。東一〇國は草も木も、皆源氏にぞ靡なびきける。





【注記】

＊　「岩」「八」など、こゝになお國綱・如無僧都のことあり、「延」「長」には類話として行[image: ]のこともある。「盛」にはさらに靜信法印のことを加える。

一　新日吉、新熊野　この句、「八」になし。

二　太液の芙蓉　白氏[image: ]集、長恨歌「歸來池苑皆依[image: ]舊、太液芙蓉未央柳、芙蓉如[image: ]面柳如[image: ]眉（中略）西宮南苑多[image: ]秋草[image: ]」。太液は漢宮の池の名。未央は漢の宮殿の名。

三　大佛殿事始　大佛殿建築の起工式。

四　行隆　中山行隆。この人の子が下野守行長で、徒然草に[image: ]家の作者とされた信濃[image: ]司行長と同一人かといわれている。卷三「行隆の沙汰」參照。

五　卿公義圓　義經の同母兄、幼名乙若。

六　[image: ]家の方には　「[image: ]家のかたの大將軍左兵衞督知盛、鐙ふんばりつつ立ち上り」（八）。

七　卿公　「長」、鳥[image: ]の卿公圓全とし、討死の次第詳しい。「延」「八」もほゞ同じ。

八　追物射　逃げる敵を追いながら後から射ること。

九　水澤　「兵法右[image: ]倍山陵[image: ][image: ][image: ]左水澤[image: ]」（史記、韓信傳）。諸本、水驛とする。

一〇　東國は　この句、「八」になし。










付　しはがれ聲の事






　さる[image: ]に、越後國のの住人、城じやうの太郞助長、越後守に任ぜらる。[image: ]恩の忝かたじけなさに、木曾追討の爲にとて、その勢三萬餘騎で、信濃國へ發向す。六月十五日に門かど出でして、すでに打うつ立たたんとしける夜や[image: ]はんばかり、俄にはかに空かき曇り、雷いかづちおびたゞしう鳴つて、大おほ雨あめ下くだり、天[image: ]れて後、虛こ空くうにし一はがれたる聲を以て、「南なん閻えん[image: ]ぶ提だい金こん銅どう十六丈の盧る[image: 遮]しや那な佛ぶつ、燒き亡ぼし奉つたる[image: ]家の方かた人うどする者こゝにあり。よつて召し[image: ]れや」と、三み聲こゑ叫んでぞ[image: ]りける。城じやうの太郞を始めとして、これを聞く兵つはものども、皆身の毛よだちけり。郞等ども、「これほど恐しき天の御[image: ]つげの候ふに、たゞ理りをまげて留とまらせ給へ」と云ひけれども、「弓矢[image: ]る身の、それによるべからず」とて、城じやうを出でて僅わづか二十餘町ぞ行きたりける。又黑雲一ひと群むら立ち來つて、助長が上に覆ふと見えしが、忽たちまちに身竦すくみ心ほれて、落馬してけり。輿こしに舁かかれて[image: ]たちへ歸り、うち臥す事三時ときばかりあつて、遂に死ににけり。飛二脚を以て、都へこの由を申したりければ、[image: ]家の人々、大きに恐れ騷がれけり。

　同じき七月十四日、改元あつて養和と號す。その日除ぢ目もく行はれて、[image: 筑]後守貞能、肥後守になつて、[image: 筑][image: ]肥後兩國を賜はつて、鎭西の謀叛[image: ]げに、その勢三千餘騎で鎭西へ發向す。又三その日、非常の赦しや行はれて、去んぬる治承三年に流され給ひし人々、皆都へ召し返さる。入[image: ]松まつ殿どの殿てん下が、備[image: ]國より上のぼらせ給ふ。妙めう音おん院ゐんの太政大臣殿、尾張國より御上洛、按察あぜつの大納言資賢の卿は、信濃國より歸洛とぞ聞えし。同じき二十八日、妙音院殿御ご院ゐん參ざん。去んぬる長四寬の歸洛には、御[image: ]の簀すの子こにして、賀が王わう恩おん・[image: ]げん城じやう樂らくを彈ひき給ひしが、養和の今の歸京には、仙五せん洞とうにして秋しう風ふう樂らくをぞ遊ばされける。いづれも〳〵風ふ[image: 情]ぜい・折をりを思し召しよらせ給ひける、御心ばせこそめでたけれ。按察大納言資賢の卿も、その日同じう院參せらる。法皇叡覽あつて、「いかにやいかに、この頃は[image: ]はぬ鄙ひなの住すまひして、郢六えい曲きよくなども、今は定めて跡あと形かたあらじとこそ思し召せども、先づ今いま樣やう一つあれかし」と仰せければ、大納言拍子[image: ]つて、「信七濃にあんなる木き曾そ路ぢ川がは」と云ふ今樣を、これは正まさしう見聞かれたりしかば、「信濃にありし木曾路川」と歌はれけるこそ、時に[image: ]つての高名なれ。





【注記】

一　しはがれたる聲　「おそろしげなる聲をもつて虛空に物がつげて[image: ]る」（八）。從つて、「八」には「しはがれ聲」の題目はなく、「墨俣合戰」の下にはいつている。

二　飛脚を以て　「盛」、弟の城次郞の早馬による報[image: ]で、助長は中風で死んだと傳える。吾妻鏡によると九月三日の[image: ]急死している。同卷「九　橫田河原合戰の事」參照。

三　又その日　以下、この段の終まで「八」「長」「延」になし。

四　長寬の歸洛　以下、今樣の事まで、十訓抄卷一に見える。

五　仙洞　上皇の御所。

六　郢曲　催馬樂・朗詠・今樣などの總稱。

七　信濃にあんなる　體源抄「信濃にあんなる木曾路川、君に思ひの深ければ、みぎはに袖をぬらしつゝ、あらぬ瀨にこそすゝぎつれ」。










九　橫田河原合戰の事






　八月七日の日、官一の廳にして、大二だい仁にん王わう會ゑ行はる。これは將まさ門かど追討の例とぞ聞えし。九月一日の日、純すみ友とも追討の例とて、伊い勢せ大神宮へ鐵くろがねの鎧よろひ甲かぶとを參らせらる。勅使は祭主神じん祇ぎの權ごんの大たい副ふ大おほ中なか臣とみの定三さだ隆たか、都を立つて、[image: ]江國甲かふ賀がの驛うまやより病やまひ附づいて、同じき三日の日、伊勢の離り宮ぐうにして、遂に死にぬ。又調てう伏ぶくの爲に、五壇の法承つて行ひける降がう三ざん世ぜの大四だい阿あ闍じや梨り、大五だい行ぎやう事じの彼六ひ岸がん所じよにして、寢ね死じにに死にぬ。神明も三寶も、御おん納なふ受じゆなしと云ふ事いちじるし。又大元の法承つて行ひける安あん祥じやう寺じの實じつ嚴げん阿闍梨が、御おん卷くわん數じゆを參らせたるを、披見せられければ、[image: ]氏調伏の由を注[image: ]しけるこそ恐しけれ。「こはいかに」と仰せければ、「[image: ]敵調伏せよと仰せ下さる。つら〳〵當世の體ていを見候ふに、[image: ]家專ら[image: ]敵と見えたり。よつて彼を調伏す。なんの咎とがや候ふべき」とぞ申しける。「この法師奇怪なり。死罪か流る罪ざいか」と沙汰ありしかども、大小事の怱そう劇げきにうち紛れて、なんの沙汰にも及ばず。[image: ]七家亡び源氏の代になつて、[image: 鎌]倉へ下り、この由かくと申しければ、[image: 鎌]倉殿感じ給ひて、その勸けん賞じやうに、僧正になされけるとぞ聞えし。

　同じき十八二月二十四日、中宮、院號蒙らせ給ひて、建禮門院とぞ申しける。主しゆ上しやう未だ幼主の御時、母后の院號これ始めとぞ承る。

　さる[image: ]に、今年も暮れて、養和も二年になりにけり。[image: 節]せち會ゑ以下常の如し。二月二十一日、太九たい白はく、昴一〇ばう星せいを侵をかす。天[image: ]要錄に曰く、「太白、昴星を侵せば、四夷起る」と云へり。又「將軍勅命を承つて、國の境を出づ」とも見えたり＊。三月十日の日、除ぢ目もく行はれて、[image: ]家の人々大略官加階し給ふ。四月十五日、[image: ]さきの權少僧都顯眞、日吉の社にして、如によ法ほふに法ほ華け經きやう一萬部轉讀致さるゝ事ありけり。御結けち緣えんの爲にとて、法皇も御幸なる。何者の申し出したりけるやらん、「一院、山門の大たい衆しゆに仰せて、[image: ]家追討せらるべし」と聞えしかば、軍ぐん兵ぴやう、[image: ]だい裏りへ參じて四方の陣ぢん頭どうを警固す。[image: ]氏の一類、皆六波羅へ馳せ集る。本三位の中將重しげ衡ひらの卿、その勢せい三千餘騎で、日吉の社へ參向す。山門に又聞えけるは、「[image: ]家山やま攻めんとて登とう山ざんす」と聞えしかば、大だい衆しゆ東坂本へ降おり下くだつて、「こはいかに」と僉せん議ぎす。法皇も叡慮を驚かさせおはします。公く卿ぎやう殿てん上じやう人びとも色も失ひ、北面の輩ともがらどもの中には、あまりにあわて騷いで、黃一一わう水ずゐ吐つく者多かりけり。山一二上・洛中の騷動斜なのめならず。さる[image: ]に、重衡の卿、穴あな太ふの邊へんにて、法皇迎ひ[image: ]り參らせて、都へ[image: ]御なし奉る。「一院、山門の大だい衆しゆに仰せて、[image: ]家追討せらるべしと云ふ事も、[image: ]家又山攻めんと云ふ事も、跡あと形かたなき虛そら事ごとなり。たゞ天魔のよく荒れたるにこそ」とぞ、人申しける。法皇仰せなりけるは、「かくのみあらんには、この後は、御おん物もの詣まうでなど申す事も、御心には任すまじき事やらん」とぞ仰せける。同じき二十日の日、二一三十二社へ官くわん幣ぺい使しを立てらる。これは飢き饉きん疾疫によつてなり。同じき五月二十四日に改元あつて壽永と號す。その日除ぢ目もく行はれて、越後國の住人、城じやうの四郞助すけ茂もち、越後守に任ず。兄助長[image: 逝]去の間、不吉なりとて、しきりに辭し申しけれども、勅命なれば力及ばず。これによつて、助茂を長なが茂もちと改名す。

　さる[image: ]に、九月二日の日、越後國の住人、城四郞長茂、木曾追討の爲にとて、越後・出[image: ]・會一四津四郡の兵つはものどもを引率して、都合その勢四萬餘騎、信濃國へ發向す。同じき九日の日、當國橫田河原に陣をとる。木曾は、依よ田だの城じやうにありけるが、三千餘騎で城じやうを出でて馳せ向ふ。こゝに、信濃源氏、井上九郞光盛が謀はかりごとに、三千餘騎を七手に分ち、俄にはかに赤あか旗はた七流ながれ作つて、手々てんでにさしあげ、あそこの峯こゝの洞ほらより寄せければ、越後の勢ども、これを見て、「あはや、この國にも味方のありけるは。力附きぬ」とて、勇み[image: ]よろこぶ處に、次第に[image: ]うなりければ、相あひ圖づを定めて、七手が一つになり、赤旗ども切り捨てさせ、かねて用意したりける白旗をさつとさし上げて、鬨ときをどつと作りければ、越後の勢ども、これを見て、「こは謀たばかられにけり。敵かたき何十萬騎かあるらん。とり籠こめられては叶ふまじ」とて、あわてふためきけるが、或いは河へ追おつぱめられ、或いは惡所へ追ひ落されて、助かる者は少う、討たるゝ者ぞ多かりける。城四郞が宗むねと賴み切つたる越後の山太の郞・會津の乘じよう丹たん[image: ]ばうなど云ふ一人當千の兵つはものどもも、そこにて皆討[image: ]られぬ。城四郞、我が身手負ひ、辛き命生きつゝ、河について越後國に引[image: ]く。飛脚を以て、都へこの由を申したりけれども、[image: ]家の人々これを事ともし給はず。

　同じき十六日、[image: ]右大將宗盛の卿、大納言に[image: ]一五くわん着ちやくして、十月三日の日、[image: ]大臣になり給ふ。同じき七日慶一六よろこび申まをしのありしに、公く卿ぎやうには花くわ山ざんの院中納言を始め奉つて、十二人扈こし從ようして遣り續けらる。藏人頭とうの親宗以い下げ殿てん上じやう人びと十六人[image: ]驅す。中納言四人、三位の中將も三人までおはしき。東國北國の源氏等、蜂の如くに起り合ひ、たゞ今都へ亂れ入る由聞えしかども、[image: ]家の人々は、風の吹くやらん、波の立つやらんをも知り給はず。かやうに花やかなりし事ども、なか〳〵云ふかひなうぞ見えし。

　さる[image: ]に、今年も暮れて、壽永も二年になりにけり。[image: 節]せち會ゑ以下常の如し。正月五日の日、[image: ]てう覲きんの行幸ありけり。これは、鳥[image: ]院六[image: ]にて、[image: ]覲の行幸ありし、その例とぞ聞えし。二月二十一日、宗盛公從じゆ一位し給ふ。やがてその日[image: ]大臣をば上一七表せらる。これは兵亂愼つゝしみの爲とぞ聞えし。南都北ほく嶺れいの大だい衆しゆ、熊ゆ野や・金一八きん峯ぽう山せんの僧徒、伊勢大神宮の祭主神じん官ぐわんに至るまで、一向[image: ]家を背いて、源氏に心を[image: ]はしけり。四海に宣せん旨じをなし下し、諸國へ院ゐん宣ぜんを遣せども、院宣・宣旨をも皆[image: ]家の下知とのみ心得て、隨ひ附く者なかりけり。





【注記】

一　官の廳　太政官廳。

二　大仁王會　每年三月七月仁王護國般若經を講じ[image: ]家安泰を祈[image: 請]する法會を仁王會といゝ、一代一度のを大仁王會という。

三　定隆　大中臣氏系圖によると、九月十六日に離宮院で頓死（略解）。

四　大阿闍梨　降三世明王を受持つた阿闍梨。「八」「延」「長」覺算法印とする。百鍊抄によると、日吉の社で調伏の法を行つている最中に、十月廿七日、東坂本で頓死（略解）。

五　大行事　山王二十一社の一。

六　彼岸所　春秋の彼岸會を行う所。

七　[image: ]家亡び　「盛」に、この後日談なし。「長」には、「源氏大いに感じて仔細を奏聞す、法皇殊に御感ありて、その勸賞に權律師になされけり」。

八　十二月二十四日「延」「長」この項なく、十二月三日、皇嘉門院の死、六日、覺快法親王の死、十三日、院の御所移轉の事を記す。建禮門院の院號を定めたのは、この年十一月二十五日。

九　太白　金星。

一〇　昂星　すばる。

＊　「延」天變の實例として楊貴妃の物語を記し、續いて役行者の事がある。

一一　黃水　胃から吐きもどす液。

一二　山上洛中　比叡山上と京都市中。

一三　二十二社　[image: ]廷から恒例奉幣のある特別の二十二社。伊勢大神宮、石[image: ]水八幡、賀茂、松尾、[image: ]野等。

一四　會津四郡　會津・耶[image: 蔴]・大沼・河沼の四郡。

一五　[image: ]着　舊職に復すること。げんぢやく。

一六　慶申　官位昇[image: ]などの御禮を申す儀式。[image: ]申。

一七　上表　辭表をたてまつること。

一八　金峯山　きんぶせん。きんぶうせん。






[image: ]家物語卷第六







卷第七





一　北國下向の事






　壽永二年三月上旬に、木曾冠のくわん者じや義仲、兵衞佐すけ賴[image: ]、不一快の事ありと聞えけり。さるほどに、[image: 鎌]倉の[image: ]兵衞佐賴[image: ]、木曾追討の爲にとて、その勢十萬餘騎で、信濃國へ發向す。木曾はその頃、依よ田だの城じやうにありけるが、その勢三千餘騎で、城じやうを出でて、信濃と越後の境なる熊坂山に陣を[image: ]る。兵衞佐も、同じき國の[image: ]、善光寺にこそ着き給へ。木曾、乳母めのと子ごの今二井四郞[image: 兼][image: ]を使者にて、兵衞佐の許へ遣す。

「そも〳〵御ご邊へんは、東とう八箇國を討ち隨へて、東海[image: ]より攻め上のぼり、[image: ]家を追ひ落さんとはし給ふなり。義仲も東とう山せん北ほく陸ろく兩[image: ]を討ち隨へて、北陸[image: ]より攻め上り、今一日も先に[image: ]家を亡さんとする事でこそあるに、いかなる子細あつてか、御邊と義仲中を違たがうて、[image: ]家に笑はれんとは思ふべき。たゞし、叔父の十郞藏くら人んど殿こそ、御邊を恨み奉る事ありとて、義仲がもとへおはしつるを、義仲さへ、すげなうあしらひもてなし申さん事、いかんぞや候へば、これまではうち[image: ]れ申したり。義仲に於ては、全く意趣思ひ奉らず」と宣のたまひ遣つかはされたりければ、兵衞佐の返事に、「今こそさやうに宣へども、まさしう賴[image: ]討つべき由の謀む叛ほんの企くはだてありと、[image: ]げ知らする者あり。たゞし、それにはよるべからず」とて、土と肥ひ・梶原を先として、數萬騎の軍兵をさし向けらるゝ由聞えしかば、木曾、眞實意趣なき由を表さんが爲に、嫡子に[image: ]し水みづの冠くわん者じや義重とて、生年十一[image: ]になりける小こ冠くわん者じやに、海うみ野の・[image: ]月・諏す訪は・[image: ]澤など云ふ一人當千の兵を相副へて、兵衞佐のもとへ遣す。兵衞佐、「この上は、まことに意趣なかりけり。賴[image: ]未だ成人の子を持たず。よし〳〵、さらば子にし申さん」とて、[image: ]水冠の者を相具して、[image: 鎌]倉へこそ歸られけれ。

　さ＊る[image: ]に、木曾義仲は、東山北陸兩[image: ]を討ち隨へて、すでに都へ亂れ入る由聞えけり。[image: ]家は、去こ年ぞの[image: 冬]の頃より、「明年は、馬三の草くさ飼かひに附きて、軍いくさあるべし」と披露せられたりければ、山せん陰いん山せん陽やう南海西さい海かいの兵ども、雲うん霞かの如くに馳せ集る。東とう山せん[image: ]は[image: ]江あふみ・美み濃の・飛ひ驒だの兵つはものは參りたれども、東海[image: ]は、[image: 遠]江とほたふみより東の兵つはものは一人も參らず。西は皆參りたり。北ほく陸ろく[image: ]だうは若わか狹さより北の兵つはものは一人も參らず＊。

　[image: ]家の人々、先づ木曾義仲を討つて後、兵衞佐賴[image: ]を討つべき由の公く卿ぎやう僉せん議ぎありて、北國へ討手をさし向けらる。大將軍には、小松の三位の中將維盛、越[image: ]三位[image: ]盛、副將軍には、薩さつ[image: 摩]まの守かみ忠たゞ度のり・皇くわう后ごう宮うぐの亮すけ經つね正まさ・淡あは路ぢの守かみ[image: ][image: ]・參み河かはの守かみ知とも度のり、侍大將には越中次郞兵衞盛もり嗣つぎ・上總かづさの大夫判官忠綱・飛驒大夫判官景高・河[image: ]判官秀國・高橋判官長綱・武藏三郞左衞門有國を先として、以上大將軍六人、しかるべき侍三百四十餘人、都合その勢十萬餘騎、四月十七日の辰の一點に都を立つて、北國へこそ赴かれけれ＊。片四かた[image: ]みちを賜はつてげれば、相あふ坂さかの關より始めて、路ろ次しに持もて會ふ權けん門もん勢せい家けの正しやう[image: ]ぜい官くわん物もつをも恐れず、一々に皆奪ひ[image: ]る。志賀・唐崎・三みつ河かは尻じり・眞野・高島・鹽津・貝かひ津づの[image: ]の邊ほとりを、次第に追つゐ捕ぶくして[image: ]りければ、人民こらへずして、山野に皆逃てう散さんす。





【注記】

一　不快の事　「盛」、題目を「賴[image: ]義仲中惡しき事」として詳しい。甲斐源氏武田信光の讒言とする。「延」も同じ。この條の題目、「八」は「[image: ]水冠者のさた」、「岩」は「[image: ]水冠者」。

二　今井四郞[image: 兼][image: ]　義仲の傅中原[image: 兼][image: 遠]の子。樋口次郞[image: 兼]光の弟。下の義重（義高、また義基）の母は[image: 兼][image: ]の女。

＊　以下、「岩」に「北國下向」とする。

三　馬の草[image: ]　馬に草を食わせること。四月がその時期。

＊　「されども伊豆國の住人、伊東の九郞祐氏、相模國の住人俣野の五郞景久、高橋の判官長綱、武藏の三郞左衞門有國、長井の齋[image: ]別當實盛は[image: ]家のかたにぞ候ひける」（八）。

＊　「延」、將士の裝束の事など記し、嚴島の神主のつくり事として、老翁六人が六人の大將軍を祝つて姿を消す物語がある。「盛」にもあり。

四　片[image: ]を賜はる　征討の費用に充てるため、沿[image: ]諸國から片[image: ]だけ租[image: ]の徵發を許されること。










二　竹生島詣での事＊






　大將軍維盛・[image: ]盛は[image: ]み給へども、副將軍忠度・經正・[image: ][image: ]・知度などは、未だ[image: ]江國鹽津・貝津に控へ給へり。中にも、皇后宮亮經の正は、幼少の時より、詩しい歌か管絃の[image: ]に長じ給へる人にておはしければ、かゝる亂れの中にも、心を澄まし、或る[image: ]あした、湖みづうみの端はたにうち出でて、はるかに沖なる島を見渡いて、供に候ふ[image: ]兵衞尉有あり[image: ]のりを召して、「あれはいかなる島ぞ」と問ひ給へば、「あれこそ、聞え候ふ竹ちく生ぶ島しまにて候へ」と申しければ、經正、「さる事あり。いざや參らん」とて、[image: ]兵衞尉有[image: ]、安あん衞門尉守[image: ]以下、侍六人召し具して、小船に乘り、竹生島へぞ參られける。

　頃は卯月中なかの八日の事なれば、綠に見ゆる梢には、春の[image: 情]を殘すかと疑はれ、澗かん谷こくの鶯あう舌ぜつの聲老いて、初はつ音ねゆかしきほとゝぎす、折知り顏がほに[image: ]げ渡り、松に[image: ]ふぢ浪なみ咲き懸りて、まことにおもしろかりければ、經正急ぎ船よりおり、岸にあがつて、この島の氣け色しきを見給ふに、心も言ことばも及ばれず。かの秦皇しんくわう・漢かん武ぶ、或いは童どう男なん丱一くわん女ぢよを遣し、或いは方士を不死の藥を求めに遣して「蓬ほう萊らいを見ざれば、いなや[image: ]かへらじ」と云ひて、いたづらに船の中うちにて老い、天水茫々ばう〳〵として求むる事を得ざりけん、蓬ほう萊らい洞とうの有樣も、これには過ぎじとぞ見えし。「或經の[image: ]もんに云はく、閻えん[image: ]ぶ提だいの[image: ]に湖あり。その中なかに金二こん輪りん際ざいより生ひ出でたる水すゐ[image: ]しやう輪りんの山あり。天女住む所と云へり。卽すなはちこの島の御事なり」とて、經正、明神の御[image: ]につい居給へり。

「それ大だい辯べん功く德どく天は、往わう古この如によ來らい、法三ほつ身しんの大だい士じなり。妙四めう音おん・辯べん才ざい二天の名は、各おのおの別べつなりとは申せども、本ほん地ぢ一體にして、衆しゆ生じやうを濟さい度どし給へり。一度參詣の輩ともがらは、所願成就圓滿すと承れば、賴もしうこそ候へ」とて、靜に法ほつ施せ參らせてゐ給へば、やう〳〵日暮れ、居五ゐ待まちの月さし出でて、海上も照り渡り、社壇もいよ〳〵輝かゞやいて、まことに面白かりければ、常住の僧、「こ六れは聞ゆる御事なり」とて、御おん琵び琶はを奉る。經正これを[image: ]つて彈ひき給ふに、上じやう玄げん石せき上じやうの祕曲には、宮の中も澄み渡り、まことにおもしろかりければ、明神も感應に堪へずやおぼしけん、經正の袖の上に、白びやく龍りゆう現げんじて見え給へり。經正あまりの忝かたじけなさに、暫く御琵琶をさし置かせ給ひて、かうぞ思ひ續けらる、


ちはやぶる神に祈りの叶へばやしるくも色のあらはれにけり



目の[image: ]にて、[image: ]てうの怨をん敵できを[image: ]げ、凶徒を[image: ]けん事は疑なしと喜んで、又船に乘り、竹生島をぞ出でられける。ありがたかりし事どもなり。





【注記】

＊　竹生島の條、「延」「長」になし。

一　丱女　童女。

二　金輪際　大地の底で、金輪から成る。

三　法身の大士　法身菩薩。

四　妙音・辯才　「妙音辯才天、御名は各別なりとは申せども、衆生濟度の御めぐみひとしく」（八）。

五　居待の月　陰曆十八夜の月。

六　これは　經正が琵琶の名人であること。










三　火燧ひうち合戰の事






　さるほどに、木曾義仲は、自みづからは信しな濃のにありながら、越[image: ]國の火燧ひうちが城じやうをぞ構一へける。かの城郭に籠る勢、[image: ]へい泉せん寺じの長二ちやう吏り齋さい明めい威ゐ儀ぎ師し・富と樫がしの入[image: ]佛誓・稻津新介・齋さい[image: ]とう太だ・林六郞光みつ明あきら・石黑・宮崎・土田・武たけ部べ・入にふ善ぜん・佐さ美みを初めとして、六千餘騎こそ籠りけれ。所もとより究くつ竟きやうの城郭、磐ばん石じやくそばだち囘めぐつて、四方に峯を[image: ]ねたり。山を後うしろにし、山を[image: ]にあつ。城郭の[image: ]には能のう美み河がは、新しん[image: ]だう河がはとて流れたり。かの二つの河の落おち合あひに、大石を重ね上げ、大木を伐きつて逆さか茂も木ぎに引き、柵しがらみをおびたゞしうかき上げたれば、東西の山の根に、水塞せきこうで湖に向へるが如し。影かげ南山を浸ひたし、[image: ]くして滉くわう漾やうたり。浪なみ西せい日じつを沈めて紅くれなゐにして隱いん淪りんたり。かの無三熱池の底には、金銀の砂いさごを敷き、昆四こん明めい池ちの渚なぎさには、德政の船を[image: ]べたり。我が[image: ]の火燧ひうちが城じやうの築つき池いけは、堤をつき、水を濁して、人の心をたぶらかす。船なくしてはたやすう渡すべきやうなかりければ、[image: ]家の大勢、向むかひの山に宿しゆくして、いたづらに日數をぞ送りける。かの城郭に籠つたる[image: ]泉寺の長吏齋明威儀師、[image: ]家に志深かりければ、山の根を[image: 廻]り、消息を書き、蟇ひき目めに入れ、[image: ]氏の陣へぞ射入れたる＊。兵つはものども、これを[image: ]つて大將軍の御[image: ]に參り、開いて見るに、「こ五の川と申すは、往古の淵ふちにあらず。一旦山やま川がはを塞せきとめ、水を濁して、人の心をたぶらかす。夜に入つて、足輕どもを遣つかはして、柵しがらみを切り落させられなば、水は[image: ]なく落つべし。急ぎ渡させ給へ。こゝは馬の足あし立だちよき所にて候。後六うしろ矢やをば仕らん。かう申す者は、[image: ]泉寺の長吏齋明威儀師が申まをし狀じやう」とぞ書いたりける。[image: ]家なのめならずに[image: ]び、夜に入り足輕どもを遣して、柵を切り落させられたりければ、まことの山やま川がはではあり、水は[image: ]なく落ちにけり。[image: ]家、しばしの遲ち々ゝにも及ばず、さつと渡す。城じやうの[image: ]にも六千餘騎、防ぎ戰ふといへども、多勢に無勢、叶ふべしとも見えざりけり。[image: ]泉寺の長吏齋明威儀師は、[image: ]家に附いて忠をいたす。富と樫がしの入[image: ]佛誓・稻津新介・齋[image: ]太・林六郞光明叶はじとや思ひけん、加賀國へ引き[image: ]き、白しら山やま・河かは[image: ]ちに陣を[image: ]る。[image: ]家、やがて加賀國へうち越え、富七樫・林が城郭二箇所燒拂ふ。何なに面おもてを向ふべしとも見えざりけり。國々宿々しゆく〴〵より飛脚を以て、この由都へ申したりければ、大臣おほい殿とのを始めとし奉りて、一門の人々、勇み喜びあはれけり。同じき五月八日の日、[image: ]家は加賀國篠しの原はらに着いて、大手・搦手二手に分つ。大手の大將軍には小松の三位の中將維盛・越[image: ]の三位[image: ]盛、侍大將には越中次郞兵衞盛もり嗣つぎを始めとして、都合その勢七萬餘騎、加賀越中の境なる、砥と浪なみ山やまへぞ向はれける。搦からめ手ての大將軍には、薩[image: 摩]守忠度・皇后宮亮經正・淡路守[image: ][image: ]・參み河かはの守知とも度のり、侍大將には、武藏三郞左衞門有國を先として、都合その勢三萬餘騎、能の登と越中の境なる、志し保ほの山へぞ向はれける。木曾は、その頃越後の國こ府ふにありけるが、これを聞いて、五萬餘騎で國府を立つて、砥浪山へ馳せ向ふ。義仲が軍いくさの吉例なればとて、騎馬五萬餘騎を七手に分つ。先まづ叔父の十郞藏人行家、一萬餘騎で志保の山へぞ向ひける。樋口次郞[image: 兼]光・落合五郞[image: 兼]行七千餘騎で、北黑坂へ差し遣す。仁に科しな・高梨・山田次郞七千餘騎、南黑坂へ遣しけり。一萬餘騎は砥浪山の裾、松長の柳原・茱萸木ぐみのき林にひき隱す。今井四郞[image: 兼][image: ]六千餘騎、鷲の瀨をうち渡り、日の宮林に陣を[image: ]る。木曾我が身一萬餘騎で、小を野や部べの渡わたりをして、砥浪出の北のはづれ、[image: ]は丹に生ふに陣をぞ[image: ]つたりける。





【注記】

一　構へける　「こしらへさせられける」（八）。

二　長吏　寺務を總管する僧。

三　無熱池　インド大雪山の北にある大きな池。

四　昆明池　漢の武帝が長安の西に作つた池。

＊　この下、「八」に「[image: ]家のつはもの是を見て、こゝなるひきめの鳴らぬ事こそ不思議なれとて取つて見けるに、中に[image: ]ぞ候ひける」。

五　この川　「長」、この案[image: ]詳しい。「河の端に大きなる椎の木あり、かの木のもとに瀨あり、おそが瀨といふ、その瀨を渡りて東へ行けば……」の如し。

六　後矢　みかたを後から射る事。裏切る事。

七　富樫・林　「長」この二氏一城にこもるとし、齋明威儀師の謀で、松明に火をつけ牛の角に結びつけて放つことがある。










四　木曾の願書の事＊






　木曾殿宣ひけるは、「[image: ]家は大たい勢ぜいであんなれば、軍いくさは定めて驅一かけ合あひの軍にてぞあらんずらん。驅合の軍と云ふは、勢の多少による事なれば、大勢かさにかけて、[image: ]とり籠こめられては叶ふべからず。先づ謀はかりごとに白しら旗はた三十流ながれ先立てゝ、黑坂の上にうち立てたらば、[image: ]家これを見て、あはや源氏の先陣の向うたるは、何十萬騎かあるらん、[image: ]籠められては叶ふまじ、この山は四方岩石なれば、搦手よも[image: 廻]らじ、暫く下おり居て馬休めんとて、砥浪山にぞ下り居んずらん。その時義仲、しばらくあひしらふ體ていにもてなして日を待ち暮し、夜に入つて、[image: ]家の大勢、後うしろの俱く利り迦か羅らが谷へ追ひ落さん」とて、先づ白旗三十流、黑坂の上にうち立てたれば、案の如く、[image: ]家これを見て、「あはや源氏の大勢の向うたるは。[image: ]籠められては叶ふまじ。こゝは馬の草くさ飼かひ水すゐ便びん共によげなり。しばらく下り居て馬休めん」とて、砥浪山の山やま中なか、猿の馬場と云ふ所にぞ下り居たる。木曾は、[image: ]は丹に生ふに陣ぢん[image: ]どつて、四方をきつと見[image: 廻]せば、夏山の峯の綠の木この間まより、朱あけの玉垣ほの見えて、片二そぎ作づくりの社あり。[image: ]には鳥居ぞ立つたりける。木曾殿、國の案[image: ]者を召して、「あれをばいづくと申すぞ。いかなる神を崇あがめ奉つたるぞ」と宣へば、「あれこそ八はち幡まんにて渡らせ給ひ候へ。所もやがて八や幡はたの御ご領りやうで候」と申す。木曾殿、斜なのめならずに[image: ]びて、手て書かきに具せられたりける、大たい夫ふ坊ばう覺かく明めいを召して、「義仲こそ、何となう寄すると思ひたれば、幸に新いま八や幡はたの御寶[image: ]に[image: ]づき奉つて、合戰をすでに遂げんとすれ。さらんにとつては、かつは後こう代だいの爲、かつは當時の祈き禱たうの爲に、願書を一ひと筆ふで書いて參らせうと思ふはいかに」と宣へば、覺明、「この儀尤も然るべう候」とて、馬より下りて書かんとす。覺明がその日の爲體ていたらく、褐かちの直ひた垂ゝれに黑くろ絲いと縅をどしの鎧着て、黑こく漆しつの太刀を帶はき、二十四差いたる黑ほろの矢負ひ、塗ぬり籠ごめ籐どうの弓脇に挾はさみ、甲かぶとをば[image: ]いで高たか紐ひもに懸け、箙三えびらの方はう立だてより小こ硯すゞり疊たゝう紙がみ[image: ]出し、木曾殿の御[image: ]に畏つて願書を書く。あつぱれ、[image: ]武二[image: ]の達者かなとぞ見えたりける。

　こ四の覺明と申すは、本は儒じゆ家けの者なり。藏人[image: ]廣とて、勸五學院にぞ候ひける。出家の後は最さい乘じよう坊ばう信しん救ぎうとぞ名のりける。常は南都へも[image: ]ひけり。一ひと年とせ高倉の宮園をん城じやう寺じへ入じゆ御ぎよの時、山・奈良へ牒狀を遣されけるに、南都の大だい衆しゆいかゞ思ひけん、その返牒をば、この信しん救ぎうにぞ書かせける。「そも〳〵[image: ]盛入[image: ]は、[image: ]氏の糟さう糠かう、武家の塵ぢん芥がい」とぞ書いたりける。入[image: ]大きに怒つて、「何でふ、その信救めが、淨海[image: ]の者を、[image: ]氏の糟ぬか糠かす、武家の塵ちり芥あくたと書くべきやうこそ奇怪なれ。急ぎその法師搦め捕つて、死罪に行へ」と宣ふ間、これによつて、南都には堪こらへずして、北國へ落ち下り、木曾殿の手書して、大夫坊覺明と名のる。

　その願書に云はく、「歸き命みやう頂ちやう禮らい、八幡大菩薩は、日じち域ゐき[image: ]廷の本主、累るゐ世せい明君の曩なう祖そたり。寶はう祚そを守らんが爲、蒼生を利せんが爲に、三さん身じんの金きん容ようを顯し、三六さん所じよの權けん扉びをおし開き給へり。こゝに頻しきりの年としより以來このかた、[image: ]相國と云ふ者あり。四海を管領し萬民を惱亂せしむ。これすでに佛法の怨あた、王法の敵かたきなり。義仲いやしくも弓馬の家に生れて、わづかに箕七き裘きうの塵を繼ぐ。かの暴惡を案ずるに、思慮を顧みるに能あたはず。運を天[image: ]に任せて、身を國家に投ぐ。試こゝろみに義兵を起して凶器を[image: ]けんと欲す。しかるに鬪戰兩家陣を合あはすといへども、士卒未だ一致の勇いさみを得ざる間、まち〳〵の心を恐れたる處に、今一陣に旗を擧ぐ。戰場にして忽たちまちに三所和光の社壇を拜す。機感の純熟明かなり。凶徒誅ちゆう戮りく疑なし。歡喜淚こぼれて、渴かつ仰がう肝きもに染そむ。なかんづく曾祖父[image: ]さきの陸奧みちのくの守かみ義ぎ家かの[image: ]臣、身を宗そう廟べうの氏族に歸附して、名を八幡太郞義よし家いへと號せしより以來このかた、其の門葉たる者、歸き敬きやうせずと云ふことなし。義仲、その後胤として、頭かうべを傾けて年久し。今この大功を起す事、譬たとへば、嬰えい兒じの貝を以て巨こ海かいを測り、螳たう螂らうが斧をのを怒らかいて、隆りゆう車しやに向ふが如し。しかりといへども、國の爲、君の爲にして此を起す。全く身の爲、家の爲にして此を起さず。志の至り神感空そらに在り。賴もしきかな、喜ばしきかな。伏して願はくは、冥みやう顯けん威を加へ、靈神力を合せて、[image: ]つ事を一時に決し、仇あたを四方へ[image: ]け給へ。然れば則すなはち、丹たん祈き冥みやう慮りよに叶ひ、玄鑑加護をなすべくば、先づ一つの瑞ずゐ相さうを見せしめ給へ。壽永二年五月十一日、源義の仲敬つて白まをす」と書いて、我が身を始めて十三騎が上八うは矢やの鏑かぶらを拔き、願書に[image: ]り副へて、大だい菩ぼ薩さつの御寶殿にぞ納めける。賴もしきかな、八幡大菩薩、眞實の志二つなきをや、遙はるかに照覽し給ひけん、雲の中より山鳩三つ飛び來て、源氏の白旗の上に翩へん翻はんす＊。昔神功皇后新しん羅らを攻めさせ給ひし時、御み方かたの戰たたかひ弱く、異國の軍いくさ[image: ]くして、已にかうと見えし時、皇后天に御祈誓ありしかば、雲の中うちより靈れい鳩きう三つ飛び來て、御方の楯の面に顯れて、異國の軍いくさ敗れにけり。又この人々の先祖、賴らい義ぎの[image: ]臣あそん、奧州の夷えびす貞任宗任を攻め給ひし時、御方の戰弱く、兇賊の軍いくさ[image: ]くして、已にかうと見えしかば、賴らい義ぎの[image: ]臣、敵かたきの陣に向つて、「これは全く私の火にあらず。神火なり」とて火を放つ。風忽たちまちに夷賊の方へ吹き覆ひ、厨くりや河がはの城じやう燒け落ちぬ。その時軍いくさ敗れて貞任宗任亡びにけり。木曾殿かやうの先せん蹤じようを思ひ出でて、急ぎ馬より下おり、甲を[image: ]ぎ、手てう水づ嗽うがひをして、今この靈鳩を拜し給ひける、心の中こそ賴もしけれ。





【注記】

＊　「延」「長」「盛」、八幡の他に白山へも願書を奉る事がある。「盛」には白山の緣起が詳しい。

一　驅合の軍　兩軍の騎馬を驅合せての戰。

二　片そぎ作　神社の屋根の千木の端を片方へそいである事。

三　箙の方立　箙の下方の箱の部分。

四　この覺明と申すは　この條、「長」「延」こゝになく、後の「木曾山門牒狀」の所にやゝ詳しく記す。

五　勸學院　[image: ]原氏の學問所。

六　三所　八幡の祭神三所。

七　箕裘の塵を繼ぐ　父祖の業を繼ぐ。

八　上矢の鏑　上差（うわざし）の鏑矢。えびらの征矢（そや）十九本の外に、表に二本差し添えた鏑矢。

＊　「八」、この下に「源氏のかたにはこの由を見て勇みのゝしる事なのめならず、[image: ]家のつはものどもはこれを見て身の毛よだつてぞ覺えたる」とし、以下の本[image: ]なし。










五　俱利伽羅落しの事






　さるほどに、源[image: ]兩方陣を合す。陣のあはひわづか三町ばかりに寄せ合せたり。源氏も[image: ]まず、[image: ]家も[image: ]まず。やゝありて、源氏の方より、[image: ]せい兵ひやうをすぐつて十五騎、楯の面おもてに[image: ]ませ、十五騎が上うは矢やの鏑かぶらを、たゞ一度どに[image: ]氏の陣へぞ射入れたる。[image: ]家も十五騎を出いだいて、十五の鏑を射返さす。源氏三十騎を出いて、三十の鏑を射さすれば、[image: ]家も三十騎を出いて、三十の鏑を射返さす。源氏五十騎を出せば、[image: ]家も五十騎を出し、百騎を出せば、百騎を出す。兩方百騎づつ陣の面に[image: ]ませ、互に[image: ]負をせんとはやりけるを、源氏の方より制して、わざと[image: ]負をばせさせず。かやうにあひしらひ、日を待ち暮し、夜に入つて、[image: ]家の大勢を、後うしろの俱く利り伽か羅らが谷へ追ひ落さんとたばかりけるを、[image: ]家これをば夢にも知らず、共にあひしらひ、日を待ち暮すこそはかなけれ。

　さるほどに、北・南より[image: 廻]まはる搦手の勢一萬餘騎、俱一利伽羅の堂の邊へんに[image: 廻]まはり合ひ、箙えびらの方はう立だて打ちたゝき、鬨ときをどつとぞ作りける。おの〳〵後うしろを顧み給へば、白旗雲の如くにさし上げたり。「この山は四方岩石であるなれば、搦手よも[image: 廻]らじとこそ思ひつるに、こはいかに」とぞ騷がれける。さるほどに、大手より木曾殿一萬餘騎、ときのこゑを合せ給ふ。砥と浪なみ山やまの裾すそ、松まつ長ながの柳やなぎ原はら・茱萸ぐみの木林にひき隱したりける一萬餘騎、日の宮林に控へたる今井の四郞六千餘騎も、同じうときのこゑをぞ合せける。[image: ]後四萬餘騎が喚をめく聲に、山も河もたゞ一度に崩るゝとこそ聞えけれ。さるほどに、次第に暗うはなる、[image: ]後より敵は攻め來る、「きたなしや。返せや〳〵」といふ族やから多かりけれども、大勢の傾かたぶき立つたるは、左さ右うなう[image: ]つて返す事の難ければ、[image: ]家の大勢後の俱利伽羅が谷へ、我れ先にとぞ落ち行きける。先に落したる者の見えねば、「この谷の底にも[image: ]のあるにこそ」とて、親落せば子も落し、兄が落せば弟おとゝも落し、主しゆ落せば家の子郞等も續きけり。馬には人、人には馬、落ち重なり落ち重なり、さばかり深き谷一つを、[image: ]家の勢七萬餘騎でぞ埋うめたりける。巖がん泉せん血を流し、死骸岡をなせり。さればこの谷の邊ほとりには、矢の穴・刀の疵きず殘つて、今にありとぞ承る。[image: ]家の方の侍大將、上總大夫判官忠綱、飛驒大の夫判官景高、河[image: ]判官秀國も、この谷の底に埋うづもれて失せにけり＊。又備中國のの住人瀨せの尾をの太郞[image: 兼]康は、聞ゆる兵つはものにてありけれども、運や盡きにけん、加賀國のの住人倉くら光みつの次郞成なり澄ずみが手にかゝつて、生いけ捕どりにこそせられけれ。又越[image: ]國火燧ひうちが城じやうにて、返かへり忠ちゆうしたりける[image: ]泉寺の長吏齋明威儀師も捕はれて出で來る。木二曾殿、「その法師は餘りに憎きに、先づ斬れ」とて斬らせらる。大將軍維盛・[image: ]盛、希け有うにして加賀國へ引き[image: ]く。七萬餘騎が中より、わづかに二千餘騎こそ遁のがれたれ。同三じき十二日、奧おくの秀ひで衡ひらが許もとより、木曾殿へ龍四りよう蹄てい二匹奉る。一匹は白しら月つき毛げ、一匹は[image: ]れん錢ぜん葦あし毛げなり。やがてこの馬に鏡五かゞみ鞍くら置いて、白はく山さんの社へ神じん馬めに立てらる。

　木曾殿、「今は思ふ事なし」とておはしけるが、「但たゞし、叔父の十郞藏人殿の、志し保ほの戰ひこそ覺おぼ束つかなけれ。いざや行いて見ん」とて、四萬餘騎が中より、馬や人をすぐつて、二萬餘騎で馳せ向ふ。こゝに、氷ひ見みの湊みなとを渡らんとし給ひけるが、折ふし潮滿ちて深さ淺さを知らざりければ、木曾殿先まづ策はかりごとに、鞍くら置おき馬うま十匹ばかり追ひ入れられたりければ、鞍六くら爪づめひたる[image: ]にて、相違なく向むかひの岸にぞ着きにける。木曾殿これを見給ひて、「淺かりけるぞ、渡せや」とて二萬餘騎さつと渡いて見給へば、案の如く、十郞藏人殿は、さん〴〵に驅けなされ、引き[image: ]き、人馬の息休むる處に、新あら手ての源氏二萬餘騎、[image: ]家三萬餘騎が中へ駈け入り、揉みに揉うで、火出づる[image: ]にぞ攻めたりける。大將軍參河守知度討たれ給ひぬ。これは入[image: ]相國の末ばつ子しなり。その外兵多く亡びにけり。[image: ]家そこをも追ひ落されて、加賀國へ引き[image: ]く。木曾殿は、志し保ほの山うち越えて、能の登との小こ田た中なか、親王の塚の[image: ]にぞ陣をとる。





【注記】

一　俱利伽羅の堂　俱利伽羅不動明王を安置した堂。

＊　「八」こゝに、「中にも伊豆國の住人伊東の九部祐氏は年三十四と名のつてとつて返し、さんざんに戰うて討たれにけり。俣野の五郞景久も一所に討死してんげり」。

二　木曾殿　「長」「盛」「八」に殿の字なし。

三　同じき十二日　以下「立てらる」まで「八」になし。「延」「長」には[image: ]家方の死人でうまつた谷から、白山の劒の宮の祕寶を見出し、白山に馬を奉り、神領を寄[image: ]した、とある。

四　龍蹄　龍馬。駿馬。

五　鏡鞍　鞍の[image: ]輪後輪の面を金・銀又は赤銅の延べ金で張り、山形の端に覆輪をかけたもの。

六　鞍爪　鞍の[image: ]輪後輪の下端。










六　篠原合戰の事






　木一曾殿、やがてそこにて諸社へ神じん領りやうを寄せらる。多た田ゞの八や幡はたへは蝶てふ屋やの庄、菅すが生ふの社へは能の美みの庄、氣け比ひの社へは[image: ]はん原ばらの庄、白はく山さんの社へは橫よこ江え・宮みや丸まる二箇所の庄を寄[image: ]す。[image: ]へい泉せん寺じへは[image: ]島七[image: 郷]がうをぞ寄せられける。

　去んぬる治承四年八月石橋山の合戰の時、兵衞佐殿射奉りし武士ども、皆逃げ上のぼつて、[image: ]家の御み方かたにぞ候ひける。宗むね徒との人々には、長井の齋[image: ]別當實盛・[image: ]うき巢す三郞重しげ親ちか・俣また野の五郞景久・伊[image: ]九郞助氏・眞ま下しもの四郞重直なり。これらは皆「軍いくさのあらん[image: ]、しばらく休まん」とて、日每に、寄り合ひ〳〵、巡二じゆん酒しゆをしてぞ慰みける。先づ長井の齋[image: ]別當が許に寄り合ひたりける日、實盛申しけるは、「つら〳〵當世の體ていを見候ふに、源氏の方はいよ〳〵[image: ]く、[image: ]家の御おん方かたは負け色に見えさせ給ひて候。いざおの〳〵、木曾殿へ參らう」と云ひければ、皆、「さ三んなう」とぞ同どうじける。次の日また、[image: ]巢三郞が許に寄り合ひたりける時、齋[image: ]別當、「さても昨日實盛が申しし事は、いかに、おの〳〵」と云ひければ、その中に俣野五郞景久、[image: ]み出でて申しけるは、「さすが我等は、東國では人に知られて、名ある者でこそあれ。吉きちに附いて、彼方あなたへ參り此方こなたへ參らん事は、見苦しかるべし。人々の御心どもをば知り參らせぬ候。景久に於ては、今度[image: ]家の御み方かたで、討死せんと思ひ切つて候ふぞ」と云ひければ、齋[image: ]別當あざわらつて、「まことには、おの〳〵の御心どもを、か四な引びかんとてこそ申したれ。實盛も、今度北國にて討死せんと思ひ切つて候へば、二ふた度ゝび命生きて都へは歸るまじき由、大臣おほい殿どのへも申し上げ、人人にも、そのやうを申し置き候」と云ひければ、皆またこの議にぞ同どうじける。その約束を違たがへじとや、當座にありける二十餘人の侍どもも、今度北國にて一所に死にけるこそ無む慚ざんなれ。

　[image: ]家は加賀國篠しの原はらに引き[image: ]いて、人馬の息いきをぞ休めける。同じき五月廿日の日、木曾殿五萬餘騎、篠原へぞ向はれける。木曾殿の方より、今井四郞[image: 兼][image: ]、先まづ五百餘騎にて馳せ向ふ。[image: ]家の方には、畠山庄司重能・小を山やま田だの別當有重・宇都宮左衞門[image: ]とも綱つな、これらは大おほ番ばん役やくにて、折ふし在京したりけるを、大臣おほい殿どの、「汝等は古い者なり。軍いくさの樣やうをも掟おきてよ」とて、今度北國へ向けられたり。彼五等兄弟三百餘騎でうち向ふ。畠山・今井、始めは五騎十騎づつ出し合うて、[image: ]負をせさせけるが、後には、兩方亂れあうてぞ戰ひける。

　同じき廿一日の午の刻、草もゆるがず照す日に、源[image: ]の兵つはものども、われ劣らじと戰へば、遍へん身しんより汗出でて、水を流すに異ならず。今井が方にも、兵つはもの多く亡びにけり。畠山、家子郞等多く討たせ、力及ばで引き[image: ]く。次に[image: ]家の方より、高橋判官長綱＊、五百餘騎で馳せ向ふ。木曾殿の方より、樋口次郞[image: 兼]光・落合五郞[image: 兼]行、三百餘騎でうち向ふ。源[image: ]の兵つはものども、しばし支さゝへて防ぎ戰ふ。されども、高橋が方の勢は、國々の驅かり武む者しやなりければ、一騎も落ち合はず、われ先にとぞ落ち行きける。高橋、心は猛たけう思へども、後六あばらになりければ、力及ばず、たゞ一騎南を指してぞ落ち行きける。こゝに、越中國の住人入にふ善ぜんの小太郞行重、よい敵かたきと目をかけ、鞭むち鐙あぶみを合せて馳せ來り、おし並べてむずと組む。高橋、入善を摑つかうで、鞍くらの[image: ]まへ輪わにおし附け、ちつとも動はたらかさず。「さて、吾わ君ぎみは何者ぞ。名のれ、聞かう」と云ひければ、「越中國のの住人入にふ善ぜん小太郞行重、生しやう年ねん十八[image: ]」とぞ名のつたる。高橋、淚をはら〳〵と流いて、「あな無む慚ざん、去こ年ぞおくれたる長綱が子も、あらば今年は十八[image: ]ぞかし。吾君ねぢ切つて捨つべけれども、さらば、助けん」とて許しけり。高橋判官は、御方の勢せい待たんとて、馬より下りて息いき續つぎ居たり。入善も休み居たりけるが、あつぱれよき敵、我をば助けたれども、いかにもして討たばやと思ひ居たる所に、高橋、これをば夢にも知らず、うちとけて物語をぞし居たる。入七善は、聞ゆる早わざの男にてありければ、高橋が見ぬ隙ひまに、刀を拔き、立ちあがり、高橋判の官が[image: ]うち甲かぶとをしたゝかに刺す。刺されてひるむ所に、入善が郞等、後おくれ馳ばせに三騎、馳せ來つて落ち合ひたり。高橋、心は猛たけう思へども、敵はあまたあり、手は負うつ。運や盡きにけん、そこにて遂に討たれぬ。

　次に、[image: ]家の方より武藏三郞左衞門有國、三百餘騎で喚をめいてかく。木曾殿の方より、仁に科しな・高梨・山田次郞、五百餘騎でうち向ふ。これもしばし支へて防ぎ戰ふ。されども有國は、あまりに深ふか入いりして戰ひけるが、馬をも射させ、步かち立だちになり、甲かぶとをもうち落され、大おほ童わらはになつて、矢や種だね皆盡きければ、打うち物もの拔いて戰ひけるが、矢七つ八つ射立てられ、敵の方睨にらまへ、立たち死じににこそ死ににけれ。大將かやうになる上は、其の勢皆落ちぞゆく。





【注記】

一　木曾殿　以下、「兩方亂れあうてぞ戰ひける」まで、「八」になし。「延」にも關東武士の事なし。

二　巡酒　各人の宿所で順番に主人役を勤めて酒を飮む事。

三　さんなう　「さなう」（岩）。

四　かな引かん　「各の御心共をがな引奉んとてこそ」（岩）「各御意等奉[image: ][image: 兼]引[image: ]」（眞）「かなびく」は引き試みるの意か。

五　彼等兄弟　畠山重能とその弟小山田有重。

＊　「八」には「ここに落ち行く勢のうちに武者三騎とつて返しさんざんにこそ戰ひけれ」とし、長綱と有國については簡單に記す。

六　後あばら　あとへ續く者なく隙間の多いこと。

七　入善は　「長」、異傳詳しい。叔父の別府がかけつけて高橋の首をかく、入善がそれをうばつて逃げて、後に義仲の裁決がある。










七　實盛最期の事






　落ち行く勢の中なかに、武藏國のの住人、長井の齋[image: ]別當實さね盛もりは、存ずる旨ありければ、赤地の錦の直ひた垂ゝれに、萠葱もよぎ縅をどしの鎧よろひ着て、鍬一くは形がた打つたる甲かぶとの緖をしめ、金こがね作つくりの太刀を帶はき、二十四さいたる切きり斑ふの矢負ひ、滋しげ籐どうの弓持つて、[image: ]錢葦あし毛げなる馬に金きん覆ぷく輪りんの鞍を置いて乘つたりけるが、御み方かたの勢は落ち行けども、たゞ一騎、返し合せ〳〵防ぎ戰ふ。木曾殿の方より、手塚太郞[image: ]み出でて、「あなやさし、いかなる人にて渡らせ給へば、御方の御おん勢ぜいは皆落行き候ふに、たゞ一騎殘らせ給ひたるこそ優いうに覺え候へ。名のらせ給へ」と詞ことばをかけゝれば、「先まづ、かう云ふわ殿は誰たそ」。「信濃國の住人手塚太郞金かな刺ざしの光盛」とこそ名のつたれ。齋[image: ]別當、「さては互によき敵かたき、但たゞし、わ殿を下二さぐるにはあらず。存ずる旨があれば、名のる事はあるまじいぞ。よれ、組まう、手塚」とて、馳せ雙ならぶる處に、手三塚が郞等、主しゆを討たせじと中に隔たり、齋[image: ]別當におし雙べてむずと組む。齋[image: ]別當、「あつぱれ、おのれは、日本一の剛の者と組四んでうずよ、な五うれ」とて、我が乘つたりける鞍の[image: ]輪におし附けて、ちつとも動はたらかさず、首かき切つて捨ててげる。手塚太郞、郞等が討たるゝを見て、弓ゆん手でに[image: 廻]まはりあひ、鎧の草くさ摺ずり引上げて、二刀刺し、弱る所を組んで伏す。齋[image: ]別當、心は猛たけう思へども、軍いくさには、し疲れぬ、手は負うつ。その上老おい武む者しやではあり。手六塚が下したにぞなりにける。手塚太郞、馳せ來る郞等に首[image: ]らせ、木曾殿の御おん[image: ]まへに參り、畏つて、「光盛こそ、奇異の曲くせ者ものと組んで、討つて參つて候へ。侍かと見候へば、錦の直ひた垂ゝれを着て候。又大將軍かと見候へば、續く勢せいも候はず。名のれ〳〵と責め候ひつれども、遂つひに名のり候はず。聲は坂ばん東どう聲ごゑにて候ひつる」と申しければ、木曾殿、「あつぱれ、これは齋[image: ]別當にてあるごさんなれ。それならんには、義仲が上野かうづけへ越えたりし時、稚をさな目めに見しかば、白髮しらがの糟七かす生ふなつしぞかし。今ははや七十にも餘り、白はく髮はつにこそなりぬらんに、鬢びん鬚ひげの黑いこそ怪しけれ。樋口次郞[image: 兼]光は、年とし來ごろ馴れ遊んで、見知りたるらん。樋口召せ」とて召されけり。樋口次郞たゞ一目見て、「あな無む慚ざん、齋[image: ]別當にて候ひけり」とて、淚を流す。木曾殿、「それならんには、はや七十にも餘り、白はく髮はつにこそなりぬらんに、鬢鬚の黑いはいかに」と宣へば、やゝあつて、樋口次郞、淚を抑へて申しけるは、「さ候へば、そのやうを申し上げんと仕り候ふが、餘りにあはれに覺え候ひて、先づ不覺の淚のこぼれ候ひけるぞや。されば弓矢[image: ]は、いさゝかの所にても思おもひ出でのことばをば、かねて使ひ置くべき事にて候ひけるぞや。齋[image: ]別當、常は[image: 兼]光に逢うて、物語し候ひしは、六十に餘りて、軍いくさの陣へ向はん時は、鬢鬚を黑う染めて、若やがうと思ふなり。その故は、若わか殿とのばらに爭うて先を驅かけんも、おとなげなし、又老武者とて人の侮あなどらんも、くちをしかるべし、と申し候ひしが、實まことに染めて候ひけるぞや。洗はせて御覽候へ」と申しければ、木曾殿、「さもあるらん」とて、洗はせて御覽ずれば、白はく髮はつにこそなりにけれ。

　又齋[image: ]別當、錦の直ひた垂ゝれを着ける事も、最後の暇いとま申まをしに大臣おほい殿どのへ參つて、「かう申せば、實盛が身一つにては候はねども、先年坂東へまかり下り候ひし時、水鳥の[image: ]は音おとに驚き、矢一つをだに射ずして、駿する河がの蒲かん原ばらより逃げ上つて候ひし事、老おいの後の恥辱、たゞこの事に候。今度北國へまかり下り候はば、定めて討死仕り候ふべし。實盛、もとは越[image: ]國の者にて候ひしが、[image: ]年御八ご領りやうに附けられて、武藏國長井に居住仕り候ひき。事の譬たとへの候ふぞかし。故九[image: 郷]へは錦を着て歸ると申す事の候へば、何か苦しう候ふべき。錦の直垂を御ご免めん候へかし」と申しければ、大臣おほい殿どの、「優しうも申したりけるものかな」とて、錦の直垂を御免ありけるとぞ聞えし。昔の朱買臣は、錦の袂たもとを會くわい稽けい山さんにひるがへし、今の齋[image: ]別當實盛は、その名を北國の巷ちまたに揚ぐとかや、朽一〇ちもせぬ空むなしき名のみ留とゞめ置いて、骸かばねは越こし路ぢの末の塵ちりとなるこそあはれなれ。

　去んぬる四月十七日、[image: ]家十萬餘騎にて、都を出でし事一一こと柄がらは、何なに面おもてを向ふべしとも見えざりしに、今五月下旬に、都へ歸り上るには、その勢わづかに二萬餘騎。「流れを盡して漁すなどる時は、多くの魚を得うといへども、明みやう年ねんに魚なし。林を燒いて狩る時は、多くの獸けだものを得といへども、明年に獸なし。後のちを存じて、少々は殘さるべかりけるものを」と、申す人々もありけるとかや。





【注記】

一　鍬形打つたる甲　鍬形の[image: ]立物をつけた兜。大將などの用いた物。

二　下ぐる　「きらふ」（盛）。「非[image: ]劣[image: ]和殿[image: ]」（眞）。

三　手塚が郞等　「八」には、郞等が出ないで簡單。「延」には詳しい。

四　組んでうずよ　「組みてんずよ」の轉。組もうとするよ。

五　なうれ　感動詞か。「眞」に「汝等」とし、「ナウレトテ」と讀ませる。

六　手塚が下にぞ　「刺されて少し弱るところをふみまろばして上に乘り居て申しけるは、軍と申すはかたきの名のるをも聞き、我が名をも名のりてかたきに聞かせたればこそおもしろけれ」（長）。

七　糟生　白髮まじりの髮。「糟尾」（岩）

八　御領に附けられ　宗盛の莊園の役人に補せられの意か。

九　故[image: 郷]　この場合北國（越[image: ]）をさす。

一〇　朽ちもせぬ　新古今集、哀傷、西行「朽ちもせぬその名ばかりを留め置きて枯野の薄形見とぞ見る」。

一一　事柄　事の樣子。










八　玄げん昉ばうの事






　上總一かづさの守忠[image: ]、飛ひ驒だの守景家は、去々年をととし入[image: ]相國薨こうぜられし時、二人共に出家してありけるが、今度北國にて、子ども皆討たれぬと聞いて、その思ひの積りにや、遂つひに歎なげき死じににぞ死ににける。これを始めて、親は子に後れ、妻めは夫に別れて、歎き悲しむこと限りなし。およそ京中には、家々に門二[image: ]を閉ぢて、[image: ]あさ夕ゆふ鐘打ち鳴らし、聲々に念佛申し、喚をめき叫ぶ事おびたゞし。又[image: 遠]國[image: ]國もかくの如し。

　六月一ひと日ひの日、祭さい主しゆ神じん祇ぎの權ごんの大たい副ふ大おほ中なか臣とみの親ちか俊としを、殿三てん上じやうの下しも口ぐちへ召されて、今度兵革靜まらば、伊勢大神宮へ行ぎやう幸がうあるべき由、仰せ下さる。

　大神宮は昔高たか天まの原はらより天あま降くだらせ給ひて、垂仁天皇の御宇、廿五年三月、大和やまとの國くに笠かさ縫ぬひの里より、伊勢國渡會わたらひの郡こほり、五十い鈴すゞの河上、下した津つ磐いは根ねに大おほ宮みや柱ばしらをふとしき立てて、崇あがめ初そめ奉たてまつつしより以來このかた、日本六十餘州、三千七百五十餘社の、大小の神祇冥みやう[image: ]だうの中には無ぶ雙さうなり。されども、代々の御門、遂つひに臨幸はなかりしに、奈四良の帝みかどの御時、左大臣不五ふ比び等との孫、參議式部卿宇六う合かふの子、右[image: ]衞少將[image: 兼]太宰少貳[image: ]原廣七ひろ嗣つぎと云ふ人ありけり。天[image: ]十五年十月に、肥[image: ]國松まつ浦らの郡こほりにして、數萬の軍ぐん兵ぴやうを率そつして、國家をすでに危あやぶめんとす。その時大八おほ野のの東あづま人びとを大將軍として、廣嗣追討せられし時、帝みかど御祈の爲に、伊勢大神宮へ始めて行幸ありし、その例とぞ聞えし。かの廣嗣は、肥[image: ]の松まつ浦らより、都へ一日に下おり上のぼる馬九をぞ持つたりける。されば追討せられし時、御み方かたの兵つはものども、落ち失せ討たれしかば、件くだんの馬にうち乘り、ただ一騎海中へ馳入りけるとぞ聞えし。その亡靈荒れて、常は恐しき事ども多かりけり。天[image: ]十八年六月十八日、[image: 筑][image: ]國御み笠かさの郡こほり太宰府の觀世音寺、供く養やうせられし導師には、玄一〇げん昉ばう僧正とぞ聞えし。高座に登り鐘打ち鳴す時、俄にはかに空かき曇り雷いかづちおびたゞしう鳴つて、かの僧正の上に落ちかゝり、その頭かうべを[image: ]つて雲の中へぞ入りにける。これは廣嗣調てう伏ぶくせられし、その故とぞ聞えし。この僧正は、吉一一き備びの大だい臣じん入につ唐たうの時、相[image: 伴]つて渡り、法ほつ相さう宗しゆう渡したりし人なり。唐人が玄昉といふ名を笑つて、「玄昉とは[image: ]一二かへつて亡ぶと云ふ音こゑあり。いかさまにも、この人歸[image: ]の後、難に逢ふべき人なり」と相したりけるとかや。同じき十九年六月十八日、枯髑髏しやれかうべに玄昉といふ銘を書いて、興こう福ぶく寺じの庭に落し、人ならば二三百人ばかりが聲して、虛こ空くうにどつと笑ふ音おとしけり。興福寺は法相宗の寺たるによつてなり。その弟子どもこれを[image: ]つて塚につき、その[image: ]に納めて、頭一三づ墓はかと名づけて今にあり。これによつて、廣嗣が亡靈を崇あがめられて、肥[image: ]國松浦の、今の鏡の宮と號す。嵯さ峨がの皇帝の御時、[image: ]へい城ぜいの先帝、[image: ]侍ないしのかみの勸すゝめによつて、已に世を亂らんとせさせ給ひし時、帝みかど御祈の爲に、第三の皇女有いう智ち[image: ]親王を、賀茂の齋さい院ゐんに立て參らさせ給ふ。これぞ齋院の初めなる。朱しゆ雀じやく院ゐんの御時も、純すみ友とも追討の例とて、八や幡はたにて臨時の御み神樂かぐらあり。今度もその例たるべしとて、樣々の御祈どもありけり。





【注記】

一　上總守忠[image: ]　「八」には忠[image: ]・景家がこの際に出家したとあり、死んだときは書かない。吾妻鏡によると、元曆二・五・一六に忠[image: ]法師が六條河原で斬首されている。

二　門[image: ]を　「門[image: ]を閉ぢて悲しみけり。これひとへにうむなんの戰ひにあひ同じ」（八）。「延」にはこゝに「雲南瀘水事、附折臂翁事」があつて詳しい。

三　殿上の下口　[image: ]涼殿殿上の間の西口。

四　奈良の帝　[image: ]武天皇。

五　不比等　[image: ]原[image: 鎌]足の第二子。

六　宇合　不比等の子。うまかい。

七　廣嗣　太宰大貮。天[image: ]十二年、九州に叛す。

八　大野東人　陸奧鎭守府將軍[image: 兼]按察使。

九　馬　古今著聞集、卷二十參照。

一〇　玄昉　興福寺義淵僧正の弟子。靈龜二年入唐、天[image: ]七年歸[image: ]。

一一　吉備大臣　吉備眞備。

一二　[image: ]つて亡ぶ　「岩」に本章の題を「[image: ]亡」とする。

一三　頭墓　頭塔と稱して、奈良市に現存。










九　木曾山門牒狀の事






　さる[image: ]に、木曾義仲は、越[image: ]の國こ府ふに着いて、家の子郞等召し集めて評定す。「そも〳〵義仲、[image: ]江あふみの國くにを經てこそ、都へは上るべきに、例の山僧どもの防ぐ事もやあらんずらん。驅け破つて[image: ]らん事は易けれども、當時は[image: ]家こそ、佛法とも云はず、寺を亡し、僧を失ひ、惡あく行ぎやうをば致すなれ。それを守護の爲に上洛せんずる義仲が、[image: ]家と一つなればとて、山門の衆しゆ徒とに向つて合戰せん事、少しも違たがはぬ二一の舞なるべし。これこそさすが安二やす大だい事じよ。いかゞせん」と宣へば、手て書かきに具せられたりける大夫坊覺明、[image: ]み出でて申しけるは、「山門の大だい衆しゆは三千人候ふなるが、必ず一味同心なる事は候はず。或いは[image: ]家に同心せんと申す衆しゆ徒とも候ふらん。或いは源氏に附かんと申す大だい衆しゆも候ふらん。詮ずる所、牒狀を遣して御覽候へ。返牒にこそ、その樣やうは見え候はんずらん」と申しければ、木曾殿、「この儀最もしかるべし。さらば書け」とて、覺明に牒狀を書かせて、山門へ送らる＊。その狀に云はく、「義仲つら〳〵[image: ]家の惡逆を見るに、保元・[image: ]治より以來このかた、長く人臣の禮を失ふ。しかりといへども、貴賤手を束つかね、緇三し素そ足を戴く。ほしいまゝに帝位を[image: ][image: ]し、あくまで國郡を虜りよ領りやうす。[image: ]理非理を論ぜず、權門勢家を追捕つゐぶくし、有う財ざい無財を言はず、卿相侍臣を損そん亡まうす。その資財を奪ひ[image: ]つて、こと〴〵く郞從に與へ、かの莊園を沒もつ收しゆして、みだりがはしく子孫にはぐゝむ。なかんづく、去んぬる治承三年十一月、法皇を城せい南なんの離宮に遷うつし奉り、博四陸を海かい西せいの[image: ]域に流し奉る。衆しゆ庶そ言ものいはず、[image: ]路目を以てす。しかのみならず、同じき四年五月、二五の宮の朱しゆ閣かくを圍み奉り、九きう重ちようの垢こう塵ぢんを驚かさしむ。こゝに帝六子非分の害を遁のがれんが爲に、ひそかに園をん城じやう寺じへ入じゆ御ぎよの時、義仲、先日に令りやう旨じを給はるによつて、鞭むちを擧げんとする處に、怨をん敵でき巷ちまたに滿ちて、豫七よ參さん[image: ]を失ふ。[image: ]きん境けいの源氏なほ參候せず、いはんや[image: 遠]ゑん境けいに於てをや。しかるに園城は分ぶん限げんなきによつて、南都へ赴かしめ給ふ間、宇治橋にして合戰す。大將三位入[image: ]賴政父子、命を輕んじ、義を重んじて、一戰の功を勵ますといへども、多勢の攻せめを免れず。形骸を古岸の苔こけに暴さらし、生命を長河の波に流す。令旨の趣き肝に銘じ、同類の悲しみ魂を消す。これによつて、東國北國の源氏等、おの〳〵參洛を企てゝ、[image: ]家を滅さんとす。義仲、去いんじ年の秋、宿意を達せんが爲に、旗を揚げ劍を[image: ]つて、信州を出でし日、越後國の住人、城じやうの四郞長茂、數萬の軍ぐん兵ぴやうを率そつして發向せしむる間、當國橫田河原にして合戰す。義仲わづかに三千餘騎を以て、かの數萬の兵を破りをはんぬ。風聞廣きに及んで、[image: ]氏の大將十萬の軍士を率そつして、北ほく陸ろくに發向す。越州・加州・砥と浪なみ・黑坂・鹽坂・篠原以下の城郭にして、數箇度合戰す。策はかりごとを帷ゐ幄あくの中うちに運めぐらして、[image: ]つ事を咫し尺せきの下もとに得たり。しかるに討てば必ず伏し、攻むれば必ず降る。秋の風の芭蕉を破るに異ならず、[image: 冬]の霜の群八葉を枯らすに相同じ。これひとへに神明佛陀の助けなり。さらに義仲が武略にあらず。[image: ]氏敗北の上は、參洛を企つるなり。今叡岳の麓を過ぎて、洛らく陽やうの衢ちまたに入るべし。この時に當つて、ひそかに疑ぎ殆たいあり。そもそも天台の衆しゆ徒とは、[image: ]家に同心か、源氏に與力か。若もしかの惡徒を助けらるべくば、衆しゆ徒とに向つて合戰すべし。若し合戰を致さば、叡岳の滅亡踵くびすを旋めぐらすべからず。悲しきかなや、[image: ]氏宸しん襟きんを惱まし佛法を滅す間、惡逆を靜めんが爲に、義兵を起す處に、忽たちまちに三千の衆しゆ徒とに向つて、不慮の合戰を致さん事を。痛ましきかな、醫九王山王に憚はゞかり奉つて、行[image: ]に遲留せしめば、[image: ]廷緩くわん怠たいの臣として、長く武略瑕か瑾きんの謗そしりを遺のこさん事を。[image: ][image: ]に[image: 迷]まどつて、かねて案[image: ]を啓する所なり。乞ひ願はくは、天台の衆しゆ徒と、神のため佛のため國のため君のために、源氏に同心して、凶徒を誅し、鴻こう化くわに浴せん。懇こん丹たんの至りに堪へず。義仲恐きよう惶くわう謹んで申す。壽永二年六月十日の日、源義仲[image: ]上、慧ゑ光くわう坊ばうの律師の御ご坊ぼうへ」とぞ書かれたる。





【注記】

一　二の舞　舞樂の案[image: 摩]の舞の後に、これをこつけいになぞつて演じる舞。轉じて他人のまね。

二　安大事　やさしく見えていて、實はむずかしい事。

＊　「延」「長」、ここに覺明の過去を記す。同卷「四　木曾の願書の事」參照。

三　緇素　僧俗。

四　博陸　關白松殿基[image: ]。

五　二の宮の朱閣　高倉の宮の御所。

六　帝子　高倉の宮。

七　豫參　參加すること。

八　群葉　「林葉」（眞）

九　醫王山王　醫王は比叡山根本中堂の藥師如來、山王は日吉神社。










一〇　山門返牒の事






　山門の大だい衆しゆこの狀を披見して、案の如く、或いは[image: ]家に同心せんと云ふ衆しゆ徒ともあり、或いは源氏に附かんと云ふ大だい衆しゆもあり。思ひ〳〵心々、異議まち〳〵なり。老僧どもの僉せん議ぎしけるは、我等もつぱら金一きん輪りん[image: ]せい主しゆ天長地久と祈り奉る、中にも、[image: ]家は當代の御ご外ぐわい戚せき、山門に於て殊に歸き敬きやうを致す、しかりといへども、惡あく行ぎやう法に過ぎて、萬人これを背そむき、國々へ討手を遣すといへども、却かへつて夷賊の爲に亡さる、源氏は、[image: ]年より以來このかた、度ど々ゞの軍いくさにうち[image: ]つて、運命すでに開けんとす、何ぞ當山獨ひとり、宿運盡きぬる[image: ]家に同心して、運命開くる源氏を背そむかんや。すべからく[image: ]氏値ち遇ぐの義を翻ひるがへして、源氏合かふ力りよくの旨に住二すべき由、三千一同に僉せん議ぎして、返牒をこそ送りけれ。木曾殿、又家の子郞等共を召し集めて、覺明にこの返牒を開かせらる。

　「六月十日の日の牒狀、同じき十六日到來。披ひ[image: ]えつの處に、數日の鬱うつ念ねん一時に解げ散さんす。凡およそ[image: ]家の惡逆累年に及んで、[image: ]廷の騷動止む所なし。事人じん口こうに在り。違三失するに能はず。それ叡岳に至つては、帝都東北の仁じん祠しとして、國家靜せい謐ひつの[image: ]祈を致す。しかりといへども、一天久しくかの夭えう逆げきに侵されて、四海とこしなへにその安全を得ず。顯密の法四輪なきが如し。擁おう護ごの神威しば〳〵廢すたる。こゝに貴き家か、たま〳〵累代武備の家に生れて、幸に當時[image: ]選の仁じんたり。豫あらかじめ奇謀を運めぐらして義兵を起し、萬死の命を忘れて、一戰の功をたつ。その勞未いまだ兩年を過ぎざるに、その名已に四海に流る。我が山の衆しゆ徒とかつ〴〵以て承[image: ]す。國家のため累家のため、武功を感じ武略を感ず。かくの如くならば、山上の[image: ]祈空むなしからざる事を喜び、海かい[image: ]だいの衞護怠りなき事を知んぬ。自寺・他寺常住の佛法、本社・末社祭さい奠てんの神明、再び[image: ]法の榮えん事を喜び、崇す敬きやうの舊ふるきに復せんことを隨喜し給ふらん。衆しゆ徒と等が心中たゞ賢察を垂れよ。しかれば則すなはち、冥みやうには、十二神將、忝かたじけなく醫五正善ぜん[image: 逝]ぜいの使者として、凶徒追討の勇士ようしに相加はり、顯には、又三千の衆しゆ徒と、暫く修しゆ學がく鑽さん仰ぎやうの勤[image: 節]をやめて、惡あく侶りよ治罰の官軍を助けしめん。止觀十乘の梵風は、奸かん侶りよを和[image: ]の外に拂ひ、瑜ゆ伽か三密の法雨は、時じ俗ぞくを堯げう年ねんの昔に囘かへさん。衆しゆ徒との僉せん議ぎかくの如し。つら〳〵これを察せよ。壽永二年七月二日の日、大だい衆しゆ等」とぞ書いたりける。





【注記】

一　金輪[image: ]主　金輪王。須彌四洲を統治する。帝王の意に用いた。

二　住す　「任ず」（岩）。

三　違失　「委悉」（眞）。

四　法輪　佛[image: ]。佛法。

五　醫王善[image: 逝]　藥師如來。










一一　[image: ]家山門への[image: ]署の事






　[image: ]家、これをば夢にも知り給はず。興福・園城兩寺は、鬱うつ憤ぷんを含める折ふしなれば、語らふともよも靡なびかじ、當家は山門に於て、未いまだ怨あたを結ばず、山門又當家の爲に不忠を存せず、詮ずる所、山王大師に祈誓申して、三千の衆しゆ徒とを語らはばやとて、一門の公卿十人、同心[image: ]署の願書を書いて、山一門へ送らる。その願書に云はく、「敬つて白まをす。延曆寺を以て氏うぢ寺でらに准じ、日吉の社を以て氏うぢの社やしろとして、一いつ向かう天台の佛法を仰ぐべき事。右當家一族の輩ともがら、殊に祈誓することあり。旨しい趣しゆいかんとなれば、叡二山はこれ、桓武天皇の御ぎよ宇う、傳でん[image: ]げう大師、入唐歸[image: ]の後、圓ゑん頓どんの[image: ]けう法ぼふをこの所に弘め、[image: 遮]三しや那なの大戒をその[image: ]に傳へてより以來このかた、もつばら佛法繁昌の靈窟として、久しく鎭護國家の[image: ]場に備ふ。方まさに今、伊豆國の流る人にん源賴[image: ]、身の咎とがを悔いず、[image: ]かへつて[image: ]憲を嘲る。しかのみならず、奸謀に與くみして同心を致す源氏等、義仲・行家以下、黨を結んで數かずあり。隣りん境けい・[image: 遠]ゑん境けい數國を掠りやく領りやうし、土四宜土貢萬物を押あふ領りやうす。これによつて或いは累代勳功の跡を追ひ、或いは當時弓馬の藝に任せて、すみやかに賦徒を誅し凶黨を降伏すべき由、いやしくも勅命を含んで、頻りに征伐を企つ。こゝに魚鱗・鶴翼の陣、官軍利を得ず、星せい旄ばう電でん戟げきの威、逆類[image: ]かつに乘るに似たり。若し神明佛ぶつ陀だの加か被ひにあらずば、いかでか反ほん逆ぎやくの凶亂を鎭めん。是を以て、一向天台の佛法に歸し、併せて日吉の神恩を賴み奉らまくのみ。いかに況いはんや、臣等が曩なう祖そ、思へば忝かたじけなく、本五願の餘裔と言ひつべし。いよ〳〵崇そう重ちようすべし。いよ〳〵恭く敬ぎやうすべし。自今以後、山門に喜びあらば一門の喜びとし、社しや家けに憤りあらば一家の憤りとして、おの〳〵子孫に傳へて永く失しつ墮だせじ。[image: ]氏は春日かすがの社・興福寺を以て氏うぢの社やしろ・氏寺として、久しく法ほつ相さう大乘の宗に歸す。[image: ]氏は日六吉の社・延曆寺を以て氏社・氏寺として、まのあたり圓實頓悟の[image: ]けうに値ち遇ぐせん。かれは昔の遺ゆゐ跡せきなり、家の爲榮幸を思ふ。これは今の[image: ]祈なり、君の爲追罰を[image: 請]ふ。仰ぎ願はくは、山王七社、王子眷けん屬ぞく、護法[image: ]しやう衆じゆ、東西滿山、十二上願、醫王善ぜん[image: 逝]ぜい、日につ光くわう月ぐわつ光くわう、無二の丹誠を照して、唯ゆゐ一いちの玄げん應おうを垂れ給へ。しかれば則すなはち、邪謀逆心の賊、おの〳〵手を軍門に束つかね、反ほん逆ぎやく殘害の輩ともがら、首かうべを京けい土どに傳へん。よつて一門の公く卿ぎやう等、異い口く同どう音おんに禮らいを作なして、祈誓件くだんの如し。從三位行七ぎやう[image: 兼]越[image: ]守[image: ][image: ]臣[image: ]盛、從三位行[image: 兼]右[image: ]衞中將[image: ][image: ]臣資盛、正じやう三ざん位み行右[image: ]衞中將[image: 兼]伊豫守[image: ][image: ]臣維盛、正三位行左[image: ]衞權中將[image: 兼]播[image: 磨]守[image: ][image: ]臣重衡、正三位行右衞門督[image: 兼][image: ]江[image: 遠]江守[image: ][image: ]臣[image: ]宗、參議正三位皇太后宮權大夫[image: 兼]修理大夫加賀越中守[image: ][image: ]臣經盛、從二位行中納言征夷大將軍[image: 兼]左兵衞督[image: ][image: ]臣知盛、從二位行權中納言[image: 兼]肥[image: ]守[image: ][image: ]臣[image: ]盛、正二位行權大納言[image: 兼]陸奧出[image: ]按あ察ぜつ使し[image: ][image: ]臣賴盛、從一位[image: ][image: ]大臣[image: ][image: ]臣宗盛＊、壽永二年七月五日の日、敬つて申す」とぞ書かれたる。

　貫八くわん首じゆこれを燐み給ひて、左さ右うなう衆しゆ徒とに披露もし給はず、十禪師權現の社壇に籠め、三日加持して、その後衆しゆ徒とに披露せらる。始めはありとも見えざりける願書の上うは卷まきに、歌こそ一首出で來たれ、


[image: ]かに花咲く宿も年ふれば西へかたぶく月とこそ見れ



　山王大師これを憐み給ひて、三千の衆しゆ徒と力を合せよとなり。されども、年とし來ごろ日ひ來ごろのふるまひ、神慮にも違たがひ、人[image: ]にも背きぬれば、祈れども叶はず、語らへども靡なびかざりけり。大だい衆しゆもまことにさこそはと、事の體ていをば燐みけれども、源氏合かふ力りよくの返牒を送りぬる上は、今又かろ〴〵しくその議を翻ひるがへすにも及ばねば、これを許容する衆しゆ徒ともなし。





【注記】

一　山門へ送らる　「山門は當家において不忠を存ぜず（中略）願書をかいて日吉の社へこそ送られけれ」（八）。

二　叡山は　以下「唯一の玄應を垂れ給へ」まで、六代[image: ]事記參照。

三　[image: 遮]那　毘廬[image: 遮]那佛。

四　土宜土貢　土地の[image: ]物・年貢。

五　本願　桓武天皇。

六　日吉の社　「傳聞、[image: ]家公卿十人[image: ]署、以[image: ]日吉社[image: ]爲[image: ]氏社[image: ]、以[image: ]延曆寺[image: ]爲[image: ]氏寺[image: ]（中略）若是密事歟、聞[image: ]此狀[image: ]悲淚難[image: ]抑、但弃[image: ][image: ]野社[image: ]用[image: ]氏社[image: ]、神慮有[image: ]恐事歟」（吉記、壽永二・七・一二）。

七　行　位署の法で、位が高く官が低い時にこの字を入れる。官の方が高い時は守の字を入れる。

＊　「長」、「延」この所に附記の形で、[image: ]江の佐々木の庄を山に寄[image: ]する由を記す。

八　貫首　以下、歌の部分まで「長」「盛」「八」になし。










一二　主上の都落の事






　同じき七月十四日、肥後守貞能、鎭ちん西ぜいの謀叛[image: ]げて、菊池・原田・松まつ浦ら黨三千餘騎を召し具して上洛す。鎭西の謀叛をば、わづかに[image: ]げたれども、東國北國の軍いくさは、いかにも靜まらず。同じき二十二日の夜[image: ]ばかり、六波羅の邊へんおびたゞしう騷動す。馬に鞍置き腹帶はるびしめ、物ども東西南北へ運び隱す。たゞ今敵かたきの打ち入つたる樣さまなりけり。明けて後聞えしは、美み濃の源氏に、佐渡衞門尉重貞と云ふ者あり。去んぬる保元の合戰の時、鎭西の八郞爲[image: ]が、方＊かたの軍いくさに負けて、落おち人うどとなつたりしを、搦めて出したりし勸けん賞じやうに、本は兵衞の尉たりしが、その時右衞門の尉になりぬ。これによつて一門には怨あたまれて、この頃[image: ]家を諂へつらひけるが、その夜六波羅に馳せ參り、木曾已に北國より五萬餘騎で攻め上り、天台山東ひがし坂さか本もとに充ち滿ちて候。郞等に楯六郞親忠、手て書かきに大夫坊覺明、六千餘騎天台山に競きほひ登り、三千の衆しゆ徒と同心して、たゞ今都へ亂れ入る由申しければ、[image: ]家の人々大きに騷いで、方はう々〴〵へ討手をさし向けらる。大將軍には新中納言知盛の卿・本三位中將重衡の卿、三千餘騎で先まづ山階に宿しゆくせらる。越[image: ]三位[image: ]盛・能登守[image: ]經、二千餘騎で宇治橋を堅めらる。左馬頭行盛・薩[image: 摩]守忠度、一千餘騎で淀よど路ぢを守護せられけり。源氏の方には十郞藏人行家、數千騎で宇治橋を渡つて都へ入る。「陸奧みちのくの新判官義康が子、矢田判官義[image: ]、大江山を經て上洛す」とも申しあへり。又攝津國・河[image: ]の源氏等同心して、同じう都へ亂れ入る由申しければ、[image: ]家の人々、「この上は力及ばず。たゞ一いつ所しよでいかにもなり給へ」とて、方々はう〴〵へ向けられたりける討手ども、皆都へ呼び返されけり。帝都名一みやう利りの地、雞にはとり鳴いて安き事なし。治まれる世だにもかくの如し。況いはんや、亂れたる世に於てをや。吉二野山の奧の奧へも入りなばやとは、思し召されけれども、諸國七[image: ]こと〴〵く背きぬ。いづくの浦か穩おだしかるべき。三三さん界がい無む安あん猶いう如によ火くわ宅たくとて、如來の金きん言げん、一乘の妙めう[image: ]もんなれば、なじかは少しも違たがふべき。

　同じき廿四日の小さ夜よふけ方に、[image: ]さきの[image: ]大臣宗盛公、建禮門院の渡らせ給ふ六波羅池殿に參つて、申されけるは、「木曾已に北國より五萬餘騎で攻め上り、比叡山東坂本に充ち滿ちて候。郞等に楯六郞親忠、手書に大夫坊覺明、六千餘騎天台山へ競きほひ上のぼり、三千の衆しゆ徒と引き具して、たゞ今都へ亂れ入る由聞え候。人々は、ただ都の[image: ]にていかにもならんと、申し合されけれども、まのあたり女院・二位殿に、憂き目を見せ參らせん事のくちをしく候へば、院をも[image: ]をも[image: ]り奉つて、西國の方へ御ご幸か・行ぎやう幸がうをもなし參らせばやと、思ひなつてこそ候へ」と申されければ、女院、「今はたゞ、ともかうも、そこの計はからひでこそあらんずらめ」とて、御ぎよ衣いの御おん袂たもとに餘る御淚、せきあへさせ給はねば、大臣おほい殿どのも、直衣なほしの袖しぼるばかりにぞ見えられける。

　さるほどに、法皇をば[image: ]家[image: ]り奉つて、西國の方へ落ち行くべしなど申す事を[image: ]ない々〳〵聞し召す旨もやありけん、その夜の夜や[image: ]はんばかりに按あ察ぜつ使し大納言資すけ賢かたの卿の子息、右馬頭資すけ時ときばかりを御供にて、ひそかに御ご所しよを出でさせ給ひて、御四行方ゆくへも知らず御幸なる。人これを知らざりけり。[image: ]家の侍に橘きち[image: ]ない左衞門尉季すゑ康やすといふ者あり。さか〳〵しき男にて、院にも召し使はれけるが、その夜しも御おん宿直とのゐに參つて、遙はるかに[image: 遠]う候ひけるが、常の御所の御おん方かた樣ざま、よに物さわがしう、女[image: ]たち[image: ]び音ねに泣きなどし給へり。何事なるらんと聞きければ、「俄にはかに法皇の見えさせましまさぬは、何いづ方かたへの御幸やらん」と申す聲に聞く[image: ]に、あなあさましとて、急ぎ六波羅へ馳せ參り、この由申したりければ、大臣おほい殿どの、「定めて僻ひが事ごとでぞあるらん」とは宣ひながら、急ぎ參りて見參らさせ給ふに、げにも法皇渡らせましまさず。御[image: ]に候はせ給ふ女[image: ]たち、二五位殿丹後殿以下一いち人にんも動はたらき給はず。「いかにや」と問ひ參らさせ給へども、「われこそ、法皇の御行方知り參らせたり」と、申さるゝ女[image: ]たち一人もおはせざりければ、大臣殿も、力及ばせ給はず、泣く〳〵六波羅へぞ歸られける。

　さるほどに、「法皇都の中に渡らせ給はず」と、申すほどこそありけれ、京中の騷動なのめならず。いはんや、[image: ]家の人々のあわてさわがれける有樣は、家々に敵かたきの打ち入つたりとも、限りあれば、これには過ぎじとぞ見えし。[image: ]家、日頃は院をも[image: ]をも[image: ]り奉つて、西國の方へ御幸・行幸をもなし參らせんと、支度せられたりしかども、かくうち捨てさせ給ひぬれば、賴む木この本もとに雨のたまらぬ心地ぞせられける。「せめては行幸ばかりをもなし參らせよや」とて、明くる卯うの刻に、行幸の御み輿こしを寄せたりければ、主上は、今こん年ねん六[image: ]、未いまだ幼いとけなうまし〳〵ければ、何心なくぞ召されける。御ご同どう輿よには、御おん母ぼ儀ぎ建禮門院參らせ給ふ。「神しん璽じ・寶劒・[image: ]ない侍し所どころ・印六いん鑰七やく・時八ときの札ふだ・玄九げん象じやう・鈴すゞ鹿かなどをも[image: ]り具せよ」と、[image: ]大納言時忠の卿下知せられたりけれども、餘りにあわてさわいで、[image: ]り落す物ぞ多かりける。晝一〇ひの御ご座ざの御ぎよ劒けんなどをもとり忘れさせ給ひけり。やがて、この時忠の卿・[image: ]藏頭くらのかみ信基・讚岐さぬきの中將時實父一一子三人、衣冠にて供ぐ奉ぶせらる。[image: ]こん衞ゑ司づかさ、御一二み綱つなの佐すけ、甲かつ胄ちう弓きう箭せんを帶して、行幸の御供仕る。七條を西へ、朱しゆ雀じやかを南へ行幸なる。

　明くれば七月廿五日なり。漢一三天已に開ひらけて、雲東とう嶺れいにたなびき、明け方の月白く冱さえて、雞鳴またいそがはし。夢にだにかゝる事は見ず。一ひと年ゝせ都遷うつりとて俄にはかにあわたゞしかりしは、かゝるべかりける先せん表ぺうとも、今こそ思ひ知られけれ。

　攝一四政殿も、行幸に供奉して御ぎよ出しゆつありけるが、七條大宮にて、鬟びんづら結ゆうたる童子の、御車の[image: ]を、つと走り[image: ]るを御覽ずれば、かの童子の左の袂たもとに、春の日といふ[image: ]字ぞ顯れたる。春の日と書いては、かすがと讀めば、法ほつ相さう擁おう護ごの春日かすが大明神、大だい織しよく冠わんの御末を守り給ふにこそと、賴もしう思し召す處に、件くだんの童子の聲とおぼしくて、


いかにせん[image: ]の末すゑ葉ばの枯れ行くをたゞ春の日にまかせたらなん＊



供に候ふ[image: ]しん[image: ]どう左衞門尉の高直を召して、「この世の中の有樣を御覽ずるに、行幸はなれども、御幸はならず。行く末たのもしからず思し召すはいかに」と仰せければ、御牛飼に目をきつと見合せたり。やがて心得て、御車を遣りかへし、大宮を上のぼりに飛ぶが如くに仕り、北山の邊知ち足そく院ゐんへぞ入らせ給ひける。





【注記】

＊　方の　「院方の」（正[image: 節]本―梅澤氏評釋）。「八」にこの二字なし。

一　名利の地　都は名利を競う場所で、常に心が安まらぬ、の意。白氏[image: ]集の中の句。

二　吉野山の　古今集、雜下「みよし野の山のあなたに宿もがな世のうき時のかくれがにせむ」。

三　三界無安猶如火宅　法華經譬喩品の句。

四　御行方も　「鞍馬へ御幸なる」（岩）。「延」には「法皇[image: ]んで鞍馬へ御幸事」があり、詳しい。「夜[image: ]、上皇密々出[image: ]御法住寺殿[image: ]、臨[image: ]幸叡山[image: ]院中男女不[image: ]知[image: ]之失[image: ]度」（百鍊抄、壽永二・七・二四）。

五　二位殿丹後殿　「淨土寺二位殿と申す女[image: ]、其時は丹後殿とて」（盛）。「丹後のつぼねを始めとして一人もはたらき給はず」（長）。「丹波局」（延）。卷八、「山門御幸」に淨土寺の二位が出ている。

六　印　天皇の[image: ]印。

七　鑰　[image: 節]刀のかぎ。

八　時の札　[image: ]涼殿の小庭に立てゝ時刻を示した札。

九　玄象・鈴鹿　玄象は琵琶、鈴鹿は和琴。共に累代の寶物。玄象は、玄上とも書く。

一〇　晝の御座の御劍　[image: ]涼殿晝御座の間の御茵の南に置く劍。

一一　父子三人　「三人計ぞ」（岩）。信基は[image: ]信範の子。

一二　御綱の佐　行幸の鳳輦の御綱のもとに祗候する[image: ]衞の中少將。

一三　漢天　天の川の見える空。

一四　攝政殿も　「八」には「あひ」として簡單に記し、歌も、後の越中次郞兵衞の事もなし。「長」にはこの記事なし。攝政殿は基[image: ]。吉記によると、[image: ]藏頭信基が止めたが聞かず、信基一人西海におもむいた。

＊　「延」には、春日の事なく、「白髮の老翁御[image: ]に現じて」とし、歌句小異あり。春日權現驗記卷四にこの事を記しているが、歌はない。










一三　維盛都落の事






　越中の次郞兵衞、太刀脇わき挾ばさみ、攝政殿の御おん留とゞまりあるをおし止とゞめ參らせんと、しきりに[image: ]みけれども、人々に制せられて、力及ばで、留りぬ。

　中にも、小松の三位の中將維盛の卿は、日頃より思ひまうけ給へる事なれども、さし當つては悲しかりけり。この北の方と申すは、故中御門の新大納言成親の卿の娘、父にも母にも後おくれ給ひて、孤みなしごにておはせしかども、桃たう顏がん露にほころび、紅こう粉ふん眼まなこに媚こびをなし、柳りう髮はつ風に亂るゝ粧よそほひ、また人あるべしとも見え給はず。六一代御ご[image: ]ぜんとて、生しやう年ねん十になり給ふ若君、その妹いもと八[image: ]の[image: ]君おはしけり。この人々も、面々めん〳〵に後おくれじと慕ひ給へば、三位の中將宣ひけるは、「我は日頃申ししやうに、一門に具せられて、西國の方へ落ち行くなり。いづくまでも具足し奉るべけれども、[image: ]にも敵かたき待つなれば、心安く[image: ]らん事あり難し。たとひわれ討たれたりと聞き給ふとも、樣さまなど替へ給ふ事は、ゆめ〳〵あるべからず。その故は、いかならん人にも、見二もし見えて、あの幼き者どもをも育はぐくみ給へ。[image: 情]をかくべき人も、などかなくて候ふべき」と、樣やう々〳〵に慰め宣へども、北の方、とかうの返事をもし給はず、ひき被かづいてぞ伏し給ふ。中將已にうち立たんとし給へば、北の方、袂にすがり、「都には父もなし、母もなし。捨てられ奉つて後、又誰にかは見ゆべきに、いかならん人にも見えよなど、承るこそ恨めしけれ。[image: ]ぜん世せの[image: ]ちぎりありければ、人こそ憐み給ふとも、又人ごとにしもや、[image: 情]なさけをかくべき。いづくまでも件ひ奉り、同じ野原の露とも消え、一つ底の水み屑くづともならんとこそ[image: ]りしに、されば小さ夜よの寢ね覺ざめのむつごとは、皆僞いつはりになりにけり。せめては身一つならばいかゞせん。捨てられ奉る身の憂さを、思ひ知つても留りなん。幼き者どもをば、誰に見み讓ゆづり、いかにせよとか思し召す。恨めしうも留め給ふものかな」とて、かつは恨みかつは慕ひ給へば、三位の中將、「まことに人は十三、われは十五より、見み初そめ奉つたれば、火の中水の底へも、共に入り共に沈み、限ある別れ路ぢまでも、後おくれ先立たじとこそ思ひしか。今日は、かく物憂うき有樣どもにて、軍いくさの陣へ赴けば、具足し奉つて、行く末も知らぬ[image: ]の空にて、憂き目を見せ參らせんも、我が身ながら、うたてかるべし。その上、今度は用意も候はず。いづくの浦にも心安う落着きたらば、それより迎むかひに人をこそ參らせめ」とて、思ひ切つてぞ立たれける。中門の廊に出でて、鎧よろひ[image: ]つて着、馬引き寄せさせ、已に乘らんとし給へば、若君・[image: ]君走り出で、父の鎧の袖、草くさ摺ずりに[image: ]り附き、「これはされば、いづちへとて渡らせ給ひ候ふやらん。われも參らん。われも行かん」と慕ひ泣き給へば、憂き世の紲きづなと覺えて、三位の中將、いとゞせん方なげにぞ見えられける。

　御弟新三位の中將資盛・左中將[image: ]經・同じき少將有盛・丹後侍の從忠[image: ]・備中守の師盛、兄弟五騎、馬に乘りながら門の[image: ]へうち入れ、庭に控へ、大音聲を揚げて、「行幸は遙はるかに延びさせ給ひぬらんに、いかにや今までの遲參候」と、聲々に申されければ、三位の中將、馬にうち乘つて出でられけるが、又ひき返し、緣の際きはにうち寄せ、弓の弭はずにて御み簾すをさつとかき上げて、「これ御覽候へ。幼き者どもが餘りに慕ひ候ふを、とかうこしらへ置かんと仕るほどに、存じの外ほかの遲參候」と宣ひもあへず、はら〳〵と泣き給へば、庭に控へ給へる人々も、皆鎧の袖をぞ濡されける。

　こゝに三位の中將の年とし頃ごろの侍に、齋[image: ]五・齋[image: ]六とて、兄は十九弟おととは十七になる侍あり。三位の中將の御馬の左右の水三つきにとり附いて、「いづくまでも御供仕り候はん」と申しければ、三位の中將宣ひけるは、「汝等が父長井の齋[image: ]別當實盛が北國へ下りし時、供せうと云ひしを、存ずる旨があるぞとて、汝等を留とゞめ置き、つひに北國にて討死したりしは、古き者にて、かゝるべかりける事を、かねて悟つたりけるにこそ。あの六代を留めて行くに、心安う扶ふ持ちすべき者のなきぞ。たゞ理を枉まげて留とゞまれかし」と宣へば、二人の者ども、力及ばず、淚を抑へて留りぬ。北の方は、「年とし來ごろ日ひ來ごろ、かく[image: 情]なき人とこそ、かけては思はざりしか」とて、ひき被かづいてぞ伏し給ふ。若君・[image: ]君・女[image: ]達は、御み簾すの外そとまで轉まろび出で、聲をはかりに喚をめき叫び給ひけり。その聲々耳の底に留つて、されば西海の立つ波の上、吹く風の音までも、聞くやうにこそ思はれけれ。

　[image: ]家都を落ち行くに、六波羅・池殿・小松殿・八條・西八條以下、人々の家々廿餘箇所、そのほか次々の輩ともがらの宿所々々、京白川四五萬軒が在ざい家けに火をかけて、一度に皆燒き拂ふ。





【注記】

一　六代御[image: ]　「我をば貞能が五代とつけたりしかばとて、これをば六代といはんとて、若君をば六代御[image: ]とぞ申しける、[image: ]君をば夜叉御[image: ]とぞ聞えし」（長）。六代は維盛の長男。先祖正盛より六代の意か。

二　見もし見えて　こちらも見、相手にも見られて。夫婦となること。

三　水つき　承鞚。轡の部分の名。手綱を結び附ける所。










一四　[image: ]主臨幸の事






　或いは[image: ]主臨幸の地なり、鳳ほう闕けつ空むなしく礎いしずゑを殘し、鸞らん輿よたゞ跡あとを留とゞむ。或いは后こう妃ひ遊いう宴えんの砌みぎりなり、椒せう[image: ]ばうの嵐あらしの聲悲しみ、掖えき庭ていの露つゆ色愁うれふ。粧さう鏡きやう翠すゐ帳ちやうの基もとゐ、弋よく林りん釣てう渚しよの[image: ]たち、槐くわい棘きよくの座、鵷一ゑん鸞らんの栖すみか、多日の經營を空しうして、片へん時しの灰燼となりはてぬ。いはんや郞從の蓬ほう篳ひつに於てをや。いはんや雜ざふ人にんの屋舍に於てをや。餘焰の及ぶ所、在々所々數十町なり。[image: ]呉忽たちまちに亡びて、姑こ蘇そ臺だいの露荊けい棘きよくに移り、暴秦已に衰へて、咸陽宮の烟けぶり俾二へい堄げいを隱しけんも、かくやとぞ覺えける。日ひ來ごろは函谷二じ崤かうの峻さかしきを固うせしかども、北ほく狄てきの爲にこれを破られ、今は洪こう河か涇けい渭ゐの深きを賴みしかども、東夷の爲にこれを[image: ]られたり。あに圖はかりきや、忽ちに禮儀の[image: 郷]きやうを攻め出いだされて、泣く〳〵無智の境さかひに身を寄せんと。昨日は、雲の上にて雨を降くだす神龍たりき。今は、肆いちぐらの邊ほとりに水を失ふ枯魚の如し。禍福[image: ]を同じうし、盛じやう衰すゐ掌たなごゝろを返かへす。今いま目の[image: ]にあり、誰かこれを悲しまざらん。保元の昔は、春の花と榮えしかども、壽永の今は、又秋の楓もみぢと落ちはてぬ。

　畠山庄司重能・小山田の別當有重・宇都宮左衞門[image: ]綱、これ等は、去んぬる治承より壽永まで、召しこめられてありしが、そ三の時已に斬らるべかりしを、新中納言知盛の卿の意見に申されけるは、「彼等百人千人が首を斬らせ給ひて候ふとも、御運盡きさせ給ひなば、御世を保たせ給はん事ありがたし。故[image: 郷]に候ふ妻子所從等、いかばかり歎き悲しみ候ふらん。たゞ理をまげて下くださせ給へ。若もし運命開けて、都へ歸り上らせ給ふ事も候はば、ありがたき御[image: 情]でこそ候はんずれ」と申されければ、大臣おほい殿どの、「さらばとう下れ」とこそ宣ひけれ。これ等頭かうべを傾かたぶけ掌たなごゝろを合せて、「いづくまでも御供仕り候はん」と申しければ、大臣殿、「汝等が魂たましひは皆東國にこそあるべきに、ぬ四けがらばかり西國へ召し具すべきやうなし。たゞとう下れ」とこそ宣ひけれ。これらも廿餘年の主しゆなりければ、別れの淚抑へがたし。





【注記】

一　鵷鸞　殿上人。官人。

二　堄埤　城の垣。

三　その時已に　「おほい殿都を出づるとて、彼等三人が首をはねんと宣ひけるを」（八）。

四　ぬけがらばかり　「からだばかり」（八）。










一五　忠度都落の事






　薩[image: 摩]守の忠度は、いづくよりか歸られたりけん、侍五騎童わらは一人、我が身共に混甲ひたかぶと七騎、[image: ]つて返し、五條の三位俊一しゆん成ぜいの卿の許におはして見給へば、門[image: ]を閉ぢて開かず。「忠度」と名のり給へば、「落おち人うど歸り來れり」とて、その[image: ]騷ぎあへり。薩[image: 摩]守の、急ぎ馬より飛んで下り、自ら高らかに申されけるは、「これは三位殿に申すべき事あつて、忠度が參つて候。たとひ門かどをば開けられずとも、この際きはまで立ち寄り給へ。申すべき事の候」と申されたりければ、俊二成の卿、「その人ならば苦しかるまじ、開けて入れ申せ」とて、門を開けて對面ありけり。事の體てい何となう物あはれなり。薩[image: 摩]守申されけるは、「先年申し承つてより後は、ゆめ〳〵疎略を存ぜずとは申しながら、この二三箇年は、京都の騷さわぎ、國々の亂みだれ出で來、あまつさへ當家の身の上にまかりなつて候へば、常に參り寄ることも候はず。君已に帝都を出でさせ給ひぬ。一門の運命今日早盡きはて候。それに就き候うては、撰三せん集じふの御沙汰あるべき由、承つて候ひし[image: ]に、生涯の面目に、一首なりとも、御恩を蒙かうぶらうと存じ候ひつるに、かゝる世の亂出で來て、その沙汰なく候ふ條、たゞ一身の歎きと存ずる候。こののち世靜まつて、撰せん集じふの御沙汰候はゞ、これに候ふ卷物の中に、さりぬべき歌候はゞ、一首なりとも御恩を蒙つて、草の陰にても嬉しと存じ候はゞ、[image: 遠]四き御おん守まもりとこそなり參らせ候はんずれ」とて、日頃詠よみ置かれたる歌どもの中に、秀歌とおぼしきを、百餘首書き集められたりける卷物を、今はとてうち立たれける時、これを[image: ]つて持たれたりけるを、鎧よろひの引ひき合あはせより[image: ]り出でて、俊五成の卿に奉らる。三位、これを開いて見給ひて、「かゝる忘れ形見どもを給はり候ふ上は、ゆめ〳〵疎略を存ずまじう候。さてもたゞ今の御おん渡わたりこそ、[image: 情]も深う、あはれも殊にすぐれて、感淚抑へ難うこそ候へ」と宣へば、薩[image: 摩]守、「骸かばねを野山にさらさばさらせ。憂き名を西さい海かいの波に流さば流せ。今は憂き世に思ひ置く事なし＊。さらば暇申して」とて、馬にうち乘り、甲かぶとの緖をしめて、西を指してぞ步ませ給ふ。三位後うしろを遙に見送つて立たれたれば、忠度の聲とおぼしくて、「[image: ]六途[image: ]ほど[image: 遠]し、思ひを雁がん山ざんの夕べの雲にはす」と、高らかに口ずさみ給へば、俊成の卿も、いとどあはれに覺えて、淚を抑へて入り給ひぬ。

　そののち世よ靜まつて、千載集を撰ぜられけるに、忠度のありし有樣、云ひ置きし言の葉、今更思ひ出でてあはれなりけり。件くだんの卷物の中に、さりぬべき歌幾らもありけれども、その身勅勘の人なれば、名字をば顯はされず、故こ[image: 郷]きやうの花と云ふ題にて、詠よまれたりける歌一首ぞ、讀人しらずと入れられたる、


さ七ゝなみや志賀の都はあれにしを昔ながらの山櫻かな



その身[image: ]敵となりぬる上は、子細に及ばずと云ひながら、恨めしかりし事どもなり。





【注記】

一　俊成　皇太后宮大夫[image: ]原俊成。千載集を撰したのは[image: ]治三年。

二　俊成の卿　「三位あはれと思して、わななくわななく出で合ひ給へり」（長・延）。

三　撰集の御沙汰　勅撰集撰定の御命令。

四　[image: 遠]き御守　あの世からこの世の人を守護すること。

五　俊成の卿に　「えびらの中より百首の卷物を取出して門より[image: ]へ投げ入れて」（長）。

＊　この下、「八」に「たとへこの世の別れこそたゞ今ばかりにて候ふとも、來世にては必ず一佛淨土の緣と參り合ひ參らせ候ふべし」。

六　[image: ]途[image: ][image: 遠]し　「長」「延」にこの句の事なし。「盛」、さらに次の句を「後會期無……」と記し、「今を限りの別なりと思ひければ、後會期無しと詠じけるこそあはれなれ」とする。和漢朗詠集「[image: ]途[image: ][image: 遠]、馳[image: ]思於雁山之暮雲[image: ]、後會期遙、霑[image: ]纓於鴻臚之曉淚[image: ]」。大江[image: ]綱の作。

七　さゞなみや　「長」「延」、並べて「[image: ]戀、いかにせんみかきが原につむせりのねのみなけども知る人のなき」をあげ、二首を入れたとする。「長」「延」「盛」、この次に、行盛の歌を定家がその名を表わして新勅撰に入れた事を記す。










一六　經正の都落の事






　修理大だい夫ぶ經盛の嫡子、皇后宮亮すけ經正は、幼少の時より、仁一和寺の御お室むろの御所に、童二どう形ぎやうにて候さぶらはれしかば、かゝる怱そう劇げきの中にも、君の御おん名な殘ごりきつと思ひ出で參らせ、侍五六騎召し具して、仁和寺殿へ馳せ參り、急ぎ馬より飛んで下り、門をたゝかせ、申し入れられけるは、「君已に帝都を出でさせ給ひ候ひぬ。一門の運命今日已に盡きはて候ひぬ。[image: ]世に思ひ置く事とては、たゞ君の御名殘ばかりなり。八[image: ]の年この御所へ參り始め候うて、十三で元服仕り候ひしまでは、いさゝか相あひ勞いたはる事の候はんより外は、あからさまに御ご[image: ]ぜんを立ち去る事も候はず。今日三けふ已に西海千里の波なみ路ぢに赴き候へば、又いづれの日いづれの時、必ず立ち歸るべしとも覺えぬ事こそ、くちをしう候へ。今一度御[image: ]へ參つて、君をも見參らせたう存じ候へども、甲かつ冑ちうを鎧よろひ弓きう箭せんを帶たいして、あらぬ樣さまなる粧よそほひにまかりなつて候へば、憚はゞかり存じ候」と申されければ、御四お室むろ、あはれに思し召して、「たゞその姿を改めずして參れ」とこそ、仰せけれ。

　經正、その日は、紫地の錦の直ひた垂ゝれに、萠葱もよぎ匂にほひの鎧着て、長五なが覆ふく輪りんの太刀を帶はき、廿四さいたる切きり斑ふの矢負ひ、滋しげ籐どうの弓脇に挾み、甲をば[image: ]いで高紐にかけ、御[image: ]の御お坪つぼにかしこまる。御お室むろ、やがて御ぎよ出しゆつあつて、御み簾す高く揚げさせ、「これへこれへ」と召されければ、經正大おほ床ゆかにこそ參られけれ。供に候ふ[image: ]とう兵衞尉の有[image: ]を召す。赤地の錦の袋に入れたりける御おん琵び琶はを持つて參りたり。經正、これを[image: ]次いで御[image: ]にさし置き、申されけるは、「先年下くだし預つて候ひし[image: ]せい山ざん、持たせて參つて候。名な殘ごりは盡きず存じ候へども、さしもの我が[image: ]の重ちよう寶はうを、田でん舍しやの塵ちりになさん事の口惜しう候へば、參らせ置く候。若もし不思議に運命開けて、都へ立ち歸る事も候はば、その時こそ、重ねて下くだし預り候はめ」と申されたりければ、御お室むろ、あはれに思し召して、一首の御ぎよ詠えいを遊ばいてぞ下されける、


あかずして別るゝ君が名な殘ごりをば後の形かた見みにつゝみてぞおく



經正御硯下されて、


[image: ]くれ竹たけの筧かけひの水はかはれどもなほすみあかぬ宮の[image: ]かな



さて經正御[image: ]をまかり出でられけるに、數す輩はいの童六どう形ぎやう・出七しゆつ世せ者しや・坊ばう官くわん・侍さぶらひ僧そうに至るまで、經正の名殘を惜しみ、袂たもとにすがり、淚を流し、袖を濡さぬはなかりけり。中にも幼少の時、小こ師じでおはせし大納言の法印行八ぎやう慶けいと申ししは、葉は室むろの大納言光くわう賴らいの卿の御子なり。あまりに名殘を惜しみ參らせて、桂河の端はたまでうち送り、それより暇いとま[image: 請]うて歸られけるが、法印泣く〳〵かうぞ思ひ續け給ふ、


あはれなり老おい木き若わか木きも山櫻おくれ先だち花は殘らじ



經正の返事に、


[image: ]たび衣ごろもよな〳〵袖をかたしきて思へばわれは[image: 遠]く行きなん



さて、卷いて持たせられたりける赤旗、さつとさし揚げたれば、あそここゝに控へて待ち奉る侍ども、「あはや」とて馳せ集り、その勢百騎ばかり、鞭むちをあげ、駒を早めて、[image: ]なく行幸に追おつ附つき奉らる。





【注記】

一　仁和寺の御室　覺性法親王か。「長」に守覺法親王とする。

二　童形　稚兒姿（ちごすがた）。

三　今日已に　「今は一門の凶徒にさそはれて西海の波の上にたゞよふ落人となりぬべう候へば」（八）。

四　御室　「宮は世大きにはゞかり思しめしけれども、またも御覽ぜぬこともこそあれとて」（長）。

五　長覆輪の太刀　鞘の表の部分に長く金銀などで緣をとつた太刀。

六　童形　以下、僧職の名、「八」「長」「延」になし。「八」は「御所中の人々經政の袖にすがり」とする。

七　出世者　妻帶せぬ僧で、持佛堂の法事を勤め、法印に至つた者。

八　行慶　此の物語の作者とされる行長の一族。光賴の養子ともいう（梅澤和軒、評釋[image: ]家物語）。










一七　[image: ]山の沙汰の事






　この經正、十七の年、宇一佐の勅使を承つて下られけるに、その時[image: ]せい山ざんを賜はつて宇佐へ參り、御殿に向ひ奉つて、祕曲を彈ひき給ひしかば、供の宮みや人うどおしなべて、綠りよく衣いの袖をぞしぼりける。心なき奴やつこまでも、いつ聞き馴れたる事はなけれども、村むら雨さめとは紛まがはじな。めでたかりし事どもなり。

　かの[image: ]山と申す御琵琶は、昔仁明天皇の御ぎよ宇う、嘉祥三年三月に、掃部頭かもんのかみ貞二てい敏びん、渡唐の時、大唐の琵び琶はの博士はかせ[image: ]れん承しよう武ぶに逢ひ、三曲を傳へて歸[image: ]せしに、その時玄げん象じやう・獅し子し丸まる・[image: ]山、三面の琵琶を相傳して渡りけるが、龍神や惜しみ給ひけん、浪風荒く立ちければ、獅子丸をば海底に沈めぬ。いま二面の琵琶を渡いて、わが[image: ]の御み門かどの御寶とす。村三上の[image: ]代應和の頃ほひ、三四五夜中の新月の色白く冴え、涼風颯さつ々〳〵たりし夜よ[image: ]なかばに、帝みかど[image: ]涼殿にして、玄げん象じやうをぞ遊ばされける。時に影の如くなる者、御[image: ]に參じて、優いうにけだかき聲を以て、唱しやう歌がをめでたく仕る。帝しばらく御琵琶をさしおかせ給ひて、「そも〳〵汝はいかなる者ぞ。いづくより來れるぞ」と仰せければ、答へ申して云はく、「これは、昔貞てい敏びんに三五曲を傳へ候ひし、大唐の琵琶の博士廉承武と申す者にて候ふが、三曲の中なかに、祕曲を一曲殘せる罪によつて、魔[image: ]に沈ちん淪りん仕る。今君の御おん撥ばち音おと妙たへに聞え侍はべる間、參さん入にふ仕る處なり。願はくは、この曲を君に授け參らせて、佛六ぶつ果くわ菩ぼ提だいを證ずべき由」申して、御ご[image: ]ぜんに立てられたりける[image: ]山を[image: ]り、轉七てん手じゆをねぢて、この曲を君に授け奉る。三曲の中に上しやう玄げん・石せき上しやうこれなり。その後は、君も臣も恐れさせ給ひて、遊ばし彈ひく事もせさせ給はざりしを、仁和寺の御お室むろの御所へ參らさせ給ひたりしを、この經正最愛の童どう形ぎやうたるによつて、下し賜はられたりけるとかや。甲かふは紫し[image: ]とうの甲、夏山の峯の綠の木この間まより有明の月の出でけるを、撥ばち面めんに書かれたりける故にこそ、[image: ]山とは名づけけれ。玄象にも相劣らぬ希き代たいの名物なり。





【注記】

一　宇佐の勅使　御卽位又は國家の大事災變等の時、宇佐八幡宮に奉[image: ]し幣帛を獻る使。

二　貞敏　[image: ]原氏。承和五年渡唐、劉二郞という名人に琵琶を學んだ（三代實錄）。

三　村上の[image: ]代　[image: ]承武の靈の事、古事談、卷六に見える。この事、「長」「延」にはなし。

四　三五夜中の新月　和漢朗詠集、白樂天「三五夜中新月色、二千里外故人心」。

五　三曲　上玄石上・流泉白子・揚眞操啄木。一[image: ]に揚眞操・流泉・啄木。

六　佛果菩提を　「魔[image: ]の苦しみをばのがるべし」（八）。魔[image: ]云々の事、古事談になし。

七　轉手　琵琶の頭部を貫き、絃を卷く物。










一八　一門の都落の事






　池の大納言賴盛の卿も、池殿に火かけて出でられたるが、鳥[image: ]の南の門にて、「忘れたる事あり」とて、鎧に附けたる赤一あか印じるしどもかなぐり捨てさせ、その勢三百餘騎、都へ歸り上のぼられけり。越中次郞兵衞盛嗣、弓脇挾わきばさみ、大臣おほい殿どのの御[image: ]に馳せ參り、急ぎ馬より飛んで下り、畏つて、「あれ御覽候へ。池殿御おん留とゞまりによつて、多くの侍さぶらひども留り候ふが、奇怪に覺え候。池殿まではその恐れも候へば、侍さぶらひどもに矢一つ射かけ候はばや」と申しければ、大臣おほい殿どの、「今これ[image: ]の有樣どもを、見はてぬ[image: ]の不ふ當たう人にんは、さなくともありなん」と宣へば、力及ばで射ざりけり。「さて小松殿の公きん達だちはいかに」と宣へば、「未いまだ御ご一いつ所しよも見えさせ給ひ候はず」と申す。大臣殿、「都を出でて、今一日だに過ぎざるに、早人々の心どもの變り行くうたてさよ」とぞ宣ひける。新中納言知盛の卿、「行く末とても賴もしからず。たゞ都の[image: ]にていかにもならせ給へと、さしも申しつるものを」とて、大臣殿の御方を、世にも恨めしげにぞ見給ひける。

　そも〳〵池殿の御留りをいかにと云ふに、兵衞佐賴[image: ]、常は[image: 情]をかけ奉つて、「全く御おん方かたをばおろそかに思ひ奉らず。ひとへに故二こ池いけ殿どのの御おん渡わたらせとこそ存じ候へ。八はち幡まん大だい菩ぼ薩さつも御ご照せう罰ばつ候へ」など、度たび々〳〵誓せい狀じやうを以て申されけり。[image: ]家追討の討手の使の上るごとに、「相構へて、池殿の侍さぶらひに向つて弓引くな」なんど、事に觸れて芳心せられたりければ、一門の[image: ]家は運盡きて都を落ちぬ、今は兵衞佐のにこそ助けられんずれとて、落ち留られたりけるとぞ聞えし。八條の女院は、都をば軍いくさに恐れさせ給ひて、仁にん和な寺じの常とき磐は殿どのに[image: ]うでまし〳〵ける所へ、參り籠られけり。この賴盛の卿と申すは、女院の御おん乳母めのと宰相殿と申す女[image: ]に、相あひ具ぐせられたりけるによつてなり。「自然の事も候はば、賴盛助けさせおはしませ」と申されければ、女院、「今は世が世であらばこそ」と、よに賴もしげもなうぞ仰せける。およそは兵衞佐のばかりこそ、芳心を存ずといへども、自餘の源氏等はいかゞあらんずらん。なまじひに一門にはひき別れて、落ち留りぬ。浪にも磯にもつかぬ心地ぞせられける。

　さる[image: ]に、小松殿の公きん達だち兄弟六人、都合その勢二千餘騎、淀よどの六むつ田だ河原にて、行ぎやう幸がうに追つ附き奉らる。大臣殿なのめならず嬉しげにて、「いかにや、今までの遲參候」と宣へば、三位の中將、「幼き者どもが餘りに慕ひ候ふを、とかうこしらへ置かんと仕る[image: ]に、存じの外の遲參」と申されければ、大臣殿、「など六代殿をば召し具せられ候はぬぞ。心[image: ]くも留とゞめ給ふものかな」と宣へば、三位の中將、「行末とても賴もしうも候はず」とて、問ふにつらさの淚を流されけるこそ悲しけれ。

　落ちゆく[image: ]家は誰々ぞ。[image: ]さきの[image: ]大臣宗盛公・[image: ]大納言時忠・[image: ]中納言[image: ]盛・新中納言知盛・修理大だい夫ぶ經盛・右衞門督[image: ]宗・本三位の中將重衡・小松の三位の中將維盛・同じき新三位の中將資盛・越[image: ]三位[image: ]盛、殿てん上じやう人びとには、[image: ]藏頭くらのかみ信基・讚岐中將時實・左中將[image: ]經・同じき少將有盛・丹後の侍從忠[image: ]・皇后宮亮經正・左馬頭行盛・薩[image: 摩]守忠度・武藏守知とも章あきら・能登守[image: ]經・備中守師盛・尾張守[image: ]定・淡路守[image: ][image: ]・若狹守經俊・藏人大夫業盛・經盛の乙三おと子ご大たい夫ふ敦あつ盛もり・兵部の少せ輔ふ正まさ明あきら、僧には二位の僧都專親・法ほつ[image: ]しよう寺じの執しゆ行ぎやう能圓・中納言の律師仲快・經きやう誦じゆ坊ばうの阿あ闍じや梨り祐圓、武士には受領・檢非違使・衞府・諸司の尉じよう百六十人、都合その勢七千餘騎、これはこの三箇年が間、東國・北國度ど々ゞの軍いくさに討ち洩らされて、わづかに殘る所なり。[image: ]大納言時忠の卿、山崎關せき[image: ]どの院に、玉の御み輿こしを舁かき居すゑさせ、男山の方伏し拜み、「南な無む歸き命みやう頂ちやう禮らい八幡大菩薩、願はくは、君を始め參らせて、我等を今一度故[image: 郷]へ歸し入れさせ給へ」と、祈られけるこそ悲しけれ。おの〳〵後うしろを顧み給へば、霞かすめる空の心地して、烟けぶりのみ心細くぞ立ち昇る。[image: ]中納言[image: ]盛、


はかなしな主ぬしは雲井に隔つれば宿は煙けぶりと立ちのぼるかな



修理の大夫經盛、


ふるさとを燒やけ野のが原とかへりみて末もけぶりの浪なみ路ぢをぞ行く



まことに、故[image: 郷]ふるさとをば一いつ片ぺんの烟えん塵ぢんに隔てつゝ、[image: ]途萬里の雲路に赴かれけん心の中、推おし量はかられてあはれなり。

　肥後守貞能は、川尻に源氏待つと聞いて、蹴散らさんとて、その勢五百餘騎で發向したりけるが、僻ひが事ごとなればとて、[image: ]つて返して上る[image: ]に、宇う度ど野のの邊へんにて行幸に參り會ひ、急ぎ馬より飛んで下り、大臣おほい殿どのの御[image: ]に參り、畏つて、「あな心うや。こはいづちへとて渡らせ給ひ候ふやらん。西國へ下らせ給ひたらば、落四おち人うどとて、あそここゝにて討ち漏されて、憂き名を流させましまさん事、くちをしう候ふべし。たゞ都の[image: ]にて、いかにもならせ給ふべうもや候ふらん」と申しければ、大臣殿、「貞能は未いまだ知らぬか。木曾已に北國より五萬餘騎で攻め上り、比ひ叡えい山さん東坂本に滿ち〳〵たり。法皇も過ぎし夜[image: ]に失せさせ給ひぬ。人々は、都の中にていかにもならんと申し合はれけれども、まのあたり女院・二位殿に憂き目を見せ參らせんも、我が身ながらくちをしければ、せめては行幸ばかりをもなし奉り、おの〳〵をも引き具して、西國の方へ落ち下り、ひとまづもと思ふぞかし」と宣へば、「さ候はゞ、貞能は身の暇いとま給はつて、都の中にていかにもなり候はん」とて、召し具したりける五百餘騎の勢をば、小松殿の公きん達だちたちに附け參らせ、手て勢ぜい三十騎ばかり都へ[image: ]つて返す。

　[image: ]家の餘黨の都に殘り留つたるを討たんとて、貞能が歸り入る由聞えしかば、池の大納言は賴盛が身の上でぞあらんずらんと、大きに恐れさわがれけり。されども貞能は、西八條の燒やけ跡あとに大幕ひかせ、一夜宿しゆくしたりけれども、歸り入らせ給ふ[image: ]家の公達一人もおはせざりければ、さすが世のありさま心細くや思ひけん、源氏の駒の蹄ひづめにかけさせじとて、小五松殿の御墓掘らせ、御ご骨こつに向ひ奉つて、泣く泣く申しけるは、「あなあさまし、御一門の御おん果はて御覽候へ。生しやうある者は必ず滅す、樂み盡きて悲しみ來ると云ふ事をば、昔より書き置きたる事にて候へども、まのあたりかゝる憂き事候はず。君は、かゝるべかりける事を、かねて悟らせ給ひて、佛神三寶に御祈誓あつて、御世を早うせさせましましける事こそ、あり難う候へ。いかにもして、その時貞能も後ご世せの御供仕るべう候ひしものを、かひなき命存ながらへて、今日はかゝる憂き目に逢ひ候ふ事こそ、くちをしう候へ。死し期ごの時は、必ず一佛土へ迎へさせ給へ」と、泣く〳〵遙にかきくどき、骨こつをば高野へ送り、傍あたりの土をば賀茂川へ流させ、行く末賴もしからずや思ひけん、主と後うしろ合あはせに、東國の方へぞ落ち行きける＊。貞能は、先年宇都宮を申し預つて、その時[image: 情]ありしかば、今度も又宇六都宮を賴たのうで下つたりけれは、その好しみにや、芳心しけるとぞ聞えし。

　[image: ]七家は小松の三位の中將維盛の卿の外ほかは、大おほ臣い殿どの以い下げ妻子を具せられけれども、次つぎ樣ざまの人々は、さのみ引きしろふにも及ばねば、後こう會くわいその期ごを知らず、皆うち捨ててぞ落ち行きける。人はいづれの日いづれの時、必ず立ち[image: ]るべしと、その期ごを定め置くだにも、別れは悲しき[image: ]ひぞかし。況いはんや、これは今日を最さい後ご、たゞ今限りの事なれば、行くも留とまるも、互に袖をぞしぼりける。相傳譜代の好よしみ、年とし來ごろ日ひ來ごろの重恩、いかでか忘るべきなれば、老いたるも若きも、皆後あとをのみ顧みて、[image: ]さきへは[image: ]みもやらざりけり。或いは磯邊の波枕、八や重への潮しほ路ぢに日を暮し、或いは[image: 遠]きを分け、嶮はげしきを凌しのいで、駒に鞭むちうつ人もあり、舟に棹さをさす者もあり。思ひ〳〵心々にぞ落ち行きける。





【注記】

一　赤印　鎧の袖印。[image: ]家は赤の色。

二　故池殿　忠盛の妻、池の禪尼。

三　乙子　末子。

四　落人とて　「落人とてあしここゝにうち散して、かばねを[image: ]のほとりにさらし給はむ事こそ心うけれ（中略）何事も限りある事なれば今は[image: ]家の御運こそつきさせ給ひぬらめ、さればとてかなはぬもの故に敵にうしろを（見、[image: ]か）せむ事うたてく候」（延）。

五　小松殿の　「小松殿の御墓の六波羅にありけるを、東國の人どもが馬のひづめにかけさせむ事くちをしかるべしとて墓掘り起し骨拾ひ首にかけ、泣く〳〵福原へとて落ち行きけり」（延）。

＊　「延」の「[image: ]家都落つる事」の條に、「法性寺院[image: ]ばかりしばし燒けざりければ、佛の御力にて殘るかと思ひしほどに、[image: 筑]後守家貞が奉行にて、故刑部卿忠盛、入[image: ]大相國、小松[image: ]府已下の墓所どもを掘り集めてかの堂の正面の間にならべおきて、佛と共に燒き上げて、骨をば首にかけて、あたりの土をば川に流して家貞主從落ちにけり」。

六　字都宮　宇都宮[image: ]綱。吾妻鏡、元曆二・七・七の條に、貞能が[image: ]綱に頼つて來た事が見える。

七　[image: ]家は　以下「[image: ]へは[image: ]みもやらざりけり」まで「八」になく、「さるほどに[image: ]家は西の海八重の潮路に」とする。










一九　福原落の事






　[image: ]家は福原の舊里に着いて、大臣おほい殿どの、然るべき侍さぶらひ老少數百人召して宣ひけるは、「積しやく善ぜんの餘慶家に盡き、積せき惡あくの餘よ殃あう身に及ぶが故に、神明にも放たれ奉り、君一にも捨てられ參らせて、帝都を出でて[image: ]泊に漂たゞよふ上は、何の賴みかあるべきなれども、一樹の陰に宿るも、先世の[image: ]ちぎり淺からず、同じ流れを掬むすぶも、他生の緣なほ深し。況いはんや汝等は、一旦隨ひ附く門客にあらず、累祖相傳の家け人にんなり。或いは[image: ]親の好よしみ、他に異なるもあり、或いは重代芳恩これ深きもあり。家門繁昌の古いにしへは、その恩波によつて、私を顧みき。何ぞ今その芳恩を酬むくはざらんや。然れば十善帝王、三種の神器を帶たいして渡らせ給へば、いかならん野の末、山の奧までも、行幸の御供申して、いかにもなりなんとは思はずや」と宣へば、老少皆淚を抑へて、「あやしの鳥とり獸けだものも、恩を報じ德を酬むくふ心は候ふなり。況いはんや人倫の身として、いかでかその理ことわりを存知仕らでは候ふべき。なかんづく、弓きう箭せん馬上に携はる[image: ]ひ、二心あるを以て恥とす。その上この廿餘年が間、妻子を育はぐくみ、所從を顧み候ふ事も、し二かしながら君の御恩ならずといふ事なし。しかれば日本の外、新しん羅ら・百はく濟さい・高かう麗らい・[image: ]けい丹たん、雲の終はて・海の終はてまでも行幸の御供仕り、いかにもなり候はん」と、異い口く同どう音おんに申したりければ、人々皆賴もしげにぞ見給ひける。

　さる[image: ]に[image: ]家は、福原の舊里にして、一夜をぞ明されける。をりふし秋の月は下しもの弓ゆみ張はりなり。深しん更かう空くう夜やしづかにして、[image: ]寢の床の草枕、露も淚も爭ひて、たゞ物のみぞ悲しき。いつ歸るべしとも覺えねば、故入[image: ]相國の造りおき給へる福原の所ところ々〴〵を見給ふに、春は花見の岡の御所、秋は月見の濱の御所、泉殿・松まつ陰かげ殿どの・馬場殿・二階の棧さ敷じき殿どの・雪見の御所・萱かやの御所、人々の[image: ]たちども、五條の大納言國綱の卿の承つて造[image: ]せられし里さと[image: ]だい裏り、鴛を鴦しの瓦・玉の石だたみ、いづれも〳〵、三み年とせがほどに荒れはて、舊きう苔たい[image: ]を塞ふさぎ、秋の草門かどを閉づ。瓦に松生ひ垣に蔦つた茂れり。臺かたぶいて苔むせり。松風のみや[image: ]ふらん。簾すだれ[image: ]え閨ねやあらはなり。月影のみぞさし入りける。

　明けぬれば、福原の[image: ]だい裏りに火をかけて、主しゆ上しやうを始め參らせて、人々皆御船に召す。都を出でし[image: ]こそなけれども、これも名な殘ごりは惜しかりけり。海士三あまの燒たく藻もの夕燒ゆふけぶり、尾上をのへの鹿の曉の聲、なぎさ〳〵に寄する波の音、袖に宿かる月の影、千草にすだく蟋四しつ蟀しゆつのきりぎりす、すべて目に見耳に觸るゝ事の、一つとして、あはれを催し心を傷いたましめずと云ふ事なし。昨日きのふは、東關の麓にくつばみをならべて十萬餘騎、今け日ふは、西海の浪の上に纜ともづなをといて七千餘人、雲海沈々として[image: ]天已に暮れなんとす。孤島に夕霧せきぶ隔てて、月海上に[image: ]べり。極きよく浦ほの浪を分け、潮に引かれて行く船は、[image: ]天の雲にさかのぼる。日數ふれば、都は山さん川せんほどを隔てて、雲居の餘よ所そにぞなりにける。はる〴〵來ぬと思へども、たゞ盡きせぬものは淚なり。波の上に白き鳥の群れゐるを見給ひては、「かれならん、在あり原はらのなにがしの、隅五田川にてこととひけん、名もむつまじき都鳥かな」と、あはれなり。壽永二年七月二十五日に、[image: ]家都を落ち果てぬ＊。





【注記】

一　君　後白河院。

二　しかしながら　そのまゝそつくり。こと〴〵く。

三　海士の　この句、「七十一番職人歌合」の琵琶法師の圖に出ている。

四　蟋蟀のきりぎりす　漢籍を讀むのに漢字の音訓を共に讀んだ兩點讀をそのままに書き下したもの。[image: ]選讀といわれる。

五　隅田川にて　伊勢物語「名にしおはばいざこととはん都鳥わが思ふ人はありやなしやと」。

＊　「延」には年月日の記述がなく、この條は「西國へ落ち給ひたりとても幾日何月かあるべき、ただ今に滅びなむずるものをとぞ人々申しあひける」で終る。下卷一六五頁參照。













[image: ]家物語卷第七









佐[image: ]謙三


明治四三年（一九一〇）―昭和五〇年（一九七五）。神奈川県生まれ。昭和八年國學院大學国[image: ]科卒業。國學院大學教授、同学長を歴任。主として中世[image: ]学を専攻。主著に、『校本日本霊異記』（明世堂）、『大鏡』（角川ソフィア[image: ]庫）、『[image: ]安時代[image: ]学の研究』（角川書店）など。『角川国語辞典』『角川新版古語辞典』『角川最新古語辞典』の編者。『佐[image: ]謙三著作集』全五巻（角川学芸出版）がある。
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